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◎ 開 会

○外山三博議長 これより平成24年２月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員39名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○外山三博議長 会議録署名議員に、内村仁子

議員、徳重忠夫議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○外山三博議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕 御報告いたしま

す。

去る２月17日に、閉会中の議会運営委員会を

開き、本日招集されました平成24年２月定例県

議会の会期日程等について協議いたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

合計81件、その内訳は、当初予算20件、補正予

算11件、条例36件、予算・条例以外14件であり

ます。このほか２件の報告があります。また、

さらに人事案件が追加提案される予定でありま

す。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査をいたしました結果、会期

については、本日から３月22日までの28日間と

することに決定いたしました。会議日程は、お

手元に配付されております日程表のとおりであ

ります。

今期定例会は、３月１日から２日間の日程で

代表質問、３月５日から３日間の日程で一般質

問を行います。代表質問については、質問人数

を５名とし、質問の順序及び時間は、自由民主

党120分以内、新みやざき55分以内、社会民主

党45分以内、公明党45分以内といたします。次

に、一般質問については、質問人数を合計12名

以内とし、質問順序は、29日の通告締め切り後

に行う抽せんにより決定いたします。質問時間

は、１人30分以内といたします。

一般質問終了の後、議案・請願の所管常任委

員会への付託を行います。まず、３月８日、９

日の２日間で各常任委員会を開催していただ

き、付託された議案のうち補正予算及び補正関

連議案を審査の上、３月12日の本会議で、各常

任委員長の審査結果報告及び採決を行います。

その後、３月13日から16日までの４日間で、

同じく委員会において、当初予算及び当初関連

議案を審査の上、最終日の本会議で議案・請願

の審査結果報告及び採決を行います。

また、同じく最終日には、今年度設置してお

ります３特別委員会の調査結果報告を行いま

す。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

○外山三博議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○外山三博議長 会期についてお諮りいたしま

す。

平成24年２月24日(金)
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今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より３月22日まで

の28日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第81号まで上程

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第81号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明等

○外山三博議長 ここで、知事に、今後の県政

運営についての所信及び議案の提案理由説明を

求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成24年２月定例県議会の開会に当た

りまして、今後の県政運営に関する所信の一端

を申し上げますとともに、ただいま提案いたし

ました平成24年度の予算案並びにその他の議案

について、その概要を御説明申し上げます。

先月の21日で、知事就任１年が経過いたしま

した。この１年を振り返りますと、口蹄疫から

の復興に取り組むさなか、知事就任日に発生し

た高病原性鳥インフルエンザ、そしてその数日

後の新燃岳の噴火と、相次いで大災害が発生い

たしました。さらに全国的にも未曾有の被害を

もたらした東日本大震災の発生や、各地の集中

豪雨、豪雪など、本県も我が国も災害に見舞わ

れ続けた１年でありました。

また一方で、ギリシャの財政問題に端を発し

た世界的な金融危機や急激な円高の進行、農業

などさまざまな分野への影響が懸念されるＴＰ

Ｐ問題など、国家の根幹にかかわる数々の問題

に直面した１年でもありました。

地方を取り巻く情勢を見ましても、少子高齢

・人口減少の本格化や厳しい財政状況などによ

り、地方の置かれた環境が大きく変化する中、

本県では、口蹄疫等からの再生・復興を初めと

する経済・雇用対策、中山間地域対策、子育て

・医療対策など、重要課題がまさに山積してい

るところであります。

このような状況において、あすの宮崎の礎を

確固たるものにするため、昨年、新たな総合計

画を初めとする各種計画を策定し、新しい宮崎

づくりをスタートさせました。本年はこれらの

計画を軌道に乗せ、より力強い取り組みとする

ための第２ステージとなる大変重要な年である

と考えております。

平成24年度は、地域経済の活性化に向けた

「産業・雇用づくり」、地域の連携や交流の促

進による「安全・安心なくらしづくり」、そし

て、地域のきずなを強化し、地域活力の向上を

図るための「地域を支える人財づくり」の３つ

を施策の柱に掲げ、重点的に施策展開を図るこ

ととしております。特に、疲弊している本県経

済の活性化を図る観点から、農林水産物や県産

品、地域資源等も含めた広い意味での地産地消

や100万泊県民運動、あるいはアジア市場を見据

えた経済交流の促進に取り組むこととしており

ます。

私のことしのテーマは「岩戸開き」でありま

す。県民の皆様はもちろん、県議会の皆様や

国、市町村、関係団体の皆様との対話と協働の

もと、県民総力戦を展開し、本県の再生・復興

に手ごたえが感じられる「光」を取り戻す年に

平成24年２月24日(金)
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したいと考えております。県議会の皆様を初

め、県民の皆様の御理解と御協力をお願い申し

上げます。

次に、記紀編さん1300年記念事業の展開につ

いて御報告いたします。

本県は、古事記や日本書紀に描かれた日向神

話の舞台であり、多くの伝説や伝統文化、史跡

等が残されております。平成24年は古事記編さ

ん1300年に、そして平成32年は日本書紀編さ

ん1300年に当たります。

また、平成25年から26年にかけて、置県130年

や東九州自動車道宮崎―延岡間の開通など、本

県にとりまして重要な節目となる年を相次いで

迎えることとなります。

大きな歴史の節目に当たり、日向神話や伝

説、史跡、神楽など本県の宝を再認識するとと

もに、県民の力を結集し、その磨き上げや情報

発信を行うことにより、口蹄疫や東日本大震災

などによる停滞からの再生・復興に向け、地域

の活性化や将来の県づくりに結びつけていきた

いと考えております。

このような考えのもと、ことしから日本書紀

編さん1300年の平成32年までの９年をとらえ、

「神話のふるさと みやざき温故知新ものがた

り」をコンセプトに、県を挙げて記紀編さ

ん1300年記念事業を展開することといたしまし

た。この取り組みを成功させるためには、県の

みならず、市町村や民間の皆様の知恵と力を結

集し、総合的・一体的に推進していく必要があ

ります。このため、官民一体による推進組織と

して、79の団体の参加のもと、２月21日に記紀

編さん1300年記念事業推進協議会を設立いたし

ました。

既に今年度におきましても、「古事記編さ

ん1300年」をテーマに、明治大学との連携講座

や東京でのシンポジウム、ワンコインバスツア

ーなど、さまざまな事業を行ってきておりま

す。平成24年の取り組みにつきましても、今議

会に提案しております県の各種事業に加え、市

町村・民間団体の皆様の取り組みを積極的に推

進し、島根県や奈良県を初め関係する県とも連

携を図りながら、さらに厚みを持たせる形で展

開していきたいと考えております。

なお、記紀編さん1300年記念事業の集大成と

しまして、日本書紀編さん1300年に当たる平

成32年に、「文化の国体」とも言われます国民

文化祭を本県へ誘致すべく、市町村を初め関係

団体と協議しながら、検討を進めてまいりたい

と考えております。

次に、フェニックスリゾート社についてであ

ります。

昨日、セガサミーホールディングス株式会社

がフェニックスリゾート社の全株式を取得し、

子会社化するとの報を受けたところでありま

す。セガサミーホールディングス株式会社は、

日本を代表するエンターテインメント企業であ

ると伺っております。

同社に対しましては、これまでどおりの施設

の運営及び雇用の継続を図ることに加え、新た

なノウハウやアイデアで、シーガイアを本県の

核となるリゾート施設として、さらに発展させ

ていかれることを期待し、また、お願いもして

まいりたいと考えております。

それでは、今議会に提案いたしました平成24

年度当初予算案につきまして御説明申し上げま

す。

平成24年度当初予算案編成に当たりまして

は、財政改革の着実な実行、平成24年度重点施

策の推進、役割分担等を踏まえた施策の構築・

県民総力戦による実行を基本方針といたしまし
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た。まず、特徴的な２点について御説明申し上

げます。

第１点目は、予算編成方針において設置を検

討することとしておりました特別枠についてで

あります。

本県財政は、極めて厳しい状況にあります

が、口蹄疫の影響等により停滞している地域経

済の活性化を図るとともに、東日本大震災等を

踏まえた県民生活の安全を確保する取り組みを

推進するため、別枠の重点措置として、総額50

億円規模の「地域経済活性化・防災対策特別

枠」を設置することといたしました。その内訳

としまして、公共事業の追加措置として約38億

円、その他として約12億円を措置することとし

ております。

公共事業の追加措置につきましては、特に全

県的にきめ細かな事業を展開することのできる

県単事業を約18億円上乗せすることとしており

ます。この結果、県単公共事業は対前年度比2.3

％増と、平成23年度６月補正肉付け予算で24.1

％の大幅な増となった事業量をさらに伸ばすこ

とによりまして、県内各地域において経済波及

効果を喚起してまいりたいと考えているところ

であります。

また、その他、防災対策としまして、防災映

像伝送システム強化対策、県立学校緊急耐震対

策事業及び木造住宅耐震化リフォーム支援事業

の３事業を重点措置することといたしました。

特に木造住宅耐震化リフォーム支援事業につ

きましては、県議会からも要望のありました住

宅リフォーム事業につきまして、耐震診断への

助成に加え、耐震基準を満たしていない木造住

宅のリフォームを優先的に支援することとして

おりまして、県民生活の安全を確保するととも

に、すそ野の広い経済波及効果が期待できるも

のと考えているところであります。

そのほか、再生可能エネルギーの利用を促進

するとともに、地域経済の活性化を図る観点か

ら、住宅用太陽光発電システムの導入補助事業

を、平成24年度も引き続き実施することとした

ところであります。

第２点目は、公債管理特別会計の新設であり

ます。

公債費に係る経理を明確にし、公債費負担の

平準化等を図るため、「公債管理特別会計」を

設置することとしております。

これまで、一般会計の中で他の歳入歳出と混

在していた県債や公債費を単独の会計で一体的

に管理することによりまして、その経理がより

明確となり、また償還年限の長短により年度ご

とに不均一であった公債費負担の平準化を図る

こととなるものであります。

このように、平成24年度当初予算案は、２年

目となる「第三期財政改革推進計画」を着実に

推進しながら、厳しさの続く本県の社会経済情

勢を踏まえ、地域経済循環システムの構築や将

来の産業展開に向けた取り組みを進めるととも

に、緊急的な措置が必要な防災対策の推進や医

療の確保、子育て支援など、すべての県民が安

心した暮らしを営むことができる環境整備を図

る「みやざきの元気・安心創出予算」として編

成したところであります。

このような方針に基づき編成いたしました結

果、一般会計5,728億3,000万円、特別会計1,254

億9,667万5,000円、公営企業会計418億1,186万

円となり、一般会計につきましては、公債管理

特別会計を分離設置したことにより、前年度の

肉付け後の予算額と比較して1.3％の減となった

ところでありますが、実質的な予算規模を比較

するため、一般会計と公債管理特別会計を純計
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いたしますと、5,902億7,230万円となり、前年

度比で97億円余、1.7％の増となっております。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

平成24年度当初予算におきましては、地域経

済循環システムの構築や地域産業の振興、雇用

の確保などを図る「産業・雇用づくり」、東日

本大震災等を踏まえた防災力の向上や医療の確

保などを図る「安全・安心なくらしづくり」、

地域における教育力の向上や子育て・子育ち環

境の整備などを図る「地域を支える人財づく

り」の３つを重点施策と位置づけ、予算編成を

行ったところであります。

まず、１点目は「産業・雇用づくり」につい

てでございます。

平成24年度は、幾つかの県民運動を展開して

いくこととしておりますが、その一つとして、

「知る、使う、広げる」を基本理念に、農林水

産物を初めとする県産品の購入など、広い意味

での地産地消を進める「みやざき元気！“地産

地消”県民運動」を推進し、本県経済の活性化

を図ることとしております。

また、100万泊県民運動の一環としまして、本

県観光の魅力アップを図るため、コンクールの

実施などによる県内旅行商品の開発促進や、ス

マートフォン利用者向けの観光情報の配信サー

ビスの提供などの情報発信等を行うこととして

おります。

古事記編さん1300年関係事業につきまして

は、推進協議会において、県、市町村、民間団

体等それぞれが実施する記念事業の取りまとめ

を行い、統一的なコンセプトとイメージ戦略に

基づき、核となるイベントやテレビなどを活用

した積極的な情報発信を展開してまいります。

また、県民向けシンポジウムや首都圏などでの

ＰＲ活動、日向神話ゆかりの地をめぐる「日向

神話旅」のルート開拓等に取り組み、また、

「西都原古墳群発掘調査100年」とあわせ記念イ

ベントを実施するなど、関係事業として総合的

に展開してまいりたいと考えております。総額

で３億3,000万円程度を措置し、宮崎の宝である

古事記ゆかりの神話や伝説、史跡、神楽などを

広く発信していくこととしております。

農業の６次産業化につきましては、本県農業

の新たな成長産業化を促進するものと位置づけ

ておりますが、特に農業法人を本県農業の重要

な担い手として位置づけ、法人経営化のサポー

トや６次産業化に向けた支援体制の構築などを

推進することとしております。

２点目は「安全・安心なくらしづくり」につ

いてであります。

現在、災害時に災害対策本部が置かれる県庁

１号館につきましては、防災拠点施設としての

耐震性能が不足しているため、通常の1.5倍の十

分な耐震性能を有し、災害対策等を円滑に実施

できる防災拠点施設の整備について調査等を行

うこととしております。

また、災害時の情報収集・伝達体制の整備と

災害拠点病院の機能強化を図るため、災害医療

情報システムの充実や、災害拠点病院が行う津

波被害を想定した自家発電装置の移設を支援す

ることとしております。

県民の皆様の生命、財産を守る事業としまし

て、昭和56年以前に建設された木造住宅を対象

に、耐震診断と診断結果に基づく耐震化リフォ

ームに対し積極的に支援を行うとともに、県立

学校の耐震対策につきまして、東日本大震災に

おける被災状況等を踏まえ、当初の予定を２年

早め、平成25年度末までの２カ年ですべての県

立学校の耐震補強工事を完了することといたし
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ました。これらの耐震化リフォーム支援及び県

立学校の緊急耐震対策につきましては、先ほど

御説明いたしました「地域経済活性化・防災対

策特別枠」により措置した事業であります。

３点目は「地域を支える人財づくり」につい

てであります。

児童生徒の学力向上を目指すため、「みやざ

きＷｅｂ学びのシステム」を構築し、システム

による問題の配信を行うほか、中核教員の育成

やワークショップの開催を行い、教員の授業力

の向上を図ることとしております。

また、ニートやひきこもり、不登校など、社

会生活を営む上で困難を抱える子供・若者への

支援を行うため、新たに、国や県の関係機関で

構成する協議会を組織するとともに、子供・若

者に関する総合的な相談窓口として「子ども・

若者総合相談センター」を設置することとして

おります。

次に、これまで御説明いたしました重点施策

以外で、昨年６月に取りまとめました「アク

ションプラン」に係る主な重点推進事業につき

まして御説明いたします。

まず、口蹄疫からの復興に関しまして、生産

性と家畜衛生の両立した畜産経営を推進するた

め、家畜の適正な飼養管理に関するガイドライ

ンや新たな飼養衛生管理基準に沿った全国のモ

デルとなる畜舎の整備に対し、支援を行うこと

としております。

次に、東日本大震災の被災地に対する息の長

い支援策の一つとして、県内のボランティア団

体やＮＰＯ法人等が行う被災地のニーズに即し

た地域コミュニティーづくりや、心のケア等の

復興活動を支援することとしております。

次に、本県の芸術と文化の振興を図るため、

新たに20億円の基金を造成いたしまして、県立

芸術劇場における事業や各種の文化事業を実施

していくほか、新たな取り組みとして、市町村

等が実施する地域における芸術文化の環境づく

りを支援していくこととしております。

次に、本県のスポーツの一層の推進と競技力

向上を図るため、新たに５億円の基金を造成い

たしまして、県民に身近なスポーツから競技ス

ポーツまで幅広く支援を行うこととしておりま

す。この基金により平成24年度に実施する事業

のうち、「夢・実現 甲子園優勝プロジェクト

事業」では、県民の夢である甲子園優勝を目指

し、秋の県大会でベスト４となった高校を指定

して選手の育成・強化を行うなど、関係者の取

り組みを後押ししてまいります。

最後に、日向警察署につきましては、平成21

年度から建てかえ事業を進めてまいりました

が、平成24年度中には、各種相談室や射撃訓練

場など、地域の治安維持の拠点としてふさわし

い機能を持つ庁舎として完成する予定でありま

す。

一般会計の歳入財源といたしましては、県

税809億6,000万円、地方交付税1,837億3,700万

円、国庫支出金786億5,089万6,000円、県債788

億8,610万円、その他1,505億9,600万4,000円を

充当することといたしております。

次に、予算関係以外の議案について御説明い

たします。

議案第21号「宮崎県部設置条例の一部を改正

する条例」は、新たな県総合計画「未来みやざ

き創造プラン」に基づく政策を推進するための

組織体制を見直すに当たり、「県民政策部」を

「総合政策部」に名称変更するため、所要の改

正を行うものであります。

議案第27号「宮崎県公債管理特別会計条例」

は、公債費に係る経理の明確化や公債費負担の
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平準化等を図るため、県債の元利償還金等の管

理を行う特別会計を設置する条例を制定するも

のであります。

議案第28号「宮崎県育英資金特別会計条例」

は、宮崎県育英資金貸与条例に基づく育英資金

の貸与の円滑な運営とその経理の適正を図るた

めの特別会計を設置する条例を制定するもので

あります。

議案第29号「みやざき芸術文化振興基金条

例」は、本県の文化の振興を図るとともに、県

立芸術劇場における事業を推進することを目的

とした基金を設置する条例を制定するものであ

ります。

議案第32号「宮崎県スポーツ推進基金条例」

は、本県におけるスポーツの一層の推進と競技

力の向上を図ることを目的とした基金を設置す

る条例を制定するものであります。

その他の議案につきましては、説明を省略さ

せていただきます。

次に、別冊にて同時に提案いたしております

平成23年度補正予算案及びその他の議案につい

て、その概要を御説明申し上げます。

今回の補正予算案は、国の平成23年度補正予

算第３号及び第４号の成立及び国庫補助の決定

に伴うもの、並びにその他必要とする経費等に

ついて措置するものであります。

補正額は、一般会計マイナス72億3, 4 7 3

万6,000円、特別会計マイナス５億965万6,000円

であります。この結果、平成23年度の一般会計

歳入歳出予算規模は5,891億6,253万2,000円とな

ります。

以下、その主なものについて御説明申し上げ

ます。

まず、既存基金への積み立てにつきまして

は、国の補正予算に伴う交付金等を受け、「森

林整備加速化・林業再生基金」や「安心こども

基金」など、既存の10の基金に積み立てを行う

こととしております。

次に、木育普及促進事業につきましては、県

産材の利用を促進するため、幼稚園や保育所、

福祉施設等の木造公共建築物の整備を支援する

こととしております。

次に、産地再生関連施設緊急整備事業につき

ましては、農業団体等が行う共同利用施設等の

整備を支援し、県産農産物の競争力強化と農家

経営の安定を図ることとしております。

最後に、畜産団地整備育成事業であります

が、大規模な肉用牛・養豚施設等を整備するこ

とによりまして、繁殖から肥育に至る地域一貫

生産体制の確立を推進し、安定的な肉用牛・養

豚経営体を育成することとしております。

以上、補正予算案の概要について御説明申し

上げましたが、これに要します一般会計の歳入

財源は、県税28億9,000万円、地方交付税45

億9,115万9,000円、国庫支出金16億8,547

万6,000円、寄附金14億213万4,000円、繰入金マ

イナス91億3,405万3,000円、県債マイナス82

億1,361万8,000円、その他マイナス４億5,583

万4,000円であります。

次に、平成23年度予算の翌年度への繰り越し

についてであります。

公共事業等について、国庫補助決定が年度後

半になったこと及び用地買収に日時を要したこ

となどの事情から、歳入歳出予算を翌年度に繰

り越して執行するものであります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第67号「宮崎県税条例及び平成22年４月

以降において発生が確認された口蹄疫に起因し

て生じた事態に対処するための手当金等につい
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ての個人の事業税の臨時特例に関する条例の一

部を改正する条例」は、「東日本大震災からの

復興に関し地方公共団体が実施する防災のため

の施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時

特例に関する法律」の制定により個人県民税均

等割の標準税率が加算されたこと、及び条例で

指定した公益法人等に対してなされた寄附金に

係る個人県民税の税額控除制度を導入すること

等に伴い、所要の改正を行うものであります。

議案第76号から第79号までは、国道327号トン

ネル工事の工事請負契約の締結等について、議

会の議決に付すべき契約に関する条例の規定に

基づき、議会の議決に付するものであります。

その他の議案につきましては、説明を省略さ

せていただきます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす25日から29日までは、議案調査等のた

め、本会議を休会いたします。

次の本会議は、３月１日午前10時開会、代表

質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時31分散会

平成24年２月24日(金)



３月１日（木）



平 成 2 4 年 ３ 月 １ 日 （ 木 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 代表質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問であります。

ただいまから代表質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自民党の中野です。

早くも弥生３月になりました。あと10日しま

すと、東日本大震災から、ちょうど１年になり

ます。なかなか復興が進んでいないようであり

ますが、じくじたる思いがいたしております。

そういう中での代表質問でありますが、大変項

目が多うございますので、はしょって要点をま

とめた質問をしていきたいと思いますので、答

弁のほうもよろしくお願いいたします。

まず、１月３日の地元宮日新聞に知事の評価

が載っておりました。いわゆる支持率でありま

す。85.6％という大変高い数字でありました。

一県民として悪い気持ちはいたしませんでし

た。うれしい、その一言を感じたということで

ございます。中身を見ますと、支持する上位３

点は、「しがらみがない」18.5％、「人柄がよ

い」17.5％、「官僚出身で行政経験豊富」16.4

％でありました。知事はこの評価をどんな思い

で見られたのか、そういうことをまずはお聞き

して、後は質問者席から質問させていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

支持率調査についてでございます。この結果

を見まして、まずは高い数字に驚いたところで

ございますが、大変ありがたく受けとめたとこ

ろでございます。いろんな項目がございますけ

れども、全体といたしましては、仕事に取り組

む姿勢なり取り組み方というところについて

は、一定の評価をいただいたのではないかとい

うふうに思っておりますが、いろんな実績を残

していくこと、リーダーとしての思いをしっか

りと伝えること、そのような課題というものを

お示しいただいたのではないかというふうに受

けとめておるところでございます。これからも

さまざまな形で県民の皆様の声に耳を傾け、自

分なりの役割を果たしてまいりたい、そのよう

に考えたところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○中野一則議員 逆に、不支持9.6％でありまし

た。これは全体からするとわずかでありました

が、その理由の上位を見ますと、「リーダー

シップがない」2 4 . 9％、「行政手腕が低

い」23.2％、「官僚出身だから」18.3％であり

ました。また、支持するうちでワーストのほ

う、支持するうちで一番低いものの１位が「行

政手腕が高い」、２位が「リーダーシップがあ

る」6.9％でありました。リーダーシップあるい

は行政手腕については大変低い数字だというふ

うに理解できるわけであります。どのような立

場であっても、最高の指導者には指導力、リー

ダーシップが必要だと思いますが、そのあたり

をこの評価から見て知事はどのようにお思いに

なるかをお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今も答弁申し上げたと

ころでございますが、いろんな項目を拝見する

に当たりまして、自分として、これから知事と

平成24年３月１日(木)
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してしっかりと実績を残していかなくてはなら

ない、そのことが求められているということを

受けとめるとともに、知事として、リーダーと

して求められるもの、しっかりと県の思い、自

分の思いというものを県民の皆様にお伝えし、

これからの宮崎、将来のことを考えて方向を

しっかりと示して、先頭に立って引っ張ってい

く、そのような姿勢で取り組んでいくことが大

事だというふうなことを受けとめたところでご

ざいます。

○中野一則議員 県最高の指導者、リーダーで

すから、要所要所で決断とリーダーシップを発

揮されるよう要望しておきたいと思います。

続きまして、県内の総生産と所得向上につい

て質問したいと思います。

まず、現状でありますけれども、平成20年度

の実績、県内総生産が３兆9,173億円、これは全

国で38位、１人当たりの県民所得は213万円で、

全国で45位であります。今まで最下位が沖縄県

でありました。きのう、実は発表もありまし

て、21年度は沖縄が１位上がって高知が最下位

になったようでありますが、宮崎県、高知県、

そして沖縄県はずっと最下位が続いておるわけ

ですけれども、どうも宮崎県も１人当たりの所

得でいきますと、高知県ないし沖縄県から追い

つかれるのではなかろうかという気がしてなり

ません。平成11年に宮崎県を100にした場合に、

沖縄県が90.8でありました。それから、20年の

データで95.7、そして昨日発表されたデータで

は98.9％ということであります。１世帯当たり

の県民所得という統計のあり方、仕方ありませ

んけれども、私が仮にそういうものをつくって

みました。平成21年度の宮崎県を100にした場合

に沖縄県の数値は幾らかということであります

が、実は107.2でした。7.2ポイント、沖縄県の

ほうが世帯当たりの県民所得は高いということ

であります。１人当たりの県民所得もどんどん

どんどん追いついてきている。そして、世帯当

たりでは、家族数が多いということもあります

が、沖縄県のほうが既にかなり高いということ

でありますから、やはりこういうことを見たと

きに、宮崎県もうかうかできないと。総合長期

計画を見ますと、目標としての数字がないんで

す。将来の推計とか予測のみであります。ま

た、施策の目標には、文言では「宮崎らしい豊

かさを実感できるくらしの実現を目指す」とあ

りますが、私は、ここでやはり１人当たりの所

得が全国の最下位にならないように数値目標を

改めて置くべきだ、このように思いますが、知

事はどのようにお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の点、一つの御

提言として今、受けとめたところでございま

す。県民所得、いかにも県民一人一人の懐ぐあ

いというイメージがあるわけでございますが、

雇用者としての賃金等の報酬に加えて企業所得

等もあるわけでございまして、全国順位を見ま

すと、やはり製造業の占める割合が大きい県が

上位に来ているという状況がございます。そん

なところを踏まえて、この順位というものが県

民生活の状況を把握する上で一つの重要な指標

―１人当たりの県民所得は大変重要な指標で

あるというふうに考えておりますが、リーマン

ショック以降のさまざまな世界的な景気変動等

の影響を受けます。そういうような外的要因に

よる上下動等もございますので、この指標を

もって目標数値とするということは今考えてい

ないところでございます。ただ一方で、安定し

た県民生活を確保していくためには、しっかり

とした産業基盤を構築し、雇用の確保を図りな

がら県民所得の向上につなげていくことが非常

平成24年３月１日(木)



- 18 -

平成24年３月１日(木)

に重要なものでございますから、指標として

は、例えば企業立地でありますとか、製造品出

荷額、農業産出額だとか、そういう形での視点

で今取り組んでおるところでございます。これ

からも、経済の活性化、経済対策に、しっかり

と力を入れてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 私は、県民１人当たりの所得

という指標は大変重要な指標、こう思いますか

ら、ぜひ最下位にならないように経済施策を講

じていただきたいと思います。

先ほどもちょっと知事が言われましたが、知

事の政策提案の中の企業立地100件、5,000人の

雇用、製造品出荷額等の１兆4,500億円を目指す

ということでありますけれども、初年度の実績

がいかがなものであったのか、また達成される

見通しがあるのかということを、知事にお尋ね

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 企業立地の促進であり

ますが、地域経済の振興、雇用の確保に直結を

するということでございまして、産業政策の中

の一つの柱ということで取り組んでございま

す。企業立地100件を目標の一つに掲げてござい

ます。平成23年１月の就任以降、立地企業とし

て認定した件数が今、30件というふうになって

おるところでございます。景気低迷が長引いて

おります。また、円高、さまざまな外的要因、

厳しい状況もございます。大震災の影響なども

ございますが、しっかりとこの目標の達成を目

指して、私みずからも企業訪問を幾つかしてお

ります。積極的な立地活動を展開してまいりた

いと考えております。

○中野一則議員 県外新規30件という企業立地

もありますから、そのことを含めて達成される

ように、よろしくお願いしておきたいと思いま

す。

それから、知事の公約の中に県中小企業振興

条例―これは仮称でありますが―を制定す

るとありましたが、これはいつごろの見通しな

のかを知事にお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中小企業振興条例でご

ざいます。本県の産業構造は中小企業が９割以

上占めておるという中で、大変重要な課題であ

るというふうに受けとめておりまして、今現

在、他県の条例の内容等も十分参考にしなが

ら、商工団体との意見交換などを行いまして、

制定に向けて鋭意検討を進めておるところでご

ざいます。具体的にいつまでというところでめ

どが立っているわけではございませんが、大変

重要な取り組みという認識のもとに、なるべく

早く制定に向けての取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○中野一則議員 中小企業振興のためですか

ら、早目に制定をよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、平成24年度の政策と予算についてお尋

ねしたいと思います。

我々自民党県議団も毎年、知事に提言をいた

しておりますが、昨年も16項目にわたりまして

いたしました。おおむね政策なり予算もつきま

したが、その中で２点ほどについてお尋ねして

いきたいと思います。

まず、難病対策についてでありますが、「国

に対して、総合的な難病対策について、制度の

根本的な見直しを行った上で、事業の法制化な

どを求めるとともに、本来国が責任を持って行

うべき難病治療について、県が行っている補助

金の超過負担分を早急に解消するよう、強く要

望する」という内容でありましたが、福祉保健

部長、県の対応はいかがだったでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 難病対策事業
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についてでございますが、本県などが提案いた

しまして、難病の医療費助成等を行う特定疾患

治療研究事業の法制化、超過負担の解消につき

まして、昨年、全国衛生部長会として厚生労働

省に要望を行ったところでございます。また、

超過負担の解消につきましては、国が補助すべ

き額の５割程度しか交付されていないというこ

とがございますので、別途、本年１月、厚生労

働省を訪問いたしまして、要望を行ったところ

でございます。

○中野一則議員 難病で先日、えびのの小学生

が亡くなりました。この対策は、県を挙げて国

に、大いにこれからも力強く要望していただき

たいと思います。

次に、水産業の振興についてであります。漁

業経営が大変厳しいということは、久しく続い

ているわけであります。その後もいろんな要因

が重なっておりますが、昨年は漁業所得補償制

度ができました。しかし、漁業者の加入率が大

変低いということもあります。そういう中で、

県においても当該制度の活用推進を図るよう努

めていただきたいということと、直接的な所得

向上についても施策を実施するようにという提

案をしたところでありますが、農政水産部長、

その政策をお聞かせください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 水産業の振興

につきましては、燃油価格の高どまりや魚価の

低迷、資源の悪化などの厳しい経営環境に対応

するための取り組みを進めているところでござ

います。平成24年度におきましては、御提言も

踏まえ、新たに、燃油価格等の高騰に備えた国

の漁業経営セーフティーネット構築事業への加

入促進を目的とする漁業者負担の軽減措置の実

施や、水産試験場の長年の研究の成果である

チョウザメ種苗量産化技術を生かしました日本

一のキャビア産地づくりに取り組むこととして

おります。今後とも、関係団体と一丸となって

水産業の振興に努めてまいります。以上であり

ます。

○中野一則議員 次は、県の組織と人事につい

てお尋ねしていきたいと思います。

組織改正案の基本的な考えの中に、県総合計

画の推進、危機管理体制の充実強化を含めた各

部局と総合的に全体的にかかわる部署として、

県民政策部を総合政策部に改めるという案が出

てきております。これは的確なことだというふ

うに、私も高く評価するところでございます。

しかし、まだまだ重複した行政があると思いま

すから、それらの解消なり、組織の簡素化・効

率化、少数精鋭の実現、時代を先取りした組

織、そういうことを図っていかなければならな

いというふうに考えます。例えば、農林水産部

門の一本化、公共事業部門の一本化、環境厚生

労働部門の一本化、産業経済の一本化、こうい

うことを大々的に抜本的に組織改正すべきじゃ

なかったのかという気がいたします。知事、い

かがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘いただきまし

たように、今回の組織改正というのは、県の総

合計画の推進でありますとか危機管理体制の充

実強化、このポイントに沿った見直しを行った

ところでございます。今御指摘のありましたよ

うな農林水産部門の統合化なり、産業部門、ま

たいろんなところの統合というところも、いろ

んなアイデアとして、また案として議論も進め

ておるところでございます。一つの御意見とし

て承りながら、今後、いかに簡素効率で効果的

な執行体制が組めるかという観点から、組織の

あり方については常に見直しの議論を進めてま

いりたいと考えております。
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○中野一則議員 今申し上げたことを任期中に

抜本的に改革されるつもりはないかを、確認さ

せていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県庁組織体制の執行状

況等を踏まえながら、今の御意見等も踏まえて

─また各県の状況もございます。産業政策と

いうことでさまざまな部門を統合しながらも、

なかなかうまくいかず、またもとに戻したとい

うような例もございます。他県のそういった状

況もよく踏まえながら、しっかりと検討を進め

てまいりたいと考えております。

○中野一則議員 次に、総務部長にお尋ねしま

すが、人事についてであります。本年度中に特

別職の任期満了はどこの部署なのか、それから

課長以上の幹部職員の退職者数は何人なのかを

お尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） まず、特別職の任

期満了ですが、２名の方が任期満了を迎えま

す。１名は病院局長、もう１名は教育委員でご
※

ざいます。それから、本年度末に知事部局にお

いて退職いたします課長級以上の職員につきま

しては、部長級が10名、次長級が17名、課長級

が38名の合計65名であります。

○中野一則議員 これは私は何回か質問してい

るわけですけれども、部長級以上の人事異動、

ぜひ専門職、技術職を優先して登用していただ

けるように、こういうことでございます。現場

職の皆さん方に夢を持たせたりする上からも登

用を図っていただきたいと思いますが、知事の

お考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 技術職、事務職に限ら

ず、現場での頑張りというものは大変重要でご

ざいまして、士気の高揚は重要な課題だという

ふうに考えております。今御指摘のところ、す

ぐに専門職、技術職の登用ということでござい

ますが、これも一つの御提言として承りなが

ら、専門的な知識、経験、それに加え、判断

力、統率力、リーダーシップ、そういったよう

なものを求められるところでございますので、

適材適所の人事異動にこれからも努めてまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 次は、議会の同意を要する人

事案件についてであります。我々自民党県議団

は、３年前は口頭でしたが、昨年は文書をもっ

て知事に申し入れをさせていただきました。そ

の中身は、３期を超え70歳以上の者、あるいは

兼職が多岐にわたる者を選任予定者にしない、

地域性に配慮した人選をする、こういうことの

申し入れでございました。知事はこのことを念

頭に置いて人選されるお考えがあるのかないか

を確認させていただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 行政委員会等の委員に

つきましては、それぞれの専門的な知識、経験

など、法令に定められた要件、また行政委員会

の運営の継続性確保の観点から、これまで人選

を行ってきているところでございます。今御指

摘のありました申し入れについては十分承知を

しておるところでございまして、今後とも、任

期数、年齢、地域バランスというようなことも

しっかりと勘案をしながら、検討してまいりた

いと考えております。

○総務部長（稲用博美君） 済みません、私、

特別職の任期満了で教育委員と申しましたが、

特別職としましては教育長でございます。申し

わけございません。

○中野一則議員 次に、東日本大震災からの復

興について２～３お尋ねしたいと思います。

まず、「みやざき感謝プロジェクト」という

統一ネーミングで、発生以来、宮崎県も一生懸

命取り組んでいただきました。平成23年度の支
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援状況を見ますと、県職員、教職員、警察職

員、合わせて延べ派遣職員数が969人、延べ派遣

日数が１万3,495人日ということでございます。

民間からの支援もかなりあったと思うんです

が、民間を合わせたときの人的支援はどうなる

のかを総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災に係

る県や警察、教職員の派遣者数につきまして

は、今、議員の御質問のとおりでございます。

そのほかに、市町村職員が延べ310人で3,752人

日、２月10日現在でございますが、そういう数

字でございます。なお、民間の方につきまして

は、震災発生直後の企業、団体等からの派遣者

数が延べ80名程度、県が募集いたしました「み

やざき県民復興協力隊」の派遣ボランティア数

が100名という分については把握しているもので

ございますが、全体については確認ができてい

ない状況でございます。多くの民間の方々が独

自に、かつさまざまな形で現地に赴かれ、活動

されているものというふうに考えております。

○中野一則議員 次に、支援経費、総額今まで

どのくらい使ったかを総務部長にお尋ねしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 支援に係る経費に

つきましては、県民の皆様からの寄附を財源の

一部とする基金を設置しまして、各種の事業に

活用させていただいております。今年度は６つ

の事業を実施しておりまして、予定されている

事業費の合計が約３億600万円でございます。こ

のうち１月末までの執行分が約２億2,700万円と

なっております。

○中野一則議員 次に、平成24年度の支援事業

の内容、主なもので結構です。それと、予算は

幾らだったかをお尋ねいたします。部長、お願

いします。

○総務部長（稲用博美君） 平成24年度の当初

予算におきましては、被災地・被災者の地域コ

ミュニティーづくりや心のケアなどの復興活動

を県内の民間団体を通じて支援する「東日本大

震災復興活動支援事業」や、本県の高校生が被

災地の高校生と協力して、被災地での県産品の

配布やボランティア活動、また本県内でのチャ

リティーバザーなどを行う「若人の絆！復興支

援事業」など、主なものとして５つの事業を予

定しておりまして、事業費は合計で約１億4,000

万円となっております。

○中野一則議員 次に、震災瓦れきの受け入れ

処理問題についてお尋ねしていきたいと思いま

す。私は、震災瓦れきを受け入れるべきだとい

う考えを持っているわけであります。発生した

瓦れきが、岩手、宮城、福島、３県で2,253万ト

ン、この数量は県内の一般廃棄物ごみ総排出量

の53年分に当たるということであります。この

前、２月22日でしたが、政府の発表がありまし

た。瓦れき処理、まだ５％どまりだと。平成26

年３月までに終了する予定だけれども、なかな

かこれは困難だということでございました。瓦

れきの処理なくして震災からの復旧・復興はな

い、このように思っております。我々自民党県

議団も、さきに東京都の瓦れきの受け入れ処理

の状況を視察しました。何ら支障、問題はない

という報告を受けたところでもあります。ま

た、受け入れについては、東京都、山形県、青

森県が既に決めておりますし、大分県の知事あ

るいは沖縄県の知事も前向きに検討するという

ことが報道されております。そういう中で、政

府から県あるいは知事に対して瓦れきの受け入

れについての要請がどういうものであったの

か、解説も含めて環境森林部長にお尋ねいたし

ます。
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○環境森林部長（加藤裕彦君） 災害廃棄物広

域処理についての国からの協力依頼の主なもの

といたしましては、まず、昨年４月に環境副大

臣から、「東日本大震災により生じた廃棄物の

受け入れ処理への御協力について」という文書

による協力依頼がありました。その後、昨年11

月、そして本年１月に環境省廃棄物対策課か

ら、同じく文書により災害廃棄物の広域処理に

関する協力依頼があったところです。また、昨

年11月の全国知事会において、総理大臣及び環

境大臣から、広域処理に協力をいただくよう直

接呼びかけがございました。以上です。

○中野一則議員 文書、口頭等で合わせて４回

ほど要請があったようでありますが、この受け

入れ要請について検討されたものかどうか、そ

してまたその結論を、環境森林部長にお尋ねい

たします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県ではこれま

で、国からの広域処理受け入れに関する調査等

を通じまして、一般廃棄物処理施設を有する市

町村等の意向の確認を行ってまいりました。ま

た、国が示している基準に対して、市町村や県

民の間にも不安が広がっている状況があること

から、本県は全国知事会に対して、「国民が納

得できる基準を設定するよう国に対して求める

べき」という意見を提出し、全国知事会は、本

県や他県の意見を踏まえて国に申し入れを行っ

たところであります。この申し入れに対し国か

らは、国の基準の妥当性について、専門家の見

解等を含めた回答がなされております。一方、

昨年４月の環境省による調査で、県内５市から

受け入れ余力があると回答があったことから、

県はことし２月上旬に、この５つの市との意見

交換を行いました。この中で、全国知事会に対

する国の回答などの情報提供を行いましたが、

現時点で、住民の安全・安心の確保等の観点か

ら、受け入れるとの判断を行っているところは

ございませんでした。

○中野一則議員 先日の新聞報道によります

と、瓦れき処理に関しての知事の新聞コメント

が載っておりました。悩ましい問題という内容

でありましたが、私は決して悩ましい問題では

ない、こう思います。口蹄疫が発生、あるいは

新燃岳が噴火いたしました。全国民に大変お世

話になったし、やはり日本人、我々はらからと

して、これらを受け入れするべきは当然だと思

うんです。知事もよく、きずなという言葉を使

われております。先ほどは市町村の安全・安心

からとか言われました。国も安全基準を示して

おるわけですから、安全・安心にわたるところ

は県が責任を持っていろいろ取り組んで、市町

村を説得し、納得させる。その上で受け入れを

市町村にしてもらう、そういう指導力、リーダ

ーシップを発揮すべきじゃないかと思うんで

す。知事、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） まず、問題を整理いた

しますと、災害廃棄物の受け入れの問題でござ

いますが、これは一般廃棄物でありますので、

まずは処分施設を有する市町村の判断というこ

とがございます。その上で、今御指摘がありま

したのは、市町村が非常に慎重な姿勢にあると

いうところに対して、県知事として、特に指導

権限があるわけではございませんが、一歩前に

出て説得も含めて取り組みを進めるべきではな

いか、そのような御指摘というふうに受けとめ

てございます。被災地を思う心、それから被災

地の復旧・復興に向けて全力で支援してまいり

たい、そのような気持ちは私も同じでございま

すし、できる限りのことはしたいというふうに

思っておりますが、この問題に関しましては、
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県民の安全・安心というものにも目を向ける必

要があるということを強く感じてございます。

その際に、安全というものは、国が安全の基

準、処理の基準を示しておるわけでございます

が、残念ながら、震災以降のいろんな情報提供

のトラブル等もありまして、それが安心に結び

ついていない。安全の基準というのは安心が乖

離してしまっている。県民の間に─本県のみ

ならず国民の間に不安が広まっているところで

あるというふうに考えてございます。いかにそ

のギャップを埋めることができるのか、国に対

しまして全国知事会等を通じて説明を求めてき

たところでございまして、その結果を市町村に

提供し、また意見を聞いたところでございます

が、まだ今の時点では前向きな回答が得られて

いないところでございます。大変悩ましい問

題、苦渋の問題でございますが、私としまして

は、市町村の意向も慎重に受けとめながら、し

かし、これは国全体として処理をする必要もご

ざいます。現在、さまざまなところで焼却試験

なども行われておりまして、その安全性等の数

値等も出てまいります。そういったところも示

しながら、今後、しっかりと議論を進めてまい

りたい、そのように考えておるところでござい

ます。

○中野一則議員 議論を進めるばかりでは前に

進みません。やはり宮崎県の長としての責任

―一般廃棄物ですから、これは市町村が処理

するわけですね。その市町村の長を、やはり責

任持って知事が説得する、そこで安心というも

のが生まれてくるんじゃないかと思うんです。

そういうところで前向きに検討する知事もちら

ほら出てきているわけですから、そういうとこ

ろにおくれがないように知事も取り組んでいた

だきたい。ぜひ前向きに、せめてこれを検討す

るというぐらいの発言はしていただきたい、こ

う思います。いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 現在受け入れている東

京都におきましては、都の所有する処分場に受

け入れているところでございます。今、県は自

前のものを持っていないところでございまし

て、あくまで市町村で受けていただくかどうか

というところが問題でございます。それに対し

て知事としてリーダーシップを発揮して、より

強く説得すべきではないかという御指摘でござ

います。その思いなり御指摘というのはしっか

り受けとめながらも、しかし今、不安があると

いう状況の中で、特に本県は口蹄疫、鳥インフ

ルエンザ、新燃岳等で農業被害がありまして、

そこからの回復で一歩一歩、今、農業者も含め

て回復に努めている状況の中で、さらにそうい

う不安を増幅するようなところは、知事として

なかなか踏み出せない思いがいたしておるとこ

ろでございます。ただ、それは現時点での判断

でございまして、先ほど申しましたように、今

後、国の示す基準なり説明、さらには各地での

焼却試験の状況等も踏まえながら、しっかりと

市町村と議論してまいりたいというふうに考え

ております。これまでも機会をとらえまして、

市町村長さんには個別に、または市町村長さん

の会合などで問題の投げかけをしておるところ

でございます。これからも引き続き、一緒に

なって考えてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○中野一則議員 私も、うちの市長に聞きまし

た。絶対反対をしておりません、市長は。反対

しておりませんよ。ですから、知事の一歩後押

しが、ちょっと押しがあれば受け入れを賛成し

てくれると思いますから、そのあたりを強く指

導していただくように要請をしておきたいと思
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います。

次に、防災拠点の県庁舎の新設についてであ

りますが、職員の中であり方検討会をつくっ

て、10階以上の防災拠点県庁舎を建設するとい

うことでありました。これをつくる場所が県庁

周辺ということでありましたが、県庁周辺、液

状化が非常に心配される。また、マグニチュー

ド９ということで、かなり高い津波も予想され

るわけでありますから、県庁舎は残ったけれど

も、そこにアクセスするライフラインがないと

いうことになれば、何のためにつくったかとい

うことになりますから、この場所については大

いに検討の余地があると思います。やはり、今

の宮崎市西方の高台あたりがいいんじゃないか

なと、こういう気がしますから、総務部長、い

かがお考えかをお尋ねいたします。

○総務部長（稲用博美君） 防災拠点施設の建

設場所についてでありますが、今お話のありま

したように、庁内の関係課長等から成る検討委

員会では、早急に防災拠点施設を整備する必要

があることや、本庁各部局が緊密な連携を図れ

るということ等から、本庁域の敷地が望ましい

としたところであります。この本庁域の敷地に

つきましては、災害発生時の液状化、あるいは

津波による浸水の可能性についての御指摘もい

ただいております。今後、防災や建築の専門家

を含む検討委員会におきまして、地盤調査や地

域防災計画の見直し等の結果を踏まえながら、

専門的な見地から委員の御意見をいただいて、

場所、規模等の基本方針を取りまとめたいとい

うふうに考えております。

○中野一則議員 将来に禍根を残さないように

慎重に検討を、また専門委員からの意見も聞い

ていただきたいと思います。

次に、農業政策についてお尋ねしますが、農

業産出額と農家あるいは農業所得についてであ

ります。まず、現状でありますけれども、農業

産出額、過去10年、3,100億円から3,200億円が

ずっとキープされてきましたが、平成20年をピ

ークに減少しております。22年度は、口蹄疫も

ありましたけれども、とうとう3,000億円を下

回って2,960億円になりました。これは一過性の

ものかどうかというふうにも思いますが……。

また、１戸当たりの農家所得でありますけれど

も、これも平成15年までは400万円以上で推移し

てきました。平成19年をピークに減少して、21

年は217万円であります。これは実にひところの

２分の１になっております。また、農業所得で

ありますが、平成17年で228万円、これがピーク

で、今は減少して平成21年が162万円、あるいは

農外所得でありますが、平成15年が250万円以

上、平成20年に激減いたしまして、平成20年

が56万円、平成21年が54万円ということであり

ます。公共事業が大きく減少した、これが大き

な影響だというふうに思っておりますが、大変

大きな課題であります。

こういう状況である中で、平成23年度にスタ

ートした第七次農業・農村振興計画の中の数

字、中間年次で農業産出額が3,194億円、計画年

次、平成32年でありますが、3,225億円、また、

そのときの一経営体当たりの農業所得は279万

円、これが本当に達成できるのかということで

ございます。農政水産部長、いかがですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 第七次農業・

農村振興長期計画におきましては、農家数の減

少及び高齢化の一層の進行や耕作放棄地の増加

等が懸念される中、意欲ある担い手に農地など

の経営資源を集中し、さらにフル活用すること

により、競争力を高めながら、人、技術など多

様な経営資源を有する他産業との連携と参入を



- 25 -

平成24年３月１日(木)

促進し、新たな付加価値の創出を進めるなど、

中間年次、計画年次における農業産出額等の目

標達成に向け、さまざまな取り組みを推進する

こととしております。しかしながら、一向に好

転の兆しが見えない燃油・飼料価格高騰や農畜

産物の価格低下など、厳しい経営環境や、口蹄

疫で被害を受けた畜産農家の経営再開状況など

の現状を踏まえますと、目標達成に向けてさら

なる努力が必要であると認識しております。こ

のため、食の安全・安心や健康に対する関心の

高まり、さらには加工業務用野菜の需要拡大な

ど、時代のニーズをしっかりととらえるととも

に、国の新たな担い手対策や農地集積対策など

も十分活用して、儲かる農業への着実な推進に

努め、市町村、関係団体等の協力も得ながら、

関係者一丸となって目標達成に当たってまいり

たいと考えております。

○中野一則議員 今、言ったこの数字は、知事

の政策提案の中の農業産出額3,300億円からする

と、なぜか低いわけですね。今、何か自信のな

さそうな説明をされましたが、知事は3,300億円

を目指すということです。そして、「食の王国

みやざき」の確立、実現したいというのが知事

の提案であります。このことの可能性はいかが

ですか。部長、お願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 知事の４つの

政策提案の中の「産業・雇用づくり」では、

「食の王国みやざき」づくりの推進指標として

農業産出額3,300億円が掲げられております。こ

の政策提案の実現に向けまして、県の総合計画

のアクションプランにおきまして、農業産出額

の目標値を3,300億円として施策推進に取り組む

こととしたところでございます。なお、このア

クションプランの指標には、６次産業化を推進

する観点から、農業生産活動の成果である農業

法人の加工販売による付加価値額を加算したも

のを目標値としております。県といたしまして

は、アクションプランと一体的に策定した第七

次農業・農村振興長期計画の推進を図り、目標

の達成に向けて鋭意取り組んでまいりたいと考

えております。

○中野一則議員 知事の目標はあと３年後です

から、厳しいと思いますけれども、頑張ってほ

しいと思います。

次に、口蹄疫からの復興・再生でありますけ

れども、口蹄疫からの経営再開目標値、当初80

％でありましたが、それを65～70％に下方修正

されました。その理由と、再生の可能性はある

かということを、農政水産部長にお尋ねいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫で被害

を受けた畜産農家の経営再開につきましては、

昨年12月末段階で、戸数ベースで59％、頭数ベ

ースで56％となっており、また畜産経営の中止

を考えている農家が30％となるなど、厳しい状

況でございます。このような中で、本県農業の

基幹であります畜産業を再生するためには、

しっかりと農家に寄り添いながら経営再開を進

めますとともに、県全体として一定の飼養規模

を確保し、農家の方々が安心して経営ができる

環境を整える必要がございます。そのために

は、国際競争の激化や飼料価格の高騰等の課題

を踏まえた今後の畜産の方向性を明らかにする

必要がありまして、２月20日に、知事と市町村

や関係団体の代表者が、畜産新生をテーマに、

生産性の向上や販売力の強化などの観点から意

見交換を行ったところであります。今後は、今

議会にお願いしております「新生畜産のあり方

調査・検討事業」や「宮崎の畜産新生モデル畜

舎整備事業」なども活用しながら、関係機関と
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連携し、本県畜産の生産基盤の維持拡大と、付

加価値の高い持続可能な畜産の推進を図ってま

いりたいと考えております。

○中野一則議員 口蹄疫の影響ばかりじゃなく

て、宮崎県の畜産がどうも低下しているんじゃ

ないかなという気がしてなりません。畜産の生

産額ですけれども、平成21年が1,726億円、22年

が1,595億円ということで、８％も下回っている

わけです。宮崎県の農業生産額を引き上げるた

めには、畜産が非常に重要な位置を占めます。

ですから、県下全体の畜産が低下しないよう

に、回復するように、そのことをお願いしたい

わけでありますが、そのあたりのことを農政水

産部長に再度お尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 先ほど申し上

げました、今後の畜産新生に向けたさまざまな

取り組みということを、生産性の向上とか販売

力の強化等を含めて検討しているところでござ

いまして、県全体として一定の飼養規模は確保

していくということを肝に銘じて、今後とも一

生懸命取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○中野一則議員 ことしは全国和牛能力共進会

が長崎県の佐世保市で開催されます。知事の政

策提案の中で、２大会連続日本一を目指すと

なっておりますが、その取り組み状況と、２年

連続の日本一実現性について、知事にお尋ねい

たします。

○知事（河野俊嗣君） ５年前の鳥取大会での

日本一というものが、本県宮崎牛の国内外への

ＰＲに多大な貢献をしたということで、本県の

肉用牛振興に大きく貢献したところでございま

して、何としてでも連覇を目指して取り組んで

いく必要があるということで政策提案も掲げ、

また今、関係団体と一緒になりながら、推進協

議会を設置いたしまして、私が会長となって、

一丸となって取り組んでおるところでございま

す。口蹄疫により多くの優秀な牛が失われるな

どの厳しい状況はございますが、本県の長年培

われた技術、飼養技術等も含めて、そこは変わ

らない部分がございます。何としてでも、力を

合わせてこの連覇へ向けて、これからも一歩一

歩取り組んでまいりたいと考えております。

○中野一則議員 ぜひ、ことしも日本一になる

ように、最後の努力をお願いしておきたいと思

います。

次に、環太平洋経済連携協定、いわゆるＴＰ

Ｐについてお尋ねいたします。

我々は断固反対の立場をずっと貫いておりま

す。それはなぜかということを過去いろんな議

員が質問してきました。私も、一般質問、代表

質問で、繰り返し質問してきたところでありま

す。一口で言えば、農業生産額がうんとダウン

する、自給率も13％になる、こういうことであ

ります。この数字は政府ないし宮崎県が出した

数字であります。そういう中で、大変なことに

なるということから反対しているわけでありま

す。

そういう中で知事が、２月８日の農業新聞で

は、「国からの情報がない中では今も反対だ」

と、こう言われました。反対に変わりはないわ

けですけれども、どうも反対の発言がいまいち

鮮明でない。力が足りない。我々は、農業県、

農業を基幹産業とする宮崎県ですから、ここは

絶対反対、断固反対、そういうことを明言して

ほしいと思うんです。知事、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） これまでも答弁申し上

げましたし、3,000人の集会でもはっきり反対と

いうことは申し上げてきたところですが、なぜ

反対なのかという説明を加えた、それが新聞で
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はそういうふうな書きぶりになっているという

ことだと思っております。やはり宮崎の暮らし

を守ること、農業を守っていくこと、それが大

変重要だというふうに考えておりますので、そ

れをどう考えるのかというところの国の情報提

供を今後ともしっかり求めていきたいというこ

とでございます。

○中野一則議員 「国からの情報がない中では

今も反対だ」ということを繰り返し言われてお

りますが、私はこの前、同僚議員とオーストラ

リアを視察調査しました。オーストラリアは農

業国で、こことの競争はとてもじゃないという

認識でありましたが、視察してそれを新たにい

たしたところであります。オーストラリアは大

規模農業で、しかも政府が一円も保護していな

い中であります。オーストラリアというところ

は、農業だけでなくて、すべての産業は自由競

争と価格で成り立っている、そういうところで

す。こういうところと日本が今の数倍農業予算

をふやしてやっても、日本の農業を20～30ヘク

タール、中山間地で10～20ヘクタールにすると

いっても、これを今の10倍にしても、とても

じゃないがかなわない、こう思います。事前交

渉を今ずっとされておりますが、まさかオース

トラリアがこういう中での日本をよしとするわ

けにはいかないだろうなと思いますけれども、

そういう中だからこそ、どういう状況になって

も、情報がない云々じゃなくて、もう宮崎県が

破滅するという意味合いから断固反対している

わけですから、ひとつそういう文言での反対を

知事、もう一度聞かせていただきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 反対は反対なわけでご

ざいます。なぜかというところは、宮崎の農業

を初め、宮崎の暮らしを守っていくということ

でございます。それをどのようにして守ってい

くのかというところをしっかりと説明する必要

がありますし、国というものはしっかりと地域

に目を向けてほしい、そういうところを、声を

届けていく必要があるという思いでございま

す。しっかりとした説明がない、その状況の中

で、私としてはこれまで同様の断固反対という

姿勢に変わりはないところでございます。

○中野一則議員 断固反対に変わりはないと明

言されました。ありがとうございます。お互い

にそういう気持ちで頑張っていきましょう。

次に、林業公社について質問していきたいと

思います。

今までの改革検討の経過をざっと申し上げま

すと、平成16年に、収支が最終年度は平成80年

度ですけれども、プラスマイナスゼロになると

いうことで公社継続、平成19年のときも、抜本

的改革をしたということで平成80年度の債務残

高は解消できる、こういうことで公社の継続と

なりました。そして、それから４年たった今

日、継続問題について論議されてきました。今

後の公社のあり方ということでされました。累

計収支の最終が、経営改善してもマイナス127億

円ということであります。こういうマイナス127

億円になっても県民負担が最小ということで、

公社存続を知事が決定されました。そういう中

でありますが、平成19年に抜本改革をされまし

た。それからわずか４年しかたっていないの

に、マイナス127億円になった、こういうことで

ありますが、平成19年の公社存続の判断が本当

に正しかったのかなという気がいたします。環

境森林部長にお尋ねしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 平成19年度に

行いました林業公社のあり方に関する検討の中

では、平成80年度までの長期収支を試算し、そ
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の結果、収支がプラスになるとの試算がなされ

ております。このことが当時の多方面からの検

討の一つの材料ではありましたけれども、公社

存廃の判断のポイントは、県民の負担を最小限

にするための最良の方策は何かということであ

りました。このため、県営林への移行、他団体

との統合、公社としての存続という３つの選択

肢ごとのメリット・デメリットを個別具体的に

検討した結果、公社存続の判断がなされたとこ

ろであります。経営形態の選択に誤りはなかっ

たと考えております。

○中野一則議員 選択に誤りはなかったという

ことでありましたが、我々議員の中には、累積

赤字127億円が見通される中で、平成80年度まで

の公社存続に、やはり疑問の声もあります。ま

た、今回提案されている貸付金12億5,000万円、

この償還期間が40年であるわけですね。これは

短縮すべきじゃないかという意見もあるわけで

あります。このような疑問、意見があるわけで

すが、そのことを環境森林部長はどのようにお

考えでしょうか。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業公社のあ

り方につきましては、公社の廃止を含め検討を

行ってまいりましたが、公社の持つ公益性の面

での高い役割に加え、廃止するよりも存続した

ほうが県の財政負担が小さいことなどを総合的

に判断し、公社として存続させるとの県方針を

決定したところでございます。今後、県は公社

に対し、公社自身の経営努力による収入増や、

金融機関に対する積極的な金利節減対策を強く

求めるとともに、厳しい目を持って、しっかり

と指導監督をしてまいりたいと考えておりま

す。また、償還期間につきましては、これまで

行ってきた県の貸付金が、伐採収入が得られる

までの期間等を勘案して40年償還と設定されて

おりますので、今回も同様の期間としたいと考

えております。御理解いただきたいと存じま

す。

○中野一則議員 償還期間を40年とする12

億5,000万円の貸し付け、この実行には少々無理

があるんじゃないかなという気がいたします。

そのことを知事、どのように判断されているの

か、見解をお聞かせ願いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） これは平成80年度とい

うことでございます。これまでも答弁しており

ますとおり、それを生きて見届け、また責任を

とることができないという状況の中で、我々と

してできることというのは、そのときそのとき

でベストの判断というものを行うことであると

いうふうに考えてございます。国の支援制度が

ある状況、また公益的な役割というものを考え

た上で、県民負担を最小にするにはということ

で、現在このような存続という案を示しなが

ら、しかし、その後の木材価格の状況、さらに

は国の制度の変更というものがあり得べしでご

ざいますので、一定期間後にまたしっかりとし

た見直しを行うということを申し上げておると

ころでございます。そういう考え方のもとに、

我々としては今できる限りのベストの選択をし

ておるというふうに考えておるところでござい

ます。

○中野一則議員 林業公社については、今議会

の常任委員会でもっと深く議論されるであろう

と思いますから、次に行きたいと思います。

次は、教育行政についてであります。

まず、宮崎県立高等学校教育整備計画であり

ますが、１学年３学級の統廃合の文言、これが

かなり柔軟になりました。これは関係者や地域

の声に御理解を示してもらったということで、

私も喜んでいるところであります。しかし、２
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学級を認めるということの明文化がなされてお

りません。私は繰り返し言っておりますが、２

学級を認めている県が全国で35都道府県ある。

九州では福岡と宮崎が２学級を認めていないと

いうことと、学校基本調査速報、これは昨年５

月１日現在でありますが、現在の中学３年の生

徒数が１万1,748名、小学１年の児童数が１

万237人、この９年間で1,511人減少いたしま

す。38クラス分になるわけであります。そうい

う中で、今回の整備計画の中に１学年２学級の

ことをぜひ明記してほしい、こう思うわけです

が、教育長の御判断をお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 現在、本県では、１

学年４学級または３学級規模の高等学校がござ

いますが、現在策定中の教育整備計画案では、

それらの学校が大幅に定員を満たさない状況が

続くなど、さらに１学級の削減をせざるを得な

いことが予測される場合には、統廃合を検討す

ることにいたしております。その趣旨でありま

すが、直ちに統廃合ありきということではなく

て、例えば学級減をして３学級または２学級で

存続させていくこと、また連携型の中高一貫教

育校へ移行するなどの新たな方策を講じること

など、幾つかの選択肢も含めて検討するという

ことになるということでございます。いずれに

いたしましても、生徒にとってよりよい教育環

境を提供するという視点に立ちながら、高等学

校の所在地や設置学科、生徒、保護者、地域の

ニーズ等に適切に配慮しながら、そのあり方を

検討していくことになると考えております。

１学年２学級でも存続させることを教育整備

計画に明記すべきではとの御質問でございます

けれども、３学級規模の学校につきましては、

まずはこれまで以上に県と地元が連携・協力し

ながら可能な限り３学級で維持をして、今後と

も、魅力と活力ある教育活動が展開できるよう

引き続き工夫していくことが必要であると考え

ております。以上です。

○中野一則議員 今の状態が維持できるよう

に、教育委員会の御指導も引き続きお願いして

おきたいと思います。

宮崎県立高等学校教育整備計画の中に、小中

高一貫教育についても触れてあります。先ほど

も教育長がちょっと言われました。この一貫教

育、平成20年に、えびの市、串間市、西都市が

特区申請して、なったものでありますが、今、

非常に効果が出ているという市町村からの声を

聞いております。ただし、中高連携がいま一つ

だということであります。高校１校に対して中

学校が複数あるということが大きな課題である

ようであります。この課題を解決する方法は、

思い切って高校の教師の数をふやしてもらっ

て、中学校へのいろんな指導を深めていただけ

ればなというふうに思っております。そのこと

が連携型中高一貫教育校に一歩でも近づけるこ

とになるのではなかろうか、またそのことが小

規模校の存続可能につながり、また併設型の中

高一貫教育に近いような成果も出るんじゃなか

ろうかな、こう思っております。ぜひ、今の小

中高一貫教育を申請したえびの、串間、西都の

高校の先生の数をふやしていただきたいと思い

ますが、教育長、いかがでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 宮崎県立高等学校教

育整備計画（案）では、「本県では設置してい

ない連携型中高一貫教育校については、地域の

ニーズや実態等も勘案するとともに、高等学校

の特色や魅力づくりの視点も踏まえ、検討して

いきます」、このような表現といたしておりま

す。小規模の学校が連携型中高一貫教育校へ移

行していきますことは、学習指導における中高
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の円滑な接続や、学校行事、部活動などを合同

で実施することで教育活動の活性化が図られる

など、魅力と活力ある学校づくりの有効な方策

の一つであると認識をいたしております。連携

型の中高一貫教育校につきましては、市町村立

学校と県立学校という設置者の異なる学校を接

続しますことから、関係する市町村と県が十分

に協議を深めながら、御意見にありました人的

措置なども含めて検討していく必要があると考

えております。以上です。

○中野一則議員 次は、教科書採択手続ルール

についてお尋ねしたいと思います。沖縄県八重

山での教科書採択の混乱、そのまま続いている

ようでありますが、これを防止するためにとい

うことで、昨年９月の一般質問で提案する形で

質問させていただきました。文科省の指導、通

知に従ったルールづくりをということでありま

したが、その成果がどのようになったのかを教

育長にお尋ねしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 市町村立小中学校の

教科用図書の採択につきましては、各採択地区

ごとに設けられた協議会におきまして決定され

ることになっており、その手続に関するルール

として協議会規約を定めております。しかし、

これまでの規約の中には、採択地区内の市町村

教育委員会の間でどの教科書を採択するか判断

が分かれた場合の決定の手続が明確に示されて

おりませんでしたので、必要な事項を盛り込ん

だ規約例を県教育委員会で作成しまして、指導

助言を行ったところであります。各市町村教育

委員会におきましては、採択地区内で協議しな

がら、現在、協議会規約の見直しの検討を進め

ていると聞いております。以上です。

○中野一則議員 規約例を示されたということ

ですが、それが事前にきちんと制定されて混乱

のないように御指導もしていただきたいと思い

ます。

次に、県立中学校の中に校内教科書選定委員

会というものがあります。この委員会の議事録

をぜひ公開してほしい、このように思うわけで

あります。その理由でありますけれども、同じ

ような立場の各地区採択協議会、ここは会議録

を既に公開いたしておりますし、また非公開と

なれば校内選定委員会の独断専行を許すことに

もなりかねない。また、教科書を１社に絞る過

程が、その経緯が不明確のまま、不明のままに

なるということになりますので、ぜひ会議録の

公開をお願いしたいと思いますが、教育長の考

えをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 各学校が設置しまし

た校内教科書選定委員会は、県教育委員会が行

います教科書採択に参考となる資料を提供する

ために設置されているものでございます。校内

教科書選定委員会では、県教育委員会が示しま

した採択基準や研究資料等を参考に、各教科の

部会において、学校の特色や生徒の実態も考慮

しながら、すべての教科書の調査研究を行って

おります。その結果が選定委員会会議に報告さ

れ、各教科書の特徴や採択希望教科書の選定理

由等について慎重に協議しながら、各学校の採

択希望教科書を選定したという報告を受けてお

ります。県教育委員会といたしましては、開か

れた教科書採択という観点から、採択結果等の

公表に努めているところでありますので、御指

摘のことも含め、採択にかかわる審議経過の記

録の公表につきましても、今後検討してまいり

たいと考えております。以上です。

○中野一則議員 次に、教科用図書採択地区協

議会、県内に７カ所ありますが、この会議録の

件について要望しておきたいと思います。７地
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区すべて読ませていただきましたが、教科書の

採択の経緯なり理由がいま一つ不明確なところ

が散見されましたので、きちんとなるように指

導を要望しておきたいと思います。

次に、学力調査について知事にお尋ねしてい

きたいと思います。知事の政策提案の中に、全

国学力・学習状況調査、これは小・中・高とも

全国の上位を目指すとありますが、その上位と

は47都道府県の何番目に位置するということに

なるのかをお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 宮崎の将来を担う子供

たちの学力強化は大変重要な課題だということ

で、このような政策提案を掲げたところでござ

いますが、特に何位というところを考えておる

わけではございません。実質的な意味合いを考

えますと、すべての科目におきまして、本県の

児童生徒の平均正答率が全国平均を上回るこ

と、これが一つの目安になるのではないかとい

うふうに考えておるところでございます。そう

いったところを目指しながら、しっかりと学力

をつけていく取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

○中野一則議員 不明確な答弁のような気がい

たしましたが、調査の結果を申し上げますと、

小学校、これは６年生でしたが、全国平均以

下、中学校３年生、これは全国平均以上という

過去の調査のデータが出ております。また、県

内地域間の差―７地区で公表されているわけ

ですけれども、小・中・高とも５地域は平均以

下なんです。最高と最低について、小学校も中

学校もかなり差が大きいということでありま

す。ここから判断しますと、学校間にはかなり

の差があるんじゃないかなと、このように思い

ます。それで、この改善策として、調査結果を

学校単位で公表すべきではなかろうか、そのこ

とで学校、家庭、地域が学力向上に一生懸命取

り組めるんじゃないか、こう思いますが、教育

長の御見解をお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 全国学力・学習状況

調査の結果の公表につきましては、序列化や過

度な競争につながらないように十分に配慮し、

都道府県が個々の市町村名、学校名を明らかに

した公表は行わないように、実施主体である国

から強く求められております。また、調査対象

となる児童生徒の数が極端に少ない小規模の学

校におきましては、個人の結果が推定される懸

念もございます。調査結果の公表につきまして

は、本調査の参加主体である市町村にゆだねら

れておりますので、学校ごとの公表につきまし

ても適正に御判断いただくものと考えておりま

す。なお、結果の概要ですとか、課題、今後の

取り組みにつきましては、多くの学校で、保護

者や地域住民に対して公表がなされ、指導改善

に活用されているところでございます。以上で

す。

○中野一則議員 それぞれの学校等はそれぞれ

工夫すればいいわけですから、ぜひこれが学校

ごとの公表になるように再度努めていただきた

い、このように思います。

次に、教育目標の設定についてであります

が、甲新聞社がこの前、アンケート調査の結果

を発表いたしました。「大阪維新の会」の教育

基本条例案に関して、首長が教育目標を決める

ことに賛成かというアンケートでありました

が、賛成したのは６知事、「どちらとも言えな

い」が22知事、その中で河野知事は５県の中の

１人として反対をされました。乙新聞社により

ますと、「大阪維新の会」が今の件で「知事は

教育委員会と協議して作成する」に修正したと

いう報道がありました。「それに対して文科省
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は、現行法に明確に抵触することはなくなった

という見解を示した」という報道でありまし

た。また、乙新聞社によりますと、3,856人にア

ンケートを─回答が3,856人でしたが、そのア

ンケートでは、首長が教育目標を定めること

に74％が賛成、こういう結果であったようであ

ります。こういう中でありますが、それでも知

事は反対かということをお尋ねしたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 教育というものの重要

性にかんがみまして、大阪において教育のあり

方、また教育委員会のあり方につきまして議論

がなされているということは、大変傾聴に値す

るものだというふうに考えておるところでござ

います。私も、教育委員会制度、今の制度がす

べてよいということを考えておるわけではござ

いませんが、根本にある政治的な中立性という

問題ですとか、教育行政の安定性、継続性とい

うものは、子供に対する教育ということを考え

ると大変重要なのではないかというふうな思い

がございます。その考えに基づきまして、当初

のアンケートでは反対の立場を表明したところ

でございます。

今御指摘がありました修正案、協議をして設

定するというところは、当初とは一歩歩み寄り

がなされているもの─相互に連携しながら教

育行政を推進していくということで、そこは歩

み寄りがなされたものだというふうに考えてお

ります。大阪の教育事情に合わせてそのような

方向性がとられるというふうに考えておるとこ

ろでございますが、やはり知事が決めるという

ところが残っておるところもございますので、

私としましては、賛成という立場ではない、政

治的な中立性というものがそれで保たれるだろ

うか、それが子供たちの教育にとっていいんだ

ろうかという疑念が消えないところでございま

す。

○中野一則議員 行政的中立性は確保しなけれ

ばなりません。知事は強い指導力で、教育の振

興、向上に努めていただきたいと思います。

次に、古事記編さん1300年記念事業について

お尋ねしていきたいと思います。

日向神話の古事記編さん1300年記念事業の取

り組みを私も高く評価したい、こう思います。

詳しいことは、専門家である横田政審会長が午

後、質問いたしますが、私は２～３、確認や提

案をさせていただきたいと思います。

ひむか神話街道ということで、かなり前か

ら、平成12年ごろから取り組んできましたが、

この神話街道は北の高千穂から南の高千穂まで

ということでありました。特に、高千穂から西

都市までが山間地であります。この辺の進捗状

況を環境森林部長、県土整備部長にお尋ねした

いと思います。もともと、ひむか神話街道は、

九州一番の観光地である阿蘇に来た―この前

も確認したら1,300万人、阿蘇に来られるそうで

すが―その幾らかが宮崎に大型バスで来てほ

しい、そして神話・伝説の宮崎県を奥地から

ずっと見ていただきたい、そういうことで道路

整備がされたものであります。これは大変重要

なことだと思いますが、今言った担当部長にそ

の進捗状況をお尋ねしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） ひむか神話街

道の総延長300キロメートルのうち、林道の総延

長は42キロメートルとなっております。その中

で、幅員が狭く観光ルートとしての機能を十分

に発揮されていない区間、約14キロメートルに

つきまして、平成16年度から、マイカーやマイ

クロバスが安全で快適に通行できることを基本

に事業に着手いたしました。その結果、これま
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でに幅員拡幅やのり面改良、待避所・安全施設

等の設置など、約13.5キロメートルを整備した

ところであります。今後、残る0.5キロメートル

区間においても、引き続き、のり面改良等の整

備に取り組むことといたしております。以上で

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ひむか神話街

道でございますが、これを形成する国県道は

約260キロメートルとなっておりまして、これま

でに約250キロメートルについて２車線での整備

を終えたところであります。残る未改良区間、

約10キロメートルにつきましては、現在、国

道219号の西都市十五番地区など３工区、約3.7

キロメートルでありますが、こういった区間に

おいて整備を進めているところでございます。

それからまた、平成24年度には国道265号の椎葉

村十根川地区、2.8キロメートルにおきまして、

新たに整備に着手する予定としております。今

後とも、ひむか神話街道を初め、本県の地域発

展に資する道路整備に努めてまいりたいと考え

ております。

○中野一則議員 ハード事業でありますけれど

も、このことも古事記編さん1300年記念事業の

一つだと思いますので、重要なことだと思いま

すし、今後も整備されるということでもありま

した。大型バスがどんどん行き交うような道路

になって、北から南まで、名実ともに日向神話

のひむか神話街道が観光地となるように、お願

いしておきたいと思います。

次に、今回の事業でありますが、やはり恒常

的に観光客が来る策をとっていかなければなら

ないと思うんです。県内の神社の参拝者数を調

べてみました。鵜戸神宮が98万9,000人、青島神

社が70万6,000人、宮崎神宮が50万3,000人であ

りました。高千穂神社、天岩戸神社は統計がな

いということでありましたが、高千穂について

は観光客が152万人来るということですから、そ

れに近い数字であったろうと、こう思います。

他県の古事記、神話に由来する神社の参拝客

─これが観光客だと思いますが─年間であ

りますが、神武天皇ゆかりの橿原神宮231万人、

オオクニヌシノミコトにゆかりのある出雲大社

が246万8,000人、アマテラスオオミカミにゆか

りのある伊勢神宮が882万9,000人です。ここに

は及ばなくても、参拝者がふえるような観光策

をぜひとっていただきたいと思いますが、何か

いい案があれば商工観光労働部長、お聞かせく

ださい。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本県に

は、古事記や日本書紀に描かれました日本発祥

にまつわる日向神話の舞台として、記紀ゆかり

の神話や伝承、史跡、神楽、祭りなどが数多く

残されており、高千穂や西都原、鵜戸神宮、青

島神社などは、先ほどもおっしゃったように、

本県を代表する観光地となっているところでご

ざいます。県では、このような本県ならではの

観光資源を有効に活用し、「日本のふるさと宮

崎」誘客促進事業や、宮崎恋旅プロジェクトな

ど、さまざまな事業を展開し、県内外からの誘

客を推進しているところであります。ことしは

古事記編さん1300年という節目の年であります

ので、既に１月からは、神話ゆかりの神社など

をめぐるワンコインツアーを実施しているとこ

ろでありますが、今後は、さらに「神話のふる

さと みやざき温故知新ものがたり」スタート

アップ事業や、「日向神話旅」推進事業を初め

とする関連事業に取り組み、私たちの身近にあ

る宝である神話等の観光資源の魅力を磨き上

げ、効果的に情報発信していくことで、さらに

一層の観光誘客に取り組んでまいりたいと考え
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ております。

○中野一則議員 今言った神社以外も、宮崎県

の神社すべてが日向神話にゆかりのある神社だ

そうですから、総合的に参拝者がふえるよう

に、観光客がふえるように対策を練っていただ

きたいと思います。

次に、この編さん記念事業に追加を提案した

いと思います。天孫降臨高千穂、これは北説、

南説ありますが、これをいっそのこと大きな論

争にしてもらってはどうだろうかと。おれは北

の高千穂、おれは南の高千穂と相譲らずの論

争、そのことを提供することが話題性を生むん

じゃなかろうかなと、こう思っております。邪

馬台国論争は、北九州説、畿内説ありますが、

そのことで我々も古代史に非常に興味がある。

また、そのことがロマンにつながっているわけ

ですから、そういうたぐいのものにぜひしてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 議員は論争を

起こしたらということでございますが、論争と

いっても、いろんなやり方があると思います。

いずれにしましても、論争を起こすことで神話

の舞台として本県を注目させる、あるいは議員

が言われましたように話題を提供する、そうい

う意味で一つの提案として受けとめたいと考え

ています。ただ、その前に、まずはいずれの説

をとりましても、本県がその舞台となっている

ということを県民の皆様にぜひ知っていただき

たい。そして、神話を学ぶことで、そのような

説があることに理解を深めていただきまして、

それぞれの地域に思いをはせていただきたい、

そういうことも大切であるというふうに考えて

おります。以上でございます。

○中野一則議員 本居宣長も２説を唱えており

ます。仲よくけんかしてほしい、こういうこと

ですので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、埋蔵文化財のことについてであります

が、残念ながら宮崎県に国宝はございません。

しかし、国宝はなかったわけじゃなくて出土品

としてはあるわけであります。西都市百塚原古

墳から出土した国宝金銅馬具類、これは東京の

五島美術館が所蔵されております。先日行って

みました。道路は草刈りがしてありましたが、

非常に荒廃いたしておりました。西都原公園と

一体となった整備が必要だろうと思いますか

ら、よろしくお願いしておきたいと思います。

西都原古墳から出た国の重要文化財の子持ち家

形埴輪あるいは船形埴輪、これは東京国立博物

館に所蔵されております。高鍋の持田古墳から

出土した銅鏡２面、これは知事出身の広島県尾

道市耕三寺博物館が所有しているわけでありま

す。ぜひ、古事記編さん1300年記念事業の一つ

として─もともと宮崎県のものであったわけ

ですから、返却を求めることも必要だと思いま

すので、返却を求めていただきたい、こう思い

ます。そしてまた、どうしても銭が必要であれ

ば買い戻す、こういうことも含めて、いい機会

ですから─レプリカというのは複製品という

訳し方もありますが、にせものということです

から、にせものを西都原考古博物館に飾る必要

はありませんので、本物を飾って、当然のこと

ですから、ぜひこの運動をされるように知事に

求めますが、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

国宝とか重要文化財というものは、宮崎県の歴

史を考える上で、知る上で大変重要な資料でご

ざいます。今、レプリカという御指摘がござい

ましたが、学術的な検討をしっかり踏まえた上

で、しっかりとした復元品を今、西都原考古博

物館に展示しているところでございます。こう
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いった出土品を本県に戻すことにつきまして

は、それぞれのものがいろんな経緯をたどって

今の所有者のもとで展示なり保管をされておる

ところでございまして、関係機関の重要な所蔵

品になっておるところでございます。これを戻

してもらうというのは大変困難ではないかとい

うふうに考えておりますが、一つ考えられるの

は、今回の記紀編さん1300年記念事業に取り組

むに当たりまして、里帰り展示会などを計画す

る、また協力をお願いするような中で、どのよ

うな道が開けるかというのを考えてまいりたい

と思います。

○中野一則議員 レプリカはしょせんレプリカ

ですから、レプリカを向こうと交換するぐらい

の交渉をしてくださいよ。ぜひ、お願いしてお

きます。そして、里帰り―重要文化財につい

ては以前、西都原で里帰りがありました。今度

は国宝も含めて、そのことはぜひ実現してくだ

さい。お願いしておきます。

それから、もう一点提案していきたいと思い

ますが、せっかくですから、古代をイメージし

た服、これをぜひ考案していただいて、神話の

国らしい宮崎県を出すために、官公庁あるいは

観光地でその服装をしていただいて宣伝したら

いかがなものか。沖縄県では「かりゆし」とい

うことで、いつもされております。今は、夏に

なればアロハシャツを着られますが、これは

しょせんハワイですから、宮崎県としてのアイ

デンティティーを発揮するためには、やはりこ

ういう古代をイメージした服装だと思いますの

で、ぜひこのことに取り組んでいただきたいと

思います。商工観光労働部長、いかがなもので

しょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） イメージ

づくりあるいは雰囲気づくりというのは、大変

重要なポイントであろうというふうに考えてお

ります。古代をイメージした衣装につきまして

は、県内ではこれまでも、高千穂建国まつり、

西都古墳まつり、あるいは宮崎神宮大祭などの

イベント等において着用されるとともに、宮崎

市の観光協会におきましては、衣装を作成して

観光客等に貸し出しするなどのさまざまな取り

組みがなされております。また、県におきまし

ても、メディアに露出の多いシンボルキャラク

ター「みやざき犬」に古代衣装を着せようか

と、現在検討しているところであります。今後

とも、神話のイメージづくりにつきましては、

観光関係者の御意見をお伺いしながら、観光客

へのアピールやおもてなしを図るという観点か

ら、古代衣装も含めて幅広く手法を考えてまい

りたいと存じます。

○中野一則議員 ぜひ、考案してください。

次は、教育長と県民政策部長に要望しておき

たいと思いますが、県立図書館の髙島館長と野

添主査などが中心になって、県内の神話、伝

承、民話をまとめた「みやざきの言の葉」とい

う本とＣＤを今月中に発行されます。監修は甲

斐亮典先生と矢口裕康先生がされております。

ぜひ、私立、公立を問わず、すべての小・中・

高校に配置していただくように、よろしくお願

いしておきたいと思います。

次に、観光行政についてであります。

観光消費額について質問していきたいと思う

んですが、知事の政策提案に、観光消費額950億

円を目指すとありました。平成21年が924億円で

ありました。宮崎県の23年度の実績は幾らで

あったのかということを、商工観光労働部長に

お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） アクショ

ンプラン等の平成26年の目標値が950億円になっ
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ておりますが、直近の平成22年の観光消費額

は、速報値で約860億円となる見込みでございま

す。

なお、本県の観光消費額については、昭和41

年来、本県が使用しております手法により推計

してきているものでありますが、観光に関する

統計手法につきましては、各都道府県により異

なっておりますことから、今後は、各都道府県

との比較を可能とするため、国が示した共通基

準に従い、推計を行っていくということにして

おります。

○中野一則議員 平成22年度は21年度よりもか

なり下がっているようでありますが、知事の目

標は950億円でありました。ぜひ、これを達成し

ていただきたいと思いますが、本当に達成でき

るかをもう一度お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 先ほど来

の御質問にありましたように、ここ２年ほど、

口蹄疫等あるいは新燃岳、鳥インフルエンザ、

そして東日本大震災ということで、本県の観光

は非常に大きな影響を受けておりましたが、古

事記編さん1300年記念ということで、例えば青

島神社の宮司さんあたりからお話を伺います

と、ことしはかなり観光客もふえているという

ような感触を持っておられるようでございます

ので、ことしについては、かなり観光客につい

ても期待ができるのではないかというふうに考

えているところでございます。

○中野一則議員 シンクタンク九州経済調査協

会の発表によりますと、熊本・鹿児島県は昨年

大いに伸びたようであります。これは新幹線効

果だったと思いますが、これに負けないように

宮崎県もこの消費額が大いに伸びるように、い

ろいろと取り組んでいただきたいと思います。

次に、ジオパークと世界遺産についてお尋ね

しますが、まずは霧島ジオパークであります。

この内容等については、前回の一般質問で山下

議員、内村議員等が質問いたしました。10月31

日に霧島ジオパーク推進連絡協議会からの要望

がありましたが、この実現がいかになったかを

お尋ねしていきたいと思います。この要望で

は、地球科学・自然科学の学芸員などの専門員

を出向させてください、財政的支援をしてくだ

さい、鹿児島県と一体となって情報発信をして

くださいという要望でございましたが、いかな

る取り組みをされるつもりか、県民政策部長に

お尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 霧島ジオパー

クにつきましては、宮崎・鹿児島両県の地域住

民と地元市町が一体となって、熱心に取り組ん

でおられるところでございまして、市町や県と

いう枠組みを超えて、自主的に連携し、霧島地

域の活性化に向けた取り組みをされることは、

大変すばらしく、また重要なことであると認識

しております。今回、地元協議会から、専門員

等の出向、財政的支援及び情報発信について要

望があったところでございます。専門員等の人

材の問題など、難しい面、また課題もたくさん

あります。県としましては、財政支援や情報発

信について今年度やっておりますけれども、24

年度も引き続き取り組んでまいりたいと考えて

おります。いずれにしましても、世界ジオパー

クの認定に向けては、数多くの評価項目がござ

います。今後とも、地元市町のほか、鹿児島県

と十分連携しまして、積極的に協力してまいり

たいと考えております。以上でございます。

○中野一則議員 既に世界ジオパークに認定さ

れている島原を先日見てきましたが、霧島が何

ら劣ることはない、このように確信しました。

さっきお願いしました要望等が調っていけば、
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必ず世界のジオパークに認定されると思います

から、引き続き、御努力をよろしくお願いして

おきたいと思います。

次に、肥薩線の世界遺産への登録についてで

ありますが、私は、この世界遺産、どうかなと

思っておったんです。ところが、先日オースト

ラリアに行ったときに、シドニーにあるオペラ

ハウス、これはできて38年、そして10年ぐらい

前に築30年ぐらいで世界遺産に登録されている

んです。びっくりいたしました。それからする

と肥薩線は優に100年以上経過して、現に鉄道と

して使っているわけです。現役の鉄道なんで

す。宮崎県でも最初の鉄道でもありますことか

ら、宮崎県も世界遺産への登録について、熊本

県、鹿児島県と一緒になって本腰で取り組んで

いただくようによろしくお願いしたいと思いま

すが、その決意等を含めて県民政策部長にお尋

ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ＪＲ肥薩線

は、八代市から人吉盆地、矢岳高原を経て隼人

に達する全長約124キロの鉄道でございまして、

真幸駅など一部の施設については、「国の近代

化産業遺産群33」の中で、物資輸送関連遺産と

しても認定されているところでございます。肥

薩線の世界遺産登録につきましては、昨年８

月、えびの市及び熊本・鹿児島両県の沿線市町

村で構成される「肥薩線を未来へつなぐ協議

会」が発足しまして、取り組みが始まったとこ

ろでございます。今後、登録までには長い年月

と多くの課題の解決が必要になると思われます

が、世界遺産に登録されますと、肥薩線の価値

が注目され、観光客の増加などにより沿線地域

の活性化に貢献するものと思われます。県とい

たしましては、熊本県、鹿児島県、沿線市町村

とも連携しながら、協力を行っていきたいと考

えております。

○中野一則議員 ぜひ、よろしくお願いしてお

きたいと思います。

次に、公共事業についてお尋ねいたしたいと

思います。

公共事業の予算についてでありますが、まず

現状を申し上げたいと思います。公共事業の予

算、これは毎年どんどん減ってきております。

公共事業が県内総生産に占める割合、これも平

成12年に10.8％であったものが21年には6.9％

に、かなり落ちております。そういうことか

ら、今度の予算で県単事業、これをプラスにし

ていただきました。このことは高く評価して、

ありがたいことだというふうに思っておりま

す。しかし、公共事業全体の予算からすると、

前年に比べてマイナス6.9％で69億円の減額であ

ります。また、10年前と比較しまして、マイナ

ス42.3％、688億円も減額しておるというのが実

情であります。先ほども言いましたが、農外所

得がそういうことで大幅に少なくなった。平

成15年までに250万円台であったものが、平成20

年、21年は56万円、55万円ということで、４分

の１以下になっているわけです。これは中山間

地域あるいは農林業の振興からも大変問題にな

る、疲弊していく原因もここにあるんだなとい

うふうに思っております。生活もその分だけ苦

しいというふうに思いますが、この現状の御認

識、いかがなものかということを、まずは知事

にお尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まず、国の公共事業関

係の予算であります。昨今の削減方針により、

来年度について見ましても、東日本大震災の復

興分を除く一般会計ベースで8.1％の減となって

いるところでございまして、本県としても、

しっかり国の財源も確保してまいりたいという
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ことでございますが、本県だけが国の事業を

もっともっと確保するというのは非常に難しい

ということでございます。ただ、本県はインフ

ラ整備、社会資本整備がおくれている状況にあ

る。さらに、大震災を踏まえた防災対策に取り

組む必要性、さらには県内経済への公共事業の

波及効果というものを考えまして、県としてで

きること、できる限りのことをということで、

今御指摘がありましたような県単独の公共事業

について、昨年度の予算で24.1％ふやしたもの

をさらに2.3％増ということで、県としてのでき

る限りの努力をしたところでございます。県債

残高の抑制など、財政改革の取り組みとのバラ

ンスをとりながら、大変難しいかじ取りではご

ざいますが、今後とも、公共事業の果たす役割

というものにかんがみて、県としての努力を続

けてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 平成24年度の予算も、恐らく

随時、補正予算も組まれていくと思いますが、

補正額を含めて前年度予算にプラスしていくよ

うにお願いしていきたいし、また来年度以降の

当初予算が前年度マイナスということにならな

いように、できたらプラスにしていただきた

い、このように思います。それと、その予算も

中山間地域に傾斜配分するような措置をぜひお

願いしたいと思いますが、再度、知事にお願い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 傾斜配分という御指摘

がございましたが、県内へ及ぶ経済効果、それ

からインフラ整備の必要性というものは大変重

要であるというふうに考えております。県単事

業を何とか少しでも伸ばしたというお話を申し

上げましたが、県単独事業というものは県内市

町村すべてで実施されるということでございま

すので、まさに身の回りのインフラ整備、さら

には経済の底上げにもつながるものというふう

に考えておるところでございます。

○中野一則議員 次に、入札制度改革について

お尋ねしたいと思います。予定価格3,000万円以

下を指名競争入札へ復活してください、地元建

設業が発注しやすいような入札制度にしてくだ

さいということを、我々自民党は毎年繰り返し

知事に提言させていただいております。昨年も

いたしました。そして、一般競争入札で、隣の

県、熊本県が3,000万円以上、大分県が4,000万

円以上、鹿児島県が5,000万円以上、九州で250

万円以上というのは宮崎県のみであるというこ

とであります。そういうことからして、ぜひ予

定価格3,000万円以下、指名競争入札の復活、こ

の決断を知事にしていただくようにということ

で、お尋ねいたしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 入札・契約制度につい

ての御意見、これまでもいろいろちょうだいし

ておるところでございます。しっかり受けとめ

ながら、どのようなあり方が望ましいのかとい

うものを真剣に考えておるところでございま

す。これまで一般競争入札の拡大など、より公

正透明で競争性の高い制度の確立に取り組むと

ともに、幅広く御意見を伺いながら、最低制限

価格の見直しなど、柔軟な対応、見直しに取り

組んできたところでございます。建設産業、中

でも総合評価落札方式につきましては、工事の

品質確保を図り、地域の建設業者の育成や技術

力向上にもつながる制度であるというふうに考

えておりまして、地域企業育成型の活用を含め

て、その適用を拡大してきたところでございま

す。来年度に向けましては、これまでのさまざ

まな御意見なり御議論というのを踏まえ、土木

一式工事におきまして、今以上に地元の建設業

者が発注しやすい環境となるように、地域要件
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を狭めるなどの見直しを検討しておるところで

ございます。これからも必要な見直しというも

のを─ただ基本的には一般競争入札方式の枠

組みの中でということではございますが、地域

に幅広く仕事をしていただけるような工夫とい

うものをしてまいりたいと考えております。

○中野一則議員 地元へのいろんな配慮、よく

わかりました。ぜひ、それもしていただきたい

と思いますが、もともと、3,000万円以下の指名

競争入札の復活ということを、知事は改悪とい

うような認識でおられるものかどうか、お尋ね

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 改悪といいますより

は、これまでの経緯、残念ながらいろんな不都

合が生じてしまったということを踏まえて、

しっかりとした一般競争入札に基づきまして、

より公正透明で競争性の高いものであるべきだ

というような改革を進めてきたところでござい

ます。その中で、本当に地域にとってためにな

るようにと、地域に十分配慮できるような形へ

見直しを進めてきたところでございまして、そ

の基本線というところをそのまま守ってまいり

たいということを考えておるところでございま

す。

○中野一則議員 そうしますと、知事の任期中

での3,000万円以下の指名競争入札の復活という

ことは、どうも考えられないように聞こえまし

たが、3,000万円以下を復活するということは、

任期中にはされないつもりですか。

○知事（河野俊嗣君） 今申しましたように、

これまでもさまざまな団体との意見交換等も踏

まえ、その声を踏まえて柔軟な見直しを行って

きたところでございまして、全く今御指摘のと

ころも道を閉ざす、ドアを閉ざすということで

はございませんが、今あるべき制度というもの

を、これまでの検討の経緯、また改革の経緯を

踏まえながら、しっかりとこれからも考えてま

いりたい、そして随時、見直しを含めて検討し

てまいりたいということでございます。

○中野一則議員 隣の県がすべて3,000万円以上

ですから、隣の県には合わせるようなことを、

できたら１年でも早く実行していただきたいと

いうことを要望しておきたいと思います。

次に、地域医療対策についてお尋ねいたした

いと思います。

地域医療といってもいろいろ考え方があっ

て、底辺が広いわけでありますけれども、特に

中山間地域の医療ということについてお尋ねし

ていきたいと思うんですが、私は、医療という

問題、県内どこにいても近くに医師がいる社

会、これを構築することだというふうに思って

おります。そういうことからすれば、無医地区

が現にあるということはいかがなものかという

気がいたします。県下無医地区、椎葉村、諸塚

村含めてまだ17地区あるということでありま

す。この解消を含めて現状への取り組みをどの

ようにされているか、福祉保健部長にお尋ねし

たいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 無医地区でご

ざいますけれども、住民の高齢化が進んでお

り、通院のための交通手段の確保が課題となっ

ておりますことから、市町村では最寄りの公立

病院等までの巡回バス、それから乗り合いタク

シーを運行しているのを初めといたしまして、

公立病院からの訪問診療等を実施しているとこ

ろでございます。県におきましては、これらの

公立病院等の医師確保や運営費支援を行ってい

るほか、日本赤十字社宮崎県支部の協力を得な

がら、巡回診療等を行っているところでありま

して、今後とも、市町村や関係機関と十分連携
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を図りながら、僻地における医療の確保を図っ

てまいりたいというふうに考えております。

○中野一則議員 無医地区、まさかこれがふえ

るということはないと思いますが、ふえること

がないように、そしてまた今、無医地区である

ところは絶対解消していただくように、ぜひこ

れからも真剣に取り組んでいただきたい、こう

思います。

それから、中山間地域の医師の確保というこ

とでありますが、市町村立病院の医師不足、先

日聞いたら27名ということでありました。この

現状もなかなか変化がないんです。いつも27

～28名が不足不足ということになっておりま

す。やはり地域医療対策の基本は、無医地区を

解消すること、それから中山間地域の医師を確

保すること、こういうふうに思いますから、そ

のあたりの取り組みを福祉保健部長にお尋ねい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の公立病

院等の医師不足の状況でございますけれども、

お話がございましたとおり、昨年４月時点で27

名の医師が不足しているという状況になってお

ります。このため県では、関係市町村と一体と

なりまして、公立病院等の求人情報の発信、病

院説明会を実施しているほか、本県での勤務に

関心を持つ医師につきまして、直接、本県に招

いて病院を見ていただく等の取り組みを行って

いるところでございます。これらの取り組みに

よりまして、本年度、６名の医師が県内の公立

病院等で常勤あるいは非常勤として勤務を開始

していただいております。また、昨年10月に

は、県、宮崎大学、県医師会及び市町村で構成

する「宮崎県地域医療支援機構」を設立したと

ころでありまして、この機構において、臨床研

修医の確保や医師のキャリア形成支援など、若

手医師の養成等にも積極的に取り組むことによ

り、医師不足の改善に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○中野一則議員 ちょっと触れられましたが、

臨床研修医の確保、平成23年度の実績が29名で

ありました。24年度は69名が見込まれておりま

すが、25年度以降はどのような確保対策をされ

て、見込み数が何名かを、わかっている範囲内

でお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県で臨床研

修を行う研修医が、宮崎大学を初め関係者の皆

様の御努力によりまして、昨年に比べて大幅に

増加する見込みとなったことは、大変ありがた

く、将来の本県への定着にもつながるものと期

待をしているところでございます。今回の結果

を一過性のものとしないためには、臨床研修医

の意向等を十分把握しながら、引き続き、積極

的な取り組みを行っていく必要があるというふ

うに考えております。では次に、何名かという

御質問でございますけれども、これにつきまし

ては、制度的に築いていって、機械的に研修医

がふえてくるというものではございません。人

の意思といいますか、そういうことにかかわる

問題でございますので、何名と申し上げること

はなかなか難しい状況ではございますけれど

も、ただいま申し上げましたように、関係機関

と一体となりまして、臨床研修医の確保に向

かって努力してまいりたいというふうに考えて

おります。

○中野一則議員 中山間地の病院の医師確保と

か無医地区の解消、これは宮崎県に医師をいか

にふやすか、そしてまた医師も非常に高齢化社

会になって若い人が少ないということも聞いて

おります。その点、臨床研修医の確保というこ

とはそれを解決する道だと思いますから、24年
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度の69人を目標に、25年度以降も確保していた

だくように、よろしくお願いしておきたいと思

います。

次に、拉致問題についてお尋ねしていきたい

と思います。

拉致事件の対策でありますが、北朝鮮の拉致

事件、まだまだ未解決でありまして、まことに

残念であり、腹立たしい思いであるわけであり

ます。宮崎県での発生、政府が認定したもの

が、拉致・特定失踪者数が２人、それから特定

失踪者問題調査会が1000番台リストということ

で発表しているものが─これは拉致の可能性

が非常に高いという判断のものでありますが

─６名、合わせて拉致にかかわるものが８

名、宮崎県にいらっしゃるわけであります。そ

ういう中で、県内も非常に多発地域じゃないか

なという気がしてなりません。まさか今、拉致

があるとは思いませんけれども、宮崎県の長い

海岸線でありますが、沿岸を中心にした警戒体

制を今もきちんと取り組んでおられるのかどう

かを、警察本部長にお尋ねいたしたいと思いま

す。

○警察本部長（鶴見雅男君） 警察では、沿岸

部を管轄する７警察署を中心といたしまして、

沿岸線におけるパトロール、検問等の警戒活動

を実施しております。また、海上保安庁との連

携のほか、漁業関係者、宿泊施設、交通機関の

関係者等により組織をされております沿岸防犯

協力会などとも連携を密にしながら、海上、港

湾、沿岸線における不審者や不審船の発見、沿

岸部における防犯活動の広報・啓発活動等を実

施しているところでございます。引き続き、関

係機関・団体との連携を密にし、また住民の方

々の御協力をいただきながら、沿岸部における

警戒を強化してまいりたいというふうに考えて

おります。

○中野一則議員 警戒をしておくことが事件を

未然に防止するということになりますから、引

き続き、そういう体制で取り組んでいただきた

いと思います。

宮崎県で発生した一番新しい事件は、16年

前、平成７年11月５日に発生した佐土原町石崎

浜での失踪事案であります。名前を言っていい

と思いますが、岩本美代子さんという方が突然

石崎浜からいなくなった、こういう事件であり

ます。そのことを特定失踪者問題調査会は1000

番台リストに挙げているわけですけれども、当

時の情報で、犬の散歩をさせていた方から、川

に黒いボートがあったとか、茂みに３人ぐらい

の男性がおった、そういう情報があったそうで

あります。もちろん、このことについて県警も

確認されているだろうと思っております。その

ことで拉致の可能性が大きいということで、リ

ストに挙がってきているわけですけれども、捜

査はその後、この件について継続されているの

かどうか、されていなければ再開の用意がある

のかどうかをお尋ねしたいと思います。本部

長、お願いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） ただいま御質問

のありました方も含め、特定失踪者の方々に関

しましては、事件・事故、家出など、あらゆる

可能性を念頭に置きながら、その発見につなが

る関連情報の把握に努めているところでありま

す。御質問のありました情報についても把握を

しておりまして、なお引き続き、御家族や相談

者の方々の心情に十分に配意をしながら、事案

の真相解明に向けて、所要の捜査や調査を進め

ていくこととしております。

○中野一則議員 拉致問題について、「めぐ

み」という映画があるわけですが、私も既に３
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回ほど見ました。平成20年に、文科省だったと

思うんですが、各学校でこの映画「めぐみ」を

見るようにということで通知があったと思うん

ですけれども、その中で、県内では油津中、美

々津中、第一中学高等学校、この３校しか見な

かったということであります。また、映画「め

ぐみ」はＤＶＤにもされておりまして、県下の

すべての学校に見てほしいということで、昨年

は内閣府から、拉致も人権啓発の一環として見

るべきということであったようであります。公

立の小・中・高でＤＶＤの視聴状況の調査をさ

れたように聞いておりますから、その実績はい

かがなものであったかを教育長にお尋ねいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 拉致問題啓発ビデオ

「めぐみ」は、児童生徒が拉致問題について理

解を深めるために大切な教材でありますので、

県教育委員会では、12月の「北朝鮮人権侵害問

題啓発週間」に合わせた視聴など、各学校にお

いて積極的に活用するように指導してきたとこ

ろであります。その結果、ことしの１月末であ

りますが、市町村立の小学校で67校、中学校

で34校、並びに県立学校で20校、合計で全体の

学校数の27.8％に当たる121校が視聴している状

況にございます。また、今年度末までに視聴を

予定している学校を合わせますと、全体の58.7

％に当たる256校が視聴することとなっておりま

す。県教育委員会といたしましては、今後と

も、拉致問題啓発ビデオの活用の拡大を図りな

がら、拉致問題に係る人権教育の推進に取り組

んでまいりたいと考えております。以上です。

○中野一則議員 人権という面からも拉致問題

は大変重要なことでありますし、これが解決す

る上からも、子供たち全員、ＤＶＤの視聴がで

きるよう、これからも一段と指導していただく

ように要望しておきたいと思います。

以上ですべての質問を終わりたいと思います

が、今回は、知事の指導力とは何か、リーダー

シップとは何かということを底辺に置いて質問

をしたつもりでございます。一部力強い答弁も

ありましたけれども、なかなかいま一歩という

気がしてなりません。86.5％という高い数字、

前の知事はまだそれよりも高かったわけですか

ら、ぜひ、前の知事に負けないような評価をい

ただくような決断力、リーダーシップを発揮さ

れる知事になってほしい、このように思いま

す。ひょっとすると、これから我々が想定でき

ないような課題がいろいろと発生するかもしれ

ません。そのときには毅然とした判断力と決断

でリーダーシップを発揮して県政を運営される

べきだと、こう思いますから、そのことをよろ

しく御要望も申し上げまして、私の代表質問を

終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時56分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の横田照夫です。２人目の代表質問をさせてい

ただきます。ちょっと欲張り過ぎて質問項目が

多くなってしまいましたので、早口になること

をお許しいただきたいと思います。また、答弁

側にも早口でおつき合いいただければ助かりま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。
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日向市に大御神社という神社があります。大

きなさざれ石があることでも有名です。御祭神

はアマテラスオオミカミです。神社の由緒に

は、昔々、ニニギノミコトがアマテラスオオミ

カミをお祭りして平安をお祈りされたと伝え、

また、神武天皇御東征の際、この神社に参拝を

され、武運長久と航海安全を祈願されたとあり

ます。大御神社の名前は、アマテラスオオミカ

ミのオオミをいただいてつけられたと言われま

すが、本殿天井から発見された天保・安政時代

の祈願木札には、「天照皇大神宮」と記されて

います。私も見せていただきました。この天照

皇大神宮という呼び名は、神社の総本社である

伊勢神宮にだけしか認められていない呼び名だ

そうです。明治の初めに全国の神社のランクづ

けがなされました。当然、大御神社は天照皇大

神宮という名前を出したはずですが、その名は

伊勢神宮だけにしか認められていないので、や

むなく大御神社としたのではないかということ

です。伊勢神宮にある有名な宇治橋は、五十鈴

川にかかっていますが、日向のお隣の門川町に

も五十鈴川があります。大御神社がある場所は

伊勢ヶ浜です。さらに伊勢神宮の近くには、度

会郡玉城町日向（ひゅうが）という地名とか、

度会町日向（ひなた）という地名があります

し、そのほかにも似たような地名はたくさんあ

ります。

このように、日向地方と伊勢地方には神社の

伝承や地名の相似が見られることなどから、大

御神社は「元々伊勢」とも呼ばれているそうで

す。これは地名や祭祀形態の原型なるものが日

向にあって、民族の移動により人々の昔の記憶

が伊勢において再現され、成熟していったこと

を物語っているのではないか。つまり、神武東

征の裏づけと考えてもいいのではないかという

ことでした。

以上、大御神社宮司の受け売りを話しました

が、このほかにも、大御神社では昨年、さざれ

石が渦状に刻まれたところにあるくぼ地に巨大

な玉が見つかりました。これは「龍の卵」をあ

らわしているんだそうです。さらに、近くにあ

る岩くつには、入り口からの光が昇り龍の形に

はっきり見える場所があります。これらは

約5,000年前の古代遺跡で、龍神信仰を裏づける

ものと究明されました。本当に興味深いところ

です。ぜひ皆さん方も行ってみてください。河

野知事もこの大御神社に行かれたと宮司にお聞

きしましたが、大御神社に対する感想をお聞か

せください。

記紀1300年に関する質問は後ほど第２弾で質

問することとし、壇上からの質問はこれで終わ

ります。よろしくお願いいたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

大御神社についてであります。ことしは、古

事記編さん1300年ということでございますの

で、各地に出ましたときに、その仕事の合間を

縫って、史跡でありますとか、ゆかりの神社、

また祭事やイベントへの参加、裸まいりであり

ますとか、高千穂の建国まつりに参加させてい

ただいておるところでございます。大御神社を

訪れた際には、今御指摘がありましたような伊

勢神宮との相似点でありますとか、日本最大級

のさざれ石、さらには昨年発見されました5,000

年前の龍神信仰を裏づける石の玉でありますと

か、大変興味深い悠久の歴史というものを感じ

たところでございます。これも古事記に絡んで

非常に貴重な資源だというふうに考えたところ

でございますので、１月に東京で行われました
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シンポジウムにおきましても、事務方が用意を

しましたパワーポイントのスライドの中には

入っていなかったんですが、私が指示しまし

て、ぜひ入れよということで入れて、これも皆

さんにＰＲをしてまいったところでございま

す。改めて、本県には、記紀ゆかりの神社や史

跡、伝説、祭りなどが数多く残されておって、

本県ならではの大変貴重な資源であると感じた

ところでございまして、我々県民としましても

その認識を深めて、そのもとに県外に向けて強

くアピールしていきたい、そのように考えたと

ころでございます。以上であります。〔降壇〕

○横田照夫議員 県内の神社のそこそこでいろ

んな物語が隠されているのかもしれませんね。

そういうのをみんなで発見することもまた楽し

いことかなというふうにも思います。

知事にお伺いしますけど、知事がいろんな催

しに最後まで残っておられるのをよく目にしま

す。県民との対話と協働や現場主義をやろうと

する姿勢がよく理解できます。しかし、官僚出

身らしい手がたさはあるものの、知事としての

政治決断に乏しいとか、そういった意見もある

ようです。高病原性鳥インフルエンザとか新燃

岳の噴火など、さまざまな困難を乗り切ってこ

られましたけど、知事としてこの１年間を振り

返ってどう評価しておられるのかをお聞かせく

ださい。

○知事（河野俊嗣君） この１年間でございま

すが、就任日の鳥インフルエンザの発生、また

数日後の新燃岳の噴火など、また、３月の大震

災もございました。さまざまな災害に見舞われ

続けたところでございますが、県民の皆様、ま

た関係団体のお力をいただきながら、何とかこ

れに対応してまいったところでございます。第

一に考えておりました口蹄疫からの再生・復興

に関しましても、工程表をつくりまして、スピ

ード感を持っての対応に努めておるところでご

ざいます。また、昨年は、県議会との議論等を

踏まえながら、総合計画を初め、さまざまな長

期計画、今後の県政のあり方を見据える上での

一つのレールになるさまざまな計画を定めるこ

とができたというふうに考えておるところでご

ざいます。今後は、こうしたレールにのっとっ

て、またそれを踏まえて、対話と協働という姿

勢、また現場主義というような基本的な姿勢と

いうものを忘れることなく、しっかりとした実

績を残す方向で努めてまいりたいというふうに

考えております。

○横田照夫議員 同じように、副知事にお尋ね

しますけど、牧元副知事は、口蹄疫からの復興

が喫緊の課題であった本県に必要な人材として

農水省から抜てきされ、１年がたとうとしてお

ります。この１年を振り返って、口蹄疫からの

復興も含めてどう評価されておられるのかをお

聞かせください。

○副知事（牧元幸司君） 私も副知事に就任し

て１年ということでございます。この間、県政

全般につきまして知事を補佐してきたというこ

とはもとよりでございますが、その中でも特

に、御指摘ございましたように、口蹄疫からの

再生・復興という問題につきまして重点的に取

り組みをさせていただいたところでございま

す。この問題につきましては、防疫マニュアル

の見直しでございますとか、あるいは県内のい

ろいろな団体と協定を結ぶといったような取り

組みを通じまして、防疫対策などについて一定

の前進を見たのではないかというふうに考えて

いるところでございます。しかしながら、一方

で、昨年末の時点で経営を再開した農家が約６

割ということで、引き続き厳しい状況にあるわ
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けでございます。したがいまして、６次産業化

も含め、やはり畜産全体のあり方につきまし

て、今後ともしっかり検討していく必要がある

のではないかというふうに考えているところで

ございます。また、口蹄疫からの影響につきま

しては、農業だけではなくて、商工業・観光業

にも及んでいるわけでございますので、これら

経済全般に対する取り組みというものもしっか

りやっていく必要があるというふうに思ってい

るところでございます。

それから、もう一つ重点的に取り組ませてい

ただいた課題は、中山間地域を初めといたしま

す地域の活性化という問題でございます。この

問題につきましては、現場に極力足を運ばせて

いただくとともに、鳥獣害対策などに取り組ま

せていただいたところでございますが、まだま

だ課題が多いわけでございますので、これにつ

きましても、県の体制もしっかり整備をした上

で、引き続き取り組んでまいりたいというふう

に考えているところでございます。

いずれにいたしましても、これらの課題も含

めもろもろの課題につきまして、オール県庁に

よる取り組みということで的確に対応してまい

りたいというふうに考えておりますが、その中

で非常に重要なのは、知事も常々おっしゃって

おります対話と協働、あるいは現場主義という

ことでございます。私も昨年の後半からは、特

に、実際に農家の現場に足を運びまして意見交

換をしたり、あるいはそれらの農家を呼んで意

見交換をしたりといったような取り組みもして

いるところでございますけれども、まだまだこ

れは十分でないというふうに考えておりますの

で、引き続き現場に足を運びまして、現場の声

をしっかり受けとめて政策に生かしていきたい

というふうに考えております。引き続き御指導

のほどよろしくお願いをしたいと思います。

○横田照夫議員 ありがとうございます。知事

も副知事も任期後半の２年間で大きなジャンプ

ができるように、三段跳びのホップ・ステップ

・ジャンプのジャンプの年とこれからの１年間

を位置づけていただいて、頑張っていただきた

いというふうに思います。

さて、記紀編さん1300年についてですけど、

ことしが古事記編さん1300年に当たるとして、

宮崎県が舞台となる日向神話を大々的にアピー

ルしていこうと、「神話のふるさと みやざき

温故知新ものがたり」という一大キャンペーン

を展開していくことになりました。私は専門家

というわけではありませんが、これまでそのこ

とをずっと訴えてきましたので、大変うれしく

思っております。それで、神話について幾つか

お聞きしたいと思います。

まず、知事にお尋ねします。神話は神社との

関係が非常に強いですけど、行政としての立つ

位置をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘ありましたよう

に、ことしが古事記編さん1300年、８年後の平

成32年が日本書紀編さん1300年、この９年間と

いうのをとらえて、改めて本県の宝というもの

を見詰め直し、それを強く県外にも発信してい

こう、そのような取り組みを記紀編さん1300年

記念事業として、また、そのコンセプトとして

「みやざき温故知新ものがたり」を掲げておる

ところでございます。あくまでも宗教的な側面

ということではなしに、本県の宝である日向神

話・伝説、史跡、そういったものを再認識する

とともに、その磨き上げを行っていく。そして

県外に強く発信していく。それを宮崎の新しい

地域づくりに結びつけていく。そのような姿勢

で取り組んでまいりたいと考えております。
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○横田照夫議員 全国にアピールしていくため

には、まずは県民に知ってもらうことが大事だ

というふうに思います。県民に対してどのよう

に周知をしていくのかなど、本事業で展開され

るキャンペーンの内容を具体的にお聞かせくだ

さい。県民政策部長、お願いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） ことしは、古

事記編さん1300年をテーマに４つの柱で事業を

展開することとしておりまして、議員御指摘の

とおり、神話や伝説、史跡等につきまして、ま

ず県民の理解を深めることが重要でありますの

で、それを１つ目の柱としております。具体的

には、県内各地域で講演会や展示会を開催する

ことや、学校や地域におきまして、神話や伝説

など地域の魅力を学ぶ機会を提供することとし

ております。２つ目は、県内各地域でのイベン

トや祭り等の実施、あるいは古事記編さん1300

年のシンボル的なイベントの開催を予定してい

るところでございます。そして３つ目は、例え

ばテレビ番組の制作や雑誌等を活用した県内外

へのＰＲや、観光資源の磨き上げ等を通じた誘

客活動の強化を考えております。そして４つ目

は、受け入れ環境の整備といたしまして、道路

整備や観光案内板の設置等を進めることとして

いるところでございます。

○横田照夫議員 テレビの効果というのは非常

に大きいと思うんです。地元テレビ局等は、地

元を盛り上げるための企業責任もあると思いま

すので、できれば無料で神話に関する番組をつ

くっていただけるといいなと思います。ぜひお

願いをしてみてください。

それと、神話にちなんだお菓子とかグッズ、

そういったお土産品の開発もしていただけると

いいんじゃないかなというふうに思います。

次に、教育長にお尋ねしますが、子供たちへ

の周知で神話の副読本を活用する考えはないの

でしょうか。島根県は、地域の成り立ちや文化

を学ぶ教材として積極的に神話を活用している

ようです。郷土に対する自信や誇り、愛着な

ど、地域のプライド創出にも神話はすばらしい

材料だと考えます。高校の入試の設問に入れて

もいいくらいだと私自身は思っております。神

話に関する学習をどのように取り組んでおられ

るのか、お聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 本県には神話や伝説

が数多く残っておりまして、これらは貴重な教

育的資源でありますので、これを活用した取り

組みが行われております。例えば小中学校の総

合的な学習の時間などにおきまして、ふるさと

学習として、伝承されている神話や神楽につい

て調べたり、運動会や学習発表会で踊りや劇を

披露したりするなど、地域への理解と愛情を深

める学習を行っているところであります。県教

育委員会といたしましては、来年度から使用さ

れます小学校の社会科副読本に、本県の各市町

村に伝わる神話や伝承の紹介マップや、神話を

取り上げたページを新たに設けますとともに、

郷土宮崎について学ぶ「ひむか学」のホームペ

ージの内容もさらに充実させまして、子供たち

が「神話と伝説のふるさとみやざき」について

学習を深めることができるように努めてまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。神話

は物語でありますけど、それに基づく史実が

あったのではないかなというふうに思います。

県内には多くの古墳群があることを見ても、い

にしえの時代にかなり大規模な国があったこと

が考えられ、邪馬台国は宮崎にあったという説

もあるぐらいです。大御神社のところでも紹介

しましたように、古代史をめぐるさまざまな学
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説とか想像、それらを飛び交わせることで、県

民が自分たちの地域に蓄積された歴史の壮大さ

を見直し、自信を持つきっかけにするべきでは

ないかとも考えますが、知事、いかがでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、神話

等をめぐっては、さまざま学術的な研究また議

論がなされているところでございます。そう

いったことも含めて、本県で語られている神話

・伝説というものを改めて認識する。昔の物語

としてあるだけじゃなく、今の我々と結びつけ

て考えて、それをさらに磨き上げていって、将

来への地域づくり、また観光客の誘致も含めて

活用していく。そういう意味で温故知新という

言葉を使っておるところでございます。古事記

の上巻にも「稽古照今（けいこしょうこん）」

という言葉があるようであります。古きを稽

（かんが）え、今を照らすということでありま

す。まさにそういう神話伝説というものに理解

を深めることが、今の我々の住むこのふるさと

宮崎に対する深い理解と郷土愛に結びついてい

くものというふうに考えておりますので、その

視点での取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 できれば、焼酎でも飲み交わ

しながら、あちこちで神話とか古代日向の話が

飛び交うようになるといいなというふうに思い

ます。

以前にも提案したんですけど、「全国で神話

ツアーを募集して、ホテルなどで、わかりやす

くおもしろおかしく神代から古墳時代までの講

演を聞いてもらって、焼酎でも飲みながら神楽

を見てもらう。そして、次の日、講話に出てき

た江田神社とか西都原古墳群などを観光しても

らって、スピリチュアルスポットで何かを感

じ、古代日向のロマンに浸ってもらう。その

後、歩行者天国になった県庁前クス並木通りで

全国最高の県産品などのお土産を買ってもらっ

て空港まで送り届ける」。全国のほかの地域と

の完全区別化です。つまり、神話などの想像の

世界の観光、古墳や西都原考古博物館などの実

証可能な観光、そして県産品などの手で触れら

れ、味わわれる観光。イメージ的には「1500年

の時空を超えた観光資源３点セット」。古代と

現代が1500年以上の時空を超えてロマンと現実

が合体する。ほかの県には決してまねのできな

い区別化です。こんな観光提言もあっていいの

ではないかと思いますが、商工観光労働部長、

いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 議員から

御提言のありましたような神話ツアーにつきま

しては、神話を身近に感じられる効果の高い取

り組みであると考えております。県としまして

は、ことし１月から、神話ゆかりの神社などを

めぐるワンコインツアーを実施するとともに、

旅行エージェント等にも商品化について働きか

けを行ってきたところ、４月以降になります

が、現時点でＪＴＢや近畿日本ツーリストなど

エージェント６社、それから全日空など交通事

業者３社等から、旅行商品として売り出してい

ただけることになっております。また、昨年、

明治大学と連携した日向神話をテーマとする公

開講座を実施したところでありますが、受講し

た方々を対象に、県内の旅行エージェントが企

画した神話ツアーも２月下旬に実施されており

ます。このような実績を踏まえ、新年度におき

ましては、本県の神話ゆかりの地をめぐるテー

マ性のある新たな観光ルートを「日向神話旅」

として開拓し、県外に積極的に売り込むことに

より、さらなる観光誘客を図ってまいりたいと
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考えております。

○横田照夫議員 ひむか神話街道に指定されて

いる佐野原聖地というのが佐土原にありますけ

ど、これは小さなほこらで、地元佐土原町民で

すら知らない人が多いというふうに思います。

身の回りの神話にゆかりのある場所を知ること

も大事だと思います。各市町村の役割はどうな

るのか、県民政策部長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 御質問にあり

ました佐野原聖地に、私も先日行ってまいりま

した。本当に埋もれたところにありまして、こ

ういう宝といいますか、そういうものを発掘し

てその魅力を伝え、そして地域への愛着につな

げていくことは大変重要だと考えております。

そのためには、市町村の役割は非常に大きいと

思っております。先般設立しました推進協議会

の設立総会においても、市町村に参加をいただ

いたところでございます。記紀編さん1300年記

念事業では、県民の神話や伝説、史跡等の理解

の促進などに取り組むということにしておりま

すが、市町村におかれましては、こうした取り

組みと歩調を合わせ、地域の史跡や祭りの掘り

起こし、磨き上げ、さらには住民の理解促進や

情報発信などに積極的に取り組んでいただきた

いと考えているところでございます。

○横田照夫議員 実はこの佐野原聖地は、神武

天皇がお生まれになったところと言われている

んです。神武天皇の生誕地は、高原町の狭野神

社の近くの皇子原とも言われておりますけど、

それはそれでいいと思うんです。神様ですか

ら、あちこちでお生まれになっているんじゃな

いかと思います。午前中、中野議員が、天孫降

臨の地として高千穂町と高千穂峰の話をされま

したけど、要はそれぞれが自分たちのところと

信じて盛り上がっていくことが大事じゃないか

なというふうに思います。知事は、ＮＨＫ会長

に、本県を舞台にした大河ドラマとか連続テレ

ビ小説などで、古事記に関するテレビ番組の制

作を要望されたそうですけど、その手ごたえは

どうだったんでしょうか。それがだめなのであ

れば、民放テレビの連続物でもいいんじゃない

でしょうか。また、漫画家・里中満智子さんが

「天上の虹」という古事記編さんを進めた持統

天皇のころの人気漫画をかいております。アニ

メ番組でもいいと思うんです。古事記編さ

ん1300年記念番組で売り出して全国の人に見て

もらえれば、神話ブームは一気に盛り上がると

思います。島根県とか奈良県との共同企画でも

いいんじゃないかと考えますが、商工観光労働

部長、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ことしは

古事記編さん1300年の節目でありますことか

ら、県内各地に残されております神話伝承の魅

力について、メディア等も含めまして、さまざ

まな形で効果的な情報発信を行うことは大変重

要だと考えております。アニメ化といった点に

つきましては、３月下旬に実施いたします「花

旅みやざき」のスターティングイベントにおい

て、古事記にまつわるストーリー─これは７

分程度になりますけれども─を幅90メートル

の県立美術館壁面に映写するといった取り組み

を行うこととしております。今後とも、御指摘

のような点も含め、各種のメディアやイベント

等を活用して、幅広い情報発信に努めてまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 アニメ映画で有名な宮崎駿監

督に頼んでみるだけでも非常に話題性があっ

て、効果のある記事とかが書いていただけるん

じゃないかなと思います。大河ドラマとかアニ

メ化もあきらめずに、ぜひトップセールスで頑
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張っていただきたいというふうに思います。

昭和30年代後半から50年代初めにかけて、宮

崎は空前の新婚旅行ブームに沸きました。戦前

の神話をしっかり知っている世代と新婚旅行ブ

ームが重なったということです。戦後、神話教

育は行われずに、神話を知らない世代が多くな

りました。ですけど、今回の古事記編さん1300

年を機に、再び神話を多くの国民に知ってもら

い、興味を持ってもらえれば、新婚旅行ブーム

の再来になるんじゃないかなと期待をしており

ます。日本書紀編さん1300年までの９年間を

キャンペーンの期間とするようですが、９年間

をかけてこのような取り組みをしていき、その

集大成として国民文化祭の誘致につなげればい

いのではないかと考えますが、知事、いかがで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） 古事記にちなむさまざ

まな素材をどのように生かしていくかという意

味での御質問、御指摘でございます。大河ドラ

マ、朝の連続テレビ小説につきましても要望し

てまいったところですが、各県の要望もたくさ

んありますし、どういう素材があって１年間も

たせるようなエピソードがあるか、台本がある

か、もととなる本があるか、さまざまな課題が

あるところでございますが、古事記に関しまし

ては、今おっしゃいましたように、島根とか奈

良との連携を図りながら何らかの番組というも

のは考えられるのではないか。また、それを引

き続きお願いしてまいりたいというふうに考え

ておるところでございます。今、新婚旅行ブー

ムという話がございましたが、そのもととなっ

た「たまゆら」は、川端康成先生がまさに古事

記を手にして宮崎に来られた、そこからスター

トしたというふうな話もございます。そういっ

たところも踏まえて、やはりこの素材というも

のを生かす取り組みを進めてまいりまして、そ

こで御指摘のありましたような８年後の平成32

年、一つの集大成ということで、文化の国体と

言われております、日本最大の文化の祭典であ

る国民文化祭の誘致を考えるというのは、一つ

のアイデアとして検討しておるところでござい

ます。神話のふるさと宮崎の多彩な魅力を情報

発信できる絶好の機会ではないかということで

ございまして、そのようなアイデアというもの

を申しましたところ、県内の文化団体も大変刺

激を受けて、それはおもしろいのではないか、

ぜひというようなお考えもあるようでございま

す。今後、各市町村とか県内の文化団体等の御

理解と御協力を得ながら、その方向で検討して

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 島根県とか奈良県とは連携を

とっていかなければいけないと思うんですけ

ど、この国民文化祭に限ってはライバルであり

ますので、せっかくの機会を両県にとられない

ように、周到な準備を進めていただきたいとい

うふうに思います。河野知事にはぜひ、知事と

してこの国民文化祭を見届けてほしいというふ

うに思います。そのためには少なくとも３期は

頑張らにゃいかんということですので、ぜひ頑

張っていただきたいと思います。

次に、ＴＰＰに関してですが、２月16日にＴ

ＰＰに関する本県関係者向けの政府説明会が行

われました。それぞれの県が主催し、九州では

本県が初の開催となったようです。残念ながら

私は別の行事と重なって行けなかったんです

が、新聞報道によりますと、「国の担当者は、

「交渉中」とか「情報収集した上で国民的議論

を重ねる」などの答弁に終始し、煮え切らない

場面が目立った。参加者からは、アリバイづく

りとか、議論の材料もないといった冷めた声が
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聞かれた」とありました。せっかく開いた説明

会で参加者の質問にしっかりと答えられないよ

うな、何もわかっていないような状況の中でＴ

ＰＰ交渉に入っていいのかなと考えますけど、

主催者側としてのこの説明会の感想を、知事、

お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のＴＰＰの説明

会につきましては、国の考え方でございますと

か最新の情報などにつきまして、県としても

しっかりと把握する必要があるという認識のも

とに実施をしたものでございます。全国の中で

６番目であったということでございますが、結

果としましては、我々が知りたい情報と国が提

供することのできた情報には大きなギャップが

ある。それゆえに不満が残ったというのが現実

であるかと思っております。ただ、国としまし

ても、可能な限りの情報を今後とも提供してい

きたい、そして、国民的な議論をしていきたい

というような基本的な姿勢は伝わったところで

ございます。今後とも国に対しましては、事前

協議のさまざまな進捗があるわけでございます

ので、国民的議論ができるような、わかりやす

く具体的な説明、情報提供を求めてまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 ＴＰＰ交渉では、例外品目の

事前設定は原則認められていないということ

で、野田首相も、日米首脳会談ですべての物品

・サービスを自由化交渉のテーブルにのせると

語られたそうです。対処方針でまず全品目を交

渉の対象とした上で、米などは個別に例外扱い

を求めていくということですけど、本当にそう

いう例外扱いができるんでしょうか。私は非常

に懐疑的なんですけど、すべての物品・サービ

スを自由化交渉のテーブルにのせることの意味

合いを国民はよく理解していると考えておられ

ますか。知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 国の説明によります

と、仮にＴＰＰ交渉に参加する場合には、すべ

ての品目を自由化の対象にすることが条件にな

るということでございまして、その中で関税撤

廃の例外取り扱いがどの程度認められるかとい

うことにつきましては、交渉事なのでその見通

しはわからないというのがこの前の説明であり

ました。国におきましては、守るべきものは守

り、国益を最大限実現できるよう取り組んでい

くという方針でありますが、米を初めとする重

要品目の取り扱いが大きな課題であるというふ

うに考えておりますので、国に対しましては、

積極的な情報提供を今後とも求めてまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 私は以前から、過度の規制緩

和には反対をしてきました。何もかも競争原理

にぶち込むちというのは間違っているというふ

うに思います。例えばゴルフにはハンディとい

う仕組みがあります。スコアが90の人と100の人

が勝負をするときに、90の人が100の人にハン

ディを10やることで対等な勝負ができると、そ

ういった仕組みです。このハンディがいわゆる

規制だというふうに思います。弱い立場の人も

一緒に進んでいくためには、ある程度の規制は

必要じゃないんでしょうか。とにかく市場に任

せればいい方向に進むという短絡的な考え方は

絶対間違いで、ＴＰＰを進めるということはま

さにそういうことだと思いますけど、知事はど

う思われますか。

○知事（河野俊嗣君） 現在の資本主義経済の

もとでは、その根幹に市場原理、競争原理とい

うものが流れているわけでございますが、一方

で、利益を最優先しました過度な競争の激化と

いうものが、社会の至るところでひずみを生じ
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させてしまっているということでございます。

また、リーマンショックによる世界同時不況の

ように、経済全体に重大な損失をもたらすこと

にもつながるというふうに考えております。ま

た、特に今、投機マネーというものが、例えば

バイオエタノールということで、すぐにトウモ

ロコシに流れたり、また、エネルギー問題とい

うことでＬＮＧに行ったり、円に流れたり、そ

れが各国の経済に非常に大きな影響を与えてい

る、そのような認識があるわけでございます。

このため、ＴＰＰのような経済連携の取り組み

に当たりましては、各国それぞれの事情に配慮

した対応が大変重要であると考えておるところ

でございます。

○横田照夫議員 宮崎県の基幹産業は農業であ

ることは、多くの県民が認識をしております。

農業自体の生産額は少ないかもしれませんけ

ど、そこに農業が展開されることによっていろ

んな産業が成り立ち、商店街が成り立ち、自然

が守られ、コミュニティーが成り立っていま

す。それが崩れれば、人々は職を失って都会に

流れ、県そのものが崩壊してしまうことにつな

がるのではないでしょうか。我々の知りたい情

報と国の説明との間に大きなギャップがあっ

て、わからない、わからないという答弁の中

で、納得できる個別具体的な説明もないままに

ＴＰＰ参加に向けた事前協議は進んでおりま

す。農業部門で交渉がまとまらないとなると、

輸出産業等から批判が出て、結局は参加のほう

に動いてしまうんじゃないかと心配をしていま

す。午前中の中野議員の質問にもありましたよ

うに、宮崎県知事として、ＴＰＰには断固反対

という姿勢で通していただけるよう、重ねてお

願いをいたします。

次に、九州広域行政機構と道州制についてで

すけど、国が進めようとしている出先機関の事

務権限の地方移管を九州広域行政機構で受けて

いこうという協議が、九州地方知事会等で進め

られようとしています。でも、情報不足で、私

たち議員もその内容がなかなか理解できていま

せん。そこで、疑問点を一つ一つ質問させてい

ただきます。県民政策部長、よろしくお願いし

ます。

例えば、道路整備など宮崎県で行いたい事業

は、機構に要望・陳情することになるんでしょ

うか。それとも、機構の中で九州全体を見渡し

て、必要と思われる事項を決定していくことに

なるんでしょうか。費用対効果の考え方で、結

局は人口の多いところが優先されてしまうん

じゃないかと思いますが、そういう心配はない

んでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 九州広域行政

機構につきましては、政府が閣議決定した国の

出先機関の原則廃止という方針に対し、九州知

事会がその受け皿として提案しているものでご

ざいまして、機構が出先機関の業務を丸ごと担

うこととしています。また、組織のあり方につ

きましては、執行機関と議事機関の設置を想定

しておりまして、昨年末に政府が示した広域的

実施体制の枠組みでも同じ方向となっておりま

す。このため、出先機関に提出されている要望

等は機構において集約するということになりま

す。その上で、機構が九州の均衡ある発展の視

点に立って政策決定を行っていくことが、出先

機関受け入れの目的となっております。

○横田照夫議員 分権の受け皿として平成の大

合併が進められてきました。その中で、合併し

なかった自治体は、国や県の権限の中で別にペ

ナルティーを科せられることもなく、何ら困る

ことなく行政が行われています。むしろ合併し
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たところのほうが難しい状況になっているよう

にも見受けられます。機構に移行することで、

本当に宮崎県は不利な状況になることはないん

でしょうか。もし宮崎県が参加しなかったらど

うなるんでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 政府の出先機

関原則廃止の方針につきましては、その権限・

財源等を移譲し、地方の実情に応じた政策決

定、行政サービスの提供等を可能にすることが

目的となっており、機構の具体的な検討に当た

りましては、本県のように人口が少なく、社会

資本整備のおくれている地域等を考慮し、九州

の均衡ある発展に資する組織とすることが知事

会の共通認識となっております。なお、政府が

示している枠組みでは、現行の出先機関の所管

区域等を参考に、受け皿となる組織が必ず含ま

なければならない都府県の区域を定める方向で

ありまして、九州においては、沖縄県を除く全

県が対象区域になると考えられます。このた

め、九州内で参加しない県がある場合には、出

先機関の受け皿としての要件を満たさず、国の

出先機関の移管が実現しないことも想定されて

おります。

○横田照夫議員 機構の設置手続には、各県議

会の議決が必要とありますけど、県議会の議決

が必要なのであれば、九州地方知事会の動きに

並行して、議会への説明とか議会との協議があ

るべきではないかと考えますが、いかがでしょ

うか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 国の出先機関

の地方移管につきましては、新たな法整備が必

要であるにもかかわらず、政府からは、いまだ

制度設計の全体像も示されていない上に、その

動向も不透明な状況にありますことから、県議

会の皆様に具体的な説明等を行えないのが現状

でございます。制度設計の具体案が示されまし

たら、本県の考えに基づきまして、その内容を

精査の上、機構の設立の可否等を検討していく

ことになりますので、小まめな情報提供や意見

交換に努めてまいりたいと考えております。引

き続き、議会内においても積極的に御議論いた

だければと考えております。

○横田照夫議員 11の出先機関はすべて、各県

の利害が絡む案件をたくさん抱えていると思わ

れますけど、それらは各県知事から成る合議制

の執行機関で調整をしていくとあります。この

合議制の執行機関では、高度な意思決定が必要

な重要案件に絞って審議するとされていますけ

ど、この高度な意思決定が必要な重要案件とは

どういうものを指すんでしょうか。また、迅速

な意思決定が優先されるような案件は、各県知

事が各部門を独任的に管理する「分担執行委員

制度」を活用していくとありますが、私はこの

分担執行委員制度に強い危惧を感じます。例え

ば、地方整備局を独任的に管理執行する一知事

が、自分の県に有利な意思決定をするおそれと

かはないんでしょうか。どういう方法で、どこ

の知事がどの部門を管理するのかを決めること

になるんでしょうか。また、今の出先機関事務

所が機構の事務所になるようですけど、事務所

から遠い県の知事が管理者となった場合、県知

事の職責を果たしながらの管理が本当にできる

んでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 議員御指摘の

懸念を解消するために、政府が示している枠組

みでは、構成団体間の利害調整が適切に行わ

れ、一部の構成団体の考えに偏らない公平・公

正な判断が保障される体制を前提に検討を進め

ることとされております。また、機構構想にお

いても、分担執行委員である知事の権限は、あ
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くまでも担当する機関の事業執行や管理等に限

定しまして、各県の利害調整を要する案件や予

算案の決定等につきましては、九州の均衡ある

発展の観点から、各県知事による合議、議事機

関による議決を想定しております。なお、分担

管理の決定方法等につきましては、今後検討す

ることとされております。

また、事務所から遠い県の知事が、知事とし

ての職責を果たしながら、担当する出先機関の

管理執行を担うことへの懸念につきましては、

政府において、分担管理する知事のもとに、日

常業務の管理執行を担う専任の執行役の配置が

検討されているところでございます。

○横田照夫議員 機構は二元代表制の仕組みに

なり、九州７県議会から選出された議員で構成

する議会代表者会議ができるようですけど、こ

の議員の数は各県同数なのでしょうか。それと

も人口比で決めるんでしょうか。または現在の

議員定数比なんでしょうか。議員数の決め方を

教えてください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 政府が示して

います枠組みでは、受け皿となる組織の議会の

充実に向けて、議事機関と執行機関の関係も踏

まえまして、議会の自主的な取り組みを促すこ

ととしております。九州知事会においても、議

員定数など議事機関のあり方につきましては、

九州各県議会の皆様に主体的に御検討いただく

必要があるものと考えております。

○横田照夫議員 国の出先機関の丸ごと移管の

対象には財源も入っています。九州での税収を

財源とするのであればいいんですけど、結局は

国からの財政措置に頼るわけで、本当に必要額

をもらえるのかは甚だ疑問だと思います。財源

の考え方をお聞かせください。

○県民政策部長（渡邊良一君） 財源確保につ

きましては、本県としても最も重視していると

ころでございまして、三位一体改革の二の舞に

ならないように、移管される事務・権限・人員

に応じた財源が国において確実に担保されるこ

とが、出先機関受け入れに当たっての大前提で

あると考えております。しかしながら、政府が

示している枠組みでは、財源の全額確保は明確

にされておりませんことから、知事会として

も、移管に当たっては、人件費と事業費を区分

し、それぞれの必要総額は、国において全額確

保されることを法律に明記するよう強く求めて

いるところでございます。

○横田照夫議員 ここからは知事にお尋ねしま

す。宮崎県市長会と宮崎県町村会が、国の出先

機関改革を拙速に推し進めるのではなく、慎重

を期して対応するようにという要望書を知事と

議長に提出されました。このことをどのように

とらえておられますか。

○知事（河野俊嗣君） 広域行政機構について

のさまざまなポイントの御質問をいただき、内

容を明らかにしていただいて大変ありがたく

思っております。議論を整理いたしますと、冒

頭部長が答弁をいたしましたように、政府にお

いて閣議決定をされた国の出先機関の原則廃止

という提案に対して、一つの受け皿としての提

案を九州知事会として出したのがこの広域行政

機構であって、関西は関西で別の案を出されて

いる。九州の案がそのまま国の案として実現す

るわけではなく、それぞれの地域が出した案と

いうのを踏まえて、今、政府において、どうい

う素案が考えられるのかというのを議論されて

おるところでございます。それに対して、今、

九州であれば大分の知事が九州地方を代表して

議論に参画していただいておるところでござい

ます。
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今の御質問の市長会、町村会の御懸念、御心

配の問題、さらには経済団体からも要望いただ

いておるということでございますが、その内容

は、国の出先機関、特に地方整備局の移管とい

うものが、特に大震災の後でもあり、全国的な

災害対応のネットワークが十分活用できるか、

さらには、インフラ整備のおくれた本県に心配

はないのか、おくれをとるのではないか、その

ような御懸念であるということでございます。

これは私としてもしっかり受けとめて、今後の

議論に参画していきたいというふうに考えてお

るところでございますが、こういった市町村等

からの問題提起、私どもの懸念というものは、

今申しました大分県知事が参画する国の会議に

おきましても、九州における課題ということで

問題提起をしていきまして、その意見を踏まえ

た検討がなされているところでございます。今

後とも、政府からもし素案が示されたら、それ

に対して宮崎としての考え方を伝えてまいりた

いというふうに考えております。

○横田照夫議員 河野知事としては、この九州

広域行政機構の会議にどういうスタンスで参加

されているのかをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今申しましたように、

国としての出先機関の廃止、それはもとをただ

すと、地方分権を推進していこうと、その一つ

の大きな推進力ということで考えられたものと

いうふうに考えております。地方分権を推進し

ていく必要というものは強く感じており、何ら

かの形でさらにいろんな議論を進めていく必要

があろうというふうに考えておるところでござ

いますが、この九州広域行政機構、もしくは出

先機関の廃止に当たりましては、本県におきま

して、そのような心配―インフラ整備の問

題、また、先ほど議員も質問されましたような

利害調整というのが、九州の中において十分う

まくいくんだろうか、そのようなところがござ

います。そういうところを踏まえた制度設計が

可能なのかどうなのかというところはしっかり

見きわめて、必ずしも機構設立ありきもしくは

出先機関廃止ありきということではなしに、本

県の実情を踏まえた上で、あくまでも軸足は本

県の立場というものを踏まえた議論をしてまい

りたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 機構は、政府が進める国の出

先機関の原則廃止に呼応する形で提案したもの

であって、道州制は一たん横に置いているとあ

ります。そうはいっても、九州地方知事会も

入っている九州地域戦略会議の中では常に道州

制の話題が上っているようで、機構の目線の先

には間違いなく道州制があるんじゃないかとい

うふうに思ってしまいます。そこでお尋ねしま

すけど、仮に道州制ができたとして、知事、宮

崎県は本当にいい方向に進むというふうに考え

ておられるでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど市町村合併につ

いての議論もございましたが、これも合併がす

べて問題があったかとか、すべて成功だったか

ということではなしに、例えば今回の東日本大

震災におきましても、合併したことによってう

まく対応できた例もあれば、合併によりうまく

スムーズな連携がとれなかったという事例もあ

るようであります。ポイントは、大切なこと

は、その制度をいかに仕組んでいくか、制度設

計をどうしていくか、そして、その制度をどう

いうふうにうまく運用していくかということで

あるかと思っております。道州制であるからい

いだとか、道州制だから問題だということでは

なしに、道州制を考える上でも、どのような制

度の道州制を考えるかというのがポイントだと
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いうふうに考えております。今の分権を進める

という観点からは、道州制に向けて議論を進め

ていくことが大事であるというのが基本的な私

のスタンスであるわけでございますが、この広

域行政機構もしくは出先機関の廃止の議論との

関係では、九州各県の知事さんの中ではいろん

な個人個人の思いがあるのは確かであります。

ただ、昨年、本県で行いました九州地方知事会

におきましても、そこは切り離すべきだと。事

務的な話になりますが、文章の中にそういった

ところが、ペーパーの中に落ちるような議論も

なされておったんですが、それは本県における

いろんな議論を踏まえると問題であるというこ

とで、そこは切り離してくださいということを

伝えたところであります。いずれにしても、先

ほど言いましたように、本県の実情を踏まえ、

本県に軸足を置いたような議論ということを、

今後とも進めてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 九州広域行政機構の内容とか

知事の考え、スタンスは大体理解ができまし

た。議会としてもこれから、これらの内容をも

とに協議が進められるというふうに思います。

今のところ、多くの議員は、広域行政機構には

慎重な立場であるように感じます。これから議

会としての考えがまとまるうちに、知事とか執

行部の皆さん方と協議をする機会もふえてくる

と思いますので、宮崎県の発展のために一緒に

考えていきましょう。

次に、エネルギー供給についてですけど、東

京電力福島第一原子力発電所の事故以来、原発

に関する国の動きやエネルギーに対する議論が

活発になってきました。そこで、これまでの動

きに関して質問をさせていただきます。

野田首相により、福島原発事故の収束宣言が

出されました。発電コストの見直しがあって、

原発の発電コストが５割も高くなってしまいま

した。また、原発の寿命が40年とされ、安全性

が認められれば20年の延長を認めるとされまし

た。また、大飯原発のストレステストでは安全

性が認められ、国もその評価は妥当と結論を出

しました。これらの原発をめぐる国の判断をど

う評価されますか。知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 福島第一原子力発電所

の事故以降、国は、事故の収束はもとより、今

後、原子力発電所をどう考えていくのか、さま

ざまな議論がなされておるところでございま

す。このストレステストにつきましては、さら

なる安全性の向上と国民の安心・信頼を確保す

るという目的で、従来の定期検査に加えて実施

をされているところでございまして、最終的に

は地元の意向を踏まえた上で、総理なり関係閣

僚が判断をすることとなっておるところでござ

います。今国会に提出されております原子炉等

規制法改正法案におきましては、これまで規定

されていなかった原子炉の運転期間、今御指摘

のあったことが明記をされているということ

で、安全性に向けたさまざまな検討なり法制化

というものが進んでおるところでございます

が、現段階では、いまだ原子力発電所の安全性

に対する国民の信頼というものが回復された状

況にはないのではないかと思っております。40

年と言ったり、それをさらに20年と言ったり、

ストレステスト、さらにはそれも足りないので

はないかと、さまざまな議論があるというふう

なところもあって、それが不安を増幅すること

にもなっているのではないかと考えておるとこ

ろでございまして、国に対しても、国民の安全

・安心というものに対するしっかりとした説明

ができるような検査、そして今後の方針決定と

いうものを求めてまいりたいと考えておりま
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す。

○横田照夫議員 九州の原発が昨年暮れにすべ

てとまりましたけど、原発ゼロでも厳冬期を乗

り越えることができました。原発に頼らなくて

もやっていけるのではないかと思いますけど、

県民政策部長はどうお考えでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 九州電力のデ

ータによりますと、例年、ピーク時の電力需要

につきましては、冬よりも夏のほうが高くなっ

ております。また、昨年は、九州の６基の原子

炉のうち、定期点検のため５月までに３基が停

止し、さらに９月にもう１基停止し、その

後、12月までにすべての原子炉が停止しており

まして、このままの状態が続いた場合、ことし

の夏の電力需給はさらに厳しくなると予想され

ます。このようなことから、一層の節電対策が

求められる可能性があると思いますが、同時

に、国や電力会社には、原子力発電が再稼働し

ない場合も想定した電力の供給体制を検討して

いただく必要があると考えているところでござ

います。

○横田照夫議員 先日、新大分火力発電所で配

管が凍結して全機が停止するトラブルがありま

したが、数日で復帰しました。これは、放射能

が出ないことで早期の復旧が可能だったのでは

ないかと思います。新大分火力発電所は、ガス

タービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバ

インドサイクル発電所です。コンバインドサイ

クル発電は天然ガスを使用しますけど、効率が

よいために二酸化炭素の発生量も少なく、原発

にも劣らない発電能力があるそうです。火力発

電所は、石油とか天然ガスの供給の面で不安視

されておりますけど、その不安を解決できるも

のとして、非在来型天然ガスの一種であるシェ

ールガスがあります。採掘技術が開発されて商

業生産が可能になったそうです。天然ガスの可

採埋蔵量は約60年と言われておりましたけど、

このシェールガスの開発によって160年を超える

との見方もあります。このことにより天然ガス

の安定供給が期待できますので、当面はコンバ

インドサイクル発電でつなぎ、再生可能エネル

ギーへ徐々に転換を図るべきではないかと考え

ますけど、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘のありました

ような新たなエネルギーを開発してエネルギー

というものを考えていくことは、大変重要な取

り組みだというふうに考えております。熱効率

の高いコンバインドサイクル発電などもあると

いうことでございますが、一定の時間がかかっ

てしまうと。今、御指摘にありましたような

シェールガスなどは、技術開発によってようや

く実用に向けて、特に北米などで活用されてい

るというふうに伺うわけでございますが、一方

ではそういう技術開発、またいろんな検討を進

めながら、当面は九州電力としては、今、運用

している発電設備の稼働率を上げるとか、休止

している火力発電設備の再稼働に向けて取り組

んでいくということでございます。本県として

できることとしましては、中長期的な視点か

ら、電力の新たな供給源としての太陽光、バイ

オマス、さらにはマイクロ水力発電というよう

なこともありますが、できる限り、そういった

新エネルギーの拡大に向けた取り組みを進めて

まいりたいと考えております。

○横田照夫議員 再生可能エネルギーの固定価

格買取制度が７月からスタートすることになっ

ており、新エネルギーの導入に追い風が吹くこ

とが期待される状況になりました。企業局で

は、これまでも、企業局新エネルギー導入事業

により、マイクロ水力発電設備の整備等に取り
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組まれておりますけど、今回の固定価格買取制

度の導入を受けて、企業局は今後、新エネルギ

ーの導入にどのように取り組んでいかれるのか

を企業局長にお伺いします。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、これまで水力発電事業を中心に取り組ん

できておりますけれども、お話にありました固

定価格買取制度のスタート、あるいは原発事故

を受けましたエネルギー情勢の変化などの昨今

の再生可能エネルギーの導入促進の流れを追い

風といたしまして、今後は、企業局のこれまで

培いました技術やノウハウを生かせる小水力発

電に重点的に取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

具体的に申しますと、河川維持放流水による

発電、あるいは農業用水を利用した市町村の発

電計画などへの技術的な支援を引き続き積極的

に進めますとともに、特に来年度からは、新た

に、これまで発電に利用されていなかった治水

ダムにつきまして、県土整備部と連携しながら

発電可能性の調査に取り組むこととしておりま

す。まず、最初の有望地点として日南ダムを想

定しているところでございます。企業局といた

しましては、このような取り組みを通じまし

て、地域特性を生かした環境に優しいエネルギ

ーの導入を推進することによりまして、県政の

重点施策である環境・新エネルギー先進地づく

りの実現に向けて、さらに貢献をしてまいりた

いというふうに考えております。

○横田照夫議員 宮崎県は、多彩なエネルギー

開発で新しい雇用をつくったり、農産物の差別

化などを目指していけるのではないかと思いま

すけど、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおりであり

ます。キャンプシーズンも一段落しましたが、

これを実現している全国にも誇る日照環境を生

かす。さらには、林業や畜産業から生じる豊富

なバイオマス資源という、新エネルギーに対す

る高いポテンシャルがあると思っております。

さらには、地下に埋蔵されている天然ガスもあ

るということでございますが、これは技術的に

なかなか活用に至っていないところであります

けれども、これもいずれ技術開発なり大きな期

待をしたいところでございます。こういった太

陽の恵みを初めとした多様なエネルギーという

ものをさまざまな分野に活用することで、雇用

の確保、また農産物の差別化というものに結び

ついていき、本県の強みを生かすことになると

いうふうに考えております。

○横田照夫議員 本当にそうだと思います。今

後のエネルギーシフトは社会の求めるところだ

と思いますので、積極的な施策の展開をお願い

いたします。

次に、指定管理者制度のあり方について総務

部長にお尋ねします。

まず、指定管理者制度の導入の意義、目的を

教えてください。

○総務部長（稲用博美君） 指定管理者制度に

つきましては、公の施設の管理に民間の能力を

活用することによりまして、住民サービスを向

上させるとともに、経費の縮減等を図ることを

目的としております。

○横田照夫議員 選定委員に県職員が必ず入っ

ていますけど、その必要性はどこにあるんで

しょうか。

○総務部長（稲用博美君） 本県の選定委員会

は、５名以上の委員で組織することとしており

まして、委員の半数以上は、公認会計士や施設

利用者の代表など、外部の委員に入っていただ

くことにしております。県といたしましては、
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施設の設置者としての立場から、設置目的に

沿った管理運営が行われ、真に県民のサービス

につながるよう、県職員の委員を最低１名入れ

るようにしているところでございます。

○横田照夫議員 全員を外部委員としても、最

初に施設の役割とか県の施策との関連等をしっ

かりと説明すれば、それで十分事足りるんじゃ

ないかなというふうに思います。そういった意

味で庁内委員を入れる理由にはなっていないん

じゃないかというふうに思います。

次に、申請者側に県職員やＯＢが入っている

場合が多く見受けられますが、公平・公正・平

等性に疑念が持たれることはないんでしょう

か。また、公表された結果内容に対する申請者

の問い合わせは認められているんでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 本県では、募集段

階におきまして、審査の基準や審査方法、さら

に審査項目ごとの配点などを公表しておりま

す。また、審査段階におきましても、あらかじ

め設定しました審査基準等に基づいて各委員が

審査しますとともに、その結果を公表し、その

内容につきまして申請者からの問い合わせに対

しても応じているところでございますので、公

平性・公正性・透明性の確保は図られていると

いうふうに考えております。

○横田照夫議員 申請者は何カ月もかけて調査

をして、膨大な事業計画をつくって申請すると

思いますけど、その事業計画書は選定委員に何

日前に渡すんでしょうか。また、プレゼンテー

ションやヒアリングの時間は１社当たりどれく

らいあるんでしょうか。選定委員は事前に事業

計画書に目を通しておられるんでしょうか。な

ぜこういうことを聞くかといいますと、ヒアリ

ングの際に、ここを聞いてほしいといったよう

な的を射た質問がほとんどないという意見を聞

くからです。何社からも申請が上がってきたら

膨大な計画書になると思います。審査に十分な

時間が与えられているのかをお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 選定委員会の委員

の皆様には、委員就任に当たりましてその趣旨

を十分説明いたします。しっかり審査していた

だくようにお願いをしているところでございま

す。実際の審査に当たりましても、審査委員会

開催日の遅くとも１週間前をめどに事業計画書

等の資料を委員にお渡しし、事前に内容を確認

していただきますとともに、審査当日は、申請

者ごとにプレゼンテーション、質疑の時間を合

わせて30分から１時間程度とって審査をいただ

いているところであります。

○横田照夫議員 今、30分から１時間と御答弁

いただきましたけど、私が相談を受けた団体の

話では、プレゼンテーションに10分、ヒアリン

グに５分ということでした。もしこれが本当で

あれば改善を要望したいというふうに思いま

す。

適正かつ確実に管理運営を確保するために、

その状況を監視・測定・評価するモニタリング

を実施するとありますが、その評価はどのよう

に生かされているんでしょうか。利用者である

県民のチェック制度はきちんと機能しているん

でしょうか。指定期間が終了する前に、事業計

画が計画どおり実施されてきたかどうかの

チェックはされているんでしょうか。事業計画

はいわゆるマニフェストだと思うんです。それ

に基づいて選定をするんですから、事業計画の

実施状況を次の選定の参考にすべきと考えます

けど、いかがでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 管理運営状況を監

視・測定・評価いたしますモニタリングです

が、具体的には、毎年度事業報告書を提出させ
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ますとともに、少なくとも四半期に１回は所管

課による実地調査を実施しているほか、利用時

間や運営内容などに対する苦情や要望を把握す

るための施設利用者を対象とする満足度調査も

指定管理者に実施させまして、必要なものにつ

いては改善を指導しているところであります。

以上のようなモニタリングの結果を取りまとめ

て、毎年度公表しているところでありますが、

選定委員会の委員にも提供いたしまして、次の

選定の参考にしていただいているところであり

ます。

○横田照夫議員 ある指定管理事業の審査で

は、委託料の基準価格に対する提案額が低いほ

うの点数が低くなっています。数字は主観が入

るものではないと考えますけど、どうしてそう

なるんでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 委託料の提案額に

つきましては、「経費の縮減等」という選定基

準の中の一つの審査項目であります。そのほか

の審査項目であります、例えば業務遂行のため

の適切な経費の積算がなされているのか、ある

いは管理業務の効率化、経費縮減に関する提案

がなされているのか、そういったこと等を総合

的に評価された結果であるというふうに考えて

おります。

○横田照夫議員 利用料金を取る場合に、管理

に要する経費を超えた、いわゆるもうけの部分

の２分の１または一部を県に納付することと

なっていますけど、平成22年度の納付実績はゼ

ロでした。ということは、みんな赤字だったと

いうことなんでしょうか。必要経費も出ない状

況では、経費節減のための場当たり的な運営し

かできず、さらに集客力が減少するという悪循

環に陥るのではないかと思います。申請者は、

県が積算した基準価格よりも低い価格で提案を

します。その提案額をもとに協定を結ぶわけで

すから、もう既にその段階で県のメリットは出

ています。だから、営業努力の結果、赤字が出

たら指定管理者が責任をとるかわりに、黒字が

出た部分はすべて指定管理者の収入とするべき

ではないかと考えます。指定管理者の意欲を高

めるためにも、黒字となった部分は全部指定管

理者の収入としてもよいのではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 利用料金制度を導

入している施設におきましては、利用料金収入

が想定額を上回った場合には、上回った額を県

と指定管理者との間で折半をしているもの、あ

るいは施設によりましては、県に納付させるこ

となくすべて指定管理者の収入とするなど、イ

ンセンティブが働くようなことを実情に応じて

取り扱いを定めております。指定管理者制度

は、住民サービスの向上と経費縮減等を図るこ

とを目的とした制度でありますので、利用料金

収入につきましても、それぞれの施設の状況に

応じて、今後その取り扱いについて検討してま

いりたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 確かに募集段階で説明がある

ので、理解した上での応募だとは思います。で

も、赤字の部分は全部責任をとらせて、黒字の

部分は折半で納付をさせるというのは、県民目

線で考えてどうかなというふうに考えます。ぜ

ひ前向きな検討をお願いしたいと思います。

次に、前回の管理者がほとんど次も選定をさ

れています。出来レースになっているんじゃな

いかとも思いますけど、このままでは申請する

ほかの団体がいなくなるのではないでしょう

か。

○総務部長（稲用博美君） 23年度は、募集し

ました15グループのうち、指定管理者の変更が



- 60 -

平成24年３月１日(木)

あったのは１グループのみでありました。その

要因の一つとしましては、施設運営のノウハウ

の蓄積による評価もあったものというふうに考

えられております。県といたしましては、今後

も競争性の確保の観点から、多くの皆様に応募

をしていただけるように、募集方針の見直し、

あるいは募集情報の周知などに努めてまいりた

いというふうに考えております。

○横田照夫議員 公平・公正なジャッジが求め

られるオリンピックにおいて、例えばスキー

ジャンプの飛型と着地姿勢の採点は、５人の審

判員がいて、一番上と一番下の点数をつけた審

判員を除いた中間３人の得点を合計するらしい

です。議会でも、議員本人や身内に関する審議

の際には当該議員は除斥されます。これも公平

性や公正性を担保するためです。熊本県は、選

定委員会の庁内委員を廃止して外部委員だけに

したようですけど、宮崎県も公平性・平等性を

担保するために同じような見直しをするべきで

はないかと考えますが、いかがでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 指定管理者制度に

つきましては、本県ではこれまでも、選定手続

でありますとか選考基準の見直しを随時行って

きたところであります。御指摘のありました選

定委員会につきましては、施設の設置者として

の責任を果たす観点から、必ず１名は県職員が

委員として入るようにしておりますが、指定管

理者制度を導入いたしましてから６年が経過し

ようとしております。制度の趣旨も浸透してき

ているのではないかというふうに考えておりま

す。今後は、外部委員だけで構成する方向とい

うことについて検討してまいりたいと考えてお

ります。

○横田照夫議員 ありがとうございます。庁内

委員を廃止する方向で選定委員構成の見直しを

すると御答弁いただきました。本当にありがた

いというふうに思います。私が多くの時間をか

けてこの指定管理者制度の質問をしたのは、そ

の選定のあり方に疑問を訴える意見があったか

らです。すばらしいスタッフをそろえて自信を

持って事業計画書を提出したのに、５人のトー

タルで500点満点中基準点の300点にも達してい

なかったそうです。どうせ申請してもあそこが

とることが決まっているというようなことにな

らないように、また次もチャレンジしてみよう

と思ってもらえるような公平性の高い選定方法

になるように、しっかりと見直しをしていただ

きますようにお願いいたします。

次に、サイバー攻撃について伺います。

昨年11月、福岡、鹿児島など10県の約200自治

体で、手続をホームページ上で行う電子申請の

サーバーがサイバー攻撃を受け、サービスが一

時利用できなくなる被害がありました。これま

でに、有力な防衛産業やインフラ系を含めて幅

広い産業が攻撃の脅威にさらされている実態が

わかってきましたし、国会や政府機関の被害も

ふえており、官民一体での対策強化が急務と

なってきているようです。そこでお伺いします

が、これまでに県庁内でのサーバー攻撃による

被害実例はありましたか。県民政策部長、いか

がでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県におきまし

ては、平成13年に県議会などのホームページが

改ざんされる被害が２件発生したところであり

ます。その後、外部の専門機関によるシステム

の脆弱性検査や職員に対する各種研修を実施す

るなど、情報セキュリティー対策の向上に取り

組んだ結果、新たな被害の発生は確認されてお

りません。

○横田照夫議員 警察本部長にもお伺いします
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けど、県内企業等への被害実例はありました

か。

○警察本部長（鶴見雅男君） 本県におきまし

ては、御質問のようなサイバー攻撃といったよ

うな被害の実例は把握しておりません。

○横田照夫議員 新聞等の情報によりますと、

県庁の業務停滞や個人情報・機密情報の漏え

い、民間の銀行や電力、ガス、空港、医療など

での被害が予想されると思いますが、県警の想

定するサイバー攻撃とはどういうものがあるの

か、また、その対策はどう考えておられるのか

をお尋ねします。警察本部長、お願いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 近年は、インタ

ーネットを悪用して他人のＩＤやパスワードを

盗用したり、また、わいせつ図画を頒布すると

いったようなさまざまなサイバー犯罪が発生を

しておりますけれども、その中でも、御質問の

ように重要インフラに対して攻撃を加えること

によって社会の混乱を引き起こすような事態

を、警察ではサイバーテロととらえまして各種

の対策を講じているところであります。想定さ

れる具体的な事例といたしましては、金融機関

の取引停止による経済の混乱や、電力の供給停

止による大規模な停電、また、航空・鉄道等の

運行システム誤作動による交通機関の麻痺など

が考えられます。こうしたサイバーテロの未然

防止と被害の最小化を図ることを目的といたし

まして、警察では、昨年２月に宮崎県サイバー

テロ対策協議会を設立し、県内の主要な重要イ

ンフラ事業所とともに、研修会や模擬訓練を実

施しているところであります。今後とも、サイ

バー空間の安全確保に向けた各種対策を積極的

に進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○横田照夫議員 ありがとうございました。

次に、社会保障関連について質問させていた

だきます。

我が国は、現在、１人の高齢者を３人で支え

る社会構造になっており、少子高齢化が一層進

行する2055年には、１人の高齢者を1.2人で支え

ることになると想定されています。さらに進む

少子高齢化の中で社会保障費は急激にふえてい

くことが予想されるために、政府から、「社会

保障と税の一体改革」の素案が提出され、現

在、国会でさまざまな議論が繰り広げられてい

ます。「社会保障と税の一体改革」について

は、平成21年の麻生内閣において税制抜本改革

の基本方針が定められるなど、我々自民党も責

任ある対応が求められていると思います。今最

も大事なことは、改革の背景や内容を国民に正

しく理解してもらうことではないかと考えます

が、この「社会保障と税の一体改革」について

知事はどのように受けとめておられますか、知

事の所見をお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘であ

りまして、先送りのできない課題であるという

認識でございます。数字の上で拾ってまいりま

すと、社会保障給付費が2011年度の予算ベース

で107兆8,000億円に上っておるということでご

ざいまして、その財源には、保険料のほか、国

と地方を合わせまして約40兆円の公費が使われ

ているという状況であります。さらに、毎年の

自然増として国費で約１兆円、地方費で約7,000

億円と、大幅な増額が見込まれております。本

県の今回24年度の当初予算案におきましても、

社会保障関係費が前年度に比べて約58億円も伸

びているというような状況でございます。こう

した中、今を生きる我々の世代が享受する給付

につきまして、給付に見合った負担を確保しな

いまま、その負担というものを将来世代に先送
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りし続けるということは、社会保障の持続可能

性の確保、また、財政健全化という観点からも

困難ではないかというふうに考えております。

したがいまして、社会保障と税のあり方をしっ

かりと今後考えていくという議論は、しっかり

進めるべきであろうというふうに受けとめてお

ります。

○横田照夫議員 我が国の社会保障費は、毎年

度の自然増だけでも国費が約１兆円、地方費が

約7,000億円との答弁がありました。昨年９月議

会の中野 明議員の代表質問では、本年度の県

の関係予算は、県単医療助成を含め、総額617億

円、前年比４％、約24億円の増との答弁があり

ました。この自然増が一体改革の背景にありま

すけど、あわせて、社会保障を充実強化し、負

担増をお願いしようという話ですので、今後、

県民の理解を得るためにも、給付費や医療費の

伸びを抑えるための努力、持続可能な制度とし

ていくための重点化・効率化の検討も大変重要

ではないかと考えます。そこで、社会保障の抑

制に向け、介護予防や健康づくりなど、本県で

はどのような取り組みが行われているのか、ま

た、医療費助成など県単独事業の今後のあり方

について福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ２点ございま

した。

まず、健康づくりについてでございます。社

会保障費の抑制を図るためには、御指摘のとお

り、健康づくりや介護予防に取り組むことが重

要であり、県では、「健康長寿社会づくり」を

長期戦略の一つの柱として推進しているところ

でございます。このため、本県の基本方針であ

る「健康みやざき行動計画21」に基づきまし

て、健康づくり指導者等の育成や、健康と栄養

・食生活に関する意識の醸成等を図るととも

に、生涯を通じた歯の健康づくりなどに取り組

んでいるところでございます。また、高齢者み

ずからが手軽に取り組めるよう工夫した「いき

いきはつらつ介護予防プログラム」の普及定着

を図りますなど、寝たきり予防の推進にも努め

ているところでございます。

次に、県が市町村に対し単独で補助している

医療助成につきましては、乳幼児や重度障がい

者等を支援する大変重要な事業でございまし

て、今回の社会保障と税の一体改革におきまし

ても、消費税収の国・地方の配分に係る整理の

中で一定の役割が認められたところでございま

す。しかしながら、その事業費は来年度予算

で23億円余と、多額の財政負担が必要な状況で

ございまして、将来にわたり持続可能な制度と

して成り立つよう、今後、国や他県の動向を踏

まえながら、市町村との役割分担などそのあり

方も含め、検討してまいりたいというふうに考

えております。以上でございます。

○横田照夫議員 厚生労働省は、来年度診療報

酬改定案をまとめて、病気になっても住みなれ

た地域でなるべく暮らし続けられるよう、在宅

医療に重点を置くことを打ち出しました。県も

来年度の新規事業で在宅医療推進事業を挙げて

います。住みなれた地域で暮らすとか、自宅で

みとるという理念はすばらしいと思いますが、

病院でないと診れない病気も多いのではないで

しょうか。在宅で診る病気とは具体的にどうい

うものなのか、また、各地区に在宅療養支援診

療所みたいな施設をつくることになるのか、さ

らに、在宅患者を往診するためには多くの医師

が必要になるのではないかなど、わからない部

分も多くあります。この在宅医療推進に対して

県としてどのように取り組んでいくのかを福祉

保健部長にお尋ねします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） 国の調査でご

ざいますが、終末期医療で６割以上、それから

介護療養で４割以上の国民が自宅での療養を希

望しております。こうした方々が安心して在宅

で療養できるためには、症状が急変したときの

医療対応や、日常生活を支える看護や介護等の

支援体制の充実が不可欠ということになりま

す。一方、本県の現状でございますが、在宅医

療に取り組む医療機関等の地域偏在、関係機関

相互の連携が十分でないなどの課題も多いとい

うふうに認識をしております。このため、県と

いたしましては、訪問看護師等の人材の養成に

努めるとともに、医師会等の協力を得ながら、

各圏域ごとに講演会や研修会を開催いたしまし

て、在宅医療や介護に携わる関係機関の増加や

連携を促進し、在宅での医療から介護まで切れ

目のないサービスが提供できる体制を構築して

いきたいというふうに考えているところでござ

います。

○横田照夫議員 就学前までの医療費無料化と

か高齢者の低負担で、必要と思われないような

症状の受診や時間を無視した受診が多くなり、

いわゆるコンビニ受診が顕著になっているよう

です。医師の負担軽減のために、県民に対して

適正受診の啓発が必要ではないかと考えます

が、福祉保健部長、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 不要不急の受

診を控えるなど、住民みずからが適正受診に努

めていただきますことが、医師の負担を軽減す

るだけでなく、地域医療を守る上で極めて重要

であり、延岡市、美郷町においては条例が制定

をされたところでございます。県といたしまし

ても、幼稚園等において保護者等を対象に、子

供の急な発熱への対処の仕方など、小児救急に

係る基礎知識の普及を図っておりますほか、Ｎ

ＰＯ法人等が実施いたします地域医療に係る研

修会やシンポジウムの開催支援等を行っている

ところでございます。今後とも、このような地

域住民の主体的な活動等を支援することにより

まして、いわゆるコンビニ受診の抑制や医療機

関の適正受診の啓発に努めてまいりたいと考え

ております。

○横田照夫議員 生活保護世帯が急増していま

す。生活保護は、生活困窮対策としては必要な

制度です。しかし、現在、生活保護制度に対す

る不平不満が蔓延しています。年金保険未払い

者が無年金となり、その結果、生活保護をもら

う。国民年金よりもはるかに多い給付額です。

さらに医療費も無料。いっぱいもらった薬を

売っている事例もあるように聞いています。さ

らに、一般の人は医療費を抑えるためにジェネ

リック医薬品に変えておりますけど、生活保護

者には、医師がそれを勧めると差別になるとい

うことで新薬を処方しているということです。

働けるはずの若者が働かずに生活保護を受給し

ている事例も多く見受けられます。これでは年

金保険を払わない者がさらにふえるんじゃない

でしょうか。このままでは年金制度が破綻し、

さらに社会保障全体が破綻するのではないかと

考えますが、福祉保健部長は生活保護の現状を

どのように考えておられますか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の生活保

護世帯につきましては、御承知のとおり、リー

マンショック以降、厳しい雇用・経済情勢の影

響もありまして、増加している状況にございま

す。このような中、県としましては、生活保護

の適正実施に努めるとともに、生活保護世帯の

自立支援への取り組みが重要であることから、

就労可能な方に対しまして、各福祉事務所に就

労支援員を配置し、ハローワークと連携しなが
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ら就労支援に努めているところでございます。

なお、生活保護の基準につきましては、国の審

議会において評価・検証が行われているところ

でありますが、「生活保護制度に関する国と地

方の協議」において、地方の代表委員から、生

活保護基準と年金との関係についても検証する

よう要望しておりますので、県といたしまして

は、今後の国の動きを注視してまいりたいとい

うふうに考えております。

○横田照夫議員 生活保護が高いのか、年金が

安いのか、その判断は難しいと思いますけど、

正直者がばかを見るようなことがないように、

しっかりと国に意見を言っていただきたいとい

うふうに思います。

私はいつも思うんですけど、家族の死に直面

した場合、１分１秒でも長く生きてほしいとい

う気持ちはよく理解できます。しかし、延命治

療は患者本人や家族の負担も大きく、医療費負

担も大きくなります。医師が家族に延命治療の

是非を問うときの説明方法の見直しも必要なの

ではないでしょうか。また、途中で延命治療を

中止するための法的整備も必要ではないでしょ

うか。これらに対する答弁は求めませんけど、

これ以上の医療費の伸びを抑えるために、国民

みんなが真剣に考えなければいけない時期に来

たんじゃないかなというふうに思います。

次は、少子高齢化社会戦略についてですけ

ど、人口の高齢化、現役世代の減少など、少子

高齢化社会の進行はどうしてもネガティブ（後

ろ向き）な話となってしまいます。しかしなが

ら、少子高齢化社会をいかに心豊かに元気に明

るく生きていける社会にしていくか。私は、一

方で、次代を見据えた発想の転換、ポジティブ

（前向き）な施策の展開が必要ではないかと考

えます。今回の「社会保障と税の一体改革」で

は、社会保障の対象を、従来の高齢者だけでな

く少子化にも光を当てている点は、注目に値す

ると受けとめております。県が昨年３月に策定

した「未来みやざき創造プラン」には、「高齢

者観の転換を図りつつ、誰もがいつまでも元気

に、地域社会で活躍し、充実した暮らしを送る

ことができる社会づくりを目指します」。ま

た、「県民総ぐるみで、安心して子どもを生む

ことができ、子育てを楽しいと感じられる脱少

子化社会を目指します」と、まさに少子高齢化

社会を見据えた戦略が示されています。大変心

強い限りです。そこで、これらの戦略に沿っ

て、シニアパワーの活用や子育て支援など、ど

のような施策を展開しようとしておられるの

か、福祉保健部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、シニア

パワーの活用につきましては、高齢者の大多数

を占める元気な方々が、地域を支える一員とし

てその知恵や経験を十分に発揮し、活躍できる

社会をつくっていくことが重要な課題の一つと

考えております。このため、団塊の世代を初め

とする高齢者によるコミュニティビジネスの手

法も取り入れた事業への取り組みや、ＮＰＯ等

の立ち上げ・参加の促進などによりまして、高

齢者の活躍の場づくりの構築を図ってまいりた

いと考えております。

次に、子育て支援でございますが、今年度か

ら取り組んでおります「未来みやざき子育て県

民運動」をさらに踏み込んで展開し、市町村を

初め、事業所、関係団体等との連携を強化しな

がら、地域における子育て支援体制の充実や、

子育てしやすい職場環境づくりなどを図ってま

いりたいと考えております。

県といたしましては、御指摘のとおり、今後

とも、「未来みやざき創造プラン」に掲げた



- 65 -

平成24年３月１日(木)

「健康長寿社会づくり戦略」や「脱少子化・若

者活躍戦略」に基づき、少子高齢化社会を見据

えた施策を展開してまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 次は自殺対策についてです。

平成19年の394人をピークに減少傾向だった本

県の自殺者が、ことしは微増の見通しとの記事

が新聞に載っておりました。自殺防止について

は、県でも知事を本部長とした自殺対策推進本

部を設置して積極的に取り組んでいただいてお

りますが、改めて本県の自殺対策の現状と自殺

防止に対する取り組みについて、福祉保健部長

にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自殺者

数でございます。住所地に基づき集計されます

厚生労働省の統計によりますと、平成19年の394

人をピークに、その後３年連続で減少し、平

成22年には307人となったところであります。一

方、住所地ではなく発生地に基づき集計される

警察庁の統計でございますが、平成22年に320人

だったものが、平成23年は338人とやや増加して

おりまして、依然として厳しい状況が続いてお

ります。このため、県では、自殺対策行動計画

に基づきまして、「自殺ゼロ」プロジェクト推

進事業として、自殺対策のネットワークの構築

強化を図る基礎づくりや、普及啓発の推進、相

談窓口の設置など、５つの柱を基本に取り組み

ますとともに、今年度は、ハイリスク地対策と

して、西臼杵地域の橋梁に転落防止さくを設置

するなど、総合的な自殺対策を行ってきたとこ

ろでございます。なお、平成24年度からは、新

たに声かけや見守りなどの地域のきずなづくり

に取り組む市町村やＮＰＯ等の民間団体を支援

することによりまして、自殺対策のさらなる推

進を図りたいというふうに考えております。

○横田照夫議員 さまざまな自殺防止対策の取

り組みをしていただいているようですが、全

国42都道府県には、すぐに電話で相談できる

「いのちの電話」という組織があって、ほぼ365

日24時間の電話相談に対応しているようです。

しかし、残念ながら宮崎県はその中に入ってお

りません。本県でも「こころの電話」など電話

相談の窓口はありますが、複数で、時間帯や相

談日の限りがあります。自殺者数の多い本県で

ありますので、24時間対応の「いのちの電話」

のような相談窓口が必要ではないかと思います

が、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘がござ

いましたとおり、自殺予防のための相談電話

は、直接的に自殺を防ぐ観点から大変重要な役

割を果たしているものと認識をいたしておりま

す。本県の相談窓口につきましては、ＮＰＯ法

人が運営する宮崎自殺防止センターに加え、昨

年３月から、ＮＰＯ法人の相談窓口がない曜日

に、県が運営する自殺防止電話「ライフネット

宮崎」を開設いたしまして、24時間対応ではご

ざいませんが、年間を通じて相談できる体制を

整備したところでございます。相談窓口の一層

の充実を図るためには、相談員の確保が不可欠

でございますので、県ではこれまで、相談員の

募集や養成に対する支援を行ってきたところで

あります。今後とも、相談窓口の充実や新たな

相談窓口の開設等に当たりましては、関係団体

と十分に連携を図りながら、積極的に支援を

図ってまいりたいと考えております。

なお、３月１日、きょうから始まります「自

殺対策強化月間」では、テレビＣＭや街頭キャ

ンペーン等において、相談窓口を広く県民の皆

さんに知っていただきたいというふうに考えて

おるところでございます。
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○横田照夫議員 どうもありがとうございまし

た。

次に移ります。口蹄疫の発生から間もなく２

年がたとうとしています。口蹄疫は、畜産業だ

けでなく、多くの産業に大きな被害をもたらし

ました。この間、被災農家の経営再建はもちろ

ん、大きな影響を受けた地域経済や県民生活の

復興に、県を初め、市町村や関係団体が一体と

なって取り組まれてきたと考えております。知

事は、口蹄疫からの再生・復興を大きな柱に県

政運営を進めてこられ、その具体的な取り組み

については、昨年５月に「口蹄疫からの再生・

復興方針」工程表を策定し、これに基づき各種

対策を進めてこられました。畜産農家の再建に

ついては、昨年末の時点での再開状況が、戸数

ベースで59％、頭数ベースで56％となっていま

す。経営の再開率については、農家の高齢化も

ありますし、ＴＰＰなどの先行きへの不安等も

影響しているようです。工程表の中では、畜産

農家や産業界が安心して事業を展開できる環境

を整備するため、二度と同じ事態を引き起こす

ことのない防疫体制の構築はもちろんですが、

産地構造・産業構造の転換や経済雇用対策につ

いても取り上げられています。そこで、まず、

この再生・復興方針工程表の進捗状況について

知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 工程表につきまして

は、防疫体制の強化などの９つの項目につい

て、具体的な取り組みとスケジュールを示した

ものでありまして、これに沿って、スピード感

を持って取り組みを進めておるところでござい

ます。

まず、防疫体制の強化としましては、防疫マ

ニュアルの見直し、また防疫演習の実施、さら

には29の団体と防疫協定の締結もしておりま

す。また、県内全農場の巡回指導など、着実に

取り組みを進めておるところであります。畜産

経営再開への支援、また、産地構造・産業構造

の転換につきましては、今、具体的な数字で、

再開状況について御指摘のあったところでござ

いますが、畜産農家個々の実情を踏まえた経営

再開、農家に寄り添ってこの支援をしてまいり

たいというふうに考えておりますし、露地野菜

を中心とした耕種への転換等に取り組んだとこ

ろでございます。今後ともさらに推進を図って

まいりたいと考えております。

また、適正な飼養管理のあり方などにつきま

しては検討すべき課題が残っておりまして、先

日も関係団体と意見交換をしたところでござい

ます。これも着実に進めてまいりたいと考えて

おります。

経済雇用対策でございますが、口蹄疫復興対

策運用型ファンドなどを活用しまして、商工・

観光団体などが行う経済復興の取り組みへの支

援などを実施しておるところであります。県内

経済は、口蹄疫のみならずさまざまな要因が重

なり、大変厳しい状況が続いているという認識

でございまして、今後とも関係団体と連携し

て、経済の活性化に取り組んでまいりたいとい

うことでございます。全体的には、おおむね計

画に沿って進められているのではないかという

ふうに考えておるわけでございますが、再生・

復興というものを実感を持って感じることがで

きるように、さらに取り組みを強化してまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 工程表の進捗は総じて順調と

いうことですけど、策定から１年近くが経過

し、状況も変化してきていると思いますが、こ

の工程表について今後見直すつもりはないか、

知事にお伺いします。
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○知事（河野俊嗣君） これは一つの取り組み

の指針として、スケジュール感を持って取り組

む指針として定めたものでございまして、これ

を金科玉条に変えない、状況変化もさまざまご

ざいますので、それを踏まえて柔軟な見直しと

いうものも必要かというふうに考えておりま

す。先ほども申しましたように、先般、「本県

畜産の新生」ということをテーマに掲げ、目指

すべき姿と実現のための方策につきまして、関

係団体のトップと率直に意見交換を行い、認識

の共有を図ったところでございますが、そうい

う点も踏まえて、さらに具体的な取り組み方針

の見直しというものを含めて進めていく必要が

あろうかというふうに考えております。このよ

うな状況を踏まえて、畜産経営再開の支援や経

済雇用対策について、具体的取り組みやスケ

ジュールの見直しを行うとともに、本県畜産の

新生に向けた項目なども新たに加えまして、工

程表の改訂を行うよう事務方には指示をしたと

ころでございます。

○横田照夫議員 新燃岳とか東日本の震災など

も大きな影響を及ぼしているんじゃないかなと

いうふうに思います。どこまでが口蹄疫の影響

と分けることは非常に難しいと思いますが、あ

わせて経済浮揚を目指していただきたいという

ふうに思います。

口蹄疫からの復興に当たっては、宮崎市を含

め、西都・児湯地区はもちろんですけど、やは

り県内の飼養頭数の回復が重要であるというふ

うに思います。特に肉用牛繁殖経営は、再開状

況を見ても繁殖雌牛の導入割合が低くなってい

るようです。このような中で県の施策を見てみ

ますと、繁殖雌牛の頭数を確保するための事業

がないように見えます。繁殖雌牛の県内保留や

導入のための対策は、本県の肉用牛対策として

重要な施策と考えますが、県としてどのような

対応をしようとしているのか、農政水産部長に

お伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 繁殖雌牛の県

内保留や導入を促進いたしますことは、本県の

肉用牛振興にとりまして大変重要であると認識

しております。このため、平成22年度に畜産協

会に造成いたしました宮崎県種畜再生対策基金

を活用して農協が繁殖雌牛を購入し、県内の農

家に一定期間貸し付けを行う繁殖雌牛導入対策

事業を、今後も引き続き実施することにしてお

ります。また、優秀な雌子牛の県内保留を目的

とした優秀繁殖雌牛地域内確保対策事業を、同

様に畜産協会において、平成23年度の単年度事

業として実施してまいりましたが、優秀な種雄

牛を継続して造成するには、優秀な雌牛牛群を

整備することが不可欠であることから、引き続

き平成24年度も実施することといたしました。

これらの事業を活用して、優秀な繁殖雌牛基盤

を強化し、本県肉用牛の振興に一層努めてまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 次に、口蹄疫の発生に伴う人

工授精業務の自粛により、昨年12月から子牛競

り市への出荷頭数に偏りが出ることについてで

すけど、この問題に対して、自民党としても地

域の声を受け、県に対して支援を要請し、11月

に予算措置がなされました。本当にありがた

かったです。これまで出荷頭数が減少すること

が懸念された１月から２月にかけて10回の競り

市が開催され、１月には約1,000頭、２月には

約6,000頭が上場され、価格は１月が47万2,000

円、２月が45万1,000円でありましたけど、この

結果について県としてどのように認識しておら

れるのか、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、人工
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授精の自粛に伴い出荷頭数が減少し、１月、２

月の競り市開催や価格の下落を懸念しておりま

したが、これまで約7,000頭の子牛が出荷される

とともに、平均価格も40万円を超え、また、早

期出荷された子牛も高く評価されておりまし

て、一安心しているところでございます。これ

は、11月補正予算で措置し、子牛価格安定対策

と購買者支援対策に加え、各地域の実情に応じ

た早期出荷や価格安定に向けた独自の支援策の

実施などにより、市町村、ＪＡ、市場関係者、

さらには生産者の方々が一体となって出荷調整

に取り組んでいただいた結果と購買者の御協力

のたまものであると認識しておるところでござ

います。県といたしましては、今月、さらに平

成24年度においても、人工授精自粛の影響が懸

念される時期がありますことから、引き続き、

関係機関・団体とも十分連携し、競り市場の活

性化、ひいては農家経営の安定に取り組んでま

いりたいと考えております。

○横田照夫議員 次ですけど、今、農業用ハウ

スに使う燃料が高騰しています。ひところの倍

ぐらいの価格で農家の経営の足を引っ張ってい

るような状況です。こういう状況の中で、農家

によってはいろいろな工夫を凝らして省エネ対

策を講じているところもあります。１つの例を

挙げますと、ビニールハウスは天井が二重構造

になっているんですけど、その内膜を袋状にし

て空気を送り込むと、暖房効果が格段に向上す

るらしいです。内張空気膜フィルムというらし

いんですが、新富町の農家が実証していて、燃

料費を２割ぐらい節約できるそうです。そうい

う方法も含めて燃油高騰対策をどう取り組むの

か、農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 近年、燃油価

格の高騰により、施設園芸農家の経営が大変厳

しくなっておりますことから、県では、ヒート

ポンプや循環扇などの省エネ設備の導入や、化

石燃料にかわるエネルギー転換に向けた取り組

みを進めてきたところでございます。また、平

成24年度新規事業として本議会にお願いしてお

ります「ネクスト！みやざきエコ施設園芸産地

拡大事業」において、引き続き、内張空気膜

フィルムなど省エネ効果の高い設備や、脱石油

型暖房機の導入を支援いたしますとともに、木

質バイオマスを活用した新たな暖房体系の普及

拡大に向け、低価格で導入できる小型木質ペ

レット暖房機の実証試験や、ペレットの安定供

給体制の構築等に取り組むこととしておりま

す。これらの取り組みにより、燃油コストを削

減し、農家経営の安定を図るとともに、環境に

優しく、力強い園芸産地への転換を進めてまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 中近東の情勢悪化で、燃油価

格はさらに上昇することが懸念されます。次年

度作付への切りかえ時期に内張空気膜フィルム

等の設備が進むように、積極的な取り組みをし

ていただきたいと思います。

次に、農業法人を中心に６次産業化が進めら

れていますけど、個人農家もそのような方向に

進めないでしょうか。個人農家に後継者がいる

場合、まだ若い両親にはこれまでどおり営農を

続けてもらって、後継者に６次化を目指しても

らう取り組みもあっていいのではないかと考え

ます。農業法人だけでなく、個人農家もこれま

での営農から一歩踏み出した経営を目指すべき

ではないかと考えますが、農政水産部長、いか

がでしょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県農業の新

たな成長産業化を図り、儲かる農業を実現する

ためには、６次産業化の取り組みを、法人のみ
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ならず、個人農家においても幅広く促進するこ

とが重要であると認識しております。このため

県では、６次産業化に取り組もうとする農業者

に対して、加工や販売などの専門知識を有する

プランナーを派遣し、事業計画の策定支援や経

営安定のためのフォローアップなどを行ってお

ります。さらに、来年度から、「目指せ６次

化！みやざき未来農業創出事業」におきまし

て、農業経営の多角化に取り組むための知識や

技術を習得するチャレンジ塾を創設するなど、

個人農家を含めた６次産業化の取り組みを幅広

く支援していくこととしております。今後と

も、本県の豊かな農産物の価値をさらに高める

農業者の６次産業化の取り組みに対しまして、

積極的に支援してまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 教育委員会は、今、キャリア

教育に力を入れようとしておられますけど、６

次産業化を目指す若者を育てるのも、まさに

キャリア教育ではないかと考えます。農業の担

い手となる若者に６次産業化を学ばせることは

大切なことだと思いますが、６次産業化に対応

するための高等学校における農業教育の現状と

今後の取り組みの方向性について、教育長にお

尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） これからの本県農業

教育のあり方につきまして、宮崎県産業教育審

議会より平成20年に答申をいただいておりまし

て、その中で、「農業を、生産のみならず、加

工や流通を含めた総合的な産業ととらえ、確か

な生産技術に加え、流通・販売の方法や幅広い

経営感覚を身に付けさせる」、６次産業化につ

ながる教育を実践するよう提言をいただいてお

ります。この提言を受け、現在、高等学校で

は、総合実習や課題研究等の科目の中で、例え

ば、学校で生産した野菜や日向夏等を加工した

ドレッシングやパン等の商品開発を行い、地域

で販売実習をするなど、生産から加工・販売ま

で実践的に学ばせる取り組みを進めておりま

す。今後とも、６次産業化に関する視点を持ち

ながら、食品関連企業や農業生産法人等とより

一層連携し、魅力ある農業教育を推進してまい

りたいと考えております。

○横田照夫議員 同じように、農業の６次産業

化を目指す若者の育成に向けて、県立農業大学

校における教育の現状はどうなっているのかを

農政水産部長にお尋ねします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県において

６次産業化を進めていくためには、将来を担う

若い世代を対象に、意識啓発や実践的な教育を

行うことが大変重要でございます。このため、

県立農業大学校では、平成22年４月に、農畜産

物の加工やグリーンツーリズムなどの６次産業

化を担う人材の育成を目的として、新たにグリ

ーンライフコースを設置したところでありま

す。このコースでは、農畜産物を活用した加工

実習や商品化及びマーケティングなどの学習の

ほか、農家レストラン・民宿などの事例研究を

取り入れた実践的な教育を行っているところで

あります。今後とも、６次産業化への積極的な

取り組みを通して、儲かる農業に果敢に挑戦す

る若者の育成に努めてまいりたいと存じます。

○横田照夫議員 個人農家が新たな一歩を踏み

出せるように、あらゆる方向からの御支援をお

願いいたします。

次に、土地収用についてお尋ねします。

私たちの周りには、例えば国県道の歩道など

が途切れているところが何カ所もあります。こ

ういう用地取得が困難な場所はどういう対応を

されているんでしょうか。県土整備部長にお尋
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ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員が指摘さ

れましたとおり、国県道においては、用地取得

が困難で部分的に歩道が整備されていない箇所

もありまして、道路利用者に御不便をおかけし

ているところでございます。用地取得が困難と

なっている理由につきましては、権利者が多数

存在する共有地であったり、あるいは相続が発

生していることなどから権利の整理が非常に困

難なもの、それからまた、事業に対する地権者

の理解が得られないものなど、さまざまでござ

います。現在、そのような歩道の一部未整備箇

所につきましては、市町村や地域の関係者との

問題解決に向けた協議を継続するとともに、応

急的な措置としまして、通過車両に注意喚起を

促すため、路肩にポールを設置したり、あるい

は歩行者通行帯として緑色で表示するなど、可

能な限り歩行者の安全対策に取り組んでいると

ころでございます。

○横田照夫議員 このような場所は、歩道が途

切れているために、子供たちや学生などが非常

に危険な状況になっています。幸い今のところ

事故等は起こっておりませんけど、地元の人た

ちは常に心配をしておられます。こういう状況

を解消することは、まさに公共の利益だという

ふうに考えます。長い間交渉ができていないも

のについては、土地収用をかけてもいいのでは

ないかと思いますが、強制収用できないもの

か、県土整備部長にお尋ねします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 法に基づく土

地収用につきましては、事業に必要な土地等を

強制的に取得できる制度であります。この制度

の適用に当たりましては、個人の財産権を制約

することにもなりますので、事業の整備効果や

ほかに適正なルートや手段がないかなど、さま

ざまな角度から慎重な検討を行う必要がござい

ます。このため、例えば東九州自動車道のよう

な、公益性が高く、その用地が取得できなけれ

ば事業の効果が十分に発揮されない場合など

に、この制度を適用しているところでありま

す。用地の取得は任意で御協力いただくことが

原則でありますので、事業の実施に当たりまし

ては、計画段階から地権者の御意見をお聞き

し、丁寧な説明を繰り返すなど、円滑な用地取

得が図られますよう、今後とも努めてまいりた

いと考えております。

○横田照夫議員 こういう場所は、多分、交渉

の段階でいわゆる感情のもつれが生じて、しこ

りが残ってしまったところも多いんじゃないか

なと思います。答弁にありましたように、丁寧

な説明で用地取得が円滑にできるように努力を

してほしいと思います。

次に、海岸侵食です。

私が議員になって初めての質問で海岸侵食問

題を取り上げましたが、それから既に９年が過

ぎ去ろうとしています。その間、自然保護団体

などとの協議が重ねられてきましたが、その中

でヘッドランド工法の計画も消えてしまいまし

た。でも、そのような協議を重ねる間にも、海

岸侵食はさらに進んでいます。佐土原の大炊田

海岸にある自転車道は、現在侵食によって壊れ

ていますけど、そこらあたりの自転車道は、補

修しては壊れの繰り返しのようです。現在、大

炊田海岸では応急対策工事が進められておりま

すけど、どのような工法でどれぐらいの期間が

かかるんでしょうか。県土整備部長にお伺いし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 大炊田海岸で

現在国が行っている応急対策工事につきまして

は、昨年、台風の影響により侵食を受けた延長
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約1.3キロメートルの区間におきまして、浜がけ

の急激な後退を抑制するため、本年１月から養

浜を主体とする工事が進められております。こ

のうち、海岸背後地に下水道の終末処理場など

の施設がある区間につきましては、さらに侵食

抑制効果を高めるため、短期間で施工可能な、

袋状のネットに石を詰めたものを設置いたしま

して、その上に重ねて養浜を行っております。

対策工事は順調に進んでおりまして、３月末ま

でに完了する予定と伺っております。

○横田照夫議員 大炊田海岸は砂丘も低くて、

今ありましたように、下水道の終末処理施設な

ども海岸近くにあります。台風等により浜がけ

がさらに後退すれば、住民生活に大きな影響や

危険が及ぶことが考えられます。確かにアカウ

ミガメの保護の訴えもよく理解はできますが、

もう既に産卵ができる場所は侵食されてしまっ

てなくなっていると思われます。また、ここら

の海岸侵食は、一ツ瀬川上流のダムとか宮崎港

をつくったことが原因とも言われていますけ

ど、今さらそれを壊すという議論にはならない

と思います。それらを残しながら侵食を抑えて

いくことが大事なのではないでしょうか。

千葉県九十九里浜には多くのヘッドランドが

つくられていますが、そこを所管する土木事務

所の話では、効果は出ているとお聞きしまし

た。私たちも視察をしましたけど、コンクリー

ト堤防とその前に置かれたテトラポットは既に

砂に埋まって、汀線は何十メーターも先にあり

ました。その効果を実感したところでありま

す。宮崎海岸も、もうそろそろ、侵食を防ぐた

めの抜本的な工事を始めなければいけないと考

えますが、県土整備部長に、現状はどうなって

いるのかをお尋ねします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 宮崎海岸の侵

食対策につきましては、国が平成20年度に事業

に着手して以来、砂浜の回復と沿岸での砂の流

れを把握するために試験養浜などを行いまし

て、その調査結果をもとに、宮崎海岸侵食対策

検討委員会の場で、各分野の専門的な立場から

意見をいただきながら、対策工法の検討を行っ

てまいりました。それからまた、地域住民との

合意形成が図られるよう、宮崎海岸市民談義所

などで数多くの議論を重ねてきたところでござ

います。その結果、昨年、抜本的な対策とし

て、土砂流出を抑制するための突堤の設置、砂

浜を回復するための養浜の実施、浜がけの後退

を抑制するための護岸の整備を行うことが決定

したところでございます。今年度末には、国に

おきまして突堤建設工事の発注が行われ、突堤

に用いるブロックの製作などを進めながら、ア

カウミガメの産卵期や台風期を避けた本年10月

以降に現場に着手する予定と伺っております。

県としましては、宮崎海岸の侵食状況は著し

く、早急な対策が必要であると考えております

ので、引き続き国と連携して、関係者の皆様方

の御理解と御協力もいただきながら、侵食対策

工事の早期完成を目指してまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 ありがとうございます。抜本

的な対策が決定して、ことしの10月以降に現場

での着工予定と聞いて、正直ほっとしていま

す。今後とも速やかな着工を目指して頑張って

いただきたいと思います。

次に、キャリア教育についてお尋ねします。

先ほど６次産業化のところでも質問しました

けど、キャリア教育が重視されるようになった

背景について、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） キャリア教育が重視

されるようになった背景といたしましては、平
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成23年の中央教育審議会の答申によりますと、

現在の若者たちは大きな困難に直面しており、

それは、例えば、完全失業率や非正規雇用率の

高さ、無業者や早期離職者の存在など、いわゆ

る学校から社会・職業への移行が円滑に行われ

ていないという点に顕著にあらわれているとさ

れております。また、若者たちのコミュニケー

ション能力など職業人としての基本的な能力の

低下や、職業意識・職業観の未熟さ、進路意識

や目的意識が希薄なまま進学する者の増加な

ど、さまざまな課題も示されております。これ

らの課題解決のために、社会的・職業的自立を

目指すキャリア教育のさらなる充実が必要と

なってきたものと認識しております。

○横田照夫議員 早期離職とか未就職の理由に

ミスマッチという言葉がよく使われますけど、

本当に希望する職業につける人はわずかだと思

います。ほとんどの人は、必ずしもマッチして

いない職業にも我慢をしながら続けることで、

自分の役割とか立つ位置が見つかり、おもしろ

くなってその仕事が続けられることになるん

じゃないでしょうか。そういう面で、子供たち

が生活している学校や家庭の中で自分の役割を

見つけ、自分が周りから期待されている、役

立っているということなどを感じさせることが

大事ではないかと考えます。例えば、農業は機

械化によって子供の手をかりる必要がなくなっ

たかもしれませんけど、それでも何か見つけて

仕事を与え、自分が家の中で役立っていること

を感じさせることが大事だと、私の反省も踏ま

えて考えています。また、きつい・汚い・危険

という、いわゆる「３Ｋ」という言葉がよく使

われた時期がありましたけど、職業に貴賤はな

く、どんな職業も必ずいろんな形で社会貢献し

ているということを教えることも大事ではない

かと思います。さらに、日本には昔から「恥の

文化」というものがありましたが、パラサイト

シングルとかニートと言われる若者が出ないよ

うに、自立することの大事さをしっかりと教え

ることも必要ではないかと考えます。キャリア

教育とはそういうことと理解してよろしいで

しょうか。キャリア教育の目的について教育長

にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 働くことには、生計

を維持するためでなく、自己の能力や個性を発

揮し、自己実現を図ることや、社会の一員とし

て社会貢献することなど、多くの意義があるも

のと認識しております。そのような働くことの

大切さを子供たちに教えることは、キャリア教

育の大きな目的の一つであると思います。それ

とともに、キャリア教育は、コミュニケーショ

ン能力、忍耐力、課題解決能力など、社会的・

職業的自立に必要な基盤となる能力や態度を育

成することを目的としております。子供たちが

将来直面するであろうさまざまな課題に柔軟か

つたくましく対応する力を高めるために、発達

の段階に応じてキャリア教育にしっかりと取り

組んでいく必要があると考えております。

○横田照夫議員 産業界にとって人材の育成は

非常に大事なことだと考えます。職場体験など

を積極的に受け入れてもらうような産業界との

連携をとるために、行政や教育委員会からの働

きかけも大切ではないでしょうか。キャリア教

育の今後の取り組みについて教育長に伺いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会といた

しましては、産業界の代表の方、学識経験者、

保護者等から成る学校教育改革推進協議会にお

きまして、宮崎にふさわしいキャリア教育の推

進のあり方について協議をお願いし、先月その
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報告をいただいたところであります。この報告

の中では、小・中・高等学校等、12年間を見通

した校種間の縦の連携を図ること、学校と家庭

・地域社会・企業等との幅広い横の連携におい

て、特に産業界との協働を図り、学校を支援す

る仕組みづくりを構築すること、３つ目とし

て、本県独自の課題やニーズに対応した取り組

みを進めることなどの貴重な提言がなされてお

ります。今後、この報告を十分に参考にさせて

いただきまして、来年度、本県としてのキャリ

ア教育プランを策定し、御指摘のありました産

業界との連携を深めながら、キャリア教育にこ

れまで以上に積極的に取り組んでまいります。

○横田照夫議員 申しわけありません、３時に

なりましたので、学校の避難体制は飛ばさせて

いただきまして、最後の質問に移りたいと思い

ます。

渡辺教育長は、平成20年４月に就任されて、

４年間の任期を迎えられるところですけど、少

子化による学校再編の問題など、多くのつらい

判断もあったんじゃないかと思います。でも、

今年度は国体で20位台になるなどの快挙もあっ

て、教育長の４年間への御褒美になったのかと

も思います。これまでの４年間の振り返りと今

後の宮崎の教育のあり方、人づくりなどについ

て、教育長の思いをお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） ことしは古事記編さ

ん1300年でありますので、古事記の世界を

ちょっとおかりして申し上げますと、天上界の

高天原と地上界の葦原中国（あしはらのながつ

くに）の間に天の浮き橋がありますけれども、

この守人としての４年間ではなかったかなとい

うふうに自分では例えております。

私は常々、教育に携わる者の使命というの

は、子供たちの夢や希望の実現に尽力すること

であると考えております。そのためには、子供

と向き合う人の力、いわゆるマンパワーを基盤

とした、学校や家庭、地域におけるひたむきな

教育の積み重ねが大切であるという認識のもと

に、今の教育に何が必要とされているのか、そ

のために何をなすべきか、そういう視点で、微

力ではありますが、本県の教育の推進に取り組

んでまいりました。

その取り組みの一端といたしまして、本県の

教育環境や教育行政の枠組みの整備という視点

から、特別な支援を必要とする子供たちに、発

達の段階等に応じたきめ細かな教育を提供する

ための特別支援学校高等部の設置ですとか、市

町村教育委員会に対する支援体制を高めるため

の広域教育事務所体制の整備などに取り組んで

まいりました。

また、今後10年間に目指す本県教育の姿と取

り組むべき施策を示しました「第二次宮崎県教

育振興基本計画」に続いて、現在、魅力と活力

のある高校づくりのための「高等学校教育整備

計画」の策定に取り組んでいるところでござい

ます。

また、別の視点として、家庭や地域の教育力

を一層高め、生かす、そういう視点のもとに、

子供たちが自分で弁当をつくることで、食育と

ともに自立心や社会性などをはぐくむ「みやざ

き弁当の日」ですとか、企業の専門性や人材を

活用して教育の現場に生かす「みやざきの教育

アシスト事業」、さらには、工業や農業を学ぶ

子供たちが、地域や農家に出向いてその夢や志

をはぐくむ「ものづくり人材育成塾」や「ハイ

スクール農援隊」など、そういった宮崎にある

豊かな資源に着目した取り組みも行ってきたと

ころでございます。

現在、我が国、そして宮崎県もそうでありま
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すが、近年、多くの災害に見舞われておりま

す。このような状況において思いますことは、

これからを生きる子供たちに必要な教育という

ものは、いかなる困難や試練に直面しようと

も、人と人とのきずなを大切にしながら、未来

を見詰め、たくましく生きていく力をはぐくむ

ことであると考えております。そのためには、

学校と家庭、地域が固いきずなで結ばれ、まさ

しく高天原の世界から、そういう夢や希望に向

かって突き進む子供たち一人一人に、厳しくも

温かいまなざしを注いでいくことが大切ではな

いかと、このように考えております。引き続

き、県議会を初め、県民の皆様方の本県の教育

に対する深い御理解と御支援をお願いしたいと

存じます。以上であります。

○横田照夫議員 ありがとうございました。

最後にお礼を言わせていただきます。私も、

くどいぐらい住宅リフォーム事業について質問

させていただきました。大変財政上厳しい中、

来年度の新規事業として木造住宅耐震化リフォ

ーム事業を立ち上げていただきました。必ず大

きな成果が出ると確信をしております。感謝申

し上げまして質問のすべてを終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き代表質問であります。

本日はこれで散会します。

午後３時５分散会



３月２日（金）



平 成 2 4 年 ３ 月 ２ 日 （ 金 曜 日 ）

午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）
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◎ 代表質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、新

みやざき、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。新みやざきを代表して質問をとり行

います。

延岡市出身で、昨年11月に就任されました平

田健二参議院議長の就任祝賀会が、延岡市で２

月18、19日の２日間にわたり行われました。初

日は平田議長の同窓生を中心とするもので、２

日目は、延岡市長を初めとする９団体が発起人

となる市民を挙げての祝賀会でした。どちらに

も私は出席をさせていただきました。２つの会

場はあふれんばかりの参加者で、90歳を超える

平田議長の御両親も喜色満面で参加していまし

た。お母様は、議長就任の一報を聞いたときは

「長生きをして本当によかった」と、就任を大

変喜んでいたという話を御家族より伺いまし

た。平田議長は、「ふるさと延岡、そして宮崎

の発展のために全力を尽くしてまいりたい」

と、インフラ整備が大きくおくれていることを

憂い、ふるさとへの熱い思いを込めた力強いご

あいさつをいただきました。大変心強く、そし

て頼もしく感じ、しっかりと頼っていかなけれ

ばならないと思った次第であります。今後ます

ます御健勝で御活躍されますことを祈念し、ま

た、ふるさとへの配慮を切にお願いする次第で

す。

さて、本日３月２日は、元気に生きていれ

ば、私の母の81回目の誕生日になります。大変

元気がよく、面倒見のいい母でしたが、還暦を

迎える前に難病のパーキンソン病を患いまし

た。父は、医者や人からいい医者と紹介された

各地の病院へ母を連れて回り、また献身的に看

病やリハビリを行いましたが、思いもむなしく

急速に病状は進行し、すぐに寝たきりになりま

した。ほとんど自分で体を動かすことはかなわ

なくなり、最後に母が自分自身の意思で動かせ

たものは目玉だけという非常に残酷な病は、65

歳で母を天国に連れていってしまいました。こ

としで17回忌を迎えます。あのころは、やっと

歩いている母が、父に連れられ、列車や車に

乗って、県内各地はもとより、遠い県外までな

ぜ治療に行かなければならないのか、腹立たし

さを覚えたものでした。母の場合は難病であっ

たために治すことはかないませんでしたが、地

元の人が県外まで治療に行かなくてもいいよう

な安心・安全、そして高度な医療環境をつくら

ねばと、当時は一市民として考えていました。

しかし、残念ながら現実は、地方における医療

状況はそのときよりさらに深刻さを増していま

す。全県民が安心・安全で安定した医療を受け

られる体制の構築のため、微力ながら努力して

まいりたいと存じます。今回も医療・福祉を初

め多岐にわたり質問させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

まず初めに、知事の政治姿勢をお伺いいたし

ます。

2012年度県予算案が提案されました。一般会

計の総額は5,728億3,000万円で、昨年の骨格予

算に肉付けとなる補正予算をプラスした実質の

当初予算と比較し、別会計にした公債管理特別

会計を合計すると、1.7％増となる積極的な予算

となりました。疲弊している本県の復興と防災

平成24年３月２日(金)
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対策に重点を置いた50億円規模の地域経済活性

化・防災対策特別枠が新設される等々、河野カ

ラーのついた踏み込んだ予算で、まさに「みや

ざきの元気・安心創出予算」だと私は思いま

す。また、県債の管理等をする公債管理特別会

計を創設するなど、財政状況や借金返済を明確

にすることは、財政再建にも真摯に取り組む姿

勢と評価いたします。

１年前の代表質問で私は、就任したばかりの

知事に、「河野知事にとっての理想の知事、ま

た目指したい知事は」と伺いました。その問い

に、「知事というより一人の政治家として、ま

たリーダーとして尊敬しているのは、上杉鷹山

公であります。本県出身でありながら、米沢藩

主として活躍された立派な方であります。「な

せば成る」という名言でありますとか、「伝国

の辞」に示された政治哲学、これも大変学ぶべ

きところが多いように思います。また、ひたす

らに藩の人々のために、みずから先頭に立っ

て、強い信念と確かなビジョンを掲げまして、

幾多の困難にも粘り強く立ち向かって、これを

乗り越えて、藩政改革をなし遂げられた名君で

す。鷹山公の生き方に少しでも近づけるよう、

また県民の皆さんの期待にこたえられるよう、

日々精進してまいりたい」とお答えになってい

ます。現在の本県は、当時の疲弊した山形の米

沢藩と非常に似ている状況です。当然、知事も

そのお気持ちで今回は予算編成されていると思

います。世界的な金融危機や急激な円高で国内

景気の先行きが不透明な中、厳しい財政事情に

もかかわらず、県内経済の喚起のために、めり

張りのきいた積極的な予算を組まれました。今

回の当初予算案における知事の思いをお伺いい

たします。

以上で壇上からの質問を終了いたします。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

平成24年度の当初予算案についてでありま

す。今議会に提案をさせていただいております

平成24年度当初予算案につきましては、社会保

障関係費が60億円近く増加する一方で、国の経

済対策などにより造成をした基金の活用額が大

幅に減少─127億円程度減少しておるところで

ございます。また、地方交付税がわずかな伸び

にとどまったことなどにより、本県にとりまし

ては極めて厳しい予算編成となったところであ

ります。このため、まずは、２年目となります

第３期財政改革推進計画を踏まえ、人件費の削

減や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の徹

底した見直しを行うなど、財政改革について着

実に取り組んだところであります。一方で、厳

しい財政状況にあっても、本県が抱える課題に

つきましては積極的に対応していく必要があり

ますことから、「産業・雇用づくり」「安全・

安心なくらしづくり」「地域を支える人財づく

り」の３点を重点施策に掲げ、必要な予算措置

を講じるとともに、別枠で50億円規模の地域経

済活性化・防災対策特別枠を設け、本県にとっ

て喫緊の課題となっております地域経済の活性

化と緊急的な防災対策に取り組むこととしたと

ころであります。さらに、県内に元気をもたら

し、宮崎の未来を築いていくという観点から、

古事記編さん1300年記念事業でありますとか地

産地消県民運動、または100万泊県民運動、東九

州メディカルバレー構想、また東アジア市場へ

の目配りなど、さまざまな予算化もいたしまし

たし、スポーツや文化の基金も積んだところで

ございます。

厳しさの続く社会経済情勢の中、県債残高の

平成24年３月２日(金)
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抑制など財政改革の取り組みとのバランスを見

きわめながら措置したものでございますが、県

勢の発展のために、重要性や優先度の高い施策

を初め緊急に措置すべき事業につきましては、

しっかり盛り込むことができたのではないかと

考えているところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○田口雄二議員 ありがとうございました。

次に、地元新聞が県内有権者を対象に世論調

査を実施し、その結果が１月３日に公表されて

おります。間もなく就任１年を迎える知事の支

持率が公表されました。まあ私どもも、連日の

ように内閣や政党支持率がこれ見よがしに公表

されておりまして、ちょっとうんざりしている

ところもありますが、知事の支持率は86.5％と

大変高いものでした。ただ、この調査では民主

党の支持率も１年前より上がっており、本当か

いなと思っているところもありますが、「しが

らみがない」「人柄がよい」「行政手腕が高

い」「リーダーシップがある」等々が支持の理

由のようです。「支持しない」は9.6％で、

「リーダーシップがない」「行政手腕が低い」

「官僚出身だから」等が不支持の理由のようで

す。どちらにいたしましても非常に高い支持率

です。県民から見ると、知事は非常に若々し

く、スポーツマンで、気楽にいろんなイベント

に参加し、非常に親しみを感じていることで

しょう。特に１月の青島神社の「裸まいり」で

ふんどし一つでみそぎをしているシーンをテレ

ビで見たときには、大変驚きました。県民との

近い距離をこのまま継続してほしいと思ってお

ります。

リーダーシップに関してですが、先日、大阪

府の教育委員会役員の話が新聞に載っていまし

た。今、橋下市長と教育委員会との激突が話題

になっております。私は、当然、橋下氏の批判

だと思っていました。ところが、その教育委員

会役員は、知事当選後、教育委員会の意見に迅

速に対応してくれたという話でした。「教員の

研修制度を受け入れ、すぐに予算化した」。ま

た、大阪府の中学校は給食がないところがほと

んどだそうでございまして、「給食導入要請に

もすぐに動き出してくれ、23年度から予算化し

市町村への財政的な支援もスタートした」等々

評価するコメントの連続でした。大きな問題に

なると「政治は独裁だ」というような手法は、

困難な現状を打破するために、マスコミに取り

上げてもらい世間の目を集めるため、あえて過

激に発言しています。しかし、余りニュースに

はならないところ、しかし府民にとって重要な

政策にしっかりとリーダーシップをもって迅速

に対応しており、これは十分見習うべきです。

県内の有権者の世論調査で県民が重視する行政

課題は、「景気・雇用対策」「医療・福祉の充

実」が突出して多く、続いて「行財政改革」

「子育て支援の充実」の順です。まさに本県の

重要課題ばかりです。この県民の要望を受け

て、知事の所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました項

目、まさに１番目、２番目、「景気・雇用対

策」「医療・福祉の充実」というものは、ここ

数年といいますか、常に県民の要望として高い

項目だと受けとめてございます。そういうこと

で、私も選挙のときもそれを重点的に掲げたと

ころでございますし、昨年策定をいたしました

総合計画などにも位置づけて、計画的に取り組

むことにしておるところでございます。これか

らも、そういう県民の皆様の声にしっかりと耳

を傾けながら、重点的な対応というものを図っ

てまいりたいと考えております。
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○田口雄二議員 前の知事のような派手なパ

フォーマンスは要りません。地道に、そして積

極的に、まさに上杉鷹山流で行っていただきた

いと思います。

次に、昨日、自民党の中野議員より既に質問

がございましたが、私の会派も東北地方の瓦れ

きの受け入れを要望いたします。２月21日の各

新聞に環境省のお願いが一面を使って掲載され

ていました。「岩手県・宮城県の「災害廃棄

物」の量は、通常の11年分、19年分にも達して

います。一日も早い東北復興のために、全国の

力を貸してください。処理をお願いする災害廃

棄物の放射能濃度は、不検出または微量です」

という内容です。各県内でも仮設焼却炉をつく

るなどして全力で処理に当たっていますが、処

理能力をはるかに超えています。私どもの会派

も、震災後２度宮城県内の被災地に入りまし

た。どこの被災地も、うずたかく積まれた瓦れ

きがたまっておりました。特に石巻は、けたが

違う瓦れきの量で、石巻港の仮置き場に続く瓦

れきを満載したダンプカーの長い渋滞が今でも

目に浮かびます。被災地は解体する建物もまだ

多数あり、さらに瓦れきがふえ、処理がおくれ

ればおくれるほど町の復興・再生に支障が出る

状況です。

東京都、青森県、山形県と静岡県の島田市が

瓦れきを受け入れていますが、それに続く自治

体はまだありません。被災し、多くの人が現地

に入りボランティアや復興活動をしていたの

に、瓦れきには強いアレルギーがあるようで

す。阪神大震災で多くの支援をいただいた関西

地方は、関西広域連合７府県が全国に先駆けて

被災地支援を行いました。これまで派遣した人

員は延べ30万人を超え、物資の提供など大きく

注目されています。しかし、近い将来あると言

われている東南海地震等で九州で一番の津波被

害が予想されるのは本県です。口蹄疫で全国の

皆さんから大変大きな御支援、御協力をいただ

きました。そのお世話になった東北の方々はそ

の瓦れきとともに住んでいます。東北地方の瓦

れきの受け入れを前向きに検討すべきと私は考

えますが、知事の見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、口蹄

疫、鳥インフルエンザ、新燃岳、さまざまな災

害の際に全国から支援を受けた宮崎といたしま

しては、被災地の復旧・復興に向けて感謝の思

いで全力で、これまで「みやざき感謝プロジェ

クト」として支援に取り組んできたところでご

ざいます。

御質問にありました、被災地の膨大な災害廃

棄物の処理、私もその受け入れが進んでいない

状況に対して大変心を痛めておるところでござ

います。この瓦れきが、物理的にも、また心理

的にも被災地の復旧・復興に大きな障害になっ

ているという問題として受けとめております。

何とかできないものかという思いがございま

す。一方で、昨日も答弁させていただきました

が、県民の皆さんの安全・安心というものを

図っていく必要がある。その中で、今、国が示

した安全の基準というものが、県民の、国民の

安心に結びついていない、安全と安心が乖離を

してしまっているという状況がございます。災

害廃棄物の処理は、一般廃棄物として、まずは

一義的には市町村が行うということでございま

す。これまで国が示した基準などを市町村に情

報提供いたしまして市町村の意向を伺いました

が、今のところ受け入れる自治体はないという

状況でございます。

さらに、それを前提として、知事として、こ

れも昨日申し上げましたが、具体的な法的な権
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限があるわけではございません。市町村と一緒

になって、もう少し前に向けて議論ができない

かというところでございますが、本県が、口蹄

疫以来さまざまな災害を受けて一歩一歩復興の

途上にある、農家の方も含めていっぱいいっぱ

い気持ちが張り詰めた状況の中で、先ほど申し

ましたような安全・安心が乖離してしまってい

る。さらに不安を増幅させてしまうようなこと

につきまして、踏み出すのはなかなか難しいな

という思いがいたしております。

ただ、今、御指摘がありましたように、東京

都が、都の廃棄物処理施設があるということ

で、そちらで受け入れておられる。さらに青

森、山形で民間施設が受け入れると。さらに

は、いろいろなところで焼却実験なども行われ

ております。そこでの結果、数値も出てくると

思いますので、そういった状況を踏まえて、安

全と安心の乖離が徐々に徐々に埋まっていくと

いうようなこともあるのではないかと思ってお

ります。そのような状況というものを、しっか

りと市町村と協議をし、見きわめながら、今後

どのような対応ができるか真剣に議論してまい

りたいと考えております。

○田口雄二議員 被災後の日本人は、辛抱強

く、犯罪も少なく冷静に対応したと、世界じゅ

うの称賛を浴びました。しかし、この現状を見

たら、世界じゅうは何と言うでしょうか。非常

に残念です。本県に対して、宮城県や岩手県か

ら、また今年度予算で漁港の支援をした本県と

のつながりの深い気仙沼市、また本県の職員が

被災地支援に入っている宮城県の山元町などか

ら直接受け入れの要請はなかったか、再度知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 個別の自治体からの要

請は受けていないところであります。

○田口雄二議員 お隣の大分県の広瀬知事が受

け入れ容認の発言をしたようでありますが、本

県単独ではなく、今話題の九州地方知事会とし

て連携をとりながら進めることは考えられない

か、再度、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この広域処理につきま

しては、先ほど申しましたように、安全と安心

が残念ながら乖離してしまっている状況を何と

かできないかということで、全国知事会を通じ

て国に対しまして申し入れをして、国からも回

答いただいたところでございます。それを市町

村にも提供したところでございますが、国の科

学的、技術的な見地に基づく基準なりというも

のが安心に結びついていない状況に変わりはな

いところでございます。大変心を痛めておると

ころでございます。現在、九州地方知事会とし

ての動きは、そういうことで行われていないわ

けでございますが、引き続き、先ほど申しまし

たような広域処理に関する情報収集に努めまし

て、九州各県とそういう対応が可能であるかど

うかということを含めて、これも議論をしてま

いりたいと考えております。

○田口雄二議員 東北の復興のためには、県内

の自治体の皆さんとも十分協議していただきま

して、ぜひ前向きに検討していただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、入札制度改革についてお伺いいたしま

す。官製談合事件が県政を大きく揺るがし、そ

の後誕生した東国原知事時代に県発注公共事業

の入札制度が大きく改革されました。試行を経

て、平成19年度に指名競争入札から一般競争入

札に移行して以来、間もなく５年を迎えようと

しています。この間ずっと、総務部長、副知

事、知事として一連の流れを河野知事は見てき
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ました。この入札制度改革を知事としてどのよ

うに評価されているのかお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 入札・契約制度でござ

いますが、平成19年度から一般競争入札の拡大

など抜本的な改革に取り組んできたところでご

ざいます。公正透明で競争性の高い制度の構築

を目指して取り組んでまいりました。しかしな

がら、建設投資が国も地方も大幅に減少してい

るという状況、競争性の高まりに加え景気の低

迷によりまして、建設産業を取り巻く環境、大

変厳しい状況にあるということも十分認識をし

ております。建設産業というものが、さまざま

な自然災害、それから口蹄疫とか鳥インフルエ

ンザのときに大変な貢献をしていただいている

というところも認識をしておりますし、地域に

おける産業、雇用、それからインフラ整備など

に、非常に重要な役割を果たしておるという認

識もございます。

このため、改革と並行いたしまして制度の検

証と見直しに努めてきたところでございまし

て、最低制限価格の引き上げや、地元の建設業

者が受注しやすいような地域企業育成型の総合

評価落札方式を創設する、さらに予定価格の事

後公表など、必要な見直しというものを随時

行ってきたところでございます。地域における

建設産業の果たす役割は大変重要でございます

ので、来年度に向け、特に土木一式工事におき

まして、今以上に地元の建設業者が受注しやす

い環境とするために、地域要件を狭めるなどの

見直しを現在検討しておるところであります。

入札・契約制度につきましては、これまでの改

革を踏まえつつ、今後とも幅広く皆様の意見を

伺いながら必要な見直しや改善を図り、よりよ

い制度の構築に努めてまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 次に、入札制度改革直後は、

落札率の大幅な下落で建設業者が疲弊し、多く

の倒産や自主廃業が連続しました。県建設業協

会の元会長の会社が倒産し、また県内最大手の

建設業者も同様の結果になりました。入札制度

改革前と改革直後、そして現在の県発注公共事

業の落札率の推移を、県土整備部長にお伺いし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 入札・契約制

度の見直しに伴いまして、最低制限価格につい

ても随時引き上げをしてきたところでございま

して、公共三部の建設工事に係る落札率の推移

でありますが、改革前の平成18年度は93.4％で

ございました。改革直後の平成19年度は83.9％

と9.5ポイント低下しましたが、今年度は、これ

までの最低制限価格の見直しの影響もありまし

て、第３・四半期までの集計で90.8％と、平

成19年度に比べまして6.9ポイント高くなってお

ります。

○田口雄二議員 落札率は大分戻ってきたこと

はわかりました。

それでは次に、一般競争入札で業者の実績な

どを加味する総合評価落札方式は、落札価格が

高くても評価次第で落札することができるもの

です。施工計画や技術力、地域社会貢献度、配

置予定者の能力等々が評価基準になり、主に業

者の技術力が問われる場合に採用されていま

す。県が官製談合を受けて行った、一般競争入

札同様の入札制度改革です。技術向上に努める

業者がいる一方で、受注実績が重視されるた

め、落札できる業者とできない業者の二極化が

進んでおり、受注実績のない業者には厳しい現

実もあるようです。完全な入札制度というもの

はありませんが、総合評価落札方式で落札され

た件数と推移を、県土整備部長に再度伺いま
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す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 総合評価落札

方式につきましては、工事の品質確保を図る観

点から、価格と技術力など価格以外の要素を総

合的に評価し落札者を決定する方式でありまし

て、地域の建設業者の役割を適切に評価すると

ともに、技術力向上の意欲を高め、地元の建設

業者の育成にもつながるものと考えておりま

す。平成22年度における総合評価落札方式の適

用実績としましては、公共三部の予定価格250万

円以上の建設工事のうち、発注件数では48％

の966件、契約金額では72％の397億円となって

おります。

○田口雄二議員 先日、延岡地区建設関連団体

の９団体の皆さんと延岡市選出県議会議員５人

が２度目の意見交換会を行いました。入札制度

改革後、利益度外視の入札とともに公共事業全

体のボリュームも減ってしまい、大変厳しい経

営状況を各団体からお聞きしました。先ほど知

事から、新年度に向けて、競争性の緩和を図

り、今以上に地元の建設業者が受注しやすい環

境とするため、地域要件を狭めるなどの見直し

を検討していると答弁がありましたので、それ

に期待を寄せたいと思っております。

次に、私は昨年の11月議会で、知事に国の出

先機関の見直しについてお伺いしました。その

ころは余りこのことが話題になっていませんで

したが、野田首相の年末の地域主権戦略会議

で、国の出先機関改革案がまとまりました。国

土交通省地方整備局など３つの省の出先機関を

原則廃止し、その事務権限を、まず希望してい

る関西広域連合と九州広域行政機構に移譲する

ものです。通常国会に特別法案を提出し成立す

れば、２年間の準備期間を経て2014年度から実

施することになります。国と地方の協議の場の

設置、義務づけ・枠づけの見直し、ひもつき補

助金から一括交付金化、そして国の出先機関の

見直し等は、本来、地方６団体の、自民党政権

時代からの国に対する要望事項でありました。

そして、地方の声をマニフェストに盛り込み政

権交代が実現しました。そして、国と地方の協

議の場は既に設置され、義務づけ・枠づけの見

直しも始まり、また本年度からは一括交付金も

県レベルまで交付され、来年度は市町村にも交

付予定でしたが、自己責任でやることに地方は

腰が引けてしまい、政令指定都市までの交付と

なりました。ここに来て、昨年の東日本大震災

で地方自治体そのものが被災し機能しなくな

り、「くしの歯」作戦等々の国の対応が評価さ

れ始めました。また、インフラ整備のおくれて

いる本県などは、拙速な改革ではなく慎重な対

応を求める声があり、県内町村会、市長会、そ

して経済10団体から知事に要望書が出されまし

た。この県内の団体の要望を受けて、出先機関

の見直しについて知事に所見を伺います。

○知事（河野俊嗣君） 国の出先機関改革につ

きましては、政府が閣議決定した「出先機関の

原則廃止」という方針に対しまして、地方側も

主体的に議論に参画すべしということで、九州

あるいは関西がその受け皿となる組織のあり方

を提案しておるところでございます。現在、政

府において、これを踏まえた具体的な制度設計

などの作業が進められておるところでございま

す。一方で、御案内のように、出先機関改革そ

のものに対する懸念というものが、市町村、さ

らには経済団体で県内において広がっていると

いうことでございまして、この宮崎の意見とい

うのをしっかり私としても受けとめておるとこ

ろでございます。

関連法案の提出を含め、今後の動向は大変不
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透明でございます。この実際の作業に当たって

いる部署に私の同期入省者がおりまして、いろ

んな情報も随時受けておりますが、なかなか各

省との調整というものも厳しい状況であるとい

うことでございます。私どもとしても、宮崎の

声を届け、具体的な検討を行うためにも、早く

この制度設計案を示していただきたいというふ

うに考えておるところでございます。そのとき

に大変大切なポイントとしましては、しっかり

と財源が確保されることや、各県間の利害調

整、また大規模災害時における対応等の課題や

懸念を解消できるのか否かというところでござ

いまして、そういう視点を踏まえて、しっかり

とこの議論というものをしてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 この件は昨日、横田議員が十

分質問しましたけれども、私もさらに質問させ

ていただきます。

まだまだ県議会でもこの件に関してはほとん

ど議論されていませんし、県当局と県内の市町

村長との協議が進んでいるとも思えません。今

後、県内の意見の集約として、市町村や各団体

等との協議の場をどう進めていくのか、知事に

お伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 現在、政府から具体的

な制度の設計案というものが示されておらず、

今後の動向も不透明でございますので、現時点

でさらに踏み込んだ具体的な協議を行えるとい

う状況ではございませんが、これまで機会をと

らえ、政府の検討状況や九州広域行政機構構想

につきましては、情報提供や意見交換は行って

きたところでございます。今後、政府からこの

素案が示されましたら、まずその内容をしっか

りと精査をした上で、これまで以上に市町村や

経済団体、もちろん議会も含めてでございます

が、説明、意見交換に努めてまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 既に知事会では、九州地方行

政機構の設立を推進することを確認していま

す。しかし、県内の意見がまとまらない場合

等々、関西広域連合の奈良県同様の撤退も想定

の中にあるのか、知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 昨年末に政府から示さ

れました「広域的実施体制の枠組み」、あくま

で方向性でありますが、これによりますと、受

け皿となる組織の区域を、現行の出先機関の所

管区域などを踏まえてあらかじめ定めるという

方向のようでございまして、九州において参加

しない県がある場合には、出先機関の受け皿と

しての要件を満たさずに、国の出先機関の移管

が実現しないということも想定をされていると

ころであります。今後の対応についてでありま

すが、まずは、政府のみならず九州地方知事会

においても、市町村や経済団体などから示され

ている懸念というものをしっかりと受けとめま

して、改めて議論を深めていく必要があるもの

と考えております。私としましては、本県の実

情、また県民の皆様の御意見などを十分に踏ま

えた上で、宮崎県知事として、宮崎県に軸足を

置いた議論を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 九州地方知事会の中でも非常

に温度差が大きいようにも思います。宮崎県の

立場を十分考えて協議を進めていただきたいと

思います。

次に、医療・福祉行政について伺います。

まず初めに、昨年11月議会でお聞きしたとき

は、来年度の研修医のマッチング数が過去最高

の61名となり、本年から倍以上になり喜んでい

ましたら、その後さらに増加して69名になりま
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した。まことに喜ばしいことです。急激にふえ

たことにより、研修先の医師も負担がふえて大

変かもしれませんが、何とかそのまま本県に残

りたくなるような実のある研修内容にしていた

だきたいものです。

２年ごとに行われる厚生労働省の調査が公表

され、本県の医師の状況を見ると、平成22年度

は２年前より51名の増加、10年前に比べると213

名の増加です。10万人当たりの医師数は全国平

均を上回り全国24位です。しかし、宮崎市近辺

への集中は加速し、地域の偏在はさらに大きく

なりました。さらに問題は、20代、30代の若い

世代の医師数が大きく減少しており、県内の医

師の高齢化がさらに進んでいます。20代、30代

の医師が減少しているその要因をどう分析し、

どのような対策を講じようとしているのか、福

祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 若手医師が減

少した要因といたしましては、宮崎大学医学部

において本県出身者が少ないなどの理由により

まして、臨床研修医が県外の臨床研修病院に流

れたことなどが考えられるところでございま

す。このため平成18年度から県では、県内の地

域医療を担う医師を確保するための医師修学資

金貸与制度を創設いたしますとともに、宮崎大

学医学部においては本県出身者であることを推

薦の条件とする地域枠を創設し、さらに平成21

年度から、医師修学資金と地域枠がセットにな

りました地域特別枠を創設したところでござい

ます。また、今年度設立をいたしました宮崎県

地域医療支援機構においては、若手医師の養成

を目的としてキャリア形成支援を行いますとと

もに、レジナビフェアへの出展などにおいて県

内の魅力ある医療情報を発信することによりま

して、県外からの医師の呼び込みにも力を入れ

てまいりたいというふうに考えております。

○田口雄二議員 今、答弁の中で出てまいりま

した地域枠についてお伺いします。本県の医師

不足の要因として、宮崎大学医学部に本県出身

者が少ないことでした。その対策として、宮崎

大学医学部に地域枠10名を平成18年度に創設

し、また地域特別枠を、平成21年度より５

名、22年度には10名に増員し、本県出身者が

徐々に多くなってきました。平成22年度は、２

つの枠計20名に対し８名しか合格者が出ず、心

配した年もありましたが、昨年は24名まで大き

く増加し、一般入試で合格した学生を合わせる

と45名まで飛躍しました。そこで、来年度入学

予定の宮崎大学医学部及び長崎大学医学部の地

域枠、地域特別枠の合格者の状況を福祉保健部

長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたように、宮崎県出身者に対する

推薦枠といたしましては、宮崎大学医学部に地

域枠、地域特別枠といたしましてそれぞれ10

名、長崎大学医学部に地域枠として２名の定員

が確保されているところでございます。平成24

年度入学予定者でございますが、宮崎大学医学

部地域枠が12名、地域特別枠が８名となってお

りまして、長崎大学医学部地域枠が平成22年度

の入学者から設けられておりますけれども、今

回、初めて２名の合格者が出たところでござい

ます。

○田口雄二議員 昨年は、地域枠を設けたにも

かかわらず長崎大学は１名もいませんでした

が、本年は２名が合格し、合計20名が合格と聞

きました。まずは一安心です。一般入試で１人

でも多くの医学生がさらに誕生することを望ん

でやみません。

次に、本県は、地域医療の担い手として自治
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医科大学に毎年２名から３名を送り込んできま

した。既に多くが医師となり本県の地域医療を

支えてきました。しかし、約10年の義務年限を

終了した後の本県への定着の状況はどうなって

いるのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自治医

科大学卒の医師数でございますが、現在70名と

なっております。また、これまでに義務年限を

終了いたしました医師50名のうち32名が県内に

定着しておりまして、県内定着率は64％となっ

ております。なお、５年前の時点での定着率

が58％でありましたが、ここ数年は64％前後で

推移をしているところでございます。

○田口雄二議員 ここ数年の定着率は少しずつ

上昇しているようです。以前は、義務年限終了

後余り重宝されず、機嫌を損ねてという話もよ

く聞きましたが、最近は少しずつ改善されてき

たようです。中山間地等でほとんどの診察を１

人でこなしてきた貴重な戦力です。全員が本県

出身であり、貴重な県費で医師として育ててき

たことでもあり、ぜひ１人でも多く本県に残す

策を講じていただきたいと存じます。義務年限

終了後の自治医科大学卒業医師の県内定着率を

上げる対策はどうなっているのか、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） お話がござい

ましたとおり、自治医科大学卒業医師につきま

しては、本県の僻地を初め地域医療に熟知して

おり、義務年限終了後、県内で開業されている

ほか、僻地病院、それから県立病院、宮崎大学

医学部附属病院など地域の中核的病院にも勤務

をしておられまして、本県の地域医療を担って

いただいているところでございます。このよう

に、自治医科大学卒業医師の県内への定着を

図っていくことは非常に重要であることから、

義務年限期間中の医師に対しましては緊密に連

絡、面談を行い、県内の医療機関での勤務を働

きかけているところでございます。

また、自治医科大卒業医師は、僻地等での義

務終了後、一度県外に出て最先端の技術を学び

たいという希望を持っている方もたくさんおら

れ、これらの県外に出た医師に対しましては、

県内で勤務している先輩医師からいろんな声か

け等も行っていただき、県内定着を図っている

ところでございます。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

では次に、ドクターヘリについてお伺いしま

す。いよいよドクターヘリの試験運航が行われ

たという報道を見ました。一番心配されていた

消防非常備地区の日之影町と高千穂町で初めて

実施されたようです。新たな課題や問題点が見

えてきたのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の試験運航でございますけれども、今月の24日

から４月上旬まで26回行われる予定となってお

ります。現在、消防非常備町村を手始めに４回

実施されておりますが、これまでに課題や問題

点等は特に報告されておりません。なお、ドク

ターヘリの運航に当たりましては、迅速にラン

デブーポイント等の安全確保が行われる必要が

あることから、敷地管理者に対しまして障害物

の除去など常日ごろからの管理をお願いすると

ともに、実際にヘリが着陸する際に人の立入制

限に協力いただくなど、今後とも関係者との連

携と協力体制の強化を図っていく必要があると

考えております。

○田口雄二議員 順調な訓練であったようで、

まずは一安心です。このまま各部署ごとに経験

をたくさん積んでいただきまして、迅速な対応

ができるようになり、１人でも多くの命が助か



- 88 -

平成24年３月２日(金)

るようになってほしいものです。

次に、ドクターヘリと救急隊が合流する離着

陸の場所をランデブーポイントと言うようです

が、地域ごとの箇所数、高速道路等を含めた具

体的な場所についてお伺いします。また、ラン

デブーポイントの周辺住民の皆さんには理解が

得られているのか、福祉保健部長にお伺いしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現時点でのラ

ンデブーポイントの医療圏ごとの箇所数でござ

います。北から、県北部が62カ所、日向入郷

が67カ所、西都児湯が28カ所、宮崎東諸が38カ

所、西諸が34カ所、都城北諸が26カ所、日南串

間が24カ所の合計279カ所となっておりまして、

大半が市町村の運動公園や小中学校のグラウン

ド、河川敷や港湾施設等となっております。

高速道路の利活用につきましては、先般、西

日本高速道路株式会社等と意見交換を行いまし

て、今後、ドクターヘリの離着陸が可能な適地

の選定や、高速道路を利用する際の交通規制の

方法等について検討を進めることとしたところ

でございます。また、ランデブーポイント周辺

住民の方々を含め、県民の皆様にドクターヘリ

の役割等を理解していただくことは大変重要で

ありますので、ドクターヘリを紹介するチラシ

を作成し、県庁ホームページに掲載いたします

とともに各市町村の広報紙に掲載をお願いする

など、広く周知に努め、御理解を得てまいりた

いと考えております。

○田口雄二議員 先進地の千葉県では、10年前

にスタートしたときは社会の認知度が低くて、

このランデブーポイントの確保に大変難儀した

という話を、金丸先生よりお聞きいたしまし

た。そういう意味では、現在は住民の理解度が

変わったとはいえ、確保に御苦労いただいた各

消防署の皆さんに感謝申し上げます。

医師不足で道路事情の悪い県北部や日向入郷

地区がともに60カ所を超えるのは心強いところ

です。ただ、県北と状況が似ている日南串間

が24とは、ちょっと少ないような気もします

が、これで終わりではないと思いますし、今後

もランデブーポイントの確保に努めていただき

たいと存じます。

次に、今回のドクターヘリの導入に合わせ

て、宮崎大学の救命救急センターが格段に充実

されました。防災ヘリ「あおぞら」との連携、

活用をどう考えているのか、福祉保健部長にお

伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 大規模な災

害、事故等によりまして多くの負傷者が発生し

た場合や、ドクターヘリの運航中に他の救急事

案が発生した場合などは、「あおぞら」とドク

ターヘリが役割分担をいたしまして対応してい

くことが求められると考えられます。特にヘリ

コプターが着陸できない場所での負傷者の救助

は、レスキュー隊が搭乗して救助活動を行いま

す「あおぞら」が担い、あわせて、近くのラン

デブーポイントでドクターヘリに引き継ぐなど

の連携を行うことも考えられるところでござい

ます。このようなさまざまな事例も想定しなが

ら、ドクターヘリと防災ヘリ「あおぞら」の連

携や効果的な運用につきまして、今後とも関係

機関と検討してまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 ３年ほど前に私たちの会派

で、防災ヘリをドクターヘリに活用する鳥取県

の事例を調査してきました。それぞれの使命を

持ったヘリではありますが、十分な活用を期待

いたします。

次に、病院局長にお伺いします。宮崎大学の

ドクターヘリが４月から運航開始され、県立延
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岡病院に現在の約７倍の面積の救命救急セン

ターが24年度内に建設されます。医療スタッフ

と設備も充実される上、３階の屋上にはヘリ

ポートも整備される予定です。道路事情の悪い

県北25万県民にとりましては、まさに待望の２

つの事業の実現です。その上、産学官一体と

なって取り組む東九州メディカルバレー構想も

いよいよ総合特区指定を受け、新たな段階を迎

えようとしています。県北の地域医療だけにと

どまらず、新年度の本県の医療は大きな転換期

を迎えるのではないかと大きな期待をしており

ます。このような中にあって、やはり県立病院

が本県医療の中核を担うことは、県民の願いで

もあり、そうあるべきだと思っています。県立

病院が一連のこうした取り組みを支えていくこ

とが、県民への安心・安全の提供だと思いま

す。そのためにも県立病院のしっかりとした経

営基盤が絶対条件です。そこで、これまでの県

立病院の経営改善の成果並びに今後の課題につ

いてどうお考えになっているか、病院局長にお

伺いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 高度で良質な医

療を効果的、安定的に提供するために、これま

で職員が一丸となって経営改善に取り組んだ結

果、平成17年度には約31億円余であった赤字

が、22年度には約４億円まで圧縮できるなど、

約27億円余の収支改善が図られまして、職員の

コスト意識の向上はもとより経営参画意識が醸

成され、赤字体質の改善が相当程度進んできた

のではないかと考えております。病院運営の根

幹である医師確保に確実な見通しが立てられな

い状況にはありますが、今後とも現場重視の姿

勢で病院運営に臨み、職員の経営改善に取り組

む意欲をさらに高めていきますとともに、職員

が働きやすい勤務環境を整備することを通して

すぐれた医療スタッフを確保・育成していくこ

とが、最も重要な課題であると考えておりま

す。また、こうした内部努力に加え、地域医療

の確保のためには、医療を提供する県立病院と

医療を受ける県民の皆様との相互理解がますま

す重要になってきておりまして、「県北の地域

医療を守る会」や「こども・いのち・つなぐ

会」など市民グループの最近の活動は非常に心

強く、今後とも県民の皆様と一緒になって魅力

ある病院づくりに取り組んでいく必要があると

考えております。

○田口雄二議員 経営改善が非常に進んだこと

には心から感謝申し上げます。ただ、局長も申

しましたように、いろいろな体制はまだまだ十

分ではありませんので、今後も引き続きよろし

くお願い申し上げます。

次に、森林環境行政についてお伺いします。

先日、私どもの会派に図師議員も同行し、計

６名で県北地区の調査視察に行ってまいりまし

た。なお、県民100万泊達成のために６名がそれ

ぞれ宿泊したことも御報告申し上げます。調査

先は、細島港、旭化成の木質バイオマス発電施

設、そして九州保健福祉大学臨床工学科、それ

ぞれで今後の議会活動における貴重なお話を聞

いてまいりました。

ここではバイオマス発電に関してお伺いしま

す。今、東日本大震災で大きく注目される新エ

ネルギー対策と、本県の林業問題の解決のため

調査したバイオマス発電は既に完成しているよ

うで、７月の稼働に向けて最終調整を始めたと

ころです。１時間当たり１万4,000キロワットの

発電量で、石炭を４割、木質を６割の比率で混

ぜて燃焼させます。木質バイオマスの年間利用

計画量は10万トンを見込んでおり、当面は建設

廃材を細かく粉砕したチップ状の燃料で、九州
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内から調達予定です。将来的には県北地区の間

伐材などの森林資源を活用したいとの意向でし

た。説明をいただいた部長より、「地域への貢

献も考えて、何とか地元の資材を使いたいが、

余りにも価格差が大きく、今のままではとても

使えない」とのことでした。バイオマス発電の

燃料として林地残材等を活用していくために、

このコスト面の課題解決のため、県がこれまで

取り組んできた実証事業の成果と今後の取り組

みを、環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林地残材につ

きましては、収集運搬コストが高く、化石燃料

と比較して採算が合わないことなどから、ほと

んど利用されてこなかったところであります。

このため県では、林地残材の利用促進を図るた

め、モデル的な実証事業に取り組み、コスト面

で課題となっている収集運搬方法について検討

しているところであります。これまでの結果に

よりますと、おおむね10キロメートル以内の運

搬距離であれば、林道わきに集積された林地残

材を高性能林業機械で積み込み、大型トラック

で運搬することで、採算がとれる可能性がある

ことがわかりました。これ以上の距離になりま

すと、運搬車両の大型化や中継土場の設置など

の工夫が必要とされたところであります。県と

いたしましては、このような実証結果を踏ま

え、引き続き、コスト削減に向けた工夫改善を

検討するとともに、木質バイオマス施設の整備

に取り組み、林地残材の一層の利用拡大に努め

てまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 同じく、森林組合と地元企業

が行う木質バイオマス発電用の林地残材等の安

定調達に向けた取り組みについて、県はどのよ

うに関与していくのか、環境森林部長に伺いま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 延岡市と旭化

成、それに延岡地区森林組合は、木質バイオマ

スの安定的な調達に向けて、森林の伐採から

チップ化、燃焼・発電に至る各段階において課

題を抽出するとともに、システム化に向けた検

討を行う実証試験に取り組んでいるところであ

ります。県ではこの実証試験において、伐採現

場からチップ工場までの収集運搬経費を助成

し、運搬距離に応じたコスト分析等を行ってい

るところであります。また、この実証試験の検

討会議に県はオブザーバーとして参加しており

まして、今後とも効率的な運搬方法やシステム

の検討などについて助言してまいりたいと考え

ております。

○田口雄二議員 年間10万トン使う予定でござ

いますので、十分検討していただきたいと思い

ます。

ここで、新エネルギーに関連して、渡辺創議

員が関連質問を行います。

○外山三博議長 通告がありますので、関連質

問を許します。

なお、発言時間は主質問者の質問時間の範囲

となります。渡辺創議員。

○渡辺 創議員 関連で質問させていただきま

す。新みやざきの渡辺創でございます。

来年度の予算案において、県は、今後10年を

見据えた新しい「新エネルギービジョン」を策

定するということになっております。「太陽と

緑の国」とも呼ばれる環境的な優位性を生かし

て、これまでも宮崎県は取り組んでいるわけで

すけれども、今までの新エネルギーのあり方と

いうのは、地球温暖化対策や二酸化炭素の排出

量を下げていくという観点が強かったと思って

おりますが、昨年の東京電力福島第一原子力発

電所の事故などによって、新エネルギーを考え
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る上での要素といいますか、観点は大きく変

わってきているかと思います。今回、現在のビ

ジョンを１年前倒しで見直していくということ

にも影響しているかと思いますけれども、新し

いビジョンを策定する上での基本的な考え方、

方向性を、環境森林部長にお伺いしたいと思い

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県では、東日

本大震災以降のエネルギーを取り巻く状況の変

化を受け、新エネルギーの一層の導入促進を図

るため、平成25年度を目標とする現在の新エネ

ルギービジョンを見直し、来年度、新たな「新

エネルギービジョン」を１年前倒しで策定する

ことといたしました。策定に当たりましては、

国のエネルギー政策の見直しを踏まえながら、

本県における新エネルギー導入の課題や可能性

について、議論を深めながら進めてまいりたい

と考えております。本県は全国でもトップクラ

スの日照時間や快晴日数、豊富な森林資源等を

有しておりますので、このような本県のポテン

シャルを生かし、産業の振興や地域の活性化に

つながる新たな「新エネルギービジョン」を策

定したいと考えているところであります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

大震災以降、メガソーラーへの注目が集まっ

ています。先日、私は、山梨県の甲府市にでき

上がったばかりの米倉山太陽光発電所というと

ころにお邪魔をいたしました。１年間の発電量

が1,200万キロワットアワーという施設で、東京

電力さんがやられています川崎市の施設に次い

で日本で２番目の発電能力を持つ太陽光発電所

でした。ＰＲの仕方も、ＰＲ館が併設してつ

くってあり、電気自動車の急速充電器なども

あって、非常に宮崎県としても参考になる施設

かなと思ったところです。ちなみにパネルは

ソーラーフロンティア社製のパネルが使われて

おりました。このようにメガソーラーという意

味では、宮崎県内においては昨年、都農町の発

電施設が稼働を始めておりますけれども、その

後、県内においてメガソーラーの新規立地、ま

た計画などの動きはどのようになっているか、

部長にお伺いをしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） メガソーラー

でございますけれども、県内のメガソーラー

は、都農町のほかに、ソーラーフロンティア株

式会社が宮崎第２工場に１メガワット、国富第

３工場に２メガワットの設備が設置されており

ます。また現在、国において検討が進められて

おります全量買い取り制度を見込み、メガソー

ラーの設置に向けた民間の動きが活発化してお

りまして、県としても、全国の自治体や民間企

業で構成される自然エネルギー協議会にも参加

しまして、情報収集等にも努めているところで

ございます。このような中、県内でも、例えば

工場や倉庫の屋根を利用してメガソーラーを設

置したいといった相談等もあるところでござい

まして、今後とも、本県の恵まれた太陽光など

のエネルギー資源を生かし、またエネルギーの

地産地消という側面からも、参入企業の誘致な

どに積極的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○渡辺 創議員 また後ほども述べたいと思い

ますが、全量買い取り制度によって、メガソー

ラーをめぐる環境も変わってくるかというふう

に思います。県が新しく策定するビジョンとも

関係してくるところだと思いますので、ぜひ小

まめな情報提供をいただきたいと思っておりま

す。

続きまして、通告では少し細かく分けており

ましたけれども、一括して伺いたいと思いま
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す。

県内の太陽光発電の現状を把握する意味で、

太陽光発電システムの県内公共施設への導入状

況、また一般家庭への普及状況、あわせて県内

の一般家庭における太陽光発電システムの発電

量を、環境森林部長にお伺いしたいと思いま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、公共施

設への導入状況ですが、県有施設及び県内市町

村への聞き取り調査によりますと、平成24年２

月現在で、県総合農業試験場や綾町てるはドー

ム、延岡市立旭小学校など73カ所に設置されて

おります。

次に、住宅への導入状況ですが、平成23年12

月末現在で、件数で約１万9,000件、世帯普及率

で4.1％となっております。

また、住宅用太陽光発電システムの１年間の

発電量ですけれども、平成23年12月末で約7,800

万キロワットアワーと推計されます。なお、こ

の発電量は一般家庭の年間電力使用量の約２

万1,000軒分に相当いたします。

○渡辺 創議員 今の御答弁でもよくわかりま

したけれども、やはり宮崎という土地は、太陽

光発電を行うにおいて非常に優位性のある土地

だということがわかったかと思います。その上

で、私は考えなければならないポイントがある

というふうに思っています。重要なのは、この

太陽光、つまり日の光というものが、私たちこ

の宮崎県域に暮らす人間にとっては、他地域に

比べて優位性があり、そしていわばよその方々

よりも多く与えられた財産だということだと思

います。この太陽光という財産によって、今、

私たちは新たな価値を生み出すチャンスを得て

いるわけです。知事にちょっと後ろを振り返っ

ていただきたいんですが、議長の隣に宮崎県の

県旗があるかと思います。県民手帳を開いてみ

ますと、この県旗の意味は、「この旗は、県の

象徴である緑と太陽（黄色）をあらわし、宮崎

のミをかたどり、段階をふんで高まる県の躍進

のすがたをあらわしています」というふうにあ

ります。昭和39年12月の制定ということです。

また、職員の皆様の左胸についている記章にあ

る県章、県のマークの意味も確認してみると、

日が三方に伸びて躍進する、太陽が広がってい

く姿をあらわしているというふうに書いてあり

ます。明治45年１月の制定ということです。こ

のように、宮崎の地で暮らしてきた私たちの先

人も、宮崎にとって、昔から、いわば太陽が自

分たちの財産であり、そして躍進のエネルギー

であると認識をしてきたことのあらわれだろう

というふうに思います。

少し話が回りくどくなりましたけれども、私

が申し上げたいのは、せっかくの天からの恵み

とも言える財産をしっかりと生かして、県民の

豊かさにつなげていく取り組みができているだ

ろうかという部分にあります。これから全量買

い取りが始まって―まだ買い取り価格が決ま

りませんので何とも言えない部分もありますが

―商売として成り立つということになれば、

この宮崎の優位性に目をつけて、たくさんの県

外資本が県内でメガソーラーを始めるかもしれ

ません。もちろん新エネルギーが広がるのはい

いことです。来ないよりは来たほうがいい。し

かし、宮崎の資源を、宮崎の財産を使ってそこ

で生み出された価値が、売電で生まれた利益と

なって県外に持っていかれるというだけでは、

先ほどからくどいようですけれども、私たち宮

崎に与えられた天の恵みを生かしているという

ことになるんでしょうか。また、躍進する宮崎

をつくれるということになるんでしょうか。
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具体策を考えるのはなかなか難しい話をして

いるのはわかっておりますが、例えば、メガ

ソーラーの進出については、宮崎の地場企業と

何らかのコラボレーションがあることを条件に

するとか、県民の生活に目を転じて、自宅の上

になかなかまだソーラーパネルを乗せる余裕が

ない方に関しては、市民が出資する共同発電所

のようなものをつくって、そこで得られる利益

を地域の中で使えるバウチャーみたいなもので

循環をさせていく、そういう考え方を酌み取っ

て、本当の意味で宮崎の豊かさをつくっていけ

るシステムを考えていただきたいと思います。

宮崎で生まれた価値を宮崎の中で循環させるこ

とによってこそ、新たな価値の創出、再生産が

できると信じております。長い歴史の中で、人

材も食料もさまざまなものを供出するばかり

だったこの宮崎の豊かさを新しくつくり出して

いくことが、今年度の予算のタイトルにもなっ

ていますが、宮崎の元気と安心を創出するとい

うことではないかと私は考えますけれども、知

事のお考えをお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現在、県では、県民に

よる農林水産物の消費拡大など、広い意味での

地産地消を進めます地域経済循環システム、ま

さに価値や資金が県内を循環する流れを強化し

ていく、この取り組みを進めているところでご

ざいます。御指摘がございました太陽光発電に

よる電力など、本県の恵まれた自然環境から生

み出された経済的な価値というものを県内で循

環させるべきという御指摘は、このシステムに

も合致するものであり、県としても取り組んで

いきたいというふうに考えておるところでござ

います。

県におきましては、太陽光発電の補助におい

て、県産材の新築木造住宅に太陽光発電システ

ムを設置する場合や、県内産の太陽光パネルを

設置する場合に補助額を増額することとしてお

りますが、これも地域経済循環システムを具体

化した発想の取り組みでございます。これから

も本県の恵まれた自然条件を生かした、新しい

意味での「太陽と緑の国」を目指すということ

で、ソーラーフロンティア構想に、製造から発

電、利用ということで取り組んでおりますが、

その価値を県内に循環させる取り組みをしっか

りと進めてまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 最後にいたしますが、電気自

動車の普及が進んでまいりました。各社から新

しい車が発売されるようになりまして、「未来

の車」というイメージだったものも、実際に宮

崎の街角でも目にするという状況になっており

ます。さらに普及を進めるためには急速充電装

置の設置が不可欠となっております。もちろん

一義的にはというか最初の取り組みとしては民

間が行うべきこと、その要素も多いとは思いま

すけれども、県内の状況を考えたときに、県と

しての後押しも必要かと思いますけれども、そ

の推進に関しての考え方を県民政策部長にお伺

いしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内におきま

して一般に開放されている急速充電器でござい

ますが、自動車メーカーの販売店に３基、五ヶ

瀬町役場に１基の計４基となっているのが現状

でございます。御質問のとおり、電気自動車の

普及を図るためには充電環境を整えることが必

要でございますので、県では今年度、市町村等

を支援しているところでございまして、先ほど

申し上げました五ヶ瀬町に加え、３月には川南

町内に１基設置される予定でございます。一方

で、この取り組みを進める中で、例えば高圧の

電力を使用するための附帯設備に多額の費用が
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必要となる、あるいは電力の供給契約における

基本料金が大幅にふえる場合がある、そういう

課題も見えてきておりますので、今後このよう

な課題への対応も含め、電気自動車や急速充電

器の普及のあり方につきまして検討していく必

要があると考えております。

○渡辺 創議員 私が調べた範囲では、宮崎の

急速充電装置の数というのは九州の中で一番少

ないということになっておりました。先日、青

島太平洋マラソンに熊本から参加された方が、

電気自動車で宮崎入りするに当たって、途中で

充電設備がないために、たどり着けるかどうか

という不安な状態になって、宮崎市内のディー

ラーに駆け込んだということがあったと伺って

おります。観光県でもある宮崎ですので、各県

の方に安心して来ていただき、新しいエネル

ギーの先進地ともなろうとしている宮崎で安心

して運転していただけるように、ぜひ一層のお

取り組みをお願いしたいと思います。

後ほど別分野でもう一度質問させていただき

ますが、新エネルギーに関してはこれで終わら

せていただきます。

○田口雄二議員 引き続き、環境森林行政につ

いてお伺いします。

県産材の活用で、宮崎空港の手荷物検査場が

リニューアルされました。約１年と４カ月にな

りますが、県民の評判と、県はどのように評価

しているのか。また、今後、県民の目に触れる

施設での活用について、県のお考えをお伺いし

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 宮崎空港ビル

の手荷物検査場は、平成22年度森林整備加速化

・林業再生事業により、県産材をふんだんに活

用してリニューアルされたものです。空港関係

者の話では、利用者の評判もよく、木の持つい

やしの効果等により、ストレスを感じる検査場

においてクレームが減少したと伺っておりま

す。またこの施設は、平成23年度優良木造施設

の表彰で木材利用推進中央協議会会長賞を受賞

し、全国に紹介されたところであります。県と

いたしましては、年間250万人の空港利用者への

県産材のＰＲ効果が非常に高いものと考えてお

ります。このほかにも、交通機関では日向市駅

舎や宮崎駅前のＫＩＴＥＮ等で、また、その他

各地保育所等でも県産材が使用されておりま

す。今後とも関係機関等と連携を図りながら、

県民の目に触れる公共施設等での県産材の活用

について積極的に推進してまいりたいと考えて

おります。

○田口雄二議員 いい話ばかりのようですけれ

ども、たまにしか空港を使わない人に聞いてみ

ますと、その存在が余り知られていないように

も見えます。特に手荷物検査場はまさに検査を

受けるところですので、ゆっくりと木のぬくも

りやいやしを感じられるのかなという疑問もあ

ります。もう少し県民や旅行客がのんびりとし

ながら木と触れ合えるようなところも再度検討

してほしいものです。よろしくお願いいたしま

す。

再び、県産材の活用についてお伺いします。

これも我が会派の調査で伺った施設です。宮崎

県産業支援財団の農商工連携ファンド助成金の

交付を受け清武町に昨年つくられました、県産

杉材を活用した木造園芸ハウスを拝見してまい

りました。建設業の方が、本県の林業の状況を

何とか打開したいとの思いから、全国有数の園

芸ハウスに県産材の活用を思いつき、試行錯誤

の上、建設されました。被覆材であるビニール

シート以外は木材で、１反当たりの木材使用量

が35.5～36立米ほどの使用量になります。木造
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住宅建築の技術を使っており、地震、台風にも

強い構造で耐用年数も長くなる、被覆材の洗浄

が行えるので被覆材の張りかえ頻度が少なくな

り生産コストが下がるなどの利点がある反面、

欠点は、温室内は高温多湿のため腐食が早くな

るのではないか、コンクリートの基礎工事が必

要で、撤去の際コストがかかる、部材断面がパ

イプハウスに比べて大きくなり日射量に若干の

影響がある等々です。まだまだ改良の余地は幾

つもありますが、本県の２～３割のハウスに使

われるだけでも県産材の大きな使用量になりま

す。そこで、県産材の木造園芸ハウスの活用に

ついて、環境森林部長に見解を伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 現在、園芸ハ

ウスの構造につきましては、パイプハウスが主

流となっておりますが、木造にした場合、今、

議員御指摘のように建築コストや維持管理等の

課題が考えられます。しかしながら、県産材の

需要拡大を図るためには、公共施設や住宅など

の建築物や公共土木事業での取り組みはもとよ

り、その他の分野においても県産材の積極的な

活用を推進していく必要があると考えます。本

県ハウスの２～３割ででも使えばとのお話でご

ざいました。農業の盛んな本県において園芸ハ

ウスの木造化が実用化すれば、県産材需要拡大

にとりまして非常に魅力的なことであると私も

思っております。このため、今後、関係部局や

関係団体と協議しながら、木造園芸ハウスの活

用について検討してまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 この点に関して、知事に

ちょっとお伺いします。今回の県産材の活用に

関する一連の質問で、県当局の取り組み状況に

は大変失望いたしました。本当に県産材の活用

を真剣に考えているのか疑問です。例えば、県

産業支援財団の支援まで受けて試験的につくら

れた木造園芸のハウスに関しても、森林、農政

全く一体感がなく、まさに中央官僚と一緒で縦

割り。部局を超えて、何とか物にならないかと

いう真剣さ、熱意が全然感じられませんでし

た。一個人が頑張って県産材の活用を工夫しな

がら試験的につくったのに、否定的な話ばかり

聞かされました。初めてつくったのですから、

最初からベストのものができるはずはありませ

ん。本来であれば、県みずからが音頭を取って

農業試験場や木材利用技術センターなどの技術

集団が連携して取り組むべきではないのか、全

く腑に落ちません。一般質問で我が会派の徳重

議員が質問しますので、多くは申し上げません

が、宮城県の山元町の被災した小学校に寄贈し

た机といすは大変評判がよかったようです。他

県で評判がいいのに、なぜ本県では余り使われ

ていないのか、これも不思議でなりません。今

回も県産材の活用に関する予算も多く組まれて

いますが、生きたお金の使い方をしなければ、

仏つくって魂入れずです。県産材の活用に関し

て、本気度も含めて知事にお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 園芸ハウスで木材が使

われているという例、いろんな課題があるとい

うことでございますが、こういったことも含め

て幅広い観点から、本県にとって宝である、ま

さに20年連続日本一である杉の素材生産量でご

ざいます。それをしっかり有効活用を今後とも

してまいりたいという考えでございます。

昨年、韓国を訪問した際に、世界で活躍して

いますある企業の内装に、これも日本の企業の

御協力をいただきながら、宮崎の杉がふんだん

に使われているのを拝見し、やはり県内でも

もっと活用すべき、しかも杉の日本一の生産量

を誇る県の知事として、もっと活用できないか
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ということで、先日、知事室のほうにも杉でで

きた展示屋台やカウンターを置いて、キャンプ

シーズンにたくさんお客さんも来られますが、

そういう方にＰＲをしたところでございます。

毎朝感じておりますが、部屋に入る瞬間に香り

でわかるわけであります。そういったところを

通じて杉の魅力というものを今ＰＲし、また県

庁の１階にも展示屋台と、家読（うちどく）文

庫というものを子供たちにつくっていただい

た。杉の間伐材を利用したもので、目に見える

形、またにおうことができる形で、来庁者にも

ＰＲに努めておるところでございます。また、

同じ展示屋台を、牧元副知事にも御尽力いただ

きまして、今、林野庁長官のお部屋にも置いて

あるところでございます。宮崎の杉を、そうい

うところを通じてまた全国にアピールができる

のではないかと感じております。県内では、諸

塚村の診療所でありますとか三股町の弓道場な

どの公共施設や、民間の保育園、病院など、県

民が集う施設にも積極的に県産材の活用を推進

しているところでございますが、このようにい

ろんなアイデアなり、いろんな場面でＰＲはで

きるものというふうに考えております。

それから、先日も福岡で農水産物のトップ

セールスを行わせていただきました。ある複合

ビルの地下を使ってやったわけでありますが、

そこでキンカンとか野菜などをＰＲするとき、

杉でできたブースをつくっていただきまして、

これもあわせて、まさにオールみやざき営業

チームの一つの大きな効果というのは、農水産

物のＰＲだけではなく、可能であればそこで木

材もあわせてＰＲができるということでござい

ます。そのような姿勢で、まさに「チームみや

ざきスギ」というものをつくりまして、県内外

へのＰＲに取り組んでおるところでございます

が、今後とも本県の宝をしっかりと生かすべ

く、さまざまなアイデアというものを凝らして

まいりたいと考えております。

○田口雄二議員 このハウスに関しましても、

まだまだ研究の余地は十分あります。とにかく

知事も一度、現地に足を運んで見ていただきた

いと思います。知事の得意の自転車でも知事公

舎から20分ぐらいで着くと思いますので。ま

た、松形知事時代から営々とつくってきた本県

の林業行政、時代が変わっても、活用しない

と、林業公社の問題等同様、後世に大きな負の

遺産として残っていきます。真剣に活用を考え

ていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。

次に、商工観光労働行政についてお伺いしま

す。

まず、東九州メディカルバレー構想について

お伺いします。大分県とともに申請していた東

九州メディカルバレー構想が、昨年末の12月22

日、念願の総合特区に指定されました。指定ま

でに御尽力いただきました関係各位に、心から

お礼を申し上げます。

総合特区とは、地域限定で規制緩和や税財政

の優遇措置を講じて、新たな成長分野の開拓や

地域経済の競争力向上を支援する制度でありま

す。今回の総合特区指定は大変ありがたいこと

ではありますが、指定が目的ではなく、これは

手段として、いかに活用し構想を推進していく

かが今後の課題です。まず、東九州メディカル

バレー構想の最近の動きと、国との協議等含め

今後の予定を、商工観光労働部長にお伺いしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東九州メ

ディカルバレー構想の最近の動きとしまして

は、昨年10月に、地場企業の医療機器産業への
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参入や取引拡大を図るため宮崎県医療機器産業

研究会を設置したところであり、32の企業と11

の支援機関が参加してセミナー開催や展示会出

展など参入に向けた活動を行っております。ま

た、ことし２月には研究拠点として、県と延岡

市の共同寄附により宮崎大学医学部に血液・血

管医療に関する講座が設置されております。そ

れから、構想に関連する動きも出ておりまし

て、昨年12月には、宮崎大学の医学部と工学部

の学部間連携を目的とした医工連携プロジェク

トが発足しており、２月初めには延岡市メディ

カルタウン構想シンポジウムが開催され、県か

らは知事が出席をさせていただいたところであ

ります。さらに２月下旬には、関連企業が集積

いたします延岡市、日向市、門川町の２市１町

の間で医療産業の振興に関する連携協定が締結

されているところでございまして、このような

動きにつきましては、構想の推進に弾みがつく

ものと大変心強く感じているところでございま

す。

次に、総合特区につきましては、構想の取り

組みをより促進するため、昨年12月に、お話が

ございましたとおり内閣総理大臣から指定を受

けたところですが、現在、構想の促進につなが

る薬事法関連の規制緩和や財政上の支援措置等

について関係省庁と協議を行っているところで

あります。協議が調った規制緩和等につきまし

ては、関係する事業についての総合特区計画を

作成し、内閣総理大臣の承認を受けて事業を実

施することとなっておりますので、今後ともこ

の総合特区を十分に活用して構想の推進に向け

て取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 次に、東九州メディカルバ

レー構想における研究拠点づくりを推進するた

めに、宮崎大学医学部に寄附講座が設置されま

した。血液浄化療法を専門とする担当教授も決

まり、いよいよ血液・血管に関する本格的な研

究等が医療機器メーカーなどと進められること

になります。この研究成果の普及により、医療

機器産業のさらなる集積と地域住民の健康福祉

の向上につながってほしいものです。そこで、

寄附講座に係る人員体制と今後の活動につい

て、県民政策部長に伺います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 寄附講座の人

員体制でございますけれども、現在、教授と担

当医師、そして事務職員３名を予定しておりま

して、担当医師については４月１日に配置する

ことになっております。現在、担当となられた

教授を中心に、県、延岡市、医療機器関連企業

等で意見交換を行いながら、新たな治療法や医

療機器の改良開発のテーマを探るとともに、県

北地域の研究拠点開設に向けた準備を進めてい

るところでございます。

○田口雄二議員 教授、担当医師と事務職員の

３名体制で４月１日に担当医師が配置されるよ

うです。県立延岡病院に配置され医療行為をし

ていただけるものと、勝手に私は考えておりま

す。寄附講座の開設に感謝申し上げます。

次に、かわりまして、古事記編さん1300年に

ちなんで、ようやく本県でも、「神話のふるさ

とみやざき温故知新ものがたり」スタートアッ

プ事業等を初め多くの関連事業が24年度より始

まります。本県はまさに神話の宝庫であり、古

事記の前半部分は県内の多くがその舞台となっ

ています。奈良県や島根県との連携等により横

断的な観光開発も期待されます。

そのような中、古事記の海幸彦、山幸彦に関

する青島地区は、期待された青島再開発が頓挫

したままなのは残念ですが、それでも長年の懸

案事項でありました旧橘ホテルが撤去されたの
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はありがたいことです。このホテルは撤去とな

りましたが、青島近海の観光に支障を与えてい

る座礁船はそのままになっています。堀切峠の

沖合、鬼の洗濯板近くに平成22年の10月24日に

座礁してから既に１年５カ月を迎えようとして

います。船の所有者は中国の会社のようです

が、座礁などの事故に備える船主責任保険のト

ラブルで保険金がおりず膠着状態で、放置され

たままとなっています。しゅんせつ船は全長120

メートル、船幅20メートルと大変大きな船体を

していますが、現在は、スパットと呼ばれる高

さ30メートルの支柱の一部が２本海上に突き出

ており、景観を損ねています。特にこの場所

は、本県観光の代名詞となってきた堀切峠、道

の駅フェニックスの真下となります。また、現

場はイセエビの好漁場のようですが、座礁船の

影響で水揚げも大きく減少しています。イセエ

ビ漁は９月から４月までです。昨年度は約２カ

月間漁期から外れましたが、今年度はすべての

期間に影響してくるので、水揚げにはもっと大

きな影響があるのではないかと心配です。宮崎

市漁協はこれまで、イセエビ漁の水揚げ減の補

償金支払いを船の所有者に申し入れています

が、いまだ回答がありません。青島沖の座礁船

の現状と、今後どのように対応していくのか、

総務部長にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 座礁船につきまし

ては、撤去の責任を有する船主が昨年の１月に

撤去を試みましたが、海岸から約200メートル付

近で再度座礁し、その後も作業が試みられまし

たけれども、状況としては大きく進展をしてお

りません。これまで基本的には、海上における

航行安全の確保の観点などから、宮崎海上保安

部が撤去に向けた指導を行っているところでご

ざいます。県といたしましても、早期の撤去に

向けて、宮崎市や漁業関係団体とも連携を図り

ながら、船主に対し連名で要請文を発出するな

ど対応してまいりました。また、法律に基づき

ます撤去命令などの措置等についても検討いた

しておりますが、海岸法の海岸保全区域の外に

あることなどから、現時点ではその可能性が見

出せていない状況にあります。本来、このよう

な事故に対応すべき船主責任保険が、船主と保

険会社との契約の問題で機能していないという

ような状況もございますので、外国船の航行の

許可を所管する国土交通省海事局に対しまして

も、対応を検討していただくよう要請を行って

いるところでございます。現在の状態では漁業

への影響などが懸念され、なるべく早期に撤去

されるべきと考えておりますので、引き続き、

宮崎海上保安部による指導を含め、宮崎市など

の関係機関とも連携をしながら対応してまいり

たいと考えております。

○田口雄二議員 今後の台風の接近等々で、さ

らに状況が悪化する可能性もあります。幸い海

洋汚染につながるような物質は既に抜き取られ

ていると聞いておりますが、このままでいいと

は思えませんので、早急な対策を求めます。

次に、宮崎県のシンボルキャラクター「みや

ざき犬」についてお伺いします。ゆるキャラ

ブームで、全国どこに行っても御当地のシンボ

ルキャラクターがあるようになりました。本県

でも、「どげんかせんといかん」などと言って

いた方の変なシンボルキャラも勝手に出回って

いましたが、さすがに県庁から移動してすっき

りしました。本県でも県民にアンケートを募

り、昨年11月11日、本県公認のみやざき犬

「ひぃ」「むぅ」「かぁ」に決まりました。そ

して、既にもうデビューをしています。こうい

うキャラクターは好き嫌いがあるので、だれか
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らも好かれるというのは非常に困難です。人気

ナンバーワンになった熊本県の「くまモン」

も、発表当時は、「名前のつけ方が安直過ぎ

る」「黒いキャラクターとは何だ」等々さんざ

んだったようです。しかし、今は、新幹線開通

で一躍知名度も上がり、熊本県内の土産物売り

場にはくまモンばかりで、熊本経済に影響を与

えるほどになりました。みやざき犬も同様の効

果が出れば最高ですが、本県のシンボルキャラ

クター「みやざき犬」を発表して以来、県民の

反応はどうか。また、活用状況とキャラクター

の使用申請の申し込み状況はどうか、商工観光

労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） シンボル

キャラクター「みやざき犬」につきましては、

イベント等への着ぐるみの派遣と、イラストや

写真の活用を行っているところであります。ま

ず着ぐるみにつきましては、２月末日までの約

４カ月間で、祭りやイベントへの参加、テレビ

への出演などで、県内51回、県外34回、計85回

の派遣を行っております。次に、イラスト等に

つきましては、同じく２月末日までで、民間企

業などから合計で52件の使用申請を受け、許可

したところでございます。具体的には、ポス

ター、チラシ、旅行雑誌等への掲載、観光周遊

バスのラッピング、ノートや携帯ストラップと

いったキャラクターグッズなどさまざまな活用

をしていただいております。このような中、県

民からの反応につきましては、イベント等では

「みやざき犬」と声をかけられることが多く、

一緒に写真撮影をしたい方の順番待ちもできる

など、相当程度、県民に認知され、愛着を持っ

ていただいているのではないかと考えておりま

す。

○田口雄二議員 思った以上に県民の受けはい

いようであります。私たちも積極的に宣伝して

まいりたいと思っております。

では、このシンボルキャラクター、全国的に

知名度アップを図るためにも、今後どのように

活用して県の活性化につなげていくのか、再度

お伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） みやざき

犬につきましては、県のシンボルとしてその効

果を最大限に発揮できるよう、イラスト等の使

用を促し、県はもとより、市町村や各団体、民

間企業、そして県民の一人一人がさまざまな媒

体で活用していただくなど、キャラクターを

きっかけとした情報発信に積極的に取り組んで

いきたいと考えております。そして将来的に

は、県内外でのイベントやメディアへの出演は

もとより、いわゆるキャラクター商品が種類、

量ともに充実することにより、宮崎のイメージ

アップが図られ、県の活性化につながっていく

ものと期待しているところであります。このた

め、まずは県民に愛されるキャラクターとして

育てていくことが重要であると認識しておりま

すので、当面は県内をくまなく回るなどして浸

透を図り、県民が主体的にみやざき犬を活用し

ていくような機運の醸成に努めてまいりたいと

考えております。

○田口雄二議員 次に、農政水産行政について

伺います。

九州最大の冷凍野菜加工場が昨年８月に西都

市に完成しました。疲弊した地域経済の復興に

大きく寄与してくれるもの、また農業の６次産

業の実践でもあり、地域農業の活性化にも大き

な期待が寄せられています。我が国で消費され

る冷凍野菜は、中国などの海外産が圧倒的に多

く、90％が輸入されています。大手スーパーや

外食チェーンは安心・安全な国産品を要望して
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いましたが、供給体制が整っていませんでし

た。県産品の付加価値を高め、産地構造転換を

促す大きなチャンスです。既に稼働して数カ月

が経過しています。そこで、西都市に設置され

たジェイエイフーズみやざきの冷凍野菜加工施

設の稼働状況について、農政水産部長にお伺い

します。

○農政水産部長（岡村 巖君） お尋ねの冷凍

加工施設につきましては、昨年８月に竣工

し、11月から本格稼働を開始したところです

が、原材料はすべて県内産を使用し、２月末現

在で、ホウレンソウ、里芋、コマツナなど約900

トンの加工処理を終了したと聞いております。

なお、主力のホウレンソウにつきましては、播

種時期の９月から10月に雨が多かったこと、ま

た、12月中旬以降の乾燥、年明け以降の冷え込

み等により生育の遅延が見られております。し

かしながら、作付面積につきましては当初の計

画どおり確保されており、今後の気温上昇に伴

い生育が回復し、加工量も増加することが見込

まれているところでありまして、全体的にはお

おむね順調に推移していると伺っております。

○田口雄二議員 非常に規模が大きかったもの

ですから、ちょっと心配していましたが、おお

むね順調、しかも現時点まですべて県内産の野

菜が使われていると確認できました。出荷先

も、現時点ではもっと受け入れたい状況だと伺

いました。

そこで、関連する質問をします。昨年以来、

全国２位の生産量を誇った本県たばこ農家の半

数近くが栽培をやめるニュースは、県内に衝撃

が走りました。日本たばこ産業の募集に応じた

もので、10アール当たり28万円の協力金が出ま

す。完全に廃業される方もいれば、葉たばこか

らの転換を考えている方もいます。今回の冷凍

加工施設の大きな課題は、納入先のオーダー

に、物が切れることなく安心・安定の提供をす

ることが絶対条件です。さまざまなオーダーに

対応できるよう、葉たばこからの転換を含め、

冷凍加工施設に原料供給する産地形成について

どのように進めようとしているのか、農政水産

部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 冷凍加工施設

向けの原料供給につきましては、必要とされる

時期、量、品質、価格に対応できる新たな産地

づくりが重要と認識しており、このため、平

成24年度新規事業として本議会にお願いしてお

ります「みやざき土地利用型野菜産地づくり事

業」において、農業者、ＪＡ、農業法人と加工

事業者を構成員とする生産組織の育成や、農地

を有効に活用し収益性を高めるモデル輪作体系

の経営実証、また省力化機械等の導入に対する

支援を行うこととしております。これらの取り

組みにより、畜産と耕種のバランスのとれた産

地構造への転換を推進するとともに、葉たばこ

廃作に伴う品目転換を円滑に進め、儲かる農業

の実現を図ってまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 耕作放棄地が新たにできない

ように、営農指導もしっかりと進めていただき

ながら転換を進めていただきたいと思います。

次に、県内の重要港湾についてお伺いしま

す。先ほども申しましたように、我が会派で細

島港の北部港湾事務所に伺い、重点港湾に指定

された細島港を中心に、県内の港湾物流につい

て話を聞いてまいりました。細島港は、重点港

湾指定で集中的に予算が投入されて岸壁整備が

なされ、大型船に対応できるようになります。

しかし、九州内の港湾の激しい貨物の取り合い

が行われ、細島港は厳しい状況であり、県内貨

物が県外に、特に志布志港に流れているようで
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す。念願の港湾整備が進んでも、物が流れてこ

ないようでは話になりません。細島港を含む県

内の重要港湾の利用促進について県当局はどの

ように取り組まれるか、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 本県の重要港

湾につきましては、細島港が外国貿易を含む東

九州の物流拠点、宮崎港がフェリーを中心とし

た南九州の物流拠点、油津港が県南地域の物流

拠点として、それぞれの特徴を生かした整備を

進めてきておりまして、地元企業の利用拡大等

により、細島港と油津港においては平成22年の

コンテナ取扱量が過去最多となったところであ

ります。しかしながら、さらなる利用促進を図

るためには、物流コストの軽減や利便性の向上

など一層の競争力の強化が必要であると考えて

おります。このため、細島港におきましては、

ガントリークレーンの増設や大型岸壁の整備、

油津港におきましては、上屋の増設や、本会議

でも審議をお願いしておりますタグボートの回

航費支援など、港湾機能の拡充に努めていると

ころであります。また、県、市及び港湾利用者

で構成いたしますポートセールス協議会におき

ましても、県内外での港湾セミナーの開催や企

業訪問など、官民一体となった積極的な活動を

展開しているところであります。今後とも「宮

崎の貨物は宮崎の港で」と、そういう信念のも

と重要港湾の利用促進に努めてまいりたいと考

えております。

○田口雄二議員 もともと本県の物流レベルで

重要港湾３つは多過ぎます。今おっしゃいまし

たように「宮崎の貨物は宮崎の港で」をモッ

トーに、他県に流れないように、逆に引っ張っ

てくるぐらいの気持ちで営業に努めていただき

たいと思います。使い勝手をよくするには新た

な航路開発も必要です。農業団体や製造業等の

荷寄せにも工夫をしていただくよう、よろしく

お願いいたします。細島港については、来週、

西村賢代表がたっぷり質問しますので、このあ

たりにします。

アクセス道路についてお伺いします。あと２

年で東九州自動車道の宮崎―延岡間が全線開通

予定で、それに合わせて日向インターチェンジ

から小倉ヶ浜有料道路にアクセス道路が建設さ

れています。小倉ヶ浜有料道路は、まさに細島

港へ、そして昨日、横田議員と知事が丁寧に御

説明いただいたパワースポット大御神社へのバ

イパス道路でもあります。大御神社、馬ヶ背や

クルスの海など周遊する観光誘致にも、また細

島港への利便性を上げるためにも、小倉ヶ浜有

料道路の無料化は避けては通れません。あわせ

て国富町のソーラーフロンティアの物流を細島

港にいざなうためにも、スマートインターチェ

ンジの設置と小倉ヶ浜有料道路の無料化は必然

と考えますが、現在の取り組み状況を県土整備

部長にお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） まず、小倉ヶ

浜有料道路につきましては、現在、未償還金の

取り扱いを含めた料金徴収期間満了後の方針を

検討しているところでございますが、期間満了

となる時期も近づいておりますので、できるだ

け早い時期にその方向性を出したいと考えてお

ります。

次に、国富町のスマートインターチェンジに

ついてでありますが、その整備に当たっては、

地元自治体が、国、県、市町村、高速道路株式

会社等から成る地区協議会を設立しまして採算

性の検証を行った上で、連結許可申請を行う必

要がございます。このため、国富町が主体とな

りまして関係機関による勉強会を立ち上げ、必
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要性や整備効果等について検討を進めてきたと

ころであり、これまでに２回、それからまた今

月末には第３回目の勉強会を開催する予定であ

ります。県といたしましては、スマートイン

ターチェンジは地域産業活動を支援するほか利

用者の利便性向上に寄与すると考えております

ことから、この勉強会の検討結果や国富町の意

向を踏まえながら、早期に地区協議会を設立で

きるよう、関係機関との連絡調整など積極的に

取り組んでまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 今の答弁は、「積極的に取り

組んでまいりたい」、そして「できるだけ早い

時期に方向性を出したい」でした。２つともか

なり期待してもいいように聞こえました。県土

整備部長、よろしくお願いいたします。

次に、「民主党政権になると高速道路等の公

共事業はとまる」とさんざん言われました。し

かし、順調に予算がつき、東九州自動車道の供

用時期は前政権時代よりずっと前倒しになって

います。24年度も大きな予算づけが期待される

ところですが、東九州自動車道の大分―宮崎間

における進捗状況を、県土整備部長にお伺いし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 東九州自動車

道は、九州縦貫自動車道と一体となりまして高

速交通ネットワークを形成し、本県の産業振

興、企業誘致、雇用の拡大に大きな役割を果た

しますとともに、地域格差の是正、地方の自立

・活性化を初め、九州の一体的な浮揚に寄与す

る重要な路線であります。大分―宮崎間におき

ましては、来年度には、県境付近を含む蒲江―

北浦間、北川―延岡間、都農―高鍋間の３区間

の供用が予定されており、さらに平成25年度に

は、須美江―北川間、日向―都農間の２区間の

供用が予定されております。また、日向―都農

間の供用によりまして、延岡から宮崎までがつ

ながることになります。これらの開通により、

本県産業の振興や東九州メディカルバレー構想

の推進、記紀編さん1300年記念を含めた観光振

興に大きく寄与するものと期待しているところ

でございます。しかしながら、残る大分県の佐

伯―蒲江間と本県の北浦―須美江間につきまし

てはまだ供用予定が示されていないことから、

県といたしましては、平成26年度の大分―宮崎

間の全線開通を目標に、大分県等と連携しなが

ら、本路線への予算の重点配分について国や関

係機関に訴えてまいりますとともに、インター

線等の関連事業について国と調整を図りながら

進めてまいりたいと考えております。

○田口雄二議員 26年度の全線開通を目標にす

るということですが、私たちも政府にしっかり

要望してまいります。

ただ、大分―宮崎間は順調ですが、東九州自

動車道の県南部及び九州中央自動車道の動きが

足踏み状態です。両道路の早期整備に向けた県

の今後の取り組みについて、県土整備部長にお

伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 東九州自動車

道の県南部につきましては、事業中の清武南―

日南間の開通の見通しが立っていないばかり

か、日南―志布志間はいまだ事業化もされてお

りません。また九州中央自動車道は、九州の東

西をつなぐ横軸として細島港と連携して物流を

担う重要な路線でありますが、いまだ事業化さ

れていない区間が半分以上残されている状況で

ございます。高速道路はつながってこそ十分な

機能が発揮されるものであり、また、東日本大

震災を踏まえて命の道としての役割が再認識さ

れておりますことからも、早期のネットワーク

の確立が喫緊の課題であると考えております。
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このため、事業中の区間につきましては、一日

も早い開通に向けて国に対して予算の確保を訴

えてまいります。また、事業化されていない区

間につきましては、現在、国においてルート検

討あるいは環境調査を実施していただいておる

ところでございますが、県としても調査に協力

するとともに、早期に事業化していただけるよ

う、国に対して、地元市町村、経済界等とも連

携しながら引き続き強く訴えてまいりたいと存

じます。

○田口雄二議員 細島港を活性化するために

も、熊本の貨物を持ってこなければなりませ

ん。そういう意味では九州中央自動車道の重要

性は十分わかっておりますし、また進展の見え

ない県南部の取り組みも、ともに強く、そして

粘り強く私たちも進めてまいりたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。

ここで、県土整備行政に関しまして、再び渡

辺創議員が質問いたします。

○渡辺 創議員 県土整備部長にお伺いしま

す。宮崎市の東大宮地区には、新別府川とその

支流の西田川という川が流れております。配付

資料をごらんいただきたいと思います。写真が

載っている資料です。この写真は西田川の写真

ですが、新別府川も同じような状況です。河川

の中にアシや植物が生い茂り、写真のような状

況になっています。堤防の部分は、県とのパー

トナーシップ事業で協働する地域の皆さんがき

れいに草を刈っていらっしゃる様子がわかるか

と思うんです。このような非常に対照的な姿に

なっておりますが、同様の状態の河川というの

は県内にたくさんあるかと、少なくないと思っ

ております。

私も、県議になってこの１年、この草の伐採

を求める声をたくさんいただいてまいりまし

た。宮崎土木事務所の皆さんにも何度も勉強さ

せていただきましたので、治水上この草が問題

にならないこと、治水上の妨げにならないこと

も、また今の河川管理のあり方が、さまざまな

経緯の中で、できるだけ自然な環境を残そうと

していることも承知をいたしております。た

だ、河川にもいろいろな位置づけがあると思い

ます。ポイントは、この川が宮崎市の住宅街の

中にあるということです。すぐわきで人が暮ら

し、地域の住民の生活と接する川だということ

です。私も、コンクリートで固められた無機質

な河川が美しいとは思いませんし、また予算面

の制約があることもよくわかります。ただ、周

辺の皆さんが現状を見詰めたときに、県の河川

管理の基本的な考え方と違う思いを持っている

ということも事実かと思います。同様の課題を

持っている地域も少なくはないと思いますの

で、河川のあり方を考えるときに「景観」とい

う要素も含めて考える部分がないのか、そこを

県土整備部長にお伺いしたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 河川はさまざ

まな人々に利用していただいておりまして、景

観についてはそれぞれ考え方や御意見がござい

ますが、河川内に自然の作用によって繁茂した

草等については、そこが多様な生物が生息でき

る貴重な空間になっておりますことから、景観

上という観点だけでは除草等は行っておりませ

ん。しかしながら、草や樹木の繁茂により土砂

が堆積し治水上支障がある場合には、除去を

行っているところでございます。

○渡辺 創議員 先ほどもお話ししましたよう

に、住宅地の中の河川ということなんです。河

川が、単なる水路としての役割だけではなく

て、東大宮地区でも、新別府川を中心に地域の

方々が憩い集まって、そしてまた、まちづくり
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の拠点というふうに河川を考えていきたいと

思っていらっしゃいます。実際に新別府川で

は、地域の方々は、この堤防に桜の木を植えた

い、または、堤防に桜の木を植えると強度の問

題があるということであればシバザクラを植え

たい、とにかく人が集う場所にしたいという強

い思いを持っていらっしゃいます。その上で考

えたときに、河川の管理ということだけではな

くて、県のほうで、河川に対する個別的な要望

に沿って、治水という観点だけではなくて、環

境やまちづくりという要素で地域の皆さんに積

極的に協力していく、そういう姿勢はないもの

でしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、議員にお

話しいただきました点については、私も大事な

視点だと思っているところでございまして、例

えば都市部の河川における環境への取り組みと

いたしまして、宮崎市の小松川あるいは水流川

において水辺の自然環境の再生を進めていると

ころでございます。具体的には、本川でありま

す大淀川から河川水を引き込み河川の水質改善

を図るとともに、人々が川に親しむことができ

る空間を確保することによりまして地域住民の

憩いの場となり、多様な生物が生息できる川づ

くりを行っているところでございます。

○渡辺 創議員 写真を見ていただいてもわか

るように、土手の草がきれいに刈り取られてい

ます。県のパートナーシップ事業で、まさに協

働で地域の方々が取り組んでいるわけです。そ

の意味では、今度は逆に、県の側から地域の皆

さんのために知恵を絞って汗をかいて、いわば

地域との協働という意識で川づくりをする必要

があると思います。くどいようですが、もう一

度、部長にそこをお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 地域に親しみ

を持たれる川づくりを進めるためには、地域住

民の皆様を初め、河川にかかわりのあるさまざ

まな人々との協働によって行うことが重要であ

ると考えております。これまで、地域住民によ

る活動としまして、例えば、延岡市の北川にお

ける川との触れ合い活動、西都市の三納川にお

ける環境美化活動、串間市の千野川におけるホ

タルを守る活動などが行われておりまして、土

木事務所の職員も一緒になって取り組んでいる

ところでございます。地域住民の皆さんの御意

見をお聞きしながら、一緒になって川づくりを

やっていく─非常に大事な視点だと思ってお

ります。今後さらに、地域住民の皆様と一緒に

なりまして、河川環境の保全に努めてまいりた

いと考えております。

○渡辺 創議員 私は今回、河川の中の草を

刈ってくれということを申し上げたかったわけ

ではなくて、「対話と協働」の県政なわけです

から、先ほどの桜並木やシバザクラの案にして

も、県がよしとかだめとかそういう許可権者と

しての姿勢だけではなく、ぜひ地域の方々と一

緒に汗をかいて、プロの方が考えていただけれ

ば、地域の皆さんの理解もまさに深まると思い

ます。県内、同じような問題は他地域で抱えて

いると思いますので、より一層の御協力をよろ

しくお願いいたします。

○田口雄二議員 次は、教育長に質問いたしま

す。

いよいよこの４月に、延岡西高跡地に特別支

援学校を移転統合した延岡しろやま支援学校が

開校いたします。単なる３校の移転統合ではな

く、多様な教育ニーズに応じた専門性の高い教

育、ライフステージに応じた細やかな支援、医

療・保健・福祉・労働と連携した地域支援を基

本方針に、これまでにない新たな４つの機能を
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盛り込み、地域に開かれた特別支援学校を目指

しています。これまでさまざまな御意見が寄せ

られ、心配する声もありました。聴覚障がい、

知的障がい、肢体不自由の３つの部門が一つに

なるのは全国でも初めてと聞いていますが、開

校に向けての準備状況について、教育長にお伺

いします。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の開校に向けた準備状況につきましては、教

育目標や指導計画の作成、校章や校歌の制定、

各施設の使用計画など、学校運営上のさまざま

な内容につきまして、予定していた準備や検討

をほぼ終了いたしております。また特に、制服

の選定ですとか給食の実施方法、スクールバス

の運行計画などにつきましては、保護者説明会

を開催し御意見をお伺いするなど、保護者の皆

様方の御理解を得ながら進めてきたところであ

ります。

施設設備の工事の進捗状況につきましては、

本年度に予定しておりました工事のうち、知的

障がい教育棟、肢体不自由教育棟、作業棟、体

育館、プールなど大部分は既に完成しておりま

して、３月末の寄宿舎の完成をもってすべて終

了することになっております。また、閉校する

３つの学校からの備品等の移転作業につきまし

ても、当初の予定どおり３月の中ごろに行うこ

とになっておりまして、４月の開校に向けて準

備が順調に進んでいるところであります。

○田口雄二議員 特色ある学校づくりを目指す

一環として、副校長に本県初の民間人を任用す

ることになりました。目的と、どのようなこと

を期待しているのか伺います。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校につきましては、聴覚障がい、知的障がい、

肢体不自由の３つの部門別の専門性の高い教育

を行うとともに、地域教育支援センターや自立

支援センターを整備しまして、乳幼児期の子育

て支援から卒業後の自立支援まで切れ目のない

支援を行う、全国的にも特色のある学校を目指

しておりまして、このような学校づくりの一環

として、県内で初めて民間から副校長を任用す

ることといたしております。副校長には、民間

の管理職として培った知識・経験や地域企業と

の幅広い人的ネットワーク等を生かして、学校

の経営や教育の改革、とりわけ特別支援教育の

課題であります就労支援等の取り組みに力を発

揮してもらうことを期待しているところであり

ます。

○田口雄二議員 特別支援教育の課題である就

労支援、いかに就職させるかということは本当

に大きな課題です。ここでいい結果が出れば、

他の特別支援学校でも十分考えられることにな

ります。１人でも多くの就職が決まってほしい

ものです。

次に、これもまた本県で初めて、特別支援学

校に理学療法士、言語聴覚士、心理士が配置さ

れることになりました。これら理学療法士等の

配置についてどのようなことを期待しているの

か、身分はどうなるのかお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校におきましては、専門家との連携による指導

や支援の充実を学校の特色の一つとして掲げて

おりまして、非常勤職員として理学療法士、言

語聴覚士、心理士の各１名を配置することとい

たしております。

理学療法士等の配置により期待することとい

たしましては、まず、子供たちの障がいが重度

重複化、多様化する中で、それぞれの専門家に

よる子供たちの的確な実態把握に基づきまし

て、より適切な指導が行えるようになること、
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また、教員が理学療法士等の指導助言を受ける

ことによりまして、専門的な知識や技能を幅広

く身につけることができること、さらには、理

学療法士等の専門家と教員が連携をして子供た

ちの指導に当たってほしいという保護者の期待

にこたえることができることが挙げられます。

このほか、延岡しろやま支援学校には、地域の

障がいのある子供たちを支援することを目的と

して地域教育支援センターを設置いたしますの

で、幼稚園や保育所、小中学校等に通う子供た

ちやその保護者の相談につきましても、理学療

法士等の専門性を生かした対応ができると考え

ております。

○田口雄二議員 話をお伺いしていますと、非

常に期待が大きくなってまいります。全国のモ

デルとなるような新たな試みが随所に入れられ

ているようにも見えます。御父兄も開校が待ち

遠しい状況ではないでしょうか。このような学

校が開校するに当たり、教育長も感慨深いもの

があるかと思いますが、この学校開設に当た

り、教育長の思いを伺います。

○教育長（渡辺義人君） 私は、教育長に就任

以来、この延岡しろやま支援学校を初めといた

しまして、特別支援教育の充実に強い思いで取

り組んでまいりました。この延岡しろやま支援

学校は、保護者や地域の関係者の皆様の願いの

もとに、「地域と共に子どもたちの自立する力

と心を育み、可能性を高め、未来を拓く総合的

な専門教育の実現」を設置理念といたしており

ます。この理念を具現化するために、聴覚、知

的、肢体不自由の３つの障がい部門別の専門性

の高い教育と部門別の連携、全国最大規模とな

ります地域教育支援センター等の設置、就労支

援等を強化するための民間からの副校長の任

用、九州で初めてとなります理学療法士等の配

置など、特色ある機能を持つ学校として鋭意必

要な準備を進めてまいりました。これらの取り

組みを通しまして、延岡しろやま支援学校が全

国に誇れる専門性の高い特別支援学校となると

ともに、本県の特別支援教育の新たな幕あけと

なることを期待しているところであります。こ

の「延岡しろやま支援学校」という校名には、

延岡のシンボルであります城山の鐘のように、

人々の心に響き渡る学校になってほしいという

関係者の願いが込められているところでありま

す。私も、子供たちの可能性が、この城山の鐘

の音のように広く行き渡ることを願っていると

ころであります。以上であります。

○田口雄二議員 入学式には呼んでいただける

と思いますので、楽しみに出席したいと思いま

す。ありがとうございました。

次に、「夢・実現 甲子園優勝プロジェクト

事業」についてお伺いします。話題性が大き

く、私の周りでも「どんなことをするのか」と

よく聞かれますし、先日はスポーツ新聞が大き

く取り上げていました。私は延岡野球協会の顧

問をしており、野球関係者の方々とよく話をし

ます。「高校から硬式ボールに初めてさわるよ

うでは全くだめだ。硬式ボールと軟式ボールで

は同じボールでも全く違う。清原選手や桑田選

手が強豪のＰＬ学園で１年生でいきなり４番

バッターやエースになったのは、リトルリーグ

などで小学生のころから硬式ボールになれ親し

んできていたからだ」と言われます。一昨年甲

子園に行った延岡学園、昨年は県予選決勝で敗

れましたが、このチームの主力選手は、硬式

ボールを試合球とするボーイズリーグの出身で

した。本気で優勝を目指すのなら、ジュニア期

から硬式ボールになじむような環境づくりをす

べきではないかと思いますが、教育長に伺いま
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す。

○教育長（渡辺義人君） 今回、来年度の新規

事業として、「夢・実現 甲子園優勝プロジェ

クト事業」をお願いしているところであります

が、これは、県民の悲願であります高校野球の

全国優勝という目標に向かって、関係者の方々

と一丸となって取り組んでいくために、競技力

強化推進校の指定や全国強豪校への挑戦試合な

どを実施するものであります。議員御指摘のと

おり、ジュニア期から硬式ボールに接すること

は重要な視点でありますので、硬式野球へのス

ムーズな移行と中学生の意識の高揚を図るため

に、硬式ボールに近いＫボールというのがござ

いますので、このＫボールを使用する全国大会

に参加する県の中学生選抜チームへの支援を行

うことにしたところでございます。県教育委員

会といたしましては、県高等学校野球連盟や県

中学校体育連盟、少年野球などの関係団体等と

緊密に連携しまして、より効果的な対策につい

て検討を行いながら、高校野球の競技力向上に

積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 次は、野球にかかわらず、地

域の取り組みとしてお伺いします。小林秀峰高

校ハンドボール部が全国優勝しましたが、野球

にかかわらずいろんなスポーツも同じだと思い

ます。ここは非常にいいモデルケースになるの

ではないでしょうか。私は以前、秋田県の能代

市に行って、バスケットによる街づくりを見て

まいりました。似たような状況で、地域が一体

となり、小中高一貫となって競技スポーツを推

進しています。最近、本県の国体開催の話が頻

繁にされるようになりましたが、小林のハンド

ボール部の取り組みについて見解をお伺いしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 議員御指摘のとお

り、本県スポーツの競技力向上と安定を図りま

すためには、小学生から高校生までの一貫した

選手の育成・強化が大変重要であると認識いた

しております。そのため県教育委員会では、学

校体育団体や県体育協会、各競技団体等と連携

を図りながら、ジュニア期からの優秀選手の発

掘・育成や小中学生の合同練習会、中高校生の

合同練習会の実施など、それぞれの競技ごとに

小中高の一貫指導体制の構築に取り組んでいる

ところであります。御案内がありましたよう

に、小林秀峰高等学校の男子ハンドボール部が

初めて昨年全国優勝を果たしまして、大変うれ

しく思っているところでございます。またこれ

以外にも、総合型地域スポーツクラブや市郡体

育協会等の協力を得てスポーツ教室等を開催し

まして、地域に根差したスポーツの振興にも努

めているところであります。また、地域には熱

心な指導者がおられまして、この方々の連携と

いうのも非常に大きな力になっていると考えて

いるところであります。県教育委員会といたし

ましては、今後とも関係団体等と連携して、地

域の特色を生かしながら本県競技力の向上に積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○田口雄二議員 次に、警察本部長にお伺いし

ます。

昨年末、長崎県西海市で、元交際相手の実家

に押し入り母親と祖母が殺害される痛ましい事

件がありました。桶川事件同様に、何度も警察

に相談しながらも、こんな結末を迎えてしまい

ました。まず、本県のストーカーに関する最近

の状況はどうかお伺いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） ストーカーに関

する相談を、昨年、平成23年中は152件受理して



- 108 -

平成24年３月２日(金)

おります。これは前年に比べて38件の減少であ

ります。これら相談事案のうち、刑罰法令に触

れるものについては積極的な事件化を図ってお

りまして、ストーカー規制法違反で４件、それ

から住居侵入や脅迫等で９件、合計13件を昨年

は検挙しております。また、被害拡大の防止を

図るということで、ストーカー規制法に基づく

警察署長の文書警告を11件、それから禁止命令

を１件それぞれ発動しております。

○田口雄二議員 加害者の状況はわかりました

が、本県の被害者の保護対策はどのようになっ

ているのかお伺いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 被害者の生命・

身体に危害が及ぶおそれがあるような場合は、

ホテル等への一時避難、そしてまた女性相談所

と連携をした避難施設への入所など加害者から

の隔離、また警察官による被害者宅周辺の警

戒、赤外線カメラによる監視・警戒、そういっ

たような保護対策を実施しているところであり

ます。

○田口雄二議員 今回の長崎での事件は、被害

者が住んでいた千葉県警、被害者の実家のある

長崎県警、そして加害者が住む三重県警の３つ

の警察に相談が行っていたにもかかわらず、全

く連携がとれておらず悲劇につながってしまい

ました。本県の他県との連携はどのようになっ

ているのかお伺いします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 加害者と被害

者、関係者が異なる府県に居住するような場合

は、被害者保護の観点から緊密な連携を各都道

府県警察でとることとしております。本県から

他県警察への対応を依頼したというようなもの

は、昨年はありませんでしたけれども、一昨年

は２件ございました。また、他県警察から対応

の依頼を受けたものが、昨年、一昨年ともに、

それぞれ４件ずつございました。昨年の例を申

し上げますと、他県から依頼を受けたものにつ

きましては、本県に避難してきている被害者の

保護依頼が３件、そして本県に居住する加害者

への警告依頼が１件という状況でございます。

他県警察との連携が必要なものにつきまして

は、しっかりと連携をとった上、昨年依頼の

あったものにつきましても、加害者への警告や

被害者の住居の警戒を実施するなど、的確な対

応を行ってきたところであります。今後とも、

被害者やその親族、関係者等の安全確保を最優

先とした対策をとってまいりたいと考えており

ます。

○田口雄二議員 多岐にわたる質問に丁寧に御

答弁いただきまして、ありがとうございまし

た。

ちょっと時間をオーバーいたしましたけれど

も、以上で私の代表質問を終了いたします。

（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再会、休憩いたします。

正午休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、社会民主党宮崎県議団、太田清海議

員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 社民党を代

表して質問を行います。

私もこの前、60歳になったかと思ったら、い

つの間にか61歳になっておりました。早かった

これまでの人生を振り返ってみると、心に残っ

ている２人の先生のことを思い出します。
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その１人は─私が中学校１年生のときのこ

とでした。そのころ私は、宇納間地蔵さんで有

名な北郷村の中学校で部活はテニスをしており

ました。田舎でレジャーの少なかった時代だっ

たからでしょうか。日曜日ともなると、数学や

国語、美術の先生方も思い思いのラケットを

持ってコートに集まり、生徒たちも先生たちと

一緒になって練習をするというよき時代でし

た。木造建築の学校で、まるで夏目漱石の

「坊っちゃん」にあるような学校風景です。練

習試合になると先生同士が対戦することがあり

ました。アウトやセーフをめぐって先生同士が

言い争いとなることもありました。言い争いと

いっても険悪なものではなかったのですが、審

判をしている私は、一方が納得しないとなかな

か試合が進行せずに困ってしまいます。する

と、しばらくして一方の先生が、「先生、おお

らかにいきましょう、おおらかに」と、ユーモ

アを持って言われたことでどっと笑いが起こ

り、その一方の先生も丸くおさまりました。そ

のときの「おおらかにいきましょう」と言われ

た何とも言えない先生の表情を、審判をしてい

た私は今も覚えています。当時、集団就職の多

かった時代、あと数年で社会の中に入っていこ

うとする仲間も多かった時代、大人である先生

だって時には言い争いをすることがあるんだ、

そしてまた「和を以て貴しと為す」ではないけ

れども、人間はそれをうまくおおらかに解決し

ていかなければならないんだということも学び

ました。

もう１つは高校３年生のときでした。東大紛

争のあった昭和44年、殺伐とした時代でした。

失礼ながら名前も覚えていない政治経済の先生

でしたが、その先生が授業の中で、「君たちは

今、本を読むことはできないだろうが、せめて

大学に行ったら阿部次郎の「三太郎の日記」ぐ

らいは必ず読みなさい」と、受験勉強に明け暮

れる私たちを前に遺言のごとく言われたのを覚

えています。今考えると、その先生は、若者に

向かって受験勉強ではなく本当に教育というも

のがしたかったのだと思います。大学生とな

り、大学ではまだ学園紛争の名残もあり、ヘル

メットに身を包んだ友人もおりました。どう生

きていいかわからない時代でした。「三太郎の

日記」を読むことで自分の心を見詰める、他者

に思いをいたすということを学んだように思い

ます。今、議員として、市民、県民のさまざま

な課題解決の相談に乗ることがありますが、自

分の心を見詰める、そして他者に思いをいたす

ということに政治の世界を通して警鐘を鳴らす

ことができたらなと思っています。

さて、質問に移りますが、義倉という言葉が

あります。義倉というものは、昔、中国におい

て災害や飢饉に備えて米などの穀物を一般より

徴収し、富める者からも寄附を得て備蓄をする

ための倉庫だと言われています。日本では大化

の改新の際に、隋の国より導入されています。

国が行うこれら義倉に対して、地域の役所や民

間が主体となって義倉と同様な事業を行ったも

のとして社倉があります。吉田松陰らも社倉に

対して独自の構想を持ち、保科正之の会津藩も

導入し、それらの中には昭和の時代まで存在が

確認できるものがあると言われています。いざ

というときのために、そして国民が平穏な暮ら

しが送れるようにするために、富める者からも

寄附を得ていたと言われるこれら義倉、社倉、

その考えは現代においても税の徴収の仕方に多

くの示唆を含んでいるのではないでしょうか。

富める者からもいただくという機能、それはも

しかして、いわゆる所得再配分といってよい機
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能かもしれません。そのことは、知事が提唱す

る地域経済循環システムとも関連するものがあ

るような気がいたします。そこで、質問をいた

します。今、国においては、「社会保障と税の

一体改革」ということで消費税率の引き上げが

行われようとしていますが、知事はどう評価し

ておられるのか、お考えを伺います。

以上を壇上での質問とし、以下の質問は質問

者席にて行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

「社会保障と税の一体改革」における消費税

率の引き上げについてであります。我が国の厳

しい財政状況や、急速に進む少子高齢化により

社会保障関係費が増大する中、国と地方が一体

となって提供しているさまざまな社会保障サー

ビスを将来にわたって維持していくためには、

安定的な財源の確保が必要でありまして、税収

が景気に左右されにくく、働く世代など特定の

者に負担が集中しない消費税率の引き上げは、

実施の時期、またその内容、進め方は別といた

しまして、避けては通れない検討課題であると

いうふうに考えております。一方で、消費税の

増税は、景気への影響が懸念されるというこ

と、また低所得者への配慮も必要となることか

ら、その実施に当たりましては、地域経済の状

況を十分考慮するとともに、低所得者に配慮し

た対策を講じる必要があると考えております。

国民生活に大きな影響を与える消費税の増税

は、何よりも国民の理解をどのようにして得ら

れるかが大変重要なことであるというふうに考

えておりますので、今後、十分な議論が尽くさ

れる必要があるものと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○太田清海議員 消費税については、今の答弁

を聞きますと、避けて通れないという言い方を

されたようですけれども、ということは、消費

税については導入ということが前提として避け

て通れないというふうに解釈してよろしいで

しょうか。

○知事（河野俊嗣君） いずれ避けて通れない

課題だという認識でございます。

○太田清海議員 地方６団体等でも、表現とし

ては消費税を含む税制の抜本的改革という言葉

を使って、消費税もにらみながら、税制の抜本

的改革というような言葉が使われておるわけで

すけれども、知事は抜本的改革というものをど

ういうふうにお考えなのか、お聞きしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 社会保障との関係で

今、特に消費税というものが注目をされ、議論

されておるところでございますが、税というも

のは、その一部を動かすと一部にまた影響が及

ぶものでありまして、所得、消費、資産のバラ

ンスのとれた、やはり税全体の体系をにらんだ

見直し、改革というものが必要であるというふ

うに考えております。

○太田清海議員 後でまた消費税の話はします

が、その前に私の気になることは、いわゆる所

得課税制度が持っておるビルトインスタビライ

ザー─この言葉は意外と余り使われないので

すが、私は、これは大事な制度ではないかなと

常々思っておるわけですけれども、このビルト

インスタビライザー機能について、知事の所見

をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 個人所得課税には、今

御指摘のビルトインスタビライザー機能がある

というふうに言われております。一般的に、景

気が拡大をして所得が増加するときには、所得

の増加割合以上に税額が増加しまして、消費の
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拡大を抑制して景気の過熱を抑えるというこ

と、また一方で景気が後退し所得が減少すると

きには、所得減少割合以上に税額が減少しまし

て、消費を促進して景気の落ち込みをやわらげ

るなど、景気の変動に対応して自動的に経済を

安定させる機能ということで認識をしておると

ころでございます。経済安定のためには、こう

いったビルトインスタビライザーの機能を含め

て、さまざまな政策というものが組み合わされ

ること、これが大事だという認識でございま

す。

○太田清海議員 ビルトインスタビライザーと

いうのは、質問としては非常に初歩的な質問に

なったかもしれませんが、どうもこういった資

本主義社会の中に組み込まれているやわらかな

資本主義といいますか、むき出しの資本主義と

か、新自由主義とも言われていますけれども、

そういうものの中にやわらかく庶民の生活を救

済していくための制度として組み込まれている

ものが、今の世の中、どうもかなぐり捨てられ

ているような感じがして、確認させていただき

ました。私は、今までずっと所得税の税率の問

題についてはこだわって言ってきましたが、超

過累進税率、そこにこそ意味があるわけで、こ

ういった議論をしていただきたいなと思ってお

ります。

後でもそういう議論は出るかもしれません

が、議場配付しております資料を見ていただき

たいと思います。１ページ目は朝日新聞の、

ちょうど12年前の新聞記事であります。12年前

といいますと、５％になって間もなくのころで

あります。私は、よくこういう分析がしてある

なと思いました。12年前に指摘された事項なん

です。消費税を導入すると─もう説明はいた

しませんが、仕入れ課税控除という控除の制度

があるものだから、思わず雇う側は正規職員を

雇わずに、いわゆる派遣職員を雇う。人件費で

はなくて物件費として雇う、そういうことにど

んどん移行しますよというのが、12年前の朝日

新聞での指摘なんです。実際、この図解でも書

いてありますが、経営者側は消費税の節減のた

めにこういう派遣労働者に移行してしまいます

よという指摘、これ、今、私は如実に物語って

いるように思うんです。

心配するのは、今、「社会保障と税の一体改

革」と言われていますが、これが事実だとする

ならば、消費税を導入したことによって社会保

障制度は壊れていく。財源がなくなるわけです

から、特に年金―派遣労働者がふえればふえ

るほど、年金財源は正規雇用者の保険料で賄わ

れるんじゃなくて、低所得者の賃金で賄われて

いかなきゃいかん。パートなんかは、国民年金

以外は年金財源は特別納めない。となると、消

費税を導入することによって、さらに年金財源

を破綻させていく残念な方向に行くのではない

かなというふうに思います。これもいろいろ議

論されているところですが、今、知事が地域経

済循環システムの考え方を打ち出しておられま

すが、私もこれは賛同しております。前回もそ

う言いました。そういう考え方からすれば、消

費税の増税とか、例えば具体的に言うと、国家

公務員が7.8％でしたか、引き下げられるのがほ

ぼ決まりの動きになっておりますけれども、こ

れはマイナスになるのではないか、知事が主張

する地域経済循環システムと逆の方向に行って

いるんじゃないかと思いますが、知事はその辺

はどうお考えでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） こうした税制の見直し

にしろ、さまざまな経済対策にしろ、作用反作

用といいますか、いろんな影響が及ぶ。政策目
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的をにらんだ効果も上がれば、それ以外のいろ

んな作用も生じるというところでございます。

まさに、そういうことをにらみながら、全体と

してどのような政策目的、効果を達成していく

のか、そこをしっかり見きわめる必要があると

いうふうに考えております。消費税の増税につ

きましては、社会保障の安定的な財源確保のた

めに議論が進められているものであり、また国

家公務員の給与の引き下げは東日本大震災の復

興財源を捻出するという、それぞれの政策目的

のために実施されるものでございます。こうし

た消費税の増税等により、景気への影響という

ものが確かに懸念されるところでございます

が、本県としましては、地産地消の県民運動

や100万泊県民運動など、さまざまな場面での県

内の消費を喚起しながら、県内の経済の活性化

に取り組んでいきたい、そのように考えておる

ところでございます。

○太田清海議員 私も、こういった税の話につ

いてはもうそろそろ卒業しなきゃいかんかなと

は思っておるんですが、資料の裏のページ、２

ページ目を見てください。これは個人金融資産

の残高なんです。1990年から2008年まで上昇傾

向です。1990年から見ると、2008年というの

は400兆円、個人資産が、金融資産が残ってお

る。これは、本来ならば税の中でその年度に働

いた所得から税としていただいて、それを年金

とかいろんな事業に使っていくならば波及効果

も生まれて景気もよくなる、入札制度のいろん

な問題もなくなっていく可能性もあるのに、税

で取らなかったばかりにこれだけ残っておると

いう状況なんですね。これは本当にもったいな

いと思うんです。その辺、知事は、個人の金融

資産の残高を見てどう思われるか、ちょっと所

感だけでも……。

○知事（河野俊嗣君） 個人の金融資産残高と

いうものは、今、国債の発行残高が多額にわ

たっておりますが、それが何とか破綻をせずに

こういったところで賄いながら行われているわ

けでございますけれども、今の御指摘は、所得

課税の問題と絡めて十分な所得税を上げなかっ

たのがここにということでございますが、恐ら

く収入の中には資産による収入というのもござ

います。まさにあると思います。土地代とか、

そういうものもありますし、先ほど税のあり方

のところで申し上げましたけれども、やはり消

費、所得、資産、その全体をにらみながら、い

かに経済政策というのも絡めながら望ましい税

制体系を考えていくのか、その点が重要ではな

いかというふうに考えております。

○太田清海議員 地方自治といいますか、地方

自治体を経営される方でもありますので、今

度、50億円の特別枠をつくっていただきまし

た。本当に御努力されたことだと思うんです。

ただ、このふえた分の400兆円、これがどのくら

いのものかとして考えた場合、50億円で割る

と、年限でいうと８万年分なんですね。８万年

の年限分の50億円の分が余り活用されずに残っ

ておる。これは消費税ではなく、きちんと税で

いただいて、それをまた市中に、年金とか、先

ほど言ったいろんな福祉行政、いろんなものに

まいていくことでの波及効果を期待したほうが

いいのではないかなという意味では、今、地方

六団体の話も出ましたけれども、地方消費税を

できるだけ下さいという感覚だけではいけなく

なっているんじゃないでしょうか。地域は本当

に疲弊していると思います。後でまた入札制度

のところでも述べますけれども……。

私が今回の県の施策の中でいいなと思ったの

は、木造住宅耐震化リフォーム支援事業です。
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これは耐震化という安全も求めますけれども、

聞くところによると、そのことによって触発さ

れてリフォームしようという人たちの動きとと

もに、畳をかえようかなとか、波及効果をね

らっている。私、この制度はさすがだなと思っ

ているんです。こういう視点を自治体でやるた

めには、もうそろそろ国のこういう課税のあり

方等についても言わないと、本当に自治体運営

はつぶれていくのではないかなという危機感を

私は持っております。特に、消費税導入で、働

く人たちが派遣労働者のほうに行ってしまうと

いうことで、またその人たちを救うために消費

税で救わないかんというのはおかしな図式だと

思うんです。そういった矛盾を感じるところで

あります。地域経済循環システムを打ち上げら

れましたので、ぜひ、国の制度等についても地

方分権という立場で全国知事会等の中でもそう

いう議論をしてほしいというふうに思っており

ます。

次に、入札制度に移ってまいりますが、先ほ

ど民主党の新みやざきの田口議員も言われまし

たが、私たちも、地元での建設業関連団体との

懇親会といいますか、話し合いを持ちました。

そのときに、名ばかり営業所というのがあると

いうことを聞きました。入札において名ばかり

の営業所と言われているものがあると聞いてお

りますが、県はどのように認識しておられるの

か、県土整備部長にお聞きいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 一般競争入札

の実施に当たりましては、工事の規模や種類、

事業量等を勘案して、入札参加資格としての地

域要件を定めております。例えば建設工事で

は、原則として、設定された地域内に本店があ

ることを入札参加の要件としておりますが、測

量業務につきましては、当該地域内に営業所が

あれば参加を認めているところでございます。

このため、特に測量業務におきましては、入札

・契約手続におきまして、法人住民税の納税証

明書により当該市町村の課税対象となっている

営業所であることや、測量法に基づく登録制度

を活用し、配置予定の測量士が当該営業所に所

属していることなど、入札参加資格を満たして

いることを確認しているところでございます。

県としましては、今後とも、営業所の届け出や

当該営業所への有資格者の配置状況などの確認

を適正に行うことによりまして、公正な入札の

確保に努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 測量設計業務等については

ちょっと扱いが違うんだということはわかりま

した。そういったところにちょっと不満が出た

りもするのかなと。地域で地域に金を回そう

じゃないかという思いの業者からすれば、県外

とか地区外のところがとるのは大変残念に思う

ところだろうと思います。

もう一つ声を聞いたのは、設計業者なんかは

特に設計図をかく。その中には、20年、30

年、100年も残す構築物もあるだろうし、そのと

きにやっぱり芸術性を求めたい、後世の人たち

からいい建物をつくったねと言われるような、

そういうプロとしての芸術性を求めているとこ

ろもあるわけです。県が発注する建築物や橋梁

などは、低コストを追求する余り、施設に芸術

性がなくなってきているという声を聞いている

わけですが、県としてどのように考えているの

か、お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 私ども技術屋

も、昔のいろんな構造物を見ますと、そういう

ものをつくりたいなという思いはあるところで

ございますが、建築物や橋梁などの計画に際し

ましては、設計基準等に基づき必要な機能を確
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保しながら、コストのみならず、利用者の利便

性、周辺環境との調和などを総合的に検討して

いるところでございます。その中で、特に周辺

の公共空間の景観に与える影響が大きい、例え

ば橋梁などでは、地元や専門家の意見を伺いな

がら設計を行っているところでございます。今

後とも、その施設の役割や特徴に応じて適切な

設計を行うよう努めてまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 入札というのは本当に難しい

なと私たちも思いますが、ちょっと視点を変え

て、県の公の施設における指定管理者となって

いる事業者数はどうなっておるのか、あわせて

指定管理者となっている事業者における正規職

員数と非正規職員数など、雇用形態についてお

伺いしたいと思います。総務部長、お願いしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 県では、平成23年

度当初時点で、25グループ、80の公の施設に指

定管理者制度を導入しておりますが、この中

で32の事業者が指定管理業務を担っておりま

す。従業員数の関係ですが、32の事業者の指定

管理業務における雇用者の総数は約500人であり

まして、そのうち正規職員が約300人、非正規職

員が約200人ということで、比率でいいますと、

正規職員が６割程度、非正規職員が４割程度と

いうふうになっております。

○太田清海議員 非正規が４割程度ということ

ですね。指定管理者の制度によって、だんだん

やっぱり安ければいいという意向が働くとする

なら、こういう傾向が生まれる可能性があると

私は思うんです。そのことで、知事が主張する

地域経済循環システムとの関係での矛盾が多少

出てくるような気がいたします。今、40％とい

うことですが、私が昨年11月議会ですか、あの

ときに確認した、全国的には非正規の職員比率

は34.3％ということで、それとの比較でいうと

高目になっておるということをちょっと危惧す

るところであります。

きのうの自民党の代表質問の中でも出てきま

したが、指名競争入札の復活、これは弱肉強食

ではなく地元を活性化するための移行だと思う

んです。私も、指名競争入札のある程度の復活

は必要ではないかなと思うんですが、県土整備

部長、その辺のところはどうでしょうか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） これまで知事

も答弁させていただいたところでございます

が、入札・契約制度につきましては、これまで

総合評価落札方式の適用拡大あるいは最低制限

価格の引き上げなど、見直しを随時行ってま

いったところでございまして、これまでの改革

を踏まえつつ、基本的には一般競争入札の枠組

みの中で、今後とも幅広く意見を伺いながら、

必要な見直しを行ってまいりたいと考えており

ます。

○太田清海議員 きのうの答弁でもわかりまし

たが、なかなかかたいなとは思っております。

ただし、私は、指名競争入札のある程度の復活

を図りながら、是正すべきところをきちんとや

ればいいんじゃないかなという思いで─後で

またそれは出してみたいと思いますが、その前

に、公共工事の設計労務単価は年々下落してお

りますけれども、県において独自の設計労務単

価とかいうものを設定することができないのか

どうか、その点について県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 公共工事の設

計労務単価は、国や県などが発注する工事にお

ける賃金支払いの実態調査をもとに、国が毎年

４月に設定をしております。補助事業等におけ
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る工事費の積算は、この単価を使用するよう定

められておりますことから、県独自の設計労務

単価を設定することは難しいものと考えており

ます。設計労務単価は、建設業者が現場の労働

者に対して支払う賃金を制約するものではあり

ませんが、県としましても、適正な労務単価が

設定されることが必要であると認識をしている

ところでございます。このため、引き続き、建

設業者への説明会を通じて実態調査の重要性を

啓発するなど、賃金支払い実績が適切に労務単

価へ反映されますよう努めてまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 設計労務単価は、言われたと

おり、毎年調査をしてということになっていま

すね。今、県も箱物をつくらないとか、そうい

う方針を出していますので、ますます調査した

結果は下がっていくだろうと思うんです。調査

すればするほど下がっていく。歯どめがかから

ない。これは現場の労働を制約するものではな

いという説明もありましたけれども、その制度

だったらどんどん下がって、最低賃金のところ

まで下がっていくんじゃないかという気もする

わけです。例えば生活保護だったら、１級地、

２級地、３級地とあるんですが、１級地は東

京、２級地は福岡あたりでしたか、宮崎は３級

地ということで、３つに分けられて、ある程度

の歯どめをかけているわけです。こういった設

計労務単価についても、調査した結果どんどん

下がっていくという仕組みじゃなくて、これだ

けが望ましいというようなことをやらないと、

現実に合わせていったら、特にデフレスパイラ

ルのときにはどんどん下がっていくと思いま

す。そういったことの改善をぜひ図っていただ

きたいと思うんです。

最後の質問にしますが、先ほど言った指名競

争入札の復活を図ってはどうかというその中

に、そこで働く人たちがその辺の賃金をもら

う、そのことで波及効果も地域に出ていくわけ

ですから、そこで働く人たちの賃金をできるだ

け引き上げる、歯どめをかけておくというよう

な、公の契約上やる場合にはここが最低だよと

か、そういうものを取り決めするような公契約

条例、これは以前、うちの代表の鳥飼議員も質

問しましたが、公契約のもとで働く人々の賃金

を保障するために公契約条例の制定、これが今

こそ必要であろうと思うんです。本当に下がっ

たら地域経済は疲弊しますよという思いで訴え

ておりますが、公契約条例の制定、総務部長、

どうお考えでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 公契約であるか否

かを問わず、賃金等の労働条件につきまして

は、基本的に労働基準法等の関係法令を遵守し

なければならないものというふうに考えており

ます。公契約条例に係る検討状況ということで

ありますが、我が国では、国際労働機関の「公

契約における労働条項に関する条約」の批准に

は至っておりません。国における公契約法もま

だ制定されていない状況にあります。そういう

状況もありますので、今後とも、関係機関の御

意見等もお伺いしながら、国の動向等も注視し

てまいりたいというふうに考えております。

○太田清海議員 千葉県の野田市あたりでも、

全国に先駆けて公契約条例というのをつくっ

て、守ろうとしているわけです。やれないこと

はないんです。地域分権とも言われています

が、このときこそ地方の本領を発揮せないか

ん、地域分権としてやっぱりこういったのを先

駆けてやっていこうという姿勢を宮崎県として

も出さないかんのじゃないかなというふうに

思っております。これは意見で言わせていただ
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きます。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。

臨時的任用講師─私たちもいろいろ相談を

受けることがあるんですが─の安定的な雇用

のために、結論を言いますと、それぞれの教育

委員会の中に臨時的雇用の講師の人たちの担当

係を設けてやってはどうかというふうに思って

おりますが、教育長のお考えをお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師等に

つきましては、育児休業等の代替職員や、児童

生徒の減少により学級減が見込まれることへの

対応など、臨時的な必要性に基づいて任用して

いるところであります。任用希望者につきまし

ては、従来から、教職員人事の担当課におきま

して任用に関する相談に応じるとともに、登録

制度を設けており、任用の意向を把握して各学

校に対して必要な情報の提供を行っているとこ

ろでございます。また、学校に勤務している臨

時的任用講師等から各学校長に対して、任用に

関する相談があった場合には、今後とも、丁寧

に対応するように指導してまいりたいと考えて

います。以上です。

○太田清海議員 この人たちの身分というのは

基本的に１年とか有期なんです。３月になる

と、次に採用されるのかということで不安なん

です。はらはらなんです。そして中には、自宅

でお父さん、お母さん方を介護している人もい

らっしゃる。しかも、この情報が伝わるのは３

月末、採用されるかどうかもわからない。もし

なければ、また市県民税を１年おくれで払わな

いかん負担もかかってくるとか、精神的な負担

は大変あるわけです。これは悪い例なんです

が、校長先生からの情報ということだものです

から、場合によっては、校長先生が、おれの言

うことを聞かんとおまえの就職先はないぞとい

うようなことが暗に伝わるような─これはパ

ワハラ的なことにもなりますけれども─そう

いう現場であってはならんと思います。特に、

先生の業務を一緒にやってくださる人たちです

から、ここは何らかの改善を―みずから努力

して就職先を探しなさいということじゃなく

て、やっぱり教育委員会の中に―努力はされ

ていると思いますが―公平に情報提供した

り、相談役としてそういうものを置くべきでは

ないかなと私は思っています。特に人事の問題

については、私たちがくちばしを差し挟むよう

なことはいけないと思いますけれども、私は、

今のままではちょっとかわいそうだなと。以

前、私は、母子貸付資金業務の担当をしている

嘱託職員の改善について申し入れたところ、県

のほうも、１年雇用だけれども、一生懸命やれ

ば次も採用されますよと、そんなメッセージも

受けたものですから、母子貸付資金の担当の嘱

託職員は本当に安心していました。そのかわ

り、一生懸命仕事をしてくださいよということ

を私からも言っておきました。ぜひ、学校現場

でも講師等の人たちの待遇改善といいますか、

精神的な負担の軽減だけでも何かうまくやって

あげるようなことをするべきだというふうに私

は思いますので、今後、検討していただきたい

と思います。

次に、宮崎県立高等学校教育整備計画におい

て、全日制高等学校等の適正規模を１学年４学

級から８学級と定めておりますけれども、その

法的根拠について教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 御質問にありました

適正規模の関係でございますけれども、その前

に、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数
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の標準等に関する法律」の中の第５条で、「公

立の高等学校における学校規模は、その生徒の

収容定員が、本校にあっては240人を下らないも

のとする」とされておりましたが、これは高等

学校の最低規模について規定したものでござい

ます。この規定につきましては、地方分権の流

れの中で昨年８月に廃止をされたところでござ

います。これは最低規模でありますが、一方で

適正規模については、法令ではこのような形で

の具体的な数値としては示されてはおりません

けれども、先ほど申し上げました法律の第４条

において、「都道府県は、高等学校の教育の普

及及び機会均等を図るため、その区域内の公立

の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなけ

ればならない」と規定されていることから、新

たな高等学校の教育整備計画（案）におきまし

て、本県の高等学校の望ましい規模として、

「１学年の適正規模は、４学級から８学級を基

本とする」と示させていただいているところで

ございます。以上です。

○太田清海議員 地方分権の流れの中で、第５

条が廃止された、なくなったということです

ね。先ほど地方分権ということを言われました

が、適正規模の基準を変え、宮崎県の独自性を

出してもよいのではないか、それが地方分権と

いうことで求められておるわけですから、その

あたりの教育長の考えをお伺いしたいと思いま

す。

○教育長（渡辺義人君） 現在の平成24年度ま

での宮崎県立高等学校再編整備計画におきまし

ては、１学年の適正規模は４学級から８学級を

基本とするとしており、新たな教育整備計画の

策定に当たり開催いたしました宮崎県学校教育

改革推進協議会の報告において、「適正規模と

いう考え方は必要であり、現在の基準は妥当で

ある」との御提言をいただいたところでござい

ます。このことを踏まえながら、生徒同士の切

磋琢磨の機会や、生徒の希望するさまざまな部

活動の開設、生徒の進路希望に対応した幅広い

教科・科目の開設など、生徒にとってよりよい

教育環境を提供するという視点に立ちまして、

総合的に検討して、新たな計画（案）におきま

しても、１学年の適正規模は４学級から８学級

を基本とするとしたところであります。

○太田清海議員 この問題については、また一

般質問で我が会派の髙橋議員が質問をすること

になっておりますけれども、私たちも宮城県の

教育委員会のほうに調査に行ったんですが、そ

こでは２学級というのも実際あったわけです。

「それで部活とか生徒会活動はどうなんです

か。うまく機能するんですか」と言ったら、

「そんなことはありません」というようなこと

で、かなり県によっては温度差があるような気

がするわけです。そういう意味では、ぜひ、地

方分権ということで宮崎県の独自性をいろいろ

考慮していただきたいというふうに思います。

この質問については終わります。

次に、平成24年度からの武道の必修化であり

ますが、県内の中学校の実施予定種目の状況を

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） ことし１月の調査し

た結果によりますと、県内137の公立中学校がご

ざいますけれども、複数の種目を実施する学校

もございますので、種目別として申し上げます

と、柔道が106校、剣道が38校、相撲が２校、な

ぎなた１校、弓道１校の実施予定となっており

ます。

○太田清海議員 これは今までもいろんな方が

質問されていますが、重複を避けながら言いま

すと、用具購入についての個人負担はどのよう
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な状況か、また衛生面での関係から保管場所、

特に面とか、そういったものはなかなかだろう

と思いますが、どうなっているのか、お伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 武道の用具につきま

しては、各学校において市町村教育委員会と相

談しながら対応している状況にございますが、

引き続き、高等学校でも武道を実施している場

合が多いことなどから、柔道着や剣道の竹刀は

個人負担をお願いしている学校が多いようであ

ります。また、保管状況でありますが、柔道着

は個人で管理をし、剣道の防具等については武

道場や体育館の倉庫等に保管しており、定期的

に陰干しをするなど、衛生面に配慮した管理が

なされているようであります。

○太田清海議員 わかりました。特に衛生面と

か気をつけていただきたいと思っております。

武道必修化に伴って危険性が心配される、例え

ば柔道なんかもそうかなと思いますが、このあ

たりへの県の対応をお伺いしたいと思います

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では、

来年度からの武道必修化に備えまして、平成21

年度から３年間で保健体育担当教員全員が受講

すべき研修として、武道指導者講習会を実施

し、安全に十分配慮した学習指導方法について

指導を行ってきているところでございます。ま

た、本年度から、武道指導経験の浅い教員が授

業を担当する学校に外部の武道指導者を派遣

し、安全で効果的な学習を進めますとともに、

教員の資質向上を図っているところでございま

す。県教育委員会といたしましては、引き続

き、外部指導者の派遣などを実施するととも

に、現在行われております文部科学省の安全対

策に係る検討状況や、他県の事例も参考にしな

がら、各学校におきまして、安全に十分配慮し

た学習指導が実施されるように指導、支援に努

めてまいりたいと考えております。以上です。

○太田清海議員 外部指導者を活用し、協力い

ただくということでありますので、ぜひ安全面

には気をつけていただきたいと思います。

次に、保護者からのクレームに対して、教職

員の負担軽減のために、「学校経営のための法

律相談事業」というのを実施しておりますけれ

ども、これまでの実施状況について教育長にお

伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成22年度から行っ

ております「学校経営のための法律相談事業」

は、学校が抱える諸問題への対応につきまし

て、県内３地区の担当弁護士に相談をして、法

律的な面からアドバイスを受けることにより、

教職員の負担軽減を図るものでございます。相

談状況につきましては、平成22年度は小・中・

高等学校合わせまして９校、延べ相談件数で17

件ございました。本年度は、本年の２月末現在

でありますが、小・中・高等学校合わせまして

８校、延べ相談件数16件でございます。相談の

内容につきましては、保護者への対応が大半で

ありますが、中には理不尽な要求や苦情もある

ことから、弁護士による助言を仰ぎながら、問

題の解決に当たっているところであります。な

お、この事業により、教職員が法的な根拠や対

応の仕方など具体的な助言をいただくことによ

りまして、精神的な負担感が軽減され、自信を

持って毅然とした姿勢で対処できるようになっ

たという学校現場の声が寄せられております。

以上です。

○太田清海議員 わかりました。安心感を持っ

て授業に専念できる、教育に専念できるという

環境づくりをされていると思います。

次に、延岡しろやま支援学校です。先ほども
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出ましたが、人事異動について今回特別に、来

年４月からああいう形で３校が集まるわけです

から、人事異動の発令といいますか、内示と

いったものを早目にしないと、どのようにやっ

ていいのかわからない、新しい人が来るのかと

か。そういう意味では、現場での混乱を避ける

ため、関係する職員の人事異動を早めていただ

きたいと思っていますが、どうでしょうか。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の人事異動につきましては、ことしの４月１

日の開校に向けた準備を円滑に進めるために、

３月末までの当面の措置として、１月１日付

で、校長及び一部の教職員の兼務発令を行った

ところでございます。また、４月１日付の人事

異動につきましては、ほかの学校と同様に３月

下旬に予告を行うことにいたしております。

○太田清海議員 人事については余り言えるも

のではありませんが、ぜひ、円滑な業務運営の

ための配慮といいますか、それは人事の中でも

していただきたいと思っております。

それから、養護教諭です。同じ延岡しろやま

支援学校の養護教諭の配置、これは何名になり

ますか。

○教育長（渡辺義人君） 延岡しろやま支援学

校の開校に当たりまして、聴覚、知的、肢体不

自由の障がいのある子供たちが安心して新しい

学校になじむためには、障がい種に応じた医療

的ケアや、突発的な発作、けがへの適切な対応

など、養護教諭の果たす役割が大変重要になる

と考えております。したがいまして、その配置

数につきましては、国の基準を基本としながら

も、特に開校当初における配慮が必要であると

考えておりますことから、３名の配置を予定し

ているところであります。

○太田清海議員 わかりました。配慮していた

だいたように感じられます。本当に安全に学校

運営をしていただきたいと思います。

次に、福祉保健部長にお伺いいたします。地

域医療についてでありますが、医師が県央部に

どうしても集中してしまうという状況があるわ

けで、それぞれの近隣、周りの市町村では、医

師を配置するために開業のための助成金とか出

しておりますけれども、県もそれに対して何ら

か支援ができないものかどうか、県のお考えを

お伺いしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、人

口当たりの医師数が地域ごとに偏在しているこ

となどによりまして、医師不足が深刻化してい

る状況にございます。また、地域医療を確立す

るためには、地域の中核病院と診療所が役割分

担をしながら、連携していく体制を構築するこ

とが重要であります。御指摘の開業支援につき

ましては、これを行っている市もあると承知し

ておりますが、県全体の医師不足が大きな課題

となっている中で、県といたしましては、市町

村を初めとする関係機関と連携して、公的病院

等に勤務する医師の確保を最優先に、医師の招

聘や若手医師の養成、配置を進めることにより

医師の地域偏在等の解消に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○太田清海議員 公立病院の充実を図るという

ことで県の責任を果たしていきたい、それもあ

ろうかと思います。ただ、ほったらかしておく

とどんどん中央に集まってくる、こういう今の

状況の中で、ある程度触発するために、県の支

援というものも今後考えていただきたいと思っ

ております。今後の検討をよろしくお願いいた

します。

それから、来年度の本県での臨床研修医、こ

れが増加するということで評価をしているわけ
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ですが、その評価と、今後、研修医を県内にど

う定着させていくのかということについて、福

祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県で臨床研

修を行う研修医が、宮崎大学を初め関係の皆様

の御努力によりまして、昨年に比べ大幅に増加

する見込みとなったことは、若手医師の減少が

続いている本県にとって、将来に向けた明るい

兆しであるというふうに考えております。ま

た、今回の結果を一過性のものとしないことは

もとより、今後は、臨床研修終了後の県内定着

を図っていくことも、ますます重要になってく

るものと考えております。このため、若手医師

が本県で医療を行うことに魅力を感じることが

できるように、宮崎大学を初め関係機関と協力

しながら、救急医療の充実など医療提供体制の

強化を図りますとともに、国内外の学会への参

加や専門医等の資格取得を支援するなど、若手

医師のキャリア形成の支援なども行ってまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 臨床研修医がふえたことにつ

いては、さまざまな機関の努力だろうと思いま

すし、本当に評価したいと思います。今後、定

着させるということで頑張っていただきたい、

私たちもそういう支援をしていきたいと思って

おります。公的医療機関を持つ市町村で担当の

課もしくは係、地域医療を支えるための担当係

を持っている、そういう市町村はどういうとこ

ろが現在ありますか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、専任の

組織を置いている市町村でございますが、５市

町村ございます。延岡市、小林市、日向市、西

米良村、美郷町でございます。ただ、医師の確

保につきましては、その組織にかかわらず、そ

れぞれの首長さんが先頭に立って御尽力をして

いただいておりますし、それぞれの病院の事務

局が地域医療対策を担っているというところも

たくさんあるという状況でございます。

○太田清海議員 公立病院を持っている市町村

に専門の部署を設けるというのは、県と市町村

との連携もできて、またいろいろ対応もできる

わけで、私はぜひ、県との連携を深めて、いい

形をとっていくためにも進めていただきたいな

という気がいたします。延岡のほうも専門の担

当室をつくってもらって、本当に県との関係も

よくなったという話を聞いております。ぜひ、

こういう形を進めるべきではないかと思います

ので、検討をお願いしておきたいと思います。

それから、ドクターヘリの問題について移り

ますが、ドクターヘリでも県北にヘリポートを

つくっていただくとか、そういった充実をして

いただきましたけれども、県立延岡病院での休

診科が３科ほどあるわけです。こういった充実

はどうしてもやっていかないかんと思いますの

で、難しい中ではあろうと思いますが、ぜひ頑

張っていただきたいと思っております。

ドクターヘリと消防力の問題についてお尋ね

をいたします。ドクターヘリは、本当に評価を

されてきていると思います。ただ、ドクターヘ

リの効果的な運航のためには、消防力もしくは

消防非常備町村での常備化を図るというのが大

切だと思うんですが、特に県北では非常備町村

が多いわけで、そこでの支援体制、それから無

線連絡等の指令室の機能、そういったものをど

う補完されていこうとしているのか。これまで

も言われていますが、ランデブーポイントで

は、ただヘリコプターが飛んでくるんじゃない

んですよと。飛んでくることの連絡を受けて、

そこに行って水をまいて、消防署、救急車等が

行って環境整備を図り、そしてヘリの受け入れ



- 121 -

平成24年３月２日(金)

を待つという形をとらないかんということであ

れば、現場の消防署、救急隊、そういった人た

ちの負担も大変なんです。特に、非常備ではそ

ういったのが案じられると思うんですが、そう

いった支援体制、無線連絡体制、指令室の機能

をどうするのか、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、県内に

は７つの消防非常備町村がございます。これら

の地域は、中核となる救急医療機関への搬送に

時間がかかりますことから、ドクターヘリが有

効に活用されることが期待をされるところでご

ざいます。このため、安全かつ円滑に運航する

ため、ドクターヘリの要請方法等について、当

該町村と協議を行っているところでございま

す。具体的には、ドクターヘリ要請等の指令的

な役割は、消防機関として位置づけられる役場

の消防担当職員が担い、ランデブーポイントで

の支援や患者搬送につきましては、役場の職員

や消防団員、町村病院等の職員が行うことと

なっております。現在、これらの消防非常備町

村を手始めに試験運航を行いまして、実践的な

訓練を実施しているところでございます。

○太田清海議員 消防団の人たちも、すっと対

応するのはなかなか難しいだろうと思うんで

す。私は、やっぱり常備化を図っていくという

ことが大事だろうと思いますが、西臼杵３町で

の消防常備化についての現状はどうなっている

のか、お伺いしたいと思います。これは総務部

長ですね。

○総務部長（稲用博美君） 西臼杵３町では、

平成20年度に検討会が設置されまして、これま

での間、西臼杵地区における消防の現状や課

題、常備化の方式などについて検討が行われて

まいりました。23年度には３町の副町長がメン

バーとなりまして、３回にわたり、組織体制や

財政負担など解決すべき課題についての協議が

重ねられておりまして、各町とも消防常備化の

実現に向けて前向きに取り組んでいるというふ

うに伺っております。県におきましては、これ

までも消防常備化に関する情報提供や助言を行

うとともに、要請に応じて協議の場にも参加い

たしまして、必要な支援を行ってまいりました

が、今後とも、西臼杵地区の消防常備化の実現

に向けて、県としての役割を果たしてまいりた

いと考えております。

○太田清海議員 前向きに動いておるというこ

とですが、例えば何年度までにとか、そういっ

たのはないんでしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 明確な年度につい

ては、まだ私どものほうはお伺いしておりませ

ん。

○太田清海議員 前向きにということでありま

すので、一つの動きとしてはできたのかなと思

います。ぜひ、東臼杵、その地区でもこういっ

た動きをつくっていただきたいというふうに思

います。

ちょっと具体的な話になりますが、ドクター

ヘリは何人乗れるのか。医者とか、看護師と

か、中には手術をせないかんようになったりす

るときに家族の同意が要る、そういった対応が

できるのか、そういったヘリ自体の機能につい

てお伺いしたいと思います。福祉保健部長、お

願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の搭乗人員でございますが、最大で７名となっ

ており、その内訳は、操縦士、整備士が各１名

ずつの計２名、医師、看護師が複数名、傷病者

が最大２名となっております。また、傷病者が

１名の場合、医師の判断によりまして、家族等
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付き添い１名の搭乗を認めることができること

となっております。

○太田清海議員 わかりました。７席というこ

とでありますから、家族の同乗もできる状態で

あるということでよろしいですね。

宮崎県では初めてですから、中には、ドク

ターヘリを呼んだんだけれども、そんなに大仰

なことはせんでもいいというようなことで断ら

れたりする場合があるやに聞いております。こ

れは高額な医療費がかかるんじゃないかという

誤解もあったりするわけです。ですから、ぜひ

ＰＲ、広報、そういったものが必要と考えます

が、県の取り組みについてお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

を円滑に運航するためには、県民の皆様に広く

ドクターヘリの役割等を理解していただくこと

が重要であるというふうに考えております。こ

のため県では、ドクターヘリの要請は消防機関

が行うことや、搬送のための費用はかからない

こと、現場やドクターヘリ内で行われた医療行

為については通常の公的医療保険と同様の患者

負担が発生することなどについて説明したチラ

シを作成いたしまして、県庁ホームページに掲

載するとともに、各市町村の広報紙に掲載をお

願いしているところでございます。また、来年

度は、県民向けのシンポジウムを県内３カ所で

開催いたしますとともに、ランデブーポイント

に看板を設置するなど、県民への普及啓発を

図ってまいりたいと考えております。

○太田清海議員 ぜひ、ＰＲをお願いしたいと

思います。ちょっと気になったのが、宮崎大学

医学部附属病院がドクターヘリの人員のための

募集をしておりました。それを見てみました

ら、看護師、助産師、非常勤職員というふうに

書いてあります。ドクターヘリの写真が載る中

でこういった広告が―非常勤職員で本当にで

きるのか、正規職員でないといけないんじゃな

いかという声があります。これについては福祉

保健部長、どのようになっておりますでしょう

か。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまの件に

関しましては、宮崎大学に直接、確認をいたし

ておりますが、救命救急センターに配置される

看護師、これはすべて正職員とのことでござい

ます。

○太田清海議員 わかりました。正規職員であ

れば、本来そうだと思います。なぜこういう広

告が出たのかなと思ったところであります。

次に、消防力の整備指針に示されている市町

村の消防力について、宮崎県内ではまだ充足率

は低いようですけれども、充足率を引き上げる

努力をすべきだと思いますが、特にドクターヘ

リが入ってくると、そこがまた問われると思う

んです。そのあたり、総務部長、どうお考えで

しょうか。

○総務部長（稲用博美君） 消防庁が定めた消

防力の整備指針につきましては、市町村が目標

とすべき消防力の整備水準を示すものであり、

市町村におきましては、指針に定められた施設

及び人員を目標として、地域の実情に即した適

切な消防体制を整備することとされておりま

す。東日本大震災や各地での豪雨災害に見られ

ますように、近年の災害というのが大規模化、

複雑化しておりますので、県としましても、市

町村の消防力の充実強化については、大変重要

な課題であるというふうに認識をしておりま

す。このため県では、市町村の消防防災施設設

備の整備がより推進されるように、地域防災力

強化促進事業補助金により支援を行っていると

ころでありますが、今後とも、市町村と連携を
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図りながら、消防力のさらなる充実強化に努め

てまいりたいと考えております。

○太田清海議員 努力をしてまいりますという

ことでありますが、本当に消防力の充実は図っ

ていただきたいと思うんです。過去の消防力の

充足率等を比較してみると、時々、適正な職員

数とか、そういったものが年度によってころこ

ろ変わっておる場合があります。統計として何

か信憑性がないような気がするわけですが、消

防力の職員数はどのように算定されているの

か、お伺いしたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 消防力の職員数の

算定方法につきましては、整備指針に示されて

おるわけですが、消防本部が管理しております

消防ポンプ車などの消防車両の現有台数に対

し、消防職員が何人必要かということを基準に

し、また勤務体制等も勘案しまして算定されて

おります。例えば、勤務体制が２交代制であれ

ば、消防ポンプ車１台当たりの算定人員は、基

本的な搭乗人員であります５名に２を乗じ、さ

らに職員の教育訓練や年次休暇などを勘案して

の補正係数、おおむね1.5になりますが、これを

乗じまして、15名というふうになります。ま

た、救急車、救助工作車なども同様に、基本的

な搭乗人員に勤務体制及び補正係数を勘案して

算定いたします。これらに本部要員を合算して

職員数が算定されております。

○太田清海議員 消防力の充実でありますけれ

ども、そういった基準をきちっと現場のほうに

も説明していただきたいというふうに思いま

す。消防の職員が一生懸命頑張ろうとする中

で、何か作為的に数字が変わってくるようなこ

とではいけないと思いますので、消防力の整備

指針についての現場での説明を十分していただ

きたいと思っております。

それから、実は、消防救助技術指導会、私も

２～３回行きましたけれども、これが非常にタ

イムレースといいますか、小学校の運動会とま

では言わないけれども、県民の安全・安心、そ

して命を守っていこうとする人たちの競技とし

てそれを取り入れていいのかどうか。出発前に

はらはらするようなことをさせながらタイムを

競う、競わせるということで、これは県として

も何らか改善を図るといいますか、助言をすべ

きだと思いますけれども、県の考え方をお伺い

したいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 消防救助技術指導

会は、日夜あらゆる災害から地域住民を守る消

防隊員が、消防救助活動に不可欠な体力、精神

力、技術力を養うことなどを目的として、県及

び九州地区において実施されているものであ

り、この中で成績優秀な隊が全国消防救助技術

大会に出場することになっております。このた

めに、都道府県ごとに実施される指導会におき

ましても、全国大会と同様に訓練種目ごとに標

準の所要時間が決められておりまして、これを

クリアすることが一つの評価基準となっており

ます。県消防救助技術指導会のあり方につきま

しては、基本的に、指導会の目的を踏まえ、主

催者であります県消防長会において検討される

ものというふうに考えております。議員から御

指摘のあったことにつきましては、消防長会の

ほうにはお伝えしたいと思います。

○太田清海議員 消防長会の主催であるという

ことですが、そこでタイムレースとして争って

いる職員の表情とかを見た場合、そんなことで

はなくて、お互いもっと技術を高めようじゃな

いか、こういうやり方があるじゃないかとか、

そういったことのほうが私はいいのではないか

なと思うんです。
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延岡で自分のアパートで気を失って倒れた人

を救助するのに消防隊が来たんですけれども、

その部屋を出ていくときに、窓よし、台所よ

し、玄関よしと、かぎとか火のもとを確認して

ストレッチャーで運んでいったというのを、そ

の救助された女性から聞いたことがあります。

自分も気を失いそうだったけれども、消防職員

があんなにきちんきちんと、ぱぱっと確認をし

ていく、そのやり方を見て、気が遠くなりそう

だったけれども、本当に消防署の職員の人たち

に感謝する、安心しましたというようなことを

言われたことがあります。消防力を高めるとい

うのは、機材ももちろん充足してもらわなけれ

ばいけませんが、消防署としては当然のことか

もしれないけれども、そういった技術、安全

性、安心感を与えるための技術を向上させると

いうことにこそ意味があるんじゃないかなと思

いますので、ぜひ消防長会のほうにもお伝えい

ただきたいと思います。

次に、宮崎県の暴力団排除条例についてお伺

いいたします。

これも一部、新聞報道になっておりましたけ

れども、県内の市町村における暴力団排除条例

の制定状況についてお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 皆様に御理解と

積極的な取り組みをいただきまして、昨年のう

ちに県内すべての市町村において条例の制定を

いただきまして、昨日、３月１日付をもちまし

て全市町村で施行となっております。

○太田清海議員 全部の市町村でということ

で、当初、県が条例をつくられたときに、ぜひ

市町村に波及してほしいという願いがありまし

たが、私もぜひやってほしいという思いがあっ

たものですから、よかったと思います。私たち

がいろいろ地区を回ってみますと、クリーニン

グ業とか宅配業の支店に、暴力団の品物は扱い

ませんとかいうステッカーがよく張ってありま

す。よく頑張っていますねという話もしたこと

があるんですが、県民挙げてそういった取り組

みをしておるわけで、民間事業者にトラブルが

あった場合の県の支援というのが非常に大切だ

と思うんですが、そのあたりの取り組みについ

てお伺いいたします。

○警察本部長（鶴見雅男君） 暴力団の排除機

運が高まる中で、暴力団排除に積極的に取り組

んでいただいている方々の安全を確保するとい

うことは、暴力団対策を推進する上で極めて重

要なことだと考えております。事業者の方を含

めて、県民の皆様方が暴力団排除に取り組むさ

まざまな過程において何らかのトラブルが発生

したような場合、ためらうことなく警察へ相

談、届け出をしていただきたいというふうに

思っております。警察では事案に応じた最善の

対策を講じることとしておりまして、例えば暴

力団から危害を加えられるおそれがあるような

場合、必要に応じまして、警察官による住居等

の警戒活動、また身辺警戒、場合によっては、

緊急通報装置や防犯ビデオ等の資機材の貸し出

しなどを行うこととしておりますし、暴力団相

手の民事訴訟が必要となるような場合、専門の

弁護士の紹介とか、宮崎県暴力追放センターと

の連携による助言指導を行うというようなこと

などで、県民の皆様の安全確保や事案の早期解

決に万全を期すこととしております。

なお、暴力団による行為につきましては、特

に積極的な事件化を図っておりますし、事件に

至らないような場合であっても、状況に応じ

て、警告とか行政命令で対処する強い姿勢で臨

むこととしております。今後とも、暴力団排除

活動が効果的に推進されますよう、県民の皆様
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との連携やその支援等に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○太田清海議員 ぜひ、こういった県警からの

メッセージを県民に送っていただきたい、支援

しておりますよということをお伝えしていただ

きたいと思います。

次の質問に移ります。農林業問題についてで

ありますが、延岡市の祝子川地域で締結された

森林整備推進協定の概要とねらいについてお伺

いしたいと思います。環境森林部長、お願いい

たします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 祝子川地域の

森林整備推進協定は、本年１月に宮崎北部森林

管理署が主体となって、国有林と隣接する民有

林が連携して森林共同施業団地を設定しまし

て、間伐の方法や路網の設置等に関する事項を

定めたものであります。団地の区域面積は

約3,800ヘクタールで、その約７割が国有林、残

りが会社有林や県有林等となっております。ま

た、この協定は、森林・林業再生プランを実現

するため、国有林と民有林が一体となって施業

の集約化による効率的な間伐等の森林整備を推

進することをねらいとしているものでありま

す。

○太田清海議員 これは、地元では一部報道さ

れたんですが、民有林所有者の人たちとかは知

らないんじゃないかなという思いもあって、私

も森林管理署のほうに行って、この概要を聞い

たわけですが、もっとＰＲすべきかなと思った

りもいたしました。路網の整備ということで、

合理的にいろんなところと、管理が違うところ

の路網の整備をする場合、事前にこういった話

し合いをすべきだなと思います。それは、環境

を守るためにもぜひ必要なことでありまして、

こういった森林整備推進協定の今までの取り組

みと、今後の県内での取り組みはどうなってい

くのか、質問いたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県内には、国

有林を管理する森林管理署と支署が合わせて５

つありますけれども、そのうち宮崎南部森林管

理署が、昨年10月に日南市富土地域の森林で南

那珂森林組合と協定を締結しておりまして、今

回の祝子川地域協定で２件目になります。残り

の３つの森林管理署と支署においても、ことし

３月末の協定締結を目標に準備を進めていると

聞いております。

なお、県といたしましても、これらの協定に

基づき、民間事業体が実施する間伐等について

指導を行うとともに、新たな協定の締結の動き

がある場合、森林管理署への民有林データの提

供等を行ってまいりたいと考えております。

○太田清海議員 この協定を活用することで今

後、日向とか、そういったところにもできるか

と思いますが、旭化成ケミカルズ、先ほども出

てきましたけれども、木質バイオマス発電に林

地残材、間伐材等を利用するということで経費

を節減していく、そういう活用はできないのか

どうか、お尋ねいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 今お話しの旭

化成ケミカルズの木質バイオマス発電施設が本

年７月に稼働するに当たり、延岡市と旭化成及

び延岡地区森林組合は、昨年９月から、木質バ

イオマスを安定的に調達するシステムを検討す

るための実証試験に取り組んでいるところであ

ります。この実証試験では、伐採現場から木質

バイオマス加工施設までの運搬距離に応じたコ

スト分析も行っておりますが、今回の協定地は

大分県境に近く、残念ながら延岡市内から遠い

ため、間伐材を発電の燃料として利用するには

運搬コスト等の課題があるというふうに認識し
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ているところであります。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ、今後の

いろんな取り組みの中で生かしてほしいと思っ

ております。

最後の質問になりますけれども、100万泊県民

運動についてであります。

新聞報道を見たら、五ヶ瀬あたりでも貸し切

りバスの助成をするとかいう動きもあったよう

です。この100万泊県民運動は、観光業界、ホテ

ル業、旅館業協会の人たちも非常に関心を持っ

ております。それを地元で私たちも聞きまし

た。ぜひ、これを盛り上げてほしいということ

でありましたが、どのような取り組みを行う予

定か、伺いたいと思います。それから、先ほど

言ったように、何かそういった取り組み、泊ま

らせるということでの財政的な支援という意味

なんですが、そういったものはできないかどう

か、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） この事業

は、県内の方々に県内をよく知っていただき、

そして観光に出かけていただくことを促進する

ために、これに資する地元の取り組みを支援す

るとともに、県内観光情報の発信機能を強化す

るものでございます。

まず、県内各地の取り組みに対する支援であ

りますが、例えば県北の「フォレストピア広域

観光協議会」や県央の「ひがしこゆ観光ネット

ワーク」などにおいて、地域内でゆったりとし

た観光を楽しんでいただくための広域的な観光

の取り組みが実施されておりますので、今後、

このような取り組みが県下でさらに促進される

よう、アドバイザーの派遣を行うこととしてお

ります。また、県民が手軽に県内を観光してい

ただけるよう、地域を熟知した地元旅行業者が

行う新たな県内旅行商品の開発等を支援してま

いります。

次に、県民への観光情報の発信機能の強化と

しましては、最近利用者のふえているスマート

フォンを活用して、観光地周遊や宿泊を促進す

る観光情報サービスの提供などに取り組むこと

としております。

それと、先ほどお話がございましたが、地元

市町村への支援を行うものといたしましては、

地元市町村等が取り組む観光地づくりのプラン

策定やソフト・ハード事業については、「魅力

ある観光地づくり総合支援事業」により、また

地域外からの観光誘客の取り組みにつきまして

は、「口蹄疫復興対策ファンド」により支援を

行うなど、関連事業も活用し、県民が見たい、

あるいは行ってみたいと思っていただけるよう

な観光資源の発掘や磨き上げを促進してまいり

たいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。そういった支

援をしている市町村では、ごかせ観光協会、こ

れは調べてみましたら口蹄疫のファンド事業を

使ってということでありまして、県もいろいろ

やっているんだなと思いますが、ひとつ大いな

る期待を持っておりますし、私たち議員も、先

ほど田口議員からもありましたように、みずか

ら泊まって盛り上げていかないかんのかなと

思っております。

最後になりますけれども、私たちも、瓦れき

の処理の問題についても悩ましい問題としては

考えております。実は南相馬市のほうに行っ

て、桜井市長とお会いしてきました。「瓦れき

の処理はどうされますか」というふうに聞いた

ら、ここは防波堤をつくると。200メーター幅と

言われましたけれども、いろんな復興のための

ゾーンをつくるらしいんですが、そういう中

に、鎮魂という意味を込めてそこに活用してい
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きます、埋め込みますということなんです。私

も、今、太陽光発電とか、風力発電とか、自然

エネルギーを使おうという運動の中で、遠いと

ころから運ぶということがどうなのかなという

のも感じるんですが、南相馬市ではできるだけ

うちでやってみますということでありました。

ただ、埋めることについては国の許可が要ると

いうことで、そういう折衝をしているというこ

とでありました。心の中での思いとしては、助

けてあげようというのはあろうかと思います

が、現場ではこういった取り組みもされている

んだなということを感じたところであります。

以上で私の質問は終わりますけれども、今年

３月31日をもって退職される職員の方々、本当

に御苦労さまでございました。退職後も健康で

あられ、今後、県勢の発展のためにも御尽力を

いただきたいと思っております。私たちもさら

に頑張ってまいります。どうもありがとうござ

いました。（拍手）

○外山三博議長 ここで休憩をいたします。

午後２時21分休憩

午後２時39分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団の新見昌安でございます。通告をしてお

りました鳥獣被害対策については今回割愛し、

その他について、会派を代表し、順次代表質問

を行います。知事を初めとして、関係各部長、

教育長及び警察本部長に答弁をお願いいたしま

す。

初めに、知事の政治姿勢について何点か伺い

ます。

１点目は、知事のカラーについてでありま

す。就任されてから既に１年以上経過をいたし

ました。よきにつけあしきにつけ、前知事との

違いをさまざまな点から指摘され、また評価さ

れる中で、いろいろと御苦労もあった１年では

なかったかと拝察いたしますが、自分らしさ、

すなわち河野カラーを際立たせるために払拭に

努めた、あるいは逆に、自分にないものとして

取り入れるべきと考えた東国原カラーには、そ

れぞれどのようなものがあったか。その結果、

現在どのようになったと認識しているか伺いた

いと思います。

２点目は、政治認識についてであります。前

回の衆院選前後にも喧伝された日本の二大政党

制。その後、政権交代を果たした民主党政治に

対して失望し、閉塞感が漂う中、新党や新しい

政治勢力が台頭。それらに対する期待が高まる

たびに二大政党への支持は減退をしている。無

党派層の増大等を含め、現在この政治状況をど

のように認識しておられるのか伺いたいと思い

ます。

３点目ですが、昨日報道されておりました本

県の2009年度の１人当たりの県民所得は、206

万8,000円で全国45位。昨年末の別の新聞報道に

よりますと、現在と同じ方法で計算した1996年

度以降最低となったとありました。県民所得の

向上はまさしく喫緊の課題であります。どのよ

うに取り組んでいかれるのか、決意を伺いたい

と思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、カラーということについてでありま

す。十人十色と申しますが、人それぞれ持ち味
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があるものでございます。駅伝に例えますと、

上りが得意な人、下りが得意な人、平地が得意

な人ということで、やはりそれぞれの持ち味を

生かしながら、しっかりとたすきをつないでい

くこと、それが県政に当たっても重要ではない

かというふうに考えておるところでございま

す。前知事との違いということで、このカラー

について御質問いただいたわけでございます

が、私は自分自身ではそのような問題設定は特

にしておりませんで─現在、ほかにもさまざ

まな知事さん、また過去にもいろんな知事さん

がいらっしゃいます。また、それ以外にも会社

の社長さん方がいらっしゃるわけでありまし

て、むしろリーダーとはどうあるべきか、政治

家とはどうあるべきかというような自問をしな

がら、就任して以来、さまざまに取り組んでき

たところでございます。私としましては、県政

運営の基本姿勢として掲げております「対話と

協働」というもの、それから市町村を重視す

る、現場を重視する、そのような発想のもとに

新たな意味での「県民総力戦」に取り組んでい

るところでございまして、この１年というの

は、特に市町村や経済団体、またさまざまな県

民の皆さんのグループとの対話のチャンネルづ

くりに取り組んできた、そのように思っている

ところでございます。そのチャンネルを生かし

て、今後の県政運営に取り組んでまいりたい、

そのように考えているところでございます。そ

れともう１点は、これまでの宮崎県の知事とい

うものを考えてみますと、功なり名を遂げて何

期も務められた重鎮のタイプの知事さんであり

ますとか、頻繁にテレビに出て全国的にも知名

度がある、発信力がある、アピール力がある、

そのような人気者の知事であったりするわけで

すが、もっと自然体の普通の知事があってもい

いのではないかと。ふっと気づくとマラソン大

会に一緒に出ているとか、ふんどしを締めて祭

りに出ているとか、商店街で買い物をしてバス

に乗って帰っているとか─きのうはそうだっ

たわけでありますが─知事としての重責なり

県民の先頭に立って果たすべき役割というもの

を矮小化するという意味ではございませんが、

あくまでそういう自然体で県民との間の敷居が

低くある知事というものもあっていいのではな

いかというような思いで取り組んでおるところ

でございます。いずれにいたしましても、自分

の持ち味というものを生かしながら、私なりの

アプローチで、私なりの姿勢で県政に情熱を

持って取り組んでまいりたい、そのように考え

ておるところでございます。

次に、政治状況についてでございます。現在

の政治状況の背景には、激動の時代にありまし

て、国民の価値観が多様化していること、さま

ざまな閉塞感が漂っていること、既存政党への

不満・不信等があるのではないかというふうに

考えております。現在、我が国には、東日本大

震災からの復興や原発問題への対応はもちろ

ん、経済・雇用対策、財政再建、社会保障制度

の見直しの問題、ＴＰＰの問題、外交・防衛問

題など、国家の根幹にかかわる難題というもの

が山積しております。大事なことは、この未曾

有の国難と言える状況にあって、リーダーをか

えれば何とかなるだとか、既存の仕組み、既存

の枠組みを壊せば何とかなるというような方向

に走るのは大変危険なのではないか、そういう

幻想に浸るのは危険なのではないかという思い

がいたしております。さまざまな立場や主義主

張の違いを超えて、皆が一致団結し、我が国の

再生・復興、国民の幸せのために、よりよい方

向に進むべきしっかりとした国民的な議論を進
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めていくこと、それが大事ではないかというふ

うに考えております。

最後に、県民所得の向上についてでありま

す。この県民所得の向上というものは、安定し

た県民生活を確保する上で一つの重要な要素で

ございますが、昨今の厳しい経済情勢の影響に

よりまして、ここ数年、県民所得は減少傾向に

ございます。このため、県としましては、昨年

以来、みやざき元気プロジェクトを立ち上げま

して、県内消費の喚起や中小企業の経営強化、

雇用の維持確保など、経済の活性化に取り組ん

でいるところであります。また、中長期的な観

点からは、地域に根差した産業を育成していく

必要があると考えておりまして、本県の強みを

生かしたフードビジネスの展開や東九州メディ

カルバレー構想の推進など、これからの本県経

済を牽引するエンジン産業の育成にも取り組ん

でいるところであります。このほか、広い意味

での地産地消や100万泊県民運動など、さまざま

な分野で県内の消費を喚起しながら、経済を刺

激しながら、地域経済の活性化を進めていくこ

ととしておりまして、このような取り組みを通

して、少しでも県民所得の向上につながるよう

努力してまいりたいと考えております。以上で

あります。〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。知

事は、県政運営の基本姿勢の中で、ことしを

「再生・復興に手ごたえが感じられる「光」を

取り戻す年にしたいと考えている」と述べられ

ております。そして、テーマを古事記にかけて

「岩戸開き」というふうに表現しておられま

す。きのう、きょうと、この議場内は神話のオ

ンパレードでありましたけれども、私がこの岩

戸という言葉を連想するのは神話ではありませ

ん。景気のほうであります。岩戸景気、これは

調べてみますと、昭和33年７月から昭和36年12

月まで、42カ月間、３年半続いたそうでありま

す。まさしくあの「ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕

日」のころでありますけれども、高度経済成長

時代の好景気のときであります。好景気によっ

て、若年のサラリーマンあるいは労働者の収入

が急激に増加し、国民の間に中流意識が広がっ

ていった。ホワイトカラーの増加、そして賃金

の大幅な上昇、これらが大企業のサラリーマン

を中間層に押し上げていった。そして、この中

間層が大量消費社会のリード役を果たしたとい

うふうにありました。時代の評価はさておい

て、何となく幸せという感じがあったときだっ

たんじゃないかと思います。長引く不況、また

非正規雇用の増加を背景に、現役世代の危機が

深刻になって、貧困や格差が大きな問題になっ

ておりますけれども、県民ひとしく、ささやか

でも幸せを感じられる宮崎県をつくっていかな

ければならないという思いを新たにしておりま

す。

以下、順次伺っていきたいと思います。ま

ず、商工業の振興についてでありますけれど

も、新技術活用促進システムについて、県土整

備部長に何点か伺っていきたいと思います。

この件については、平成20年６月議会に続い

て今回が２回目となります。ただ、いま一つ理

解できていない部分がありましたので、改めて

伺いたいと思います。まずは、このシステムの

運用目的、そして現在登録されている新技術は

どれくらいあるのか伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県土整備部で

は、平成17年度から新技術活用促進システムを

運用しております。公共工事におけるコスト縮

減や環境保全等の課題に対応しますとともに、

県産資材の利用促進を図る新技術や県内企業で



- 130 -

平成24年３月２日(金)

開発された新技術などの公共工事への活用促進

を図っているところであります。このシステム

では、一般の公共工事で活用可能な技術やモデ

ル工事で活用効果を検証する技術など、これま

で363の新技術を登録しております。

○新見昌安議員 363、結構な数の新技術であり

ます。

ところで、登録された新技術の発表会が昨

年11月に開催されているようであります。前回

の質問のときには、この発表会はまだ実施され

ておりませんでしたけれども、たくさんの登録

技術の中からどのような基準で選定されるの

か。また、このような発表会を開催するに至っ

た経緯について伺いたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 登録技術発表

会でありますが、県内企業が開発や製造を行っ

た新技術の活用を促進し、ひいては地産地消の

取り組みにもつながることを期待して、平成22

年度から開催しております。発表会では、登録

している技術のうち、県内企業が開発にかか

わった工法や製品の特徴や施工方法、実績など

の紹介をしております。発表会には、県、市町

村の発注機関の職員のほか、県内の建設業者や

建設コンサルタントも参加しておりまして、地

産地消につながる新技術の一層の活用促進が図

られるものと考えております。

○新見昌安議員 県内企業が開発や製造を行っ

た新技術、これを優先的に発表していただいて

いるということですけれども、登録されている

新技術の中で、県土整備部発注の公共工事にお

いて採用されたものはどういったものだったか

伺いたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） このシステム

に登録している新技術につきましては、これま

で49技術で136件の活用実績がございます。主な

ものとしましては、間伐材を利用した車両視線

誘導標や新燃岳の灰などを利用した歩道用レン

ガ、そういったものがございます。

○新見昌安議員 ところで、「システム利用上

の注意」という欄がありますけれども、この中

に幾つかの注意書きがあります。登録された技

術や特許などを県が保証するものではないとい

うこと、掲載されている工法の採用に当たって

は、採用する事業者が適正を十分検討し判断す

ること、登録技術を採用した際にふぐあいが生

じても、県は責任を負わないということ、県が

このシステムに対しての工事の紹介やあっせん

はしていないということ、特許権等知的財産権

については、関係法令に基づいて取り扱っても

らいたいということなどであります。要する

に、すべて自己責任でやってくれと、つまり県

は一切責任を負わないということでありますけ

れども、開発者、申請者にとってこのシステム

に登録されるメリット、これについてはどう

いったものがあるか伺いたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） このシステム

に登録している新技術は、県庁ホームページで

紹介しておりまして、県、市町村等の発注機関

の職員だけでなく、民間事業者に対しましても

広く情報提供されております。そのため、公共

工事だけではなく、民間工事への活用も期待で

きますことから、申請者には大きなメリットが

あるものと考えておるところでございます。

○新見昌安議員 いずれにしても、「システム

の効果」という欄がありますけれども、ここに

も述べてあるように、県内の新技術が県内の公

共事業で活用され、ひいては県内経済の活性化

に結びつくように、特段の配慮をお願いしたい

と思います。

次は、観光の振興についてですけれども、特
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にスポーツを通した取り組みについて伺ってい

きたいと思います。

国においては、スポーツ基本法が昨年の６月

に制定されております。また、観光庁がスポー

ツ観光推進室といったものを設置するなど、ス

ポーツを取り巻く新たな動きが活発になってき

ていると思います。また、まちおこしのコンテ

ンツの一つとして、マラソンなどの市民参加型

スポーツイベントあるいは観戦型スポーツイベ

ント、そういったものの開催、あるいはスポー

ツ合宿やキャンプ誘致などを通して生まれる経

済波及効果、こういったものに地域が注目して

いるようであります。宮崎県は「スポーツラン

ドみやざき」を立ち上げて、それらの推進にい

ち早く取り組んでいるところですけれども、他

県との競合が激しくなっているという現実もあ

ります。こういった中で、他県との差別化、優

位性の確保を図るために、どのように取り組

み、どんな効果があったと認識しているのか、

知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県では、平均気温や

日照時間、快晴日数が全国トップクラスである

という恵まれた気候や充実した施設を生かしま

して、スポーツキャンプや合宿等の誘致など、

いわゆる「スポーツランドみやざき」の推進に

取り組んでまいりました。このような本県の優

位性の確保とさらなる充実のために、市町村な

どと連携しまして、積極的な誘致活動を初め、

野球場の屋内練習場やブルペン、サッカー場の

冬芝など、受け入れ施設の整備促進にも取り組

んでいるところであります。あわせて、県民の

おもてなしの心を持って温かくお迎えし、歓迎

事業でありますとか県産品の贈呈などに取り組

んでいるところでございます。このような取り

組みの結果、県外からのスポーツキャンプ・合

宿の受け入れ実績は、おおむね順調に伸びてき

ておりまして、平成22年度の実績は、口蹄疫、

新燃岳などの影響がありましたが、例えば10年

前の平成12年度と比較いたしますと、団体数で

は49％、延べ参加人数では71％の増加となって

おりまして、右肩上がりの状況でございます。

経済的な効果や情報発信の面で大きな成果をも

たらしておるものと考えております。

○新見昌安議員 10年前との比較では大きな成

果があったということですけれども、先ほど全

国の状況を述べたのは、去年、電通と早稲田大

学が共同で地方自治体におけるスポーツ施策の

イノベーション調査というものを行っておりま

して、その中で、多くの自治体がスポーツを通

じた地域活性化に高い関心を持って、従来の健

康あるいは教育といった効果に加えて、観光・

スポーツ関連産業振興といった経済的な効果を

スポーツ施策の目的とするという自治体がふえ

ていると、そしてスポーツによる地域活性化と

その経済効果を求める自治体が今後さらに増加

するというふうに予測しているからでありま

す。これは他県との競争が今後ますます激化し

てくると、こういったことをしっかり認識して

おかなければならないんじゃないかと。また、

激化していく競争に打ち勝つためにも、県内市

町村、各種団体との連携・協働を一層強固なも

のにしていかなければならないというふうに思

います。本県の「スポーツランドみやざき」の

推進を図る上で、どのように取り組んでいかれ

るのか、同じく知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、恵ま

れた気象条件、それから競技施設、それにあぐ

らをかいて安穏としていてはいかんと思ってお

ります。他県、他地域との競争というものは激

化しておりますので、我々としては、さらに一
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層おもてなし、また受け入れ体制の整備に努め

るということが大事だというふうに考えており

ます。受け入れ市町村やスポーツ大会の誘致窓

口、また主催者となる競技団体との連携・協働

というものを、さらに進めてまいりたいという

ふうに考えておるところでございます。これま

でも報道機関や医療機関、また体育協会などの

スポーツ分野、ホテル旅館組合などの観光分野

のさまざまな団体と一緒になりながら「スポー

ツランドみやざき推進協議会」というものを設

立して、関係団体間による情報交換や誘致活動

に努めながら取り組んできているところでござ

いますが、当然来てもらえるものだというよう

な思いではなしに、より一層、しっかりと工夫

をし、また我々としてのおもてなしの気持ちを

伝えながら、さらにこの活動に取り組んでまい

りたい。また、そのときには、今後の課題とい

たしまして、秋と春に集中しているキャンプと

いうものが、年間を通じて、また種目の上で

も、野球、サッカー、陸上などに偏っておるわ

けでありますが、その種目を広げていく、さら

には、その合宿の地にしても全県的な形で展開

していく。いろいろなことを目標にさらに工夫

を重ねてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 しっかりお願いしておきたい

と思います。

ところで、さいたま市では、「さいたまス

ポーツコミッション」というものが昨年10月に

設立されております。スポーツ分野で新たな観

光交流人口の拡大を図るために、市のスポーツ

に関するシティーセールスあるいは関連マーケ

ティング活動、こういったものを専門的に展開

していく、本格的なスポーツコミッションとし

ては国内初というふれ込みでありますけれど

も。今後さらなるスポーツの振興、そして観光

を初めとする地域経済の活性化を図るために

も、いわゆるエンジン役ともなるようなこう

いった専門的な組織が本県でも必要になってく

るんじゃないかと思いますけれども、見解を知

事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました

「さいたまスポーツコミッション」につきまし

ては、スポーツ大会やイベントを誘致するため

のプロモーション活動や宿泊の手配などをワン

ストップで担うなど、スポーツ分野での新たな

観光交流人口の拡大を図るための組織というこ

とでございます。本県におきましては、先ほど

も触れました「スポーツランドみやざき推進協

議会」が、財団法人みやざき観光コンベンショ

ン協会の中に事務局を置いて、基本的には「さ

いたまスポーツコミッション」と同様の機能を

提供しておるところでございますが、このさい

たまの事例等も学びながら、我々としても学ぶ

ことがあるかどうかというのもしっかり見きわ

めながら、今後とも各分野の関係機関と連携等

を図っていきたいというふうに考えておりま

す。また、国の観光庁においても今、スポーツ

ツーリズムの検討が進められておりますが、実

は国の観光庁自体も宮崎の取り組みを参考にさ

せてもらいたいということで、説明に行った経

緯等もございます。いずれにしても、今御指摘

のあったように、他県での取り組みもさらに一

層進んでまいるというふうに思いますので、そ

の競争に負けないよう、本県としての強みを生

かしていく工夫というのを、これからもしっか

りと取り組んでまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 次に、文化の振興について

伺っていきたいと思います。

恐るべし韓流ブームと思わせるような報道が

先日なされておりました。韓国の映画やドラマ
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の輸出、歌手の海外公演等による2011年の文化

産業収入は７億9,400万ドル、日本円で608億円

あったそうです。これは過去最高を記録する見

通しというものでありました。これは中央銀行

である韓国銀行の統計によるものですけれど

も、統計が始まった1980年以降、海外での文化

産業の収入がゼロの年が続いて、97年に初め

て500万ドル、日本円で３億8,000万円の収入を

記録した。その後、06年の収入は３億6,800万ド

ル、282億円だったそうであります。この５年間

で２倍以上ふえたということになります。な

お、この統計には、個別の映画あるいはアーチ

ストの収入は上がっていないということですけ

れども、文化の振興を図ることが大きな経済効

果をもたらすことにもつながっていくというこ

とであります。この報道を知事も見られたと思

いますけれども、どのような感想を持たれたか

伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この韓国の文化産業の

振興というのは、特に映画ですとかドラマ、

アーチスト─国家的な戦略というものを背景

にしながら、非常に積極的な展開をなされてい

るという感じがいたしております。追ってくる

ものの姿は非常に大きく見えてくるわけでござ

いますが、日本が追いつかれたのかどうか、そ

この数字の面ではちょっとよくわかりません

が。我が国におきましても、経済産業省が策定

しました「産業構造ビジョン2010」の中では、

ファッション、アニメ、食文化などの文化に関

連する産業は、これからの経済を牽引する可能

性が大きい分野の一つとして位置づけられ、取

り組まれておるわけでございます。クールジャ

パンというような取り組みも進められておると

ころでございます。議員御指摘のように、文化

というものの経済への貢献も大変大きいもので

あるというふうに考えております。本県におき

ましても、豊富な農水産物を素材にした郷土料

理の開発などの食文化の振興でありますとか、

神楽など伝統文化の継承、さらに各種文化イベ

ントの開催は、地産地消や観光面での貢献な

ど、地域経済に大きく波及効果をもたらすもの

ではないかというふうに考えております。もち

ろん、豊かな人間性や創造性をはぐくみ、地域

への誇りや愛着を醸成するという効果もあるわ

けでございますが、こういう経済への効果にも

視点を置きながら、これからも文化の振興に努

めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 公明党は連立与党時代に、日

本を文化芸術立国にしようということで、文化

芸術振興基本法の制定等もやってきました。ま

た、少子高齢化社会を迎えて、新たな経済成長

戦略が求められている中、文化芸術分野と密接

な関係のあるコンテンツ産業の育成を図ろうと

していたところでありました。基本法制定とと

もに、大きく文化庁予算が増額されたんですけ

れども、この文化庁の予算が、政権交代後のあ

の事業仕分けによって、縮減あるいは廃止と判

定されたことがありました。記憶に新しいとこ

ろでありますけれども、国においては、文化芸

術振興の重要性にかんがみて、文化芸術予算

を、しっかり守っていっていただきたいという

ふうに思っております。

本県の文化振興に目を移していきたいと思い

ます。来年度のゼロ予算施策というものがあり

ますけれども、この中に「文化振興のための補

助事業・助成事業ハンドブック」をつくるとい

うふうにあります。このハンドブックについて

は、初回の作成が20年６月でしたけれども、そ

れを見ると、さまざまな補助事業あるいは助成

事業が詳しく掲載されておりました。本当に内
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容的にも充実しているというふうに感じておっ

たところです。このハンドブックの活用につい

て、これまでどのような取り組みをしてこられ

たのか、県民政策部長に伺いたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 御質問のハン

ドブックでございますけれども、これは国や県

あるいは公益法人等の文化振興に係る助成事業

などの概要あるいはその申請手続などを紹介し

ているものでございます。このハンドブックに

つきましては、各市町村や文化団体、文化関係

のＮＰＯ法人に配布しますとともに、その同一

の内容を県のホームページにも掲載し、広く周

知を図っているところでございます。また、毎

年開催しております「文化を考える地区懇談

会」の場におきましても、助成事業の活用を働

きかけるとともに、申請に係る相談にも応じて

いるところでございます。本県ではこれまで、

音楽公演、演劇・人形劇、伝統工芸技術の保存

など、県内各地で数多くの事業が採択・実施さ

れております。

○新見昌安議員 もう１点伺いたいと思いま

す。来年度の新規事業に「みやざき芸術文化振

興基金設置事業」というものがあります。基金

総額は20億円ですけれども、２つの対象事業、

すなわち「県立芸術劇場における事業」と「本

県文化振興のための事業」、このうち、後者に

ついて具体的にどのように取り組んでいかれる

のか、これは知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 本県には、今回の古事

記1300年記念事業でもハイライトが当たってお

りますロマンに満ちた日向神話や史跡、伝説、

神楽・芸能、魅力ある固有の文化がございま

す。こういったものをしっかりと継承─守り

育て、さらにつないでいくということ、その魅

力を発信していくことは大変重要なことという

ふうに考えております。今回お諮りしておりま

す「みやざき芸術文化振興基金」におきまして

も、これからも安定的・継続的に文化・芸術の

振興を図っていきたい、そのような思いでござ

います。そのうち、お尋ねの「本県文化振興の

ための事業」につきましては、これまでの宮崎

県文化賞、若山牧水賞を初めとした各種の文化

事業にも引き続き取り組んでいくということで

ございますが、新たに、市町村などが実施する

郷土芸能や音楽・演劇などのさまざまな文化事

業に対して、より県民に身近なところで行え

る、それぞれの地域の固有の文化を生かしてい

くような、「地域の芸術文化環境づくり支援事

業」などに取り組むこととしておるところでご

ざいます。さまざまな観点から、この文化・芸

術の振興に取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 「本県文化振興のための事

業」、この事業名のとおり、本県の文化の振興

に資するような価値ある取り組みをお願いした

いと思います。

ここで、話を県民歌に移したいと思います。

宮崎県民歌が制定されて、ことしの６月30日

で48年になります。再来年は50周年ということ

で、今、県庁内では、電話の保留のときに県民

歌を流しておられます。この県民歌は、宮崎の

特性を端的にあらわした本当にいい歌だという

ふうに私は思っております。この県民歌につい

ては、私もこれまで２回ほど質問で取り上げま

した。普及啓発をお願いしたところであります

けれども、現在までの取り組み状況はどうなっ

ているのか。また、50周年に向けてはどうか、

何か記念した取り組みは行わないのか、県民政

策部長に伺いたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県民歌につき
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ましては、現在、県民手帳や県のホームページ

へ歌詞や楽譜を掲載するとともに、直接音楽を

聞きたい方には、ホームページからダウンロー

ドができるほか、要望に応じてＣＤを送付する

など、その周知に努めているところでございま

す。また、今年度から新たにスポーツ大会を初

め各種の行事に活用していただきますよう、市

町村に対しＣＤも添えまして協力をお願いして

おります。県政テレビ番組や県広報紙でも積極

的なＰＲを行っており、普及啓発の強化に努め

ているところでございます。さらに、県庁内に

おきましても、毎週月曜日の朝に庁内放送で県

民歌を流しております。先ほどありましたよう

に、庁内電話の保留音を県民歌に変更するなど

の取り組みも行っております。再来年、県民歌

制定50周年になります。御提案のような趣旨も

踏まえまして、県民歌のさらなる普及啓発を考

えていきたいと思っています。

○新見昌安議員 50年、半世紀というのは、大

きな節目でもあります。ぜひとも前向きに取り

組んでいっていただきたいというふうに思いま

す。

ここで、ささやかな提案をしたいと思います

が、この県民歌をさらに普及啓発するために、

携帯電話の着うたとして県民歌を配信してはど

うかと思いますけれども、県民政策部長、いか

がでしょうか。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 御提案のあり

ました携帯電話着信音、いわゆる着うたでござ

いますけれども、この着うたへの県民歌の活用

につきましては、全国的には香川県などで行わ

れております。着うたにつきましては、県民歌

の普及啓発の有効な方策の一つと考えておりま

す。御提案、ありがとうございます。本県にお

きましても、着うた専用の音楽ファイルあるい

はダウンロードを行うための携帯版ホームペー

ジの作成など、早速取り組んでまいりたいと考

えております。

○新見昌安議員 一発回答、ありがとうござい

ます。今回の質問は、文化振興に伴う経済効果

から入っていきましたけれども、文化・芸術の

持つ本来の力も忘れてはいけないというふうに

思います。東日本大震災の発生から間もなく１

年になろうとしています。復興への取り組みが

本当に遅々として進まず、腹立たしい思いもす

るわけですけれども、そういった中で、たくさ

んの文化人、芸術家、芸能人が現地に入って、

被災者に寄り添う姿をテレビを通して見ること

ができました。被災者の皆さんが元気になって

楽しそうにしている様子を見るにつけ、被災地

が経済的に、またハード的に立ち直ることもも

ちろん大事ですけれども、被災地の皆さんの心

の復興が何より大事になってくるんじゃないか

と思います。このためにも、国においては、文

化・芸術の力を再認識していただいて、被災者

の皆さんがそれらと触れ合う機会を数多くつ

くっていただければというふうに思っていると

ころであります。

次に、少子化対策について伺っていきたいと

思います。

これについては、その一環として、24年度予

算案では、地域全体での子育て・子育ち支援に

よる不安や負担の軽減ということで、12億4,500

万円が計上されております。これは、子供が生

まれた後の環境整備など、安心して子供を生み

育てることに主眼を置いたものでありますけれ

ども、今回はその前の段階について伺っていき

たいというふうに思います。子供が欲しくても

妊娠しない、夫婦にとって切実な問題でもあり

ます不妊症については、詳しいことまではわか
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りませんけれども、一般的にこの名前は知られ

ているのではないかと思います。ただ、妊娠は

するけれども、流産や死産を２回以上繰り返し

て、結果的に子供を持てない状態、これを不育

症というそうですけれども、この不育症につい

ては、余り知られておりません。そこでまず、

本県における不育症の患者は何人ぐらいいると

推計されるのか、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたように、厚生労働省の調査・研

究によりますと、不育症とは、妊娠した後、流

産や死産等を２回以上繰り返す場合を指してお

ります。不育症の患者数につきましては、全国

で年間約３万人と言われておりますので、本県

では年間約300人と推定されるところでございま

す。

○新見昌安議員 患者数が年間３万人という表

現がなかなかわかりにくいところですけれど

も、名古屋市立大学の研究、また厚生労働省が

まとめた調査によると、年間３万人が発症し

て、全国で140万人の患者がいると見られるとい

う表現もしてあります。しかしながら、この不

育症は、社会的な認知度がまだまだ低いと言え

ます。この認知度を高めるための広報活動が重

要であると考えますけれども、県としてはどの

ように取り組んでいかれるのか。また、認知度

が高まってくると、おのずと相談したい人もふ

えてくるのではないかと考えますけれども、相

談体制等についてはどのようにとっていかれる

のか。以上、福祉保健部長に伺いたいと思いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県といたしま

しては、不育症の認知度の向上を図るために、

県のホームページを通しまして、不育症に悩む

方への情報提供を行っているところでございま

す。また、来年度においては、不育症に関する

リーフレットを配布するなど、引き続き正確な

情報の提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。また、不育症に悩む方への相談でございま

すが、県が設置しております「不妊に悩む方へ

の相談窓口」において、不育症の相談にも対応

しているところでございます。今後とも、啓発

カード等を使いまして、相談窓口の周知につい

ても取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。

○新見昌安議員 御本人あるいは家族によって

は、流産あるいは死産は病気ではないと思っ

て、医療機関に相談しないケースもあるという

ふうに聞いております。不育症への関心、また

認識が高まるように、しっかり取り組んでいっ

ていただきたいというふうに思います。

ところで、不妊治療については、特定不妊治

療費助成制度等によって、経済的な負担を軽減

する措置がとられております。本県において

も、不妊治療費助成事業ということで、来年度

は7,400万円が計上されております。しかしなが

ら、不育症治療においては、ことしの１月１日

から、ヘパリンの在宅自己注射―ヘパリンと

いうのは不育症の治療に有効なものだそうです

けれども―が保険適用になったと、スタート

したと。これはこれで朗報であるわけですけれ

ども、公的助成を行っている自治体はまだまだ

少ないようであります。しかしながら、少子化

対策の一つの観点から、また、若い夫婦の負担

軽減を図るためにも、県として何らかの助成制

度をつくるべきではないか。また、国へも働き

かけていっていただきたいというふうに考えま

すけれども、これについても福祉保健部長に伺

いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 不育症には多
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くの原因がございまして、現段階では、標準的

な検査や治療法等が定まっていないことから、

国においても、不育症治療費の助成制度につき

ましては、方向性が示されていないという状況

でございます。県といたしましては、まずは国

における検討の動向等を注視してまいりたいと

いうふうに考えております。

○新見昌安議員 動向を見守るだけじゃなく

て、声も上げていっていただきたいというふう

に思います。

次は、再生可能エネルギーの普及推進につい

てであります。

先月20日、福井県にある関西電力高浜原発３

号機が定期検査に入り、西日本の商業用原発は

これですべて停止したことになるということで

あります。日本には原発が54基あるそうですけ

れども、このうち52基は既に停止している。残

りの２基については、新潟県の東京電力柏崎刈

羽原発６号機が今月26日、北海道電力泊原発３

号機が来月下旬に定期検査に入るということ

で、４月には国内のすべての原発がとまる事態

になるかもしれない。本当にこれが現実味を帯

びてきております。この冬は原発がなくても乗

り越えられる見込みが大きいというふうには言

われておりますけれども、今後は多岐にわたる

発電方法を導入するということもしっかり考え

ていかなければならないんじゃないかと思いま

す。国においては、現在、この夏をめどに、エ

ネルギー政策基本法に基づいたエネルギー基本

計画の見直しを進めているというふうに聞いて

おりますけれども、この焦点となるのは、原発

のあり方、そして再生可能エネルギーの普及で

あります。一方、県においては、来年度の新規

事業として「新エネルギービジョン策定事業」

があります。これはきょうの質問でも、本県の

新エネルギー行政の基本計画である「宮崎県新

エネルギービジョン」を１年前倒しで見直し

て、より有効な新エネルギー施策を展開すると

いうふうにありました。そこで伺いたいんです

けれども、この策定事業、国の基本計画の見直

しの動きがある中でどのように進めていかれる

のか、これは知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の「新エネル

ギービジョン」は、平成16年３月に、平成25年

度までの10年間を計画期間とするものとして定

めて、取り組んでまいったところでございます

が、東日本大震災以降のエネルギーを取り巻く

状況が大きく変化したこと、その前提条件が変

わってきたということを受けて、来年度、新た

な「新エネルギービジョン」を１年前倒しで策

定することとしております。この考え方といた

しましては、まずは現行計画の評価・検証を

しっかり行うことが必要だというふうに考えて

おります。その上で、国のエネルギー政策の見

直しというものを踏まえながら、本県における

新エネルギー導入の課題や可能性について、県

民の皆様から幅広く御意見を伺って策定するこ

とが大切だというふうに思っております。全国

トップクラスの日照環境でありますとか、豊富

なバイオマスなどを有しておりますので、この

ような本県の強みや可能性を生かして、この

「新エネルギービジョン」というものを策定し

てまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 これもきょうの質問に出まし

たけれども、ことしの７月から再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度がスタートします。法

の施行後３年間は、集中的な再生可能エネル

ギーの利用拡大を図るために、再生可能エネル

ギーの供給者の利潤に特に配慮するというふう

になっております。このスタートの３年間が極
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めて重要になってきます。県としては、この３

年間、どのように取り組んでいかれるのか、同

じく知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この固定価格買取制度

は、再生可能エネルギーを用いて発電された電

気を、一定の期間、一定の価格で電気事業者が

買い取ることを義務づけるものでありまして、

再生可能エネルギーの導入が加速するものと、

大いに期待しておるところでございます。御指

摘のありましたように、制度開始後３年間は、

買い取り価格の設定に当たりまして、電力供給

者の利潤に配慮することとなっております。国

として、その背中を後押ししながら、一つの再

生可能エネルギーの利用促進への流れをつくっ

ていくものであるというふうに考えておりまし

て、この流れに乗って、さまざまな取り組みを

進めていくことも大変重要であるというふうに

考えております。民間事業者においても、いろ

んな動きがあるわけでございますが、県として

も、それを支援、後押しするような形で、例え

ば木質バイオマス発電施設への補助であります

とか、農村地域における水路等を利用した小水

力発電の導入支援などに取り組み、早期の発電

開始というものを支援してまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 この夏に懸念される電力不足

を考えますと、再生可能エネルギーとともに、

省エネルギーへの取り組みも重要になってくる

んじゃないかと思います。県として、県内の企

業あるいは事業所などへの省エネ投資にも何ら

かの支援をしていくべきじゃないかと考えます

けれども、これについては環境森林部長に見解

を伺いたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 九州電力のす

べての原子力発電所で停止の状況がこのまま続

きますと、ことしの夏の電力需給は、昨年の夏

にも増して厳しくなると予想されております。

このため、多くの電力を使用する工場や事業場

では、省エネへの取り組みがますます重要にな

ると認識しております。これまで県では、地球

温暖化防止対策の観点から、事業者を対象に具

体的な省エネのノウハウを紹介する省エネセミ

ナーの開催や補助制度など、事業者にとりまし

て有益な情報の提供に努めているところであり

ます。今後とも、これらの取り組みの充実を図

りながら、事業者のニーズを踏まえ、省エネに

関する取り組みを支援してまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 最後に１点伺いたいと思いま

す。新年度から、住宅用太陽光発電システム融

資制度の融資期間が10年から15年に延長される

ようですが、改定に至った経緯をお示し願いた

いと思います。また、どのような効果を期待す

るのか、同じく環境森林部長に伺いたいと思い

ます。

○環境森林部長（加藤裕彦君） この融資制度

は、県内の金融機関が県の預託金を活用して設

けているもので、県内在住の方が自宅に太陽光

発電システムを設置する経費に対し、300万円を

限度に、保証料込みの利率2.9％で融資が受けら

れるものであります。融資期間は最長10年とし

ておりましたが、県民の皆様から、毎月の負担

を軽くするため、融資期間延長の要望があり、

各金融機関と見直しの協議を行ってきたところ

であります。この結果、平成24年度新規融資分

から、了解いただいた金融機関において、限度

額や融資利率はそのままで、融資期間を15年に

延長する予定であります。このことによりまし

て、県民の皆様にとって、この融資制度が利用

しやすいものとなり、本県における住宅用太陽
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光発電の普及拡大がさらに図られるものと考え

ております。

○新見昌安議員 私も、利率は少し上がっても

いいから期間延長してくれという要望を受けて

おりましたので、この取り組みはありがたく

思っております。

次に、県有施設の管理について伺っていきた

いと思います。

国や地方自治体が管理する社会資本、本当に

たくさんあると思いますけれども、それらの老

朽化がこれから深刻な問題として浮かび上がっ

てくるというふうに言われております。国土交

通省の資料によりますと、国と地方合わせて、

例えば港湾は997港、上水道は約62万キロ、下水

道は約42万キロ、河川管理施設は約１万カ所に

上るそうであります。このうち、2030年に建設

から50年を迎える港湾は全体の49.5％、下水道

は21.7％、40年を迎える上水道は59.8％、河川

管理施設は79.6％に達するそうであります。老

朽化という危機がじわりじわりと忍び寄ってく

るような感じもいたしますけれども、公共事業

関係の予算が削減される中で、避けて通れない

老朽化に対して、いかに効率的に対処していく

か、今後、大事な視点になってくるんじゃない

かと思います。そこで、県が所有する建物はど

れくらいあるのか、あわせて延べ床面積はどれ

くらいあるかについて、まずは総務部長に伺い

たいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 平成23年３月31日

現在の数字でありますが、県有建物の箇所数

は864施設、延べ床面積は約214万平米でありま

す。東京ドームに換算してみますと、約46個分

に相当いたします。

○新見昌安議員 合わせると、かなりの広さに

なるたくさんの建物があるということがわかり

ました。これらは当然建設年度もそれぞれ違う

でしょうし、そういった中で、それらの劣化状

況についてはどのように把握しておられるの

か、これについては、県土整備部長に伺いたい

と思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県有建物につ

きましては、平成18年度から３年をかけて、床

面積がおおむね200平方メートルを超える建物、

延べ約171万平方メートルにつきまして、建築等

の技術職員による、屋根や外壁を初め主要な建

築設備などの劣化状況の調査を実施したところ

でございます。調査結果につきましては、「劣

化状況等調査報告書」として施設管理者に報告

するとともに、その内容などを踏まえまして、

平成21年度に、関係部局と連携して、県有建物

保全計画を策定したところであります。この調

査は継続して実施しているところでありまし

て、保全計画も３年ごとに更新していくことと

しております。これらの取り組みによりまし

て、建物の計画的な修繕を行うことなどが可能

となり、県有建物のより効率的な維持管理が図

られるようになったものと考えております。

○新見昌安議員 関係部局との連携のもとで、

保全計画を策定して効率的な維持管理に努めて

いるということで、一応安心はしましたけれど

も、本県においても他県と同様、これから施設

・建物などの社会資本の老朽化が急速に進んで

くるんじゃないかと思います。そのことを考え

ると、さらに一歩進んだ取り組みが大事になっ

てくるんじゃないかというふうに考えます。そ

のための有効な手法の一つが、ファシリティー

マネジメントというふうに呼ばれるものであり

ます。ファシリティーとは、建物、設備、土地

のことで、これらを総合的に管理・活用するこ

とによって、長寿命化、また有効活用、維持管
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理コスト削減などにつなげる手法というふうに

言われておりますけれども、地方自治体におい

ても、このファシリティーマネジメントを導入

するところがふえてきております。本県におい

ても、ファシリティーマネジメントに取り組ん

でいく必要があるんじゃないかと思いますけれ

ども、これについては、総務部長に見解を伺い

たいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 本県の厳しい財政

状況の中で、県有建物を適切に管理運営してい

くためには、コストの最小化と効用の最大化を

目指すファシリティーマネジメントは有効な考

え方であると認識しております。これまで県有

建物の長寿命化や維持修繕コストの縮減・平準

化を図るために、修繕を計画的に実施するな

ど、効率的な保全業務を推進してきておりま

す。また、東京ビルの一部を県内中小企業のオ

フィスとして貸し付けるなど、県有建物の効率

的な活用も図ってきております。さらに、老朽

化した県営住宅や職員宿舎につきましては、統

廃合を推進するとともに、利活用の見込みのな

い県有財産につきましては、処分を行い、保有

資産の縮小に努めてきているところでありま

す。今後とも、県有建物の利活用と効率的な維

持管理につきましては、ファシリティーマネジ

メントの考え方に立ちまして、関係部局とも連

携を図りながら取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、教育行政について、教育長に伺ってい

きたいと思います。

まずは、育英資金貸与事業についてでありま

す。高等学校等奨学金事業が日本学生支援機構

から各都道府県に移管されたのは、平成17年度

の入学者からであります。経済的な理由等で修

学が困難になった学生・生徒にとって、県の育

英資金貸与事業は、勉強を継続していく上で有

効な制度であります。また、セーフティーネッ

トとしての役割も持っているんじゃないかと思

います。そこでまず、今回、県債の元利償還金

等を管理する公債管理特別会計というものが設

置されましたが、この陰に隠れて目立ちません

けれども、来年度の特別会計に、育英資金の貸

与などを行う育英資金特別会計を新設されてお

ります。この新設した理由を伺いたいと思いま

す。また、この当初予算の財源の内訳について

もお示しいただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 今回、育英資金につ

きましては、一般会計から特別会計へ移行する

条例案の審議をお願いしておりますが、特別会

計にすることで収入と支出をより明確化し、育

英資金貸与の円滑な運営とその経理の適正を図

るものでございます。育英事業の当初予算総額

は14億6,448万円でありますが、その財源内訳

は、基金繰入金が６億8,003万円、一般会計繰入

金が３億9,076万5,000円、貸付金元利収入が３

億9,368万5,000円であります。

○新見昌安議員 特別会計については、公債管

理特別会計と同じような考え方だというのはわ

かりました。

ところで、昨年９月の新聞報道で、会計検査

院が行った高等学校等奨学金事業に関する調査

で、将来事業が立ち行かなくなるおそれがある

ところがあるというふうにありました。それに

よると、調査は20府県を抽出して実施したそう

です。そのうち、茨城、神奈川、長野、愛知、

京都、大阪、兵庫、愛媛、福岡、長崎、熊本、

この11府県で、回収率の低さから、文部科学省

の交付金と返還金だけでは事業が継続できない
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ことがわかったというものでありました。本県

はこの調査対象とはならなかったようですけれ

ども、2010年度末現在で、育英資金の返済滞納

額が累計で２億円、償還率も67％という報道も

あったところであります。本当に厳しい状況に

あるということは推して知るべしじゃないかと

思います。現在の厳しい経済・雇用状況の中

で、卒業しても就職先がない、結果、返済がで

きないという切実な事情もあるんじゃないかと

思いますけれども、将来にわたって事業を安定

的に継続していくためには、回収事務もきちっ

と実施していく必要があるというふうに思いま

す。今後、どのように取り組んでいかれるのか

伺いたいと思います。また、現在は行っておら

れない口座振替での返還、これも有効な回収方

法の一つでありますし、ぜひ実施していくべき

だと考えますけれども、見解を伺いたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 育英資金事業は、日

本学生支援機構が実施してきた高等学校等奨学

金事業が、御質問にありましたように、平成17

年度入学者分から都道府県に移管され、貸与者

が年々増加してきたことに伴い、返還金の滞納

者も増加している状況にあります。このため、

現在、育英資金貸与時に学校を通して、貸与者

本人への返還の意識づけを徹底させますととも

に、専任職員による滞納者や連帯保証人への直

接訪問や電話督促などにより、回収に取り組ん

でいるところであります。今後は、返還金の回

収促進を図るために、債権管理体制の強化を図

るとともに、御指摘のありました口座振替の導

入や悪質な滞納者への法的な対応等、抜本的な

対策について鋭意検討しているところでござい

ます。

○新見昌安議員 これから宮崎の大事な人材に

なる後輩たちのためにも、この奨学金事業が継

続できるように、利用者には返済に努めていた

だきたいし、県においては、回収事務にしっか

り万全を尽くしていただきたいというふうに思

います。

教育行政についてもう１点、放射線教育につ

いて伺いたいと思います。放射能を浴びると

か、放射能に汚染されるとか、ごくごく今まで

日常の会話の中で使ってきたわけですけれど

も、この使い方が間違いであるということを

知ったのは、本当に恥ずかしいんですけれど

も、最近のことです。放射線は物体を突き抜け

る光や粒子、放射線を出す物質を放射性物質と

いい、放射線を出す能力は放射能、放射能の強

さはベクレルであらわし、放射線の人体に対す

る危険度はシーベルトであらわす。本当になか

なか理解するのが難しい。難しいがゆえに、過

剰に反応して怖がったりもいたします。原発事

故によって福島県から避難した子供が、「放射

線がうつる」と言われて、避難先でいじめに

遭ったという報道も見たことがあります。こう

いったものを目にするにつけ、学校現場におい

ても、子供たちに正しい放射線の知識を身につ

けさせることが重要じゃないかと思います。放

射線教育にしっかりと取り組むべきだと思いま

すけれども、見解を伺いたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 放射線に関する学習

につきましては、子供たちに正しい知識を身に

つけさせることが大切でありますことから、現

在、中学校３年生の理科においては、エネル

ギーの有効活用や、放射線の性質と利用につい

て学んでおります。また、文部科学省が、放射

線について、小・中・高等学校等の各段階に応

じて、正しい基礎知識を学ぶ教材として作成し

ました副読本が、近々、児童生徒に配付される
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ことになっております。県教育委員会といたし

ましては、この副読本も活用しながら、放射線

に関する学習が適切に行われるように指導して

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 教育現場での知識習得への取

り組みを、よろしくお願いしておきます。大人

に対する知識習得の場の提供も大事になってく

ると思いますけれども、こちらについては、ま

た別の機会に取り上げたいというふうに思いま

す。

最後に、犯罪から子供を守る対策について、

警察本部長に何点か伺っていきたいと思いま

す。

まずは、フィルタリングについてでありま

す。２月16日の新聞報道によりますと、本県に

おけるインターネットの出会い系サイトあるい

はコミュニティーサイトを通して犯罪被害に巻

き込まれた18歳未満の子供の数が、2011年は17

人に上り、前年の２倍以上にふえたというふう

にありました。そして、被害者の９割以上は、

有害サイト閲覧を制限するフィルタリングを利

用していなかったということでありました。こ

のフィルタリングの有効性は以前から言われて

もおったし、青少年を有害情報から守る切り札

というふうに言われながらも、普及は十分でな

いという現状があります。警察庁が昨年、全国

の携帯電話販売店を対象に、警察官らが身分を

明かさずに、子供に携帯電話を持たせるという

名目で、フィルタリングの利用促進について調

査をしたというふうに聞いております。この中

で、フィルタリングが遅々として進んでいない

実態が明らかになったようであります。説明が

不十分あるいは熱意も感じられない、中には、

フィルタリングをかけないで済む抜け道を説明

した販売店もあったそうです。これには本当に

あきれてしまいます。この携帯電話を購入する

ときがフィルタリング設定の絶好のタイミング

というふうに思うところですけれども、本県に

おける販売店の実態調査、その結果はどうで

あったのか伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） フィルタリング

の一層の普及を図るために、今御質問のよう

に、携帯電話販売店における取り組み状況の検

証等を目的とした実態調査をしております。本

県の状況でございますけれども、一昨年実施し

た１回目の調査では、県下で32店舗を抽出して

実施いたしましたけれども、フィルタリング利

用を促す説明もおおむね十分で熱意も感じられ

たという店舗が19店舗、いずれかが不十分で

あったという店舗が13店舗という結果でござい

ました。昨年実施した２回目の調査では、30店

舗を抽出して実施しましたけれども、その結

果、説明もおおむね十分で熱意も感じられたと

いう店舗が22店舗、いずれかが不十分であった

という店舗が８店舗という結果でありました。

説明もおおむね十分で熱意も感じられたという

店舗は、第１回目が59.4％であるのに対して、

第２回目は73.3％という状況でありました。

○新見昌安議員 説明が不十分な上に熱意も感

じられない販売店、これは抽出した店舗の中に

はなかったということであり、また、フィルタ

リング利用に前向きな販売店がふえてきている

という実態はわかりましたが、これについて

は、今後も同じような調査を適時実施していた

だければありがたいと思います。

次に、同じ新聞報道によりますと、本県の小

中高別のフィルタリング利用実態が示してあり

ましたが、それは全国と比べてどのような状況

なのか伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 昨年２月から３
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月にかけまして、全国一斉に実態調査を実施し

ております。それによりますと、本県のフィル

タリングの利用状況でございますけれども、小

学生が全国平均より9.6ポイント高い85.5％、中

学生が全国平均より1.8ポイント高い69.2％、高

校生は全国平均の52.0％よりも10ポイント低

い42.0％という結果になっております。

○新見昌安議員 年齢が上がるごとにフィルタ

リングの利用率が低下すると。これは全国的に

同じような状況であると思いますけれども、高

校生の利用実態が全国平均より10ポイント低い

というのは、ちょっと衝撃であります。改正出

会い系サイト規制法が施行されて３年が過ぎま

した。規制が強化された出会い系と入れかわる

ように、携帯型ゲーム機あるいはスマートフォ

ン、これらの普及と相まって、ゲームサイトあ

るいはプロフなどの非出会い系サイト、これを

通して被害に遭う子供たちがふえてきているよ

うであります。フィルタリングの網にかからな

い非出会い系サイトといったものもあるようで

すけれども、フィルタリングの有効性は変わら

ないというふうに思います。保護者に対する啓

発を初めとして、フィルタリングを100％普及さ

せる、これを目指してしっかり取り組んでいっ

ていただきたいというふうに思いますけれど

も、見解を伺いたいと思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） フィルタリング

は大変有効なものだというふうに考えておりま

す。フィルタリング100％普及を目指した主な取

り組みといたしまして、警察では、県下のすべ

ての携帯電話販売店に対しまして、昨年２回に

わたって、フィルタリング普及のための取り組

みの徹底と、保護者が安易にフィルタリングを

解除しないような措置について要請をしている

ところであります。また、保護者や児童に対し

ましては、入学及び卒業、またサイバーセキュ

リティカレッジや非行防止教室の開催等の機会

をとらえまして、フィルタリングの必要性につ

いて啓発を行うとともに、コミュニティーサイ

ト利用による被害防止のため、その被害実態を

知ってもらうということ、また、みだりに相手

に会わないというようなことの注意喚起をして

いるところでございます。今後とも、これらの

取り組みとあわせまして、児童が被害者となる

犯罪の取り締まりを強化していく所存でござい

ます。

○新見昌安議員 くれぐれもよろしくお願いし

ておきます。

最後の質問となります。昨年８月１日から宮

崎県暴力団排除条例が施行されております。先

ほどの太田議員の質問にも、答弁にもありまし

たけれども、その後、市町村においても条例が

施行されているようでありますが、県あるいは

市町村、事業者を初めとした社会全体で暴力団

を排除していく機運が高まったということは、

非常に喜ばしいことだというふうに思っており

ます。

ところで、この条例の第３章は、「青少年の

健全な育成を図るための措置」ということで規

定されております。子供たちが暴力団の被害に

遭わないようにする、暴力団に加入させない、

こういった強い熱意のもとで、成長過程の早い

段階から意識づけをする取り組みは、本当に大

事じゃないかと思います。暴力団を排除する機

運、これは当然全国的に高まってきているわけ

ですけれども、福岡県では、現在、県内のすべ

ての中学校、高等学校を対象に、県の臨時警察

職員―暴排先生と呼んでいるようですけれど

も―による暴力団排除教育というものを実施

しておりまして、１月中旬までに受講者数は20
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万人を超えたというふうに聞いております。福

岡県は、暴走族グループ数あるいはシンナー乱

用率、少年非行率、これはいずれも全国上位と

いうことであります。犯罪を通して青少年が暴

力団と接触する危険が懸念されており、そのよ

うな背景から、こういった取り組みを始めたよ

うであります。福岡県と宮崎県は、青少年を取

り巻く環境、土壌が異なりますけれども、この

福岡県の取り組みも参考になります。宮崎県警

察としては、この暴力団排除条例の第３章、特

にその第11条の規定に基づいて、具体的にどの

ような取り組みを行っておられるのか伺いたい

と思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 宮崎県警の具体

的な取り組みといたしましては、まず、中学生

や高校生に広く暴力団の実態や悪性を理解して

もらうために、資料として「青少年を暴力団か

ら守れ」と題するリーフレットを作成いたしま

した。そして、各警察署の担当警察官―刑事

課長や係長等―が、管内の中学校、高校に出

向きまして、この資料を活用し、暴力団の実態

や暴力団に加入させない、また暴力団員による

被害に遭わないための啓発等に関する講話を

行っております。なお、現在までに、中学校、

高校、合計16校、生徒約4,600名に対して実施し

ているところでございます。

○新見昌安議員 宮崎の将来を担って立つ青少

年を守っていく取り組みを、これからも地道に

着実に継続していっていただきたいというふう

に要望いたします。

時間が少々余りましたが、以上で質問のすべ

てを終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、５日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時54分散会
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（38名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 岩 下 斌 彦 （自 民 党 つ く し の 会）

3番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 西 村 賢 （ 同 ）

6番 黒 木 正 一 （自由民主党）

7番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

8番 内 村 仁 子 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 図 師 博 規 （日 日 新）

15番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

16番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

17番 太 田 清 海 （ 同 ）

18番 田 口 雄 二 （新みやざき）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

23番 押 川 修一郎 （ 同 ）

24番 外 山 衛 （ 同 ）

25番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 横 田 照 夫 （ 同 ）

34番 中 野 一 則 （ 同 ）

35番 中 野 廣 明 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

欠 席 議 員（１名）

12番 清 山 知 憲 （自由民主党）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

県 民 政 策 部 長 渡 邊 亮 一

総 務 部 長 稲 用 博 美

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 加 藤 裕 彦

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 児 玉 宏 紀

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 日 隈 俊 郎

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 鶴 見 雅 男

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 四 本 孝

事務局職員出席者

事 務 局 長 日 高 勝 弘

事 務 局 次 長 成 合 修

総 務 課 長 山之内 稔

議 事 課 長 武 田 宗 仁

政 策 調 査 課 長 福 嶋 幸 徳

議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 査 前 田 陽 一
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。一般質問のトップバッターを務める

ことになりました新みやざきの徳重忠夫でござ

います。よろしくお願いいたします。きょうは

三股から─私の選挙区ではございませんが

─同級生の１人がわざわざ私の質問を傍聴に

来てくれました。ありがとうございます。それ

では、張り切ってただいまから質問してまいり

ます。よろしくお願いいたします。

それでは、通告しております項目につきまし

て、順次質問を進めてまいりたいと思います。

まず、知事の政治姿勢についてでございます。

昨年１月に河野県政がスタートして１年が経

過いたしました。知事の就任直後から、県内で

は新燃岳の大噴火や高病原性鳥インフルエンザ

の発生などにより、県民生活や県内経済は大き

な被害を受けました。また、県外では、３月11

日に東日本大震災が発生し、県外での出来事と

はいえ、私たちの想像をはるかに超えた余りに

も大規模な災害に対し、大きな衝撃を受けたわ

けであります。加えて、被災地の復旧・復興が

なかなか進まず、多くの被災者の方々は、今な

お厳しい生活を強いられております。就任前に

は予想できなかった事態が次々と起こり、知事

はその対応に懸命に取り組んでこられたことと

思います。次々に直面する新しい課題に対応し

ていくことは、県政のリーダーとして当然の役

割でありますが、一方で、知事は選挙の際に公

約を示されました。県民は、その考えに賛同

し、知事に１票を投じたわけですから、いろい

ろな情勢の変化があるとしても、公約の実現に

向け取り組んでいかなければなりません。そこ

で、知事にお伺いいたします。この１年間を振

り返って、どのように自分の政策評価をされて

いるのか、知事にお尋ねいたしたいと思いま

す。

また、私は１月21日、ＫＩＴＥＮビルで、民

主党の宮崎県総支部連合会主催により開催され

ました藤井裕久・民主党税制調査会長による講

演会に出席させていただきました。その講演の

中で、「歴代の総理大臣も直面する課題に対応

するため、さまざまな公約を掲げてきたが、す

べてを完璧になし遂げた政治家はいない。しか

しながら、何か一つは政治家として達成したも

のがある」ということをお話しになりました。

一内閣一仕事が常識と言われております。確か

に、歴代総理の例を挙げますと、佐藤栄作氏は

沖縄返還、池田隼人氏は所得倍増論、田中角栄

氏は日中平和友好条約、竹下登氏は消費税導

入、最近では小泉純一郎氏の郵政改革などが列

挙されます。そこで、知事にお伺いいたしま

す。任期中にこれだけはやり遂げたいと考えて

いることは何なのか、お尋ねしておきたいと思

います。

次に、先ほど申し述べましたが、新燃岳の噴

火に代表される直面する新しい課題、選挙時に

公約として掲げられた政策提案とを同時並行し

てなし遂げることは、過去の歴史からも明らか

平成24年３月５日(月)
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なように並大抵のことではなく、また、知事就

任以来、既に４分の１を経過した１期４年とい

う任期は、余りにも短いものではないかと考え

ております。このため、九州各県、また県内の

市においても、複数の副知事あるいは副市長体

制がとられていることは、直面する新しい課題

と公約として掲げられた政策提案の２つを具現

化するための、地方自治体の長としての判断に

よるところが大きいものがあると思うのであり

ます。そこで、知事にお伺いいたします。直面

する新しい課題と公約として掲げられた政策提

案の２つを具現化するために、副知事を２人制

とすることを考えていないのかお尋ねいたした

いと思います。

後は質問者席からの質問といたしたいと存じ

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、１年目を振り返っての評価についてで

あります。振り返りますと、この１年、県の内

外でさまざまな災害や困難が相次ぎ、まさに常

在危機の意識と人の持つきずなの大切さを実感

した１年でありました。こうした思いのもと、

県民の皆様のお力をいただきながら、各災害へ

の対応を初め県政運営に当たってきたところで

ございます。知事就任に当たり、第一の課題と

して考えておりました口蹄疫からの再生・復興

につきましても、工程表を定め、スピード感を

持って取り組むとともに、新たな総合計画を初

めとするさまざまな行政各分野の長期計画を策

定し、また低迷する本県経済の活性化に向けた

対策をスタートさせるなど、県政運営の具体的

な方向を県民の皆様にお示しできたのではない

かと考えております。また、対話と協働の精神

のもと、市町村や経済団体、さまざまな県民の

皆様との間の対話のチャンネルづくりに腐心

し、一定のチャンネルを築くことができたので

はないかというふうに考えておるところでござ

います。しかしながら、新燃岳も含めて各災害

というものが、依然として予断を許さない状況

にございます。さまざまな行政課題というもの

が山積しておりますので、知事就任２年目に当

たり、改めて、対話と協働、現場主義という姿

勢を徹底いたしまして、より力強い県政運営に

努めてまいりたいと考えておるところでござい

ます。

次に、任期中にやり遂げたいことについてで

ございます。私は、本県が抱えるさまざまな課

題に的確に対応していくために、知事選の際に

お示ししました政策提案、また、それを反映さ

せて昨年策定いたしましたアクションプラン

に、この４年間で取り組む具体的な施策やその

工程を掲げておりまして、これを着実に実行し

ていくことが私に課せられた責務であると考え

ておるところでございます。これを踏まえ、今

回提案しております平成24年度予算案におきま

しても、必要な措置を講じたところでありま

す。県民の皆様にお示ししたことは、いずれも

大事な課題であり、やり遂げなくてはならない

というふうに考えておるところでございます

が、就任前からの口蹄疫、さらに鳥インフルエ

ンザ、新燃岳など、いわばマイナスからのスタ

ートであります。これを着実に復旧・復興を

図っていくこと、さらに畜産に関して言います

と、単なるもとに戻すということではなしに、

より新しいものを築いていく、畜産の新生を目

指していくという発想でございます。また、大

震災等の教訓を踏まえた災害に強い宮崎づくり

というものも大変重要なものと考えておりま

す。地域経済循環システムの構築や新たな産業

平成24年３月５日(月)
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の創出、さらには、これも特に意識しておりま

すのは、アジアに向けた経済交流の足場を築い

ていくこと、そういったことを中心といたしま

した本県経済の活性化に全力で取り組んでまい

りたいというふうに考えております。また、将

来を見据えた防災力の強化や地域医療の確保な

ど、安全・安心な暮らしづくりに向けても尽力

してまいりたい、そのように考えておるところ

でございます。

最後に、副知事２人制についてであります。

議員御指摘のとおり、公約として掲げました政

策提案の実現、それからさまざまな危機事象な

どの直面する諸課題への対応を図るということ

は、自治体の長としての責務であると認識して

おります。そのような中、副知事を複数にする

ことにつきましては、政策を推進するための体

制強化を図るという面もございますが、一方で

は、本県の厳しい財政状況にも十分配慮する必

要があるというふうに考えておるところでござ

います。また、先日、国家公務員の給与削減の

臨時特例法も可決されまして、その附則で、地

方においても自主的かつ適切な対応ということ

が求められているという状況でございます。こ

れまでこの２人制につきましては、いろんなア

ドバイス、いろいろな御意見をちょうだいした

ところでございますが、今後の県政運営を進め

る中で、検討すべき課題の一つとして留意して

まいりたいと、そのように受けとめておるとこ

ろでございます。以上であります。〔降壇〕

○徳重忠夫議員 ただいま知事は、県政課題、

そしてこれからやらなきゃならないこと、いろ

いろおっしゃったところでございますが、これ

を確実に実行していただきますようにお願いし

ておきたいと思います。

先ほど、副知事の２人制について御答弁をい

ただいたところであります。御案内のとおり、

九州でも副知事２人制をしいていないのは我が

県だけであります。すべての県が副知事２人制

となっております。もともと出納長がいらっ

しゃったということもありますが、今は宮崎県

副知事１人ということで頑張っていただいてお

るところでございます。先ほど申し上げました

とおり、公約として掲げられた政策提案あるい

は直面する新しい課題、このことにつきまして

も、知事も御案内のとおり、知事はことしに

なって記紀1300年事業を打ち立てられました。

この事業についても、既に約7,000万の予算がつ

いておるようでございますし、また関連予算ま

でひっくるめると、３億という大きな予算がつ

けられておるようでございます。そうなります

と、この事業一つとっても大変な事業だと、こ

のように考えますときに、どうしても副知事１

人ではこれを賄い切れないといいますか、知事

と一緒に、あるいは執行部と一緒にやっていか

れるでしょうが、どうしてもトップというもの

は、しっかりした形の中で部下のほうに、下の

ほうにおろしていかなきゃいけないと。こう考

えますときに、私は、どうしても副知事を２人

とすることが必要だと、他県もそのような考え

方の中でこのように進めておると、このように

思っております。新たな財政負担、そのことは

よくわかります。しかし、それ以上の効果を

─県民によりよい宮崎県を構築するための前

向きな姿勢になろうかと、このように私は考え

ています。さらに、牧元副知事は立派な副知事

でございます。大変優秀な方だということはお

聞きしておりまして、「この方は将来、国の重

要ポストにつく」と知事もおっしゃっておりま

したが、そういう方でございまして、つなぎと

めることはできないと、私はこう思うんです。



- 151 -

平成24年３月５日(月)

何年かしたら必ず本省に帰っていかれる方であ

ろうと、こう想定するところでございまして、

そうなりますと、なおさら副知事を２人置いて

おくことによって継続的な事業の展開ができる

んだと、このように考えておりますので、強く

副知事２人制について要望しておきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。

それでは、続いての質問に移らせていただき

たいと思います。昨年９月にも浄化槽の法定検

査について質問をいたしました。私は、生活排

水対策の一つであります浄化槽対策を推進して

いくことは、本県の美しい川や海を次世代に残

していくためにも、大変重要なことだと考えて

おります。私は、法定検査を受けている方と受

けていない方の不公平感を解消するために、実

は環境省と、全国で最も受検率の高い岩手県、

そして栃木県に行ってまいりました。そして、

受検率を向上させるための取り組みについて勉

強させていただきました。その中で大変参考に

なることがありましたので、以下、環境森林部

長にお伺いいたしたいと思います。浄化槽の法

定検査の受検率向上に向けて、９月以降どのよ

うな取り組みをされてきたのか、まずお伺いし

ておきたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 受検率向上に

つきましては、県では、引き続き法定検査の未

受検者に対し、文書や電話等による啓発を行う

とともに、地区住民から要請があった場合に

は、市町村と一緒にその地区に出向き、直接住

民の皆様に説明をしております。このような取

り組みにより、受検率は大幅に上昇し、平成21

年度末の14.2％から、24年１月末には35.9％と

なっております。また、新たな取り組みとしま

して、法定検査を受けやすい仕組みについて、

関係機関や関係団体と研究を行っているところ

であります。

○徳重忠夫議員 先ほどおっしゃったように、

現在、県の名前で文書啓発等を行っておられる

ということでございますが、これを受け取った

人から、「上から目線の感じがして威圧的であ

る」という声をよく耳にするわけであります。

既に、法定検査じゃなくて管理検査を受けてお

ります。それにお金を払っているので、二重払

いというようなこともありまして、そのことに

ついて威圧的であるというようなことをよく耳

にするところでございます。私が調査に行きま

した栃木県では、住民とのつながりが深い市町

村の関係者を活用して、受検率の向上に努めて

おるということでありました。そこで、環境森

林部長にお伺いいたしますが、法定検査を受け

やすくするために、住民と身近な関係にある市

町村を活用してはいかがか。また、文書や電話

だけでなくて、足を運ぶことも必要と思うが、

どうか。これも栃木県で聞いたところでござい

ますので、お尋ねしてみたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 生活排水対策

を推進し、地域の生活環境を保全するために

は、市町村と協力して啓発することが重要であ

ると考えています。このため、文書で啓発を行

うときには、市町村からの協力依頼文書もあわ

せて送付するとともに、住民の皆様からの問い

合わせ等について、市町村にも対応をお願いし

ているところでございます。また、地域住民へ

の啓発については、議員御指摘のように、市町

村と連携しながら、地区集会に積極的に足を運

ぶなど、説明する機会をふやしていきたいと考

えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ、そういうような方向づ

けをしっかりとしていただきたいと、このよう

に思うところでございます。
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今後、法定検査の受検件数が増加してくれ

ば、指定検査機関以外の保守点検業者などを活

用するなど、効率的な検査の方法を構築してい

く必要があると私は考えておるところでありま

す。私の調査した範囲内で申し上げますと、全

国で10県程度が、浄化槽の水を採水する採水員

という制度を設けております。なぜならば、こ

の業者は、２カ月に１回は全戸、浄化槽の検査

をすることになっておるんですね。その人たち

に採水をお願いし、そして検査機関に持ってい

く。そうなれば、私は、そんなに時間をかけず

に、また早急に100％検査が可能だというような

考え方を持っておりまして、ぜひとも、この採

水員制度、そういうものを考えたらどうかと思

いますが、いかがでしょうか。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 法定検査です

けれども、法定検査は、保守点検と清掃が適正

に行われ、浄化槽の機能が十分発揮されている

かどうかを確認するための検査でありまして、

浄化槽の放流水を採水し水質の状況を検査する

ことは、この法定検査の最も重要な項目の一つ

であります。採水業務における保守点検業者の

活用につきましては、相談があった場合には、

法定検査の信頼性の確保や現在の検査体制から

見た必要性などを勘案し、慎重に検討してまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 慎重に慎重にということは、

ある面においては大変いいことかもしれません

が、やはりほかの県が非常に積極的に取り組ん

で結果を出しているということであれば、いい

ことはまねをすべきだと、私はこう考えており

まして、このような質問をいたしておるところ

でございます。

本県には、指定検査機関、この検査をする機

関が１カ所しかありません。今後、法定検査の

受検件数が増加する─今は約５万基なされて

いますが、県内には15万基あるわけでありま

す。そのことを考えますときに、県北、県央、

そして県南に１カ所ずつ、地域のバランスを考

えて複数の検査機関を指定する必要があると私

は考えるわけであります。15万基の浄化槽、毎

年１年間に１回はしなきゃならないということ

でございますので、これを１カ所でやるという

ことは大変困難だと、こう考えております。地

域を分けてそれぞれ検査機関を指定してはどう

か、部長にお尋ねをしたいと思います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 指定検査機関

である財団法人宮崎県環境科学協会において

は、平成22年度からの受検申し込みの急増に合

わせまして、検査従事者の増員や新しい検査機

器の導入など、検査体制の充実を図ってきたと

ころです。県といたしましては、今後も検査が

円滑に行われるよう、引き続き指導してまいり

たいと考えております。なお、検査機関の指定

についての相談があった場合には、法律の要件

に適合しているかを確認するとともに、現在の

検査体制などの状況を勘案し、生活環境の保全

及び公衆衛生の向上の観点から、適切に対応し

ていきたいと考えております。

○徳重忠夫議員 いろいろお話があったところ

でございますが、やはり積極的な取り組みがな

いと、これは実現不可能じゃないかと、私はこ

のように考えております。前回９月の議会で

も、知事に要望を申し上げました。いろいろ議

論をするんですけれども、なかなか私と皆さん

方執行部とのかみ合いがうまくいっておりませ

ん。何とかこれが実現できるように努力されて

いるということで、35％までは来たと、こう

おっしゃっております。ところが、御案内のと

おり、22年度─１年半ぐらい前の話でありま
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すが─の統計によりますと、福岡県、佐賀

県、長崎県は、その22年度の状態で60％から70

％、九州管内でも受検率があったわけです。既

に80％を超えているんじゃないかと、こう想定

されます。九州で一番低いのが宮崎でありま

す。35％といっても約半分も満たしていないと

いうことを考えますときに、やはり環境を、あ

るいは宮崎で飲んでいただいている大淀川の水

をきれいにするためにも、どうしても早く検査

を完了する必要がある、全戸検査をする必要が

あると、こう思っております。先ほど申し上げ

ました、10県程度、採水員を指定して採水して

いただいている、このこともひっくるめて、あ

るいは県内を３ブロックに分けて検査するとこ

ろを設けると、そういったこともひっくるめて

前向きに検討いただきますように、知事に強く

要望を申し上げておきたいと思います。

それでは次に、ＴＰＰと本県農業についてお

尋ねしてまいりたいと思います。

私は２月16日に、ＫＩＴＥＮビルで県主催に

より開催されましたＴＰＰに係る説明会に出席

させていただきました。当日は、行政関係者に

加えて、農業生産関係の代表者も見えておりま

して、直接影響を受ける側の一員として、不安

や情報不足について切実に訴え、質問されてお

りました。そのような切実な質問に対し、当日

の国の回答は、「国益を守る」といったような

言葉、あいまいな説明に終始しておりまして、

我々が知りたかった「国益とは何か」の説明も

なく、大変残念で遺憾に思った次第でありま

す。そこで、知事にお伺いします。知事は、こ

れまでＴＰＰ反対県民集会に参加するなど、反

対姿勢を示してこられましたが、政府が関係国

との事前協議を進める中、その姿勢に変わりは

ないのか、再度確認をしておきたいと思いま

す。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰ協定に対する私

の姿勢でございますが、今御指摘がございまし

たように、このＴＰＰ、例えばＴＰＰ反対県民

集会には、一昨年は、副知事退職後でありまし

たので、一個人の立場で参加し、また昨年10月

には、知事の立場で参加させていただき、本県

経済に甚大な影響が懸念されることなどを県民

に訴えまして、その対応を国に働きかけてきた

ところでございます。残念ながら、今、議員か

らも御指摘がございましたように、これまでの

ところ、私が国に対し繰り返し要望してまいり

ました国民的議論を深めるための十分な情報提

供でありますとか、国民が安心できるような国

の対応方針などの説明が行われていないという

ことでございます。このような状況のもとに、

ＴＰＰ協定に対する私の姿勢は、これまでと一

貫して変わりなく反対であるということでござ

いまして、今後とも、県民がＴＰＰ協定に対し

て感じている不安感を集約いたしまして、国に

対し、しっかりと要請活動を行うとともに、地

方の立場から、地方の経済や地域社会を守ると

いう視点に立って行動してまいりたいと考えて

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。今後

とも、農業、農民のために、宮崎県の農業を守

るんだという、農業県の知事としての行動を期

待いたしたいと思っております。

次に、今後、我々は、ＴＰＰ参加に対して反

対のうねりや輪を広げていく必要があると、こ

のように考えておりまして、当然それには、一

人より大勢、一つの県より複数の県から、一緒

にさまざまな機会を通して共同で意思表示をす

ることが大事ではないかと、私はこう考えるわ

けであります。そして、政府がＴＰＰ交渉に前
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のめりにならないよう、宮崎県一県だけではな

くて、南九州、ひいては九州全県と連携し、ま

た、全国の農業県あるいは反対県と協働して対

応していくべきだと、私はこう考えますが、知

事の考え方をお尋ねしておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘は受けとめたい

と考えております。国への要請活動につきまし

ては、関係国との協議入りを決定する前、昨

年10月には、外山議長にも同席いただきまし

て、交渉には参加しないようということで要請

したところでございます。また、関係国と事前

協議入りしたことし１月にも、十分な情報提供

と国民的な議論を進めていただきたいというこ

とを強く要請してきたところでございます。今

後、関係国との事前協議の動きや日本政府の協

議方針に関する情報などがだんだん明らかに

なってくるというふうに考えられますので、さ

らなる国への働きかけにつきましては、今の御

提言も踏まえ、本県と同様の産業構造を有し、

地方としての考えを共有できる南九州や他県と

の連携も視野に入れながら、対応してまいりた

いと考えております。

○徳重忠夫議員 ぜひ他県との連携を強めてい

ただきたい、このように思っております。よろ

しくお願いいたします。

一方、政府は、我々の意向を顧みず、ひょっ

としたら、ＴＰＰ協定に参加し、重要品目の関

税が自由化されるなど、最悪のケースも想定さ

れます。戦略的な対応もとらざるを得ない可能

性もあるんじゃないかと、このように考えてお

ります。そのような戦略的な対応も視野に置き

ながら、農業生産の現場では、高齢化や担い手

不足、燃油や飼料価格の高騰など、喫緊の課題

も山積しておるところでございます。そこで、

農政水産部長にお尋ねいたします。仮に、ＴＰ

Ｐ協定への参加も想定しながら、今後、儲かる

農業の実現を図っていく必要があると、私は考

えます。どのような対応を進めようとされてい

るのか、お尋ねしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 儲かる農業の

実現に向けた取り組みにつきましては、ＴＰＰ

協定への参加いかんにかかわらず、積極的に展

開していく必要があるものと考えております。

その基本的な方向性につきましては、昨年６月

に策定した第七次宮崎県農業・農村振興長期計

画にも示しておりますが、具体的には、農地の

集積や機械化によるコスト低減や、６次産業化

等による県産農畜産物の高付加価値化、ブラン

ド力の強化や東アジアへの輸出拡大等による新

たな販売戦略の展開などに取り組んでいくこと

としております。また、国が農林漁業の再生を

図るために打ち出した新たな新規就農対策や農

地集積対策等についても、本県農業の構造改革

を促進するため、積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。しかしながら、ＴＰＰ参

加により、仮にすべての品目において関税撤廃

となった場合、これらの対策では不十分である

と考えておりますので、国に対しましては、引

き続き、国民的議論を踏まえた慎重な対応を求

めてまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 農業生産の現場では、まさに

待ったなしであります。県の財政状況が厳しい

中ではありますが、国の事業なども最大限に活

用しながら、選択的・集中的に短期間で最も効

果の上がる取り組みをしていただかなければ間

に合わないと、このように考えておりますの

で、よろしくお願いを申し上げておきたいと思

います。

農政水産部長に再度お尋ねいたしますが、新

たな販売戦略の展開の取り組みといたしまし
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て、東アジアへの輸出拡大等ということがあり

ました。本県の農産物は高い技術で生産されて

おります。マンゴーを初め、高品質で海外にも

自信を持って輸出できる品目が数多くあると

思っております。そこで、お尋ねいたします

が、将来の本県農業の目指す方向の一つとし

て、海外への農産物輸出も重要と考えますが、

県として今後どのように進めていくのか、お尋

ねしておきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 少子高齢化等

による国内市場の縮小も予想されている中で、

儲かる農業を実現していくためには、地理的に

も文化的にも近く、成長著しい東アジアをター

ゲットとした農産物の輸出の促進は、極めて重

要であります。県としては、これまで商談会へ

の参加支援や検疫問題の解決などに取り組んで

まいりましたが、今後も引き続き、県下一丸と

なった取り組みを進めてまいります。特に、平

成24年度からは、本議会にお願いしております

新規事業などにより、産地と輸出業者がお互い

に協力して輸出に取り組む縦の連携や、農産品

に加工食品などの県産品を加えたオール宮崎で

ロットを確保する横の連携を集中的に支援し、

これまでネックとなっていた中間コストの削減

や、輸出リスクの軽減に力を入れてまいりま

す。また、海外輸出につきましては、フェアな

どの一過性のイベントにとどまらず、継続的な

ビジネスとなることが非常に重要でございます

ので、輸出実務に精通した人材を県内に育成し

ていくための研修プログラムの創設などを通じ

て、幅広い支援を行ってまいります。

○徳重忠夫議員 大変前向きな御答弁をいただ

いておるところでございますが、海外輸出は今

後ますます重要性が増してくると、このように

考えております。海外に打って出ることのでき

る品目の産地化づくり、これをしっかりやらな

いといけない、一過性ではなく、継続した取り

組みがなされなければ意味がないと、このよう

に思っておりますので、よろしくお願いを申し

上げておきたいと思います。

続きまして、道路のコンクリート舗装につい

て、県土整備部長にお尋ねしたいと思います。

日ごろ、私は、車を運転しておりますと、年

間を通して、どこかの道路で舗装の修繕工事を

目にするところであります。道路の舗装の大部

分は、アスファルト舗装でなされております

が、これは、これまでコンクリート舗装に比

べ、アスファルト舗装が割安であったことや、

車での乗り心地がよかったからと言われており

ます。しかし、最近の原油価格の上昇に伴っ

て、アスファルトの材料の値段が上がってきて

おり、国土交通省の関東地区の試算によります

と、数年前は１平方メートル当たり7,000円台

だったんだそうでありますが、アスファルト舗

装の価格が今では9,000円を超す程度までに上昇

しておるということでございます。コンクリー

ト舗装にしますと、9,500円程度でできるという

ことでありまして、余り変わらないということ

のようであります。一般的に、コンクリート舗

装は、アスファルト舗装に比べて長もちすると

言われております。管理にかかる費用も修繕工

事も少ないと考えられます。また、輸入される

原油からつくられるアスファルトより、国産で

できる、自前で、国内で調達できるコンクリー

トは、将来的にも大変安定した供給が見込まれ

るとともに、コンクリートの使用が広がれば、

多くの雇用が生まれ、景気の浮揚につながるの

ではないかと私は考えております。国も積極的

に採用するとお聞きしておるところでございま

すが、今後の県の取り組みについてお尋ねして
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おきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） コンクリート

舗装につきましては、アスファルト舗装に比

べ、耐久性が高く、長寿命であることから、維

持管理費の軽減や大型車の燃費向上の面から、

国においては、平成24年度から積極的に採用し

ていくこととされております。本県の現状とし

ましては、コンクリート舗装は、工事費が高

く、コンクリートが固まるまで車が通せないこ

と、あるいは車両走行時の振動や騒音が大きい

ことなどの理由から、これまでは主にトンネル

内の舗装に使用しておりまして、国県道延長の

約２％、66キロメートルとなっております。

今、議員のお話にもありましたとおり、近年で

は、アスファルトの価格が上昇していること

や、さまざまな舗装技術が開発されております

ことから、コンクリート舗装の実施につきまし

ては、ライフサイクルコストの比較を初め、施

工性や走行性などを総合的に勘案した上で、今

後検討してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ただいま部長から御答弁をい

ただきました。公共工事は、基本的には費用対

効果ということがよく言われております。費用

対効果が上がるような考え方ですと、コンクリ

ートは40年、50年そのまま使える。アスファル

トになりますと、５年置きに改良しなければい

けない、補修しなきゃいけない、そういう状況

にあることは間違いございません。そういった

ことを考えますときに、長期的な考え方でいく

ならば、コンクリート舗装のほうが安定度も高

いし、そして長もちするのであれば、費用対効

果というのはぐっと増してくるのではなかろう

かと、このように考えておりますので、ぜひと

も、これらの導入について積極的に取り組んで

いただきたいと思います。既に、名古屋では30

数％コンクリート舗装に切りかえております

し、外国では、韓国では60数％、コンクリート

舗装ということになっております。アメリカで

は、単価がコンクリート舗装の倍、アスファル

トがかかるようになっております。世界的な状

況の中でこれを考えていきますときに、日本で

も先に取り組むという姿勢が必要だと、宮崎県

が先にこういったものについて取り組んでいた

だきますようにお願いしておきたいと思いま

す。

それでは次に、記紀編さん1300年記念事業に

ついてお尋ねしていきたいと思います。

知事の提唱されましたこの取り組みについて

でございますが、本県に数多く残っている神話

や伝説、史跡等に光を当て、磨き上げ、県内外

に情報発信していこうとするものでありまし

て、県民の郷土愛や誇りを醸成し、観光振興に

とっても非常に意義深いものであると考えてお

ります。今後、それぞれの部署において事業の

具体化が進められていくものと思いますが、事

業の実施に当たっては、総花的ではなくて、集

中的・効果的に取り組んでいく必要があると

思っております。そこで、主要事業の一つであ

ります「神話のふるさと みやざき温故知新も

のがたり」スタートアップ事業についてであり

ますが、私は、例えば、県内各地にある神話ゆ

かりの神楽や郷土芸能などを１カ所に集めて披

露するイベントといったような、県民が見てわ

かりやすい具体的なイベントを実施しないと、

ＰＲ効果もあるいは集客効果も期待できないの

ではないかと、このように考えております。

「神話のふるさと みやざき温故知新ものがた

り」スタートアップ事業の実施に当たりまし

て、具体的にどのようなイベントに取り組むつ

もりなのか、知事に御答弁をいただきますよう
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にお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな災害も続い

たこの宮崎において、ことし古事記編さん1300

年を迎えるというのは、まさに千載一遇のチャ

ンスであると考えまして、本県の宝であります

さまざまな神話、伝説、史跡などを改めて見詰

め直すとともに磨き直して、しっかりと全国に

向けて発信していきたい、そのような考え方で

取り組んでまいりたいと考えております。その

ときに、例えば、どんな商売でもそうですけれ

ども、物を売りたいということで懸命にＰＲす

るわけですが、その商品に対する深い理解と愛

着・愛情というものがなくしては、しっかりと

した商売はできないわけでありまして、古事記

ゆかりのものに対する理解を深めていくという

学術的なところも含めて研究はする一方で、い

ろんなイベントでの発信に努めてまいりたい、

そのバランスをとっていくことが大事だという

ふうに考えております。一方で、例えば今度、

４月15日に哲学者の梅原猛先生をお招きして講

演会などを行う、それで県民の皆さんに理解を

深めていただくというような取り組みをやりた

いというふうに考えておりますし、御質問のあ

りました「神話のふるさと みやざき温故知新

ものがたり」スタートアップ事業におきまして

は、特に核となるイベントを検討する必要があ

るということでございます。事業全体の中で、

さまざまなメディアを活用した情報発信や、こ

ういった核となるイベントの実施によりまし

て、県民の理解を促進するとともに、県内外に

対するアピールということで、神話ゆかりの地

域で開催される既存の祭り・行事などとジョイ

ントした記念イベントなど、県民や県外観光客

にも「神話のふるさと宮崎」の魅力を満喫して

いただけるような、そういう仕立てのイベント

としていきたいというふうに考えておるところ

でございます。具体的な内容につきましては、

推進協議会に設けた企画運営委員会におきまし

て、スピード感を持ってその具体化をしていき

たいと考えております。

○徳重忠夫議員 もう既に始まっております

が、ぜひスピード感を持って、これが県民が納

得のいくような事業に展開できるようにお願い

しておきたいと思います。

次に、教育長にお尋ねしてみたいと思いま

す。本県には、多くの歴史的・文化的な史跡等

が残されております。この機会に、まずは県民

が、大人も子供も含めてそうした場所を訪れ、

宮崎のよさを知ることが大切であると、このよ

うに考えております。現在、小中学校では、地

元のことを理解させるために、ふるさと学習が

行われていると聞いておりますが、県内にある

歴史的・文化的なよさを知るための学習を行う

ことはできないものかと考えております。具体

的には、各地の青少年自然の家を利用して行わ

れています小中学校の宿泊学習についてであり

ます。その青少年自然の家に行く途中や青少年

自然の家の周辺にある歴史的・文化的な施設を

活用し、宮崎のよさに触れる活動を加えること

は、教育的に価値があるのではないかと考えま

す。そこで、小中学校の宿泊学習では、自然体

験などの学習が行われておりますが、これらの

活動に加えて、地域の歴史や文化に触れる活動

も意義あることだと考えますが、教育長の考え

をお伺いしておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 宿泊学習は、日常と

異なる生活環境の中でさまざまな体験活動を行

い、望ましい人間関係や集団への所属感や連帯

感、あるいは公共の精神などを養うことを目的

として実施されるものでありまして、学習内容
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や活動場所につきましては、それぞれの学校が

児童生徒や地域の実態に応じて定めておりま

す。学習活動の内容といたしましては、山登り

やキャンプなどの自然体験が多く行われており

ますが、宿泊学習のプログラムの中に、地域の

歴史や文化に触れられる学習を取り入れること

は、子供たちが宮崎のよさを知り、宮崎への愛

着や誇りを持つ上で、大変意義あるものと考え

ております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。子供

たちが宿泊学習で学んだこと、感じたこと、そ

れはうちに帰って親にしっかりと話すであろう

と、こう考えます。家族でふるさと宮崎の話題

が広がる最もいいチャンスだと、私はこう考え

ておりますので、こういったものを積極的に取

り組んでいただきますようにお願いしておきた

いと思います。

続いて、文化財を後世に伝えていくといった

地道な事業は、一過性で終わることなく、継続

的に実施していくことこそ効果があるものと考

えております。そこで、記紀編さん1300年記念

事業を契機に、どのようにして文化財を県民に

知らしめていくのか。また、文化財を後世に伝

えていくためには、一過性でなく継続的な事業

の実施が必要であると考えますが、どのように

考えられるか、教育長にお伺いしておきたいと

思います。

○教育長（渡辺義人君） 県内には、地域の方

々により守り伝えられてきた貴重な文化財が数

多く残されております。これらの文化財を県民

の方々に知っていただき、実際に足を運んでい

ただくために、総合博物館、西都原考古博物館

での展示や講座の開催、埋蔵文化財センターに

よる出前講座等を行っているほか、文化財に関

する情報をインターネット上で提供するデジタ

ルミュージアム事業を実施しているところでご

ざいます。このほか、神楽などの民俗芸能とと

もに神話を紹介するイベントと、本県の神話と

歴史のかかわりについてわかりやすく検証する

シンポジウムの開催を、新規事業として今議会

にお願いしているところであります。また、議

員の御質問にありましたとおり、文化財を後世

に伝えていくためには、継続的な事業の実施が

必要であると考えていることから、民俗芸能保

存団体等の後継者育成活動に対しまして、引き

続き支援を行うとともに、これまで行ってきた

文化財愛護少年団間での交流事業を、新たに子

供たちや保護者と民俗芸能保存団体との交流・

体験事業として再構築し、より効果を高める形

で実施したいと考えております。県教育委員会

といたしましては、今後とも、これらの事業を

通して、文化財を大切にする意識を高めるとと

もに、その保護・継承を担う人材の育成・支援

に努めてまいります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。

それでは、引き続き、教育現場における県産

材の利用促進についてお尋ねいたします。

環境森林部長にお尋ねいたしますが、私は、

宮城県山元町を訪れたときに、本県から山下第

二小学校に贈呈されました、本県の県産材でつ

くった机といすを使って勉強する子供たちの姿

を拝見いたしました。木製の机・いすは重いの

ではないか、使い心地はどうなのか気になって

尋ねたところでありますが、重さはスチール製

のものとほとんど変わらず、木の持つ温かさや

やわらかさがあるということで、子供たちに大

変喜ばれております。本県の取り組みは大変す

ばらしいものであったと感心いたしたところで

あります。ところが、地元に帰り、その話をし

てみましたところ、その机といすは熊本の業者
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につくらせているとのことでありました。木製

の学童机・いすは、都城でも日南でも製作して

いると聞いておりましたので、びっくりしたと

ころであります。このような取り組みは、県内

の企業を活用すべきであると考えております

が、なぜ県外の企業が製作することとなったの

か、その理由を部長にお聞きしておきたいと思

います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 山元町の小学

校に贈呈した木製学童机・いすの選定に当たり

ましては、県産材を使用していることや、県内

の小学校への納入実績がある製品を中心に検討

したところです。加えて、軽量であること、早

期納入が可能であることなどを考慮した結果、

その時点では、宮崎県森林組合連合会が取り

扱っている製品以外に該当がなかったことか

ら、当該製品に決定したところであります。こ

の製品は、同連合会と熊本県内の工場が、現在

まで10年近くかけて共同開発してきた経緯があ

り、他の工場での製作は困難であることから、

連合会の加工場で製材し、熊本県内の工場で加

工・組み立てしたものであります。なお、木製

の机・いすは、県内でも製作されております

が、今回は、被災した小学校に一日も早く新し

い机といすを届けたいという思いから、230組を

短期間に製作する必要がありましたので、この

ように決定したところでございます。

○徳重忠夫議員 それでは、このことについて

は深く触れません。

特にこれからの問題について質問をしていき

ます。県産材の机・いすは、価格的には割高感

があると聞いておりますが、宮城県でも喜ばれ

たこの机・いすを本県でもこれからぜひ導入す

べきだと、こう考えておりますし、私たちが小

中学校のころは全部木製であった。ここにい

らっしゃる方、何人かの方は経験されたと思い

ます。また、更新が必要なものは、これからも

県産材の導入を考えていただきたいと、こう思

うところでございまして、県内で県産材の机・

いすを入れた学校が広まることによって、県産

材の消費にもつながって、関係する方々の仕事

も大変ふえてくるということでございます。宮

崎県の学校は県産材の机・いすを使っているこ

とをＰＲし、このことが全国に広がれば、本県

の林業関係の産業に大変大きく寄与するといい

ますか、活性化することになると、このように

思っております。ところで、県立学校にも県産

材を使った机・いすがあると聞いております

が、その整備状況並びに今後の取り組みと、県

内の市町村立小中学校においても県産材を使っ

た机・いすの整備が図られるよう、県教育委員

会から働きかける考えはないか、教育長にお尋

ねいたします。

○教育長（渡辺義人君） 県教育委員会では、

平成17年度から本年度まで、学校調度品木質化

推進事業により、県産材を使用した木製の机・

いすの整備を実施し、県立学校40校の特別教室

への整備を完了したところであります。今後の

整備につきましては、木の持つ温かみや落ち着

きにより、良好な教育環境を提供できること

や、地域産業の活性化にもつながると期待でき

ることから、耐久性やコスト面も十分考慮しな

がら検討してまいりたいと考えております。ま

た、市町村立小中学校における県産材を使った

机・いすの整備につきましては、学校の設置者

である各市町村が主体となって取り組まれるも

のでございますが、県教育委員会といたしまし

ても、県産材を使用した机・いすのよさや導入

事例の紹介などの情報提供に努めてまいりたい

と考えております。
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○徳重忠夫議員 県内の小・中・高校生の総数

を挙げてもらいました。13万2,845名という児童

生徒が学んでおるわけであります。１万個ずつ

つくっても13年かかるわけですね。そういった

ことを考えますときに、ぜひとも宮崎県の子供

たちの机・いすは県産材でつくるぞという気概

を持って取り組んでいただきたいと、執行部の

ほうにも教育委員会のほうにもお願いしておき

たいと思います。

続きまして、高校生の自転車マナー向上につ

いてお尋ねしてまいります。

高校生の自転車マナーについてであります

が、私の住んでいる地域でも自転車通学をして

いる高校生を多く見かけます。先日、地域で長

年にわたって子供たちの交通指導に当たってこ

られた方が私のうちに来られました。「無灯火

で帰っていく高校生が多い。夕暮れどき、歩行

者は見えにくい。大きな事故につながるんじゃ

ないか」と、大変心配をされておりました。ま

た、無灯火だけでなく、並進、傘差し運転、携

帯電話を操作しながらの運転、高校生の自転車

ルール違反について、命が奪われるようなこと

になってはならないと、こう考えます。このこ

とについて警察本部長に、高校生が自動車と接

触する事故等、その他事故についての実績、23

年度中の状況をお知らせいただくとありがたい

と思います。

○警察本部長（鶴見雅男君） 自転車の関与す

る交通事故でありますけれども、平成23年中は

県内で1,546件、死者は７人でありました。これ

は前年比でマイナス29件、死者はプラス１人と

いう状況であります。1,546件のうち高校生が関

与したものは402件で、全自転車事故の約26％を

占めております。なお、高校生の死者はありま

せんでした。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。高

校生の事故が大変多いようでございますので、

これらの指導について、徹底的に教育委員会、

そして警察、一緒になって頑張っていただきま

すようにお願いを申し上げまして、私の質問の

すべてを終わらせていただきます。ありがとう

ございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、宮原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。私の質問に何人かの傍聴の皆さん、

おいでいただいております。心より感謝を申し

上げたいというふうに思っております。

国・地方のすべての借金が1,000兆円を超えた

ようであります。借金時計というのがインター

ネットで出ておりますが、本日９時現在で889

兆3,270億円という数字が日本の借金、国・地方

の普通国債のみを合わせた金額ということに

なっているようであります。一家庭での借金に

直しますと1,746万5,200円、１人当たりにしま

すと約683万2,000円ということになっているよ

うであります。大変危機的状況と言える現状で

ありますが、こういった状況であるにもかかわ

りませず、メディアにおきましては、芸能人の

閉じこもりであったり芸能人がまた妊娠したと

か、どうでもいいような報道が朝から流れてい

る状況であります。ドラマといえば殺人事件な

どが流れておりまして、国民の気を引くような

ワイドショー番組が多いことにあきれていると

ころであります。我が国の政治はワイドショー

がやっていると錯覚を起こすほどであり、震災

復興やＴＰＰ問題、少子高齢化問題、原発問題

など、問題が山積している中でありますので、

メディアの方々にはしっかりとした番組編成を

望みたいなというふうに思っているところであ

ります。
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まず初めに、当初予算についてお伺いいたし

ます。

当初予算については、多くの議員が質問され

ていますので、３点について質問させていただ

きたいと思います。口蹄疫からの復興のために

発行されました口蹄疫復興宝くじの収益金につ

いてであります。復興宝くじは、昨年10月に全

国で初めて震災以外で発行されたものでありま

して、県はその収益金７億8,000万円余を、11月

補正において口蹄疫復興対策基金に積み立てら

れております。当初予算において、どのような

方針でこの基金が活用されるのか、まず知事に

お伺いさせていただき、後は質問者席で質問さ

せていただきたいと思います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

口蹄疫復興宝くじにつきましては、県民の皆

様を初め、全国から温かい御協力をいただき、

この収益を確保することができました。まこと

にありがとうございました。その活用に当たり

ましては、本県畜産の新生や産地構造・産業構

造の転換、県産品の積極的な販路の開拓など、

新たな価値を創造していくこと及び防疫対策の

さらなる徹底を図ることを中心に、宝くじの収

益金という新しい財源にふさわしい事業を検討

してきたところであります。具体的には、平

成24年度当初予算としまして、「宮崎の畜産“

新生”モデル畜舎整備事業」でありますとか

「みやざき土地利用型野菜産地づくり事業」

「オールみやざき営業チーム活動強化事業」

「口蹄疫水際防疫対策事業」など、９つの事業

で約３億8,000万円を活用することとしておりま

す。残りの約４億円につきましては、先ほど申

し上げました基本的な考え方に基づきながら、

これまで実施してまいりました事業や今後実施

する事業の効果、県内経済の回復状況などを見

きわめるとともに、新生畜産のあり方に関する

検討状況─これも先日、関係者と意見交換を

行ったところでございますが─を勘案いたし

まして、有効に活用してまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。貴

重な財源でありますから、口蹄疫復興のために

実のある活用をしていただきたいと思います。

次に、現在、我が国においては、急速な少子

高齢化社会となっております。国においても、

社会保障の問題が大きな問題となっております

が、本県においても、年々社会保障関係経費が

大きく伸びている状況であります。この点につ

きましては、代表質問等でも質問されています

ので、割愛させていただきますが、急速に進む

高齢化に対応するために、宮崎県高齢者福祉計

画が今回提案され、介護予防及び生活習慣病等

の予防の推進や地域包括ケアの推進を図ること

とされております。大きな伸びを示しておりま

す高齢者の医療・介護の経費抑制のためには重

要なことと評価しますが、具体的にこれらの施

策をどのように推進されるのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今回の計画で

ございますけれども、「未来みやざき創造プラ

ン」に掲げている「健康長寿社会づくり戦略」

と、介護保険法に位置づけられた「地域包括ケ

ア」の実現を基本的な考え方として策定したと

ころでございます。これは、健康づくりや介護

予防に取り組むことにより、何歳になっても健

康な生活を送ることができるようにいたします

とともに、総合的なサービスを提供することに

より、高齢者が可能な限り住みなれた地域で自
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立した日常生活を営むことができるようにしよ

うとするものでございます。このため、計画の

柱といたしまして、「介護予防及び生活習慣病

等の予防の推進」や「認知症高齢者支援策の充

実」を位置づけまして、「いきいきはつらつ介

護予防プログラム」の普及・定着、認知症予防

対策やその早期発見など、市町村と連携した取

り組みを進めることといたしているところでご

ざいます。

○宮原義久議員 少子高齢化ということで、非

常に高齢化が進んでいる状況でありまして、病

院で顔を見ないのが病気かと言われるような状

況があるようですから、極力そういったことが

ないように、健康管理に気をつけるようなプロ

グラムで頑張っていただきたいというふうに

思っております。

次に、日本国の発電のかなめでありました原

子力発電のほとんどが停止状況であります。再

稼働につきましても、国民の理解がなかなか得

にくい状況になっているというふうに思ってお

ります。県としても、節電対策についての取り

組みはいろいろやられているのではないかとい

うふうに思いますが、新年度予算の中におい

て、県民に対しての消費電力削減についてどの

ような取り組みをされているのか、環境森林部

長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） まず、家庭向

けの節電対策としましては、「家庭からのエコ

アクション促進事業」において、節電による電

気の削減量をポイント化することにより、家庭

での節電のメリットを実感できるモデル事業

や、約100名の地球温暖化防止活動推進員による

県内各地の公民館や小学校での啓発を実施する

こととしております。事業所向けとしまして

は、「カーボンアクションフォローアップ事

業」において、省エネセミナーの開催や、個々

の事業所を対象とする省エネ診断などの節電に

関する情報の提供を行うこととしております。

また、「県民総力戦による環境実践行動推進事

業」において、県民、事業者、団体等で組織さ

れた環境みやざき推進協議会が中心となり、ク

ールビズ、ウォームビズなどの節電行動の輪が

県内各地に広がるよう取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。他

県の知事が節電ということで、いろんな形で情

報を発信されているように思うんですが、河野

知事から余りそういう節電というのを発信され

ていないように感じられたものですから、今回

の予算の中でどういう取り組みがされているの

かということを聞かせていただいたところであ

ります。全国の原発がすべて停止するというこ

とでありますから、夏場の電力不足が深刻な状

況となりますので、啓発については早い段階か

ら呼びかけていただいて、できれば知事の定例

記者会見あたりで、後ろに「節電」と書かれる

だけで頑張っているというふうに思われるん

じゃないかと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

次に、防災拠点としての県庁舎改築の考え方

についてお伺いさせていただきます。今回の予

算編成では、東日本大震災の教訓から、県民の

生命・財産を守るために、防災関連事業に多く

の予算が計上されております。大規模災害等の

災害時の災害救急対策や復旧・復興対策を円滑

に実施するための防災拠点施設の整備を図るこ

とを目的に、新規事業・防災拠点施設整備調査

等事業、2,000万円の予算が計上されておりま

す。昨年11月24日に、防災拠点としての県庁舎

のあり方について、検討結果報告書が検討委員
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会より提出されております。本県の災害対策本

部は、県庁１号館に設置されており、これまで

も耐震補強等により、震度６以上の大震災が発

生した場合、倒壊の危険性はないとしながら

も、屋上には約18トンの防災無線鉄塔もあり、

使用が困難となる状況であるようであります。

新年度の予算で、防災拠点施設整備を検討する

ということになっていますが、具体的に整備ま

での年数をどのようなタイムスケジュールで考

えておられるのか、総務部長にお伺いいたしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 平成24年度当初予

算案に、新規事業として防災拠点施設整備調査

等事業を計上させていただいておりますが、こ

の事業により各種調査を実施しまして、防災や

建築の専門家を含む検討委員会において、専門

的な見地から御意見をいただき、場所や規模等

の基本方針を中間報告として取りまとめ、議会

に御報告させていただきたいというふうに考え

ております。また、その後は、施設の床面積や

配置、構造、事業手法等の具体的な検討に入

り、年度末までには最終報告を取りまとめたい

というふうに考えております。現時点では、施

設整備の前提となります基本方針を策定してお

りませんので、具体的な整備のスケジュールは

お示しできないところであります。しかしなが

ら、災害はいつ発生するかわからないというこ

とでありますので、防災拠点施設については、

できるだけ早期に整備する必要がありますの

で、鋭意検討を進めてまいりたいというふうに

考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。言わ

れているとおり、いつ来るかわからない、なる

べく早く整備することが県民の生命・財産を守

ることになりますので、そういった予算的面は

あると思いますが、なるべく早くこの部分は整

備を図る必要があると思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

次に、災害時の緊急トイレ整備についてお伺

いいたします。東日本大震災では、直接的な地

震災害と巨大津波によりまして、水道・電気・

下水道などの多くのインフラが破壊されており

ます。震災発生直後、避難所では、断水したト

イレを多くの避難者が使用したために、使用で

きなくなり、一時は仮設トイレの設置が追いつ

かない、さらには、私も直接目にしましたが、

仮設トイレもくみ取りの対応ができないなど、

衛生面の確保が望まれたところであります。避

難者は、そうした状況から飲食を控えたり、体

調を崩す事例も多発したというふうにお伺いし

ております。生理現象である排せつを我慢する

ことは、高齢者、幼児、女性にとっては、空腹

以上に耐えがたかったのではないでしょうか。

災害時の飲料や食料等の対応は十分と思います

が、避難所におけるトイレ対策について、県は

どのように考えておられるのか、総務部長にお

伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 災害時の避難所等

におけるトイレの問題につきましては、食料・

水の確保などと同様に避けられない課題であり

まして、良好な衛生環境の確保や健康維持、ま

た精神的負担の軽減という観点からも、十分な

配慮が必要であるというふうに考えておりま

す。今回の東日本大震災におきましても、今、

御指摘がありましたように、避難所でのトイレ

の数や断水に伴う対応などで問題が生じたと聞

いております。対策といたしましては、県の地

域防災計画の中で、避難所を設置する市町村に

おいて、簡易トイレの備蓄のほか、仮設トイレ

の設置や円滑なし尿処理のために、事業者と協
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定を締結するなど、必要な協力体制をとるよう

に求めているところであります。また、県にお

きましても、宮崎県環境事業連合会と、被災地

での仮設トイレの設置やし尿の処理等に関する

協定を平成19年に締結し、協力体制を確保する

とともに、被災の状況に応じまして、県から組

み立て式のトイレを提供できるように、対策を

とっているところでございます。

○宮原義久議員 実際、避難所の状況を見たと

きに、仮設トイレをくみ取れるかというと、バ

キュームカーでくむというような形になるんだ

ろうと思いますが、トイレの構造を一般の方で

もくみ取れるような状況に改修しないと、なか

なかいざとなったときには使いづらいのかなと

いうふうに思いました。そのあたりも研究して

いただけるとありがたいというふうに思ってお

ります。

次に、避難施設の中でも、避難者が中心と

なって施設全般を管理していた避難所におきま

しては、トイレが清潔に使用されておったよう

であります。市町村等の施設管理者任せの施設

とは歴然の差があったということであります。

このことから、避難所の衛生面から見たとき

に、避難所の運営に避難者が参加するよう誘導

することが最も重要と気づかされ、その後、ト

イレの周辺のみならず、避難者生活空間全般の

質の向上が図られたようであります。今回の経

験から、災害時のトイレの使用方法について

も、ふだんより検討するとともに、住民に対し

て周知広報をしておく必要があったようであ

り、保健所の担当者は、トイレを含めて避難所

運営体制について、市町村担当者と調整し、関

係機関との協力体制や地域を超えた相互支援体

制を整備しておく必要があったと感じたそうで

あります。感染症は、震災発生後３週間から６

週間以降に発生すると言われております。防災

計画や避難所の運営マニュアルにこれらの経験

を反映すべきと考えますが、総務部長、いかが

でしょうか。

○総務部長（稲用博美君） 避難所運営の問題

につきましては、先ほどのトイレの問題や、女

性あるいは障がい者などの要援護者への対応な

ど、多くの配慮すべき事項があるというふうに

考えております。避難所の開設につきまして

は、市町村が対応することになりますが、避難

所生活が長期にわたる場合には、住民同士の自

主的なルールが必要であるというふうに考えて

おります。県の地域防災計画の中でも、住民に

よる自主的な運営を行うよう、方針を示してい

るところであります。県といたしましては、各

市町村の避難所運営マニュアルの整備充実に向

けて、あらかじめ決めておくべき事項やモデル

的なマニュアルを各市町村にお示ししまして、

この中で、住民の代表者で構成する運営委員会

の設置など、住民を中心としました避難所運営

が円滑に行われるよう、情報提供や助言を行っ

ているところであります。その関係もありまし

て、今月19日には、市町村の担当者を対象にし

まして、住民による運営も含めました避難所運

営の模擬的な演習も実施するということにして

おります。

○宮原義久議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、公共事業についてお伺いいたします。

建設業は、半年間仕事があり、半年間仕事が

ないという状況であります。しかし、技術者等

を常時雇用していなければ、入札に参加できな

くなるシステムとなっております。さらには、

災害が多発した年などは、通常発注工事と災害

復旧工事が同時に発注され、受注したくても受
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注できない状況があるとも聞きます。このよう

な問題点の解消として、工事発注の平準化のお

願いが業界、議会からも出ていると思います

が、まずは工事発注の平準化についての取り組

みを、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 公共工事の発

注平準化は、御指摘のとおり、企業の技術者の

常時雇用はもとより、経営安定に寄与するもの

と認識しております。公共工事を発注するに

は、国等への予算の申請や、その後の測量、設

計、用地取得等を完了することが必要となりま

すが、これらを計画的に執行していくことで工

事の早期発注が可能となり、ひいては平準化に

つながるものと考えております。このため、各

発注機関に対しまして、事業の進行管理を徹底

するよう通知しているところであります。ま

た、企業の事業計画策定に際し、重要な事項と

なります工事に関する発注時期等の情報を、県

庁のホームページ上で公表しております。県と

しましては、今後とも、全体的な事業の進行状

況を把握し、公共事業の効率的かつ適正な執行

に努めてまいりたいと考えております。

○宮原義久議員 次に、公共工事の最低制限価

格についてお伺いいたします。代表質問で太田

議員から質問がありましたが、公共工事設計労

務単価が平成11年から下がる一方であり、入札

改革に取り組んだ当時からしても、かなり下

がっている状況であります。80％であった最低

制限価格もおおむね90％に引き上げていただい

ておるわけでありますが、各職種の公共工事設

計労務単価が年々下がる状況であります。建設

業にとって、年々利益の薄くなる状況となりま

す。また、現場経費は何とかなるが、事務経

費、または工事を受注していないときの人件費

が出ないとも言われている状況であります。こ

うした状況を考えると、最低制限価格を多少な

り引き上げるべきと考えますが、知事はどのよ

うに考えておられますか。

○知事（河野俊嗣君） この建設産業を取り巻

く状況、建設投資の大幅な減少や一般競争入札

の拡大による競争性の高まりによりまして、最

低制限価格近くでの受注が多くなるなど、工事

の品質確保や健全かつ継続的な企業経営に支障

が生じることが懸念されましたので、最低制限

価格につきまして、段階的な引き上げを行って

きたところであります。その結果、現在は、経

済・雇用緊急対策という位置づけのもとに、時

限的に予定価格のおおむね90％としているとこ

ろであります。この水準は、全国的に見ても高

いものとなっておりますので、ここからさらな

る引き上げというのは難しいものというふうに

考えておるところでございますが、建設産業を

取り巻く環境は、依然厳しいものがあるという

認識がございますので、現在の水準を引き続き

継続する方向で検討してまいりたいと考えてお

ります。

○宮原義久議員 設計労務単価が下がるという

ことは、その価格で積算されて、最低制限価格

がそのままであるということになると、年々受

注金額というものが下がってくるということに

なると思います。やはりこの点は何らかの改善

が望まれるというふうに思っておりますので、

十分検討していただきますよう、よろしくお願

いしておきたいというふうに思います。

次に、総合評価落札方式の評価項目について

お伺いいたします。これまで、土木一式・港湾

・舗装・のり面・土木工事一般型・建築工事に

分けて工事を発注されておりましたが、本年６

月１日より、土木一式工事（河川環境配慮

型）、通常は河川シートというそうですが、追
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加になっております。まずは、追加された趣旨

をお聞かせください。さらには、全国において

河川シートに類する入札制度を使用している県

を、県土整備部長、お聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 平成９年の河

川法改正によりまして、これまでの治水、利水

に加え、河川環境の整備と保全を求められるよ

うになりました。この考えをもとに、多自然川

づくりとして、自然環境に配慮した川づくりが

全国的に進められておりますが、この多自然川

づくりとは、河川全体の自然の営みを視野に入

れまして、河川が本来有している生物の生息環

境や景観を保全していくものでございます。河

川工事の施工に当たりましては、担当する技術

者が、多自然川づくりの理念を十分理解した上

で、現場状況に応じ、その知見や技術を生かし

た工夫や配慮を行うことで、河川工事の品質確

保がより一層図られるものと考えております。

このようなことを踏まえ、お尋ねの土木一式工

事の河川シートにおきましては、「配置予定技

術者の能力」を評価する項目の一つとして、宮

崎県自然豊かな水辺の工法研究会が開催する研

修会の受講実績などを「多自然川づくりへの取

組」として設定しているところでございます。

また、本県以外では、岐阜県が多自然川づくり

に関する評価基準を導入しております。

○宮原義久議員 次に、平成22年10月に、「平

成23年度の総合評価落札方式の改正について

（お知らせ）」ということで、河川工事の品質

を図るため、建設技術者に多自然川づくりに関

する知見や技術の取得機会を提供している、先

ほどありました宮崎県自然豊かな水辺の工法研

究会への受講実績の状況を、「配置予定技術者

の能力」の評価項目に追加しますとなっており

ます。受講料は4,000円で、研修会は年４回予定

されており、１回参加で５点の点数となるよう

であります。過去２年間で４回の実績で満点、

過去２年間で２回参加で２分の１の点数、それ

以外の場合は０点というシステムになっており

ます。河川シートに記載されております、先ほ

どありました宮崎県自然豊かな水辺の工法研究

会とはどういった団体なのか、県土整備部長に

お聞かせいただきたいと思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 多自然川づく

りを実践するためには、河川環境に関する幅広

い知識が必要であると考えておりまして、平

成19年度に多自然川づくりの知見や技術を習得

することを目的としまして、河川環境に関する

情報提供や指導に豊富な経験を有するＮＰＯ法

人の大淀川流域ネットワークと県で、この研究

会を設立しております。これまで研究会におき

ましては、多自然川づくりの研修会や実施した

事例を発表する川づくりコンペ等を実施してき

ておるところでございます。

○宮原義久議員 次に、建設業も入札改革等で

競争性を言われている時代であります。研修機

関が１者随契のような状況ですが、業界の皆さ

んにすれば納得がいかないというふうに思って

おります。県土整備部長はこのことをどのよう

に考えておられますか。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 研究会に関す

る業務に関しましては、このＮＰＯ法人に委託

しております。当法人は、多自然川づくりに必

要な河川工学や自然環境に関して、高い知見や

経験を有しており、これまでの活動実績を踏ま

えまして、県内外の多自然川づくりに関する全

国トップクラスの講師を招いて研修会等を実施

したり、また、研修会で参加者に提出していた

だいておりますレポートの評価等ができる県内

唯一の団体であると判断し、随意契約を行って
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おります。また、受講した施工業者の中から

は、研修会で学んだことを実際の施工現場に生

かし、その取り組みを九州の川づくりコンペで

発表し、高い評価を受け、全国の優良事例とし

て発表された方が出てくるなど、成果も上がっ

てきております。

○宮原義久議員 次に、河川シート以外のシー

トがありますよね、先ほど言ったシート。こう

したものには、このような研修の義務づけの項

目がないわけであります。そこで、この河川シ

ートだけなぜという疑問もあるんですが、この

点についてどう考えられるのか、県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 河川工事につ

きましては、一般土木工事の中でも、水辺の環

境や生態系などへの負荷が大きい工事でありま

すことから、河川工事の施工に伴う河川環境へ

の影響をできる限り少なくする工夫や配慮が現

場の施工で求められております。そのため、一

定規模以上の河川工事におきまして、多自然川

づくりに関する知見や技術を習得した技術者を

的確に評価する必要がありますことから、総合

評価落札方式の「配置予定技術者の能力」を評

価する項目の中で、研修会の受講実績や川づく

りコンペでの事例発表を評価対象としたところ

でございます。

○宮原義久議員 次に、施工業者である建設業

は、内水面漁協等からの苦情等を受けないよう

にということで、細心の注意を払い施工されて

いるというふうに思います。さらに、施工業者

は設計に基づき忠実に施工しなければ、検査が

通らないわけでありますから、逆に、川にいる

タニシ、ヤゴ、蛍の生息できる環境を目指すの

であれば、設計の時点での工法で対応は可能で

あり、この研修会には設計関係者のみ参加する

ことで十分であるとも思いますが、県土整備部

長、お考えをお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 多自然川づく

りでは、従来の工事よりも現場を重視する必要

がございます。現場での判断と対応、施工のや

り方、そういったものが川づくりの優劣に影響

します。このため、多自然川づくりを現場で確

実に実施していただくためには、設計者のみな

らず、施工業者もその理念を十分理解した上

で、知見や技術を習得していただき、共通の認

識のもと、設計思想を現場に十分反映させてい

くことが重要であると考えております。今後と

も、多自然川づくりの取り組みを通して、宮崎

の自然豊かな河川環境の整備と保全に努めてま

いりたいと考えております。

○宮原義久議員 これまで総合評価落札方式の

河川シートについて、県土整備部長と議論させ

ていただきました。河川の環境を守りたいとい

うことの意味はよく理解できるわけであります

が、私としては、河川シートの運用自体は、や

はりとめるべきだというふうに考えておりま

す。どうしてもそのような研修が必要であると

考えられるのであれば、県指導の無料で関係者

だれでも参加できる研修にすべきであるという

ふうに考えております。各企業の１回4,000円の

負担と従業員の給与の負担を考えますと、企業

は厳しい中でさらなる負担を強いられるわけで

あります。よりよい河川環境を目指すのであれ

ば、県費により運営すべきと考えますが、これ

までの部長との議論を踏まえ、知事の考えをお

聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まず、この取り組みの

趣旨は、これまでるる議論がございましたよう

に、良好な環境づくり、地域づくりという観点

から、河川の持つ多様な自然環境や水辺空間と
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しての機能に着目して、河川環境を適切に保全

していこうということでございます。また、そ

れが全国的にも評価を受けている業者もおられ

るということで、このこと自体は大変重要なこ

とだというふうに考えております。一方で、い

ろいろ御指摘がございましたように、県内の建

設業を取り巻く厳しい状況というものを十分理

解しておりまして、負担の軽減という視点も必

要であろうかというふうに考えておるところで

ございます。御意見を踏まえまして、要は、そ

のやり方の問題であろうかというふうに考えて

おるところでございます。今後とも、幅広く御

意見を伺いながら、この宮崎の河川を─全国

に誇れる自然環境があるわけでございますから

─いかに次世代に引き継いでいくか、そう

いった観点を十分検討してまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 ありがとうございます。私も

別に憎くて言っているわけじゃないんですが、

自然豊かな本県の河川の重要性というのは、確

かにこれは守っていかなければならないし、十

分理解しているつもりであります。一昔前よ

り、家畜排せつ物処理や浄化槽、下水道の整備

も進んで、驚くほど河川環境は改善されており

ます。河川においても、各地で蛍が飛ぶという

ことも聞いております。ただ、公共事業での河

川改修等の工事による環境配慮ということであ

れば、設計段階で事足りているのではないかと

いうふうに私は考えます。公共下水や合併浄化

槽の推進のほうに、県としては率先して努力さ

れるほうが先決ではないかというふうに考えて

いるところであります。知事の答弁にもありま

したように、負担の軽減も視点に改善を図って

いくということですが、ここは通告しておりま

せんけれども、知事、負担軽減については努力

されていきますね。

○知事（河野俊嗣君） 御意見を踏まえて、

しっかりと検討してまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 ありがとうございました。努

力を望みたいと思います。

次に、県道26号宮崎須木線の改良についてお

伺いいたします。この道路は、宮崎市橘通り西

から、国富町、綾町を経由して、小林市須木下

田を終点とする延長50.5キロの路線でありま

す。改良状況は、宮崎市側が綾町照葉大つり橋

まで改良済みで、未整備区間が6.6キロ、小林側

が2.4キロ改良済みで、未改良が10キロとなって

おります。これまで「主要地方道宮崎須木線・

南俣宮崎線道路改良促進期成同盟会」におい

て、県や国に要望活動を行っておりますが、平

成22年道づくり懇談会の実施調査等で、その

後、予算がつかず、進捗のめどが立っていない

状況であります。今回、小林市において、２

月22日に官民一体となって宮崎・須木線（県

道26号）道路改良促進協議会を立ち上げ、地域

の重要な幹線道路であり、安心・安全な地域間

交流、災害発生時の緊急輸送道路、または観光

周遊ルートとしての大きな期待が寄せられてお

るわけであります。大きな経費を要しますが、

今後の整備に向けての考えを、県土整備部長に

お伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県道宮崎須木

線の未改良区間でありますが、延長が約17キロ

メーターございます。この区間につきまして

は、急峻な地形であることや一部が九州中央山

地国定公園内にあることに加えまして、照葉樹

林の保護、復元を目的とした「綾の照葉樹林プ

ロジェクト」が進められております。このよう

なことから、当該区間の整備につきましては、
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「宮崎須木線道づくり懇談会」を平成22年５月

から６回開催いたしまして、意見を伺ってきた

ところでございます。今後は、懇談会での意見

を参考に、環境や生態系にも配慮した整備手法

につきまして、検討を進めていくこととしてお

ります。

○宮原義久議員 整備手法について検討を進め

るということですが、検討をずっと続けていた

だいても困りますので、なるべく早く結果を出

していただいて、事業の進捗を図っていただき

ますよう、要望しておきたいというふうに思っ

ております。

次に、中山間地域の課題への取り組みについ

てお伺いいたします。

本県の中山間地域は、県土面積の約９割が該

当し、県民の約４割の方々が暮らす、かけがえ

のない生活の場となっております。また、中山

間地域は、豊かな自然や貴重な資源が存在する

とともに、水源の涵養、国土の保全など、重要

な公益的機能を果たしております。しかしなが

ら、現在の日本を取り巻く人口減少、急速な高

齢化など、社会情勢は、中山間地域において、

さらに厳しさを増しております。我が県議会で

は、中山間地域の振興を総合的かつ計画的に推

進し、その果たすべき機能を維持していくため

に、平成23年３月、議員発議によります宮崎県

中山間地域振興条例を制定し、執行部において

は、同年９月に、条例に基づく宮崎県中山間地

域振興計画を策定されております。この計画で

は、特に、「産業の振興」「集落の活性化」

「日常生活の維持・充実」という３つの柱で、

重点対策に取り組むとされておるところであり

ます。計画の柱にもありますように、中山間地

域を活性化するには、やはり産業の振興であ

り、雇用が最も重要と考えているところであり

ます。そこで、県として、中山間地域の産業を

伸ばす考えで、平成24年度予算にあります「中

山間地域産業振興センター（仮称）設置事業」

を進められるようでありますが、内容について

県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 中山間地域に

つきましては、議員御指摘のとおり、産業の振

興による安定した雇用・所得の確保が最も重要

であると認識しておりまして、昨年策定した宮

崎県中山間地域振興計画におきましても、産業

の振興を最優先課題として位置づけておりま

す。このようなことから、県といたしまして

は、地域の資源を活用した多様な産業興しに取

り組むため、今回、新規事業として「中山間地

域産業振興センター設置事業」をお願いしてい

るところでございます。この事業により、セン

ター内にコーディネーターを配置しまして、例

えば、地域資源の積極的な掘り起こしによる特

産品の開発・販売、あるいは古民家、廃校等を

活用した観光事業への新たな展開などにつきま

して、地域からの相談を受けるとともに、関係

機関と連携しながら、事業の具体化に向けて取

り組むこととしております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。中山

間地域の振興ということで、今回この事業を進

められるわけですが、この事業が実のある形に

なるように、最大の努力を図っていただくよう

要望しておきたいというふうに思っておりま

す。

次に、「いきいき集落」についてお伺いいた

します。県では、中山間地域の限界集落の活性

化を図ることを目的に「いきいき集落」を認定

し、その集落における取り組みに対して支援を

行っておられます。この「いきいき集落」の認

定に至るまでの手続、現在の認定件数及び所在
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市町村数について、県民政策部長にお伺いいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「いきいき集

落」でございますが、これはいわゆる限界集落

を特定した対策ということではございません

で、いわゆる限界集落であるかどうかを問わ

ず、住民みずからが考え行動するような元気な

地域づくりに取り組む集落が、市町村を通じて

応募し、それを県が認定を行っているという事

業の仕組みでございます。「いきいき集落」の

認定につきましては、平成20年度から行ってお

りまして、これまでに中山間地域を有する23市

町村のうち、17市町村102集落を「いきいき集

落」として認定しているところでございます。

○宮原義久議員 次に、これまで認定を受けた

「いきいき集落」の取り組みに対する評価と、

今後の認定目標数及び支援のあり方について、

県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） これまでに認

定を受けた「いきいき集落」におきましては、

神楽や祭りといった伝統芸能の継承や環境美

化、さらには地域の資源を生かしたイベント等

による外部との交流など、集落の活性化に向け

まして、地域住民が一体となって取り組んでお

られると認識しているところでございます。今

後の認定目標数につきましては、昨年策定した

中山間地域振興計画におきまして、平成26年度

末に120集落とすることを目標としております。

認定集落に対しましては、これまで集落の取り

組みに対する助成のほか、研修交流会、ホーム

ページによる情報発信等の支援を行っておりま

して、今後とも、集落のリーダーとなるべき人

材を養成するなど、さらに支援を充実させなが

ら、「いきいき集落」の全県的な展開を図って

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。こ

の「いきいき集落」は手挙げ方式ですよね、

「私どんがいきいき集落に」ということで。市

町村の担当部署において、その「いきいき集

落」という位置づけに差があるんじゃないかと

いうふうに思っております。私は、最初に言い

ましたように、限界集落じゃ名前が悪いので、

やはり元気な集落ということから「いきいき集

落」となったというふうに記憶しているんです

けれども、議員の皆さん、どうなんでしょうか

ね。そのように感じたところであります。私の

住む小林地区も、高原町があり旧野尻があり須

木があるんですが、どこも認定を受けていない

ということで、26市町村の中の17市町村の中に

ないということでありましたので、やはりこの

基準というものをしっかりしておかないと、誤

解を招くのかなというふうに思ったところであ

ります。認定数も120を目標にということであり

ますが、こういうことを言うといけませんけれ

ども、黒木正一議員がいつも言われますが、あ

の地域は全部「いきいき集落」になるんじゃな

いかということを考えると、120集落じゃとても

足りないんじゃないかなというふうに思ってお

りますので、そのあたりは十分検討していただ

くよう要望しておきたいというふうに思ってお

ります。

次に、中山間地域の中心的産業であります林

業が、昭和55年、56年ごろの木材価格をピーク

に低迷しております。木材価格の低迷は、中山

間地域の経済を崩壊させそうな深刻な状況と

なっております。県の木材施策の考え方は、植

栽未済地の発生を抑制して、間伐の繰り返しに

よります森林所有者の収入の確保を図る観点な

どから、長伐期施業を推進しておられると伺っ

ております。しかし、昔と違い、大径材の価格
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は下落を続けております。百年杉の丸太が木材

市場で売りづらいと聞きますが、この現状をど

のように考えておられるのか、環境森林部長に

お伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県の民有人

工林は、戦後の拡大造林やその後の育林推進の

結果、45年生前後をピークに大きく偏った資源

構成となっており、今後、大径材の増加が避け

られない状況にあります。大径材は、中心部の

強度が低く、乾燥が難しいことや、効率的な木

取りなどが確立されていないことなど、加工技

術面での課題があります。また、大径材を効率

よく製材できる工場が少ないことや、用途が限

られていることなどの理由により、大径材の１

立方メートル当たりの価格は、中目材と比べて

割安な状況にあります。しかしながら、大径材

は、はり・けたを初め板類等の多様な材が多量

に生産できるメリットがあるため、そのメリッ

トを生かした製品の開発や販売促進を図り、大

径材の需要拡大と価格向上につなげることが重

要な課題であると考えております。

○宮原義久議員 次に、木材価格を上昇させる

抜本的対策がない状況でありまして、長伐期施

業は問題点の先送りと考えます。大径材につい

ては、材を効果的にひく製材工場が少ないとも

聞いております。大径材の活用について、製材

工場のラインの整備も含めまして考えをお聞か

せください。環境森林部長。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 大径材の需要

を拡大するためには、そのメリットを生かし

て、有利販売できる製品の開発と、効率的に製

品化できる工場の整備が重要と考えておるとこ

ろであります。このため、木材利用技術センタ

ーにおきましては、効率的な木取りや乾燥技術

の開発、民間事業体と協力連携して行う大径材

を活用した集成材の開発など、付加価値の高い

製品づくりに取り組んでおります。また、木材

業界と住宅業界が協働して行う大径材を積極的

に活用した家づくりの提案や、新製品の販路拡

大も支援しております。県といたしましては、

製品の研究・開発、販売促進、ＰＲに引き続き

取り組むとともに、大径材にも対応できる加工

施設の整備や、民間の意欲的な取り組みを重点

的に支援することにより、川上から川下までの

一貫した流通体制を確立し、急増する大径材の

利用拡大に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○宮原義久議員 大径材と直接関係するわけ

じゃないんですが、日之影町、高千穂町、五ヶ

瀬町出資の第三セクター木材加工会社「もく

み」が、業務の一部停止ということになってお

ります。３月５日付で30名が解雇ということに

なります。これは中山間地域の核となる施設

だったんだろうというふうに思いますが、こう

いう状況を考えたとき、やはりしっかりした施

策を組まないと、大変なことになるなというふ

うに思っておりますので、そのあたりも十分配

慮していただきますよう、よろしくお願いした

いと思います。

次に、本県農業の担い手の育成・確保など、

儲かる農業の推進についてお伺いいたします。

昨年10月に、「我が国の食と農林漁業の再生

のための基本方針・行動計画」が策定されまし

て、持続可能な力強い農業構造の実現に向けた

取り組み方針が示されております。この中で、

集落や地域が抱える「人と農地の問題」につい

て、集落の方々の徹底した話し合いによる「人

・農地プラン」の作成を要件に、国の平成24年

度予算の目玉施策である、１人当たり年間150万

円を交付する青年就農給付金などが創設されて
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おります。このプランは、集落・地域におい

て、中心となる経営体や新規就農者を定めた上

で、農地の集積や経営の複合化、６次産業化な

ど、将来の地域農業のあり方などを決めると聞

いております。本県におきましても、担い手の

減少・高齢化が進行する中、農地等の経営資源

を確実に継承させていくことが重要であり、こ

のためには、速やかなプランの作成と、青年就

農給付金など関連事業を積極的に取り組んでい

くことが必要であると考えております。そこ

で、「人・農地プラン」に対する県の考えと今

後の円滑な作成に向けた支援について、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「人・農地プ

ラン」につきましては、集落や地域単位の話し

合いを通じまして、認定農業者や農業法人など

中心となる担い手の選定や、農地地図情報等を

活用した農地の利用集積、また、兼業農家等を

含めた地域農業のあり方など、地域の５年後の

展望を市町村が決定するものであり、本県農業

の構造改革を進める上で、大変重要な取り組み

であると認識しております。このため、県とい

たしましては、市町村を初め、農業委員会やＪ

Ａなど関係機関・団体と十分連携し、全市町村

にプラン作成のためのプロジェクトチームを早

急に設置するとともに、就農相談や研修など担

い手の育成・確保対策や農地の利用状況の調査

活動等を推進するなど、プランが速やかに作成

できますよう支援してまいりたいと考えており

ます。

○宮原義久議員 次に、青年就農給付金につい

てであります。この給付金は、45歳未満で農業

を始める人に対して、年間150万円の給付金を最

長で７年間にわたり給付する制度であります

が、本県においても、この給付金事業の実施に

向け、「新規就農者育成・確保強化事業」とし

て新年度に予算が計上されております。まず、

この給付金制度の概要と要件について、農政水

産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金は、就農前の研修期間中に最長２年間給付す

る「準備型」と、農業を始めて間もない時期に

最長５年間給付する「経営開始型」があり、給

付額はどちらも年間150万円であります。国が示

している現段階の主な要件といたしましては、

準備型では、45歳未満での独立した自営就農や

雇用就農を目指し、県が認める研修機関等で１

年以上の研修を受けること、また、経営開始型

では、平成20年４月以降に独立して自営就農し

た者を対象とし、市町村が作成する「人・農地

プラン」に位置づけられていること、45歳未満

で独立して自営就農を行うことなどでありま

す。なお、経営開始型では、給付金を除いた前

年の所得が250万円を超えた場合や、適切な就農

を行っていないと判断した場合には、市町村は

給付を停止することとなっております。

○宮原義久議員 次に、この給付金制度を適切

に活用することによって、本県農業の担い手の

育成が図られるものと考えますが、本県で何人

程度の給付を予定されているのか。また、この

制度を活用して、新規就農者の育成・確保にど

のように取り組まれるのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

青年就農給付金の予定人数につきましては、こ

れまでの新規就農の状況等から、準備型で140

人、経営開始型で410人程度を見込んでいるとこ

ろでございます。県といたしましては、給付金

の円滑な給付とあわせ、「みやざき農業実践

塾」などの就農準備段階の研修や、新規就農者
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を対象とした実践力強化のための研修を実施す

るとともに、就農希望者を新たに雇用し研修を

行う農業法人を支援する「農の雇用事業」など

の利用を促進することとしております。農業従

事者の大幅な減少が見込まれる中、農業生産を

維持・拡大していくためには、若い就農者の育

成・確保が大変重要だと認識しており、今後と

も、即戦力となる新規就農者や青年農業者の育

成・確保に積極的に努めてまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 次に、６次産業化についてで

あります。意欲ある担い手の確保・育成を図る

とともに、それらの担い手が本県の豊かな農林

水産資源を活用して、儲かる農業を確実に実現

していくことが重要であります。また、県民所

得の向上を図る上で、まず、本県の強みを生か

した産業振興を図らなければなりません。この

ため、本県の基幹産業である農林水産業を核と

して、その付加価値を高め、食料に関連したフ

ードビジネスを展開していくことが重要であり

ます。県におきましては、第七次農業・農村振

興長期計画において、産業間の垣根を越えた

「連携」と「参入」による「みやざき農業の新

たな成長産業化」を目指すこととされており、

６次産業化によって本県農業者の意欲が喚起さ

れ、目指す儲かる農業の実現や農村地域の活性

化につながることに期待するものであります。

そこで、儲かる農業の実現や農村地域の活性化

を図るために、県として６次産業化にどのよう

に取り組んでいかれるのか、農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業を核に、

第２次、第３次産業が連携・融合する６次産業

化は、県内で生産した農産物の付加価値を高

め、地域産業の活性化につながる非常に重要な

取り組みであると認識しております。このた

め、県といたしましては、産地構造をダイナ

ミックに変革する、また農業経営へ所得を呼び

込む、他産業の力を生かすという３つの柱を立

て、６次産業化を力強く進めていくこととして

おります。具体的には、６次産業化に取り組む

農業法人等の育成や、食品企業との効果的な

マッチングの実施、また、農業法人同士やＪＡ

系統との連携強化などを進めますとともに、食

品産業との連携強化と新たな産地づくりや、中

山間地域など地域の特色を生かした新商品の開

発、また他産業のノウハウを活用した農業にお

ける技術革新などの支援に取り組んでまいりま

す。今後とも、商工サイドはもとより、関係機

関・団体とも密接に連携し、儲かる農業の実現

や農村地域の活性化につながる６次産業化の取

り組みを積極的に推進してまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 ありがとうございました。先

ほど言いました青年就農給付金というのが、１

人に年間150万も出すわけですから、十分実のあ

る活用がされて、失業対策というような形にな

らないように、そして６次産業化にきれいにつ

ないでいっていただくよう要望しておきたいと

いうふうに思っております。

次に、教育問題について質問させていただき

ます。

まずは、不登校についてであります。大阪市

の橋下市長が小中学生の留年についての考えを

示されていますが、県教育委員会に聞きます

と、病気等により留年したケースはあるが、一

般的には進級していると聞きました。不登校の

生徒については、授業を受けていない時間が多

いということで、当然、上級学校への進学が厳

しくなることも考えられます。そこで、１、不
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登校と位置づけられる定義をお聞かせくださ

い。２、各学年別に県内に何人の不登校の生徒

がいるのか。３、学校には行くが教室に入れ

ず、教室で授業を受けられない生徒も多数いる

と聞きますが、現状を教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） まず、不登校の定義

でありますが、文部科学省が行う調査におきま

しては、「年間に連続又は断続して30日以上欠

席した児童生徒のうち、「病気」や「経済的な

理由」による者は除き、何らかの心理的、情緒

的、身体的、あるいは社会的要因・背景によ

り、児童生徒が登校しない、あるいは登校した

くともできない状況にある者」となっておりま

す。本県の不登校の現状でありますが、同じく

文部科学省が実施した調査によりますと─学

年別というよりは学校別ということでお答えを

させていただきますが─本県公立学校の平

成22年度における不登校児童生徒数は、小学校

で115人、中学校で790人の計905人であります。

これを1,000人当たりで見ますと、小中学校合わ

せまして9.30人ということになり、全国平均

の11.49人に比べまして低い状況にございます。

不登校の問題は、原因も状態も複雑化・多様化

しておりまして、学校に登校しても教室に入る

ことができず、保健室や相談室などで過ごす児

童生徒もいるなど、本県生徒指導上の重要な課

題であるととらえております。

○宮原義久議員 次に、この不登校の生徒を少

しでも減少させるために、県教育委員会として

は、努力をされているとは思いますが、どのよ

うな対策を打たれているのか、教育長にお伺い

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 不登校への対応につ

きましては、学校、児童生徒、保護者の信頼関

係づくりを基盤とする日々の地道な取り組みが

最も重要であると考えております。そのため、

各学校におきましては、不登校対策委員会を定

期的に開催し、児童生徒がどのような状態にあ

り、どのような援助を必要としているのか見き

わめた上で、教育相談や家庭訪問を実施するな

ど、対応に努めているところであります。県教

育委員会におきましては、不登校の未然防止に

努めることが何より大切であることから、それ

ぞれの学校が、児童生徒にとって心の居場所と

なり、きずなづくりの場となるような、魅力あ

る学校づくりを推進するよう指導しているとこ

ろであります。また、スクールカウンセラーや

スクールアシスタントを中学校に配置しますと

ともに、状況に応じて、スクールソーシャルワ

ーカー等を派遣するなど、学校における相談・

指導体制の支援に努めているところでありま

す。今後とも、市町村教育委員会と十分連携を

図りながら、各学校が一人一人の児童生徒と

しっかり向き合ったきめ細かな指導を行い、不

登校への適切な対応がなされるように支援して

まいりたいと考えております。以上です。

○宮原義久議員 ありがとうございました。そ

れぞれ対策は打たれているわけなんですが、中

学生が790人ということを考えると、各学年で見

て250人ぐらいずついらっしゃるということにな

ります。それを考えると、ちょっと気合いを入

れて対策を打たないと、これは厳しいのかなと

いうふうに思いますので、よろしくお願いして

おきたいというふうに思います。

次に、自宅での手伝いについてお伺いしま

す。昔は、ふろたきに牛養い、庭掃きなど、親

の手伝いをしなさいと先生に言われるものであ

りましたが、生活様式も変わりまして、便利に

なり過ぎて、手伝いとしての仕事がなくなって
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いるんだろうとも思いますが、教育長として、

この手伝いをどのように考えておられるのか。

さらに、学校において、手伝いについてどのよ

うな指導をされているのか、お聞かせいただき

たいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 私は、子供の手伝い

は、そのことを通して、家族の一員としての役

割を自覚したり、家族から感謝される喜びを感

じたりするなど、大切な家庭教育の一つである

ととらえております。私どもの子供のころに

は、議員から今、御紹介がありましたように、

ふろたき、あるいは家畜の世話などをごく普通

に行っておりまして、自分の役割や働くことの

意義を自然に学んでおりました。現在は社会が

豊かになり、生活様式も大きく変わったこと

で、家庭における子供の出番が少なくなってい

るのではないかなというふうに思っておりま

す。このような状況を踏まえ、学校におきまし

ては、家庭科の学習等において、家庭には自分

や家族の生活を支える仕事があることを理解

し、食事の後片づけやごみ出しなど、自分にで

きる家庭の仕事を見つけ、実行していくように

指導しております。また、多くの学校で取り組

まれております、家庭教育と学校教育を重ね合

わせた取り組みである「みやざき弁当の日」に

は、さまざまな教育効果がありますけれども、

その中でも家事を担当する保護者の苦労を知る

ことで、自分も手伝おうという気持ちをはぐく

み、家族のきずなづくりにもつながっておりま

す。今後とも、学校・家庭・地域が連携を図り

ながら、家族の役に立つという子供たちの経験

を豊かにしまして、してほしいことをしてあげ

られる、そのような社会に貢献できる人材とし

ての礎づくりに努めてまいりたいと考えており

ます。以上です。

○宮原義久議員 私が小さいときは、手伝いを

しないと晩飯を食いづらいものでしたけどね。

このごろ、そういった場所がないというのが非

常に問題かなというふうに思いますが、教育長

が推進されます「弁当の日」を、必ず自分でつ

くってこいということでやっていただくよう、

お願いしておきたいと思います。

次に、高等学校における自立についてお伺い

いたします。雨降りの高等学校周辺は、子供の

送迎で渋滞を起こすという話を聞きます。実

際、状況を保護者から聞き取りますと、雨の日

だけでなく、送迎をするとも聞きます。冬期の

部活動や課外授業等で遅くなる場合は、安全性

を考えての送迎は仕方ないとしましても、通常

の登下校までも親が送迎をするようでは、高校

生の自立は望めないと思います。学校の先生方

も黙認をされているようにも思いますが、学力

さえあれば世の中すべてうまくいくと考えられ

ているようにも思います。こうした点から、高

校生を今のうちから自立させることが重要と考

えますが、教育長はこの現状を把握されている

のか。さらには、自立についての考えをお聞か

せください。

○教育長（渡辺義人君） 高校生の登下校にお

いて、やむを得ない事情以外にも、保護者によ

る車の送迎が行われている状況があることは承

知いたしております。私ごとで恐縮であります

が、高校時代には、毎日往復16キロの道のり

を、雨の日にはかっぱを着て、暑い日には首に

タオルを巻いて、自転車で通学しておりまし

た。心身を鍛えるよい機会になったなというふ

うに今思っております。楽なことよりも苦しい

ことのほうが多いというのが実社会であると思

います。そのような実社会を目前にした高校生

にとりまして、いかなる場面においても、さま
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ざまな困難や試練に柔軟に対応できるように、

若いときに苦労を経験させ、忍耐力や困難に

チャレンジする態度を身につけさせることは、

自立の基盤となる大切なことであると考えてお

ります。これからも、家庭や地域社会と連携し

ながら、たくましく生き抜く力をはぐくむ教育

に積極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。以上です。

○宮原義久議員 ありがとうございました。家

では手伝いはさせない、そして子供から親が使

われる、こういう状況では、この先、将来望め

ないなというふうに思います。高校の入り口に

先輩方が据えつけられた記念碑に、よく自立と

いうふうに書いてありますが、どうなのかなと

いうふうに思っているところであります。

ジオパークについての質問を予定しておりま

したが、さきの代表質問で中野議員、そしてさ

きの11月議会において、山下議員、内村議員か

らも質問されておりますので、世界ジオパーク

に向けての対応についても御努力いただきます

ようお願いを申し上げまして、時間を超過しま

したが、質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時０分開議

○十屋幸平副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、右松隆央議員。

○右松隆央議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党、右松隆央でございます。きょうも多くの方

々に傍聴に来ていただきまして、心から感謝申

し上げます。ありがとうございます。

今の時代、そしてこれからの時代にどのよう

な政治家が求められるのか。私の考える今の時

代に求められる政治家像でありますが、その大

きなヒントが、中国の古い書物に「呻吟語」と

いうものがございまして、この「呻吟語」の中

に書かれてあると考えております。

「呻吟語」には、政治家の人物評として第１

級から第５級まで書かれてあります。第３級か

ら申し上げますと、第３級の政治家とは、「事

なかれ主義で時勢の成り行きに従うまま、従来

の因習に任せるまま、特に利を興すことも害を

除くこともない。まさに平々凡々の人」と書い

てあります。そして、１つ上の第２級の政治家

は、「仕事もスピーディーで意見も堂々と主張

する。家のように国を愛し、病のように時局を

憂える。しかし、抜き身の刃物のようなところ

があって、得失が相半ばする人物」と書かれて

あります。そして、最上位の第１級の政治家と

は、「人物が大きく、深い信念を持ち、時勢を

先の先まで見通して危機管理ができる。そし

て、私たち人間は、日光や空気や水がなければ

もちろん生きていくことはできないわけであり

ます。しかし、私たちは、この日光や空気や水

は当たり前のようにある存在として、その恩恵

に平素気づくことも考えることもないわけであ

ります。それと同じように、人々に知らず知ら

ずのうちにはかり知れない幸福を与えてきなが

らも、一向にそれらしいそぶりを見せない」。

これが第１級の政治家だと書いてあります。ま

さに、徳のある政治家像だと思っております。

私は、そのような政治家を目指してまいりたい

と強く思うものであります。

さて、今の宮崎の現状でありますが、大変厳

しいものがある、このことはさきの９月の定例
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会でも申し上げたとおりであります。しかし、

私は同時に、この宮崎にはすばらしいポテン

シャルがある、そのように確信をいたしており

ます。その一つの大きなものが、私たちが誇る

神話にまつわる史跡や文化であります。「日本

のふるさと」と言われ、全国を見渡しても宮崎

にしかない希代の地域資源を突破口に、宮崎の

再生・再建に何としてでもつなげていかなけれ

ばならないと、私は強く確信いたしているわけ

であります。そのためには、まず、私たちの宮

崎の足元の宝を、そのすばらしさを知らなけれ

ばならないわけであります。原点を知るという

ことがいかに大事か、これは私たち人間も、そ

して地域も宮崎県も、そして我が国もそうであ

ります。

私が出生をしたのは西都市であります。小学

生からは宮崎市内で育ったのでありますが、こ

の生まれたところはどういったところなのか、

一時期、今から10数年前でありますけれども、

一生懸命調べた時期がございました。みずから

の原点、出発点を知るということは大変大事な

ことだというふうに思っております。そしてそ

れは、先ほど申しましたように、宮崎県にとっ

ても、国にとってもそうだというふうに考えて

おります。そういった中において、「日本のふ

るさと」、そのように言われる宮崎の真の価値

というものを心の底から感じていくものだと私

は思っております。知事に伺いたいと思いま

す。私たちの宮崎の宝、希代の地域資源を突破

口に、県民の皆様に活力と誇り、そして夢を与

えることのできる事業とは何なのか。そして、

インパクトのある強いメッセージとは何なの

か、伺いたいと思います。あわせて、知事の目

指す、理想とする政治家像についてもお伺いし

たいと思います。

後は質問者席にて質問を行わせていただきま

す。ありがとうございます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、地域資源の活用によるメッセージとい

うことでございます。私は、豊かな自然環境、

神話や伝説に始まります悠久の歴史や文化、そ

して、そのもとではぐくまれた人情味豊かな県

民性やさまざまな産業や産物、さらには数々の

災害を乗り越えて、より強くなった県民の皆様

のきずな、これが本県が誇る宝であるというふ

うに考えております。大変厳しい時代にありま

して、右肩上がりの成長が期待できない中、本

県の新生、さらには浮揚、そして確かな未来を

築いていくためには、県民の皆さんが一体と

なってこの宮崎の宝というものを再認識し、そ

して最大限に生かし、新しい価値を創造してい

くことが必要であると考えておるところでござ

います。ことしは、古事記編さん1300年に当た

り、８年後の日本書紀編さん1300年を見据えた

記紀編さん1300年記念事業も、そのような考え

方のもとに本県の宝というものを再認識し、そ

れを磨き、より強く発信していく、地域づくり

に生かしていく、そのような取り組みを進めて

まいりたいというふうに考えておりますし、広

い意味での地産地消の運動も展開してまいりた

いと考えております。これも、宮崎の宝という

ものをみんなで知り、それを活用し、より広め

ていこうという取り組みでございます。このよ

うな発想のもとに本県の宝を磨いていく、発信

していく、そのような取り組みを進めてまいり

たいと考えております。

次に、政治家像についてであります。政治家

は常に国民とともにあらねばならないというふ

うに考えておるところでございます。常に国民
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に、また住民に寄り添い、住民の目線に立った

政治を行う必要があるものというふうに考えて

おりまして、私の政治姿勢として掲げておりま

す「対話と協働」も、そのような意味におい

て、県民の皆様との対話を重視していきたい、

そのような考えでおります。また、リーダーと

しましては、いかなる厳しい状況下にありまし

ても、やはり夢や未来を語ることが大事であろ

うというふうに思っております。そこへ住民を

導いていくために明確なビジョンと戦略を示

し、断固実行していくこと、そしてその結果に

対してしっかりと責任を持つこと、さらに大事

なことは、決断すべきときには逡巡することな

く決断すること、そして未来に向けた種をまい

ていくこと、必ずしも自分が刈り取ることがで

きなくても、未来の宮崎のための種まきをしっ

かりとしていくこと、それが大変重要であると

いうふうに考えております。なかなか人目を引

く派手な立ち回りはできないかもしれません

が、宮崎の未来のため、確かな未来を築くため

に、その礎というものを着々と、しっかりとし

たリーダーシップを発揮しながら築いてまいり

たい、そのように考えておるところでございま

す。以上であります。〔降壇〕

○右松隆央議員 この質問は通告にないんです

が、一つちょっとお伺いしたいというふうに

思っております。知事は高千穂の夜神楽をごら

んになられたと思いますが、そのときの感想を

お伺いさせていただければありがたいなと思っ

ております。

○知事（河野俊嗣君） 高千穂の夜神楽は、以

前この議会でも答弁いたしましたＮＨＫホール

で行う「地域伝統芸能まつり」、その第１回目

に来ていただいて、それを拝見したことがあっ

たんですが、実はそのときは、舞台上で行われ

る神楽というものが、見ていて間延びした感じ

がして、どうかなという思いがいたしました。

しかし、宮崎に来まして、現場で実際にその迫

力を間近で見る神楽というものは、やはり違っ

たものとして迫力を持って伝わってきたと。や

はりその土地土地で演じられるもの、なぜ守ら

れてきたか、なぜそれが地域のきずなになって

きたのかというのは非常に実感をしたところで

ございます。地域の歴史、きずなそのものが刻

み込まれた神楽である、そのような認識をして

おります。

○右松隆央議員 ありがとうございます。私は

先月の頭に、小学生の２人の子供と家内を連れ

て佐賀県の吉野ヶ里遺跡を視察に行ってまいり

ました。そして、その帰りに、知事が推奨され

る100万泊県民運動に貢献しなければいけないと

いうふうに思っており、そして子供たちには宮

崎の神話のすばらしさをぜひ体感してもらいた

いと思いまして、高千穂に家族で宿泊をしたわ

けであります。その晩、家族で高千穂神社の夜

神楽を見たのでありますが、子供たちも、日常

生活ではとても感じることのできない大いなる

刺激を受けていた様子でありました。イザナギ

ノミコト、イザナミノミコトによる国産みの舞

である御神躰の舞、酒おこしの舞とも言われて

いるようですが、夫婦円満、そして酒に酔い、

抱擁の姿に、家族みんなで、また多くの会場の

皆さんとともに大笑いをしたのであります。知

事も御存じのとおり、国の重要無形民俗文化財

に指定をされ、かつ、ほとんどの地域が神楽の

舞の部分だけが登録対象になるのであります

が、高千穂の神楽だけは、準備段階から終了後

の儀式まで夜神楽にかかわるすべての流れが登

録対象に含まれるという、極めて歴史的価値の

高い、まさに高千穂の夜神楽、存在そのものが
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重要な文化遺産と言っても過言ではないと思っ

ております。魂を奪われるとはまさにこのこと

で、ぜひ県内の方々、そして子供たちは特にな

おさら、高千穂に泊まっていただいて、魅惑的

で幽玄な世界である夜神楽のすばらしさを体感

していただきたい、そのように強く願うもので

あります。

さて、続いてでありますが、知事はことしの

テーマに「岩戸開き」を掲げられました。宮崎

の神話に対する知事個人の思いをまずは伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 神話というものは、昔

の人たちが自分たちを取り巻く自然であります

とか、それまでの生活体験というものを踏まえ

て、自分たちなりに世界観なり、哲学なり、知

恵なりというものを盛り込んで、この世の成り

立ちや、なぜ我々はここに生きているのか、そ

の根拠を語った、語り継いできたものだという

ふうに認識をしております。昔、地震、津波、

洪水、台風等、圧倒的な自然の力に向き合いな

がら、神話として語られる時代に生きた人たち

がどのようにこの国を形づくってきたのか、そ

んなものがいろんなところで伝承され、口伝え

に語り継がれることにより、それが形となって

神話となったのだというふうに考えておるとこ

ろでございます。

「岩戸開き」というお話がございました。こ

の数年間、本県も、また我が国も、口蹄疫、そ

れから大震災等、さまざまな災害に見舞われた

ところでございますが、これはイメージといた

しまして、あたかもアマテラスオオミカミが岩

戸にお隠れになったかのような、光が失われて

しまったかのようなさまざまなつらい災害、大

変な経験をしたわけでございます。これを何と

か道を開いていきたい、光が差し込む、将来に

向けて希望が持てるような、そういう年にして

いきたい、そのような思いから「岩戸開き」と

いうことを申し上げております。記紀編さ

ん1300年記念事業を通じて、自然に対する畏敬

の念というものを改めて神話から学び取るとい

うのも大切なことだというふうに考えておりま

すし、県民の皆様の力を結集して元気を出して

いく、経済の活性化を図っていく、岩戸を開い

ていく、そのような取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 冒頭、壇上で申し上げました

が、宮崎の神話は、全国見渡しても、ここ宮崎

にしかない希代の地域資源だと誇りを持って言

えるものであります。日本の文化とともに歩ま

れる「皇室の発祥の地」という、何物にもかえ

がたい「日本のふるさと」そのものが、ここ、

ひむか、宮崎にあるわけであります。だからこ

そ、神話の本家本元はこの宮崎だと、強い決意

と覚悟を持って、記紀編さん1300年記念事業に

も取り組んでいただきたいわけであります。宮

崎のよさを、すばらしさを、そしてもっと大き

く言えば宮崎の使命を心底感じていただきまし

て、この記紀編さん1300年記念事業に心を、そ

して魂を入れてもらいたいと強く申し上げたい

ところであります。

続いて、記紀編さん記念事業の主役である古

事記、そして西暦712年につくられた古事記より

も400年以上前につくられた、西暦280年から297

年の間に書かれ、３世紀の日本を知る史料でも

ある中国の歴史書「魏志倭人伝」について、そ

れぞれどのような印象を持っておられるか、あ

るいはどう評価されていらっしゃるのか、知事

に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 古事記につきまして

は、神代の時代から推古天皇に至るまでの話が
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記された我が国の最古の歴史書ということでご

ざいまして、神話についての考え方は今申し上

げたとおりですが、そういった神話や歴史とい

うものを今に伝える大変貴重な財産であるとい

うふうに考えておりますし、またその神話の多

くの部分が宮崎が舞台であるということで、本

県にとっても大変貴重な宝という認識でござい

ます。

魏志倭人伝は、３世紀末に書かれたものでご

ざいますが、これは、中国の正史の中で初めて

我が国についてまとまった記述がなされたもの

ということでございまして、邪馬台国に関する

話など、当時の我が国の姿を海外の目を通して

知る手がかりとして大変貴重な史料であるとい

う認識でございます。

○右松隆央議員 古事記は、先ほど知事がおっ

しゃいましたように、我が国最古の歴史書であ

り、上巻である「かみつまき」では、神話とし

て神代の物語がおさめられておりまして、中巻

である「なかつまき」においては、初代神武天

皇から第15代応神天皇まで、そして下巻である

「しもつまき」においては、第16代仁徳天皇か

ら第33代の推古天皇までが描かれているわけで

あります。古事記が完成する500年前、西暦200

年ごろには、既に日向や出雲には漢字が伝わっ

ており、西暦400年には王仁（わに）博士が論

語10巻を百済から持ってきております。聖徳太

子が十七条憲法を制定したのが604年になるわけ

でありますので、それよりも100年も後に古事記

は編さんされているわけであります。当然、数

百年前のことを語り部でつなげていくことは大

変難しいことだと言わざるを得ません。本当に

史実を調べる、探るならば、さらに前に書かれ

た書物から調べていかなければならないと考え

るわけであります。

例えば、古事記以前にあった古い神社の記録

などでありますが、実はそれを調べたのが、今

回添付資料を配付させていただきました「古代

日本正史」の著者である、もう亡くなられてお

りますが、原田常治氏であります。原田常治氏

は、あいまいとされている仁徳天皇までの年代

を調べるために、古事記編さん712年以前に日本

に祭られた神社のうち1,631社を探し出して、参

考資料となる記録を調べておられます。その結

果、神武天皇の御即位は西暦241年の辛酉の年で

はないかというふうに目安をつけられており、

そのころの日本を徹底して調べたわけでありま

す。魏志倭人伝には、邪馬台国の女王卑弥呼

が239年に中国の皇帝に使いを出して、翌240年

には向こうから使いが来て、243年に卑弥呼が再

び中国の皇帝に使いを出していると書かれてあ

ります。卑弥呼は今で言うアマテラスオオミカ

ミに当たるわけでありますが、詳しい内容につ

いては、時間の関係上、この「古代日本正史」

をお読みいただく機会があれば、ぜひ、新しい

視点でとらえることができようかと思いますの

で、ごらんになっていただければなと思ってお

ります。

さて、配付いたしました資料をごらんいただ

きたいというふうに思っております。これは魏

志倭人伝に書かれてある邪馬台国の所在地を原

田常治氏が何の先入観も持たずに原文のまま素

直に読み解き、地図に落とし込んだものであり

ます。邪馬台国論争といえば、畿内説と北九州

説がよく取りざたされております。しかし、氏

は、邪馬台国は今の西都市であると断言をされ

ているわけであります。魏志倭人伝は、著者で

ある陳寿が実際に中国から日本へ渡った使者・

張政の話を参考にして書かれたものでありまし

て、３世紀の日本を知り得る大きな手がかりに
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なる書物であります。北は対馬から南は奴国

―今の与論島でありますが、「これ、女王の

境界の尽くるところなり」と結んでおり、ここ

は今の鹿児島県の県境に当たりますので、1800

年もの間、行政区域が当時から変わっていない

ことがわかるわけであります。鹿児島以南の島

を見てみますと―地図には現在の島の名も重

ねて書いてあります―識者が場所がよくわか

らないとしている21の国名も、奄美列島の21の

島々と現在の地図を比較しても違いがないこと

がわかろうかと思います。また、水行20日、水

行10日、陸行１月も、1750年も前ということを

考慮すると、今の地図ではかってみても、かな

り正確なものと考えられるわけであります。

そして、考古学的に考えてはどうかと。考古

学的に考えても、平成17年に西都原古墳群から

纒向型（まきむくがた）の初期の前方後円墳が

発見されております。このことで、今までの前

方後円墳の起源が近畿であるという定説が大き

く揺らぐことになりました。この古墳は西都

原81号噴で、３世紀初め、もしくは中ごろに造

営されたものになります。３世紀中ごろといえ

ば、まさに邪馬台国の時代でありまして、これ

まで４世紀から５世紀とされてきた西都原古墳

群の築造期に再考が強く求められるわけであり

ます。前方後円墳の起源は西都原であって、神

武東遷によって、ともに近畿に伝わったという

ことを立証する証拠にもなってきたわけであり

ます。まさに、近畿から西都に伝わったとされ

る今までの定説が逆転することになります。私

は、そのことが史実をあらわすものだと思って

おります。邪馬台国、これは畿内であるはずも

なく、ましてや北九州であるはずもありませ

ん。新井白石や本居宣長以来300年以上もの間続

いている邪馬台国論争にそろそろ終止符を打っ

てもらいたいと、心から願うばかりでありま

す。さて、商工観光労働部長に伺いたいと思い

ます。この西都原古墳群をさらなる観光誘客が

できる史跡へと、もう少し手を加える考えはな

いか、伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 古墳群と

して全国最大規模の西都原古墳群は、悠久の歴

史や古代ロマンを身近に感じられる日向神話ゆ

かりの地として、多くの観光客が訪れておりま

す。ことしは、先ほど来お話がありますけれど

も、古事記編さん1300年という節目の年である

ことから、県としましては、１月から西都原古

墳群などをめぐるワンコインツアーを実施する

とともに、旅行エージェントにも商品化につい

て働きかけを行ってきたところ、４月以降は旅

行商品として売り出されることとなっておりま

す。また、昨年、明治大学と連携した日向神話

の公開講座を東京で実施したところであります

が、受講した方々を対象に２月下旬に実施した

神話ツアーにおきましては、男狭穂塚、女狭穂

塚の特別参拝が好評を得たと伺っております。

今後とも、神話ゆかりの地としてのポテンシャ

ルを生かし、「記・紀の道」の整備にも熱心に

取り組んでおられます西都市とも連携しなが

ら、地元ガイドの育成等の受け入れ体制の整備

を図るとともに、情報発信に努め、誘客を図っ

てまいりたいと存じます。

○右松隆央議員 くしくもことしは、大正元

年、1912年に西都原古墳群が初めて本格的に発

掘調査をされてちょうど100年に当たります。ぜ

ひ、西都原に夢を、そしてロマンを与えてほし

いと思っております。例えばでありますが、男

狭穂塚の陪塚(ばいちょう)とされる169号噴から

出土した子持ち家形埴輪というものがございま

す。これは全国に出土の例がなくて、唯一西都
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原で出土されたものであります。まさに西都原

古墳群のシンボルとして、子持ち家形埴輪を県

保有の敷地に当時の姿を復元するなどして、古

代の雰囲気を演出してみてはいかがでしょう

か。よろしければ知事、御所見があれば伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 貴重な一つの御意見と

して承りたいというふうに考えております。

○右松隆央議員 家族で佐賀県の吉野ヶ里遺跡

を見に行ったことは、先ほど申し上げたとおり

でありますが、国立公園だけあって規模も大き

く、子供たちも古代の世界にタイムスリップし

たように引き込まれておりました。また、買い

物袋も魏志倭人伝の原文が書かれているなどし

て、細部にわたって演出が非常にうまいなとい

うふうに感じたところでありました。西都原の

地名は、「斎殿原（さいとのばる）」で、祭祀

儀礼の聖域であったとされております。ぜひ、

西都原古墳群の見せ方もいろいろ考えていただ

ければ、より魅力が深まるものだと考えており

ます。

さて、この項目では最後の質問になります

が、記紀編さん1300年記念事業で全国にどのよ

うなメッセージを送りたいのか、知事に伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） これまで議員からもい

ろいろ御指摘があり、今いろいろやりとりがあ

りましたように、天孫降臨にまつわる日向神話

というのは、本県のみ有する、オンリーワンの

本当に貴重な文化的な宝であるというふうに考

えておるところでございます。これを改めて県

民として再認識しながら、磨き上げていく、そ

の魅力をより活用していくという方向で向かい

合う、これが大変重要なことであります。全国

に向けてしっかりと発信をしてまいりたいとい

うふうに考えております。今、古事記編さ

ん1300年に当たりまして、さまざまな雑誌での

特集が組まれたり、本が出版をされたり、先日

出てまいりましたシンポジウム、講演会、研修

会などが行われているところでございます。一

つの大きなフォローの風が吹いておりますの

で、それに乗って、しっかりと宮崎の魅力とい

うものを─もちろん神話、伝説、史跡という

のもありますが、それに絡めて本県の豊かな自

然環境でありますとか農林水産物、そういった

ものも千載一遇のチャンスととらえて取り組ん

でまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 一般質問の答弁でもございま

したけれども、知事もわかっていらっしゃると

思うんですが、営業でも物が売れる人というの

は、その商品に心底ほれている人であります。

冒頭に申し上げましたが、宮崎の史跡の本当の

価値というものを、トップセールスをされる知

事自身がぜひ一番自覚をしていただきまして、

県民の皆様に夢や誇り、そして活力を持ってい

ただけるようなインパクトの強いメッセージを

発信していただきたいというふうに思っており

ます。邪馬台国の話も、これほど夢のある話は

ないというふうに思っております。ぜひ、知事

の言葉でアピールできるその日が来るとするな

らば、私は、宮崎の歴史も大きく変わっていく

のではないか、動いていくのではないか、その

ように確信をいたしているところであります。

３つ目の項目に移りたいというふうに思って

おります。地域経済再生策であります。

宮崎の地域経済をいかに再生していくか、ど

こに力を入れていくか、極めて重要な課題だと

認識いたしております。そこで、配付した資料

をごらんになっていただきたいのですが、平

成21年度の九州各県の農業産出額と食料品製造
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業出荷額がここに記載をされてあります。本県

の数字に目を移してみますと、農業産出額はさ

すが3,073億円で全国５位、しかし食料品製造業

出荷額になると2,578億円で、全国31位と大きく

ダウンしてしまっております。１次産品の一部

が県外で加工製造されているなどの要因を考慮

したとしても、やはり本県の産業構造を顕著に

映し出すものと言えるものだと思っておりま

す。このことも踏まえ、本県の産業構造につい

て、特に農業と加工製造業の現状と課題をどの

ように認識しておられるか、また知事にお願い

します。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なポイントで

あると今、認識しております。本県の食料品製

造業が製造品出荷額の総額に占める割合という

のは約２割、これに飲料などを含めますと約３

割ということで、大変大きなウエートを占めて

おるわけでございまして、製造業全体が景気動

向に大きく影響をされる中でも安定して伸びて

きているということでございますので、本県に

とって非常に重要な産業であるというふうに考

えております。

一方、これを農業生産と比較してみますと、

この配付資料にもございますように、本県の農

業産出額が平成21年度で全国第５位と全国有数

の供給力を持っている一方で、食料品製造業の

出荷額が全国31位ということでございまして、

本県の強みである農林水産業の素材生産という

ものを、いかに加工・製造など他の産業分野に

結びつけて、その付加価値を高めることができ

るか、そこで稼ぐことができるか、大変重要な

課題であるというふうに考えております。政策

提案の中でも、また総合計画の中でも掲げまし

たように、フードビジネスというものの振興

は、本県のこれからの産業振興を図る上で非常

に重要な課題ということで取り組んでまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 実は、自民党会派の総務政策

部会で昨年10月に北海道へ視察に行き、北海道

立食品加工研究センターを訪問してまいりまし

た。北海道の食品工業は道内の工業出荷額の４

割を占めておりまして、本県同様、重要な基幹

産業になっております。そして、この産業のか

なめになっているのが北海道立食品加工研究セ

ンターであります。そのことがわかる数字とし

まして、北海道内の食品関連企業2,300事業所の

うち、実に1,000社以上が食品加工研究センター

の技術を利用しているということでありまし

た。すなわち、企業への技術提供、企業との連

携というものが、ここのセンターの活動目的の

大きな主眼になっているということでありま

す。このセンターが、全国一の食料品製造基地

である北海道の食というものをしっかりと下支

えしているということを、強く感じた次第であ

ります。

翻って、本県ではどうか。このセンターと同

じ役割を期待されるところが、宮崎県食品開発

センターであります。実は、先日、宮崎県食品

開発センターを訪問しまして、いろいろとお話

を伺ってまいりました。そこで感じたことも含

めまして、質疑をしてまいりたいと思います。

先ほどの御答弁でもありましたが、１次産品を

いかに製造加工することで付加価値を高めてい

けるか大きな課題と。逆に言えば、食料品製造

加工分野というのは大きな伸び代があるという

ふうに、私は認識いたしております。工場がで

きれば当然、雇用にもつながっていきます。そ

して、中山間地域においては、まさに地域おこ

しの産業としても食品加工は大いに期待が持て

る、そのように私は認識いたしております。
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そういった中において、先ほどの北海道立食

品加工研究センターの取り組みで大変参考にな

るというものがございました。北海道立食品加

工研究センターは、ビジョンの策定時に数値目

標を掲げ、その中には付加価値率であったり、

あるいは研究開発の品目であったり、企業への

技術支援の数なども含まれております。そし

て、技術移転した商品が、商品化されたものが

どれぐらい売り上げを上げているのか、そこま

で追跡調査をしているわけであります。そこ

で、商工観光労働部長にお伺いしたいと思いま

す。本県の付加価値率の向上、そして宮崎県食

品開発センターでの研究開発、あるいは企業へ

の技術移転などについて、具体的な数値目標を

盛り込んでみてはいかかでしょうか、お伺いし

たいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） お尋ねの

ありました数値目標の設定は、非常に大事な視

点であると考えております。食品開発センター

は、本県の農産物の付加価値を向上させるため

の役割等を担っておりまして、その研究開発、

技術支援機能の充実を図っていくことが大変重

要であります。このため、センターにおきまし

ては、大学や民間企業の委員で構成される研究

業務検討委員会の意見を聞きながら、市場や県

内食品企業のニーズに対応した研究開発を行い

ますとともに、企業技術者の育成を目的とした

研修会の開催や、計画的な設備機器の新設・更

新を行うなど、技術支援機能の充実を図り、食

品関連産業に対する支援に努めてきたところで

あります。このような中で、御提案のありまし

た数値目標の設定につきましては、食品開発セ

ンターの県内食品企業等への支援に大きく資す

る業務、事業等について、今後検討してまいり

たいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、取り組んでいただきた

いと思います。そして、目標設定と同時に、食

品開発センターをいかに充実した体制にしてあ

げられるか、これも大変重要なことだと認識い

たしております。現在、食品開発センターにお

きましては、所長兼部長以下、食品開発部に８

名、そして応用微生物部に５名の、計13名の職

員が在籍しております。全員が異動もあり得る

農業職などになっております。所長は35年、副

部長は21年、応用微生物部長が13年と、長く在

籍しておられる方もいらっしゃいますが、若手

などは定期異動があれば、その都度、一からス

キルを学ぶ必要が出てくるわけであります。本

来は専門的に従事する研究職というものが必要

とされるところではないかと私は考えておりま

す。

ちなみに、北海道立食品加工研究センター

は、２年前に独立行政法人に移行する前におい

ても、職員数37名のうち27名が研究職員であり

ました。そして、現在も、40名のうち研究職

が30名ということになっております。この北海

道立食品加工研究センターでありますが、20年

前の平成４年に、当時の横路北海道知事の、

「農業と結びついた食品工業の振興がこれから

の北海道を支えていくんだ」と、そういう強い

信念のもと、選挙公約で設立が実現したもので

あります。トップの並々ならぬ志が、後の北海

道の食品工業を支える基盤に結びついたわけで

あります。知事にお伺いしたいと思います。宮

崎県食品開発センターの予算拡充と増員、並び

に異動のない研究職を配置してセンター機能を

さらに強化していく考えはないのでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 食品開発センターであ

りますが、九州では唯一、食品部門を独立させ

た試験研究機関になっております。本県の食品
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関連産業を研究開発や技術支援の面で支える、

大変中核的な機関というふうに考えておりま

す。先日もある経済界の複数の方から、食品開

発センターのだれだれさんに大変お世話になっ

ていますという具体的な話を伺いました。

今、異動という話もございましたが、研究職

の異動につきましても、職員の意欲や業務の進

捗状況等も踏まえながら、通常よりも在任期間

を長くするなど、研究職で平均10年ぐらいとい

うことでございます。柔軟に対応しているとこ

ろでありまして、そういう中でいろいろ人脈も

築きつつ、さらには腰を据えた研究というもの

に取り組んでいるというふうに考えておりま

す。これまでも、設備機器も含めた体制の整備

に努めてきたところでございますが、引き続

き、現場の声にもしっかりと耳を傾けながら、

必要な体制を整備してまいりたいと考えており

ます。

○右松隆央議員 北海道もそうでありますが、

やはり資本力の小さい中小企業が多いわけであ

ります。北海道も、技術提供、そういった分野

でかなり貢献しているところでありますので、

宮崎の再生・再建に大きく寄与できる極めて有

望な食品加工製造分野の、いわば核となるとこ

ろですから、ぜひ前向きに取り組んでいただき

たいというふうに思っております。

本県の持つすばらしいポテンシャルは、先ほ

ど申し上げました神話もそうでありますが、安

心・安全でおいしい農水産品もそうでありま

す。この宝を最大限に生かしていくためにも、

そして宮崎の再生・再建につなげていくために

も、本県がこれから食料品製造基地としての役

割を担っていくんだという知事の抱負を伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 世界的な人口増加、昨

年は人口がいよいよ70億人を超したわけでござ

います。安全で安心な食料の確保というもの

は、今後、大変重要な課題、世界的な課題にな

ると考えておりまして、本県は国内外の食料需

要に対し大きく貢献できる力を持っていると考

えております。農業産出額は約５位、平成22年

は口蹄疫等の影響により７位になったわけでご

ざいますが、全国上位にあり、随分以前は産出

額30数位というところから、先人の努力により

そこまでの農業・食料品供給基地として位置を

築いてきたわけでございます。アクションプラ

ンにおきましても、フードビジネス展開プログ

ラムというものを重点施策として位置づけまし

て、農業生産はもちろんのこと、本県の強みを

生かした農商工連携や６次産業化の推進、さら

には食品加工産業の育成強化など、総合的な食

料供給産業の構築を図り、本県が日本を代表す

る食料生産基地となりますよう、全力を挙げて

取り組んでまいりたいと考えております。

○右松隆央議員 それでは、続きまして、４番

目のほうに移りたいと思います。地方交付税に

ついてであります。

さきの９月議会において、私の臨財債に対し

ての質問におきまして、知事は交付税特会につ

いて言及をされたわけであります。臨財債が発

行される前の12年度以前は、交付税特会が地方

全体として借金をして、それを交付税として

配っていたという趣旨の答弁であります。そこ

で、交付税特会についてまずは伺いたいと思い

ます。交付税特会の今の借入金であります

が、33兆6,000億円とされております。そして、

借入金の返済計画、当初は2026年ということで

ありましたが、リーマンショック等によって、

かなり税収不足が表面化して、返済計画も2050

年に繰り延べされた経緯があります。交付税原
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資の一部が交付税特会の返済に回り、総額維持

のために新たな臨財債が発行されている現状に

ついて、知事の見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 交付税特別会計の借り

入れにつきましては、国において毎年度作成さ

れます地方財政計画における地方財源の不足額

というものを地方全体で負担するため、行われ

ていたものでございます。要は、法律に定める

交付税の原資というものが地方の需要を賄うこ

とができない、国も地方も貧乏な中でそれをど

うしていくかというときに、地方全体として借

金をして交付税の原資を確保してきた、それが

この特別会計というものでございます。

現在は、各地方公共団体において、臨時財政

対策債を発行して借り入れを行う方式―それ

ぞれの自治体において財政規律をより強く働か

せる、そういう趣旨なわけでございますが、交

付税特別会計の借入金残高の地方負担分は、御

指摘のありましたように、33兆円余りというこ

とで、少しずつ減少はしておりますが、地方交

付税制度の安定的な運営上、その償還の取り扱

いというのが非常に大きな課題となっておりま

す。この借入金につきましては、今後とも、計

画的に償還していかざるを得ないものでござい

ますが、償還により、地方が必要とする交付税

総額への影響が生じることがないように注意す

ることも、一方で大事でございます。特に、地

方財源が大きく不足する年度にありましては、

償還の繰り延べなどを含む適切な措置を講じて

いただきたいというふうに考えておるところで

ございます。

○右松隆央議員 方向性は私も同じであります

が、この問題は、本質的には、臨財債による振

りかえを廃止してもらいまして、本来のルール

どおり、交付税で所要額の全体を手当てするよ

うにすべきものだというふうに考えておりま

す。それをするための国税５税の法定率分を引

き上げる、そしてそのことができなければ、交

付税の原資というものは、特会の借入返済に充

てるよりも、当該年度の交付税の交付財源に充

てることを優先していく、そういう方針を国は

とるべきだと私は認識いたしております。国税

５税の法定率の引き上げの分と兼ねて、私はそ

のように考えているところであります。

知事にさらに伺いたいと思います。現在の地

方交付税の制度は、そもそも交付税制度の原点

である地域間の財政力の格差を是正するという

財政調整機能というものが働いていると考えて

おられるか、見解をお願いします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、地方

交付税制度というのは、地方公共団体間の財政

力の格差というものが、どうしても都市部、地

方部に生じておるところでございまして、すべ

ての地域において標準的な行政サービスを受け

られるように財源を保障する、財政力を調整し

ておるものでありますが、その機能が十分に発

揮されるためには、地方交付税の算定におきま

して、地方が必要とされる経費が適切に算入さ

れるということが大事であります。地方財政計

画に基づき、ほとんどの経費につきましては算

入されておりますが、例えば、地方単独の医療

費助成など実際に支出をしている経費であって

も標準的なものとはみなされずに、算入されて

いないものもあるわけでございます。本県は自

主財源に乏しく、地方交付税等に大きく依存し

ておるわけでございまして、今後とも、地域の

活力を高める取り組みを、しっかりとした財源

を持って進めていくためには、必要とする経費

が適切に地方交付税の算定に加えられることが

大事でございます。その機能が今まで以上に充
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実強化されるべきものというふうに考えており

ますので、国に対して、地方の実情、宮崎の実

情というものを訴えて、適切な算入がなされる

ような働きかけを、これからも続けてまいりた

いと考えております。

○右松隆央議員 私は、もう一つの切り口で留

保財源率について考える必要があるというふう

に考えております。留保財源率は、現在25％に

なっておりまして、地方税収の75％が基準財政

収入額に算入される仕組みに制度上なっている

わけであります。実は、平成14年度までは留保

財源率は20％でありました。しかし、これは恐

らくでありますが、地域間の競争強化、そのた

めの施策と言っても過言ではないと私は思うん

ですが、25％に引き上げられているわけであり

ます。それでどのようになったか。財政力の強

いところは、留保財源率が高まったことで、よ

り多くの超過財源を手にすることになり、留保

財源の規模の格差による地域間の財政格差とい

うものはさらに拡大を招く結果になったと私は

考えております。このことによって本来の財政

調整機能が結果的には弱まった、そのように言

わざるを得ないというふうに思っております。

留保財源の縮小というものは、自治体の地方税

の収入に影響するものではなくて、あくまでも

交付税の配分にかかわる計算上のルールであり

ます。そして、財政力の弱い自治体への交付税

の配分が相対的に手厚くなるという効果を生む

ものであります。財政調整機能を働かせるため

に、基準財政収入額の算入率を引き上げる、す

なわち留保財源率を引き下げることが、本県の

ような財政力の弱い自治体にとっては有効だと

考えておりますが、知事の見解を伺いたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 地方交付税のかなり技

術的なところの議論になっているところでござ

いますが、御指摘のように、留保財源率の引き

上げというものは、地方交付税の改革、地方交

付税のあり方が非常に議論になった中で、財源

保障機能というものをどう考えるかというの

と、もう一方では、今御指摘がありましたよう

にインセンティブですね。地方が、財源確保の

ためのインセンティブ、また自立性を高める、

その綱引きの中でどのようにしていくか、地方

交付税に依存するのではなく、もっともっと地

方が自主的に努力する余地というものをふやす

べきではないかということで見直しがなされた

ものでございます。地方交付税の算定上算入さ

れる地方税収の割合が現在75％となって、留保

財源率25％ということでございますが、すべて

の地方公共団体の財政需要を完全に把握すると

いうことは困難でありまして、捕捉し切れない

経費に見合う収入を残しておく必要があるとい

うことと、税収を100％算入して留保財源がゼロ

となれば、例えば産業振興などの努力によりま

して税収が増加しても、それと同額の地方交付

税が減少してしまうという仕組みになる。すな

わち、税収確保に向けたインセンティブが働か

なくなることから設けられておるものでござい

ます。留保財源率を引き下げた場合は、交付税

制度によりまして保障される財源の範囲が拡大

し、財政力格差を調整する機能もより強く働く

わけでありますが、一方で、交付税の算定にお

いて算入されたもの以外の施策を行うための財

源というものも縮小して、地方の自主的な行政

運営が弱まる面もあるわけでございます。

いずれにせよ、冒頭申し上げましたように、

保障機能をどれだけ大きくしていくかというの

と、インセンティブなり、自立性というのをど

れだけ促していくのか、この中でどこに線を引
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いていくかという議論なわけでございます。そ

の中での、改革の取り組みの中で引き上げられ

たものでございまして、大切なことは、留保財

源をどこに設定するかというお話は、地方交付

税全体の総額の話、先ほど御指摘の、法定率の

引き上げというのもありましたが、国自体に財

源がないという厳しい状況の中で法定率を上げ

るのは非常に困難だ、全体として財源、パイを

確保していくその取り組み、そして地方交付税

の総額をしっかりと確保していく、これが重要

であるというふうな認識でございます。

○右松隆央議員 本県にとっては、やはり留保

財源率─ゼロというのは極論でありますが、

─が下がったほうが明らかに交付税配分率が

高まるというふうに私は考えております。あく

までも、地方交付税制度の本来の趣旨である財

政調整機能、それをいかに働かせていくかとい

うことで知事に伺った次第であります。

以上のような観点から、地方自治体の長とし

て､首長として、交付税の確保のために国に対し

て何を求めていかれるか、再度になりますが、

知事に伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほども答弁したとこ

ろでございますが、自主財源に乏しい本県にと

りまして、地方交付税というものは大変貴重な

財源ということでございます。地方交付税全体

の総額の確保というものが大切でありまして、

最近では、臨時財政対策債を含む実質的な地方

交付税総額について一定程度確保されていると

いうことでございますが、地方財政対策の折衝

の中で一定のルールとして今、そういう枠が定

められておりますけれども、これが将来まで続

くというわけではございません。したがいまし

て、交付税制度を安定的に運営していく観点か

らは、臨財債というものを圧縮して交付税その

ものを確保していく、その財源というものを

国、地方を通じてしっかりと確保していく、そ

の取り組みが必要だろうということでございま

す。これも国に対して強く働きかけをしてまい

りたいと考えております。

○右松隆央議員 ぜひ、国に対してしっかりと

働きかけをしていただきたい。お願いいたしま

す。

さて、最後の５つ目の地震・津波対策、防災

対策について伺いたいと思います。

質問事項、２つ続けて御答弁いただきたいと

思います。まずは、現在までに県が把握してい

る津波避難ビル、津波避難タワーの指定数及び

設置数をそれぞれお伺いしたいと思います。あ

わせて、津波避難ビル、津波避難タワーの確保

について、年次的な目標はどうなっているの

か、総務部長にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） まず、数の関係で

すけれども、東日本大震災での津波による人的

被害の状況を踏まえ、本県沿岸の各市町におい

て避難場所の見直しを進めていただいておりま

して、平成24年３月２日現在で沿岸の市町に確

認したところ、津波避難ビルとして指定されて

いる施設が計107カ所、津波避難のための専用の

津波避難タワーについては、現時点では設置さ

れておりません。

なお、津波避難ビルの指定がされた施設以外

で、津波に対して一定の高さが確保できる公共

施設など、津波の避難場所として指定されてい

る施設等は666カ所であります。

それから、今後の計画でありますが、新たな

津波浸水想定区域の見直しに伴う津波避難ビ

ル、津波避難タワーの確保につきましては、県

の津波シミュレーションの結果を受けて、市町

において改めて整理されることになるというふ
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うに考えております。現時点で年次的な計画を

お示しできる段階にはございません。しかしな

がら、津波に対する避難場所につきましては、

県民の生命を守る視点から、可能な限り早期に

必要な施設が確保されるよう、沿岸の市町とも

連携を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

○右松隆央議員 東日本大震災を受けて津波浸

水想定区域の見直しが控える中、津波避難ビル

が107、そしてそれ以外でも津波避難場所とし

て666カ所指定しているということは、沿岸市町

村が漸次、避難場所の確保に向けて取り組んで

いるということがわかる数字だというふうに

思っております。

防災対策特別委員会におきまして、昨年11月

に静岡県庁に伺ってまいりました。ちなみに、

直近の数字を県庁に伺いましたところ、２月１

日現在、津波避難ビルの指定が1,032棟、そして

津波避難タワーが７基、さらに山の斜面などを

切り、コンクリートで整備をした津波避難マウ

ントが８カ所ということでありました。

地震が発生して津波が来たらどこに逃げれば

よいか、住民にとって、県民にとっては、これ

は身を守るための重大事項であります。中央防

災会議の専門調査会の最終報告が出ておりま

す。それによると、津波対策について避難完了

までの目安となる時間は５分程度と設定されて

おります。ということは、走って逃げられる人

ばかりではありませんので、半径300メーター圏

内に避難ビルが必要だということになるわけで

あります。それ以上離れたところにあれば、避

難困難地区と言わざるを得ないのではないかと

考えております。この避難困難地区をいかに解

消していくか、これは県民の生命を守る上でも

極めて重要なことだと私は考えております。そ

こで、知事にお伺いしたいと思います。特に、

沿岸部の住宅街などで避難場所の確保が難し

い、困難であるところに対して、静岡県あるい

は他県も取り組んでおられますが、鉄骨式の避

難タワーの新設を考えておられるか、お伺いし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、南

北400キロの海岸線を有する本県において、必ず

しも静岡なり他県のような津波対策というもの

が十分にこれまで蓄積があるわけではないとい

う状況を、大変深刻に受けとめておるところで

ございます。先日もある防災対策のシンポジウ

ムにおいて、沿岸部の方が、避難すべき場所を

考えているけれども、なかなかない、高台がな

い、避難すべきビルというのもなかなかないん

だ、どういうふうにしたらいいだろうかという

ようなことを考えておられました。

県が今、東日本大震災での津波被害を踏まえ

た新たな地震・津波の想定見直し作業というも

のを進めておりますが、これによりまして、こ

れまでの津波浸水想定区域が拡大することにな

るということが見込まれておるわけでございま

す。その拡大をした浸水想定区域に対して、沿

岸の市町─沿岸10市町あるわけでありますが

─が確保している避難場所が十分でない場合

には、津波避難ビルや高台など新たな避難場所

を確保するとともに、このような場所が確保で

きない場合は、津波避難タワーのような専用の

施設の設置も含めて、それぞれの市町に検討い

ただいて、十分な体制の確保というものを検討

していただく必要があろうかというふうに考え

ております。県としましては、まず早急に新た

な浸水想定を策定して、市町にデータを示し、

そのような見直しというものを促してまいりた

いというふうに考えております。津波避難タワ
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ーなどの設置が必要になった場合には、市町に

おいて相当な財政的な負担というものも見込ま

れる、伴うものというふうに考えておりますの

で、国の財政的な補助なども要望しながら、県

としても一緒になって考えてまいりたいという

ふうに考えております。

○右松隆央議員 県民の生命・安全を守るため

に、ぜひ津波対策はスピード感を持って取り組

んでいただきたいと思っています。知事も御承

知のとおりだと思うんですが、危機管理という

のは政治家にとって極めて大事な分野でありま

すので、トップリーダーとしてのリーダーシッ

プを強く求めていきたいと思っております。

さて、地震対策として、平成24年度の新規事

業に木造住宅耐震化リフォーム支援事業が組み

込まれました。私は大変評価をさせていただい

ている次第であります。そこで、県土整備部長

にお伺いしたいと思います。本県の住宅耐震化

率の現状と、この新規事業は耐震化率向上に直

接寄与できるものでありますが、この事業によ

る数値目標を定めておられればお伺いしたいと

思います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 住宅の耐震化

率は、平成20年時点での国の推計によります

と、本県は72％となっております。また、住宅

の耐震化率の目標としましては、平成18年度に

策定しました宮崎県建築物耐震改修促進計画に

おいて、平成27年度末の目標値を90％としてい

るところであります。今回の新規事業による耐

震化率の数値目標は特に定めておりませんが、

現在、耐震改修に対する補助を行っているのは

県内６市町であります。この制度を創設するこ

とによりまして、その他の市町村もより取り組

みやすくなりますことから、全県的に耐震化の

促進が図られるものと期待しているところであ

ります。

○右松隆央議員 これも静岡県の話なんです

が、「ＴＯＵＫＡＩ(東海・倒壊)―０(ゼ

ロ)」、東海地方の「東海」と地震による家の

「倒壊」をもじったプロジェクト「ＴＯＵＫＡ

Ｉ―０」は、27年度の住宅耐震化率、やはり90

％、同じなんですが、具体的に木造住宅の耐震

補強で助成する戸数というのを２万戸と設定を

しております。そして、そのために制度面も充

実させております。例えば、耐震診断は無料で

あります。あるいは耐震補強工事の設計─今

回はついていませんが─についても９万6,000

円までの補助が受けられるようになっておりま

す。また、耐震補強工事には30万円、その中で

も特に高齢者のみの世帯や、あるいは障がいの

ある方と一緒に住んでいらっしゃる世帯に対し

ては20万円の割り増しの補助もつけておりま

す。まさに、東海地震から１人でも多くの県民

の命を守るための相当な覚悟を持って取り組ん

でいる、そのように私は考えております。

最後に、知事に伺いたいと思います。今後さ

らに、住宅耐震化の支援をしていくお考えがあ

るのかどうか、伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） この事業であります

が、東日本大震災の被災状況等を踏まえ、県民

の皆さんの生命・財産を守るという観点から、

また県議会におけるさまざまな御提言等も踏ま

えて、木造住宅耐震化リフォーム支援事業とい

う形で提案をさせていただいているところであ

ります。まずは、事業主体となる市町村と連携

をして、この事業の進捗を図っていくことが大

事であろうというふうに考えておりますが、事

業の活用の状況でありますとか、市町村や関係

者などの意見を踏まえて、この制度のあり方に

ついても、引き続き検討をしてまいりたいと考
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えております。

○右松隆央議員 ぜひ、県民の命を預かる最終

責任者、トップリーダーとしての責任と覚悟に

期待をいたしております。

最後でありますが、４月に梅原猛さんを呼ば

れるというふうに言われました。「天皇家のふ

るさと日向をゆく」という本がありますので、

ぜひ成功するように祈願いたしております。

以上で私の一般質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団の重松幸次郎でございます。

初めに、傍聴に来られている皆様に心から御

礼申し上げます。通告に従い順次質問させてい

ただきますので、知事を初め関係部長には、明

快な答弁をお願い申し上げます。

さて、スポーツランドみやざきを象徴するよ

うに、ことしも２月のキャンプシーズンには、

プロ野球やＪリーグを初め、多くの社会人、学

生球団も宮崎に参りました。キャンプインの前

日、１月31日には福岡ソフトバンクホークスの

歓迎パレードがあり、県庁前のセレモニーでは

Ｖ２を期待するファンが大勢詰めかけて、ライ

トアップされた楠並木コリドールは大歓声に包

まれてパレードが始まりました。こうして、こ

としのキャンプもにぎやかにスタートしたわけ

でございます。

また、２月５日の第１日曜日に、もう一つ県

庁前で大きなにぎわいがございました。「いっ

ちゃが宮崎・楠並木朝市」の100回記念イベント

であります。この楠並木朝市は、新たな観光の

魅力の創出や農林水産業の振興、そして地元商

店街の活性化を目指し、毎月第１・第３日曜日

の午前中に約60店舗が軒を並べて行われ、2007

年10月にスタートして、今回、100回の節目を迎

えました。記念イベントには、河野知事を初

め、実行委員会の代表の皆様も集まり、さまざ

まな催しがあり、大勢の買い物客でにぎわって

おりました。ここの朝市の特徴は、地元の学生

や市民グループの参加が多彩で、中学・高校生

の吹奏楽演奏やひょっとこ踊り、またダンスパ

フォーマンスなど、県庁前のステージで来場者

を楽しませ、一方で、宮崎農業高校の皆さんは

毎回のように、校内で栽培した野菜や果物をみ

ずから販売する「宮農ふれあいマート」や、出

展者の販売を応援実習するなど、まさにキャリ

ア教育が行われているところであります。知事

もこの日に高校生と記念写真におさまっておら

れましたが、生徒さんも励みになったことと思

います。もちろん、この朝市のほかにも、定期

的に「ＫＯＮＮＥ市」や県の行事等で頻繁に催

しがありますが、県庁及び楠並木通り周辺の活

用は今後ますます重要になると思います。そこ

で、知事に、第100回「いっちゃが宮崎・楠並木

朝市」の感想と、新年度事業「県庁エリア魅力

空間活用推進事業」にどのような考えで取り組

まれるのかをお伺いします。

以上、壇上からの質問を終了し、残りは質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

楠並木朝市と県庁エリア魅力空間活用推進事

業についてであります。まず、楠並木朝市につ

きましては、私もこれまで何度か足を運んでお

ります。知事として、また副知事のときには知

事代理として節目節目に参加をしております。

また、個人としても行っております。以前は、

岩手県宮古市のサンマとヘベスのコラボとか

あったりして、いろんな形での展開が図られて



- 192 -

平成24年３月５日(月)

いるわけでございますが、とりわけ先日の第100

回では、功績のありました方々の表彰を初め、

地元高校生や郷土芸能団体の参加などもありま

して、にぎわいもひとしおでありました。楠並

木のあの空間は、朝市のみならず、いろんな市

がその時々に立つわけでありますが、どこから

人が来るんだろうというぐらいに、そのときに

は人でにぎわうものでありまして、楠並木の魅

力、並木自体の魅力とあわせてすばらしい空間

であるというふうに考えております。これを舞

台にした朝市が、多くのお客様に愛され、定着

してきたことは、まことに喜ばしく、関係者の

御苦労に深く敬意と感謝を申し上げたいという

ふうに考えております。また、この朝市の成功

が他の地域の市に広がっていくというような効

果もあるところでありまして、改めて宮崎の元

気はここからスタートだなという思いを強くし

たところであります。

次に、来年度新たに取り組もうとしておりま

す県庁エリア魅力空間活用推進事業についてで

あります。この事業は、楠並木も含めた県庁周

辺の魅力を生かして、民間のアイデアを取り入

れながら、コンサートや展示会などのさまざま

なイベントを実施するものでありまして、県内

外から多くの方に訪れていただくことで、町な

かのにぎわいを創出するとともに、観光・物産

の振興につなげていこうとするものでありま

す。これらの県庁周辺の取り組みが一つのモデ

ルとなって、町なかのにぎわい創出の動きが県

内各地に広がっていくことを期待しているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

この地から元気を発信と、そういう意気込みを

感じました。先週は、川南町の「トロントロン

軽トラ市」に行かせていただきました。相変わ

らずの規模とにぎわいで、さすがだなと感じて

おる次第でございます。県内の朝市は25の市や

町で開催されております。お互いに協力して発

展させていただきたいと思います。

次に、「まちなか商業再生支援事業」につい

てであります。昨年に引き続き、ことしも計画

されておりますが、商店街を取り巻く環境はま

すます厳しく、課題が山積しております。どう

やって街を再生していくのか、この「まちなか

商業再生支援事業」の実績と今後の取り組みに

ついて、商工観光労働部長にお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「まちな

か商業再生支援事業」は、商店街を中心とした

町なかのにぎわいづくりや、産業や観光などの

多様な主体と連携したまちづくりの取り組みを

支援するものであります。今年度は、５市町村

の商工団体等が行う６つの事業に対し、市町村

とともに補助を行っており、例えば高鍋町で

は、町なかの空き店舗を改装し、観光案内や物

産販売所として活用する事業に取り組んでいた

だき、今月中旬にはオープンする運びとなって

おります。

また、今年度から新たに事業メニューに加え

たまちづくりリーダーの育成につきましては、

延岡、日南、西都の３地域において、アドバイ

ザーの助言を受けながら、街の個性を発揮する

ための分析、検討を行うとともに、その成果を

県内各地域の商店街関係者を交えて発表を行っ

たところでありますが、関係者において問題意

識の共有や商業者同士のつながりの強化が図ら

れたという成果が見られたところであります。

商店街の活性化においては、まず商業者みず

からが主体的に考え、意欲的に行動すること、

またそれをリードする人材づくりがかぎを握っ
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ておりますことから、県としましては、24年度

も引き続き、当事業を実施し、市町村や関係機

関と連携しながら、支援に努めてまいりたいと

考えております。

○重松幸次郎議員 宮崎県商店街組合の理事の

方にもお話を聞いてまいりました。これまでの

商店街支援は物的環境改善でありましたが、こ

れからはもう一度、人材育成、若い人に魅力あ

るまちづくりを考えてビジョンを持ってもらう

ことが大事ということで、前回の研究発表会で

は、「街が持っている歴史と文化の固有財産を

再創造させる」というコンセプトで、若手経営

者と中・高校生も交えて活発な意見発表があっ

たと伺いました。ぜひ、このような事業を数多

く開催できるよう要望いたします。

関連でもう一点、伺います。１月28日から宮

崎市中心街を100円で回れる「まちなか観光周遊

バス」の実証実験が始まりましたが、皆様はも

う乗られましたでしょうか。宮崎商工会議所が

主体となって実施している「まちなか観光周遊

バス」の活用状況について、商工観光労働部長

にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「まちな

か観光周遊バス」は、宮崎市の中心市街地にお

ける回遊性の向上による、にぎわいの創出や商

業の活性化及び観光情報の発信を目的に、宮崎

商工会議所が、先ほどお話がありましたとお

り、本年１月28日から３月23日までの間、試験

運行を行っているものであります。この取り組

みについては、国の認定を受けた市の中心市街

地活性化基本計画にも位置づけられており、県

や市の関係課も実行委員会に参画し、議論を重

ねてきたところであります。バスの利用状況に

つきましては、これまで１日平均約70人と、お

おむね計画どおりであると伺っております。今

後の継続的な運行につきましては、宮崎商工会

議所において、試験運行の結果や乗客へのアン

ケートなどを参考に、採算性等も踏まえて検討

されると伺っておりますので、県としまして

は、その状況を注視してまいりたいと考えてお

ります。

○重松幸次郎議員 乗ってみて気づいたのです

が、観光周遊なのに観光案内の音声が流れない

ので、商工会議所の担当者に、「バス停ごとに

観光案内のアナウンスを流してはどうか。例え

ば大淀川河畔に来たら「たまゆら」の由来を」

とか言うと、そのことに関して「委員会では検

討していたが、そこまでの予算と準備期間が足

りなかった」ということでした。「しかし、ぜ

ひとも運行を継続して、音声案内ではなく、実

際のボランティアのバスガイドを乗せてはどう

かとか、遠隔地から乗り入れて、周遊バスやタ

クシーとの連携など、アンケートにどしどし書

いていただき、そのアイデアをつなげていくこ

とを検討している」ということでございまし

た。ぜひ本稼働を形にしていただきたいと、要

望いたします。

続きまして、電気自動車の普及についてであ

ります。

壇上で申し上げました楠並木朝市100回記念の

イベントのとき、県庁前庭にてＥＶ（電気自動

車）の展示試乗会が開催されておりました。県

企業局の公用車を初め、自動車各社の電気自動

車、またＰＨＶ（プラグインハイブリッド

車）、そして電気モーターバイクなど、環境社

会を意識した興味深い展示会でありました。試

乗車に知事も乗っておられましたが、乗り心

地、静粛性と加速性能はいかがだったでしょう

か。グッドだったと思います。私も試乗した

かったのですが、予約がいっぱいで乗れません
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でしたので、後日ディーラーに行って試乗し、

お話を伺ってまいりました。電気自動車への取

り組みは、これまでも本会議や特別委員会等で

議論や提案がなされています。今回の展示も今

までの計画に沿ったものと理解をしておりま

す。

そこで、将来にわたる環境問題に対する県民

の意識啓発やＣＯ２削減に効果があり、また太陽

光などの代替エネルギーの利用が可能な電気自

動車を普及させることは重要だと思います。そ

の上で県民政策部長へ３点お伺いいたします。

国内ではＥＶ・ＰＨＶタウン構想として18の都

道府県でモデル事業がスタートしております。

残念ながら、本県はこれらの自治体には選定さ

れておりませんが、九州では佐賀、長崎、熊本

の各県が選定されて、2013年までの電気自動車

の普及目標、例えば佐賀県は1,000台、長崎県

は500台など打ち出されております。そこで、１

点目は、本県では電気自動車の普及台数目標は

あるか、また公用車への電気自動車の導入拡大

について検討されているか、お伺いいたしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県内での電気

自動車の普及台数につきましては、具体的な数

値目標は掲げておりませんが、本県の低炭素社

会実現に資するため、自動車メーカー等と連携

しまして、電気自動車の普及啓発を行っている

ところでございます。ちなみに、現在、ある自

動車メーカーの調べによりますと、県内の普及

でございますが、2011年12月、昨年末現在で112

台となっております。また、公用車につきまし

ては、公用車の更新時期や用途等に合わせて、

ハイブリッド車など低公害車への転換を図って

いるところでございますけれども、排気ガスを

全く出さない電気自動車の導入についても、県

民への普及を促進させるという観点も含めて、

今後検討していく必要があると考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 試乗会で体験したように、

まず電気自動車に乗る機会をつくることではな

いでしょうか。福岡市、鳥取県などは、公用車

をカーシェアリングして、土、日、祭日に市民

に無料で開放している。貸し出している。また

一方で、長野県松本市では、広域ＥＶ普及利活

用推進協議会を立ち上げて、自動車・充電器メ

ーカーや観光宿泊業者と行政が、電気自動車を

もとに多角的に観光産業の創出をしているよう

であります。このような他県の取り組みのよう

に、観光産業とのタイアップにより低炭素社会

の実現を図りながら、地域活性化に結びつけて

いる事例が見受けられますが、本県ではそのよ

うな取り組みが行われているのか、お伺いいた

します。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 電気自動車の

観光への活用につきましては、これまで市町村

等と連携しまして、実証的な取り組みを行って

きたところでございます。例えば高千穂町で

は、昨年１月から２月にかけまして、平日は町

の公用車として使用し、休日は観光コースをめ

ぐる試乗会を実施いたしました。また、五ヶ瀬

町では、昨年10月からことし２月にかけまし

て、町民や観光客に電気自動車を無償で貸し出

すとともに、アンケート等を実施しまして、電

気自動車を活用した町内観光のあり方について

検討が行われているところでございます。県に

おきましても、現在、自動車メーカー等と連携

しまして、宮崎県電気自動車等普及促進協議会

を設置しております。電気自動車の展示・試乗

会など普及啓発活動を行っておるところでござ

いますが、その中で、観光面も含めた電気自動
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車のさまざまな活用について協議し、利用促進

を図るための具体的な提案等を行ってまいりた

いと考えております。

○重松幸次郎議員 先日、渡辺議員から関連質

問で、急速充電器のインフラ整備について同じ

内容の質問があり、御答弁いただいております

ので了といたしますが、３点目の質問は、急速

充電器が庁内の前庭に設置してありますけれど

も、一般開放していないと聞いております。と

ても貴重な充電器であります。何とかこの急速

充電器を一般に活用できないか、再度、部長に

お伺いしたいと思います。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県庁前庭に設

置している急速充電器でございますが、県民へ

の啓発も兼ねまして、現在、公用車用として使

用しているところでございます。前庭を往来す

る来庁者あるいは観光客等の安全確保の観点

や、施設の管理方法といった運営上の問題もあ

ることから、今のところ一般開放は行っており

ませんが、電気自動車のさらなる普及啓発のた

めに今後検討していく、そういう考えでおりま

す。

○重松幸次郎議員 ぜひとも、持続可能で快適

な低炭素社会を目指すため、次世代の自動車の

普及のため、推進をよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、法改正により施設整備を迫られ

て対応に苦慮されている中小企業の問題を、２

点確認させていただきます。

１つ目は、ガソリンスタンドのタンク改修に

ついてであります。２月１日の宮崎日日新聞に

よれば、ガソリンスタンドなどに設置してある

老朽化した油の地下貯蔵タンク改修を義務づけ

た改正消防法の猶予期間が残り１年となる中

で、県内の改修率は１割にも達していないとの

ことであります。この法律は、ガソリンスタン

ドや運送業、また宿泊施設等でタンクからの油

の流出を防ぐために、40年以上前に埋められた

タンクは2013年１月までに内面をＦＲＰでコー

ティングしたり、油漏れを感知する高精度の計

器を設置したりするのを義務づけしたもので

す。ガソリンスタンドで見積もると、その改修

費用は600万円から1,000万円かかり、地元中小

企業のガソリンスタンドでは大きな負担になる

わけですが、国の補助金も改修費の３分の２と

あるものの、予算に限度があり、申し込みに対

してなかなか受給できない状況だそうでありま

す。そこで、ガソリンスタンド等の老朽化した

地下タンクの改修が義務づけられましたが、そ

の改修状況を総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） ガソリンスタンド

などに設置されました地下貯蔵タンクからの油

の流出事故を防ぐ目的で、危険物の規制に関す

る規則が改正され、平成23年２月１日から施行

されました。この改正によりまして、平成25年

１月末までに、腐食のおそれが高い地下貯蔵タ

ンクの内面を強化プラスチックでコーティング

したり、油漏れを検知する高精度の計器を設置

したりする等の措置を行う必要がございます。

平成23年９月末現在の数字ですが、県内に該当

するタンクが417基ございます。この中で所要の

改修が終了しているタンクは15基であります。

県といたしましては、各消防本部と連携をしな

がら、該当タンク設置者に対しまして必要な改

修を行うよう指導してまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 15基と、まだまだこれから

だと思います。もちろん、タンクの修理は危機

管理の上で大事であります。まずはタンクの改

修が円滑に行われることを願っておりますが、
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先日、県石油商業組合の事務局の方にお話を伺

うことができました。「ガソリンスタンドの店

舗数は、昭和56年に919店舗ありましたが、平

成23年３月には569店舗になり、実に４割近く減

少しております。その要因はさまざまでありま

すが、元売直営サービスステーションや商社系

サービスステーションの進出により熾烈な価格

競争を強いられております。その厳しい経営状

況の上に、今回このようなさらなる多額の経費

負担となっておりますが、このままでは特に郡

部で廃業による過疎化が進み、住民生活に悪影

響を及ぼします」と語っておられました。ガソ

リンスタンド経営など地域の中小企業を守るた

め、どのような支援策があるのか、商工観光労

働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 地下貯蔵

タンクの改修に係る支援につきましては、先ほ

ど議員のお話にありましたとおり、国―経済

産業省になりますが―において、地下タンク

の漏えい防止対策として、工事等に係る費用の

３分の２以内を補助する措置を講じ、今年度の

当初予算では22億円を計上し、第３次補正予算

ではさらに87億円余を追加計上されていると

伺っております。また、県におきましては、中

小企業者の設備資金や運転資金の円滑な調達を

支援するため、県中小企業融資制度を設けてお

り、地下貯蔵タンクの改修等につきましても、

店舗の改装等を融資対象とし、融資利率や保証

料率等を優遇した魅力的な商店・商店街支援貸

付とか、県の一般的な資金である経営安定貸付

等が活用可能となっておりますので、中小企業

者の皆様に対し、今後とも、制度融資の活用に

ついて周知に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 電気・ガス・水道のライフ

ラインに並び、ガソリン・軽油・灯油などの給

油所も大切な一部ではないかと思います。地域

の生活、活性化を維持する上でもガソリンスタ

ンドの存続は重要ですので、引き続き支援策を

講じていただくよう要望いたします。

２点目は、クリーニング店の用途規制につい

てであります。県クリーニング生活衛生同業組

合の方にお話を伺ってまいりました。クリーニ

ング工場では、ドライクリーニングで引火性溶

剤を用いておりますが、国土交通省の平成22年

９月10日の通達において、引火性溶剤を用いる

ドライクリーニングを営む工場の多くが建築基

準法第48条の建築物の用途規制違反を生じてい

るとの事案が発覚し、全国の特定行政庁に依頼

されて実態調査を行った結果、全国で２万9,000

施設のうち約１万4,000施設、約半数が、また宮

崎県においても259施設のうち133施設がこの用

途違反となっており、県の組合でも対策に追わ

れているというお話でございました。そこで、

引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む

工場に係る建築基準法規制違反に対する是正に

向けて県内では現在どのような状況になってい

るのか、県土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ドライクリー

ニング工場に係る建築基準法用途規制違反につ

きましては、全国的な問題となっており、是正

の指導に必要な、工場内の機械の種類、配置状

況などにつきまして、詳細な実態調査を国が実

施しているところであります。本県におきまし

ては、ことしの１月中旬ごろから調査を開始し

たと聞いております。

○重松幸次郎議員 立入検査の通知内容を受け

て、違反是正に向けて準備を進めていかなくて

はなりませんが、許可申請を行うまでには幾つ

もの手順を追わなくてはなりません。今後の違
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反是正の手順はどうなっているのか、再度、県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今後の手順に

つきましては、国が行っている実態調査の結果

を踏まえ、県や宮崎市などの特定行政庁が違反

内容を確定した上で、事業者等に対し個別に是

正指導を行っていくことになります。具体的に

は、引火性溶剤の保管徹底や作業場の防火措置

などを内容とする違反是正計画書の提出を求め

まして、建築基準法に基づく用途規制の特例許

可申請をしていただくことになります。その

後、国の安全性に係る技術的基準により審査を

行い、公聴会の開催や建築審査会の同意を得て

許可した場合は、是正完了後に検査を行うこと

となります。

○重松幸次郎議員 そのように違反の是正に向

けて各店舗が最善の安全対策を講じていくとし

ておられますが、実際には改善のために多額の

設備投資や申請手数料等が重くのしかかり、高

齢者や、継承者がいないお店では、廃業する者

が出てくるのではないかと危惧されており、昨

年９月に、県内の特定行政庁と県知事及び県議

会議長あてに陳情書が提出されておりました。

その中では５項目にわたり、申請手続の簡素

化、県内市町村の統一化を初め、設計図書作成

料の補助や許可申請手数料の減免、そして是正

までの期間の猶予などの要望がうたわれており

ます。町のクリーニング店は、生活衛生関係業

種として、私たちの生活の上ではなくてはなら

ない大切な店であります。陳情書は現場の声と

して重要であると考えますので、今後とも、県

内各市とも連携され、改善に向けた御指導をし

ていただきたく要望いたします。

続きまして、医療、健康増進について幾つか

お尋ねいたします。

我が党の女性議員が中心となってペットボト

ルのキャップ回収を呼びかけて、キャップ800個

で１人分のポリオワクチンにかえられる活動を

行い、昨年は県内で31万1,200個、ワクチン389

名分の回収ができ、子供の命を救うことができ

たというニュースを、初めにお伝えいたしま

す。

さて、そのポリオ（小児麻痺）ワクチンの予

防接種をめぐり、昨年の12月より神奈川県が独

自に不活化ポリオワクチンを輸入し、接種を行

うことが報道されました。その背景には、ごく

まれにポリオ発症の可能性がある現行の生ワク

チンを不安視し、ウイルスを無毒化した不活化

ワクチンの輸入接種を国が導入を決めているも

のの、その時期を明確にしないため、接種を控

える動きが全国的に広がっているからでありま

す。そこで、福祉保健部長に、国における不活

化ワクチンの導入の見通しについてお伺いいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在、生ポリ

オワクチンは、予防接種法の定期接種に位置づ

けられておりますが、副反応として、御指摘の

とおり、麻痺がごくまれに─100万人に1.4人

と言われておりますけれども─あらわれるこ

とがあることから、ポリオウイルスを無毒化し

てつくる不活化ポリオワクチンの導入が国に対

して求められているところでございます。不活

化ポリオワクチンは、国内ではまだ医薬品とし

ての承認が得られておりませんが、製薬会社か

ら承認申請がなされており、国においては来年

度の導入へ向け、有効性、安全性などの審査が

行われているところでございます。県といたし

ましては、感染予防の観点から、ポリオワクチ

ンの接種率を高く保つ必要がありますことか

ら、不活化ポリオワクチンが導入されるまで生
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ポリオワクチンの接種を差し控えることのない

ようお願いをしているところでございます。

○重松幸次郎議員 まだ明確ではないというこ

とであります。実は、うちの近所の御婦人から

も不活化ワクチンの県内での接種の相談がござ

いました。県内で不活化ポリオワクチンが接種

できるところはあるのか、またワクチンによる

健康被害に対する救済措置はあるのか、もう一

度、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、不活化

ポリオワクチンの接種につきましては、医療機

関において、医師が個人の責任でワクチンを輸

入し、行われておりますが、県内で接種を行っ

ている医療機関は今のところ確認できておりま

せん。

次に、不活化ポリオワクチンの健康被害に対

する救済制度でございますが、公的救済制度で

ある予防接種法に基づく健康被害救済制度や、

医薬品副作用被害救済制度の対象とはなってお

りません。そのため県といたしましては、確実

な公的救済が受けられる予防接種法にのっとっ

た生ポリオワクチンの接種をお願いしていると

ころでございます。

○重松幸次郎議員 つまり、今のところ県内で

の接種は難しいということであります。しか

し、生ワクチンの接種を控えて不活化ワクチン

を待っている間にポリオに感染してしまうとい

うことでは、元も子もありません。安心できる

予防医療を提供することは国の責務であるとし

て、我が党も国会で、不活化ワクチンの早期導

入を訴えております。県からもあらゆる機会を

通じ国へ導入手続を働きかけていただきたく、

要望いたします。

続きまして、がん対策でございます。我が党

の機関紙に、「胃がんを撲滅しよう！」と題し

て、日本がん予防学会理事である北海道大学の

浅香正博教授との対談記事がございました。日

本では、胃がんの診断や治療の技術が進んだに

もかかわらず、約40年間、毎年約５万人もの方

が胃がんで亡くなっております。初めに、福祉

保健部長にお尋ねしますが、本県で胃がんで亡

くなられる方は何人いらっしゃるのか。また、

胃がん検診の受診率を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内における

胃がんによる死亡者数でございます。平成22年

人口動態統計では452人となっております。な

お、人口10万人当たりの死亡率につきまして

は40.0でありまして、全国平均の39.7よりわず

かに高い状況にあります。

また、県内の胃がん検診受診率でございます

が、平成21年度地域保健・健康増進事業報告で

は7.6％となっており、全国平均の10.1％を下回

り、低位にとどまっておりますことから、引き

続き、受診率の向上に努めてまいりたいと考え

ております。

○重松幸次郎議員 受診率が低いことも課題で

あります。こうした中で、薬剤を服用してピロ

リ菌（ヘリコバクターピロリ）を除菌すると胃

がんになりにくいということが、最近になって

明らかになりました。つまり、胃がんを予防で

きるということであり、胃がん患者の95％はピ

ロリ菌に感染している、ピロリ菌がない人はほ

とんど胃がんにならない、ピロリ菌を除菌する

と胃がんの発生を３分に１以下に抑制できると

いうことであります。また、胃がんの97％は50

歳以降に発生します。したがって、胃がん検診

は50歳以降からきちんと行うことが重要だと言

えます。一方、それより若い世代は、ピロリ菌

検査を行い、感染している場合は除菌すればほ

とんどの胃がんの予防が可能で、胃がん予防対
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策を前進させるには、こうした発想の転換が求

められております。浅香先生は、「まず大切な

のは、胃がんの多くはピロリ菌による感染症と

いうことをわかってもらうこと。若いうちほど

除菌の効果がある」と指摘されております。

そうした中、長野県飯島町では胃がん撲滅

キャンペーンの一環として、ピロリ菌感染検査

の費用補助や、成人式で、がんを初め健康に関

する講演を行い、ピロリ菌検査の一つである呼

気試験の検査を無料で行っているという記事が

新聞に掲載されておりました。そこで、県内で

胃がん検診においてピロリ菌検査を行っている

市町村はあるのか、あわせて胃がん検診にピロ

リ菌検査を導入することについての県の考え方

を、福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の市町村

における胃がん検診は、国のがん検診の指針に

基づき、問診及び胃部エックス線検査により実

施されておりまして、胃がん検診においてピロ

リ菌検査を行っている市町村はございません。

県といたしましては、国立がん研究センターの

検診ガイドラインでその有効性が十分に確認さ

れていないとされていることから、今後の研究

の進展や国の動向などを注視してまいりたいと

いうふうに考えております。

○重松幸次郎議員 検診率を上げることと、い

ち早くピロリ菌検査導入を前向きに検討してい

ただきたく、お願いいたします。

次に、うつ病対策についてであります。河野

議員が昨年11月の議会で、沖縄県立総合精神保

健福祉センターのうつ病対策、認知行動療法の

件を質問いたしましたが、県としての取り組み

と状況を確認する目的で、先日、宮崎県精神保

健福祉センターを訪問し、うつ病、精神疾患な

どについて調査をさせていただきました。その

結果、県で調査を行い、県内の精神科クリニッ

ク、病院で認知行動療法を行っているのは全体

で22施設あることをお聞きし、意外にも多く取

り組みがなされていることがわかりました。こ

れからも行政機関と医療機関が連携して、早期

受診や周知広報に努めていきたいと強調されて

おりました。

また、沖縄では、精神保健福祉士による訪問

支援（アウトリーチ）で、ひきこもりの方を

「うつ病サロン」にお誘いし、認知行動療法等

の学習対話を行っておられましたが、宮崎県で

も多職種支援チームによるモデル的アウトリー

チ事業が訪問支援相談を行っていると伺いまし

た。そこで、多職種支援チームによる精神障が

い者へのアウトリーチ事業の内容を、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 統合失調症や

うつ病等の精神疾患を有する皆さんが地域で安

心して生活するためには、保健、医療、福祉な

ど関係機関の連携のもとに、地域生活の継続に

向けた一体的な支援が必要と考えております。

このため県では、昨年４月から新たに、医師や

看護師、精神保健福祉士等で構成いたしますア

ウトリーチチームを精神保健福祉センターに設

置いたしまして、病院等を受診していない精神

障がい者や精神疾患の疑いのある方への訪問支

援を高鍋保健所管内でモデル的に行っていると

ころであります。この事業では、精神疾患の早

期発見や重症化の予防を目的に、医療だけでな

く日常生活の支援を多面的に提供することによ

りまして、在宅での生活を継続できるよう包括

的な支援を行っているところでございます。

○重松幸次郎議員 精神疾患のみならず、うつ

病の予防対策としても大変重要であります。こ

の事業は平成23年４月より取り組まれておりま
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すが、その活動実績を伺いたいと思います。ま

た、これは大変重要でありますので、県下全域

に活動を広げるべきではないかと思いますが、

県の考えはどうなのか、いま一度、福祉保健部

長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） この事業では

これまで、高鍋保健所の３町の15名を対象に自

宅訪問を行いますとともに、個別相談やケース

会議を開催するなどの支援を行ったところでご

ざいます。対象者は10代から70歳代で、平均年

齢は46歳となっており、統合失調症等で長期に

治療を中断されている方や未治療の方で、支援

の結果、自主的に治療を開始され、市町村や福

祉サービス事業所等からの支援を受けながら、

在宅での生活を続けている方もおられます。県

といたしましては、この事業の実施を通じて、

地域の実情に合ったモデル的な精神保健医療体

制の構築を図っていきたいと考えており、平

成24年度からは県内３カ所程度で事業を展開し

たいというふうに考えております。今後とも、

市町村や関係機関と連携を図りながら、精神障

がい者の皆さんが、住みなれた家庭や地域の中

で快適で豊かな生活を送れるよう、施策の推進

を図ってまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。ア

ウトリーチによる訪問支援、早期発見で医療機

関につなぎ、早期治療に努めていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

続きまして、ドクターヘリについてでありま

す。いよいよ本県でも４月から導入されるドク

ターヘリの運航訓練が２月24日から始まりまし

た。日之影町、高千穂町を初めとして、今後４

月上旬まで、離島も含め計26回行われる予定と

お聞きしております。運航訓練は、患者発生の

現場と、現地消防、病院の運航管理室、ヘリ間

の連絡を確かめるため実施するとされていま

す。そこで、ドクターヘリの試験運航は、ラン

デブーポイントの場所や患者の状態など具体的

にどのような想定で実施しているのか、またど

のような課題が見えてきたのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の試験運航でございますが、現在、消防非常備

町村を手始めに、公立の運動公園等をランデブ

ーポイントといたしまして、頸椎損傷の救急患

者や脳梗塞患者の公立病院からの転院搬送等を

想定した訓練が４回行われており、これまでに

課題や問題点等は特に報告されておりません。

なお、ドクターヘリの運航に当たりまして

は、迅速にランデブーポイント等の安全確保が

行われる必要があることから、敷地管理者に対

し、障害物の除去など常日ごろからの管理をお

願いいたしますとともに、実際にヘリが着陸す

る際に人の立入制限に協力いただくなど、今後

とも、関係者との連携と協力体制の強化を図っ

ていく必要があるというふうに考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 今回、ドクターヘリ運航の

質問をするために過去の議事録を確認してみま

した。平成16年２月定例会で我が会派の長友安

弘元議員が初めてドクターヘリ導入について取

り上げ、県北の救急医療での深刻な問題、中山

間地域等の医療過疎地域での救命率の向上、災

害時の救急救命医療の万全に言及し、ただされ

ておりました。以来、先輩議員の方々の熱心な

議論でかち得たものだと実感しております。

県は当初、財源を理由に防災救急ヘリコプタ

ーで代替案を提示していましたが、平成18年６

月、公明党がリードし、ドクターヘリの全国配

備を推進した、いわゆるドクターヘリ法の制
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定、そして地域医療再生臨時特例交付金の活用

により、導入に大きくかじを切ることができま

した。４月の運航開始に大きな期待をしている

ところであります。しかし、他県と比較する

と、さまざまなハンディキャップがあります。

運航が持続可能なものとならなければ、県民の

声にこたえるものとならない。運航前から心配

してもとの声もありますが、ドクターヘリの運

航を持続するためには、運航経費の財源や医療

スタッフの確保等が課題になると思いますが、

どのような対応をしていくのか、福祉保健部長

にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の運航経費でございますが、国庫補助がござい

まして、国が２分の１、県が２分の１となって

おります。なお、平成25年度までの県費分につ

きましては、地域医療再生基金を活用すること

としております。また、ドクターヘリの医療ス

タッフにつきましては、宮崎大学によります

と、本年４月までに医師14名、看護師42名程度

の確保が見込まれているところでございます。

○重松幸次郎議員 動きながら、一つずつ解決

する。そのためには、しっかり協力体制を築い

ていかなければと考えております。現在、26

県31機の導入状況であります。昨年12月、鹿児

島、ことしの１月に熊本が運航を開始し、９月

に大分が導入予定と聞いております。これで九

州全域に網羅されます。十分な救急医療体制の

確保の一つとして、隣県との新たな救急医療の

連携が大事な視点になってまいります。ドクタ

ーヘリを活用した救急救命について、隣県との

連携はどう進めていくのか、再度、部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県境部の市町

村におきましては、本県のドクターヘリや防災

救急ヘリが出動している際に別件の救急患者が

発生した場合、隣県からドクターヘリの応援を

お願いしなければならない状況も想定されると

ころでございます。このため、昨年10月、隣県

の担当課と連絡会議を設け、ドクターヘリ運航

に係る相互の協力について意見交換を行いまし

て、まずは県内での円滑な運航が軌道に乗った

上で、県境を越えた連携のあり方について協議

することとなったところでございます。

○重松幸次郎議員 悲願でありましたドクター

ヘリの導入であります。ぜひとも救急医療の充

実に大きく寄与できることを願っております。

続きまして、救急医療現場におけるＩＣＴ情

報システムの導入についてでございます。救急

患者のいわゆる「たらい回し」を防ぐために、

改正消防法の施行（平成21年10月）を受けて、

消防、医療の連携強化による救急搬送の改善に

取り組まれております。しかしながら、改正後

も、受け入れ照会４回以上並びに現場滞在時

間30分以上の事案件数が改善されていない実態

が明らかになりました。宮崎県の年間搬送人員

は３万5,000人余でありますが、特に救命救急セ

ンター搬送事案における受け入れ照会回数４回

以上が5.7％、全国平均は3.8％、現場滞在30分

以上も5.6％、全国は5.0％と、いずれも全国を

上回っております。特に懸念すべきは、救急セ

ンターにおける受け入れ率が75.07％で、全国平

均の92.9％を大きく下回っているところであり

ます。そこで、本県の救急車の出動件数の状況

について、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 消防庁が発表した

数値によりますと、本県の過去３年間の救急出

動件数は、平成21年が３万6,564件、平成22年が

３万8,850件、平成23年度、これは速報値になり

ますが、前年に比べ2,551件増の４万1,401件と
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なっております。

○重松幸次郎議員 そのように年々ふえ続けて

いるようでありますが、そこで県に提案を申し

上げたいのは、ＩＣＴを活用した救急医療情報

システムの導入でございます。佐賀県が平成23

年４月に、タブレット端末を利用した新しい救

急医療情報システム「９９さがネット」を稼働

させました。このシステムは全国で初めてであ

ります。県内すべての救急車55台に多機能情報

端末ｉＰａｄを搭載し、配備し、救急医療現場

の「見える化」を実現させました。この新シス

テムは、医療機関側が受け入れ可否情報を提供

し、救急隊は患者の搬送先や事故種別など９項

目をｉＰａｄで入力し、医療機関ごとに最新搬

送日時と24時間内の搬送実績、受け入れ不可の

理由など、最新情報がわかる仕組みになってい

ます。また、搬送実績をデータ分析でき、救急

医療の改善に活用できるとあります。このよう

に、佐賀県の集計によると、導入開始以降、搬

送時間が２分短縮されたほか、これまで救急搬

送が集中していた３次医療機関に運び込まれる

患者の数が減ったという成果が報告されており

ます。この新システムはクラウド型を採用して

いるため、簡単なカスタマイズをすれば他の自

治体でも利用ができ、また運用コストも削減で

きるというメリットがあります。さらには、こ

のシステムに一般住民向けの医療機関情報シス

テムが連動運用されており、家のパソコンから

でも、わかりやすい医療機関検索で、夜間や休

日のけが、急病で困ったときに利用すれば、病

名、受診科目や、緊急時か、それ以外かを区別

して紹介されるので、不要な119番やコンビニ受

診を減らす工夫がなされております。宮崎県と

してこのシステムを導入できないか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県では、救

急患者を受け入れる病院の空きベッド情報や当

直診療科の情報を提供いたします救急医療情報

システムを平成13年度から導入しておりました

が、県内では救急患者の搬送先がある程度限定

されることなどから、平成19年度に廃止したと

ころでございます。御提案の佐賀県のシステム

でございますが、救急隊が患者の搬送先や疾病

状況等を随時入力することで、医療機関ごとの

受け入れ状況を関係者が常に共有できるといっ

た機能もあると伺っております。当システムの

本県への導入につきましては、従前の本県のシ

ステムとの違いや導入した場合の効果等につき

まして、今後研究してまいりたいというふうに

考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。救

急救命医療の万全の体制構築のため、ぜひとも

導入を検討していただきますよう要望いたしま

す。

以上で、少々早いですが、私の質問を終了い

たします。本当にありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時43分散会
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◎ 一般質問

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員36名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、西

村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。日向市選出、西村賢です。きょうは

傍聴席に若い女性の姿がありまして、非常に緊

張しておりますけれども、元気に始めたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

今、厳しい経済情勢の中で、県民の生活、ま

た企業の経営、非常に厳しいものがあります。

あえて宮崎県庁を株式会社宮崎県庁とするなら

ば、その社長は知事であります。今、厳しい経

済情勢の中で、民間企業の、時間的な意識、ま

たコスト意識、非常に厳しい状態が続いており

ますが、県民からの批判の一つに「行政の対応

は遅い」という厳しい声があります。その声

は、単純に回答がなかなか返ってこないという

だけではなくて、いろんなことを実証、検証し

て、またその効果が出るまでの時間がかかると

いう意味も含まれております。民間企業である

ならば、何か一つのプロジェクトを実施したと

きに、短期間でその成果が出なければ、修正、

変更、また取りやめるということもあると思い

ます。売り上げや損失といった形ですぐに効果

がはかられる民間企業にとっては、非常にシビ

アな問題であります。もう一つ、コストの問題

があります。コスト感覚。非常に民間企業も厳

しい状況でありますけれども、国民、県民から

は、いわゆる行政の無駄遣いというものが指摘

されております。単純にその投資効果が見えな

いということではなくて、いろんな事業を打っ

て、その効果以上に、収入であったり、税収で

あったり、そういうものをもっと県が考えなけ

ればいけないということでもあります。河野知

事は総務省の御出身であり、総務部長、副知事

を経て、今、知事となられました。それまでも

各地で要職についてこられたと思いますが、

今、河野知事は、政治家として、県トップとし

て、行政のスピードやコスト感覚、またどのよ

うな経営感覚で県政運営を行っているのかをお

伺いいたします。

続きまして、県職員の採用についてお伺いを

いたします。新年度に入庁する職員は、知事が

初めて採用する職員となるわけです。民間企業

であれば、社長が直接、または人事担当者がそ

の会社にふさわしい人物を採用するわけです

が、知事はどのような人材を求めているのかお

伺いをいたします。

以下、質問者席より質問を行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、経営感覚についてであります。厳しい

経済社会情勢の中で、県民の皆様の多様化・高

度化するニーズにしっかりと対応するために

は、県職員といたしましても、より一層迅速

で、的確かつ効率的な対応が求められていると

考えております。その中で特に、議員御指摘の

ように、やはりスピード感、コスト感をいかに

持つかということであるかというふうに考えて

おります。

私自身は、現場主義を重視いたしまして、直

平成24年３月６日(火)
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接県民の皆さんと触れ合い、さまざまな声を聞

きながら、常に時代の動きにアンテナを張りめ

ぐらせていたい、そのような思いがしておると

ころでございます。また、今、フェイスブック

やツイッターなどのソーシャルメディアも活用

しておりますが、大変おもしろいのは、とても

面と向かっては言えないような厳しい言葉が、

実名のフェイスブックでさえ投げかけられてま

いります。「公務員は安定しているから、おま

えたちはコスト意識がないんじゃないか、ス

ピード感がないんじゃないか」、そういう厳し

い言葉にさらされております。やはり現場主義

で、直接県民の皆さんと接したり、こういうメ

ディアを通じてそういう厳しい言葉にさらさ

れ、また県民の思いをじかに感じることによっ

て感覚というものを磨いてまいりたい、そのよ

うに考えておるところでございます。県職員に

対しましても、私の言動、思いを通じて、より

効率的に、またスピード感を持って、コスト意

識を高めて仕事に当たることができるよう取り

組んでまいりたい、そのように考えておるとこ

ろであります。

次に、新規採用職員に求める人材像というこ

とでございますが、社会の変化にしっかりと対

応できるような感性を備えて、この宮崎をよく

したいという使命感と意欲に燃えた個性豊かな

人材が必要であると考えておりまして、磨けば

光る色とりどりの原石を求めたい。その原石

も、形のイメージとしましては、よくコンペイ

トーをイメージするんですが、どこかにとがっ

たところ、どこかにやるぞと思わせるものがあ

る、そういうとがった人材というものを求めて

いきたいと考えております。一方で、即戦力の

確保という面では、現在、情報分野などにおい

て専門知識を有する人材の任期つきの採用を

行っているところでありまして、限られた人的

資源で県民サービスに的確に対応していくため

には、こうした高度な専門能力を持ったすぐれ

た人材の確保というのも大事であるというふう

に考えております。今後とも、職員の採用に当

たりましては、基礎的な能力はもとより、人間

性や意欲、将来性などの人物判断に重点を置き

ますとともに、人事委員会とも相談をしなが

ら、社会人経験者の中途採用など、多様な人材

確保のための新たな取り組みについて検討して

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○西村 賢議員 今、知事の言葉で熱く語って

いただきました。今、全国的に注目を集める大

阪市の橋下市長は、府知事時代から、二重行政

の排除、また公務員改革、さらには既得権の排

除というものに力を入れ、まさに国民目線でい

ろんなことを、国に対して、また行政に対して

訴えてまいります。その姿勢が非常に高く評価

されて、高い支持率、また注目度を高めている

と思います。河野知事におかれましても、負け

ないように、常在戦場の気持ちを持って取り組

んでいただきたいと思います。議会もそうです

が、県行政の方々は、できない理由、やらない

理由を言わせれば、本当に天下一品でありま

す。民間企業は、どうやったらやれるのか、何

とかしてやれないのかということを常に考えて

おります。そこが私は大きな違いだと思ってお

ります。ぜひ皆さん方も―当然これは県だけ

への批判ではありません。公務員バッシングは

国へも市町村へもあります。ぜひ気持ちを新た

にして頑張っていただきたいと思います。知事

の熱い答弁、本当に期待したいと思います。

それでは、今、知事からいただきました職員

採用の答弁に関連しまして、人事委員長に質問

平成24年３月６日(火)
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したいと思います。知事の意向を受けて、職員

採用試験の内容を弾力的に見直していくことは

可能であるのか、お伺いいたします。

○人事委員会委員長（村社秀継君） 県職員の

採用試験におきましては、第１次試験で一般教

養や専門知識に関する筆記試験を実施し、第２

次試験で論文試験や面接などを実施していると

ころでございます。試験の内容につきまして

は、これまでも人物重視の観点から、面接の配

点割合を大きくしたり、大学卒業程度の試験に

おいて集団討論を導入するなどの見直しを行っ

てきているところでございます。県職員の採用

に当たりましては、基礎的な能力はもとより、

すぐれた人間性や将来性を有し、多様な能力や

経験を持った有為の人材を確保していくことが

重要な課題であると考えておりますので、今後

とも、知事を初めとする各任命権者と協議しな

がら、採用試験の種類や試験の内容について必

要な見直しを行ってまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 少なからずの配慮はあるとの

ことでした。ここで知事にひとつ提案なんです

が、学力、また面接ということで今の採用試験

を行っておりますが、加えて、知事もお受けに

なったことがあります「みやざき観光・文化検

定」、このようなテキストを用いて試験をやっ

てみてはいかがかと思います。その理由の一つ

として、入庁時から、宮崎市にしか住んだこと

がない県職員の方々もたくさんいらっしゃると

思います。そういう方々がこういうものを勉強

することによって、高千穂に赴任したときも串

間に赴任したときも、どこに行ってもその地域

のことを知っていれば、その地域の方々からも

感謝されますし、愛される県庁マンとしても第

一歩が踏めると思います。やはり、これからは

多様性の時代、宮崎県庁も新しい人材を得てい

く、ふやしていく、そしてまた愛される県庁マ

ンになることで公務員バッシングも和らいでい

くということも考えられると思いますが、この

件につきまして知事の感想とか、これからの気

持ちがあれば伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、ふる

さと、郷土に対する深い理解と関心を持ってい

く、これも大変重要な資質、求められるもので

あるというふうに考えております。一方で、今

御指摘がありましたように、広く人材を求める

ということからすると、必ずしもそういう勉強

を積む機会がなかった、例えば他県出身の人材

を受け入れるときに、それがハードルになって

はいかんなという思いもいたします。ただ、御

提言の趣旨も踏まえて、いろんな討論をすると

きに、そういう問題意識を聞いてみるというの

もあると思いますので、今後の参考にさせてい

ただきたいと考えております。

○西村 賢議員 さらに関連して、教員採用に

ついて、教育委員会のトップである教育委員長

にお伺いいたします。

近年の本県の教員採用の状況を見ますと、新

卒採用は１割程度、ほとんどが臨時的任用講師

を続けながら採用試験に挑戦して先生になって

いく、教師になっていく状況にあります。採用

試験の合格の平均年齢は27.8歳。講師の現在の

登録数は1,512人とのことですから、大学を卒業

しても６年も７年も合格しないということが普

通であります。子供を預ける親の立場から見ま

すと、「現場での経験豊富な方が教師となるほ

うが安心する」という声も聞きますが、逆に、

教師を目指す者、またその家族にとっては、不

安定な状況が長く続くことで大きな不安もある

のではないかと思います。このような現状を教
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育委員長はどう考えているのか、所感をお伺い

いたします。

○教育委員長（近藤好子君） 私は、教育委員

長としてこれまで多くの学校を訪問してまいり

ましたが、臨時的任用講師等の皆様には、正規

の教職員とともに、子供たちをはぐくみ、学校

を支える貴重な戦力として、本県教育の一翼を

担っていただいていると実感しているところで

あります。

教員採用につきましては、臨時的任用講師等

のほか、新規学卒者や他の職業についている方

などさまざまな経歴の受験者がおられますが、

すべての受験者に対して同一条件の試験の実施

を基本としているところであります。ただし、

臨時的任用講師等を初め一定期間教職経験のあ

る方に対しましては、その実務経験を評価し、

第１次試験のうち教職教養試験を免除している

ところです。御質問にありました教員採用試験

の現状については、でき得る限りの採用に努め

ておりますが、児童生徒数の減少傾向や、近年

の退職者の減少という状況がある一方、多くの

方が受験してくださいますことから、結果とし

て非常に高い倍率となっているところでありま

す。

私は、教師は、学校という場において、児童

生徒という子供たち、保護者の方々、地域の皆

さん、そして教職員同士と、少なくとも年齢と

立場の違う４者への対応と、そこで出てくるそ

れぞれの場面の課題に適切に対応していくこと

が求められていると考えております。そのため

には、すぐれた資質を備えた心豊かでたくまし

い魅力ある教職員を確保していくことが、何よ

り重要だと考えております。県教育委員会とい

たしましては、今後とも、公平公正を基本とし

て、優秀な人材の確保に努めてまいりたいと考

えておりますので、受験される皆様には、教師

として子供たちとともに生きていくことを目標

に、志を強く持ち続けて採用試験に臨んでいた

だきたいと考えております。

○西村 賢議員 今お話にありましたとおり、

公正な試験というものは重要だと思いますけれ

ども、やはり長く教師になれない状況、またそ

れによって将来の生活への不安というものも、

教育への影響がないのか心配になります。この

問題は長く放置するわけにはいかないと思いま

すので、教育委員会のほうでもぜひ、このまま

でよいのか、改正すべき点はないのかを検討い

ただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。

続きまして、細島港の有効利用についてお伺

いいたします。

おとといでありますけれども、３月４日、細

島港国際物流ターミナル整備着工式が開催され

まして、河野知事、また児玉県土整備部長にも

お越しいただきました。いよいよ長い間足どめ

されていた細島港の新岸壁整備が始まります。

先日の田口議員の代表質問でもありましたので

質問は割愛しますが、今の交通インフラの状況

を見ますと、ほかの港とはまだまだ競争できな

い、戦えない状況にあると思います。陸の部

分、高速道路、バイパス、また国富町のスマー

トインター、小倉ヶ浜有料道路の無料化、いろ

んな問題がありますけれども、ぜひこの細島港

の新たな開港に向けまして力をかしていただき

たいと思います。

それでは質問に移りますが、現在、細島港沖

に建設中の沖防波堤、北防波堤を県が、南防波

堤を国が整備しておりますが、細島港の静穏度

を高めるために非常に重要な岸壁であります。

国のほうが平成10年から、県のほうが11年から
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スタートしたようでありますけれども、まだま

だ時間がかかるような感じがいたします。さ

て、昨年の東日本大震災の津波の映像が流れる

たびに、防波堤を乗り越えて大きな波が押し寄

せてくるシーンは何度も見ました。このとき

に、防波堤を乗り越えたとしましても、減災の

効果、場合によっては10分以上も津波の到達を

おくらせたという結果も聞いております。今の

細島港の沖防波堤に防災対策がなされていくの

か、盛り込まれていくのかを県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 今、議員のお

話にございましたが、細島港の沖防波堤につい

ては、港内の静穏度を確保するために整備を進

めているところでありますが、防波堤は、津波

の高さや流速の低減、また到達時間の遅延など

の減災効果を発揮するとされており、県といた

しましても、防波堤の津波対策の必要性は十分

に認識をしているところでございます。東日本

大震災を受けまして、現在、国におきまして、

港湾における総合的な津波対策のあり方が検討

されております。この中で、防波堤を越えるよ

うな最大クラスの津波の被害を受けても崩壊し

ない、粘り強い構造とするための技術的指針や

補強方法の検討が進められているところであり

ます。したがいまして、今後、その検討結果を

踏まえ、国と連携を図りながら、防波堤の津波

対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 １つ知事に質問をいたしま

す。細島港の整備を今後どのように行っていく

のか。以前は、細島、宮崎、油津といった港、

またそのほかの中小の港も同様に整備をしてま

いりました。ただ、満遍なく整備をしてきた結

果、ほかの県の重要港湾とは大きく差が開いて

きたように私は感じております。本来ならば、

港の使用目的があって、それに沿って計画を立

てて、それによって整備が行われるということ

が普通であると思いますが、これまでの宮崎県

のやり方を見ますと、とりあえず整備をして、

そこにどうにかして荷物を集めて、それを目的

化していく。私は全く順序が逆だと思っており

ます。ぜひ知事に、細島港を今後どのような港

にしていきたいのか、その思いを伺いたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 本県は南北に400キロの

海岸線を有しており、北から、細島、宮崎、油

津とございまして、それぞれの位置づけを整理

しながら整備に取り組んでいるところでござい

ますが、細島港については、外国貿易を含む東

九州の物流拠点という位置づけで、県内で唯

一、重点港湾に指定をされておるところでござ

いまして、本県経済の発展を牽引する重要な基

盤という認識であります。県としましても、ガ

ントリークレーンの増設やコンテナヤードの拡

張に取り組んでおりますし、先日、大型岸壁の

着工ということで、より整備が進むものと期待

をしております。今後、東九州自動車道の延岡

までの開通というものも平成25年度に迫ってお

りますし、九州中央自動車道の整備、さらには

東九州メディカルバレー構想の進展なども期待

をされておるところでございます。また、後背

地に太陽光発電や医療、さらには電気自動車

等、世界最先端の企業が立地しておるところで

ございまして、九州の扇のかなめに位置する細

島港は、大変高いポテンシャルを有していると

いうことでございます。

海上輸送を初め、交通・物流ネットワークの

充実は、今後、本県の産業振興を図る上で大変

重要な課題と認識しておりますので、東アジア
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の急成長、さらにはグローバル化の進展という

ものを十分視野に入れながら、しっかりと、一

層のポートセールス、そして利用促進を図って

まいりたいと考えております。今後、広い意味

での地産地消を取り組んでいくということでご

ざいますが、県内の施設を使うというのも柱と

なってくるわけでありまして、宮崎の貨物は宮

崎の港を使ってもらう、そのような取り組みを

図りながら、利用促進に取り組んでまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 今の話のとおり、非常に高い

ポテンシャルを持っております。特に今、細島

港のライバルは、例えば博多であるとか志布志

であるとか言われておりますけれども、これか

ら交通インフラが整備されれば、決して高くな

い周辺の土地代でありますとか物流関係、これ

を補えるものがたくさんあると思いますので、

ぜひ県も協力をしていただきたいと思います。

続きまして、県民政策部長にお伺いいたしま

す。細島港の利用促進を図るために、荷物の確

保、特に下り荷のコンテナ対策が重要であると

思いますが、県はどのような対策を行っていく

のかお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県におきまし

ては、平成21年度から物流効率化支援事業など

を行っており、県内港湾への荷寄せに努めてい

るところでございますが、例えば細島港の場

合、平成22年の実入りのコンテナ取扱量は、20

フィートコンテナ換算で、輸出が約１万個、輸

入が約6,000個でございまして、輸出が輸入を大

きく上回っている。したがいまして、結果とし

て輸出用の空コンテナが不足しておりまして、

他の港湾からコンテナを回送する必要が生じま

す。そのためにコスト高を招いている状況がご

ざいます。このため、物流効率化支援事業を来

年度も引き続き行いますが、来年度から新た

に、下り荷に対する割り増し制度対策等も行い

まして、下り荷の確保に特に力を注いでまいり

たいと考えております。細島港の利用促進につ

きましては、先ほど知事からも答弁がありまし

たように、地域経済循環システムの構築の観点

からも大変重要でございます。今後とも、地元

自治体を初め関係団体や関係部局などと連携し

ながら、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。割り

増し制度、いわゆるインセンティブを今以上に

与えていただけると。本当にこれは即効果が出

ると思いますし、ありがたいことでありますけ

れども、インセンティブを与え続けるというこ

とは、やはりほかの港との体力勝負、財力勝負

ということになってしまいます。そこで、続け

て質問いたしますが、それ以上に、私はＣＩＱ

対策というものが重要であると思います。これ

は海運会社の方から聞きましたけれども、細島

港に荷物を入れる、水曜日に到着したコンテナ

の検疫をするのは翌週の月曜日、結局、水曜日

に荷物が届いても月曜日まで荷物をあけられな

い。急ぎの場合は志布志に持っていって志布志

であけてもらう。もう一つは、平成22年、大型

客船が細島港に来ましたけれども、そのときも

ＣＩＱ対策、いわゆる入管の対策で非常に苦労

しました。宮崎県としては、幾ら港を整備して

も、このＣＩＱの問題が改善されなければ、い

つまでたっても、箱はできても中に人がいない

ということになりかねません。県として国へど

のような要望を行っているのかお伺いいたしま

す。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 細島港のＣＩ

Ｑ体制でございますが、現在、税関、植物防疫
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所は設置されておりますけれども、出入国管理

や人、動物の検疫は、宮崎市や鹿児島から出張

対応となっております。本県の空港、港湾のＣ

ＩＱ体制の強化につきましては、毎年、国に対

して要望を行っておりまして、徐々に充実され

てきております。今後、東アジア地域との経済

交流拡大を進める上でも細島港は拠点となりま

すので、さらに強化する必要があります。今後

とも国に対して強く要望してまいりたいと考え

ております。

○西村 賢議員 よろしくお願いいたします。

細島港を有効利用するに当たりまして、これ

からの東アジア貿易というものは非常に重要な

問題であります。昨年末に図師議員とともに香

港の福岡県事務所を訪問いたしました。その福

岡県香港事務所は、経済情報の収集、海外ビジ

ネス支援、いわゆる企業のマッチアップ、外資

企業の県への誘致、にせもの対策を含めた県産

品の販路拡大、また観光客誘致と、大きく５つ

の分野によって尽力されておりました。ほかに

も福岡県は、アジアではバンコク、上海、ソウ

ルにも事務所を設置し、アジア対策に非常に力

を入れておりました。東アジア対策というの

は、宮崎県、九州だけではなく、本当に全国各

地が今一生懸命に取り組んでいる問題でありま

す。宮崎県に置きかえますと、上海事務所はあ

るものの、ソウル事務所は閉鎖し、また福岡県

と財政規模は違うかもしれませんが、他県に出

おくれている状況を感じました。本県の海外事

務所についてどのような役割を県は負わせてい

るのか、お伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 海外事務

所は、経済発展が著しい東アジアの活力を本県

に取り込み、交流を促進していくための拠点施

設となるものであり、観光誘客や県産品の販路

拡大、国際交流などといった分野における県の

事業はもとより、県内の企業、団体等が海外事

業を円滑に展開できるようサポートすることな

どを目的に設置しております。現在、中国にお

いては、経済・金融の中心都市であり、在留邦

人や富裕層が多数居住している上海市に県事務

所を設置しており、また、県産品の需要が見込

まれ、定期航空路線を利用した本県への観光客

が多い台湾に現地駐在員を配置しているところ

でありますが、政府機関や旅行会社等との連絡

調整や本県のＰＲを初め、現地での情報収集や

現地訪問の際のアテンドなど、その業務は多岐

にわたっているところでございます。

○西村 賢議員 ソウル事務所を閉鎖した影響

も伺おうと思いましたけれども……。まだまだ

宮崎県は他県に比べてやる気が感じられない。

特に東アジアという大きなマーケットをねらっ

ていくということを知事も訴えているわけです

から、ぜひそこのところを、また検討し直して

いただきたいと思います。

次に、観光振興についてお伺いいたします。

昨年の12月23日、国際的なファッションイベ

ント「東京ガールズコレクション」が、初めて

宮崎市で開催されました。5,000人もの観客を動

員し成功のうちに終了したとの報道を見まし

た。私自身もチケットを入手できず、またほか

の県民からも「チケットがとれない」という苦

情を多く聞きました。それだけ大人気でもあ

り、成功だったということだと思いますが、本

当に多くの関係者の御尽力により実現できたこ

とに感謝を申し上げます。

そこで、この東京ガールズコレクションは、

宮崎恋旅プロジェクトの一環として実施されま

したが、誘致から実現に至るまでの経費、観光

への波及効果、経済効果をどのように県が把握
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しているかを、商工観光労働部長にお伺いいた

します。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県では、

恋や愛にちなんだ神話ゆかりのスポット等を活

用し観光客誘致を行う「宮崎恋旅プロジェク

ト」を、21年度から展開しているところであり

ますが、その認知度を全国に広げるため、ター

ゲット層を同じくする東京ガールズコレクショ

ン―ちょっと長いので、以下「ＴＧＣ」と略

させていただきます―の情報発信力に注目い

たしまして、平成22年度の補正予算で1,200万円

を措置し、平成22年９月からタイアップ事業に

継続して取り組んでまいりました。これまで、

首都圏で開催された３回の３万人規模のイベン

トにおいて、恋旅の紹介やＰＲブースの出展を

行ったほか、ＴＧＣ公式サイトのＰＲ、有名読

者モデルがお勧めする宮崎恋旅ルートの紹介、

ＴＧＣとコラボしたグッズやグルメ、お土産の

開発などを行ってきております。また、こうし

た取り組みの集大成として、昨年の12月には、

九州では初めてとなりますＴＧＣが本県で開催

されたところであり、その経費の一部として、

今年度、口蹄疫復興対策運用型ファンドによ

り3,000万円を支援しております。

次に、イベント開催による経済効果でありま

すが、イベント開催に伴う直接的なものとして

は、県内外から5,000名を超えるお客様のほか

に、マスコミ、モデル、スタッフの方々にお越

しいただいたことから、県では約4,500万円の消

費効果があったと試算しております。また、Ｐ

Ｒ効果としまして、当日のイベントの模様は、

例えばフジテレビの「めざましどようび」や日

本テレビの「ヒルナンデス！」など、全国ネッ

トを含めテレビ放映が32回、スポーツ紙を含む

新聞では全国紙、地方紙などに58回掲載され、

ウェブでも確認できているだけで140回取り上げ

られたことなどから、主催者の試算によります

と、６億円程度の効果があったと伺っておりま

す。さらに、今回のイベント開催に連動する取

り組みといたしまして、11月には観光関係の

方々などが集まった「宮崎恋旅サミット」など

や、イベント当日の夜には、中心市街地におき

まして恋旅モニュメントの設置除幕式が開催さ

れるなど、民間が主体となった動きも見られた

ところであり、今回のイベント開催は大きな効

果があったものと考えております。

○西村 賢議員 私も「ＴＧＣ」と略させてい

ただきますけれども、このＴＧＣ、普通のイベ

ントであれば、特に県が4,000数百万も支援をし

なくていいわけです。イベント運営会社に任せ

てそれだけの効果があったのであればいいわけ

なんですけれども、このＴＧＣを利用して県は

どのような観光浮揚につなげていくかというの

が課題だと思っておりますが、どのようにして

県はＴＧＣを利用して、イベントだけではなく

て観光誘客につなげていくのか、そのあたりを

伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県では、

これまでもＴＧＣとのタイアップ事業を行って

きておりますが、昨年12月に本県で開催された

ＴＧＣにおいて、先行販売したチケットが数分

で売り切れるなど、特に若い女性に対するブラ

ンド力と情報発信力を改めて認識したところで

あります。また、ほんの数日前になりますが、

今月３日には、約２万7,000人を集めて横浜ア

リーナで開催されましたＴＧＣにおいて、主催

会社が独自にメーンステージで、「宮崎恋旅」

からの提供として、宿泊つき往復航空券プレゼ

ントの告知などを行っていただいたところであ

ります。こうした中、ＪＴＢを初めとした各旅
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行会社等では、宮崎恋旅を組み込んだ旅行商品

を企画販売していただいており、さらに、県内

のホテル・旅館においても、自社のホームペー

ジ等で独自商品として展開をされるなど、宮崎

恋旅への評価、認知度の高まりを感じておりま

す。このようなことから、今後とも、「宮崎恋

旅」の定番化に向けた継続した取り組みを行う

ことで、さらなる観光誘客を図ってまいりたい

と考えております。

○西村 賢議員 非常に効果は高いということ

を今、お話しいただきました。その定番化に向

けて、例えばことしもやるとか、第２回目はい

つやるとか、そういうものがあるのか。まだま

だ、「恋旅だから宮崎に来ました」という人に

私は出会ったことがありません。ぜひそのあた

りの検証も踏まえて考えていただきたいと思い

ますが、部長、ことしもあるとか、第２回目は

あるとか、そういう話は今出ているんでしょう

か。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ＴＧＣを

主催している主催会社におきましては、先ほど

も申し上げましたように、若い女性がターゲッ

トで、そこが共通しているということで、宮崎

恋旅については高い評価をいただいているとこ

ろでございます。先ほど申し上げましたけれど

も、チケットが数分で売り切れるというぐらい

の人気がある一方で、宮崎で開催する場合、首

都圏では３万人集められても、宮崎では5,000人

というような課題もあるようでございますの

で、今後、取り組みについてはいろいろ検討さ

せていただきたいと思っております。

○西村 賢議員 わかりました。

次の質問に移ります。本県の、スポーツラン

ドとしても観光としても有効な観光資源である

ゴルフ産業について質問いたします。まず、知

事に質問いたしますが、観光資源として本県の

ゴルフ場をごらんになって、どのような所感を

お持ちでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 本県は何といっても、

温暖な気候に恵まれて１年を通じてプレーがで

きる、そして世界に向けても誇ることのできる

すばらしいゴルフ場があるわけでありますし、

ダンロップフェニックストーナメントやＬＰＧ

Ａツアーチャンピオンシップリコーカップに代

表される、多くの一流ゴルファーが集まるよう

な著名な大会が開催されているわけでありまし

て、日本でも有数のゴルフの環境に恵まれた場

所であると考えております。また、春のキャン

プシーズンに、実はプロゴルファーの方とか大

学のゴルフクラブなどがキャンプにも来ており

まして、そういったところからも非常に恵まれ

た環境というものが裏づけられているというこ

とでございます。海外も含めてゴルフ場の利用

者が年間100万人を超えておりまして、本県の貴

重な観光資源であるという認識であります。

昨年、韓国、台湾、香港に参りましたとき

も、やはり本県のゴルフというものが向こうに

とっては大きな魅力になっているということを

実感いたしました。これをしっかりと今後とも

ＰＲしながら、ゴルフと温泉、さらにトレッキ

ングとかさまざまな魅力と組み合わせて、しっ

かりと売り出してまいりたい、そのように考え

ております。

○西村 賢議員 続けますが、本県のゴルフ場

は、宮崎県の豊かな自然を開発して、昭和40年

代から観光産業の目玉として整備をされてきま

した。それからバブル期まで県内のゴルフ場も

ふえ、現在は大小30ものゴルフ場があるとのこ

とです。しかし、その後のバブル崩壊、景気低

迷などでゴルフ利用客は減り続け、最近の状況
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でも、ここ最近のピークである平成９年143万人

の利用者から、平成22年は107万人、約35万

人、25％の減となっております。その後の経営

不振や倒産などでゴルフ場は売却され、現在、

パブリックゴルフ場を除けば５社しか県内資本

のゴルフ場はありません。ゴルフ場が県外、海

外資本に移っても存続されればいいという考え

方もあります。また、資本力、集客力を持った

他県のゴルフ場が来ますと、サービス合戦によ

り、本県ゴルフ産業、地場企業が厳しい状況に

なります。県としてゴルフ振興をどう考えるの

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ゴルフに

つきましては、先ほど知事も申し上げましたよ

うに、観光資源としての重要性に加え、ゴルフ

場の維持管理や利用客による飲食需要の喚起な

どにより、地域経済の活性化に寄与していると

考えられるとともに、一定程度の雇用の受け皿

となっていると認識しており、今後とも、本県

のゴルフ場やゴルフ環境のＰＲ等に努めていき

たいと考えております。

○西村 賢議員 質問を続けますが、知事に伺

います。ゴルフはもはや金持ちだけのスポーツ

ではなくなりました。しかし、ゴルフ場利用税

という、いわゆるぜいたく税は今も続いており

ます。宮崎県もその恩恵にあずかっております

けれども、平成15年から高齢者やジュニアゴル

ファーが免除の対象になりましたが、近年の

ピークの平成９年、ゴルフ場利用税調定額約11

億6,400万円。しかし、平成22年は５億6,000万

円、いわゆる半分以下の収入になっておりま

す。知事はゴルフ場利用税についてどう思いま

すか。

○知事（河野俊嗣君） ぜいたく税という話が

ありましたが、ゴルフ場の利用に担税力という

ものを見出して利用者に負担をお願いしている

というものでございまして、その税収の７割は

ゴルフ場所在の市町に交付をしているというこ

とでございます。自主財源に乏しい本県、また

その市町にとりましては貴重な財源という認識

であります。

○西村 賢議員 ピークよりも半額でも、それ

でも税金を取っていくというお考えでありまし

た。

それでは商工観光労働部長に伺いますが、ゴ

ルフ場利用税を取ることは行政の権利でありま

すけれども、もっとゴルフ振興に関して宮崎県

も本腰を入れるべきではないかと思いますが、

いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県といた

しましては、引き続き、本県のすばらしいゴル

フ環境を紹介するためのパンフレットの作成、

あるいはホームページの充実等を図り、国内外

に対してＰＲを行うとともに、旅行会社等に対

するセールス活動を通じて、ゴルフを組み入れ

た旅行商品、ゴルフパックといった商品の造成

を働きかけることなどにより、ゴルフ場の一層

の利用につなげていきたいと考えております。

○西村 賢議員 今のパンフレット、ホーム

ページには、本当にお金もかけていない。また

旅行会社にそういう旅行商品をつくってくれと

言っていくだけ。まさに宮崎県は、観光の目玉

としてゴルフ場を利用し、ゴルフというスポー

ツを利用しようとしている割には、全く県とし

てのやる気が私には感じられません。これはゴ

ルフ振興の問題だけではなくて、宮崎県の姿勢

だと思っております。先ほど言ったように、だ

んだんその産業が厳しくなっていっても、税金

が取れるからいい。いいときは、税金もいただ

き、当然雇用も生んでいただき、この地域発展



- 216 -

平成24年３月６日(火)

のために寄与していただいたものの、その産業

に対しては、恩恵を受けるだけで何も返してい

かない。かつては建設業もそうだったと思いま

す。地域の雇用を助け、また税金を払い、非常

に頑張ってきましたけれども、県として、自然

の流れとしてしようがないんだ、もう企業はこ

んなに要らないんだと入札制度改革を実施しま

した。それによって、やはり県の経済も疲弊し

た部分は多々あると思います。民間の頑張りと

いうものを、宮崎県はもっともっとフォローし

てやる必要があると思います。これは要望にか

えさせていただきますけれども、宮崎県がゴル

フを観光資源としてどんどん訴えていくのであ

れば、例えば、ゴルフ場利用税を半額にします

とか、キャッシュバックしますとか、そのよう

な大胆な政策を打っていく。１人当たりは数百

円かもしれませんが、全国のゴルファーに対し

ては非常に大きなインパクトがあると思いま

す。知事、いかがですか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように利用料

金に応じて課税されておりまして、県内で最も

高いところで1,200円ということでございます。

その半額の数百円がどれほどのというところが

ございますが、いずれにしてもゴルフというも

のが貴重な観光資源というふうに考えておりま

す。ＰＲが足りないのではないかという御指摘

もいただきましたが、その趣旨も踏まえて、こ

れからも関係団体とも一緒になりながら、しっ

かりとゴルフの振興に努めてまいりたい、その

ように考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。

次に、教育長にお伺いをいたしますが、先

月、女子ゴルフアジアンツアー「第一回宮崎女

子オープン」が宮崎市で開催されまして、私

も、初めての開催ということで少し見に行って

まいりました。ダンロップフェニックス、また

リコーカップとともに、宮崎県の大会の一つと

して成長していただきたいと思います。その中

で、ジュニアゴルファー、アマチュアゴル

ファーの予選会には80数名が参加し、10名のア

マチュア選手が本戦に出場されました。その試

合のときには、当然ながら保護者、指導者がた

くさん集まり―本県は、ジュニアゴルファー

のあこがれでもあります女子プロゴルファーも

たくさんいらっしゃいます。そういう意味で

は、女子プロゴルフ、もしくはアマチュア、ジ

ュニアゴルファーの育成、その分野の拡大とい

うものが、宮崎県にとっては重要なことではな

いかと感じました。教育長に、宮崎県のジュニ

アゴルファーの育成がどのようになっているの

かをお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） ゴルフ競技は国体の

正式競技の一つでありまして、昨年の山口国体

では、女性が２位タイ、少年男子が６位に入賞

しますとともに、男女４名の中学生、高校生が

日本ゴルフ協会ナショナルチームのメンバーに

選ばれるなど、若い世代が活躍している本県の

有望な競技スポーツの一つであります。そのた

め県教育委員会では、県体育協会と連携しなが

ら、県ゴルフ協会に対して国体の選手強化費を

補助するなど、選手の育成・強化に取り組んで

いるところであります。さらに、平成24年度の

新規事業といたしまして、国体実施40競技を対

象に、中高校生の日本代表選手を支援するジュ

ニア日本代表支援事業をお願いしているところ

であります。県教育委員会といたしましては、

関係団体と連携しながら、引き続き、ジュニア

ゴルファーの育成を初め、トップレベルの中学

生、高校生の選手育成を図り、競技スポーツの
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さらなる強化を推進してまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 トップ選手は当然ですけれど

も、すそ野を広げていくためにも、もっと、ア

マチュアゴルファー、これからうまくなってい

く、うまくなりたいゴルファーが成長できるよ

うな環境の整備、例えば大会の誘致であります

とか、中体連に種目をふやすとか、そのような

こともぜひ検討していただきたいと思います。

これは要望にかえさせていただきます。

次に、総務部長にお伺いいたしますが、県職

員倫理規程において、以前も中野 明議員から

質問がありました、ゴルフに関するくだりの部

分、ゴルフが悪いような印象を与えてしまって

おりますが、わざわざゴルフを明記する必要が

あるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 職員倫理規程につ

きましては、職員の職務に係る倫理を保持する

ために必要な事項を定めたものであります。そ

の徹底を図るために、禁止すべき行為につきま

しては具体的に示す必要があると考えておりま

す。その中で、職務上利害関係を有する者との

ゴルフについては、国と同様、原則禁止として

おりますが、これは、これまでの公務員不祥事

でゴルフが公務員に対する接待の手段に用いら

れ、たびたび問題とされてきたことを踏まえた

ものでございます。ただし、本県では国と異な

りまして、利害関係者とのゴルフでありまして

も、それが企業やイベントの誘致など、県の事

業推進の観点から有益であり、県民の皆さんか

ら疑惑や不信を招くおそれが少ないと判断され

る場合には、許可を得て行うことができると認

めております。このように本県では、ゴルフを

行うことの有益性を踏まえつつ、より柔軟に対

応しているところでありますので、御理解いた

だきたいと思います。

○西村 賢議員 冒頭、知事に宮崎県のトップ

としての考え方をお伺いしました。やはり県民

から税金を取るばかりではなくて、県全体の収

入をいかにふやして、いかに有効な施策を打っ

ていけるか。特に観光分野においてはこれが重

要なことだと思いますので、ぜひ力を入れてい

ただきますようにお願いをいたします。

次に移ります。少し順番を変えますが、ま

ず、本県民の健康について伺います。厚生労働

省が１月31日に公表した国民健康・栄養調査結

果の概要によりますと、体格の指標ＢＭＩ値で

「肥満」と判断される数値を上回った割合が、

男性30.4％、女性21.1％となりました。都道府

県別に見ると、男性20～69歳で肥満者の割合が

最も多いのが沖縄県で45.2％、次ぐ宮崎県

は44.7％と、僅差で２番目でありました。これ

は、人のことは言えませんが、あえてどなたも

質問しないので取り上げさせていただきまし

た。福祉保健部長に、男性肥満率ワースト２位

という結果を受けてどのように考えるのかお伺

いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 国民健康・栄

養調査のデータを用いました都道府県別の肥満

者の割合は、今、議員が御指摘のとおりでござ

いまして、本県は第２位との調査結果でござい

ました。これにつきましては、大変驚きました

し、残念に思っているところでございます。肥

満は食生活や運動などさまざまな生活習慣が絡

んでおりますので、今後、特に中高年男性に対

しまして、生活習慣の見直しを働きかけていく

必要があるというふうに考えております。

○西村 賢議員 長寿のイメージが強い沖縄県

も、男性の平均寿命は全国25位とのことで、非

常にランクが下がっております。かつての面影
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がなくなってきておりますが、これも食事や飲

酒などに起因する生活習慣病が発端ではないか

と言われております。国税庁の調査によります

と、沖縄県も宮崎県も１人当たりのアルコール

摂取量が多い地域とされております。肥満の原

因の一つではないかと思いますが、飲酒の健康

被害につきまして、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今回、あわせ

て公表されました成人男性の飲酒習慣者の割合

は、本県は全国第29位、34.4％で、肥満と飲酒

習慣との関連性は見られなかったところでござ

いますけれども、飲酒を含めた生活習慣の改善

を図ることは大変重要なことであると考えてお

ります。県では、健康づくりの基本指針であり

ます「健康みやざき行動計画21」において、ア

ルコールの適度な摂取、休肝日の設定などを、

「県民の実践指針」として掲げているところで

ございます。この計画に基づき、県民の健康づ

くりにつきましては、飲酒や食生活、運動など

の生活習慣を改善するための健康教育の実施

や、健康づくり指導者の育成等に取り組んでい

るところでありますけれども、今後とも、県民

の皆様の健康づくりの支援を積極的に行ってま

いりたいと考えております。

○西村 賢議員 今の話では関連性がないとの

ことですが、それでは、本県の肥満率の高さを

どのように分析されていくのか。今言ってもす

ぐに結果が出ないと思いますが、これは検証に

値することだと思います。これは行く行くは県

民の健康被害の増大、本県の医療費の増大を招

く危険性もありますので、ぜひ検証のほう、よ

ろしくお願いをいたします。

次に、口蹄疫についてお伺いいたします。口

蹄疫が蔓延し、県は、事業団所有６頭の種牛を

超法規的措置として、移動制限区域内にあった

ものを西米良村に移動させました。長年にわた

り築き上げてきた優秀な本県種牛を守るためで

あったわけですが、一方で民間の種牛には例外

を認めず、当時は大きな問題となりました。非

常事態であった中で県は、優秀な種牛は残すべ

きか、法律を遵守するべきかという選択肢の中

で超法規的措置を選択いたしました。これは後

の批判を覚悟の上の措置であったと思います。

そして今、被害農家の方々がつくる「県口蹄疫

の真相を究明する連絡協議会」から公開質問状

が出され、県も真摯に対応しているところであ

りますが、まだ納得のいっていないところもあ

るようで、そのやりとりだけを報道で見ますと

非常に心配になるところであります。

口蹄疫からの復興の中で、まだ多くの農家が

再開に踏み切れない状況にあります。再導入の

資金繰りや後継者の問題、ＴＰＰなどを含めた

将来の不安など理由はさまざまではあると思い

ますが、口蹄疫の原因究明や、今後の県や国の

対応が不安要素の一つでもあるのではないかと

感じます。そこで、この公開質問状の回答書、

「県有種雄牛移動問題まとめ」の項について質

問をいたします。その中で県はこう締めており

ます。「移動について多くの疑問を抱かれるよ

うな事態になったことは、県としても遺憾に

思っております。今後、本県としましては、法

律にない特例的な取り扱いを求めることはない

と考えております」。そうはっきりと明記をし

ておりますが、このことにつきまして農政水産

部長からの説明をいただきたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 口蹄疫が発生

していた当時、家畜改良事業団で飼養していた

県有種雄牛のうち、特に能力のすぐれた６頭に

ついて、特例的に西都市尾八重への移動を求め
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たのは、これらの種雄牛が本県畜産にとって貴

重な財産であり、口蹄疫が終息した後の再生・

復興を円滑に進める上においても、ぜひ残す必

要があるとの考えに基づくものでありました。

しかしながら、この特例移動については、国の

検証委員会において指摘がなされ、これらを踏

まえて平成23年10月に改正された特定家畜伝染

病防疫指針においても、「種雄牛など遺伝的に

重要な家畜を含め、畜産関係者の保有する家畜

について、個別の特例的な取り扱いは、一切し

ない。」とされたところであります。県といた

しましては、防疫指針に従い、今後、県有種雄

牛について、法律に定めのない特例的な取り扱

いを求めることはないと考えておりまして、貴

重な資源である県有種雄牛を口蹄疫から守るこ

とができるよう、防疫体制の強化に努めてまい

りたいと考えております。

○西村 賢議員 そのためにも県はしっかりと

種雄牛を隔離して守っていく必要があるわけで

ありますが、今後、県としてはどのようにして

守っていくのかをお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今回の口蹄疫

では、県の貴重な財産である県有種雄牛の多く

を失う結果となり、畜産農家の皆様には大変な

御心配をおかけしたところでございます。この

ため家畜改良事業団におきましては、消毒施設

等の充実を図るとともに、職員に対して定期的

な衛生・防疫研修を実施するなど、防疫体制の

強化を図っているところであります。また、感

染リスクの低減を図る観点から、これまでの高

鍋町の種雄牛センターでの集中管理を改め、西

米良村に分場を整備し、２カ所での分散管理を

行うこととしております。さらに、仮に口蹄疫

が発生した場合、緊急的に避難ができるよう、

当時、種雄牛が避難した西都市尾八重の施設を

緊急避難施設として整備しております。なお、

口蹄疫を県内に入れない、拡大させないことが

何よりも重要でありますことから、県といたし

ましては、空港、港湾等における水際対策を初

め、「消毒の日」の設定や、農家巡回による飼

養衛生管理基準の周知など、防疫意識の高揚に

努めているところでございます。

○西村 賢議員 今、分散化していく、そして

消毒・防疫体制を徹底していくというお話であ

りました。本当にそれは大切なことではあると

思いますけれども、例えば法整備、条例整備な

ども必要ではないのか。国への提言も含めて、

また今後とも検証を続けていただきたいと思い

ます。

本県の教育についての質問項目もありました

けれども、長くなりますので、この部分は割愛

いたしまして、最後に、一言申し上げたいと思

います。

あの口蹄疫発生時を思い出しますと、非常に

全国の方々の宮崎県を助けたいという思いとい

うものを感じました。あのときの義援金をいた

だいたこと、そして全国から宮崎県を助けに来

ていただいたことを思いますと、今、東日本の

震災で苦しんでいる地域─私も視察に行きま

したけれども、あの人たちの生活を一日も早く

もとに戻してやりたい、あの地域の復興を一日

でも早く助けてやりたいという思いは、県民み

んな持っていることであります。ただただ瓦れ

きの処理等もうまくいかない状況。他県であり

ますけれども、神奈川県においては、知事が

「受け入れします」と言っても、産廃処分場が

ある市の首長が反対してしまうという状況もあ

ると思います。ぜひ、知事及び執行部の皆様方

には、東北に対しての恩を返していく─あの

復興した直後に宮宮コンビとして宮城県と一緒
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になって県産品をアピールしてきたことを思い

出してください。ぜひ東北の人たちの力になっ

ていただきますようにお願い申し上げまして、

私の一般質問を終わらせていただきます。あり

がとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、岩下斌彦議員。

○岩下斌彦議員〔登壇〕（拍手） 串間市選

出、自民党つくしの会の岩下斌彦でございま

す。傍聴席には、私の地元から、片道１時間

半、往復３時間かけて来ていただきました。あ

りがとうございます。

この２月の定例議会におきましても、「市民

の声、県民の声を県政に生かす」、このことを

念頭に置き、質問をさせていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。

１月、冬の寒さに耐え、枯れ木のように見え

ていましたハクモクレン―白いモクレンでご

ざいますが―に小さな花芽がつき始めまし

た。日を追うごとにそのつぼみはだんだん膨ら

んでまいりまして、３月３日、ちょうどひな祭

りの日でございますが、品格のある高貴な花が

一斉に開花をいたしました。ちなみに、花言葉

は「自然への愛」あるいは「持続性」だそうで

ございます。いよいよまた３月末から４月上旬

にかけましては桜の季節を迎えます。地元に

は153の地区がありますが、その集落各地では、

開花の時期を迎えますと花見の会が開かれま

す。その地域内の老若男女ほとんどすべてが集

まりまして、歌や踊り、あるいは家族のことや

ら地域の話題で酒を酌み交わしながら、にぎや

かに楽しく一日を過ごしております。ただ、少

し気になりますのは、年々参加者が少なくなっ

てきているように思います。

皆様方も御承知だと思いますが、私の地元串

間市は、この県庁から南南西の方向70キロに位

置しています。東は日向灘、南は志布志湾に面

しておりまして、海岸沿いは日南海岸国定公園

に指定されました。猿だけが住んでいる幸島、

日本古来の野生馬が生息する都井岬といった観

光地があります。昭和29年の市制施行当時のこ

とでしょうが、６カ町村が合併をいたしまして

人口は４万3,000人ほどおりました。しかしなが

ら、ことしの２月１日現在では半分以下の２

万83人であります。ここ１～２カ月で２万人を

切るような状況であります。市民は口々に、

「自然環境には恵まれ、暖かいし、暮らしやす

いところだと自分たちも思う。ただ、一つ、働

くところがない。働くところさえあれば、子供

たちも出て行かずに済むし、地元に住める。あ

るいは、働くところさえあれば、子供たちも

帰ってこられるのに」と、こういうふうな言葉

が大いに聞かれます。地元では働きたくても雇

用の場が少なく、市外、県外へと仕事を求めて

人口は流出して、このままでは、少子高齢化、

過疎化が進み、数年後には１万8,000人になるの

ではと危惧しております。何とかこの現状を打

開しようと、串間市を初め、市民も努力をして

おりますが、人口減少になかなか歯どめがかか

りません。これからの串間市を再構築・発展さ

せるためには、第１次産業である農林水産業の

活性化と観光の振興が不可欠であります。しか

しながら、地元の農業従事者の方々は、これか

らＴＰＰのこともあるし、我々の農業はどうな

るんだろうか、どうすれば農業が続けられるの

かと、将来への不安の声が聞かれます。

そこで、知事にお伺いいたします。宮崎県の

今後の農業振興について、ＴＰＰ協定参加いか

んにかかわらず、農業の構造改革は必要である

と考えますが、どのように進めようとされてい

るのか、お伺いをいたします。
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後は質問者席から質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

本県の農業・農村というものが、将来にわた

りまして、食料供給基地としてのしっかりとし

た役割を果たしていくことができるためには、

既成概念にとらわれない大胆な構造改革などに

取り組んでいくことが必要であるというふうに

考えております。このため、本年度策定をいた

しました第七次宮崎県農業・農村振興長期計画

において、従来の農業の枠を超えた他産業との

連携強化でありますとか、６次産業化による農

畜産物の高付加価値化、さらには、東アジアを

ターゲットとした農畜産物の輸出拡大への取り

組みなど、儲かる農業の実現に向けて取り組み

を強化することとしております。串間のカン

ショも台湾などで高く評価をされているところ

であります。国におきましても、農林漁業の再

生に向けて、農地集積や新規就農対策などを重

点的に推進することとしておりまして、本県農

業の構造改革を加速化するためにも、これらの

対策にも積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

農業を取り巻く情勢は、御指摘のように、Ｔ

ＰＰ協定の動向に対する不安や、燃油・飼料価

格の高騰、農畜産物の価格低下など、大変厳し

い状況にありますが、先日も農業大学校の卒業

式がありましたけれども、希望を抱いて農業に

人生をかけようという若い力がたくさん巣立っ

ていったのを大変心強く思ったところでござい

ます。県といたしましては、農業者が将来に向

けて明るい展望を持てるように、関係機関・団

体と一体となって、各種施策の推進に取り組ん

でまいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございまし

た。それでは、知事の答弁に関連いたしまし

て、農政水産部長にお伺いをいたします。

県では、第七次農業・農村振興長期計画を県

全域で推進していくために、アクションプログ

ラムを策定しておられますが、今後の県南地域

の農業振興について、第七次宮崎県農業・農村

振興長期計画に基づく南那珂地域のアクション

プログラムの取り組みについてお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、第七

次宮崎県農業・農村振興長期計画を県全域で推

進していくために、県内各地域の特性や課題に

応じて地域アクションプログラムを策定してお

ります。南那珂地域のアクションプログラムに

おきましては、目指すべき将来像として、「温

暖な気候を活かし“未来”に向けて前進する

『元気ある南那珂農業・農村の創造』」を掲

げ、地域農業の核となる担い手の確保・育成、

また、儲かる農業の実現に向けた取り組みの推

進、また、地域資源を活用したむらづくりを施

策推進の３つの柱として位置づけております。

具体的には、食用カンショ、キンカンなどの

新品種の導入や、生産技術の向上などによる収

量・品質の向上、また、肉用牛共同利用施設の

整備促進による効率的な生産システムの構築、

風光明媚な海と豊かな森林を生かしたグリーン

ツーリズムの展開や、集落が一体となった鳥獣

被害対策の推進などに積極的に取り組むことと

しております。県といたしましては、これらの

対策に市や関係機関等と一体となって取り組

み、南那珂地域の農業振興に邁進してまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。部
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長におかれましては、南那珂地域の進捗の状況

を注視していただきまして、御指導賜りますよ

うお願いを申し上げます。

続きまして、観光振興についていろいろ各議

員からも出ておりますが、私のほうからも質問

をさせていただきます。

宮崎県は、歴史・伝統、文化に恵まれ、ま

た、数多くの観光地を有しております。さきの

知事提案理由説明でも、古事記編さん1300年記

念事業あるいは100万泊県民運動について説明が

ございました。県民の力を結集し、その磨き上

げや情報発信を行うというふうに知事は言って

おられます。そこで、本県の観光振興に具体的

にどう取り組んでいかれるのか、知事にお伺い

いたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県は、日南海岸や都

井岬に代表されます美しい景観、また、日本発

祥にまつわる神話や伝承、豊富な山の幸・海の

幸、一年じゅうスポーツが楽しめる環境など、

多彩な観光資源を有しているところでありま

す。これをいかに生かすかというところがポイ

ントでありまして、例えば県南地域において

は、トビウオすくいなどの体験型観光資源を活

用してゆったりと旅を楽しむ「ゆっ旅」であり

ますとか、恋ヶ浦でのサーフィンなどのマリン

スポーツを体験する「波旅」、また、鵜戸神

宮、榎原神社などの恋や愛にちなんだスポット

をめぐる「恋旅」、この三旅を大きな柱として

推進をして、観光客の誘致に努めておるところ

であります。これらに加えて新たな取り組みと

いたしまして、潮嶽神社や串間神社などの日向

神話の魅力に触れる「神話旅」や、ジャカラン

ダなどの季節の花を楽しみながら観光地をめぐ

る「花旅」を展開することといたしておりまし

て、三旅に加えてということで五旅ということ

になるんでしょうか、一層の誘客促進を図って

まいりたいというふうに考えております。ま

た、ことし５月21日には、初めて「ツールドに

ちなん・くしま」という自転車の大会も開催さ

れるということでございます。私のトライアス

ロン仲間がこの事務局をやっているということ

で、先日も、台湾では大変なサイクリング人気

ということで、ぜひ航空会社にアピールに行っ

たらどうかというような話をしてつないだこと

もあるわけでございますが、サイクリング、さ

らにはトレッキング、トライアスロン、そうい

うスポーツの魅力というものも国外に向けて発

信をして、国外からの観光客誘致にも結びつけ

てまいりたいというふうに考えております。御

指摘がありましたような古事記編さん1300年と

いうものを一つの大きなバネに活用しなが

ら、100万泊県民運動で県民の力を結集する。そ

れをさらに県外に向けて強く発信することに

よって、県外から、また国外からの観光客誘致

に努めるなど、積極的に観光振興に取り組んで

まいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。

今、知事のほうからジャカランダの話が出まし

たけれども、美智子皇后陛下はジャカランダの

花が大変お好きだということを聞いております

ので、また興味を持っていただければありがた

いと思います。

私の地元でも、伝統芸能であります棒踊りあ

るいは「てべす踊り」、「もぐらもち」や盆踊

り、火祭りなど、豊富に残っております。さら

に創意工夫をしていきますと、また新たな展開

ができるのではないかと感じたところでござい

ます。

次に、商工観光労働部長にお伺いをいたしま

す。宮崎県の観光振興について、観光ＰＲは大
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事であると思いますが、今日までのＰＲと、平

成24年度の観光宣伝はどのように取り組まれる

のか、伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県ではこ

れまで、東京、大阪などの大都市圏や、国際定

期便が就航しております韓国や台湾での知事の

トップセールスを初め、市町村や観光関係事業

者と一体となった観光ＰＲやセールスプロモー

ション活動などに取り組んでおりまして、先ほ

ど知事が申し上げましたように、「ゆっ旅」

「波旅」「恋旅」の三旅に加えまして、平成24

年度は、さらに新たな取り組みとしての「神話

旅」「花旅」などを強力に展開することによ

り、多彩な本県観光の魅力を、あらゆる機会を

とらえてアピールしていくこととしておりま

す。また、観光客の利便性の向上という面から

は、本県の観光情報サイト「旬ナビ」におい

て、最新情報の発信や多言語化の充実を図ると

ともに、スマートフォンの位置情報を利用した

周辺観光情報の提供などにも引き続き取り組ん

でまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 けさほどでございますが、

「旬ナビ」というのを聞かせていただきました

ので、クリックしてみましたら、宮崎県のその

ほうで出てまいりまして、大変いい取り組みだ

なというふうに思っております。感心をいたし

ました。

続きまして、観光ガイドブックや観光パンフ

レットなど、ＰＲについて伺います。聞くとこ

ろによりますと、カーフェリー「さんふらわ

あ」の企画でありますが、大阪南港から志布志

港に朝８時に入港いたしまして、日南市内の飫

肥城、鵜戸神宮などを回って、串間の都井岬あ

るいは串間温泉いこいの里を経由して、その日

の夕方５時に志布志港を出港する「弾丸ツ

アー」という船旅があります。あるいはまた、

鹿児島港に入港して、鹿児島、熊本、大分を観

光して大分港から帰路につくコースなどは、大

変好評なようであります。県内に限らず、志布

志港、大分港まで視野に入れたカーフェリーか

らの観光誘客コースを、宮崎県のガイドブック

あるいは観光パンフレットに記載するなど、船

旅を使った観光ＰＲに取り組む考えはないか、

お尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） カーフェ

リーは、多くの観光客を運ぶことが可能な交通

機関でありまして、カーフェリーを利用した旅

行商品などが販売されてきております。県では

これまでも、カーフェリー会社を初めとする民

間事業者と一体となった大阪や兵庫などでの教

育旅行誘致セールスなどに取り組むとともに、

先ほどお話がありました、観光情報サイト「旬

ナビ」においても、本県への多様なアクセス手

段の一つとして、航空機やＪＲなどとともに、

本県及び近隣県に就航しているカーフェリー各

社を紹介してきておりますので、観光客の利便

性という観点から、引き続きＰＲに努めてまい

りたいと考えております。

○岩下斌彦議員 続きまして、重ねて商工観光

労働部長に伺います。古事記編さん1300年記念

事業は、全国に観光宮崎を売り出す絶好の機会

だと思われます。そこで、ＰＲの手段にはいろ

いろあろうかと思いますが、野球場の大型スク

リーンでのＰＲに取り組む考えはないか。いよ

いよ３月末からプロ野球が本格的なシーズンに

入ります。例えば、各プロ野球の公式戦を行う

球場において、スポット的に大型スクリーンを

利用し、古事記編さん1300年記念事業のＰＲ、

あるいは宮崎県内の観光地の紹介などを行うと

すれば、大きな効果があると思いますが、この
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ような取り組みを行う考えはないか、お尋ねい

たします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 御提案あ

りがとうございます。プロ野球公式戦が開催さ

れる球場には多くの人々が集まるため、球場に

おける観光ＰＲは有効な手段の一つであると考

えております。このため、これまでも、プロ野

球のキャンプを受け入れております宮崎市や日

南市が主体となり、これに県も協力をするとい

う形で、各球団の本拠地となる球場での大型ス

クリーンでの観光ＰＲを初め、観光パンフレッ

トや特産品の配布などに取り組んでいるところ

であります。また、昨年10月になりますが、Ｊ

Ｒグループと南九州３県が連携をした「デス

ティネーションキャンペーン」の一環として、

広島のマツダスタジアムにおいて、大型スク

リーンを使ったイベントの告知や観光ブースの

設置などを実施した例がございますので、今後

とも、キャンプ地受け入れ市等と連携した取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。アイ

デア次第ではいろいろな方法があろうかと思い

ますが、ぜひ、そういった野球場でのＰＲを御

検討いただければと思っております。

それでは、次に、福祉保健部長に安心こども

基金についてお伺いをいたします。

宮崎県の安心こども基金条例の第６条には、

「基金は、保育所等の整備、保育の質の向上の

ための研修その他子育て環境の充実のための事

業及びこれらの事業の円滑な運用を図るための

事務に要する費用の財源に充てる場合に限り、

その全部又は一部を処分することができる。」

と定めてありますが、安心こども基金を活用し

た事業のこれまでの取り組み状況と成果につい

てお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 安心こども基

金は、安心して子供を生み育てる社会づくりの

推進を目的に造成をいたしまして、これまで、

認定こども園の運営費や施設整備への補助を初

め、保育所整備や地域の特性を生かした子育て

支援事業などに取り組んできたところでござい

ます。この結果、これまでに認定こども園が22

カ所設置をされ、学校教育と保育が一体的に提

供される環境整備が図られましたほか、今年度

スタートいたしました「未来みやざき子育て県

民運動」の展開を初めとする、社会全体で子育

てを応援する機運の醸成や子育て支援の環境整

備が進展するなど、一定の成果が図られたもの

と考えております。

○岩下斌彦議員 次に、平成24年度の安心こど

も基金を活用した主な事業についてお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 安心こども基

金につきましては、国が、平成24年度までの延

長を決定するとともに、先般成立した第４次補

正予算によりまして、各県への追加配分が行わ

れる予定となっております。この中で、県で

は、平成24年度に、幼稚園型が大半を占める認

定こども園への運営費の補助として、前年度当

初予算の約2.3倍となる１億8,000万円を計上し

ておりますほか、保育所整備に要する費用とい

たしまして、前年度当初予算の約1.8倍の８

億3,000万円余りを計上しております。県といた

しましては、引き続き、次世代を担う子どもた

ちの健やかな成長を図りますために、安心こど

も基金の有効活用に努めてまいりたいと考えて

おります。

○岩下斌彦議員 次に、宮崎県内の私立幼稚園

は、そのほとんどが、土地あるいは園舎などを

寄附行為して、学校法人立として幼稚園の運営
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・経営に当たっております。いわば公立の幼稚

園に準ずるような形で運営を行っているわけで

ございますが、県内には115の幼稚園があり、満

３歳以上の幼児の在籍は、平成23年５月１日現

在で9,236人であります。宮崎日日新聞によりま

すと、「平成25年度から導入予定の幼保一体化

施設「総合こども園」について、国では、2015

年から３年かけて保育所の９割以上は総合こど

も園にしたい。設置基準や職員の処遇を上げ

て、幼稚園としても総合こども園になったほう

がプラスという仕組みにして、移行しやすい環

境を整える」という記事でございました。総合

こども園の制度が実施されることになれば、現

在施行されております認定こども園はもとよ

り、県内の学校法人立の幼稚園も、そのほとん

どが総合こども園の認可を希望されるのではな

いかと考えております。そこで、福祉保健部長

に質問でございます。認定こども園は、23年度

までに県内22園が認定を受けているようでござ

いますが、新たな認定を受けた県内の動向につ

いて伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認定こども園

でございますが、ただいま議員の御指摘のとお

り、24年２月末時点で22施設となっておりま

す。このうち18施設が、認可幼稚園が保育所機

能部分を備えました、いわゆる幼稚園型認定こ

ども園でございます。現在も、平成24年度の新

たな認定を目指しまして、幼稚園の約20園で検

討が行われているというふうに伺っておりま

す。県といたしましては、引き続き、市町村と

緊密に連携を図りながら、認定を目指す施設に

対しまして、支援等を行ってまいりたいという

ふうに考えております。

○岩下斌彦議員 先日決定されました国の「子

ども・子育て新システムに関する基本制度」で

は、新たに総合こども園を創設し、同園への移

行を促進するというふうに示されております

が、その概要及び導入に向けた県の対応につい

てお伺いしたいと思います。お願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 今月２日に決

定されました子ども・子育て新システムに関す

る基本制度では、総合こども園は、「学校教育

・保育及び家庭における養育支援を一体的に提

供する施設」と位置づけられておりまして、現

在開会中の国会に、この基本制度を踏まえた総

合こども園法案などの関係法律が提出される予

定と伺っております。総合こども園は、現在の

認定こども園と類似した制度でありますが、認

可制となること、それから、学校及び児童福祉

施設それぞれの性格を有する施設として明確に

位置づけを行うことなどの違いがございます。

なお、総合こども園への移行につきましては、

子ども・子育て新システムに関する基本制度で

は、保育所は原則としてすべて移行し、認定こ

ども園は、円滑に移行できるような特例を設け

るとされております。また、幼稚園は、移行を

促進するとされているところであります。県と

いたしましては、国の動向を今後も注視しなが

ら、総合こども園制度が、子供や保護者にとっ

て利便性が高く、地域の実情に応じた内容とな

るよう、あらゆる機会をとらえて国に対して要

望してまいりたいというふうに考えておりま

す。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。よ

く学校教育の中でも問題になっております、不

登校あるいは保健室登校とか、なかなか集団に

なじめない、そういったことがありますが、ぜ

ひ幼児期にたっぷり遊ばせると。人生のリハー

サルをするように、伸び伸びと、しかし、しっ

かりと育てると、そういった幼児期がとても大
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事だというふうに思っております。就学前の保

育あるいは教育は、次代を担う子供たちが、人

間として心豊かにたくましく生きる力を身につ

けられるよう、生涯にわたる人間形成の基礎を

培う普遍的かつ重要な役割を担っておりますの

で、今後ともぜひ御指導のほどよろしくお願い

を申し上げます。

続きまして、福祉保健部長に、医師の確保に

ついての質問でございます。

先日、新聞でも報道されましたが、串間市市

木にあります市木診療所の医師が、一身上の都

合により３月末をもって転出することになり、

４月から医師の確保ができない状況でございま

す。医師の確保について、串間市も努力をして

おりますが、県にもぜひお力をいただきたいと

思います。福祉保健部長の御答弁をお願いいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、市町

村立病院等の医師確保を図るために、関係市町

村と構成いたします医師確保対策推進協議会に

おいて、本県での勤務を希望される医師と公立

病院等のマッチングを行う病院説明会の開催

や、県内での勤務に関心を持っておられる医師

を直接病院等に案内するなどの支援を行ってい

るところでございます。市木診療所の医師確保

につきましても、先般も市長さんのほうからも

お話がございましたが、串間市との連携を図り

ながら、引き続き支援を行ってまいりたいとい

うふうに考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。ぜ

ひ御支援のほどをお願い申し上げます。

続きまして、県土整備部長に質問をさせてい

ただきたいと思います。国道448号の蔵元橋の側

道橋設置についてお伺いをいたします。

先月、国道448号の蔵元橋は補強工事が完了い

たしたようでございます。ただ、橋は幅員が６

メートルと狭く、150メートルの長さがありま

す。大型車同士の往来も容易ではありません。

自転車の利用者や歩行者から、「大変危険で橋

を渡るのが怖い」という話があります。側道橋

を設置してほしいという要望が以前から上がっ

ていると聞いておりますが、側道橋を整備する

予定はないか、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道448号の蔵

元橋につきましては、昭和40年に架設された橋

梁でありまして、歩道が整備されていない状況

にございます。現在、県におきましては、自動

車や自転車、歩行者の交通量と交通事故の発生

状況などを勘案しまして、通学路を中心に、順

次、歩道の整備を進めているところでありま

す。蔵元橋の側道橋の整備につきましては、そ

こが通学路になっていないということ、それか

ら、県内の歩道の整備状況等から、早期の対応

は困難であると考えております。しかしなが

ら、現状は今、議員のお話にありましたとお

り、幅員が６メーターと狭い、それから路肩も

狭いことから、少しでも歩行者等の安全な通行

が確保できるような対策につきまして、今後検

討してまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。かな

り以前ではございますが、橋のたもとで車での

死亡事故も発生しておるようでございます。御

検討をお願いいたしたいと思います。

次に、国道448号の本城東地区の歩道整備につ

いて伺います。本城の地区住民の話では、「交

差点のところは既に工事は終わっているのに、

なかなか次の工事が始まらない。何とか早くで

きないものだろうか」と。また、ある方は、

「商店街づくりにつながるような道路にはでき

ないものだろうか」という話をされます。いろ
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いろ用地交渉など難しい面もあろうかと思いま

すが、本城東地区の歩道整備の進捗状況につい

てお聞かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 国道448号の本

城地区の歩道整備につきましては、全体延

長1,030メートルのうち、350メートルの区間を

平成21年度に完了しております。引き続き、残

りの680メートルの区間を本城東工区として整備

を進めているところでございます。現在、家屋

補償や用地取得に取り組んでおりまして、平

成23年度までの進捗率が事業費ベースで約２割

となっております。今後とも引き続き、地権者

の皆様の御協力をいただきながら、早期完成に

向けまして事業の進捗を図ってまいりたいと考

えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございます。用地

交渉などいろいろ困難なこともあると思います

が、地元の意見も考慮していただきまして、早

期完成に向けて一層の御尽力をお願いいたしま

す。

続きまして県土整備部長に、国道220号につい

ての質問をさせていただきます。国道220号の松

清橋のかけかえ工事と天神川の河川改修事業に

ついて、進捗状況と今後の見通しについてお伺

いをいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 天神川につき

ましては、平成14年度に、ＪＲ日南線の鉄道橋

から上流約１キロメートルの区間におきまし

て、河川改修事業に着手しているところであり

ます。現在の進捗状況につきましては、鉄道橋

から県道の今別府串間線の平橋までの約410メー

トルの区間におきまして、用地取得を進めてお

ります。この区間の用地取得率は約93％となっ

ておりますが、一部まだ理解が得られていない

というような状況でございます。今後、治水上

支障となっております国道220号の松清橋のかけ

かえ工事に早期に着手するため、引き続き、用

地取得や、国道の管理者である国土交通省との

調整を進めていくこととしております。県とい

たしましては、地元の皆様の御理解、御協力を

いただきながら、天神川河川改修事業の早期完

成に向けまして、事業の進捗を図ってまいりた

いと考えております。

○岩下斌彦議員 天神川の改修事業でございま

すが、ちょうど串間市の中心部に位置します。

そういった意味から、まちづくりにも大きな影

響があり、そして期待がかかっておるような状

況でございます。いろいろ多難な面もあろうか

と思いますが、市民の期待にこたえていただく

ようお願いを申し上げます。

続きまして、県土整備部長に重ねて質問させ

ていただきます。いろいろ串間につきまして

も、危険箇所の国道の改修につきましては、地

元の皆様から大変感謝の声も聞こえておりま

す。ただ、まだまだ道路に関係いたしまして要

望が続いておりましたので、質問をさせていた

だきました。今回、また福島港についてでござ

います。

福島港は、完成して久しいわけでございます

が、現在は、パルプ用のチップ、砂利、木材乾

燥場として活用をされております。また、海上

自衛隊の掃海艇あるいはミサイル艇などが年に

２～３回寄港しておりまして、市民や串間市の

経済界が歓迎会を盛大に行っている状況でござ

います。まだまだ港の利活用について可能性は

あると思いますが、福島港の積極的な活用のた

めの誘致活動について、県土整備部長に伺いま

す。ポートセールスの現状はどうされているの

か伺います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 福島港につき
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ましては、串間市の地域振興の拠点として整備

を進めてまいりまして、平成14年度に完成をし

ております。平成23年度の取扱貨物量としまし

ては、今、議員からお話がありましたが、砂・

砂利や木材チップなど約10万トンとなっており

ます。地域産業の活性化に寄与しているところ

でございますが、背後圏の人口や企業が限られ

ておりますことから、取扱貨物量が伸び悩んで

いる状況にございます。しかしながら、福島港

は大型船舶が利用可能な岸壁を有しておりまし

て、地理的にも志布志港との連携が可能な港と

考えております。このため、この特徴を生かし

ながらポートセールスに取り組むとともに、県

内の荷主や船会社などを集めて開催する港湾セ

ミナーにおきましても、福島港のＰＲに努めて

いるところであります。福島港の有効活用を図

るためには、地元串間市の主体的な取り組みが

必要でございます。県といたしましても、地元

と一体となりましてポートセールスに努めてま

いりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 福島港の利活用についてお伺

いをしておりますが、串間市には、航空自衛隊

高畑山分屯基地のレーダーサイトがありまし

て、大体180人の方が駐屯されております。ま

た、大隅半島の鹿屋市には海上自衛隊鹿屋航空

隊の基地もあり、大変有利性があると思います

が、例えば海上自衛隊の誘致など有効活用の手

だてはないか、県土整備部長にお伺いをいたし

ます。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 自衛隊の誘致

となりますと、私のほうからお答えできません

が、護衛艦など海上自衛隊の船舶は、海上訓練

期間中の停泊や船舶給水を目的として福島港に

寄港しております。県内では、地方港湾として

は唯一、福島港が毎年のように利用されており

まして、地元経済への波及効果も大きいとお聞

きしております。県としましては、先ほどもお

答えいたしましたように、地元と一体となって

ポートセールスに努めますとともに、自衛艦の

入港に際しては、引き続き必要な協力を行って

まいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。

ちょうど海上自衛隊のエリアとしましても、呉

海上自衛隊のエリアが宮崎県までだそうでござ

います。そしてまた、佐世保のほうのエリアが

鹿児島県から向こうということでございます

が、知事も呉にお帰りのときにはぜひ総監部の

ほうに寄っていただきまして、少しでも話をし

ていただければありがたいというふうに要望し

ておきます。

次に、農政水産部長にお伺いをいたします。

串間に対しましていろいろ御配慮いただいてい

ることを感謝しながら、質問をさせていただき

ます。奈留地区の土地改良要望についてでござ

います。

串間市の大束地区は、食用カンショの産地と

して、年間30数億円の出荷量を誇っておりま

す。しかし、開墾して20年ほどが経過いたしま

して、今日では表土が流れ、さらに客土をしな

ければならない必要性が生じてまいりました。

奈留地区の土地改良について、県にも要望が上

がっていると思いますが、県はどのように取り

組んでいくのか、部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 奈留地区にお

きましては、昭和58年度から県営農地開発事業

に取り組み、開墾を行った約91ヘクタールの畑

地帯は、現在、本県における食用カンショの主

産地となっております。しかしながら、当地区

では、降雨等により表土が流され、生産量の減

少や品質の低下が見られることから、表土の確
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保のため、地区外からの土の搬入、いわゆる客

土などに関する要望があり、現在、串間市が土

地改良区と協力しながら、事業計画の作成を

行っているところであります。県といたしまし

ては、事業の必要性や効果については十分認識

しており、条件が整い次第、早期の事業化に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 こうやってお願いする理由が

ございまして、農業従事者の方、かなり高齢化

も進んでまいります。また、いろいろ言われて

おります消費税関係も絡んでまいりますので、

そういった点ではぜひ早くしていただきたいと

いう思いがあるようでございます。大束の奈留

地区土地改良区の会員の皆様方は、要望に関し

て、仮調印関係もされておるようでございます

が、早期の事業化についてぜひ取り組んでいた

だきますようにお願いを申し上げます。

続きまして、農政水産部長でございます。都

井漁港・毛久保地区と市木漁港・舳地区の整備

についてでございますが、２つの地区の漁港

は、平成23年度に測量設計をしていただいたよ

うでございます。都井漁港・毛久保地区、市木

漁港・舳地区の整備の進捗状況について、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 都井漁港及び

市木漁港におきましては、港内の静穏度を確保

するため、防波堤の整備に取り組んでいるとこ

ろであります。本年度、都井漁港・毛久保地区

につきましては、調査設計を完了する見込みで

あり、市木漁港・舳地区につきましては、工事

を進めているところであります。現在、来年度

の毛久保地区の工事着手や舳地区の工事促進に

向け、国に要望を行っているところであり、今

後とも、予算確保を図りながら、事業推進に努

めてまいりたいと考えております。

○岩下斌彦議員 国への要望を行っているとい

うことでございますが、どうぞよろしくお願い

を申し上げます。

続きまして、県教育長に福島高校存続につい

てお伺いをいたします。

福島高校の統廃合について、３年後には統廃

合されるのではないだろうかと、地元ではまだ

まだ不安の声が聞こえます。今後の福島高校の

存続について、教育長の考えをお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 現在策定中の県立高

等学校教育整備計画案の基本計画におきまし

て、「福島高等学校については、普通科を設置

しており、更なる魅力づくりに努めるととも

に、地域における小中高一貫教育の取組等を注

視しながら、今後の学校の在り方について検討

していきます。」という方針を示したところで

あります。また、前期実施計画案におきまして

は、「１学年４学級以下の高等学校について大

幅に定員を満たさない状況が続くなど、さらに

１学級の削減をせざるを得ないことが予測され

る場合は、統廃合の検討に入ることがありま

す。」と記しておりますが、基本的には統廃合

の予定はないとしたところであります。福島高

等学校につきましても、この基本的な考え方に

基づき、学校のあり方を検討していくこととし

ております。

○岩下斌彦議員 高等学校の整備計画について

パブリックコメントを実施されたということで

ございますが、その内容にはどんな意見が寄せ

られているか、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） パブリックコメント

につきましては、１月30日から２月27日まで

の29日間にわたり、県のホームページを初め、

テレビやラジオの県政番組での広報、新聞の
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「県政けいじばん」への掲載、小中学校への通

知など、広く県民の皆様に周知を図り、御意見

を募集いたしました。この結果、52名の皆様か

ら多くの貴重な御意見をいただきました。内容

につきましては、ただいま取りまとめ中であり

ますが、例示として申し上げますと、グローバ

ルな次世代の人材育成を図るべきである、教育

の情報化を推進すべきである、高等学校の統廃

合は慎重に検討すべきである等々の御意見がご

ざいました。

○岩下斌彦議員 ３年後には再び統廃合を検討

することになると思いますが、どのような検討

がなされるのか、教育長にお伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 策定中の県立高等学

校教育整備計画案では、先ほども申し上げまし

たけれども、１学年４学級以下の高等学校につ

いては、大幅に定員を満たさない状況が続くな

ど、さらに１学級の削減をせざるを得ないこと

が予測される場合には、統廃合を検討するとい

うこととしております。その趣旨であります

が、直ちに統廃合ありきということではなく

て、例えば学級減をして２学級で存続させてい

くこと、また、連携型の中高一貫教育校へ移行

するなどの新たな方策を講じることなど、幾つ

かの選択肢も含めて検討することになるという

ことでございます。いずれにいたしましても、

生徒にとってよりよい教育環境を提供するとい

う視点に立ちながら、高等学校の所在地や設置

学科、生徒・保護者・地域のニーズ等に適切に

配慮しながら、そのあり方を検討していくこと

になると考えております。福島高等学校につき

ましても、まずは、これまで以上に県と地元が

連携・協力をしながら、可能な限り３学級とし

て維持をして、今後とも魅力と活力のある教育

活動が展開できるよう、引き続き工夫をしてい

くことが必要であると考えております。

○岩下斌彦議員 こうやって高校の問題をいろ

いろ質問しているわけでございますが、やはり

要因は、働く場の確保が大変大事ではないかな

と、質問しながら考えているところでございま

す。しかし、串間市にたった１つしかない高校

でございますので、ぜひ存続をということで、

いろいろ皆様方が考えているわけでございま

す。

次に、県立の高等学校でございますが、いろ

いろその学校の特色を出す、あるいは特待生制

度などを設けるなど、生き残りをかけて努力し

ておりますが、県教育委員会としてどのような

努力がなされているか、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（渡辺義人君） 福島高等学校につい

て申し述べさせていただきます。県教育委員会

といたしましては、これまでさまざまな取り組

みを行ってきているところでございます。例え

ば、５点ほど挙げさせていただきますが、１つ

には、少人数指導等きめ細やかな指導を行うた

めの職員の配置、２つ目には、生徒の幅広い進

路希望を実現するための進学コースと情報ビジ

ネスコースの設置、３つには、普通科高校にお

けるキャリア教育推進校としての指定、４つ目

には、宮崎県高等学校教育力強化推進校として

の指定、５つ目には、小中高一貫教育に対する

支援、こういった取り組みを実施し、学校の支

援に努めているところであります。このような

取り組みをより深めていくとともに、串間市当

局が福島高等学校に対する支援のための事業を

当初予算案に計上されたと伺っておりますけれ

ども、このような地元の取り組みも踏まえまし

て、これまで以上に地元と連携・協力をしなが

ら、県教育委員会として一層の支援に努めてま
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いりたいと、このように考えております。

○岩下斌彦議員 どうもありがとうございまし

た。どうぞこれからの御支援、御指導、よろし

くお願いを申し上げます。

次に、中山間いきいき集落に関係しての質問

でございます。

ちょうど登壇の折に話をさせていただきまし

たけれども、串間市の中山間地域では、少子高

齢化・過疎化が進む中、地区の自治会並びに賛

同者によりまして、ボランティアで道路の清掃

や花の植栽、伝統芸能の継承、あるいは山道の

整備、地域住民の交流などを自主的に行ってい

る地区が数多くあります。そこで、県民政策部

長にお伺いします。中山間地域において、住民

が集落を維持していくために自発的に行ってい

る取り組みについて、県はどのような支援を

行っているのか、お伺いをいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 中山間地域に

おきましては、議員御指摘のとおり、過疎化・

高齢化等によりまして、集落機能の維持が困難

となるなど、大変厳しい状況があるわけでござ

います。このため、県といたしましては、元気

な地域づくりに取り組む集落を「いきいき集

落」として認定しまして、各種活動に対する助

成等を行うほか、集落のみで行うことが困難と

なった活動を支援するために、中山間盛り上げ

隊の派遣などに取り組んでいるところでござい

ます。また、住民と市町村が一体となった取り

組みに対する支援といたしまして、集落点検や

話し合いを通じて集落の将来を考える取り組み

を推進する「中山間地域集落点検モデル事

業」、あるいは地域の課題を整理し、その解決

に向けた取り組みに対する助成を行う「地域力

磨き上げ応援事業」などに現在取り組んでいる

ところでございます。

○岩下斌彦議員 中山間地域の集落は、今後さ

らに厳しい状況になると思われますが、県とし

てどのように支援をしていくのか、県民政策部

長にお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 中山間地域の

振興を図るためには、その基本的単位であり、

また、活力の源泉である集落の活性化を促進す

ることが重要であると認識しているところでご

ざいます。このため、県といたしましては、昨

年策定しました中山間地域振興計画におきまし

て、集落の活性化を重点施策の一つとして掲げ

ておりまして、１つには集落の自主的な活力の

向上、２つ目には都市からの支援と交流、３つ

目には次世代の育成、そして４つ目は地域文化

の保存・継承と活用について、積極的に施策を

展開していくこととしております。また、中山

間地域の活性化に県民総力で取り組んでいくた

めに、「中山間地域をみんなで支える県民運

動」を展開するとともに、現在、新年度予算案

でお願いしておりますが、中山間地域産業振興

センターを設置し、地域資源を活用した多様な

産業おこしに取り組みまして、中山間地域の集

落の活性化につなげてまいりたいと考えており

ます。

○岩下斌彦議員 ありがとうございました。質

問の内容はこれで終わりますけれども、要望関

係を少しだけ言わせてください。

杉の活用ということで、地産地消ということ

がよく言われております。地元の製材業者の方

に聞きますと、「杉の木材の地産地消は大変い

いことだ、すばらしいことだと思う。ただ、一

つお願いがあります」という話をされました。

「地産地消ということで杉は使うけれども、ぜ

ひその中に、地元の製材所を使うようにと、そ

ういったことはできないんだろうか」という話
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がありますので、一応、一つの要望、市民の声

としてお伝えさせていただきたいと思います。

そして、皆様方もよく御存じだと思うんです

が、串間にもプロのスポーツ選手が何人かおり

ます。ゴルフでは、延岡出身の甲斐慎太郎さん

がいらっしゃいます。また、県民の皆様方の応

援、御支援によりまして、平成24年度シード

権70位をとりました―これは70位までだそう

でございますが―津曲泰弦という選手がおり

ます。大変体格もよく、今回シード権がとれた

というのは、本人にとっても大きなチャンスに

なろうかと思いますが、機会がありましたら、

ぜひ応援をしていただきますようにお願いを申

し上げます。そして、あと、競艇というのは、

余り皆様方かかわりないんじゃないかと思いま

すけれども、串間に優秀な選手がいるんです。

日高逸子という選手だそうですが、串間出身で

ございますし、福島高校出身でございます。ま

た、プロ野球の宮崎県出身の監督は、ロッテの

西村監督だけだそうでございますが、そういっ

た意味で、プロで活躍している宮崎県出身の現

役のスポーツ選手が、ある機会に一堂に集まる

ことはできないかな、そういうことも考えてみ

たりしています。なかなか調整関係は難しいと

思います。しかし、一つの夢でございますの

で、語らせていただきました。

最後に、串間市は、地域創造計画の認定をい

ただきまして、いよいよこの４月から活性化に

向けた事業がスタートいたします。県当局の御

指導をよろしくお願い申し上げまして、私の質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 今回も傍聴

席には、若い子から少し前まで若かった方々ま

でたくさんおいでいただきまして、ありがとう

ございます。御礼申し上げます。光陰矢のごと

しと申しますが、現実とは思えない東日本大震

災から、間もなく１年を迎えようとしておりま

す。被災地では、現在も復興に向けた懸命な努

力が続けられております。可能な復興がある一

方で、先の見えない原発事故からの復興がある

ことに、深い悲しみを覚えざるを得ません。ふ

だんは当たり前のように使っている電力も、社

会の崩壊を招きかねない、とてつもないリスク

を負っていたことを改めて痛感させられまし

た。原発事故発生からこれまでの間に最も考え

させられたことは、何が真実で、どこまでが仮

説なのかということであります。ほぼマスコミ

からしか情報が得られない中、困惑するばかり

であります。先般も、瓦れきの処理がわずかに

５％しか進んでいないとの報道がなされたとこ

ろであります。その背景には、セシウムなどの

放射性物質が瓦れきに含まれているのではない

か、さらに、その放射性物質が拡散してしまう

のではないかという心配があり、それに対する

明確な答えが示されていないことに起因すると

考えます。こういった有害物質は、大気中にあ

るいは地表や地中に永久にとどまり続けるもの

であるのか。過去においても、チェルノブイリ

原発事故から発生した有害物質や世界各国で行

われてきた核実験、最近ではマスコミも報道し
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なくなった街角のセシウム、ダイオキシンな

ど、理解しているようでわかっていないことは

数多くあります。このようなことが環境破壊や

健康問題にどのような影響を及ぼすのか、真実

を明らかにして、起きてしまった現実に正面か

ら向き合って対処できないものかと思っており

ます。

以下、質問に移ります。知事に２点について

お伺いいたします。

横田議員が代表質問において深く議論をされ

た九州広域行政機構についてであります。国に

よります出先機関の原則廃止という、口だけ番

長ならぬ、言うのはただみたいな耳ざわりのい

い言い方に惑わされないためにも、慎重な対応

が求められると思いますが、知事に再度、現時

点でのスタンス、見解をお伺いいたします。

次に、海外へ向けた戦略についてお尋ねいた

します。知事は昨年秋に、香港、マカオなどを

訪問され、トップセールスを行われました。知

事が行かれますとトップセールス、我々議員で

すと、時に公費での海外旅行などと言われるこ

ともありまして、情けない限りでありますが、

それはそれとして、宮崎のこれからの取り組み

方、肌で感じられた率直な感想、御意見を知事

にお伺いいたします。

以下、質問者席より行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、九州広域行政機構についてでありま

す。国の出先機関改革、これは地方分権の推進

という大きな命題のもとに閣議決定されました

出先機関の原則廃止という方針に沿って、現

在、政府において、具体的な制度について検討

がなされているところであります。御質問の九

州広域行政機構は、九州知事会がその受け皿と

して、一つの案として提案しておるものであり

ます。関西からは、広域連合制度を踏まえた提

案がなされているところでございます。政府に

おける具体的な制度設計に当たりましては、財

源の確保や各県間の利害調整などの懸念、また

課題の解消というものが大前提であるというふ

うに考えております。一方で、御案内のよう

に、大規模災害時の対応などから、出先機関改

革そのものに対する懸念が全国の市町村などに

広がっているところでありまして、本県では、

市町村また経済団体からも同様の意見をいただ

いておるところであります。関連法案の提出を

含め、今後の動向は不透明な状況であります

が、私としましては、引き続き、本県の実情や

県議会を初め県民の皆様の御意見などを十分に

踏まえた上で、宮崎県知事として、本県に軸足

を置いた判断また議論をしてまいりたいと考え

ておるところであります。

次に、海外でのトップセールスについてであ

ります。昨年８月、韓国へ出向いたほか、11月

には、台湾、香港、マカオにおきまして、交

通、観光誘客、ブランド、畜産という４分野

で、政府関係機関や企業などに対しまして、宮

崎を強力にアピールしてきたところでありま

す。東アジア地域の経済繁栄というのを目の当

たりにし、再確認し、これらの地域との交流の

進展と拡大というものが、これからの本県の経

済活性化のために大変重要であるということを

改めて認識したところであります。そのような

中、例えば香港におきましては、地元最大手の

旅行代理店へ訪問した際、おもてなし精神あふ

れた歓迎を受けたところでありますが、社長さ

んから直接、例えば本県のグルメを生かしたツ

アーなど、今後につながる建設的な提案をいた
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だくことができ、各分野における可能性という

ものに大きな手ごたえを感じたところでござい

ます。こういったセールスを通じて、やはり人

脈を築いていくことも大切でございまして、県

議会の先生方も積極的に行かれて、いろんな人

脈をつくっていただく、これも大変重要な今後

につながる太い太いパイプになるものと─例

えば台湾であれば、日台議連等を中心に密な交

流がなされているところでありまして、これも

大きな力になるものと考えておるところであり

ます。今後、これらの地域とのビジネスチャン

スの拡大や、人・物の交流を促進することによ

り、本県の成長につなげるとともに、積極的に

宮崎の魅力を情報発信しまして、本県の認知度

の向上やブランドの価値を高めていきたいと考

えております。また、大事なことは、物産、観

光、交通などの各分野が連携し、かつ民間企

業、関係機関・団体と行政が一体となって、総

合的な、トータルとして宮崎を売っていくこ

と、また、各県とも連携しながら、九州全体と

してアピールしていく、その中で宮崎の魅力を

アピールしていく、そのような取り組みが必要

かと考えておるところでございます。これから

も、東アジア市場の開拓、また経済・人的交流

の拡大についても、全力で取り組んでまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○外山 衛議員 ありがとうございます。実

は、日台議連を通じまして─星原会長でござ

いますけれども─都城において、少年野球の

交流が始まっているようなことも聞いています

ので、いろんな場面でもって、知事の言われた

ように活用できればと思います。

九州広域行政機構につきましては、福岡県の

主導により、前のめりの議論が進んでいるとも

聞いておりますので、答弁にあったように、大

規模災害時の対応への懸念もさることながら、

多方面でおくれてしまっている当県の現状で

は、さらに置いていかれる可能性があると思い

ます。ですから、九州の過疎県となり得ること

が考えられますので、慎重な対応をお願いした

いと思います。

引き続き、知事に伺います。24年度当初予算

についてであります。

長年にわたる施策等の結果から、宮崎市を中

心とする県央部におきましては、多種公共施設

も整備充実され、利便性も高くなっております

が、条件の不利な中山間地域を多く抱える県北

や県南地域との格差は、人口の推移を見ても明

らかなように、拡大していると思われます。県

内の均衡ある発展に留意することが大事である

と思いますが、新年度に当たってどのように配

慮され取り組まれるのかを、まずは知事にお伺

いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 少子高齢化が一段と進

展しまして、本格的な人口減少社会を迎えよう

としている、こういう中で、やはりそれぞれの

地域がそれぞれの地域の特色を生かして、均衡

ある発展という話がございましたが、均衡を図

りながら維持、そして発展を図っていく、これ

は大変重要な課題であるというふうに考えてお

ります。そういう地域に根差したそのための産

業づくりや、持続可能な安全・安心な暮らしづ

くり、また人材づくりを進めていくことは、大

変重要であるというふうに考えております。平

成24年度においては、本県産業の基盤となりま

す高速道路や港湾等のインフラ整備、これにも

県全体に目配りしながら整備を進めますととも

に、県内各地域において、フードビジネス、ま

た林業・木材産業、新エネルギーなど、本県の
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強みを生かした産業の育成に取り組むこととし

ております。また、全県的に、広い意味での地

産地消や100万泊県民運動などに取り組みなが

ら、県内全体の消費を喚起していく、そして地

域経済の活性化を図ってまいりたいというふう

に考えております。また、住みなれた地域で安

心して暮らしていくための環境を整えるための

防災力の強化や医療・福祉の充実、これも重要

であるというふうに考えておりますし、やはり

地域の将来を担う人財づくりのための子育て、

教育力の向上などにも取り組んでまいりたいと

考えております。

○外山 衛議員 続きまして、県南地域におい

ても、交通インフラのおくれや農林水産業の不

振などにより、過疎化が進み、経済力も低下し

ております。当初予算において、県南地区の振

興にはどう取り組もうとされているのかを、ま

ず総括的に県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 県南地区でご

ざいますけれども、温暖な気候を生かしたかん

きつ類やカンショ、スイートピーのほか、漁獲

量日本一を誇る近海・沿岸漁業のカツオ・マグ

ロ、飫肥杉など、特色ある農林水産業が展開さ

れている地域でございます。また、日南海岸国

定公園や都井岬、マリンスポーツ環境、森林セ

ラピー基地など、多彩な観光資源に恵まれた地

域でもありまして、これらの強みを伸ばしてい

くことが、県南地区の振興には重要であると考

えております。このため、平成24年度予算にお

きましては、これらの産業を支える道路網の整

備あるいは油津港の利用促進、県南地区の多彩

な農林水産資源を生かした農商工連携や６次産

業化、あるいは古事記編さん1300年を契機とし

た神話にまつわる観光資源の磨き上げ、情報発

信などに取り組んでまいります。また、新たな

取り組みとしまして、「市町村間連携支援交付

金」等を活用しました活力ある地域づくりへの

支援など、県南地区の振興に努めてまいりたい

と考えております。

○外山 衛議員 続きまして、同じく県南地区

の振興策につきまして、当初予算でどのように

対応されようとしているのかを、各部局に具体

的に伺いたいと思います。

環境森林部においては、林業の振興につい

て、商工観光労働部においては、商工業及び観

光の振興について、農政水産部においては、農

業、水産業の振興について、県土整備部におい

ては、道路や河川、港湾等の整備について、そ

れぞれ担当部長にお伺いいたします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 林業の振興に

ついてであります。県南地区は、飫肥林業の発

祥の地であり、杉を中心とする森林資源が他の

地区に先駆けて充実していることから、これら

の資源を有効に活用した林業・木材産業の取り

組みを支援していくこととしております。この

ため、「森林整備加速化・林業再生基金事業」

等により、川上対策として、森林施業の集約化

による必要な森林境界の明確化の促進や路網の

整備、高性能林業機械の導入等を支援すること

としております。例えば、路網整備ですが、林

業専用道規格相当について、10路線の8,600メー

トルの整備を計画し、高性能林業機械等につい

ては、３事業体での導入を計画しております。

また、川下対策として、大径材にも対応できる

集成材加工施設の整備を図るとともに、製材工

場や南那珂森林組合等が連携して取り組む韓国

への県産材輸出に対する支援を行うこととして

おります。これらの事業を通して、県南地区の

林業の振興に努めてまいりたいと考えておりま

す。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 商工業及

び観光の振興についてであります。当初予算に

おきましては、商工業の振興を図るため、「地

域資源活用！新事業活動支援事業」により、中

小企業の地域資源を活用した商品開発等を支援

するとともに、「みやざき県産品販路拡大支援

プロジェクト事業」により、アンテナショップ

を活用した情報発信や物産展の開催等を行うこ

ととしており、また、商店街の振興などにも取

り組むこととしております。県南地区につきま

しては、多彩な農林水産資源を生かした食品加

工や木材加工等の産業集積がありますことか

ら、これらの分野を中心とした農商工連携等の

新たな取り組みや地場産品の販路拡大を支援し

てまいりたいと考えております。また、観光の

振興を図るため、新たに「古事記編さん1300年

記念「日向神話旅」推進事業」や「宮崎を知ろ

う！100万泊県内観光活性化事業」に取り組むこ

ととしており、古事記にゆかりのある鵜戸神宮

やサーフィンの盛んな日南海岸などの観光ス

ポットを含めた新たな観光ルートの開拓等を行

い、県内外からの誘客を推進することとしてお

ります。さらに、来年度は、本県を束になって

売り込む「オールみやざき営業チーム」の活動

を一層強化することとしておりますので、この

取り組みの中でも、県南地区のさまざまな魅力

や産品の情報発信、販路開拓等を行うことによ

り、地域経済の活性化に努めてまいりたいと考

えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） まず、県南地

区の農業振興策につきましては、温暖な気象条

件を生かして、全国有数の産地を形成している

カンショやスイートピーを初め、早期水稲やマ

ンゴー、肉用牛など、地域の主要作物の生産振

興を図るとともに、それを支える担い手の育成

と農地の基盤整備を着実に進めることが重要で

あると考えております。このため、当初予算で

の主な対応としましては、園芸品目では、「果

樹ブランド力向上産地戦略推進事業」により、

マンゴーに次ぐ特産亜熱帯果樹として、ライチ

やインドナツメの導入の検討や、「日本一ス

イートピー新技術実証緊急対策事業」による温

暖化に対応した新技術の実証等に取り組みます

とともに、畜産部門では、新規事業「宮崎の畜

産“新生”モデル畜舎整備事業」を活用し、新

たな飼養衛生管理基準等に沿った畜舎を整備す

ることにより、持続可能な畜産経営体の育成に

努めていくこととしております。次に、水産業

の振興策としましては、県南地区が全国有数の

カツオ・マグロ漁業基地であり、また、定置

網、養殖業を含め、県内漁業生産額の５割を占

める本県水産業の重要な地域でありますことか

ら、漁業経営の安定対策や水産業の基盤となる

漁港・漁場の整備などに積極的に取り組む必要

があると考えております。このため、当初予算

の主な対応としましては、「漁業経営安定対策

資金」を創設し、漁業者の積立金の負担を軽減

することにより、国の「漁業経営セーフティー

ネット構築事業」への加入を促進し、燃油価格

などの高騰に備えますとともに、「水産基盤整

備事業」を活用し、漁場の生産力向上のための

マウンド礁などの造成や、漁港機能の強化を図

るための岸壁、防波堤、防風さくの整備にも取

り組んでまいります。これらの事業を含め、農

業、水産業の生産力の向上、低コスト化、経営

安定対策などに積極的に取り組み、県南地区の

「儲かる農業、水産業」の推進に努めてまいり

たいと考えております。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 社会資本整備

についてでありますが、県南地区の振興も大変
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重要であると考えておりまして、道路について

は、国道448号で来年度新規事業として夫婦浦バ

イパスに着手する予定であります。また、現

在、国道220号の防災対策として進められており

ます日南防災（北区間）の早期整備につきまし

て、国に強く働きかけてまいりたいと考えてお

ります。河川につきましては、広渡川や酒谷川

などにおきまして、浸水対策に取り組むほか、

海岸では、風田海岸や伊比井海岸などで海岸施

設の老朽化対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。港湾につきましては、油津港の東

外防波堤の整備を鋭意進めますとともに、耐震

強化岸壁の早期事業化について、国と協議を進

めてまいります。それからまた、今議会に提案

させていただいておりますが、来年度から新た

にタグボートの回航経費を補助する「油津港利

用促進支援事業」を実施し、地元日南市と一体

となりまして、貨物の油津港利用や国際・国内

クルーズ船の誘致に積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。なお、県政の最重要課

題であります東九州自動車道につきましては、

清武―日南間の早期整備、それから日南―志布

志間の早期事業化について、引き続き、国に対

し強く働きかけてまいりたいと考えておりま

す。

○外山 衛議員 どうもありがとうございまし

た。それぞれ答弁いただきました。ありがとう

ございます。県南のみならず、全県的に疲弊し

ておりますのが現状でありますから、経済情勢

の浮揚につながる事業に積極的に取り組んでい

ただきたいと思います。

続きまして、福祉保健部に伺います。先日、

県立看護大学に行ってまいりました。瀬口学

長、そして船田局長と面談いたし、長鶴教授に

キャンパス内をくまなく案内をしていただきま

した。設立時の松形知事、そして県当局の強い

思い入れが感じられたところであります。学生

にとって、すばらしい施設と取り巻く環境が

整っており、まさに環境は人をつくるとの印象

を受けて帰ってまいりました。県立看護大学

は、平成９年にスタートして以来、初代の薄井

学長が22年度まで在職され、大学の基礎をつく

り、多くの人材を医療現場に輩出してこられ、

現在、瀬口学長に引き継がれております。そこ

で、これまでの成果や課題についてどう総括さ

れているのかを、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県立看護大学

は、お話がございましたとおり、平成９年４月

に開学いたしまして、昨年の３月までに1,087名

の看護職者を育成してきたところでございま

す。そのうち488名が県内の医療機関等に就職し

まして、医療の現場で患者さんの看護等を担っ

ているところであります。また、宮崎県ナース

センターが行う看護力再開発講習会の技術演習

コースを看護大のほうで実施いたしまして、本

年度は、38名の未就業看護師等に対し、最新の

看護技術を学んでもらうなど、再就業の支援も

行っているところでございます。県立看護大学

といたしましては、今後とも、質の高い看護職

者の育成はもとよりでございますが、県内就職

率の向上や各種研修・研究事業の実施など、地

域の看護力向上等に貢献できるような取り組み

を積極的に行ってもらいたいというふうに考え

ております。

○外山 衛議員 続いて、宮大医学部にも看護

学科がありまして、九州各県にも看護大学が開

設される中、今後、どう特色を出して存在意義

を高めていくのかが問われてくるのではと思い

ます。また、県立の大学として、県内の病院へ
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の就職率を高めるための取り組み、そして地域

貢献にも留意する必要があると思われますが、

これらの課題に対して福祉保健部長に伺いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 御指摘のとお

り、医療の高度化・専門化が進みまして、看護

職者の果たすべき役割がますます重要となりま

す中で、県立の看護大学といたしましては、専

門的な看護理論の習得はもとより、実践力を兼

ね備えた即戦力の人材育成を目指していきたい

と考えております。県内就職率向上の取り組み

といたしましては、平成21年度入学者から本県

出身者の推薦枠を18名から25名に拡大しました

ほか、県内に就職した卒業生を招いての就職ガ

イダンスの開催や県立病院見学会への学生の参

加を積極的に促しているところであります。ま

た、看護関連の専門的な人材を有する大学とし

て、学内に設置されております看護研究・研修

センターを中心に、未就業者の再就業支援等の

研修事業や思春期の女性を対象とした調査研究

など、県民に成果を還元できる事業等に積極的

に取り組み、地域に根差した県立大学としての

使命を果たしてもらいたいというふうに考えて

おります。

○外山 衛議員 もう１点伺います。国立大学

は、独立行政法人となり、大学の独自性を発揮

しながら経営改革に取り組んでおりますが、県

立看護大学の今後のあり方についてはどのよう

に考えておられるのかを、福祉保健部長にお伺

いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成16年４月

に地方独立行政法人法が施行され、県立看護大

学の運営につきましても庁内で検討を行った結

果、複数の大学を統合するような場合と違いま

して、本県の県立看護大学のような単科大学で

は、財政的な面も含め、法人化のメリットが余

りないこと等から、当面、現状での運営を継続

することといたしております。今後、既に法人

化いたしました他大学の状況なども踏まえなが

ら、必要に応じ検討いたしますとともに、引き

続き、円滑かつ効率的な大学の運営に努めてま

いりたいと考えております。

○外山 衛議員 ありがとうございました。

続きまして、介護ビジネスについてでありま

す。

帝国データバンクの調査結果によりますと、

「2001年から2011年の医療機関の倒産は381件、

老人福祉事業者の倒産は134件、老人福祉事業者

には、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、

ケアハウス、老人デイサービスセンター、移動

入浴サービス、在宅介護サービスを行う事業者

が含まれる。その一つの根拠として、老人福祉

事業者の多くが、2000年の４月に介護保険法が

施行されたことをきっかけに、介護事業に進出

した。しかし、同業者間の競争が激化した

上、2006年４月に改正介護保険法が施行され、

介護報酬の引き下げや施設サービスにおける居

住費用や食費が介護保険給付対象から除外され

るなどし、経営環境が悪化したと見られてい

る」とございました。以上の調査結果に照らし

まして、宮崎県内における業界の実情につい

て、福祉保健部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県における

介護サービス事業所等の倒産につきましては、

県に提出されている廃止届を見てみますと、他

サービスへの移行や同一法人内の事業所の統合

など、事業体制の見直しによるものが多く、倒

産を直接的な理由としているものはない状況に

ございます。しかしながら、高齢化の進行に伴

う要介護者の増加により、介護サービス事業所
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等がふえていくものと思われますことから、県

といたしましても、今後とも、介護サービスの

低下など、利用者が不利益をこうむることのな

いように、事業者に対しまして、法令遵守の徹

底や適正な運営について指導を行ってまいりた

いと考えております。

○外山 衛議員 当然、高齢社会を迎えまし

て、施設はまだふえると思うんですね。そうす

ると、いろんな分野でもって諸問題が発生しな

いとも限りませんので、注意深く見てもらいた

いと思います。

続きまして、プロ野球のキャンプについて伺

います。

去る２月16日、日南のホテルにおいて、広島

カープ日南キャンプ50周年記念式典が開催され

ました。知事にも出席いただきまして、ありが

とうございました。そこで、知事も広島県出身

でありますし、ことしは宮崎県として、地元日

南市とも連携を図りながら、広島カープへの特

別な応援イヤーと位置づけてはどうかと思いま

す。公式戦での大応援団を組織したり、選手に

激励のメッセージを送ったりと、日南だけの限

定的な取り組みでなく、県を挙げての動きがで

きないものかを、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 広島東洋

カープは、昭和38年から日南市でキャンプを実

施していただいており、その経済効果やＰＲ効

果、さらには県内の子供たちに夢や希望を与え

るという意味において、多大な貢献をいただい

ております。県といたしましては、毎年、県庁

楠並木通りや宮崎空港において歓迎バナーを設

置するほか、宮崎牛などの県産品を贈呈するな

ど、同球団の日南キャンプの応援や盛り上げを

行っているところであります。さらにことし

は、お話がありましたように、日南キャンプ

が50周年という節目の年を迎えたことを踏ま

え、広島東洋カープ日南協力会が実施したスタ

ンプラリーや記念グッズの作成などの50周年記

念事業を支援するとともに、新聞広告を利用し

たカープの地元広島県でのキャンプ情報の発

信、さらには、同球団の主催ゲームとして去る

２月25日に行われました都城市でのオープン戦

を盛り上げるために、来場者に対する県産品プ

レゼントを実施したところであります。広島東

洋カープは、「スポーツランドみやざき」の推

進に欠くことのできない大切な球団であります

ので、今後とも、引き続き、日南市とも連携を

図りながら、球団の応援や激励に積極的に取り

組んでまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 もう１点伺います。プロ野球

のキャンプは、今や沖縄がメッカになりつつあ

るようであります。本県もうかうかしてはいら

れません。危機感を感じております。いわゆる

引きとめ策に本気で取り組まなくてはいけない

と思いますが、どのようにお考えかを商工観光

労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） プロ野球

球団がキャンプ地を選定する条件としまして

は、まずは気温、降水量、日照時間といった気

象条件、そして球場、室内練習場、ブルペンな

どの練習環境が整っていることなどの条件があ

り、これらを総合的に勘案してキャンプ地を選

定するものと考えております。本県の練習環境

につきましては、これまで県を初め受け入れ市

などにおきまして整備を進めてきた結果、沖縄

県と比べて見劣りしないと思いますが、一方

で、２月の沖縄は、本県に比べて平均気温がお

おむね７～８度高く、また多くの球団がキャン

プを行っているため、実戦形式の練習試合等が



- 240 -

平成24年３月６日(火)

組みやすいという状況にあります。プロ野球の

キャンプは、多くの観客やマスコミ関係者も来

県するなど、地域経済や情報発信の面で本県に

とって大きな効果をもたらすものであります。

県といたしましては、沖縄のことも十分に意識

して、今後とも、市町村との連携を深め、球団

ニーズを的確に把握しながら、キャンプの受け

入れ環境の充実に努めるとともに、キャンプを

実施していただくことへの真摯な感謝の気持ち

や、県民を挙げての温かい応援といった機運の

醸成をしっかりと図ってまいりたいと考えてお

ります。

○外山 衛議員 今、答弁にございましたよう

に、いわゆる真摯な歓迎の気持ちですね。キャ

ンプに来て当たり前という気持ちがいけないと

思いますので、我々も含めて応援していきたい

と思っております。「スポーツランドみやざ

き」でありますから、その機運を盛り上げて、

でき得る限りの支援をよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、県民政策部長に伺います。県の

福岡事務所の村上所長とお会いしまして、ここ

には日南市からも１名派遣され、お世話になっ

ております。観光動向調査、経済情勢の情報収

集など、成果が上がっており、県の出先として

の役割を十分に果たしているようであります。

言うまでもなく、福岡は九州最大の都市、商圏

であります。今後、さらに福岡事務所の機能充

実を図るべきと考えますが、見解を伺います。

そしてまた、毎年９月をアジアマンスとするな

どして、アジア各国との交流を盛んに進めてい

る福岡を拠点として、海外戦略を展開していく

のもおもしろいと思います。以上につきまし

て、県民政策部長にお伺いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 福岡事務所で

ございますが、この福岡事務所は、国の出先機

関や関係団体からの情報収集、本県情報の発

信、観光客の誘致、企業誘致など、さまざまな

活動を行っております。また、人員面でも、こ

れまで所長を補佐する次長や、農業、林業、観

光の担当職員を順次配置するなど、体制の強化

に努めてきております。また、加えまして、先

ほど議員からもありましたように、日南市を含

め市町村職員を積極的に受け入れているところ

でございます。御質問にありましたとおり、福

岡は九州最大の都市圏でありますとともに、近

年、アジアとの経済・人的交流を深めてきてお

ります。このため、今後、北部九州はもとよ

り、成長著しい東アジアにおける市場の開拓、

経済交流の拡大を目指す本県にとりましても、

福岡の重要性はますます増大するものと考えて

おります。したがいまして、福岡事務所につき

ましては、九州を中心とする情報発信や産業・

観光等の活動拠点という従来の役割に加え、こ

れからは東アジアとの経済交流という視点を持

ちながら活動を行っていく、そういう必要があ

ると思っています。

○外山 衛議員 九州における重要拠点と考え

ますので、さらなる奮起、支援をお願いしたい

と思います。

続きまして、浄化槽についての質問でござい

ます。

下水道は、計画区域内であっても効率的とは

言えない地域の整備が取り残されている状況で

あります。処理した水が身近な河川の水質改

善、水量維持になるなど、多くのメリットがあ

る合併処理浄化槽を、地域の実情に合わせて効

率的に組み込んでいく必要があると思います

が、合併処理浄化槽の普及促進についてどのよ

うに取り組んでいるのかを、環境森林部長に伺
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います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 県におきまし

ては、第２次宮崎県生活排水対策総合基本計画

に基づき、合併処理浄化槽や公共下水道などを

計画的に整備していくこととしております。合

併処理浄化槽については、市町村や関係団体と

連携し、くみ取りトイレや単独処理浄化槽から

の転換を含めた普及促進について、広く県民に

啓発するとともに、市町村が個人の浄化槽整備

に対し補助する場合、国と同様に補助対象額の

３分の１を補助しております。また、国に対

し、補助率の引き上げなど制度の充実が図られ

るよう、他の都道府県とともに要望を行ってい

るところです。

○外山 衛議員 合併処理浄化槽の普及促進の

ためには、市町村が計画的に整備することがで

きる市町村設置型浄化槽の整備が有効であると

考えますが、この事業を導入するには、住民と

の合意形成や下水道事業とのすみ分け、既存の

生活排水処理計画の見直しなど、対処すべき課

題が山積しているのが実情であり、県のバック

アップが必要であると考えます。そこで、県と

して、市町村設置型浄化槽の整備を推進するた

めどのような支援を行っているのか。また、こ

れまでの整備状況について、同じく環境森林部

長に伺います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 市町村設置型

浄化槽は、市町村が維持管理まで行うことか

ら、水環境の保全を図る上で有効でありますの

で、県におきましては、生活排水処理率が県平

均を下回る等の要件を考慮して、事業を実施す

る市町村へ補助を行うこととしており、その補

助率は、九州でもトップクラスの14％程度であ

ります。また、市町村に対し、事業の意義や仕

組みを説明するとともに、取り組み事例を紹介

するなど、情報の提供を行っております。な

お、平成22年度末で、２市１町において合計574

基が整備されております。

○外山 衛議員 ただいまの部長答弁にありま

したように、市町村設置型浄化槽はまだ少な

く、現在設置されている浄化槽のほとんどが個

人で設置しているものであります。市町村設置

型は、市町村が維持管理を行っておりますが、

一方、個人設置型は、管理が個人にゆだねられ

ております。本県の美しい水環境を保全するた

めにも、浄化槽をきちんと維持管理していくこ

とが重要であると考えます。そこで、浄化槽の

適正な維持管理を推進するためにどのような取

り組みを行っているのかを、環境森林部長に伺

います。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 浄化槽の維持

管理につきましては、保守点検、清掃及び法定

検査の３つがありますが、市町村や社団法人宮

崎県浄化槽協会などの関係団体と連携して、街

頭キャンペーンやテレビ・ラジオでの広報活動

を行うとともに、浄化槽設置の際に講習会の受

講を義務づけるなど、その推進に努めていると

ころであります。また、適正な維持管理を推進

するためには、法定検査の受検率の向上を図る

ことが特に重要でありますので、平成22年度よ

り未受検者に対し、文書や電話等による啓発を

行っており、受検率は、21年度末の14.2％か

ら、24年１月末には35.9％と大幅に上昇してお

ります。さらに、指定検査機関や保守点検業者

等との連携による、検査を受けやすい仕組みづ

くりについて、浄化槽協会や財団法人宮崎県環

境科学協会等と研究を行っているところであり

ます。

○外山 衛議員 現在、日南市におきまして

は、市町村設置型の整備推進の計画が進められ
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ておるようですので、よろしくお願いしたいと

思っております。

続きまして、葉たばこ農家支援について伺い

ます。

昨年の廃作奨励によりまして、農家戸数で

約55％、面積で716ヘクタールが廃作となりまし

た。廃作した農家の品目転換の取り組み状況に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこ廃作

への対応につきましては、昨年８月の廃作募集

の動きを受け、直ちに「葉たばこ廃作に伴う対

策会議」などを立ち上げ、関係機関が一体と

なった支援を展開しているところでございま

す。特に、葉たばこからの品目転換につきまし

ては、農家経営の安定を図る上で重要であるこ

とから、既存品目の拡大や、加工・業務用で需

要が見込まれる品目を中心に推進を図っている

ところでございます。また、新品目にチャレン

ジするグループなどに対しましては、栽培講習

会や巡回指導による栽培技術の向上支援に取り

組んでおります。この結果、焼酎原料用カン

ショや里芋、バレイショなどの契約栽培への取

り組みが見られるとともに、深ネギなどの新た

な地域品目の導入が計画されるなど、現在まで

のところ、県全体で露地野菜を中心に、約430ヘ

クタールの品目転換が報告されております。県

といたしましては、関係機関と一体となり、技

術や経営面での指導、制度資金の活用や販売面

での支援を引き続き行うなど、廃作農家の円滑

な品目転換に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○外山 衛議員 続きまして、共同乾燥場がな

くなったため、一部減反せざるを得なくなった

ケースもあると聞いておりますが、対応策を農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 共同乾燥施設

の再編に当たりましては、関係者相互で協議を

重ね、新たに機能移転した共同乾燥施設をすべ

ての農家が利用して栽培を継続できるように、

検討を行ってきたところでございます。しかし

ながら、一部ではございますが、地理的な条件

などから作付を減少せざるを得なくなったケー

スもあると伺っております。このような場合の

対策といたしましては、施設の再編整備で不要

となった乾燥機械をＪＴの支援事業を活用して

導入し、乾燥作業を個人で行うなどの対応が考

えられるところでございます。今後とも、関係

機関・団体と連携を図りながら、引き続き安心

して葉たばこ生産に取り組める体制を整えてま

いりたいと考えております。

○外山 衛議員 あと２点伺います。廃作に伴

いまして不要となった共同利用施設の処分につ

いては、補助金返還が生じない対応ができてい

るのかを、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県において

は、国庫補助事業で整備された葉たばこ共同利

用施設の中で、今回の廃作に伴い補助金返還の

対象となる施設が５カ所ございます。これらの

施設が補助金返還の免除を受けるためには、当

該施設を地域活性化などに有効に活用していく

ことが要件となっていることから、これまで各

地域において、関係機関・団体等と一体となっ

て、施設の新たな活用方法を検討していただい

たところでございます。この結果、３つの施設

につきましては、活用方法の合意形成が図られ

ましたことから、現在、国との協議を進めてい

るところであります。また、残りの２カ所につ

きましても、引き続き、関係機関・団体と連携

を図りながら、補助金返還が生じないよう、施

設の有効活用などに向けた協議を進めてまいり
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たいと考えております。

○外山 衛議員 もう１点伺います。葉たばこ

からほかの作物へ転換する場合、どのような助

成措置があるのかを、同じく農政水産部長にお

伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこから

他作物へ転換する場合の助成措置といたしまし

ては、特に希望が多い露地野菜の機械導入に対

応するため、県単の「園芸産地基盤強化緊急整

備事業」において、大根やゴボウ、里芋などの

選別機や収穫機などの導入支援を行っておりま

す。また、今回、国の４次補正で、新たに「葉

たばこ作付転換緊急対策事業」が措置されまし

たが、この事業につきましては、県が関係機関

・団体と連携を図り、いち早く事業周知すると

ともに、事業手続の支援を行ったことから、

リース方式による農業用機械やハウスの導入の

ほか、露地野菜の予冷庫などの共同利用施設の

整備など、現在のところ、事業費で約５億8,000

万円の申請がなされているところであります。

今後とも、県や国の補助事業を有効に活用しな

がら、葉たばこを廃作した農家が円滑に作付転

換が図られますよう、積極的に支援してまいり

たいと考えております。

○外山 衛議員 よろしくお願いしておきま

す。

教育長に伺います。教育長は、平成20年４月

の教育長就任以来、多くの教育現場に直接出向

かれ、子供たちはもとより、多くの先生方との

触れ合いを大切にして、教育行政に当たられた

とお聞きしております。そこで、特に心に残っ

ておられることは何か、お伺いいたします。ま

た、先生方に託されている教育長としての思い

を、あわせてお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） ありがとうございま

す。教育に携わる者の最高の喜びというのは、

私は、子供たちの輝くひとみとはじける笑顔に

出会うことであろうと、このように思っており

ます。教育長として、この３年11カ月余り務め

てまいりましたけれども、多くの子供たちに出

会い、そのひとみと笑顔に、たくさんの元気と

感動をいただいたところであります。特に印象

深く心に残っていること、いろいろございます

が、あえて２つだけ挙げさせていただきます

と、１つ目は、平成22年夏の全国高等学校総合

文化祭宮崎大会であります。口蹄疫の影響によ

りまして開催が危ぶまれましたけれども、秋篠

宮同妃両殿下並びに佳子内親王殿下の御臨席を

仰ぎまして、国内外から約２万名の高校生が本

県に集い、たくさんの元気と感動と笑顔を届け

てくれました。また、外山議員の娘さんであり

ます―きょうお見えになっているかどうかわ

かりませんが、生徒実行委員会のメンバーの一

人として活躍をいただきました。このように、

本県の高校生のすばらしさも全国に届けること

ができた、すばらしい大会ではなかったかなと

思っております。口蹄疫の影響によりまして、

宮崎県は大変沈んでおりましたけれども、その

ような中で、熱き太陽が一気に戻ってきた、そ

のような瞬間であったと思いますし、そのよう

な瞬間に教育者の一人として携わることができ

ましたことは、大変うれしく、最高の喜びでご

ざいました。２つ目でありますが、２つ目は、

子供たちが自分でつくった弁当を持って登校す

る「みやざき弁当の日」であります。これまで

もたびたびお答えをいたしておりますが、子供

たちの食育とともに、自立心や社会性を培い、

家族のきずなを深める取り組みでございます。

さまざまな教育的な意義があると考えておりま

す。私も「弁当の日」の様子を見学いたしまし
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たが、まさに宝物のように弁当箱を広げる姿、

そして元気よく「いただきます」という声に、

こちらのほうこそ元気をもらいまして、ますま

すこの「弁当の日」の取り組みというのを進め

ていかなければならないと、そのように意を強

くしたところであります。現在の県内の状況で

ありますが、各市町村教育委員会、学校、保護

者等の御理解をいただきまして、全国で最も多

い、県内の300校を超える実践校になっておりま

して、大きな広がりを見せているところであり

ます。この勢いをもっともっと加速させまし

て、まさに宮崎の教育の標準装備になってほし

いなと、このような思いであります。最後に、

先生方に対する私の思いでありますが、人は理

想や情熱を失ったときに老いると言われており

ます。教育は感動を失ったときに老いると思い

ます。先生方には、それぞれ専門的な資質、能

力を高めることはもちろんでありますけれど

も、一人の人間として、豊かな感性や情熱を

持って、日々接する子供たちの心に火をつけ

て、一生燃え続けるような、そのような感動を

与え続ける存在であってほしいと、このように

思っております。以上です。

○外山 衛議員 ありがとうございました。た

またまきょうは春休みで上に来ておりますの

で、ありがとうございました。

最後に、知事にちょっと申し上げます。前知

事が異色といいますか、特異な人でありました

ため、何かと煩わしいこともあろうかと思いま

すが、気にすることなく自然体でおられたらい

いと。時にあいさつ等で、前知事を引き合いに

出して、自虐的な発言をされることがあります

けれども、受けねらいであるとしても、今後は

やめられることをお勧めします。あなたはあな

たですから、必要ないと思います。リーダー

シップとは、決断する勇気、責任をとる覚悟で

あると思います。瓦れき処理の問題しかりであ

ります。腹を据えて、口舌の徒となることな

く、県政に取り組んでいただきたいと思いま

す。以上で質問を終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 寂しくなり

ますが、一般質問を始めさせていただきます。

私のほうにも、本日は、地元児湯郡からたくさ

んの傍聴者に来ていただいております。ありが

とうございます。そして、きょう実は、私の

妻、そして母、父も傍聴に来てくれました。特

に父は、私、議員活動12年になりますが、初め

て傍聴に来てくれました。私以上に緊張してい

るのではないかと思いますが、しっかりやりま

す。そして、まだ姿を見ることはできないので

すが、妻のお腹の中に宿った小さな命にも、私

の宮崎に対する熱い思いが届きますように、心

を込めた一般質問をさせていただきます。

（「おめでとう」と呼ぶ者あり）ありがとうご

ざいます。それでは、通告しておりました項目

について順次質問してまいります。前の方と重

複するところもありますが、物おじすることな

く、そのまま突き進みます。

まず、東南アジア戦略の実績と展望について

であります。

知事におかれましては、昨年、「オールみや

ざき営業チーム」とともに東アジアを訪問さ

れ、本県経済の発展と世界に開かれた宮崎を目

指すため、トップセールスを行われてきまし

た。経済成長著しい東アジアの市場をこじあけ

ていくべく、率先して足を運ばれたことは、大

いに評価するものであり、現地の勢いをじかに

肌で感じられたからこそ見えてきたこれからの

宮崎の課題、そして導いていく方向などが、今
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までに増して明確になられたことと思います。

私も西村議員とともに、知事が訪問された東ア

ジアの各都市を回り、知事が残された足跡にど

んな花が咲いているのかを探してきました。残

念ながら、まだ大輪の花を見つけるには至りま

せんでした。しかし、知事が種をまかれてきた

ことは間違いなく、「オールみやざき営業チー

ム」の活動は、香港マスメディアでも大きく取

り上げられ、宮崎が県を挙げて乗り込んできた

と、そのような内容の報道がされたようです。

そこで、ここからの二の矢、三の矢が大切で

す。それをどう撃っていくのか、そして東南ア

ジア戦略をいかに展開させていくのか、台湾・

香港・マカオ訪問の実績も含めながら、知事に

答弁いただきたいと思います。

以下の質問につきましては、質問者席から行

います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

昨年の東アジア訪問についてであります。台

湾・香港・マカオへの訪問につきましては、相

互交流の進展・拡大などを目指し、「オールみ

やざき営業チーム」としまして、交通、観光誘

客、ブランド、畜産の各分野の民間も行政も一

体となって、政府関係機関や企業などに対しま

して、宮崎を強力にアピールしてきたところで

あります。活気あふれる東アジアの各地で、直

接関係者の方々と意見交換をする中で、好意的

な対応や歓迎を受けました。また、大変親日的

な地域でもあります。今後につながる建設的な

提案を現地の旅行会社の社長さんからいただく

─「宮崎のグルメを初め、もっともっといい

ところを生かしてはどうですか」という提案を

いただいたところでございまして、各分野にお

ける可能性につきまして、大きな手ごたえを感

じたところでございます。こうしたトップセー

ルス、また、さまざまな県会議員の皆様の交流

等を通じまして、人脈をつくっていく、それか

らパイプを太くしていく、これは大変重要な取

り組みだろうというふうに考えております。一

方で、民間における双方向の幅広い交流の促進

や、近隣各県との連携推進、あるいはＰＲ表現

の創意工夫など、さらに積極的に推進していく

べき点、また考えていくべき点、見直していく

べき点というものを認識したところでございま

す。特に、南九州としての連携というのは、お

互いのセールスポイントというものが、例えば

畜産であり、温泉であり、温暖な自然環境であ

りということで、共通する部分も多くございま

す。宮崎だけで単独で勝負するというよりも、

連携して、南九州、さらには九州全体としてア

ピール力を強めていく、その中で宮崎としての

魅力というのも差別化を図っていく、そういう

戦略というのも大変重要だろうかというふうに

考えております。県では、近々、東アジア経済

交流戦略というものを立てまして、しっかりと

した方針のもとに、東アジアに向けてしっかり

とした足場を築いていく取り組みを進めてまい

りたいというふうに考えております。これらの

地域とのビジネスチャンスの拡大、人・物の交

流を促進することによりまして、これを本県の

成長に結びつけていきたいというふうに考えて

おりますし、本県の認知度の向上、ブランドの

価値を高め、さらに「オールみやざき」という

観点に立って、総合的な情報発信や販売促進活

動に努め、東アジアの成長と活力というものを

本県に取り込んでまいりたいと考えておるとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○図師博規議員 積極果敢に今後も東南アジア

戦略を進めていくという気概が示されたと受け
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取りました。

それでは、続いて、香港において、福岡県事

務所でレクチャーを受けてきました。その内容

は、福岡県は1964年から香港に事務所を開設さ

れており、今まさにインドネシアからインドへ

の進出のための足がかりを着々と固められてお

ります。さらに福岡市とも連携し、東南アジア

だけでも６カ国７都市と姉妹・友好都市締結を

成立されており、人・物の流れに太いパイプを

築かれています。輸出に関しては、県とＪＡが

共同出資して、株式会社福岡農産物通商を立ち

上げられ、国内へのギフト商品販売はもちろん

ですが、昨年だけでも香港のバイヤーに1,000品

目以上もの農産物及び加工品を売り込んでいま

す。さらに、香港直行便も１日２往復飛ばされ

ています。もっと驚かされたことに、国際機関

とも連動して、ベトナムのハノイにおいては、

環境関連事業、正確には下水処理に関する技術

協力から工事の請負までを行い、福岡県の建設

業者が現地の公共工事を施工しているという実

態まで説明をいただきました。

私はこれらの説明を聞きながら、焦燥感とい

いますか、怒りにも似た感情がわいてきまし

た。何でこんなに福岡と宮崎に差があるのか

と。ただ、これを人口規模や財政規模のせいに

したのでは何も始まりません。そこをぐっとこ

らえて、私は福岡の職員の方に、「これから東

南アジアで販路を拡大していく上では何が重要

か、どう取り組んだらいいですか」と教えを請

いました。すると、その一つに、商標登録の必

要性を教えられました。

お手元の資料をごらんください。これは間違

い探しをするための資料ではありません。見て

わかられるとおり、これは福岡県八女の特産で

ある「あまおう」のイチゴが４パック入る箱で

す。どれが本物がわかりますでしょうか。一番

下が本物ですね。さらに下の写真ですが、これ

はどちらが本物か。これは上のほうが本物の箱

であります。よくよく見るとばかげたデザイン

で、ちょっと確認すれば日本人ならすぐ見分け

がつきますが、実際これを購入するのは香港の

方々です。それも香港そごうというデパート

で120香港ドルで売られているこの「あまおう」

が、そのそごう周辺の出店でにせものが堂々

と12香港ドル、つまり10分の１程度で売られて

いたそうです。

２～３年前から農産物や加工品のにせものが

急激に流通するようになったため、福岡県事務

所では、県産ブランド品はもちろんのこと、福

岡から輸出される民間業者の商品名やロゴマー

クの商標登録をサポートしているとのことでし

た。もう皆さんも御承知のとおり、東南アジア

における商標登録の問題は、米のコシヒカリや

「ひとめぼれ」に端を発し、松阪牛について

は、商標登録を持っている中国人が松阪市に対

し、10億円でその権利を買うように迫ってきた

ということもありますし、お隣の鹿児島県で

は、中国の小売店の名称で「鹿・児・島」とい

う漢字がそのまま商標登録申請されて、これに

鹿児島が慌てて異議申し立てをしましたとこ

ろ、このたび、ようやくそれが認められたとい

うことがニュースになりました。鹿児島県は、

即座に、中国など５カ国でにせものの横行を防

ぐために、かごしまブランドである「さつま地

鶏」の名称やマーク、「かごしま黒豚証明書」

などの商標登録申請をされました。が、それで

も、その審査結果が出るまでには半年から３年

はかかるそうです。本県も宮崎牛を足がかり

に、みやざきブランドを販路拡大していく上

で、東南アジア、特に中国との関係、その商標
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登録の手続は不可欠だと思われますが、この件

に関しまして、商工観光労働部長の所見をお伺

いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中国にお

ける商標登録につきましては、県の上海事務所

におきまして、中国政府のホームページを日常

的にチェックし、県内企業等に対して、商標の

申請や登録の状況等について、速やかに情報提

供を行う体制をとっておりますが、既に一部の

加工食品では─これは本県の焼酎メーカーさ

んが中心になりますが─本県の企業も商標登

録を行っているところであります。また、宮崎

牛につきましては、今後も本県の重要な輸出品

目でありますことから、ＪＡ宮崎経済連におい

て、現在、中国における商標登録出願を検討中

であると伺っております。県といたしまして

は、みやざきブランドの農産品を初め、県産品

の輸出促進は、重要な課題であると認識してお

りまして、引き続き、商標登録の重要性につい

て、セミナー開催や相談業務などを通じて、輸

出事業者への啓発や情報提供、助言を行うな

ど、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

○図師博規議員 慎重かつ速やかに、この手続

が進んでいくことを期待いたします。

それでは次に、香港におきまして、旅行雑誌

を発刊されている出版社を訪問し、宮崎への誘

客に関する意見交換を行ってまいりました。香

港からの訪日旅行者数は、既に年間50万人を超

えており、対前年度比13％以上の伸びを示して

います。一方、宮崎への旅行者数は減少傾向甚

だしく、平成10年のピーク時には８万人以上も

の方々に来県いただきましたが、平成21年につ

きましては、2,600人余りにまで落ち込んでし

まっています。その中で、今後、効果的な誘客

事業を打っていくために、幾つかのヒントを持

ち帰ってまいりました。先ほど知事も申されま

したが、まず、香港からの誘客キーワードとし

て、温泉、グルメ、そして伝統行事への参加、

さらには結婚旅行ということが挙げられまし

た。ＧＤＰ７％の成長を続ける香港では、風光

明媚な海外で結婚式を挙げることがブームに

なっています。家族、親族も引き連れた、旅行

も兼ねての海外挙式が増加しており、訪問した

出版社でも日本結婚特集号というのを組まれ、

そこでは沖縄と北海道と岡山県が取り上げられ

ていました。本県は入っていません。そこで、

今後、40年前に新婚旅行ブームで沸いた本県に

再び、香港、中国から結婚旅行者を呼び込むた

めの仕掛けが必要ですし、何より本県には、他

県に勝るとも劣らないきれいなオーシャンビ

ューなどに囲まれた式場を抱える施設がたくさ

んあります。そこで、今後、どのような香港、

中国からの誘客対策を図っていくお考えがある

のか、恋旅を成功させております商工観光労働

部長にお伺いしたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 東アジア

からの観光誘客対策につきましては、県といた

しましては、韓国、台湾、中国、香港の市場を

中心に、知事のトップセールス等による本県の

知名度向上や、旅行会社や航空会社が行う旅行

商品の企画・造成支援などに取り組んでおりま

す。また、九州観光推進機構を中心とした九州

全体のプロモーションや、南九州エリアなどの

県境を越えた広域連携による誘客に取り組んで

いるところであります。中でも、本県と同様に

台湾との定期便の就航が予定されております鹿

児島県とは、広域観光の視点から、台湾での商

談会をこれまでも共同で開催するなど、連携を

強化し、南九州周遊ルートのセールスを行って
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いるところであります。なお、議員から結婚旅

行という貴重な御提言をいただいたところでご

ざいますが、本県では、宮崎恋旅プロジェクト

に代表されるように、恋や愛にちなんだスポッ

トが豊富にあり、また、現地の旅行会社等から

もアドバイスをいただいておりますことから、

今後、課題となる結婚式や新婚旅行の受け入れ

体制の整備について関係者と協議を行い、現地

旅行会社へのプロモーションを図っていきたい

と考えております。

○図師博規議員 現地の旅行会社との接触もさ

れているということです。この商品化をぜひぜ

ひ進めていただきたいと思います。

それでは次に、県道整備と安全性の確保につ

いてお伺いしていきます。

県当局におかれましては、限られた財源の中

で、効果的なインフラ整備を進めていただいて

いることには、敬意を表するところでありま

す。しかし、ともすれば自動車優先となりがち

なインフラ整備を、住民目線、地域目線での整

備・改良につなげていくために、地元児湯郡の

例を取り上げながら質問してまいります。お手

元の資料をごらんください。裏面になります。

これは県道高鍋美々津線で、都農町都南橋の写

真です。この高鍋美々津線は、国道10号の東バ

イパス的役割を果たしており、近年の改良のお

かげで交通量が増大しております。しかし、都

南橋は、欄干のかさ上げ工事が施工されたこと

により、歩道部分が20センチしかなくなり、車

両が通行する際、歩行者は欄干の基礎工事部分

に上がって避難するというのが日常的になって

います。特にこの路線は、学校指定の通学路と

なっていることから、児童生徒が朝夕行き来

し、車にはねられる恐怖と橋から落ちてしまう

恐怖の間を綱渡りしながら、命がけで通学して

いると言っても過言ではありません。保護者の

方々が交通安全活動をされ、余りにも危険度が

高いということで、都農町のほうにその援助を

申し出たところ、都農町はこのたび、都南橋周

辺の児童を乗せ、橋を渡るところまで送迎して

いただくという対応をしてくれております。こ

れは全く心苦しいことではないでしょうか。こ

のように、県道や橋梁の整備・改良が行われつ

つも、安全性や地域目線が欠落していたので

は、整備効果が台なしになるばかりか、重大事

故の起因にもなりかねません。そこで、県内の

歩道整備に関して、未整備箇所がどれほどある

のか、また総延長と整備状況等を県土整備部長

にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県が管理しま

す道路のうち、交通安全施設等整備事業の推進

に関する法律に基づく通学路として、720キロ

メートルが指定されており、このうち歩道の整

備率は69％で、225キロメートルが未整備区間と

して残されております。また、通学路における

歩道の年平均整備延長につきましては、交通安

全施設等整備事業や道路改良事業などによる整

備を合わせまして、平成21年度から23年度の平

均で約6.7キロメートルとなっております。な

お、本年度の交通安全施設等整備事業では、

約22億円の予算で、宮崎高鍋線毛作坂地区や木

城高鍋線青木地区など、26カ所の整備を進めて

おります。

○図師博規議員 未整備地区の総延長225キロ

で、年平均6.7キロの整備ということで、単純計

算しましても、30年以上その整備にはまだかか

るわけで、今、部長から弁いただきました交通

安全施設等整備事業の推進に関する法律に該当

しない、学校が指定する通学路というのは、今

の数字よりもはるかにまだ長い距離が残されて
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いるわけであります。さらに、都農町の都南橋

もそうですが、新富町の一ツ瀬橋のように、歩

道部分がないに等しい橋梁も数多く県内にはま

だ見受けられます。繰り返しになりますが、限

られた財源の中で、地域の声をしっかりととら

えた整備・改良につながるよう、計画の見直し

を含め、安心・安全な暮らしを確保する道づく

りを進めていただきたいと思います。

それでは、次に移ります。自殺対策について

伺ってまいります。

まず、自殺対策についてでありますが、県が

どのような対策を打っているのか、それらの事

業に関する普及啓発活動はどのように取り組ま

れたのかを、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 自殺対策を推

進するためには、自殺対策やうつ病等の精神疾

患に対する正しい認識の普及を図ることが不可

欠でございます。このため、県では、市町村や

民間団体等と連携を図りながら普及啓発に取り

組んでおりまして、９月の自殺予防週間や３月

の自殺対策強化月間を中心に、テレビＣＭや街

頭キャンペーン、県民フォーラムなどを実施い

たしまして、自殺対策等に関する正しい知識の

普及に努めているところでございます。また、

自殺予防のためには、悩みを抱える人に相談窓

口の存在を知ってもらうことが大切でございま

すので、相談窓口を取りまとめた「こころの電

話帳」の全世帯への配布や、街頭キャンペーン

等において自殺防止電話を案内するカード等の

配布を行うとともに、自殺対策専用のホーム

ページであります「みやざきこころ青Ｔねっ

と」を開設するなど、その周知に努めていると

ころであります。

○図師博規議員 私も精神保健福祉士として、

今まで、電話相談も含めて、自殺の相談対応に

当たらせてもらってきました。相談をされる

方々には、職場や家庭などの過度なストレス環

境の中で、生きがいを失い、自虐的になり、わ

らをもつかむ精神状態で何とか電話をかけてこ

られ、電話先で泣き崩れてしまう方も少なくあ

りません。直接カウンセリングするときに比べ

て視覚的な情報が少ないため、１本１本の電話

に細心の注意を払って対応いたします。自殺対

策電話相談事業「ライフネット宮崎」は、看護

協会、臨床心理士会、精神保健福祉士会が連携

して電話相談を受けているものですし、また、

ＮＰＯの宮崎自殺防止センターもその対応に当

たっていただいております。そこで、この電話

相談の実績についてはどうなっているのでしょ

うか、福祉保健部長、お答えください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 相談実績につ

いては、ただいま議員がおっしゃいましたＮＰ

Ｏ法人が運営いたします宮崎自殺防止センター

が、平成22年度において、一月当たり約150件の

相談を受けております。また、県の「ライフ

ネット宮崎」では、昨年３月途中からの開設で

はありますが、直近では、一月当たり約60件の

相談を受け付けており、その相談内容といたし

ましては、健康問題と経済・生活問題が半数を

占めております。自殺防止電話は、御指摘のと

おり、直接的に自殺を防ぐ観点から重要な役割

を果たしており、一層の周知を図ってまいりた

いというふうに考えております。

○図師博規議員 ぜひその周知を徹底していた

だきたいですね。関係者がその対応に当たると

きに、１日１本も電話がかかってこないという

日もあると聞きます。それではなくて、やっぱ

り多くの方にこの事業内容を知っていただき、

対応に当たるそれぞれの団体、担当者は、１本
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でも１件でも、多くの方々、県民の命に寄り

添っていきたいという気持ちが強くあります。

ぜひぜひ、さらなる事業の推進を行っていただ

きたいと思います。また、この電話相談事業

は、現在、聞くこと、傾聴することに重きが置

かれまして、もし相談者に医学的介入が必要な

場合、即座に医療機関につなげなきゃいけない

場合でも、そこまで、聞くまでで業務が終わっ

てしまうということもあります。今後、来年度

もこの事業が続けられるようですので、関係団

体と、もう一度話し合いの場を持っていただい

て、そういう医学的な、医療的な介入が必要な

ケースに対してどう対応したらいいのかなど

の、もう一歩踏み込んだ形の事業展開を検討し

ていただきたいと思います。

それでは次に、県民及び県職員へのメンタル

ヘルスサポートについてお伺いいたします。先

日、ある自治体の職員が、大量の睡眠薬と向精

神薬を服用され、自殺されました。その方は、

仕事以外でも地元のミュージカルに参加される

など、活発な活動をされる若者でした。まじめ

で仕事もできたことから、上司や同僚から頼ま

れごとが多く、仕事量もふえ続け、うつ病を発

症する前の２カ月は、勤務時間のうち時間外勤

務が100時間を超え続けていたということです。

業務と自殺の因果関係が明らかであったことか

ら、この方には公務災害の認定が出されまし

た。このような痛ましい出来事を起こさないた

めにも、県職員のメンタルヘルス管理は重要な

ことであります。それで、県におかれまして

は、月100時間を超えるような時間外勤務をして

いる職員がどの程度いらっしゃるのか、総務部

長にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 知事部局におきま

して、月100時間を超えて時間外勤務をした職員

は、平成23年度、今年の１月末時点での数字に

なりますが、延べ52名であります。なお、所属

長は、職員に月80時間を超える時間外勤務を行

わせた場合は、疲労蓄積あるいは健康上の不安

の有無を確認の上、健康管理医による面接指導

を勧めることとしております。

○図師博規議員 この時間外勤務というのは、

過重労働をはかる一つの物差しに過ぎないわけ

でありますが、自治体は、雇用者、公務員に対

して、その方の心身の健康を損なうことがない

よう注意すべき安全配慮義務があります。以前

にも私はこの職員のメンタルヘルス管理につい

て取り上げたことがありますが、現在、自治体

がしなくてはいけない安全配慮体制がどれほど

とられておって、実績をどのように上げてい

らっしゃるのか、再度、総務部長にお伺いしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 知事部局の職員に

対するメンタルヘルス相談体制につきまして

は、精神科医１名あるいは臨床心理士２名を配

置して、職員健康プラザで月に３回の相談を実

施しているほか、保健師や今年度から新たに配

置いたしました復職コーディネーターも、職員

あるいはその上司などからの相談に対応してい

るところであります。また、地方職員共済組合

宮崎県支部におきましても、県内の７医療機

関、それから２つのカウンセリング機関に相談

業務を委託しまして、精神疾患を早期に発見

し、治療に結びつけるための相談体制を整えて

おります。具体的な相談実績でありますが、平

成23年度、ことし１月末時点でということで、

職員など33名から143件の相談件数となっており

ます。

○図師博規議員 やはりそれ相当の数の相談が

寄せられていることがよくわかりました。た
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だ、その実績、体制としては拡充されているこ

とも示されましたので、さらなるケアをよろし

くお願いいたします。

それでは次は、県民のメンタルヘルスサポー

トについてお伺いいたします。現在、国会で

は、労働安全衛生法の一部を改正する法律案の

審議が行われており、この法案が成立すれば、

事業主は労働者に対し、医師または保健師によ

る精神的健康の状況を把握するための検査を、

健康診断時などで受けさせることが義務づけら

れることとなり、また、労働者にも受診の義務

が課せられます。それでは、自営業者なりの

方々がどのようなメンタルヘルスサポートが受

けられるのか調べてみましたところ、特段それ

が事業化されているものはありませんでした。

そこで、今後、県主導で、市町村が実施する特

定健診や特定保健指導のときなどに、うつ病の

スケールテストやカウンセリングが受けられる

ような体制整備をしていくなど、さらに自殺対

策としてきめ細やかな展開が必要だと考えます

が、福祉保健部長、見解を教えてください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、市町

村等の地域における自殺対策の一環といたしま

して、これまでＮＰＯ等が行う相談窓口やサロ

ンの開設・運営、見守り活動などを支援してき

たところでございます。このような中から、身

近な人の悩みや心身の不調に、早い段階で気づ

くための活動といたしまして、西諸地域の「１

日30人と話そう会」など、地域のきずなに着目

した取り組みが見られるようになってまいりま

した。県では、このような活動が他の地域にも

広がりますように、平成24年度から、新たに市

町村や民間団体が取り組みます「地域の絆づく

り」を支援することとしております。今御質問

がありました、市町村の特定健診時におけるカ

ウンセリング等につきましては、市町村の実施

体制など、課題があるものというふうに考えて

おります。自殺対策をより一層推進していくた

めには、地域の実情を十分に把握した上で、総

合的な対策に継続的に取り組む必要があります

ことから、今後とも、市町村等と連携を図りな

がら、きめ細やかな支援を積極的に進めてまい

りたいと考えております。

○図師博規議員 市町村並びに民間団体との密

な、そしてきめ細やかな連携をさらに期待いた

します。

それでは、次の質問に移ります。「図師はま

た福祉の質問か」と言われるかもしれません

が、現場に足を運んで聞こえてきた高齢者や職

員の方々の悲鳴にも似た声を代弁して、混迷し

ていく高齢者福祉サービスに強く警鐘を鳴らす

ために質問をさせていただきます。まず、増加

し続ける高齢者施設、特に有料老人ホームにつ

いてでありますが、その状況はまさに乱立とい

う表現が当てはまる状況となっています。一

方、県は、市町村の高齢者福祉ニーズを累積

し、それぞれの地域でどの程度の施設整備が適

当であるかを示す宮崎県高齢者保健福祉計画を

策定しています。これによりますと、今年度ま

でに県全体で１万2,190床の施設型サービスを整

備することになっています。このほかに、デイ

ケアやグループホームのように、住みなれた地

域に近い場所で介護サービスを受けることので

きる地域密着型サービスがあります。しかし、

この地域密着型サービスの整備が遅々として進

まない中、介護保険適用外の施設であります有

料老人ホームが、昨年９月の段階で15 5施

設4,834床であったものが、ことし２月には177

施設5,286床となっており、たった５カ月間で22

施設452床も増加しています。地域密着型サービ
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スの地域間格差は甚だしく、地域で暮らし続け

たくとも選択肢のない高齢者とその家族は、利

用料負担が割高になるとは知りながらも、介護

保険のきかない施設へ入所せざるを得ないとい

う状況があります。高齢者ニーズと地域性を把

握して、３年ごとに見直しが行われ、均衡ある

福祉サービスを構築した上で、住みなれた地域

で暮らし続けてもらうための指標となるべき高

齢者保健福祉計画が、現在は市町村から上がっ

てくる数字を足し算するだけのものになってい

ます。県民ニーズと乖離し続ける福祉の現場を

どうとらえ、また、高齢者保健福祉計画にのっ

とっていない有料老人ホームの整備、位置づ

け、乱立の状況について、どのような見解をお

持ちなのか、福祉保健部長にお伺いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 高齢者のニー

ズにつきましては、保険者である各市町村が、

日常生活圏ごとにニーズ調査を十分行った上

で、必要となる介護サービス量を見込んでお

り、県は、各市町村との意見交換を通じまし

て、その見込みを踏まえて、高齢者保健福祉計

画を策定しているところでございます。また、

本県の有料老人ホーム数は、御指摘ございまし

たとおり、大きく増加している状況にあります

が、特別養護老人ホーム等の介護保険施設とあ

わせて、要介護者の生活の場の一つとして、重

要な役割を果たしているところでございます。

そのため、高齢者保健福祉計画では、有料老人

ホームのうち介護つきのものは、特定施設入居

者生活介護として必要量等を計上しており、ま

た、住宅型のものは、在宅の方の場合と同様、

居宅サービスを受けることとなりますので、こ

の分を含めて、訪問介護、通所介護など、居宅

サービスの必要量の見込みのところで計上して

おりまして、大きな伸びを見込んでいるところ

であります。なお、今回の計画の策定に当たり

まして、有料老人ホームの運営等に関しては、

県の「有料老人ホーム設置運営指導指針」等に

基づきまして、必要な助言・指導等を行い、入

居者の安全・安心な生活が維持できるよう支援

していくことを明記したところでございます。

○図師博規議員 有料老人ホームにおいて、住

宅型のものは、居宅サービスを受けていること

と同じになりますと、さらりと答弁されます

が、有料老人ホームと自宅で受けているヘル

パーさんの介護が、同じところでくくられてい

くというのは、私は非常に違和感を感じるんで

すね。多分この時間内では、共通認識を持つと

いうことは到底できませんので、次の質問に参

ります。それでは、急激な高齢者施設の増加に

比例して、福祉分野の求人も増加することは当

然のことですが、その求人数がどの程度増加し

ているか、その実態をつかまれているのか、平

成21年度及び22年度の新規求人数を示してくだ

さい。福祉保健部長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎県福祉人

材センターが行っております福祉人材無料職業

紹介事業における新規求人数でございますが、

平成21年度が1,097人、平成22年度が1,744人と

なっております。

○図師博規議員 今、示していただきました。

前年度比で1.5倍以上も求人は伸びているわけで

すね。そりゃそうです。それだけ施設がふえて

いますから。それでは、その求人に対して、求

職者数、仕事につきたいと思っている方々はど

れぐらい伸びているんでしょうか。福祉保健部

長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 同じく宮崎県

福祉人材センターで行っております福祉人材無

料職業紹介事業における新規求職者数、まず数
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でございますが、平成21年度が1,043人、平成22

年度が860人でございます。伸びということでご

ざいますけれども、17.5％減少となっておると

ころでございます。

○図師博規議員 そのとおりなんです。減って

いるんです。もう一歩踏み込みます。求人は爆

発的に伸びているにもかかわらず、求職者は

減っている。それでは、その求職者が実際に採

用された人数を教えてください。福祉保健部

長。

○福祉保健部長（土持正弘君） 同じく福祉人

材無料職業紹介事業における就職者数でござい

ますが、平成21年度が114人、平成22年度が120

人となっております。また、その福祉人材セン

ターでは、ハローワークと共同で就職面談会を

開催しておりますが、その就職者数は、平成21

年度が16人、平成22年度が29人となっておりま

す。

○図師博規議員 ハローワークとの数字も足し

合わせていただいた答弁でしたが、新規求人数

に対して10分の１以下の150人足らずしか就職に

つながっていないという、これは驚きを通り過

ぎて愕然としてしまいます。もちろんこの数字

にあらわれない就職者も中にはいらっしゃると

思いますが、余りにもマッチングがうまくいっ

ていないということが如実に示されました。地

域の高齢者施設に行くと、まず投げかけられる

のは、「介護職員を募集しても人が集まりませ

ん」とか、「やっと採用したら別の施設に引き

抜かれてしまい、残る職員が疲れ切ってしまっ

ています」など切実な声です。ある自治体で

は、公募して設置することが決まっていたグ

ループホーム２カ所に、職員が集まらないとい

うことで、開設期日を延期することも検討して

いるところがあったり、先日は別の特別養護老

人ホームを訪問したところ、やはり求人を出し

ても応募がないがゆえに、ヘルパー免許を持た

ない方でもいいから、とにかく紹介してもらえ

ないかという依頼を受けました。しばらくして

現状を確認しましたところ、この春卒業する普

通科の高校生２名を採用することになったとい

うことでした。高校新卒者の就職につながった

ことは喜ばしいことかもしれませんが、介護と

いう専門職、その戦力が安定的になっていって

くれるには、どれぐらいの時間がかかるんだろ

うという不安も抱いたところです。このよう

に、現在、県内の高齢者施設では、人材不足が

ゆえにヘルパー２級の資格も持たない方々を採

用しながらも、それでも介護職員が足りず、よ

うやく有資格者を雇用できたとしても、すぐに

ヘッドハンティングをされ、それまで築いてき

た高齢者との信頼関係の芽が次々に摘み取られ

ているというような現状があります。人材不足

が原因で、現任者の過重労働につながり、低賃

金と相まって、福祉職に従事される方々の心身

の疲労は日に日に大きくなっています。このよ

うな現状では、良質なサービス提供につながる

ことは全く期待できませんし、ストレスや疲れ

が原因で、介護事故や虐待が増加していくこと

は容易に想像できます。けさも、朝から別の県

の特別養護老人ホームの虐待の映像が出ており

ました。あれは他人事じゃないんです。そこ

で、これらの現状を改善するにつながるであろ

う、県が行われています福祉・介護人材確保特

別対策事業が平成21年から展開されています

が、この実績について、福祉保健部長、お答え

ください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉・介護人

材確保特別対策事業につきましては、職場体験

事業など７つの事業を実施しており、これら事



- 254 -

平成24年３月６日(火)

業の一つである進路選択学生等支援事業におき

まして、養成施設が配置した専門員が高校等を

訪問いたしまして、福祉・介護の仕事について

紹介する活動などに対して支援を行っておりま

す。この事業実施の成果といたしまして、県内

の介護福祉士養成施設の入学状況について見る

と、平成21年４月の定員充足率は61％でありま

したが、平成22年４月は100％、平成23年４月

は83.9％となっており、これら専門施設の出口

といいますか、就職状況も９割以上が確保され

ているという状況でございます。なお、先ほど

お答えしました就職者数は、あくまで福祉人材

センターにおいて把握されているものでござい

まして、ハローワークの紹介事業により就職さ

れる方は、もちろん、議員もおっしゃいました

ように相当数といいますか─これは介護職だ

けのデータではありませんで、福祉関連職とし

て統計をとられておりますが─4,000名以上お

られるというのが実態でございます。

○図師博規議員 わかりました。とにかく人材

確保をしていくということが喫緊の課題である

ことは間違いないんですが、今述べられました

福祉・介護人材確保特別対策事業、この事業が

今年度いっぱいということもお聞きしておりま

す。この事業にかわるようなほかの事業を何か

考えられているのか、また、そのほかの事業で

どう対応していくのか、福祉保健部長、お答え

ください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉・介護人

材確保特別対策事業につきましては、御指摘の

とおり、今年度で終了いたしますが、福祉人材

センターにおいて、無料職業紹介事業や合同面

接会、社会福祉施設体験学習会、訪問相談等の

各種事業を実施してまいりたいというふうに考

えております。さらに、高校生等の若年層に対

しましては、福祉・介護職の魅力を伝えるため

のガイドブック作成や、ホームページによる広

報等に力を入れるなど、引き続き人材の確保を

図ってまいりたいと考えております。

○図師博規議員 さらなる拡充を期待するとこ

ろであります。今回、この質問を練り上げてい

く際に、いろいろ質問を投げかけたかったんで

すが、答弁を求めることができない事柄がたく

さんありました。例えば、潜在的にヘルパー有

資格者の数がどれくらい県内にいるのか、また

有料老人ホームにおいて有資格者がどれほど配

置されているのか、また、この有料老人ホーム

が、特別養護老人ホームのような管理体制、特

に施設長が有資格者であるのかどうなのか、そ

のあたりの把握ができていますかということを

問うたところ、すべて「把握できておりませ

ん」と、その時点で明確な答弁をいただきまし

た。これでは、今後、どこに力点を置いた人材

確保をすればいいのか、どのようなアプローチ

をすればいいのか、また、県として、今後、高

齢者福祉サービスの質を向上させるために、ど

のような、どこに適切な指導を入れていけばい

いのか、そのあたりが果たしてできるのかとい

う不安も募りました。知事は９月の一般質問答

弁の中で、「今後、各種介護基盤の整備や福祉

に携わる人材の育成・確保に引き続き取り組

み、安心して心豊かに暮らせる福祉政策に取り

組む」と、県民に約束していただきました。そ

れでは、今まで質問をしてまいりましたが、そ

の内容を踏まえ、人材確保策を含めた福祉の現

場に光が差すような知事の答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘だと

いうことで、今、拝聴しておったところでござ

います。これから本県が「健康長寿社会づく

り」を目指すには、やはり福祉人材の確保とい
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うのは大変重要な課題でありまして、本県でも

高齢者保健福祉計画におきまして、こうした福

祉サービスの中核を担う介護福祉士、それから

社会福祉士、職種ごとにその養成の基本的な方

向性を定めて、さまざまな研修などに取り組ん

でおるところでございます。そういった人材養

成の仕組み、取り組みというのは進めてきまし

て、一定の資格を持った方はいらっしゃるわけ

です。ただ、御指摘がありましたように、問題

は、増大する福祉サービスのニーズに対応して

施設もふえていく、そのときに求人もふえてい

く、そこに求人、求職がマッチングしていない

というところかと思います。せっかく有資格者

がいらっしゃりながら、現場でその福祉を担う

力になっていない、その現実があるということ

でございます。今後とも、ハローワークとも連

携しながら、そのマッチングというものをしっ

かりと進めていく必要がございますし、国にお

きましても、介護職種の改善のためのいろんな

資金も提供していただいたところですが、なか

なか現場での十分な活用がなされていないとい

うところもございます。そういった制度も含め

た見直しについて、国に対してどのような要望

をしていく必要があるのか、それから、県とし

てどのようなことが今後できるのかというの

も、しっかりこの現場の実情も踏まえながら今

後とも考え、また取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。

○図師博規議員 ぜひぜひ、知事がまた先頭に

立って、その事業に乗り込んでいっていただき

たいと思いますし、今回、質問には取り上げて

おりませんが、今、国が推奨しております東南

アジアからの人材確保、特に介護・看護の部分

への人材確保という事業も本県は皆無です。こ

のあたりも今後、重要な選択肢の一つになろう

かと思われますので、当局におかれましては、

十分な情報収集をしていただきたいと思いま

す。

それでは、以上をもちまして、一般質問を終

わらせていただきます。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時44分散会
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◎ 一般質問

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員37名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、後

藤哲朗議員。

○後藤哲朗議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。後藤哲朗でございます。

傍聴席を見ますと、昨日と打って変わって閑

古鳥が鳴いておりますが、その中にウグイスみ

たいな家内が来ておりますので、二人三脚で頑

張らせていただきます。

なお、しばらくはこちらより質問をさせてい

ただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

知事におかれましては、二元代表制のもと、

持ち前の誠実さと行動力と先見力で、県民の安

全と福祉向上、そして所得向上にリーダーシッ

プを発揮していただきますよう、よろしくお願

い申し上げます。

さて、平成24年度当初予算では、厳しい財政

状況の中、地域経済の活性化を喫緊の課題とし

てとらえ、経済活性化対策「みやざき元気プロ

ジェクト2012」の中で、「緊急的な経済・雇用

の下支え」「公共事業等の適切な実施」等を掲

げております。疲弊した経済を何とかしよう、

何とかしないといけないという願い、思いが伝

わってくる予算編成であり、評価したいと思い

ます。

ところで、知事は、「対話と協働のもと、県

民総力戦を展開し、本県の再生・復興に手応え

が感じられる「光」を取り戻す年にしたい」と

所信を述べられました。また、地域経済循環シ

ステムを構築するため、行政、民間、県民等が

連携・協働して、地産地消県民運動、100万泊県

民運動、中山間地域をみんなで支える県民運動

などを展開されると述べておられます。この県

民運動が実を結べば非常に大きな効果が期待で

きますが、真の取り組みに至るまでに持ってい

くのはなかなか困難だと思います。県民一人一

人がみずからの課題として受けとめ、主体的に

活動を展開するところまで行って初めて、県民

の総力を集結した取り組みと言えるのではない

でしょうか。そこで、さまざまな地域の課題に

対して、どのようにしてみずからの課題として

受けとめていただくのか。どのように活動、実

践していただくのか。具体的な取り組みの展開

について、知事に御所見をお伺いいたします。

次に、記紀編さん1300年記念事業について、

２点お尋ねいたします。

「神話のふるさと みやざき温故知新ものが

たり」をコンセプトに、県を挙げて記紀編さ

ん1300年記念事業を展開するため、事業推進協

議会を設立されました。協議会では外山議長が

顧問に就任され、県議会も構成団体の一員と

なっております。費用対効果等でチェック機能

を発揮できるのか、責任を担ったものとプレッ

シャーを感じております。

さて、世界的な歴史学者として知られるアー

ノルド・トインビーは、「12～13歳くらいまで

に民族の神話を学ばなかった民族は、例外なく

滅んでいる」と述べています。終戦以降、民族

の神話を教えなくなった日本にとって、この指

摘は民族の滅亡を予言する恐ろしいものであり

ます。また、「戦後、連合国は、財閥や軍を解

体したばかりか、日本人と神道の関係を断ち切

り、建国と神話の教育をやめさせ、日本人の心
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の中から日本人の精神を抹消しようとした」と

指摘する史学作家もいます。そのような環境の

中、記紀編さん1300年に関心を持たれる人がど

れくらいいらっしゃるのか不安はありますが、

日向神話の里に生かされて住んでいる私ども

は、このたびの大きな節目を県勢発展の千載一

遇の大きなチャンスとして、前向きに積極的に

取り組まなければならないと思います。

ところで、温故知新ではありませんが、本県

は平成２年から４年にかけて、みやざきブラン

ド確立キャンペーンを実施しました。その中で

私の記憶に鮮明に残っておりますのは、「Ｍの

国」宮崎の神楽のポスターであり、高千穂町の

神話の里フェスティバルで開催されました山本

寛斎ファッションスペクタクル「ロックフロン

ト天地水」の開催等であります。「Ｍの国」宮

崎のＭは、宮崎の頭文字と同時に、マリン

（海）、マウンテン（山）、マインド（心・精

神）、そしてミステリアス（神秘な）等、本県

の特徴や魅力をあらわす言葉の頭文字だったと

お聞きしています。このみやざきブランド確立

キャンペーンは、見て読んでおわかりのよう

に、コンセプト等がわかりやすいものでした。

宮崎、そして神話の里のイメージづくり及び情

報発信に効果が高かったものと、その当時御苦

労された方々に敬意を表します。

そこで１点目として、知事、今回の記念事業

の展開コンセプトである「神話のふるさと み

やざき温故知新ものがたり」をわかりやすく御

教示ください。

また、今回の記念事業と比較しましたとこ

ろ、神話や神々の里をイメージ戦略に使われる

面で共通しており、ロゴマーク（案）のコンセ

プトについても、宮崎の頭文字「Ｍ」をモチー

フに山や海を表現するなど共通点の多いものに

なっています。２点目としては、記念事業の展

開に当たり、古きみやざきブランド確立キャン

ペーン当時の企画、運営等の取り組みの結果

を、新しき今回の企画に生かすべきだと思いま

すが、渡邊県民政策部長に御所見をお伺いいた

します。

次に、みやざき行財政改革プランについてお

尋ねいたします。

行政改革は不断に取り組むべき行政課題であ

るとの認識のもと、全庁的に積極的に取り組ん

でおり、成果を上げております。さて、みやざ

き行財政改革プランの改革プログラムでは「適

正で成果重視の県政運営」を掲げ、未来みやざ

き創造プランに掲げる施策に関する政策評価を

実施し、検証結果を次年度以降の新たな施策、

事業の構築に反映させるため、予算編成システ

ムとの連動を図ることとしています。未来みや

ざき創造プランに関しては来年度からの取り組

みになると思われますが、事業の検証結果を踏

まえることは予算編成における重要な視点であ

ると考えます。そこで、今回の予算編成におい

ては、今までの事業の実施状況をどのように検

証し、どのように反映されたのか、稲用総務部

長にお伺いいたします。

次に、部局間の総合調整機能についてお尋ね

いたします。事業効果を最大にするためには、

限られた財源をどの時点で、どの事業に振り向

けるのか、慎重に検討する必要があります。そ

のためには、事業を組み立てる過程においても

各部局の施策に係る事業の総合調整機能を充実

させることが重要と思いますが、渡邊県民政策

部長に御所見をお伺いいたします。

次に、県民ニーズの的確な把握と県政への反

映についてお尋ねいたします。広報広聴の重要

性が問われている中、この改革プログラムで

平成24年３月７日(水)
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は、「県民の声」、パブリックコメントの実

施、知事と県民との意見交換会の開催、公共事

業の計画・設計段階におけるパブリックインボ

ルブメント手法の活用の４つの実施計画を挙げ

ております。県政の重要政策の実施に当たって

は、県民の皆様からの意見や情報、専門的な知

識等を考慮した意思決定を行うためにパブリッ

クコメント手続を実施されています。昨年度の

パブコメの実施状況は、27件実施され、そのう

ちに０名、０件が６件、１名、１件が５件、１

名、２件が３件ありました。残念ながら、この

ように提出された意見の実数を見ますと、パブ

リックコメント手続が十分に機能していないよ

うな思いがありますが、渡邊県民政策部長に御

所見をお伺いいたします。

次に、少子化対策、婚活支援の取り組みにつ

いて、土持福祉保健部長にお尋ねいたします。

少子化対策については、雇用の場の確保や子育

て支援の取り組みを進めなければなりません。

また、少子化の主な要因の一つは未婚化、晩婚

化が進んだことと言われております。そこで、

出会いの機会が少ないことが影響していると考

えますが、婚活支援の取り組みの必要性につい

て、御所見をお伺いいたします。

次に、有害鳥獣の駆除、有害鳥獣捕獲班への

補助金の拡大について、加藤環境森林部長にお

尋ねいたします。近年のイノシシ、シカ、猿等

の野生動物による農林業被害は拡大の状況であ

ります。県北延岡市においても被害が恒常化し

ており、有害鳥獣捕獲班は年間を通じて駆除に

従事している状態です。有害鳥獣の駆除につい

ては、出動費として捕獲班に補助金が支給され

ていますが、出動回数が多いためにガソリン代

にも満たない状況であります。特に被害の多い

夏場は暑さと多湿で過酷な条件での駆除となり

ます。そこで、このようなことから、狩猟期間

の11月15日から３月15日まで以外に捕獲したイ

ノシシを、シカと同様に捕獲報奨金の対象にす

ることはできないものか、御所見をお伺いいた

します。

次に、台風時における流木等の処理対応につ

いて、加藤環境森林部長にお尋ねいたします。

このことについては、以前より県及び市等で事

象が起こるたびに協議がなされたものです。平

成19年の台風５号で多量の流木により水産業に

多大な被害が出て、事態が一変しました。県

は、港湾課を中心に地区ごとに流木等処理対策

マニュアルの策定を掲げましたが、県北では未

完成であります。一方、環境サイドは平成22年

より環境省の動きに対応し、循環社会推進課を

中心に宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画を作

成しました。法的には海岸漂着物処理推進法に

より海岸管理者と市町村の役割が明記され前進

したところであり、関係者にとって大いに期待

しているところであります。そこで３点につい

てお尋ねいたします。

１点目、台風災害等により大量の流木等が海

岸に漂着した場合についても、流木等の処理責

任は海岸管理者にあるのか。

２点目、海岸漂着物対策推進地域計画におい

ては、海岸漂着物の円滑な処理を推進するため

市町村の協力義務等が定められているが、具体

的にどのような内容を想定しているのか。

３点目、回収された海岸漂着物の処理に当

たっては、市町村が処理能力の範囲、または受

け入れ基準を満たすものを、廃棄物処理施設で

処分する等の協力をすることを基本方針として

いるが、市町村で受け入れることができないも

のについては海岸管理者はどのようにして処理

を進めるべきなのかお尋ねいたします。



- 263 -

平成24年３月７日(水)

次に、ものづくりにおける人材育成、技能士

の活用について、児玉県土整備部長にお尋ねい

たします。ものづくりにおける人材育成は、産

業分野の拡大に不可欠とされ、国の重要施策と

して位置づけられました。しかしながら、団塊

世代の退職によって優秀な技能者が去る一方

で、次代の技能者が育っていないと言われてお

ります。その一因に技能士の存在が軽んじられ

ている状況が挙げられております。

さて、昨年の２月定例会において横田議員

が、今回の私と同じような趣旨の質問をされて

おり、「今後とも、公共工事の品質確保はもと

より、伝統的な技術の継承にもつながる技能士

の活用を図ってまいりたい」と前向きな答弁が

なされております。そこで、国が行う官庁営繕

工事のうち、指定する工事作業については１級

技能士現場常駐制度が設けられ、技能士の活用

が図られていますが、県の公共工事において

は、営繕工事だけではなく、その他の工事にお

いても現場に資格を持った技能士の常駐制度を

積極的に活用できないか、御所見をお伺いいた

します。

最後に、ふるさと教育の推進として、このた

びの武道必修化に伴いまして、柔道家で十段、

磯貝一氏の紹介について、渡辺教育長にお尋ね

いたします。延岡市の先賢としては、歌人の若

山牧水、民間飛行士の後藤勇吉、そして柔道の

磯貝一氏がまず挙げられると思います。磯貝氏

の紹介を、昭和59年９月20日発行「柔道十段磯

貝一の生涯」の刊行を祝して当時の松形知事が

寄稿しておりますので、それを引用いたしま

す。「柔道は、明治15年、嘉納治五郎師範が、

「精力善用」「自他共栄」の指導理念のもと高

邁な理想と識見をもって創始され、この日本柔

道の黎明期、本県出身の磯貝一十段が、嘉納師

範とともにその普及発展に生涯をかけ今日の隆

盛の礎を築かれ、柔道界に大きく貢献されたこ

とは本県の誇りでもあります」とあります。磯

貝先生は京都にあって、武道専門学校の中心的

存在として、学校柔道の普及、指導者の育成に

当たられ、その功績、影響は極めて大きいもの

があります。私は、武道というものは、生きる

姿勢、心構えの問題ですから、そのためには哲

学とか歴史とかをしっかり勉強し、よく理解し

た上で指導することが大切なことだと思いま

す。そこで、武道の必修化で柔道を選択した学

校には、授業の中で、「ふるさと再発見・みや

ざきの百一人」の一人でもある磯貝一氏を紹介

することはできないか、御所見をお伺いいたし

ます。

以上で壇上からの質問を終わりますが、質問

者席からの再質問もさせていただきますので、

どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、県民運動の展開についてであります。

お話のありました地域経済循環システムは、こ

の停滞する本県経済を何とか活性化しようとい

う思いから、県民みずからが県産品などの消費

に努め需要を拡大し、地域経済を支えるという

視点で取り組もうとしているものであります

が、この中では広い意味での地産地消などの県

民運動を展開していくこととしております。議

員御指摘のとおり、この取り組みを成功させる

ためには、県民の皆様がその意義を十分に理解

し、そして行動していただくことが何よりも大

切であると考えております。このため県におき

ましては、全庁的に取り組んでいくこととして

おりますが、あわせて、市町村に対しましても
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説明会を開催し、県と連携して取り組んでいた

だくようお願いをしておるところでございま

す。

こうした地産地消以外にも、100万泊でありま

すとか、子育てでありますとか中山間というよ

うな、さまざまな県民運動を提唱しておるとこ

ろでございますが、これは、県民の総力を結集

して、この宮崎をよりよい県にしていく、その

取り組みのために一つの方向を示して協力を呼

びかけているものでございます。この地産地消

につきましても、それを具体的な形にして進め

ていく必要がございますので、今月末を目途

に、県や市町村、経済団体などが参加した推進

会議を立ち上げることといたしておりまして、

県民運動の「知ろう・使おう・広げよう」とい

う基本理念について、県民の皆様にお願いした

い具体的な取り組み例をお示ししながら周知を

図り、協力をお願いしてまいりたいと考えてお

ります。

次に、「神話のふるさと みやざき温故知新

ものがたり」のコンセプトについてでございま

す。御紹介いただきました「Ｍの国」宮崎ブラ

ンド確立キャンペーンのように、これまでも神

話を初め宮崎の素材を活用した取り組みという

ものがなされてまいりましたが、古事記編さ

ん1300年というタイミングを活用してその集大

成を図ってまいりたい、そのような思いでござ

います。そして、それは一過性のものにしては

ならないという思いから、どのような姿勢で取

り組んでいくのか、その考え方を整理したもの

が「みやざき温故知新ものがたり」でございま

す。「温故知新」につきましては、神話伝説を

初め、本県の気候や風土、県民性を背景に大切

に引き継がれてきた貴重な宝というものを、県

民としても改めて見つめ直すこと、そしてその

磨き上げを行いまして、本県の魅力や、新しく

発展していくその姿を県内外にアピールしなが

ら、これからの県づくりにつなげていきたい、

そのような思いで使っております。過去と現在

を結びつけ、そしてそれを未来へつなげていく

という思い、まさに「古きをたずね新しきを知

る」ということでございます。これも、古事記

の上巻の序文に書かれております「稽古照今」

という言葉、読み下すと、いにしえを考えて今

を照らすということでございますが、古事記が

編さんされたその由来にも相通ずるものと考え

ておるところでございます。また、「ものがた

り」という言葉を使っておりますことは、古事

記も日本書紀も物語でございます。これが神

話、歴史として今の時代にも語り継がれており

ますし、今の宮崎の歩みというものをしっかり

と次の時代に語り継ぐとともに、これからの宮

崎の物語を県民総力戦で紡いでいこう、そのよ

うな思いを込めてつけておるものでございま

す。

この「みやざき温故知新ものがたり」、字数

も考えながら─「みやざき温故知新」で10、

「ものがたり」は５でございます。私が頭をひ

ねりながら考えたものでございますが、先日、

推進協議会の設立総会でも申し上げましたとお

り、一つの取り組み姿勢として提案させていた

だいたわけでございます。わかりにくいという

ことであれば、いろいろ見直しも考えられると

ころでございますが、いずれにしても貴重な宝

というものをそのような姿勢でもって大事に守

りはぐくんでまいりたい、そのような思いを込

めておるところでございます。以上でありま

す。〔降壇〕

○県民政策部長（渡邊亮一君）〔登壇〕 お答

えします。
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まず、過去に実施しました、みやざきブラン

ド確立キャンペーンの活用についてでございま

す。本県では、平成２年から「Ｍの国」宮崎ブ

ランド確立キャンペーンを実施しました。ちな

みにこのキャンペーンの企画、実施につきまし

ては、当時私は担当係長として参画してお

り、20数年ぶりに評価していただきまして、お

礼を申し上げます。また、このキャンペーンの

実施に当たりましては、民間業界、ホテル・旅

館、土産物屋、飲食店、商工関係者、農林水産

業関係者の多くの方と実行委員会を結成しまし

て、皆さんの熱心な取り組みと協力で展開しま

した。このような方々も大変喜んでいると思っ

ています。

先ほど議員から紹介がありました「Ｍの国」

というキャッチコピーのＭでございますが、い

ろいろ紹介がありました。宮崎の山、海（マウ

ンテン、マリン）、温暖な気候、穏和な人柄

（マイルド、マインド）、それからミステリア

スとかありましたけれども、神話もミスでござ

いまして、この神話のＭが決め手になってい

る。そして議員からもありましたように宮崎も

Ｍでございまして、当時の知事もＭでございま

した。そこで、このキャンペーンの内容でござ

いますけれども、東京山手線の列車やモノレー

ルの車内広告を一定期間宮崎一色にし、本県の

多彩な魅力を強力にアピールしまして、本県へ

の観光客誘致につなげるために実施したもので

ございます。この山手線の列車広告の貸し切り

でございますけれども、山手線は現在、11両編

成ですが、それを１列車すべて、車両の壁面広

告、つり広告を、宮崎のさまざまな観光地、土

産品、特産品などの広告で埋め尽くすというも

のでございまして、期間も２週間程度であった

と記憶しておりますが、首都圏のみならず全国

から東京に来られた方々が、この列車に乗ると

宮崎の空間に染まるというもので、当時かなり

インパクトのあるキャンペーンであったと記憶

しております。

それで、このキャンペーンでは神話を本県の

観光魅力の一つとしてとらえまして、神楽のポ

スターも多く活用したところでございます。日

本発祥にまつわる神話を本県のイメージに結び

つけ情報発信することによりまして、本県のイ

メージアップや誘客につなげようという点で、

今回の記紀編さん1300年記念事業の取り組みに

も通ずるものがあると考えております。この

キャンペーンからもう20年を経過しておりまし

て、その後の社会経済情勢や旅行形態、観光

ニーズや誘致宣伝手法等も変わってきておりま

すので、この経験がそのまま当てはまるもので

はないと思いますが、今回の事業の展開に当た

りましては、市町村や民間団体等と一体となり

まして、発信力があり、かつ効果的なＰＲをし

ていかなければならない、そういうふうに考え

ております。

次に、総合調整機能の充実についてでござい

ます。行政ニーズは各部局にまたがり、一部局

では対応ができない施策課題が多くございま

す。また近年、財政状況が厳しさを増す中で、

効率的かつ総合的な施策、事業の展開がとみに

必要になってきておりまして、従来にも増して

県行政における総合調整機能の発揮が求められ

てきております。例えば、中山間地域の振興を

図る上では、産業振興はもちろんでございます

が、交通、医療、教育、あるいは鳥獣被害対策

など、各部局の事業を総合的に調整して全庁的

な対応を図る必要があります。このほか、フー

ドビジネスなど産業振興策、エネルギー対策、

物流対策、情報・文化・国際化対策、そして記
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紀編さん1300年記念事業しかりでございます。

加えて、産学官連携等地域の知恵を結集した取

り組み、総合力の発揮がますます重要となって

おります。このようなことから今議会に、「県

民政策部」を「総合政策部」への名称変更、あ

るいは総合調整機能の強化を提案しているとこ

ろでございまして、各施策課題に応じまして関

係する部局が力を合わせ、全体として総合力を

発揮できるよう努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、パブリックコメントについてでござい

ます。パブリックコメントでの意見募集に当た

りましては、県のホームページへの掲載や報道

機関への情報提供に加え、今年度は、テレビ・

ラジオによる県政番組や、新聞広告「県政けい

じばん」の活用を徹底するなど、県民への積極

的な広報に取り組んでおり、その結果、１案件

当たりの意見数は昨年度に比べまして倍増した

ところでございます。しかしながら、議員御指

摘のように、案件によっては意見の少ないもの

もありますことから、県民の皆様の県政への参

画を進めるためにも、パブリックコメントの実

施部局に対しまして、適切な広報や募集期間の

設定等について、改めて周知徹底したいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

当初予算の編成についてであります。極めて

厳しい財政状況の中、今後とも必要な行政サー

ビスを提供し、地域の活力を高める取り組みを

進めていくためには、施策の集中化、重点化を

図るとともに、御指摘にありましたように、

個々の事業の取り組み状況等について厳しく検

証していくことが重要であります。このため、

平成24年度の当初予算編成におきましては、ま

ず、予算要求の前の段階で２カ月以上かけまし

て、すべての事務事業を対象に、それぞれの目

的に応じた達成状況はもちろんのこと、その効

果や県が事業を実施する必要性など、ゼロベー

スからの徹底した検証作業を実施し、予算額

で89億円余の見直しを行ったところでありま

す。その上で10月に予算編成方針を策定し、各

経費区分ごとに一定のシーリング枠を設けると

ともに、「産業・雇用づくり」「安全・安心な

くらしづくり」「地域を支える人財づくり」の

３つの重点施策を設定し、財政改革の取り組み

を進めながらも重点的な予算措置をすることと

いたしました。このような一連の作業等を踏ま

えて算出した予算要求額につきまして、さらに

徹底した査定・審査を行い、限られた財源を、

真に県民福祉の向上に資する施策や事業の構築

に効率的、効果的に反映させるべく、きめ細か

な編成作業を行いまして、今回の当初予算案と

して取りまとめたところでございます。以上で

ございます。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

婚活支援の取り組みについてでございます。

本県の未婚率につきましては、平成22年の国勢

調査によると、30～34歳で、男性が39.4％、約

４割、女性が30.5％、約３割となっておりまし

て、20年前と比較すると、男性が11.4ポイン

ト、女性が17.8ポイント上昇しております。こ

のような未婚化の進行は少子化の大きな要因の

一つであると考えられますことから、これまで

婚活支援を行う民間団体への助成を行うなど、

独身者の出会いの機会づくりに取り組んできた

ところでありますが、今年度はさらに、民間団

体の意見交換会や独身者の交流会を開催したほ

か、県のホームページにおいて、出会いに関す
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るイベント情報を随時提供しているところでご

ざいます。また、平成24年度におきましても、

民間団体の実施いたします事業への補助などを

行う「愛のキューピット支援事業」を実施した

いと考えております。県といたしましては、結

婚を応援する取り組みは未婚化対策の一つとし

て大変重要と考えておりますので、今後とも市

町村や民間団体と連携しながら取り組んでまい

りたいと考えております。以上でございます。

〔降壇〕

○環境森林部長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、有害鳥獣捕獲に対する報奨金について

であります。捕獲報奨金は、シカにつきまして

は、近年、生息数及びその被害額が急増したこ

とから、平成21年度から５カ年で３万8,000頭ま

で半減させるニホンジカ適正管理計画を策定

し、その捕獲を緊急に促進するため、市町村と

共同で、１頭当たり8,000円を支援しているとこ

ろでございます。一方、イノシシにつきまして

は、その肉を食べる文化が定着し、シカよりも

利用価値が高いことから、従来から人気のある

狩猟鳥獣であります。以上のようなことから、

イノシシにつきましては捕獲報奨金の対象とし

ていないところであります。

次に、海岸漂着物に関する一連のお尋ねにつ

いてであります。

まず、台風災害等により海岸に漂着した流木

等の処理責任についてでありますが、海岸漂着

物処理推進法において、海岸管理者等が回収、

運搬、処分などの必要な措置を講じなければな

らないとされております。

次に、市町村の協力義務等の内容についてで

あります。宮崎県海岸漂着物対策推進地域計画

においては、海岸管理者、国、県、市町村、さ

らには県民・団体等、多様な主体が適切な役割

分担と相互協力によって海岸漂着物対策を推進

することとされております。その中で、市町村

につきましては、海岸管理者等と連携して漂着

物の回収を行うこと、回収された漂着物を市町

村の廃棄物処理施設で処分すること等への協力

義務を定めております。さらに、台風被害等に

起因する大量の漂着物を処理する場合には、地

域住民等へのボランティアの呼びかけ等の協力

を行うことも定めております。

次に、市町村の処理施設で受け入れることが

できない場合の処理についてであります。大量

の漂着物が発生し、処理施設の受け入れ容量を

上回る場合、あるいは漂着物の性状や形状が受

け入れ基準を満たさない場合には、処理責任者

である海岸管理者等が民間の処理業者に委託し

て処理を行うなどの措置を講ずることになりま

す。以上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

技能士の活用についてであります。県が発注

する公共工事のうち建築物などの営繕工事にお

きましては、大工工事や左官工事など16の工種

につきまして、工事の規模等に応じ技能士の活

用を義務づけております。また、土木工事にお

きましても、道路の区画線設置工事や橋梁など

の塗装工事につきまして、入札参加資格の中で

技能士の配置を義務づけしているところでござ

います。議員から御指摘がありましたとおり、

技能士の活用は大変重要でございますが、技能

士の常駐制度については、県が発注する工事件

数に対して、工種ごとの技能士の数などを考慮

する必要がありますことから、関係団体の意見

も伺いながら、今後ともその活用などを研究し

てまいりたいと存じます。以上であります。
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〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

磯貝一氏についてであります。延岡出身の磯

貝一氏は、柔道の最高段位である十段をきわめ

られ、日本柔道界の重鎮として後進の指導に尽

力された偉大な人物であり、中学校保健体育の

宮崎県版の副読本においても紹介されていると

ころであります。平成24年度からの新しい中学

校学習指導要領では、武道が必修となること

や、その特性や成り立ちなどを理解させること

が示されておりますので、磯貝氏を紹介するこ

とは、生徒の興味・関心を高めるなどの教育的

効果も期待できるのではないかと考えておりま

す。県教育委員会といたしましては、今後、県

が主催する武道指導者講習会を初め指導者研修

等で、磯貝氏の功績などの紹介に努めてまいり

たいと存じます。以上であります。〔降壇〕

○後藤哲朗議員 それぞれに御答弁いただきま

して、ありがとうございました。

理解を深めるために、提言、提案、要望を交

えながら再度質問を行ってまいりますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

まず初めに、知事に、県民運動についてお尋

ねいたします。「言うは易く行うは難し」「笛

吹けども踊らず」等の言葉がありますが、すべ

ての県民の協力を支えに展開しなければならな

い息の長い運動ですし、たくさんの県民運動、

数値化できる経済効果と数値化できない県民意

識の変化など、費用対効果を検証し説明するこ

とは大切だと思いますが、取り組み状況はどの

ように把握していかれるのか、御所見をお願い

します。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、一つ

の方向性を示すことも重要でありますが、それ

に沿って県民の皆様に十分理解していただいた

上で行動していただくこと、そして、その成果

というものを出していき、それを検証していく

ことは、大変重要な取り組みであると考えてお

ります。先ほど答弁いたしましたように、現

在、この県民運動を進めていくためのさまざま

な仕組みづくりを進めておりまして、民間団体

における事務局の設置など、連携のための体制

づくりを進めているところでございます。ま

た、県民運動に関連する取り組みについて幅広

く情報の収集を行っているところでございます

が、県民の意識や行動の変化、さらには経済効

果をどのように把握していくかということにつ

きましては、推進会議の場で各団体にも御意見

を伺いながら検討してまいりたいと考えており

ます。

○後藤哲朗議員 実はここに、こども政策課作

成の「未来みやざき子育て県民運動」のチラシ

を持ってまいりました。この表面ですが、「県

民の皆様へのお願い」として、取り組みの実践

例を挙げ、県民お一人お一人、事業所、そして

地域・子育て支援団体にお願いしております。

裏面を見てみますと、「我がまちの子育て応援

宣言！」として26市町村すべてが宣言してい

る。この背景を聞いてみますと、５月から７

月、８月にかけて、局長さん、課長さん、担当

の方々が出向いて説明をし、お願いしているん

です。ここは私は、姿勢というか心構えという

のが大事じゃないか、そのように思っている次

第でございます。例えば高千穂町「えらしーっ

ちゃが。うちんこも、よそんこも。神話の里

高千穂町 子育て応援宣言！！」、延岡市です

と「みんなではぐくむ地域の宝 こどもの笑顔

があふれるまち のべおか」。非常に地域性、

独自性を出されて、参加しようという意気込み
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があらわれている。これは非常に参考になると

思いますので、どうか―本庁、県庁では会

議、会議をやられるけど、出向いて、実際お願

いするという姿勢が県民運動には大事じゃない

かなと、提言をさせていただきます。

そこで質問に移らせていただきます。県民運

動について、市町村との連携を図っていくとの

答弁がありました。中山間地域をみんなで支え

る県民運動でありますが、中山間地域、いきい

き集落等を抱える市町村は、連携というよりは

当事者の立場であり、日々、公共工事の確保、

産業振興、雇用の確保、有害鳥獣の被害防止等

に苦慮しているところであります。中山間地域

の問題は、水源地を守る、あるいは林業特区な

ど国を挙げて取り組む課題であり、県民運動と

してはなじまないと思っているところですが、

中山間地域をみんなで支える県民運動の具体的

な取り組みについて、県民政策部長にお尋ねし

ます。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 中山間地域に

つきましては、これまでも国や県など行政にお

いてさまざまな対策が講じられておるところで

ございますけれども、本県中山間地域の厳しい

現状を踏まえますと、今後は、都市部住民も参

画した県民協働で支える取り組み、県民運動と

しての展開が必要であると考えたところでござ

います。このため、中山間地域振興計画におき

まして、中山間地域をみんなで支える県民運動

を展開することといたしました。

具体的な取り組みとしましては、中山間地域

が有する公益的機能などを周知するための小冊

子等を作成・配布し、地域づくり活動や学校活

動などでの理解促進に努めること。そして、

「中山間盛り上げ隊」等の活用によりまして、

中山間地域と都市住民との交流・連携を促進す

ること。また、100万泊県民運動と連動した取り

組み、さらには、広い意味での地産地消県民運

動の一つとして、中山間地域の特産品の消費の

促進など、中山間地域の経済活性化をみんなで

支援していくことが必要ですので、そういうこ

とに取り組んでいきたいと考えております。今

後は、県、市町村や民間団体で構成する中山間

地域振興協議会を各地域に設置しまして、そこ

を核として県民運動を展開してまいりたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

続きまして、記紀編さん1300年記念事業につ

いてお尋ねいたします。この記念事業の企画運

営委員会設置規定に「専門的な見地からの情報

や助言を求めるため、アドバイザーを置くこと

ができる」とありますが、このアドバイザーと

してどのような方をイメージしておられるの

か、県民政策部長にお尋ねします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） このアドバイ

ザーにつきましては、専門的な見地から企画運

営委員会に対し情報や助言をいただくため設置

するものでございます。平成24年につきまして

は、「古事記編さん1300年」をテーマに事業を

展開することにしておりますから、本県の神話

や古事記、文化財等に造詣の深い学識経験者や

専門家などにアドバイザーをお願いしたいと考

えております。

○後藤哲朗議員 それでは、この事業について

要望を３点させていただきます。１点目は、主

質問でも述べましたけれども、「Ｍの国」宮崎

ブランド確立キャンペーン─携わった部長初

めまだいらっしゃいますので、ぜひとも御意見

をいただいて、実績、反省等を含めて御活用い

ただきたいということであります。

２点目でございますが、地産地消、地産地
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活。県外のコンサルタントや大手広告代理店等

に企画を依頼するのではなく、県内にも優秀な

企画立案をされる方やメディアの皆さんがい

らっしゃいます。そして、アミューズメントの

ノウハウにたけた企業も進出されましたので、

その辺の御活用をぜひともお願いしたい。

３点目でございますが、記紀神話にまつわる

史跡や祭り等の例が先般の協議会の資料として

出されております。天孫ニニギノミコトが高千

穂に降臨され、イツセ（五ヶ瀬川）を下り、吾

田（延岡）の笠沙の岬でコノハナサクヤヒメと

出会ったという出会いの聖地、笠沙の岬が掲載

されておりません。また、可愛岳（えのだけ）

の御陵祭はありますが、宮内庁の陵墓参考地と

しての北川町のニニギノミコトの御陵墓は掲載

すべきではないか、そのように思っている次第

です。情報の収集につきましては、この機会に

県内くまなく網羅されますようお願いを申し上

げます。

それでは、質問に移らせていただきます。御

案内のように、日向神話や伝説、史跡などの歴

史資源が数多くありますが、一方では、シーガ

イアのような新しい観光資源もあります。私

は、真の温故知新とは古きものと新しいものと

の融合だと思います。この事業が、一部の歴史

・神話ファンのためでなく、世代を超えた全県

的な取り組みになってもらいたいという強い思

いがありますが、残念ながら、本県が古事記や

日向神話の舞台であることを知らない人もたく

さんいらっしゃいます。今まで関心がなかった

人に、どのように本県の貴重な宝を知っていた

だくのか、取り組みに参加していただくのか

が、事業を展開する上で大変大きな意味がある

んじゃないか、そのように思っております。そ

のためには、地道な取り組みに加え、新しいも

の、手法を取り入れたやり方や新たなニーズへ

の対応も必要と考えますが、すそ野を広げるた

めの取り組みをどのように展開していかれるの

か、県民政策部長に御所見をお伺いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） できる限り多

くの県民の皆様に、本県にまつわる神話や文化

等を学んでいただくため、市町村や民間団体等

とも連携し、県内各地域での講演会、展示会を

開催いたしますとともに、学校や地域におきま

しても神話や伝説など地域の魅力を学ぶ機会を

提供してまいりたいと考えております。また、

余り歴史や神話などに関心のない人に対して

も、その魅力を理解していただけるようなイベ

ント等のあり方─今議会では高千穂と高原の

高千穂峰の論戦を起こしたらどうかというよう

な提案もありましたけど、いろんなイベント等

を企画運営委員会で検討しながら、県庁内に設

置しています若手ワーキンググループの中でも

しっかりと議論してまいりたいと考えておりま

す。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。ど

うぞよろしくお願いいたします。

続いて、次の質問に移ります。災害時の流木

等の処理についてお尋ねいたします。「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物の

野焼き禁止の例外規定は、風水害などの災害時

に適用されると考えられるが、本県の台風時の

流木漂着時における運用についてどのように考

えるか、環境森林部長に御所見をお伺いしま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 廃棄物処理法

では、原則として基準を満たす焼却施設以外で

の焼却を禁止しておりますが、震災、風水害、

その他の災害の予防、応急対策または復旧のた

めに必要な場合は、例外として焼却施設以外で
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の焼却が認められております。しかしながら、

周辺地域の生活環境の保全に支障が生じる場合

には、市町村長による指導の対象となります。

したがって、海岸に台風で流木が漂着した際に

海岸管理者等が焼却を行う場合は、地元市町村

と十分協議する必要があると考えております。

○後藤哲朗議員 次に、災害発生時に実際動け

る実質的なマニュアルが必要だと思いますが、

海岸管理者としてはどのように考えるのか、県

土整備部長にお尋ねいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 現在、マニュ

アルの整備を進めているところでございます

が、流木等被害が生じた際の迅速かつ適切な対

応を目的として定めようとしているものでござ

います。しかしながら、県北地区におきまして

は、市町村と議論が煮詰まっていない部分があ

りまして、まだ策定されておりません。今後と

も、県北地区についても必要でございますの

で、策定に向けて地元自治体等の関係者と協議

を進めてまいりたいと考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。実

は災害発生時の流木等の処理につきましては、

海岸管理者と地元自治体との協議が、今お話に

ありましたように、若干、平行線のところがご

ざいます。本県では、海岸管理者はすべて知事

が管理者、全責任を負う、そのようなことでご

ざいまして、特に県北では、車、重機の乗り入

れができない海岸、塩分を含んだ大きな流木等

の問題等、解決が難しいことは十分理解をして

いるところでございますが、やはり知事の調整

を願う時期に来ている、そのように思っている

次第でございます。

東北の瓦れき処理の受け入れいかんという大

きなテーマがある中、大変申しわけございませ

んが、県北の長年の課題である海岸漂着物の問

題を出させていただきましたけれども、知事の

リーダーシップ、調整、決断では、同じような

ことになりかねません。どうか知事におかれま

しては県北市町村の実態というものをお酌み取

りいただきまして、調整方よろしくお願いした

い、このように思っている次第です。

また、環境森林部長にお尋ねしたいと思いま

す。この漂着する流木は、地元の山から流れ出

た木材が多いという指摘もございます。これが

地元の山から出た流木であるとすれば、その対

策も考える必要があるのではないか。環境森林

部長に御所見をお伺いします。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 本県は、急峻

な地形に加え脆弱な地質が広く分布しており、

台風や集中豪雨等により山腹崩壊等の災害が発

生しやすい条件下にあります。このため県で

は、広葉樹等の植栽や広葉樹の進入を促す間伐

を行い、針葉樹と広葉樹が混在する森林へ誘導

するなど、植生が豊かで根がよく発達した災害

に強い森林づくりを進めているところです。ま

た、災害で荒廃した山腹や渓流等において、緑

化や治山ダム等を施工して流木発生の未然防止

に努めているところであります。さらに、平

成19年の流木による被害を契機とし、新たに森

林環境税を活用して、渓流等に堆積した不安定

な流木等の除去にも取り組んでいるところであ

ります。今後とも、これらの事業を実施するこ

とによりまして、流木の発生防止に努めてまい

りたいと考えております。

○後藤哲朗議員 加藤部長、実はこの山の問題

は民有林だと私は思うんです。管理されていな

い民有林が問題であって、国、県、あるいは森

林組合等で管理されているところは問題ないと

思いますので、民有林にターゲットを絞ってい

ただきたい、そのように思っていますので、ど
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うぞよろしくお願いいたします。

次に、婚活支援について、福祉保健部長にお

尋ねいたします。婚活支援の重要性を認識して

いただいていることを確認いたしました。先月

の25日、県内では初めての街コンが宮崎市で開

催されました。実は延岡市でも、新たな出会い

によるカップル誕生、そしてまちおこしにつな

げようと、民間主体の実行委員会が組織され、

８月に開催予定であります。高千穂町への神社

参拝ツアー等を盛り込んでの一大イベントを企

画中であります。このように各地で、商店街や

観光部門などとタイアップした民間活力を生か

したイベントが企画され、独身男女の出会いの

機会づくりが進むことに大きな期待を寄せてい

るところであります。中山間・地域政策課の

「がんばろう中山間！出会い創出事業」は、市

町村の取り組みを支援するという事業ですが、

御答弁いただきました愛のキューピット支援事

業につきましては、民間団体の実施する優良な

事業に対して補助を行う予定とのことです。ど

のような基準で選考されるのかについてお伺い

いたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 愛のキュー

ピット支援事業につきましては、婚活支援の活

動を行う民間団体を支援しまして、独身者の出

会いの機会づくりを促進するものでございま

す。詳細な補助要件につきましては、現在、検

討を行っているところでありますが、今後、実

施要領等を制定いたしまして、補助対象先につ

いては公募の上、選定をいたしたいと考えてお

ります。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

続きまして、教育長にお尋ねいたします。学

力・体力の向上、心の教育、道徳教育等を柱に

各種教育の推進に、現場の先生方は本当に日々

頑張っている、励まれているなという感じがい

たしております。各種教育の推進では、人権、

環境、国際理解、情報、放送、福祉、特別支

援、食に関する指導、性教育、生活安全指導、

生涯学習、そして近年のキャリア教育、防災教

育、幼保小連携の取り組み、放射線学習、さら

に今回、私が提言しております、地域・郷土の

先賢、人材・素材を生かした教育活動の展開、

充実を図るふるさと教育の推進などなど、各種

教育の推進については、いろいろな声、提案が

届けられている状況ではないか、そのように

思っています。そのようなこともあり、現在の

学校、教育現場はハードな職場環境と思われま

すが、その実態をどのようにとらえていらっ

しゃるかお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 学校の職場環境につ

きましては、過去に実施したアンケート調査結

果によりますと、教職員の約８割が「忙しいと

感じている」と答えております。また、その主

な要因といたしましては、「授業や児童生徒と

接すること以外の事務作業が多い」「会議や学

校行事が精選されていない」「家庭で担うよう

な教育内容まで学校に求められる」などが挙げ

られております。教育の質の向上を図っていく

ためには、教職員が児童生徒に向き合い、やり

がいや充実感を感じながら、働きやすく、その

能力を発揮する環境をつくることが大切である

と考えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。

最後になります。同じく教育長にお尋ねいた

します。憲法があり、教育基本法、そしてそれ

ぞれの関係法令があり、県の教育振興基本計画

があり、市町村教育委員会が基本方針等を定め

ているわけでありますが、各方面からさまざま

な教育テーマが示される中で、市町村教育委員
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会には地域性を生かした独自の特徴ある各種教

育を推進する余裕がないのが実態だ、そのよう

に思っております。私どもの会派の部会で視察

した広島県教育委員会では、地域の人材を生か

したふるさと教育を全県的に推進し、教材は市

町村に任せておりました。ふるさと教育では、

地域の偉人を取り上げる際には、それぞれの身

近な地域の偉人を取り上げて指導したほうがよ

いと考えますが、教育長のお考えをお伺いいた

します。

○教育長（渡辺義人君） 子供たちにとって身

近な地域の偉人につきましては、小学校３・４

年生において、各市町村教育委員会が独自に作

成しました副読本をもとに、その業績について

調べたり、先人の願いや努力などを理解したり

する学習を行っております。また、総合的な学

習の時間における「ふるさと学習」におきまし

ても、学校によっては、偉人ゆかりの地の見学

や地域の方から話を聞くなど、創意工夫した取

り組みがなされております。このように、子供

たちにとって身近な地域の偉人を取り上げ、そ

の人物の生き方や教えに触れる学習が進められ

ているところであります。議員の御所見のとお

り、このような学習は、自己の生き方について

考えを深めるとともに、自分の地域に対する誇

りや愛情をはぐくむ上で大変意義あるものと考

えております。

○後藤哲朗議員 ありがとうございました。教

育長におかれましては、高校の先輩であります

ので、どうぞ今後ともよろしく御指導をお願い

いたします。

さて、最後に、パブリックコメントの感想を

申し述べさせていただきます。この導入は平

成15年だったと思います。地方議会においてさ

まざまな議論があったものでございます。実施

するならば、より実効性の高いものにしていか

ないといけませんが、やはり二元代表制と言わ

れる議会、議員の意見というものを真摯に受け

ていただきますよう、執行部の皆様に要望いた

しまして、以上で一般質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 次は、 原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） しばらくお

つき合いを願います。

我が国の総人口は、2004年の１億2,784万人を

ピークに、今後100年間で、100年前、明治時代

後半の水準まで減少する可能性があるという推

計があります。明治維新、1868年に3,330万人の

人口が、2004年12月のピークまで人口は右肩上

がりに急激に増加、そして2100年には逆にカー

ブを描いて4,771万人まで急激に減少するという

富士山型の人口グラフであります。もしこの推

計値どおりだとすると、今を境に前後100年間に

約7,000万人の人口が増減するという、かつてな

い人口変化を我々日本人は経験するということ

になります。人口の減少に伴う社会の構造変化

に合わせて、我々は社会の仕組みなどの設計変

更を余儀なくさせられていることは間違いない

ようであります。政治の責任の重さを痛感しな

がら、質問に入ります。

まず、知事の政治姿勢について、その政治資

金についてであります。年末から年始にかけて

知事の県政報告会が行われております。政治資

金パーティーだと聞いておりますが、首長は執

行権者の立場から、近年は浅く広く偏らず資金

を集めていると聞きます。またアメリカでは、

企業・団体ではなく個人から広く集めるのが普

通と聞いておりますが、知事は総務省出身でも

あります。政治資金のあり方に関する考えをお

聞かせください。また、河野知事の場合、この
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１年間の政治資金の収支状況はどうだったの

か、お聞かせいただきたいと思います。

後は、ちょうど真センターに座っております

ので、自席のほうで質問をいたします。よろし

くお願いします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

政治資金についてであります。私の政治活動

に要する経費につきましては、法令にのっとっ

て、後援会におきまして広く私の活動に御賛同

いただける方からの会費や寄附を募るほか、県

内各地での県政報告会の収入によっているとこ

ろであります。昨年の後援会の収入であります

が、確認をしましたところ、繰越金を含め合計

で2,000万円程度になります。大まかな内訳でご

ざいますが、会費が70万円、寄附金が260万円、

県政報告会の収入が970万円、借入金が300万円

ほどとなっておりまして、これらを後援会の維

持経費や県政報告会の開催経費などに充ててい

るところであります。以上であります。〔降

壇〕

○蓬原正三議員 随時聞いてまいります。次

に、消費税についてであります。消費税の増税

論者は、「財政赤字が拡大する一方で、来るべ

き少子高齢化社会に備えて、将来の社会保障の

安定財源を確保しておかなければならない。か

つての経済成長は見込めず、不況だからといっ

てためらっていては、いつまでたっても消費税

は上げられない」と主張し、一方、反対論者

は、「デフレ不況下での増税は景気をますます

悪化させ、増税しても税収はふえない。税金の

もととなる国民所得をふやすことで税収はふえ

る。先送りできない課題は、消費税の増税では

なくデフレからの脱却である」と主張しており

ます。しかも、政策を主導すべき政府・与党が

増税論、反対論２つに分裂し、ますますわかり

にくい状況を呈しております。知事は、先日の

太田議員の質問に対し、「避けて通れない課

題」と表現されておりますが、果たして宮崎に

おける影響はどうなのか、大変思い悩むところ

であります。改めて、政府の対応も含め、消費

税に対する知事の御所見をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 冒頭に、人口構造の変

化について御指摘があったわけでございます

が、こうした急速に進む少子高齢化の中で社会

保障関係費というものが増大をしております。

今後、国と地方がさまざまな社会保障サービス

も含めてしっかりと提供していくためには、消

費税の増税というものが、その実施の時期や進

め方は別といたしまして、避けては通れない課

題であるという認識でございます。一方で、今

御質問にありましたように、今日のデフレ不況

下で消費税を増税することが、国内経済はもと

より、口蹄疫などで疲弊した経済の回復を図る

本県にとりましても、その影響というものが懸

念をされるところであります。したがいまし

て、その実施に当たっては、国におきまして専

門的な分析・検討を経た上で、国内経済や地域

経済の状況、その影響というものを十分考慮す

るとともに、国民の理解が得られるよう今後十

分な議論が尽くされる必要があろうと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 次は、地方公務員の給与につ

いてであります。先月29日成立した、国家公務

員の給与を7.8％削減する臨時特例法案には、

「地方公務員の給与について、自治体が自主的

かつ適切に対応されるものとする」との文言が

あると聞いております。２年間の時限立法では

ありますが、かなり微妙な問題であります。知

事の御見解をお聞かせください。一時は、政府

平成24年３月７日(水)
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要人の「地方交付税を削減する」などの報道も

あったところであります。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 今回の国家公務員の給

与削減につきましては、その背景なり目的とい

うものをしっかりと見据える必要があろうかと

思いますが、国の厳しい財政状況と東日本大震

災に対処するという必要性から、その財源捻出

のために行われたものということでございま

す。これを本県に照らしてみますと、財政状況

という点につきましては、本県ではこれまで既

に、極めて厳しい財政状況というものを踏ま

え、独自の給与の見直しや定員の大幅な削減な

ど、国に先んじて行財政改革に取り組んでいる

ところでございます。一方で、東日本大震災の

被災地への支援ということにつきましても、口

蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳などの災害に

際して、全国から支援をしていただいたことに

感謝し、恩返しをするために、「みやざき感謝

プロジェクト」ということで、県内市町村、民

間団体、さまざまな皆様と一体となって支援に

積極的、継続的に取り組んできたところでござ

います。県といたしましては、今後とも、みず

からの判断に基づいた自主的な取り組みという

ものを適切に進めてまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 国家公務員の協約締結権付与

について。政府・与党には公務員に協約締結権

を付与する法案の検討もされているやに聞いて

おります。もし国家公務員に付与となれば、お

のずと地方公務員にも付与となるかと思います

が、このことについて、元国家公務員でもあり

ます知事の御見解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） これは大変議論のある

ところでございます。国家公務員の協約締結権

につきましては、関係法案が昨年の通常国会に

提出をされ、今国会におきましても継続審議を

されているということで、こうした中、地方公

務員については昨年６月に、国と同様に協約締

結権を付与し人事委員会勧告を廃止するという

制度改革案が国から示されまして、全国知事会

など地方６団体との間で現在意見交換が行われ

ている状況でございます。現在、国が示してい

る案では、制度改革の必要性や効果というもの

が明確に示されておらず、また、国と異なって

おりまして、都道府県から市町村まで規模や任

命権者がさまざまであるという地方の実態を十

分踏まえていないのではないかということも考

えられますので、議論が尽くされているとは言

いがたい状況ではないかという認識でございま

す。

今回の改革というものが、行政運営はもとよ

り、住民生活にも影響を与える抜本的な制度改

革となるところでございますので、慎重に検討

すべき課題と考えております。今後、国民的な

議論を喚起するためにも、国と地方の協議の場

を設けて、オープンな場で地方の実情等もしっ

かり踏まえた上での議論をしていく必要があろ

うかと考えております。

○蓬原正三議員 知事カラーについてでありま

す。新年度の予算編成において、知事は河野カ

ラーを出すことに当然のこととして腐心された

ことと思いますが、知事のカラーなるものは予

算のどこにどういうふうに反映されているの

か、お聞かせいただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 24年度当初予算案、カ

ラーということでございますが、私の思いの込

もったところということで３点ほど挙げさせて

いただきます。

まず１点目としましては、これまでも申し上

げておりますとおり、本県の直面している大き
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な課題というものが、防災力の強化、さらには

経済の活性化だという認識のもとに、地域経済

の活性化、防災対策の推進に取り組むこととし

ております。50億円規模の地域経済活性化・防

災対策特別枠を設けまして、県内全域できめ細

かな発注を行うことができる県単公共事業の上

積みを初めとしまして、県立学校耐震化の前倒

しや木造住宅の耐震化リフォームなどに取り組

むこととしたところでございます。

２点目としましては、厳しい社会経済情勢が

続く中ではありますが、やはり県民に元気や夢

を届ける必要があろう、さらに本県の未来を築

く取り組みというものも必要であろうという認

識のもとに、例えば、新たに基金を設けて取り

組む芸術文化の振興やスポーツの振興、さらに

は、古事記1300年ということをとらえて本県の

宝を磨いていこうという事業の展開であります

とか、東九州メディカルバレー構想、また農業

の６次産業化などに重点を置いて取り組むこと

としたところでございます。また、１点目の経

済活性化とも相通ずるところでございますが、

地産地消の県民運動でございますとか、私が提

唱した100万泊県民運動などにつながる県内観光

の活性化など、地域経済循環システムをやりな

がら元気を出していこう、そのような取り組み

を重点に置いたところでございます。

３点目としましては、財革計画の着実な推進

というのも重要でございまして、極めて厳しい

財政状況の中、持続可能な財政運営が必要であ

ろうということで、県債残高を可能な限り縮減

するということで財政改革の取り組みを進めた

ところでございます。そういった３点に配慮し

ながら、全体的にバランスを図ったところが、

思いを込めたところでございます。

○蓬原正三議員 かなりの河野カラーが出てい

るようでございますが、その予算組みについ

て、新年度の予算には、公債管理特別会計の新

設や、外部団体からの寄附を主たる財源とする

文化とスポーツの振興に係る２基金の設置な

ど、従来の予算との違いがあります。これは具

体的なことですから総務部長にお尋ねしたいと

思いますが、特別会計設置の意味について。も

う一点は、芸術文化振興基金及びスポーツ推進

基金の財源はどのようになっているのか、また

県の基金として改めて設置した意味とメリット

は何なのか。総務部長、この２点についてお聞

かせください。

○総務部長（稲用博美君） 公債管理特別会計

につきましては、県債の償還と借換債の発行を

管理する特別会計であり、この特別会計を設置

することによりまして、県債に係る元利償還金

の経理の明確化を図ることはもちろん、借換債

の発行を特別会計で対応することによって、年

度によっては100億円以上増減する、借換債の発

行に伴います一般会計予算額の大幅な変動を避

けることができ、適切な一般会計の予算規模を

お示しすることができるようになります。さら

に、満期一括方式の県債の償還に備えまして、

毎年度、一定割合の額を一般会計から特別会計

に繰り出し、基金に積み立てることによりまし

て、実質的な公債費負担の平準化に取り組むこ

ととしております。

それから２基金についてですが、より幅広く

積極的に当該事業の展開を図ることができるよ

うにということで、関係団体と協議の上で、県

の出捐等による基金について、一たん寄附して

いただき、一般財源等を追加措置することによ

り一定額を確保し、新たな県の基金として設置

するものであります。芸術文化振興基金につき

ましては、従前の事業のより安定的、継続的な
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実施に加えまして、新たに市町村等が実施する

郷土先覚者の顕彰や郷土芸能などのさまざまな

文化事業に対し助成を行うこととしておりま

す。スポーツ推進基金につきましては、より多

くの県民がスポーツに親しむことを目指す県民

運動の展開やスポーツメディカルサポート体制

の充実など、新たな視点から、本県における生

涯スポーツのさらなる推進と、高校野球を初め

各種競技力の一層の向上を目指すこととしたも

のであります。県の基金としたことによりまし

て、基金へ寄附した場合の税制上の優遇措置が

受けられますことから、広く寄附を募ることに

より、県民と行政が一体となった芸術文化の振

興やスポーツ推進の機運づくりにも大きな効果

があるものと考えております。

○蓬原正三議員 今のお話ですが、２基金です

けれども、我々から見ると埋蔵金のようなイ

メージがあるわけです。だから、ほかにもそう

いう団体等に眠っている埋蔵金がまだあるので

はないか。あるとすれば、今後どのようにして

いくのか。総務部長の御見解をお聞かせいただ

きたいと思います。

○総務部長（稲用博美君） 団体等に設けてお

ります基金等につきましては、それぞれの目的

に沿った事業を行うため、県の拠出等により造

成しているものであります。これまで、団体等

の解散や事業の終了等によりまして、その残額

を県へ寄附や返戻していただくことはありまし

たが、現在のところ、今回の２基金以外、改め

て県の基金として活用することを予定している

ものはございません。今後とも、関係団体等に

対し県が拠出している資金等につきましては、

その活用や運用状況等について常に見直しを行

い、必要に応じ適切に対応してまいりたいと考

えております。

○蓬原正三議員 次に移ります。諸基本計画に

ついてであります。「宮崎県行政に係る基本的

な計画の議決等に関する条例」に基づき、議会

の議決に付すべき県の計画には、総合計画を初

め、産業科学技術振興指針など20件の計画やプ

ラン、ビジョンがございます。知事就任後、県

総合計画「未来みやざき創造プラン」が昨年３

月に策定以来、国際化推進プランや森林・林業

長期計画や農業・農村振興長期計画、水産業・

漁村振興長期計画などなど、９件の計画等がこ

れまでに議会の議決に付されてまいりました。

私は、新エネルギービジョンについては、原発

のこともあり強い関心がありましたので、読み

たいと思い、それがきっかけで、ほかのすべて

の計画書を集め、斜め読みではありますが、一

通りすべての計画書を読んでみたところであり

ます。部屋に缶詰、２日を要しました。新エネ

ルギービジョンについては１年前倒しでおつく

りになるということでありますが、他の計画書

の中には、作成年次がかなり古いものや、時代

や社会環境の変化にそぐわないのではと思われ

るものがございます。そこで各部長に、それぞ

れの計画書についてお尋ねをいたしたいと思い

ます。

まず、みやざきボランティア活動促進基本方

針についてであります。16年前、平成８年に策

定され、目標年次もございません。特に災害時

のボランティア活動の体制づくりについては、

東日本大震災や新燃岳噴火を教訓に改定すべき

ではないかと思いますが、県民政策部長にお考

えをお願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 今、議員が御

指摘されましたそのとおりでございまして、早

速、改定作業に着手したいと考えております。

○蓬原正三議員 明快な答弁で、ちょっとびっ
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くりしましたが……。

人権教育・啓発推進方針について、平成17年

１月の策定で７年が経過しております。ＩＴ化

の進展による人権侵害が顕著になり、児童虐待

やＤＶなどの防止に関する法律等が一部改正さ

れました。時代の変化に合わせ改定すべきでは

ないかと思いますが、県民政策部長にもう一回

お願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） この人権教育

・啓発推進方針でございますが、現在、国にお

いて「新たな人権救済機関の設置等に関する法

案」が検討されており、この方針にも影響を及

ぼすということが想定されているものですか

ら、今、その動向を見守っているところでござ

いまして、この国の動きを注視しながら、また

新たな人権課題等も勘案しながら、適切に対応

していきたいと考えております。

○蓬原正三議員 観光・リゾート振興計画につ

いてであります。平成17年度から26年度までの

計画となっております。九州新幹線の開通や大

震災、円高など社会がかなり大きく変化し、当

然、観光の動向も大きく変化したはずでありま

す。また、本県は古事記編さん1300年を記念し

た観光策を講じようとしている最中でもありま

す。この際、改定すべきではと思いますが、商

工観光労働部長、お考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 観光・リ

ゾート振興計画につきましては、お話のように

平成17年度から26年度を計画期間とし、「地域

の資源を生かした観光地づくり」や「スポーツ

ランドみやざきの展開」及び「効果的な情報発

信」を柱とする10カ年計画であります。このよ

うな中、昨年の未来みやざき創造プランの策定

に際し、長期ビジョンを定めるとともに、平

成26年度までのアクションプランにおいて、知

事の政策提案や社会情勢の変化等を踏まえて具

体的なプログラムを作成したところであり、全

体として観光・リゾート振興計画の柱や方向性

などもにらみながら、整合性を図ったところで

あります。したがいまして、当該計画につきま

しては、終期となる平成26年度の段階において

見直しを行ってまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、「都市計画に関する基

本方針」について。合併が進んで市街地の状況

が大きく変わりつつあります。さらに、大店舗

の進出により中心市街地は完全に空洞化。しか

も文章中には「44市町村」の表現もまだ残って

おります。用をなしていないのではと率直に感

じましたが、県土整備部長にお考えをお伺いい

たします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 「都市計画に

関する基本方針」につきましては、おおむね20

年後を目標とする都市づくりの方向性を示すも

のとして、平成16年に策定しております。その

後、都市計画法を初めとするまちづくり三法が

改正されたことに伴いまして、平成20年３月

に、当基本方針を補完する「宮崎県まちづくり

基本方針」を策定したところであります。県と

いたしましては、東日本大震災に伴い制定され

た「津波防災地域づくりに関する法律」や、今

後予定されております都市計画法の改正等も踏

まえ、都市計画に関する基本方針の見直しを検

討してまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。実

は、申し上げたかったのは次のことでありま

す。それぞれの基本計画は、法令との関係等制

約があるとは思いますが、策定年度はばらばら

であります。時代の変化も早いし、特に近年の

マニフェスト選挙においては、知事の交代に

よって基本方針も大きく変わります。そこで、
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議決に付すべき基本計画すべてを知事マニフェ

ストに沿った総合計画に時期をそろえ、４年ご

とに見直し改定をしてはどうかと思うのであり

ます。１月に知事選挙、次いで４月に県議会議

員選挙、時期はほぼ同じであります。むしろ、

準備期間を考えると、知事就任の３月前は好都

合なのかもしれません。４月以降、人心が一新

したところで基本計画を知事が提案、議会が諸

計画を審議、議決した後、執行部と議会双方が

ともに基本的な方針を共有しながら県政推進に

当たることができるというわけであります。県

政の活性化につながることと思いますが、知事

の御見解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 今いろいろ計画の見直

し等について御指摘をいただいたところでござ

います。まず、県の計画というものは中心的に

なるのが総合計画でございまして、長期的な視

点から本県の進むべき方向性を示した長期ビ

ジョンと、私の政策提案を踏まえた４年間のア

クションプラン、この２つで成り立っておるも

のがございます。この総合計画を中心にしなが

ら、各部局が策定する部門別の計画があるわけ

でございます。この総合計画につきましては、

アクションプランは４年間の計画でございます

が、長期ビジョンについてもアクションプラン

に合わせて見直しを行い、必要に応じて改定す

るということを明記しておるところでございま

す。部門別計画につきましては、今御指摘もあ

りました、法律により計画期間が定められてい

るものとか、上位計画である国の計画に合わせ

て改定する必要のあるものがありますので、一

律に県の計画を４年ごとに改定していくことは

難しいと思っておりますし、計画に伴う安定

性、継続性をいかに保つかという視点も重要で

あろうかと考えておりますが、御指摘の趣旨を

踏まえて、それぞれの計画について改定をすべ

きか否か、状況の変化を踏まえながら常に検討

していくということが必要であろうと考えてお

ります。

○蓬原正三議員 見直しをしてはいけないとい

う規定はないはずですから、１回クリーニング

にかけ、そして新たに４年間やっていけばいい

のではないか、ぜひ御検討いただきたいと思い

ます。

将来の姿についてであります。未来みやざき

創造プラン（長期ビジョン）では、 2 0年

後、2030年における人口、経済活動を推計して

おります。その中で就業人口については、現状

のままで推計した場合のケース１と、高齢者や

女性等の就労がふえる場合のケース２で比較

し、ケース１では20年後約42万人、今より13万

人の減少、ケース２では約46万人、今より９万

人の減少となると推計し、人口全体が減少して

いく社会にあっては、その差が生産活動や県民

所得に与える影響は大変大きいとしてありま

す。その内訳は、生産活動、県民所得では、

ケース１の場合１人当たり20万円減少、ケース

２では逆に14万円増加する。そして社会保障に

ついては、ケース１で約2,500億円の財源不足、

ケース２では約750億円の財源不足と推計してあ

ります。すなわち、将来の社会活力を維持する

ためには、大いに高齢者や女性の就労等の社会

参加が望ましいという結論が導き出されており

ます。そこで、県民政策部長と福祉保健部長に

お尋ねいたします。今回、みやざき男女共同参

画プランと高齢者保健福祉計画の変更案が議案

として上程されておりますが、高齢者と女性の

社会参加をどう図っていくのか、お考えをお聞

かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 女性の社会参
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画の推進につきましては、現在提案しておりま

す第２次みやざき男女共同参画プランにおい

て、女性の政策・方針決定過程への参画をより

一層促進するとともに、女性のチャレンジに対

する支援、男女の平等な就業環境の整備や仕事

と家庭の両立などを支援することとしておりま

す。これを受けまして新年度予算では、男女共

同参画センターによる啓発研修を初めとしまし

て、女性の起業や再就職、キャリアアップ等に

関する情報提供・相談を行う「輝く女性応援事

業」や、多くの分野で女性の参画が少ないこと

から、地域の女性リーダーのレベルアップを図

る「地域で進める男女共同参画実践塾」を引き

続き実施することとしております。また新規事

業といたしまして、男女共同参画への理解を促

進するために、メディアの活用や街頭キャン

ペーンによる広報啓発や、モデル市町村の取り

組みへの支援を行う「理解と共感を広げる男女

共同参画啓発事業」に取り組むこととしており

ます。

○福祉保健部長（土持正弘君） 少子高齢化が

今後ますます進行する中で、地域活力の維持・

向上を図ってまいりますためには、高齢者の大

多数を占める元気な方々が、社会を支える一員

として、これまで培ってきた知恵や経験などを

生かし活躍できる社会をつくっていくことが重

要な課題の一つと考えております。このため、

新たな宮崎県高齢者保健福祉計画におきまして

も、「高齢者が活躍する社会の推進」を目指す

べき施策の柱の一つに位置づけ、これまでの

「シニアパワーを生かした社会参加の仕組みづ

くり」等に加えまして、来年度から新たに、団

塊世代を初めとする高齢者に対して多様な社会

参加の機会を広く紹介し、ＮＰＯ等の立ち上げ

や活動参加の支援等を行う「団塊パワー発見・

発揮支援事業」などに取り組んでいくこととし

ております。県といたしましては、今後とも、

高齢者が社会活力の担い手としてシニアパワー

を十分発揮し、生き生きと活躍する社会づくり

に努めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、将来の経済の活力とい

う観点からお尋ねをいたします。知事は提案理

由説明の中で、ことしのテーマを「岩戸開き」

と表明されました。人口が減少する中にあって

も、相応の経済活動を維持すべく、将来への礎

となる安定的な経済システムを築いていかなけ

ればなりません。平成20年度の本県の県際収支

は約5,400億円の赤字、いわゆる移入超過であり

ます。つまり、いかに外貨を稼ぎ県内の経済循

環をよくするかということが、本県経済活性化

の大きなテーマであることは言うまでもありま

せん。平成24年度の予算において、将来の県際

収支の改善、あるいは県内経済循環のアップに

つながる事業をどのように展開しようとされて

いるのかお聞かせください。県民政策部長、お

願いいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 厳しい経済情

勢が続く中、何とか光を取り戻すために、来年

度予算の重点施策に「産業・雇用づくり」を掲

げたところでございまして、御指摘のとおり、

本県経済の活性化を図る上で、県外からいかに

稼ぎ、また県内では、資金や価値が効果的に地

域を循環する仕組みをいかにつくるかが重要で

ございます。このため来年度は、東九州自動車

道や細島港など産業振興の基盤整備を進めます

とともに、農業の６次産業化や食品分野の新事

業創出促進等によるフードビジネスの展開、東

九州メディカルバレー構想の推進、さらにはア

ジア市場に目を向けた輸出促進など、将来のエ

ンジン産業の育成を図ってまいります。また、
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地域経済循環システムの構築に向けましては、

広い意味での地産地消や100万泊県民運動、さら

には記紀編さん1300年記念事業などを通しまし

て、県内のことを「知ろう・使おう・広げよ

う」という考えについて周知を図るとともに、

具体的な行動につながっていくように取り組ん

でまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。高

知県の産業振興計画というのがあって、おもし

ろい言葉がありましたので、紹介をして次に行

きたいと思います。「地産地消」という言葉は

よく使いますけれども、高知県の場合は、大き

くうたっているタイトルが「地産外商」、地ど

れのものを外に売っていこう、いわゆる外貨に

つながる。だから地産地消と地産外商、そうい

うことになるのではないかと思いまして、いい

言葉だと思いましたのでおつなぎをいたしまし

た。

それで、外貨を稼ぐというような観点から、

観光に関することですが、お尋ねしておきたい

と思います。国際コンベンションの誘致という

ことについてであります。かつてサミット外相

会議が行われたころ、国際コンベンションの誘

致活動はとても盛んに行われておりました。

が、近年、余り話題に上ることはありません。

県は国際コンベンションの誘致にどのように取

り組んでいかれるのかお聞かせください。シー

ガイアがフェニックスリゾートからセガサミー

ホールディングスに経営権移動はいたしまし

た。移動はいたしましたが、かつては県として

巨額の投資をしたこともある立派な施設であり

ます。これはやはり活用すべきではないか、そ

ういうふうに考えますが、御意見をお聞かせく

ださい。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） コンベン

ションの開催は、宿泊や飲食などによる経済効

果や、国内外に向けて本県のＰＲが図られます

ことから、県では、みやざき観光コンベンショ

ン協会や関係市町村と連携をし、誘致に取り組

んでおります。その結果、今年度を例に見ます

と、国際コンベンションは、海外７カ国が参加

しました太陽光発電関係の国際会議を初め、第

２回アジア細胞治療学会学術会議など15件が、

本県で開催または開催予定となっております。

国際コンベンションの誘致に当たりましては、

開催決定権を持つキーパーソンの本県への招聘

や国内外の商談会でのＰＲ、旅行エージェント

へのセールスを行うとともに、平成21年度から

は、各種学会の事務局責任者や学会の指導的立

場にある大学教授などを対象とした誘致懇談会

も開催しているところであります。今後とも、

観光コンベンション協会等と連携を図り、国内

外でのＰＲや人的ネットワークを活用した情報

収集に努め、国際コンベンションの誘致に取り

組んでいきたいと考えております。

○蓬原正三議員 次は、スポーツ振興に移りま

す。６点ほど伺います。

１番目は、スポーツ推進基金積立金の目的に

は、「スポーツの一層の推進と競技力向上を図

るため」とありますが、何ゆえにスポーツを推

進し競技力の向上なのか、その基本となるとこ

ろの理念、考えをお聞かせください。この際、

その本質的なところを明確にしておきたいと思

います。教育長、お願いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 昨年７月に、サッ

カー「なでしこジャパン」のワールドカップで

の優勝が、東日本大震災で被災した日本に元気

と勇気を与えてくれたことは、記憶に新しいと

ころであります。このようにスポーツには、

人々の心を動かす大きな力があり、個人の心身
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の健康の保持増進はもとより、次代を担う青少

年の体力の向上や人格の形成、地域の一体感と

活力の醸成など、さまざまな価値や意義がある

と考えております。このようなことから、国に

おいては、昨年８月にスポーツ基本法を施行

し、スポーツ立国の実現を目指し、各種の施策

を総合的、計画的に推進していくこととしてお

ります。また、本県におきましても、昨今の県

民の健康に対する関心の高まりや、競技スポー

ツに対する機運の盛り上がりなどを受け、宮崎

県総合計画のアクションプランや第二次宮崎県

教育振興基本計画に「県民総参加型のスポーツ

の推進」と「感動と夢を生み出す競技スポーツ

の推進」を位置づけ、重点的に取り組みを進め

ることとしたところであります。その具体的な

推進を図るために、今回、宮崎県体育協会の協

力を得て、スポーツ推進基金を県に設置するこ

ととしたものであり、県教育委員会といたしま

しては、基金を有効に活用し、官と民が一体と

なり、スポーツを通して宮崎を元気にしてまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 次に、基金事業、みやざき競

技スポーツ特別強化対策事業についてでありま

す。事業の内容は、県中学生選抜チーム支援事

業、大学・社会人スポーツ支援事業、競技力向

上支援事業、ジュニア日本代表支援事業という

ことで、すべてが「支援事業」となっておりま

す。何をどうするのか、もう少し具体的にわか

りやすく中身の御説明をお願いいたします。教

育長。

○教育長（渡辺義人君） 平成24年度の新規事

業としてお願いしております「みやざき競技ス

ポーツ特別強化対策事業」は、４つの事業で構

成されております。１つ目の事業は「競技力向

上支援事業」であります。これは、県体育協会

に県内の競技スポーツの状況に詳しい支援員を

２名配置し、有望社会人の受け入れを促進する

とともに、競技団体への巡回指導を行い、組織

強化や選手強化を推進するものであります。２

つ目の事業は「ジュニア日本代表支援事業」で

あります。これは、本県在学中の中高校生で各

競技の全日本ジュニアチームの一員として活躍

する選手の遠征費への補助を行うものでありま

す。３つ目の事業は「県中学生選抜チーム支援

事業」であります。これは、中学生の県選抜

チームで行う合宿や遠征試合への補助や、指導

者研修会に対する運営費の補助を行うものであ

ります。４つ目の事業は「大学・社会人スポー

ツ支援事業」でありまして、本県の国民体育大

会青年競技力の向上を図るため、大学、企業が

行う合宿や遠征試合に対して補助を行うもので

あります。

○蓬原正三議員 競技スポーツ特別強化対策事

業であります。遠征費等の補助を行うというこ

とでありますけれども、単なる支援ではなく、

何かはっきりとした目標を設定して取り組んで

いくべきではないかと考えますが、教育長の御

見解をお聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 御指摘のとおり、目

標を設定して取り組むことは大変重要なことで

ございます。したがいまして、県の総合計画

（アクションプラン）にも位置づけております

とおり、競技スポーツにおける具体的な目標と

して、国民体育大会の天皇杯順位30位台を掲げ

ているところであります。また、各競技団体に

おいても、この共通の目標に向かって、それぞ

れの置かれた状況を踏まえながら、短期的、長

期的な個別の目標を設定し、その達成に向けて

鋭意取り組んでいただいているところでありま

す。県教育委員会では、毎年度、こうした各競
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技団体の取り組みについて、県体育協会と連携

しながら、ヒアリングを行うとともに結果の分

析を行い、必要な対策の見直しを行っていると

ころであります。今回お願いしております特別

強化対策事業は、こうした見直しを踏まえて取

り組むことにしたものでありまして、今後と

も、事業の成果について検証を行いながら、必

要となる効果的な競技力強化対策に全力で取り

組んでまいります。

○蓬原正三議員 関連してもう一件、総合型地

域スポーツクラブであります。このスポーツク

ラブとの連携が、スポーツ振興を図るためには

大変意味が大きいと思いますけれども、総合型

地域スポーツクラブの現状と、今後、全市町村

への設置を目指してどのように取り組んでいか

れるのか、教育長の御見解をお聞かせくださ

い。

○教育長（渡辺義人君） 本県では現在、13市

町で22の総合型地域スポーツクラブが設立さ

れ、クラブ設立に向けた準備が進んでいる町村

が２つございます。それぞれのクラブでは、会

員のニーズに応じて各種スポーツ教室や世代間

交流を図るイベントを開催するなど、会員が知

恵や力を出し合い、スポーツを通したコミュニ

ティー活動に積極的に取り組まれております。

県教育委員会といたしましては、現在のところ

設立の動きのない11町村に対しまして、県体育

協会のクラブ育成アドバイザーと連携を図り、

計画的に訪問して、クラブの意義や運営面等に

関する説明を行い、クラブ設立への働きかけを

行っているところであります。総合型地域ス

ポーツクラブは、地域スポーツ推進の核となる

組織でありますので、市町村、県体育協会等と

さらなる連携を図りながら、県内すべての市町

村でのクラブ設立を目指してまいりたいと考え

ております。

○ 原正三議員 スポーツ少年団についてお尋

ねいたします。少子化に伴い団員数が減少して

おります。小学生のみの数では、平成５年１

万8,949人が、平成23年１万3,626人、5,323人が

減少しております。加入率は、平成16年24.5％

をピークに、平成23年21.3％、3.2ポイントの減

少。加入率は極端には下がっておりませんが、

やや下がる傾向にございます。学校によって

は、団員数が減少し試合ができないチームもあ

ります。かつて宮崎県は、福岡県をしのぐ団員

数を誇っておりました。スポーツの振興を図り

競技力を向上させるためには、小さいころから

スポーツに親しむ環境をつくることが必要であ

り、特にトップアスリート育成を目指すのであ

れば、ゴルフの石川遼や宮里藍、卓球の福原愛

選手たちのように、幼児期からの指導も必要な

ことであります。本来、スポーツ少年団は健全

育成を目的とする団体ではありますが、長期的

に見れば、スポーツの振興と競技力向上に果た

す役割は大変大きいと考えます。少年団の加入

率を上げ団員数をふやすことが望まれます。指

導者の皆さんはボランティアで頑張っておりま

す。行政面からのさらなる支援が必要でありま

す。今、減少に歯どめをかけなければいけませ

ん。教育長の御見解をお聞かせください。私は

三股町のスポーツ少年団の本部長です。隣の星

原さんは都城市のスポーツ少年団の本部長であ

ります。しっかり聞いております。お願いしま

す。

○教育長（渡辺義人君） お力を発揮いただき

まして、ありがとうございます。

スポーツ少年団は、「スポーツを通じた青少

年の健全育成」という理念に基づきまして、子

供たちにスポーツの楽しさや喜びを味わわせる
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とともに、社会性や協調性を身につけさせるこ

とができる有意義な教育的活動であると考えて

おります。スポーツ少年団の加入者は、議員の

御指摘のとおり、近年、少子化の影響や子供や

保護者の価値観の多様化などから年々減少傾向

にありまして、地域によっては既存の少年団を

統合したり廃止したりせざるを得ない状況にあ

るようであります。このような現状を踏まえま

して、宮崎県体育協会や各市町村のスポーツ少

年団本部等では、指導者やリーダーを養成する

講習会や各種交流大会の開催等を通して、ス

ポーツ少年団活動の充実を図り、加入者の増加

等に努められております。県教育委員会といた

しましても、今後とも市町村や関係団体等と十

分連携を図りながら、各種大会への助成や優秀

指導者の表彰など、スポーツ少年団の支援に努

めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 市町村対抗駅伝についてお尋

ねいたします。第２回大会が１月初旬に、県と

県教育委員会後援、宮崎日日新聞社主催で、宮

崎市において実施されました。今回はコースを

新たに設定しての大会で、全市町村が参加し白

熱したレースが展開されました。沿道からの応

援も多く、大変盛り上がった大会となりまし

た。３つの区間で応援をいたしましたが、ス

ポーツ振興を図るためにも、今後さらに県民総

参加型の大きな大会になればと思った次第で

す。知事のあいさつもあったと聞いております

が、ここは担当部局の教育長、大会の評価をお

聞かせください。

○教育長（渡辺義人君） 市町村対抗駅伝大会

は、従来行われてきました県駅伝大会が平成22

年度にリニューアルされ、小学生から50歳以上

までの幅広い世代が、市町村の代表としての誇

りやふるさとを愛する気持ちを１本のたすきで

つなぐという、地域に根差した特色ある大会と

なってきております。大会にはそれぞれの市町

村が合同練習を重ねて参加されるなど盛り上が

りを見せており、県といたしましても、知事に

スターターを務めていただいたほか、区間賞ト

ロフィーの提供や大会運営に携わるなど、さま

ざまな形での支援をしているところでございま

す。また、県内の教職員や高校生の陸上部員も

運営スタッフとして協力しているところであり

ます。県教育委員会といたしましては、本大会

が、ジュニア選手の育成や県内各市町村の交流

の促進、スポーツを通した地域の活性化に貢献

することから、今後、宮崎の新春を彩る風物詩

として定着をし、多くの県民の皆様に愛される

大会となるように、引き続き支援を行ってまい

りたいと考えております。

○蓬原正三議員 結果は、１位が宮崎市、２位

が小林市、３位が都城市、４位が三股町、５位

が高原町でありました。なぜか合併していない

市町村が、町村の部では１位と２位でありまし

た。また前夜祭で、ある村長さんの言葉だそう

でありますが、又聞きですから名前は申し上げ

ませんけれども、「我が町は2,000数百人の人口

で１チーム出しているんだ。大きな町はもっと

いっぱい出せ」と言われたと、そういう言葉が

あって大変受けたという話でございました。

もっともっと呼びかけて、多くの参加があるよ

うにお願いいたします。

最後に、１市町村１スポーツイベント運動に

ついてであります。スポーツ推進基金の趣旨を

広く県民に浸透させるために、１市町村１ス

ポーツイベント運動を展開してはどうかと思い

ますが、教育長の御感想をお聞かせください。

例えば、日向市であればソフトボール、都城市

であればバレーボールと自転車競技、高千穂町
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と高原町は剣道、延岡市は長距離走などなど、

お家芸的なスポーツを各市町村は持っているは

ずであります。当然、知事ないし教育長は、後

援の立場から大会に赴いてスポーツ振興を督励

しなければなりません。多少の予算補助も必要

になるかと思われますが、教育長にお伺いしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 今、一部御紹介がご

ざいましたが、市町村によっては、「剣道のま

ち高千穂」や「ソフトボールのまち日向市」

「バレーボールのまち都城」などのキャッチフ

レーズを掲げて、地域の特色を生かしたスポー

ツの振興に取り組まれております。また、平

成21年度に開催しました全国スポーツ・レクリ

エーション祭宮崎大会等を契機として、えびの

市のターゲットバードゴルフや日南市の綱引き

など、市町村と競技団体が連携して地域に根差

した大会が開催されているスポーツもございま

す。１市町村１スポーツイベント運動を展開し

てはどうかとの御提案でありますが、市町村に

おいて、こうした特色あるスポーツを振興して

いくことは、地域住民のスポーツへの関心を高

めますとともに、地域の一体感や活力を醸成す

るなど、さまざまな効果が期待できるものと考

えております。県教育委員会といたしまして

は、各市町村での特色あるスポーツイベント等

の取り組みにつきまして、ホームページでの紹

介など周知・ＰＲを行いながら、奨励してまい

りたいと思います。

なお、基金を活用した事業については、来年

度４つの事業をお願いしておりますが、今後の

展開につきましては、県民のニーズなどを踏ま

え、さまざまな観点から総合的に検討していく

ことになろうと考えております。

○蓬原正三議員 次に移ります。新幹線効果、

Ｂ＆Ｓバスについてであります。

九州新幹線が開通して間もなく１年になりま

す。九州経済調査協会が実施した宿泊・レ

ジャー施設のアンケートによりますと、新幹線

効果を享受できているのは福岡、熊本、鹿児島

の３県のみで、ほか４県はマイナスととらえる

事業者のほうが多いという報道がございまし

た。つい先週、私の地域の人たち17名が指宿の

ホテルに宿泊したところ、ロビーは関西弁の観

光客が多く見られ、仲居さんはてんやわんや

で、「忙しい。新幹線の効果でしょうか」と話

していたそうであります。さて、その新幹線効

果を呼び込むべく、新八代―宮崎間に高速バス

「Ｂ＆Ｓみやざき」が運行開始して、約１年に

なります。運行主体は宮交、産交、ＪＲバスの

３社でありますが、先月、ＪＲ本社を訪問した

際、社長以下役員の皆様方との意見交換会での

話によりますと、今のところまだまだ認知度が

低く、乗車率もあと一歩とのことでありまし

た。このバス路線は、鉄道と並び新幹線効果を

本県に呼び込む効果的な２次路線であると考え

ます。ＰＲや利用増進も含めて、県として何ら

かの支援、協力はできないのか。商工観光労働

部長の御見解をお聞かせください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） Ｂ＆Ｓ

は、お話のようにビジネス面や観光面等で有効

な交通手段であると考えております。観光面に

ついて申し上げますと、ＪＲ九州等が旅行商品

を造成しているほか、県におきましても、ＪＲ

九州や宮崎市などと連携しながら、関西・中国

地方等でのＰＲや、利用者に対する本県の特産

品のプレゼントキャンペーンなどの利用促進に

取り組んできたところであります。今月のダイ

ヤ改正で、新大阪発着の「さくら」の新八代駅

での停車が増加しますとともに、博多―宮崎間
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の所要時間が短縮されるなど利便性が向上しま

すことから、新幹線効果をさらに取り込むと

いった観点に立って、ＪＲ九州や沿線自治体な

どと連携して、Ｂ＆Ｓの観光客への周知を図

り、誘客に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 「Ｂ＆Ｓみやざき」に関して

です。以前から議論のあったことであります

が、高速バス停留所付近の駐車場を求める声が

多くあります。特に都城北バス停は鹿児島県志

布志あたりまでの広いエリアを対象としてお

り、利便性の向上を図ることが乗車率アップに

つながることは間違いないことであります。

せっかくの新幹線に接続する有効な２次路線で

あります。利用促進を図ることが路線運行の安

定を図り、ひいては新幹線からの宮崎への誘客

につながることになろうかと思います。駐車場

の拡充について、県民政策部長の御見解をお聞

かせください。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 「Ｂ＆Ｓみや

ざき」の利用促進につきましては、県民へのＰ

Ｒなどに努めているところでございますが、さ

らなる利用促進を図るためには、駐車場の確保

や路線バスとの接続など利便性の向上も重要で

あると考えております。御質問のありました駐

車場については、現在、地元自治体や民間企業

により整備されておりますが、まずは地元自治

体とともにその利用実態と課題の把握にしっか

りと努めていきたい、そしてどのような対応が

必要なのか協議してまいりたいと考えておりま

す。

○蓬原正三議員 次に移ります。道路保全につ

いて、１件だけお尋ねいたします。最近、車の

振動による騒音や、振動により屋根がわらがず

れるなどの苦情が、県道の沿線住民から多く寄

せられております。車の大型化が進行したこと

もありますが、舗装の傷みが原因と思われま

す。「予算が不足し改修がおぼつかない」との

声も聞きますが、つくった道路は人が利用しま

す。舗装補修の予算を十分に確保する必要があ

ると思いますが、県土整備部長の御見解をお聞

かせください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 舗装補修につ

きましては、公共事業全体の予算が減少してい

る中でも一定の予算を確保し、取り組んでいる

ところであります。しかしながら、舗装の劣化

によりまして、議員御指摘のようなさまざまな

苦情も寄せられているところであります。この

ため、引き続き、優先的に整備すべき箇所の選

定や適切な工法の採用を行うなど、より効果

的、効率的な舗装補修に取り組み、道路の安全

確保と沿道環境の改善を図ってまいりたいと考

えております。また今後は、施設の老朽化など

により補修や更新に要する経費が増大すること

が想定されますので、計画的な道路の維持管理

に取り組みますとともに、必要な予算の確保に

努めてまいりたいと考えております。

○蓬原正三議員 最後になります。儲かる農業

について。

人は生きるためには食わなければなりませ

ん。人類の歴史は飢えとの闘いでもありまし

た。時は過ぎ豊かになって、今や多くの日本人

は食のありがたささえ忘れ、ある大臣などはＴ

ＰＰに関し、工業製品がＧＤＰの数％の生産額

しかない農業の犠牲になっていいのかという旨

の発言をするありさまであります。かかる人々

は、食の歴史に思いをはせることもなく、食の

ありがたさや食料生産に携わる人々の苦労さえ

知ろうともせず、恐らくは、石油ショックなら

ぬ食料ショックでも来ない限り、農業のありが
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たさに気づくことはないのかもしれません。世

界的な大干ばつや大紛争、あるいは疫病の大流

行等によって食料の供給がままならぬ状況と

なったとき初めて、かかる人々は、空腹のつら

さに耐えながらテレビでもかじりつつ、農業を

おろそかにしたことを大いに反省するのかもし

れません。しかしながら、そのときは「時既に

遅し」であります。我が宮崎県こそは、日本人

が子々孫々の代まで飢えることのないよう、生

きる基本である食、すなわち農業も大切にした

いものであります。そこで、来年度予算に係る

儲かる農業に関する施策について、４点ほど農

政水産部長にお尋ねいたします。

昨年６月策定された第七次宮崎県農業・農村

振興長期計画では、４大施策の第１番目に、

「儲かる農業」の実現という大きな目標が計画

推進の柱に掲げられております。ページを繰っ

てみますと、随所に「儲かる」「儲かる」の言

葉が踊る計画となっております。私も田を耕し

米をつくってはおりますが、そのほとんどは縁

故米、「儲かる」となるとなかなか簡単にはい

かないというのが実感であります。しかしなが

ら、高齢化が進行し後継者不足が顕著な今、今

後の継続的、発展的な農業経営を考えるとき、

「儲かる農業」の言葉が大切なキーワードであ

ることは間違いありません。そこで、計画実施

初年度の平成24年度において、この「儲かる農

業」の実現に向けて、どのように予算に反映し

政策を展開しようとしているのか、お伺いした

いと思います。

まず、ブランド対策についてであります。

「儲かる農業」の実現の項、（３）多様なニー

ズに応える「攻めの生産・流通・販売」の総合

展開の、③健康と環境に着目した「みやざきブ

ランド」の展開の中で、「いのちの恵みに感謝

する県、みやざき」を基本コンセプトにブラン

ド力の向上を図るとあります。本県農産物の付

加価値を高めることは重要なことであります。

どのような政策を講じられるかお聞かせくださ

い。農政水産部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県産の農産

物については、例えば、ピーマンやゴーヤーを

初めとする多くの野菜類で、ビタミンＣやベー

タカロテンといった栄養成分や機能性成分の含

有量が、全国の標準値に比べて1.2～1.5倍にな

るなど高い傾向にあることが確認されておりま

す。これは、日射量が全国トップクラスであ

り、豊かな太陽の恵みを受けている宮崎ならで

はの特徴であり、消費者の健康志向が高まる中

で、他産地にはまねのできない付加価値になる

と考えております。今後は、このような宮崎な

らではの付加価値を農家所得の向上に結びつけ

ていくため、これまでに蓄積した調査データを

もとに栄養成分や機能性成分の表示に取り組む

など、消費者ニーズを的確にとらえた本県農産

物のイメージアップを図ってまいります。

○ 原正三議員 次に、同じくブランドについ

てであります。ブランドといえば、完熟マン

ゴーや、きんかん「たまたま」でありますが、

先月、宮城県仙台市に被災地視察に行った際、

「宮崎から」と言うと、返ってきたのが「キン

カンを食べてみたい」との言葉でありました。

「キンカンは宮崎」のイメージが定着しつつあ

ると感じた一瞬であり、後日、見舞いがてら

「たまたま」を送りましたら大変喜ばれまし

た。折もよろしく、月末の朝日新聞には、「果

樹の消費拡大」と称して、新事業の日向夏の

カットフルーツ販売のことが報じてございまし

た。消費者ニーズの変化により生鮮果実の消費

が減少しているとも聞きますが、日向夏などの
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本県果実の需要拡大をどのように進めていくの

かお聞かせください。農政水産部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 生鮮果実の消

費が減退する中で、本県果樹の需要拡大を図る

ためには、これまでのＰＲ・販売対策に加えま

して、手軽に必要な分だけ食べたいといった消

費志向への対応や、付加価値を高める６次産業

化の推進が大変重要であると考えております。

このため県では、平成24年度新規事業として本

議会にお願いしております「果樹だからできる

６次産業化チャレンジ事業」において、日向夏

やマンゴーを中心に、全国に先駆け、加工・流

通メーカーとの連携によるカットフルーツへの

参入を進めることとしております。また、クリ

やユズなどの地域特産果樹を活用した新たな加

工食品の開発や、日向夏を８月ごろまで貯蔵し

て夏場の果物として利用拡大を図るなどの取り

組みも進めてまいりたいと考えております。こ

れらの取り組みにより、本県果樹の全国量販店

などでの消費拡大や、学校給食、外食産業など

新たな業務需要の開拓につなげ、「儲かる果樹

農業」の実現を図ってまいりたいと考えており

ます。

○蓬原正三議員 次に、「儲かる」ための試験

研究についてであります。本県では、国により

７地区でダム幹線水路などの畑地かんがい施設

整備が進められており、既に５地区が完了して

おります。私の地元都城盆地でも国の事業は完

了し、あとは末端の施設整備が望まれるところ

であります。今後、受益面積の増加が予想され

る中、土地利用型農業の展開について研究を進

めておくことは大変重要なことと思われます。

幸い都城には県の畑作支場がございます。畑か

ん施設を有効活用した高収益な畑作物の生産技

術開発の取り組み状況について、お聞かせくだ

さい。

○農政水産部長（岡村 巖君） 温暖化が進み

集中豪雨や干ばつが頻発する中で、整備が進む

畑地かんがいの水を有効に活用した安定生産技

術の開発は極めて重要であると考えておりま

す。このため県におきましては、総合農業試験

場畑作園芸支場において、全国的に出荷の端境

期に当たり、生産拡大が求められている加工業

務用の春どりキャベツや、収量向上が求められ

ているジュース原料用ニンジンの畑かんの利用

などによる安定生産技術を開発し、現在、生産

現場での実証・普及に取り組んでいるところで

ございます。また、平成24年度からは、同一圃

場に里芋やホウレンソウなどを年２作、３作、

体系的に作付し、農地をフル活用する高収益輪

作技術の開発などに取り組むこととしておりま

す。県といたしましては、近年需要が拡大して

いる加工業務用ニーズに的確に対応するために

も、今後とも、安定的で生産性の高い畑作農業

の技術開発に積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。ぜ

ひ頑張っていただきたいと思います。

私どもは民間企業でこんなことをよく言われ

ました。「知恵を出せ、知恵を。知恵の出ない

者は汗を出せ。知恵も汗も出ない者は、静かに

去れ」、大変厳しい言葉なんです。これは民間

企業の新人教育の場などでよく聞かされる言葉

であります。どうぞ大いに知恵を出していただ

いて、すばらしい試験研究の成果が出ますよう

に期待をいたしております。

最後になります。同じく畑地かんがいを活用

した「儲かる畑作営農」についてであります。

口蹄疫からの復興に向けて、畜産と畑作など耕

種のバランスのとれた農業構造への転換が求め
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られている中、畑地かんがいを活用した収益性

の高い畑作営農の展開が必要と考えております

が、新規事業の中でどのように取り組んでいか

れるのかお聞かせください。農政水産部長、お

願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畜産と耕種の

バランスのとれた農業構造に転換していくため

には、安定的で生産性の高い畑作営農の確立を

図る必要があり、先ほど申し上げました試験場

における新しい畑かん営農技術の開発とその普

及に向けた実証・啓発が重要であります。この

ため、平成24年度新規事業として本議会にお願

いしております「畑かんで進める地域農業再生

事業」において、新たな畑かん営農技術の確立

のため、畑地かんがいを活用した新たな輪作体

系や大規模営農に対応した散水作業の省力化な

どの実証を行うこととしております。また、こ

れらの技術を広く普及していくため、畑かん営

農の推進役となる「畑かんマイスター」の認証

制度の創設や、輪作体系などを踏まえた新たな

畑かん営農技術マニュアルの策定などを行い、

県や市町、ＪＡ、農業者など地域が一体となっ

た普及・推進体制の強化を図ることとしており

ます。これらの技術開発、実証、普及啓発と

いった一連の取り組みにより、畑地かんがいを

有効に活用した収益性の高い畑作営農を推進

し、儲かる農業の実現を目指してまいりたいと

考えております。

○蓬原正三議員 ありがとうございました。

以上でありますが、この畑地かんがいについ

ては、末端というべきか先端というべきか、す

べてが計画どおり完了するまで、まだあと10年

かかるというふうに聞いております。あと10年

たちますと、農業をやろうという人が既にいな

くなってしまう可能性がありますので、あと10

年をできるだけ短縮できるようにやっていただ

かないと、万里の長城化することにもなりかね

ませんので、ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

以上申し上げ、私の質問を終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○十屋幸平副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩をいたします。

正午休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、御

苦労さまでございます。あと２人だけになりま

したので、お疲れと思いますけど、少しばかり

我慢して聞いていただきたい。食後であります

から、眠くなると思いますが、眠いときは眠っ

てください。

まず、知事に、基本的姿勢をお聞きしたいと

思います。知事に就任されて１年になりまし

た。我々との蜜月時代もこの辺で終わりにし

て、ちょっと厳しいことを言わにゃいかんなと

思います。まず、この前の知事選挙のときのこ

とを思い出していただきたいのであります。

ちょうど私は浪人中でありましたけど、東国原

前知事が、やめるやらやめぬやら、ずるずるず

るずると引き延ばして、結局選挙の直前になっ

てやめると言い出しました。実は知事選に出た

いという人もおられたんですよ、県内に何人

か。そのためにその人たちが結局出られません

でした。こんな選挙が行われたことは宮崎県に

とっては本当に残念なことだと、不幸なことだ
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と私は思っております。河野知事には本当に失

礼ですけど、本来なら、河野知事よりもっとふ

さわしい人がおったかもしれん。それはわから

ん。日産のカルロス・ゴーンという人が言って

おります。「私は、人を選ぶときはどういう基

準で選ぶかというと、能力で選ぶんじゃない、

やる気、情熱で選ぶんだ」、こう言っておるん

です。知事は広島県出身であります。本当に宮

崎県人以上に宮崎県を愛していると、そのやる

気、情熱、これが本当にあるのか。知事は能力

もあるし、人柄もいい。問題は、宮崎県人以上

の、ここに生まれた人以上の宮崎県を愛する

心、そういう心が知事の中にあるか。知事の支

持率はいいけど、しかし、大方の人は、「知事

さんは何期かやったらまた広島に戻るんだろう

な」と。あの東国原前知事も「骨を埋める」と

言ったんですが、やっぱり行ってしまった。本

当にここは、腰かけ気分じゃ困るんです。知事

の覚悟のほどをちょっとお聞かせ願えたらと

思っております。

次に、知事としての先見性についてでありま

す。私は、ここで二度ばかりブータンについて

取り上げたことがありました。この前の３・11

の事件の後、ブータンの国王がお見舞いに来ら

れました。そのときマスコミなんかが取り上げ

ていただいてブータンブームが起こりました。

私も少しばかり先見の明があったかなと思って

いるわけであります。

私は、世界は今、大きな歴史の曲がり角に来

ているんじゃないのかという気がしてしようが

ないんです。それで知事に先見性について聞く

んですが、小林一三という阪急電鉄を興した実

業家がおりますが、彼は、実業家には５年、10

年の先見性があればいいんだと言うんです。50

年、100年先を見るほどの先見性は要らないと

言っております。ところが、我々政治家はそう

であってはいかんと思うんです。知事ももう役

人じゃない、政治家でありますから、50年

先、100年先を見通すような先見性がなければな

らないのではないかと思うのであります。宮崎

には立派なお手本があります。綾町の郷田町長

でありますが、綾町はかつて家出の町と言われ

たことがあります。郷田町長は、当時、雑木を

切って杉を植えようとするのに断固反対して照

葉樹林を残しました。有機農法などあり得ない

時代に断固やり通して、今のような立派な綾町

にしたということであります。50年先を見てい

たということであります。

私がなぜ知事に先見性を問う気になったかと

いいますと、ことしの正月、テレビを見ており

ましたら、知事が出ていました。そうしたら、

知事は─ことしの目標と書いてあったような

気がするんですが、３項目書いてありました。

全部、要するに経済のことしか書いていないん

です。経済をどうしようという話。経済はもち

ろん大切なんですけれども、しかし、私は、も

う時代は、経済、経済という時代ではないん

じゃないだろうかという気がしてしようがない

んです。この前、朝日新聞で、「エダノミクス

対マエハラノミクス」と題して、枝野経済産業

相と前原政調会長の経済に対する考え方が３回

のシリーズにわたって載っておりました。枝野

さんは、もう経済、経済という時代じゃないん

じゃないかという立場でありました。前原さん

は相変わらず、どんどんと行けという立場で

あったようでありますが、私の考えはどちらか

というと枝野さんの考えに近いわけでありま

す。知事としては50年先、100年先をどう見通さ

れているか。宮崎の将来をどのように描き切っ

ておるのか、その辺のところをお聞かせ願えた
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らなと思っております。

壇上での質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

迫力ある叱咤激励ありがとうございます。心

から感謝申し上げます。

まず、知事としての意気込みについてであり

ます。私が生まれて育ち、高校生までを過ごし

た広島も、また、公務員から政治家へと育てて

いただき、その道を与えていただいたこの宮崎

も、ともに私にとって大切なふるさとでありま

す。感謝の思いとともに、体全体にしみわたる

ような愛着また愛情を抱いておるところでござ

います。一昨年、口蹄疫からの再生・復興など

本県の正念場に際し、これまでの経験を何とか

生かしたい、大変お世話になった宮崎の皆さん

のために力を尽くしたい、そのような思いで国

家公務員としてのキャリアをすべてなげうっ

て、知事としての道を歩ませていただくことに

なったわけでございます。広島出身、総務省の

出身ということが言われるわけでありますが、

これから先、帰る場所として広島なり総務省が

あるわけではありません。私にはもう戻る場所

はないわけであります。「一所懸命」という言

葉があります。「一生懸命」のもととなった言

葉であります。まさに、私にとってこの宮崎が

一所懸命であります。このふるさと宮崎の発展

のために、宮崎県民の皆様の御期待にこたえる

ために、これまで経験したことのすべてをこの

宮崎に注いで、全身全霊、発展のために尽くし

てまいりたいと、そのように考えておるところ

でございます。

次に、先見性についてでございます。将来の

見通し、50年先、100年先のことを確たることと

してお話しするのは、だれにとっても難しいこ

とだというふうに考えておりますが、一つ確か

な確度を持って言えますことは、やはり人口構

造の変化であるというふうに考えております。

ここから少なくとも数十年先のオーダーで、我

が国が人口減少また少子高齢社会というものを

迎えていくと。さらには世界に目を転じていき

ますと、中国、インドを中心としたアジアに人

口重心また経済の重心が移っていく。また、世

界での人口爆発に伴いまして、食料、さまざま

な資源、エネルギーの問題というものが確実に

生じてくるということかというふうに思ってお

ります。その中で、この宮崎がどのような立ち

位置を持ち、より発展を遂げていくか、そこが

大きな課題であるという認識でございます。先

ほど綾の郷田町長の話もございました。先見性

を持って先を見据えて取り組んでいく。将来の

方向性を確かなものを見据えて取り組んでい

く。大変重要なことでございますが、そのため

には、一つ過去に学ぶということも大事であろ

うかというふうに考えております。今回、古事

記1300年では、「温故知新」ということをコン

セプトに、過去に学びながら、古きをたずねて

新しきを知っていきたいということを申し上げ

ておりますし、郷田町長を初めさまざまな先人

の知恵、また古典をひもとき学ぶこと、これも

大変重要なことというふうに考えております。

そして、何よりも大事なことは、この宮崎とい

うものを改めて見詰め直し、宮崎の温暖な気候

から人情味豊かな県民性から、すばらしいもの

はたくさんあるというのは、この議会でも繰り

返し議論がなされておるところでございます

が、それを私ども改めて見詰め直し、世界の大

きな構造変化の中でどのような役割を果たして

いくかということを考えていくということだと
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いうふうに思っております。その中で、やはり

宮崎の得意分野である農林水産業というものを

生かしながら、フードビジネス、将来の食糧不

足にも対応していく産業構造をつくっていくこ

と、これを今やっていくというのが大変重要で

あると考えております。

多くの皆様のお知恵をいただきながら、県民

の皆さんの力を合わせて、50年先、100年先をも

見据えながら、この宮崎の立ち位置、また宮崎

の将来というものを今後とも考えてまいりた

い、そのように思います。以上であります。

〔降壇〕

○井本英雄議員 どうもありがとうございまし

た。

それでは次に、教育の再生についてお聞きい

たしたいと思います。

まず教育長に、学力とは何か、その辺から始

めたいと思いますが、よろしくお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 変化の激しいこれか

らの時代を主体的、創造的に生きていくために

は、子供たちに、確かな学力をしっかりと身に

つけさせることが必要であります。学力につき

ましては、さまざまなとらえ方があろうかと思

いますが、県教育委員会といたしましては、学

校教育法で定められていますように、１つに

は、基礎的・基本的な知識・技能、２つには、

知識・技能を活用して課題を解決するために必

要な思考力、判断力、表現力、３つには、主体

的に学習に取り組む態度、この３つでありまし

て、これらをバランスよく身につけた力、それ

が学力であるというふうに考えております。

○井本英雄議員 わかりました。要するに知識

を単に丸暗記するだけが学力じゃないんだとい

うことでありますね。ゆとり教育のときにも、

とにかく、21世紀を切り開いていくたくましい

人間をつくるんだということで、自分で考えて

そして自分で切り開いていく。そういう人間を

つくり上げていくために、それが学力だという

ことで、同じことだと思いますが、実はこの学

力というのは、ＯＥＣＤのＰＩＳＡで試されて

いるものでありまして、これについて、フィン

ランドが３回連続して、それこそトップで走っ

ております。フィンランドの教育が何でこんな

にうまくいったのかということを調べてみます

と、ともかく一にも二にも教員だと、先生だと

いうことを言っております。今、いろいろ問題

が多い教育関係でありますけど、いろんな問題

を解決するのに、私はやっぱり、先生を育てる

ということが大切じゃないかなと思っておりま

す。フィンランドでは、ともかく手間も暇も金

もかけて一人の先生を育てていくということを

やっております。そして、教師の社会的地位が

物すごく高いんです。弁護士やお医者さんと同

じように見なされる。教育の専門家として、プ

ロとして扱われるということでありまして、あ

る小学校なんかでは、先生一人一人に控え室と

いうか部屋が与えられているというふうなとこ

ろもあるそうでありますが、とにかく先生とい

うのにみんななりたがっている。尊敬されてい

るということであります。

例えば、フィンランドには教科書検定制度と

いうのがないんですね。それはなぜかという

と、どんな教材を使うかというのは先生たちが

全部選ぶようになっているということで、フィ

ンランドには教科書検定制度がない。要するに

先生が信頼されているということであります。

そんなことで、私もこの前、「いま、先生

は」という本を読みました。教育長も読まれた

んじゃないでしょうか。朝日新聞社から出て、

えらく評判になった本らしいですけれども、そ
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れを読みますと、ともかく、モンスターペアレ

ントや学級崩壊、いじめの問題や不登校の問

題、いろいろありまして、本当にこれは困った

ことだな、どうしたものかなと思っております

が、先ほど申しましたように、この教育問題を

解決する糸口、それはフィンランドのように、

先生にあるんじゃないのかという気がするんで

す。対症療法的に解決する方法はあるかもしれ

ませんけど、根本的に教育をもう一回再生させ

るためには、やはり私は、立派な先生をつくり

上げるということに力を注いでみたらいかがか

と思っているわけであります。聞きますと、教

育予算には国からの縛りがありますけれども、

教師をどのように育成するかということについ

ては縛りはないとお聞きしておりますので、プ

ロとしての教師にふさわしい人材を選び、それ

を育成することにもっと手間と暇とお金をかけ

てみてはどうかという提案であります。国家百

年の計であります。宮崎独自の教育改革をやっ

てみたらいかがだろうかと。教育長、最後の置

き土産としてひとつお願いできんかという私の

提案でありますが、よろしくお願いします。

○教育長（渡辺義人君） なかなか気のきいた

ことが言えなくて申しわけありませんが、今、

議員の御紹介にありましたフィンランドの教育

制度ですけれども、非常に先生に対する評価が

高いということでありまして、前、聞いたとこ

ろでは、隣の国がスウェーデンですから、ス

ウェーデンに対する対抗意識があの国は非常に

強いというふうなことを聞いたことがありま

す。それで国民全体の教育の底上げを図らな

きゃいけないということで、国民総教育的な視

点で、そういう中で先生の力というものに光を

当てて、国家全体として育て上げているという

ような状況だと認識をしております。

そういう中で、フィンランドの教育制度も含

めて、まずは先生になるためには大学での養成

というのが必要になりますけれども、養成課程

等も含めまして、そのことについては国がその

役割を担っており、現在、中教審の中で、「教

職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的

な向上方策」について検討がなされているとこ

ろでありますので、我々も十分な関心を持って

これを見詰めたいと思っております。

その上で、本県としてどのような取り組みが

なされているか、していっているのかというこ

とについてお答えをさせていただきます。議員

の御指摘のとおり、社会の変化はこれから激し

くなりますけれども―今も激しい状況であり

ますが―教育には、子供たちにたくましく生

き抜く力をはぐくむことが求められておりまし

て、そのためには、「教育は人なり」あるいは

「教育は人次第なり」というような言葉があり

ますように、すぐれた資質を備えた教職員を採

用することが大変重要であると考えておりま

す。

その中で、県教育委員会の主な取り組みとい

たしまして、実務的な話になって恐縮ですが、

まずは、採用前におきましては、本県独自の取

り組みとして、大学と連携を図りながら、教職

を希望する学生に対して、教育実習に先立って

学校での体験機会を提供するとともに、大学の

講義へ県教育委員会から講師を派遣しておりま

す。それから、次の段階であります採用段階で

は、使命感や実践的指導力、人間力を見るため

に、個人面接や集団討論、模擬授業の試験を実

施しておりまして、受験者１人当たり、民間の

方を含め10人以上の試験官により評価をしてい

るところであります。また、採用された後であ

りますが、県の教育研修センター等や各学校の
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指導教員のもとでの年間400時間以上に及ぶ初任

者研修を初め、体系的・計画的な研修を実施し

ております。さらに、本県独自の授業力向上対

策としまして、すぐれた教育実践力を持つスー

パーティーチャーによる模範的な授業の公開等

に年間400人以上の教員が参加しますとともに、

若手教員を１年かけて育てる授業力リーダー養

成塾に取り組んでいるところでございます。

県教育委員会といたしましては、今後とも、

教職員の採用、育成につきまして、さまざまな

工夫・改善を図りながら、積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

なお、きのう、質問にお答えしましたよう

に、やはり教育を担うのは人でありますから、

議員の御所見にもありましたように、教員に情

熱が欠けては教員の資格はないと思っておりま

す。その上で、子供たちにしっかりと、長いこ

と燃えるような感動を与え続ける存在、それは

先生だと思います。まさしくそれが「先生」と

呼ばれるゆえんだと思いますので、そういった

先生づくりに、我々もしっかり取り組んでまい

りたいと思います。以上であります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。宮崎

県は宮崎県で、それなりにできる範囲で一生懸

命やっていくということでありましょう。本当

に４年間御苦労さまでした。ありがとうござい

ました。

次に、ＶＥ（バリューエンジニアリング）に

ついてお聞きしたいと思います。

一昨年になりますが、「情熱大陸」という番

組で、横田尚哉さんという人のＶＥが取り上げ

られておりました。お隣の大分県佐伯市のトン

ネル工事の件でバリューエンジニアリングを

やっていったわけでありますが、30億円かかる

ところを20億円にしてしまったという話であり

ました。我が宮崎県におけるＶＥのこれまでの

取り組み件数と、具体的コスト縮減事例を教え

ていただきたいと思います。県土整備部長にお

伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） ＶＥでありま

すが、これは、製品やサービスの機能を低下さ

せずにコストを縮減する、または同等のコスト

で機能の向上を図ることを目的としますことか

ら、公共事業を初め、さまざまな分野において

その手法を活用することは、非常に有効である

と認識をしております。このようなことから、

公共事業を進めるに当たりましては、コスト縮

減等の効果が最も高いとされる設計段階におき

まして、改善、見直しを行う設計ＶＥに平成18

年度から取り組んできたところでございます。

これまでに６カ所で実施をしておりまして、こ

のうち椎葉村で現在施工中の国道327号の石原バ

イパスでは、ルートの見直しによりまして、概

算設計額で約６億円のコスト縮減が見込まれて

おります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。私も

昨年はＶＥリーダーという資格を取りました。

ＶＥに対する取り組みは大分県が最も進んでい

るようであります。宮崎県における人材育成の

取り組み状況と資格の取得状況について、県土

整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 設計ＶＥを推

進するための人材育成の取り組みにつきまして

は、平成16年度から、県及び市町村の技術職員

を対象に、概要を理解するための講習会と、そ

れからまた、実践演習を中心とした研修会を毎

年開催しております。ＶＥに関する資格としま

しては、ＶＥ活動を実践するために必要な基礎

知識を有する人材として認定されましたＶＥ

リーダー、それから、ＶＥ活動の責任者となり
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得るＶＥスペシャリスト等がございます。議員

も資格を取得されたということでございます。

私はまだ取っておりませんけれども、県職員で

は現在25人がＶＥリーダーの資格を取得してい

るところであります。県土整備部としまして

は、ＶＥスペシャリスト等の資格取得につなが

る環境の整備に今後とも努めてまいりたいと考

えております。

○井本英雄議員 このＶＥは、単に建設産業だ

けに適用されるものではなくて、すべてのもの

に適用できるものでありますので、ＶＥに全庁

的に取り組むつもりはないのか、総務部長にお

伺いします。

○総務部長（稲用博美君） ＶＥの普及等につ

きましては、県土整備部を中心に、研修会の開

催等に取り組んでいるところでありますが、物

やサービス等の価値を高めようとするＶＥの考

え方、これは行政運営全般にも通じるものであ

るというふうに認識をしております。現在、県

では、その趣旨に沿うものとしまして、職員の

意識改革や事務改善のための職員提案制度、あ

るいは県民サービス向上運動等に取り組むとと

もに、事務事業の見直しや政策評価、県民との

協働などを通して、予算の効果的・効率的な執

行に取り組んでいるところであります。御質問

のＶＥにつきましても、その取り組み例や考え

方などを全庁的に紹介するなどして、行政サー

ビスの向上に努めたいというふうに考えており

ます。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

次に、地域医療についてお伺いしたいと思い

ます。

来年度は、県内の臨床研修医が増加すると聞

いております。本当に喜ばしいことでありま

す。この増加した要因は何なのか、そして、こ

れを持続していくということが肝要でありま

す。私たちも委員会で、沖縄の中部県立病院の

「屋根瓦方式」というシステムを見てまいりま

した。こういうシステムをつくり上げていくこ

とが今後大切じゃないかと思われますが、福祉

保健部長のお考えをお聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 来年度の臨床

研修医が大幅に増加する見込みとなった要因と

いたしましては、平成18年度に宮崎大学で導入

いただきました地域枠により、医学部における

本県出身者の割合がふえたことが考えられると

ころでございます。また、宮崎大学各診療科の

先生方を初めといたします臨床研修関連病院等

の関係の方々の熱心な取り組みのたまものであ

ると考えております。

お話にありました沖縄の中部病院のシステム

については、全国的にも認められておりまし

て、長い歴史のもとに築き上げられてきたもの

というふうに考えております。今後、県や県医

師会、それから臨床研修病院等で構成いたしま

す臨床研修運営協議会において、今回の結果を

しっかりと分析いたしまして、沖縄県を初め他

県の先進的な事例も参考にしながら、より魅力

的な研修システムづくりや、優秀な指導医の養

成に取り組んでまいりたいと考えております。

また、県外に進学した本県出身の医学生に対

しても、本県で臨床研修を行ってもらえるよう

に、ホームページや臨床研修病院説明会等を通

じまして、本県の臨床研修環境の魅力等を積極

的に発信してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。地域

医療でいつも問題になるのが県北の地域医療、

とりわけ県立病院でありますけれども、これが

増加することによってどういう効果が県北の地

域医療にあるのか、その辺のことを具体的に聞
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かせていただけたらと思います。

○病院局長（甲斐景早文君） 今、御指摘のと

おり、大幅な研修医の増加が見込まれますけれ

ども、こうした皆さんが、宮崎大学附属病院や

県立病院などの臨床研修病院で、それぞれの優

秀な指導医による直接の指導や臨床現場での数

多くの多様な経験を通じて、本県の医療に貢献

したいという思いを高めていただくことで、研

修終了後に県内に定着する医師がふえるものと

考えておりまして、県立延岡病院の医師確保に

もつながるものと大いに期待をしているところ

でございます。また、県立病院におきまして

も、宮崎病院では８名、延岡病院においては４

年ぶりに１名という受け入れが見込まれており

まして、研修医が倍増する見込みであり、近い

将来の医師確保に明るい兆しが見えてきたもの

と認識をしているところでございます。

病院局といたしましては、今後一層の確保を

図るため、昨年度から参加しております病院説

明会に加え、新たな説明会への参加や、医学生

がよく目にする医学情報誌へのＰＲ記事の掲載

などにより、県立病院の臨床研修を広く紹介す

るとともに、研修プログラムの充実や指導医の

養成に取り組んでいくこととしております。

○井本英雄議員 県立病院の経営改善のために

は、事務局長をプロパー職員化、もしくは在職

期間を長期化することが大切だと思われます

が、病院局長のお考えをお聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） たびたび御意見

をいただいておりますけれども、各県立病院の

事務局長は、病院運営のかなめとして重要な役

割を担っておりますことから、病院事業経験者

を初め経営感覚に富む人材を、知事部局からの

交流により配置しているところでございます。

事務局長の在職期間の長期化につきましては、

適材適所の考え方に基づき検討していく必要が

あろうかと存じますが、プロパー化につきまし

ては、平成25年度に経営形態の検討を予定して

いることもあり、その効果や課題等について慎

重な検討が必要ではないかと考えております。

今後とも、病院現場の意見を踏まえながら、事

務局体制の専門性の強化など、対応できるもの

については適切に対応してまいりたいと、この

ように考えております。

○井本英雄議員 25年度に経営形態を再検討す

るということでありますが、これは民営化ある

いは独立行政法人化ということを考えての話で

あるんでしょうか。ちょっとお聞かせくださ

い。

○病院局長（甲斐景早文君） 平成21年度に実

施いたしました県立病院の経営形態の検討にお

きまして、22年度から24年度までの３年間、現

行の経営形態でさらに経営改革に取り組み、そ

の結果を踏まえて、25年度に再度、経営形態の

検討を行うことといたしているところでござい

ます。こういったことを踏まえまして、経営形

態の検討に当たっては、今、御意見にもありま

したように、前回同様、現行形態の継続あるい

は地方独立行政法人化、公設民営化、民間移譲

等が考えられるわけでございますが、こうした

すべての形態を選択肢として検討することにな

るものと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

次に、地震・津波対策についてお聞きいたし

ます。

このたび、防災対策特別委員会において、東

日本大震災を踏まえた宮崎県防災対策推進条例

の改正を行おうと考えておりますが、これにつ

いて知事のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありました宮

平成24年３月７日(水)



- 297 -

崎県防災対策推進条例は、本県に甚大な被害を

及ぼしました平成17年の14号台風、その経験を

踏まえて、本県で初めて議員発議により設置を

された条例でございまして、防災対策に関する

基本的な考え方が示され、さまざまな対策に取

り組んできたところでございます。東日本大震

災の教訓というものをいかに生かしていくか、

特に、南北400キロの海岸線を有する本県にとっ

て大変重要な課題でございますが、この教訓を

踏まえて、今年度、防災対策特別委員会におき

まして、いち早くこの条例に盛り込むというこ

とで作業していただいております。大変心強く

思っておりますし、県・市町村の行政のみなら

ず、地域での防災の取り組みに関して大きな指

針となるもので、大変意義深いものと考えてお

るところでございます。県といたしましても、

今回の条例改正において示される考え方という

ものを今後の施策に生かしながら、災害から県

民の生命・財産を守る、何よりも県民の命を

守っていくんだという強い気概でもって取り組

んでまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 幾つか質問を並べたいと思い

ます。

次に、自主防災組織についてでありますが、

自主防災組織の果たす役割は非常に大きいもの

があります。そのためには、地域のきずなやつ

ながりを築くことが大切でありますが、県とし

てはどのように取り組んでいくのか、総務部長

にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 自主防災組織は、

住民の隣保協同の精神に基づきまして、自分た

ちの地域は自分たちで守るという理念を有する

自発的な組織であります。その育成は、地域防

災力向上のために大変重要であるというふうに

考えております。市町村の努力もありまして、

近年、県内の組織率は上昇しまして、組織の増

加や活動の強化が見られるところであります。

県といたしましては、活動時の講師の派遣、防

災資機材の調達補助、リーダーとなる防災士養

成研修等を通じまして、その育成強化に努めて

いるところであります。しかしながら、自主防

災組織の母体であります自治会に未加入の世帯

があることや、自主防災組織は組織しておりま

すが、活動が活発でない組織もあります。その

ため、今年度は、宮崎県宅地建物取引業協会

に、新規に入居される世帯の自治会加入協力を

お願いしたり、あるいは市町村におきまして

も、広報紙等によりまして、未加入世帯の自治

会加入を呼びかけているところであります。ま

た、危機管理局職員が直接、全市町村に出向

き、自主防災組織の結成と活性化を継続的に指

導しているところでありまして、今後ともさら

に市町村と連携して、地域のきずなやつながり

を強化していきたいというふうに考えておりま

す。

○井本英雄議員 次に、消防本部がなく消防団

のみがある消防非常備町村は、全国で30ありま

すが、そのうち７つは宮崎県であります。消防

非常備町村の常備化と消防団の充実強化に対す

る取り組みについて、総務部長にお伺いしま

す。

○総務部長（稲用博美君） 非常備町村では、

常備化の必要性については十分認識しておられ

るところでありますが、厳しい財政状況の中

で、大きな財政負担が生じるなどの課題から、

常備化になかなか踏み切れないとのことであり

ます。これまで県では、常備化に関する情報提

供や助言を行うとともに、要請があった場合に

は協議に参画するなど、必要な支援を行ってま

いったところでありますが、今後とも、非常備
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町村と連携を図りながら、常備化に向けて県の

役割を果たしていきたいというふうに思ってお

ります。

次に、消防団の充実強化でありますが、消防

団は、消火や防災など、地域に密着した活動を

行います地域防災のかなめであります。住民の

安心と安全を確保するためには、なくてはなら

ない存在であると思っております。しかしなが

ら、近年は、団員の減少、高齢化など、消防団

を取り巻く環境は大変厳しいものとなっており

ます。このようなことから、県では、消防団が

使用いたします資機材の整備に係る補助のほか

に、団員の士気高揚や加入促進など、消防団の

充実強化に取り組んでいるところであります。

今後も、市町村と連携を密にしまして、効果的

な事業を推進してまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 防災対策にかかわる専門的県

職員の育成を行うべきであると思いますが、総

務部長の御見解をお聞かせください。

○総務部長（稲用博美君） 県の防災対策は、

県民の生命・財産を守るという意味で、非常に

優先順位の高い職務でありまして、それに携わ

る職員には、専門的な業務知識、迅速かつ的確

な判断力、また、関係機関との連携のための高

い調整能力などが要求されると考えておりま

す。現在、危機管理局では、災害対策に従事す

る職員につきましては、実践的な経験を有する

警察、消防の職員や、自衛隊ＯＢ職員を配置し

ており、それ以外の行政職員につきましても、

さまざまな訓練・研修を受講させるとともに、

大雨警報の発令時などの災害対応を実務として

繰り返し経験することによりまして、必要な知

識やスキルを身につけながら対応しているとこ

ろであります。御指摘のような防災対策の重要

性を踏まえまして、職員が参加する訓練・研修

の受講率など、目標設定の検討を行いまして、

今後とも、職員の資質向上や専門性の高い人材

の確保に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

○井本英雄議員 防災対策においては、マスコ

ミとの連携が必要不可欠であります。その強化

についてどのように取り組んでおられるのか、

総務部長にお伺いします。

○総務部長（稲用博美君） 報道機関は、災害

が起こる前の啓発・教育、また災害発生時の住

民への災害情報の伝達、さらには災害発生後の

被災者へのさまざまな情報提供など、防災対策

上、大変重要な役割を果たすものというふうに

考えております。県ではこれまでに、地域防災

計画において、報道機関を指定公共機関として

位置づけ、県主催の訓練にも参加していただ

き、また、住民への情報提供に関する協定の締

結など、日常より連携を密にしておりまして、

実際の災害時にも迅速に対応していただいてお

ります。今後とも、今年度の防災対策特別委員

会での調査・検討の結果、また他県での取り組

みなども参考にしながら、報道機関との連携強

化に努めてまいりたいと思います。

○井本英雄議員 災害要援護者のための福祉避

難所指定の進捗状況を、福祉保健部長にお伺い

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 福祉避難所

は、高齢者や障がい者などの災害時要援護者に

対しまして、介助員等の配置など特別な配慮を

行う避難所でありまして、あらかじめ指定して

おくことにより、要援護者への迅速な対応が可

能となります。福祉避難所指定の進捗状況でご

ざいますが、平成22年度末、４市町で11施設が

指定されておりましたが、平成24年２月末現
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在、先月末現在で、７市町22施設となっており

ます。さらに、今年度末までには、宮崎市、都

城市、延岡市など５市町が指定を予定しており

まして、合計12市町が指定済みとなる見込みで

ございます。なお、来年度からは、新たに福祉

避難所を指定した市町村に対しまして、支援物

資の備蓄や備品の整備等に対する助成を行うこ

とによりまして、福祉避難所の指定を一層推進

することといたしております。

○井本英雄議員 災害に対する危機意識を低下

させないために、静岡県では毎年意識調査をし

ておりますが、宮崎県ではどのように取り組ま

れるのか、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（稲用博美君） 東日本大震災を含

めました過去の大規模災害の大きな教訓が、自

分の命は自分で守るという観点での自助・共助

という考え方であり、この自助・共助を発揮す

るためには、危機意識の向上が必要であるとい

うふうに考えております。御指摘のとおり、災

害の記憶や意識というのは、時間の経過ととも

に薄れてしまうという点もあります。これがま

た、過去の災害からの教訓の一つでもあるとい

うふうに思っております。災害に対する危機意

識を低下させないための取り組みは大変重要で

あり、また難しい課題でもありますが、これま

での防災講座とか防災訓練などの普及啓発を地

道に継続していきたいと思っております。ま

た、企業防災や地域における防災の取り組みへ

の支援などにも取り組んでまいりたいというふ

うに思っております。御提案のありました県民

の防災意識に関する調査については、今いろい

ろと御答弁申し上げましたが、その普及啓発あ

るいは今後の地域防災計画の見直しの上でも、

大変有効であるというふうに考えておりますの

で、実施に向けて検討したいと思っておりま

す。

○井本英雄議員 では最後に、津波の際の住民

の避難に役立てるために、道路についても標高

に関する情報を提供する必要があるのではない

かと思われますが、県土整備部長にお伺いしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 議員御指摘の

とおりでありまして、標高に関する情報は、津

波からの避難を考える上で重要でありますが、

特に、道路につきましては避難路となることか

ら、その必要性は高いものと考えているところ

でございます。このため、県では、道路利用者

や地域住民の方々への情報提供を目的として、

沿岸部の県管理道路におきまして、標高表示板

を設置することとしており、本年度中にも一部

の道路において設置できるよう準備を進めてい

るところであります。なお、実際に津波警報等

が発令されました場合には、浸水のおそれのあ

る区域への進入の抑制や、速やかな避難を促す

ため、道路情報板への表示や進入防止のための

注意喚起看板の設置を行うなど、適切な情報提

供に努めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございました。

それでは次に、建設業についてお聞きいたし

ます。

先日、延岡市の建設業関連団体との懇談会が

ありまして、既に田口議員、太田議員が質問し

たところでありますが、少し残ったところを私

も質問したいと思います。

外壁改修工事の発注を、以前は塗装工事業者

にも発注していたそうでありますが、これをも

とのようにできないのかという陳情でありま

す。県土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 外壁改修工事

は、建物の経年劣化に対応して、外壁の安全性
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や耐久性を確保するために行う工事でありまし

て、モルタル補修や樹脂注入、塗装など工事の

種類が複数に及びますため、建築一式工事とし

て発注をしているところであります。なお、

プールや体育館の屋根の塗りかえなどの専門工

事につきましては、塗装工事業者に発注をして

いるところであります。今後とも、工事内容に

応じた適切な発注に努めてまいりたいと考えて

おります。

○井本英雄議員 次に、電気工事については、

下請での施工実績を入札参加資格における施工

実績として認めることはできないのか、県土整

備部長にお伺いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 県発注の工事

における元請業者には、安全管理や工程管理な

どはもとより、下請の専門業者や関係機関、あ

るいは関係住民などとの総合調整が非常に重要

でありますことから、入札参加資格に元請での

施工実績を求めております。このため、電気工

事におきましても、元請での施工実績を入札参

加資格としているところであります。なお、電

気工事では、発注工事全体における民間工事の

比率が高いことから、民間工事における元請で

の施工実績も認めているところであります。

○井本英雄議員 次に、建築士会のＣＰＤ、こ

れは、技術者が継続して研修会などで学び、自

己研さんを積む制度のことを言うそうでありま

すが、これを、建築工事における総合評価落札

方式で配置予定技術者の評価項目に追加するこ

とはできないのかというお願いであります。県

土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 建築士会ＣＰ

Ｄは、建築関係技術者の知識、技術の向上に資

する制度であるものと認識をしております。し

かしながら、ＣＰＤの講習内容が多岐にわたり

まして、例えばまちづくりに係るワークショッ

プなど、配置予定技術者の技術力の評価になじ

まないものもございます。このようなことか

ら、今後、関係団体の御意見も伺いながら研究

をしてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 次に、本県では、知事が指定

した構造計算適合性判定機関のうち、県内に事

務所のある機関はわずか１カ所のみだそうで

す。選択肢をふやす観点から、今後、県内の機

関の指定拡大を図っていく必要があると考えま

すが、県土整備部長のお考えをお聞かせくださ

い。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 大規模な建築

物は、建築確認申請におきまして、構造計算を

より厳格にチェックするため、知事が指定した

構造計算適合性判定機関の審査が必要となりま

す。本県では、判定機関として現在５社を指名

しているところでありまして、そのうち、県内

に事務所がありますのは１社となっておりま

す。指定に当たりましては、資格を持つ判定員

が複数名配置されていること、適正な業務体制

や安定した経営ができること、そして、兼業の

制限などの基準が定められております。また、

近年、県内の大規模な建築確認件数が年間90件

程度でありまして、全体として需要が少ない状

況になっていることもありまして、平成22年１

月以降、新たな申請はなされておりません。県

としましては、今後とも、指定した５社の活用

につきまして周知を図ってまいりたいと考えて

おります。

○井本英雄議員 いろいろとありがとうござい

ました。

では最後に、県北地域の道路整備についてお

聞きします。時間が足らんのじゃないかと思っ

て急いだら、結構時間があるなと今思っており
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ます。今度は少し余裕でやりたいと思います。

まず最初に、国道10号土々呂地区付近の渋滞

緩和策であります。この件については、過去に

何度となく私も、また他の議員も取り上げてま

いりました。御存じのように、土々呂地区付

近、国道10号と真ん中にＪＲが走って、その横

にまた県道が走っているわけですが、これが朝

と夕方の通勤通学時、それから帰るとき、危な

いんですね。そのためにこそ延岡南道路をつ

くったんですけれども、それが有料ということ

でみんな通らなかったんです。ところが、この

前、無料化実験をしたときに、今まで全然行か

なかった人がほとんど上を通るようになって、

恐らく９割方ぐらいは上に全部上がっていった

んじゃないでしょうか。そのために、こっちの

県道も、そしてまた、鉄道をまたいだ国道のほ

うも、それこそがらがらになってしまって、民

主党も少しはいいことをするなと思っていたわ

けであります。ところが、これをまたとめてし

まったものですから、もとのもくあみという

か、行かれるとわかると思いますが、特にこっ

ち側の県道のほうは通学路にもなっているんで

す。だから、そこを何とかひとつ―渋滞さえ

緩和してもらえば一番いいんです。ところが、

延岡市の試算では、この渋滞を緩和するために

道路改良したら500億ぐらいかかるということも

あって、ちょっとそれは難しいんじゃないか。

それだったら、南道路のほうを開放してもらえ

んかと。そうすることが一番簡単で、金はどの

ぐらいかかるかわかりませんが、一番いい方法

ではないかと思っている次第であります。何と

か国のほうにお願いしてもらえないかというこ

とであります。県土整備部長のお考えをお聞か

せください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） これまで県で

は、県内の高速道路に未整備の区間が多い状況

にありますことから、国に対して、まずは整備

予算の十分な確保を要望してきたところであり

まして、延岡南道路の無料化を含む高速道路の

今後の料金につきましては、財源や負担のあり

方など、国における議論あるいは施策の動向を

見きわめてまいりたいと考えておるところであ

ります。また一方で、県としましては、国道10

号の渋滞対策は、今、議員からもいろいろござ

いましたが、重要な課題であると認識をしてい

るところでありますので、今後の高速道路の開

通等に伴う交通状況を見ながら、国道10号土々

呂付近の渋滞対策について、国土交通省と協議

を行ってまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 次に、県道上祝子綱の瀬線に

ついてお聞きします。この県道上祝子綱の瀬線

というのは、上祝子と上鹿川をつなぐ路線に

なっております。これは20年近く前に県道とし

て認定されたものであります。ところが、認定

されたものの何の音さたもなくほうったままで

ありまして、地域住民は本当に待ちくたびれた

というか─上鹿川のほうはいきいき集落にも

認定されているんです。どちらも行きどまりな

んですよ、上祝子も上鹿川も行きどまり。これ

をつなげば周回道路になる。そうすると、住民

ももちろん助かるし、そこを回る観光客も出て

くるんじゃないかと私は思っているんです。こ

れを何とかつないでもらえんかというお願いで

ありますが、まず、知事は上鹿川に行かれたこ

とがあるのか、お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） まだ伺ったことはない

ところでございます。今後、機会をとらえて現

地に足を運んでまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 きのうかおとといか、現場主

義とか何とか言って、そして、いきいき集落を

平成24年３月７日(水)



- 302 -

認定するのは、だれが一体認定しているんです

か。課長クラスが行ってみて、そして認定して

いるということなんですか。ちょっとその辺を

聞かせてください。現場にはだれも行っていな

いということはないですね。だれかが行ってい

きいき集落として認定したんでしょう。県民政

策部長、お願いします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） いきいき集落

でございますけれども、これは各集落から市町

村を通じて応募が上がってくるわけです。認定

に当たりましては、うちの部から必ず現場に行

きまして、認定している。この間100件目があり

まして、そのときは知事も行っていただきまし

た。そういうことで現場主義を徹底しておりま

す。

○井本英雄議員 現場主義という言い方もいろ

いろあるけど、やっぱり上の人たちが行かんこ

とには、下っ端が行った、それで現場主義だと

言うなら、それは現場主義じゃないですね。

やっぱり知事みずからあるいは副知事みずから

が─この間、副知事が言ったでしょう、現場

主義というのは。現場主義と言うなら一度見て

いただきたい。

あそこに比叡山という山、矢筈岳というのが

あるんですが、一度行かれると、こんな山が日

本にあったかというような立派な山です。上鹿

川のほうにはチェーンソー一刀彫りというのが

ありまして、フクロウやワシをかたどったもの

がずっと置いてあります。比叡山を見て、

チェーンソー一刀彫りを見て、今度は上祝子の

ほうに抜けたら、あそこでお風呂に入って帰っ

てくる。それがいいんじゃないかと、私はひそ

かに思っているわけでありますが、どうかひと

つ、知事、ここを何とかつないでいただきた

い。これは悲願であります。お願いします。

○知事（河野俊嗣君） 以前も、議員が地元の

皆さんとともに要望に来られまして、今また熱

い思いを伺ったところでございます。この県道

上祝子綱の瀬線は、総延長約33キロメートルで

ありまして、平成７年に県道認定をしておりま

す。上祝子地区から上鹿川地区までの約16キロ

メートル区間が未供用となっておりまして、そ

のうち車が通行できない区間が約６キロメート

ル、直線距離をとると３キロメートルでありま

すが、非常に急峻な地形でアップダウンがある

と。標高差も非常に大きく500～600メートル程

度あるというところでございます。事業費も、

多大な事業費を要するのではないかというとこ

ろでございますし、現地が祖母傾国定公園に指

定されており、自然環境保全の観点などから

も、この区間の道路整備は非常に厳しい状況な

のではないかというふうに考えておるところで

ございますが、当面、現地の状況というものを

詳しく把握させていただきたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 ひとつよろしくお願いしま

す。これは、実は私の師匠であります松井繁夫

先生が、ここを何とか抜きたいということで一

生懸命やって、ふるさと何とか線のお金を全部

北浦のほうに持っていったという経過があるん

です。それで、そこにできなかったということ

で、私は地元に行くと、松井先生のことで小言

を言われるんです。私は松井先生の弟子ですの

で、「何とかここは私が責任を持ってつなぎた

いと思いますから」と言っているわけでありま

す。知事、ひとつ助けてください。よろしくお

願いします。

最後になりましたが、県道北方北郷線の川水

流橋の今後の整備予定について、県土整備部長

にお伺いしたいと思います。この橋は、50年ぐ
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らい前にかけているんです。そして、しかも今

度は、延岡市の新最終処分場がすぐそばにでき

るようになりました。やっと車が離合できるよ

うな橋でありますので、何とかこれをかけかえ

ていただきたいという願いが来ております。県

土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） この北方北郷

線は、総延長が5.6キロの主要地方道でありまし

て、五ヶ瀬川にかかる、今お話のありました川

水流橋以外の区間は、これまでに２車線で整備

が完了しております。川水流橋につきまして

は、幅員が4.5メーターと非常に狭く、大型車の

離合が困難でありますため、橋梁のかけかえに

ついて検討を進めております。現在、地形測量

や道路予備設計を進めているところでありま

す。今後は、橋梁の予備設計あるいは地質調査

を行いまして、事業化に向けた検討を進めるこ

ととしております。

○井本英雄議員 ちょっと時間がありますが、

以上で終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。（拍手）

○外山三博議長 次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 大変長らく

お待たせいたしました。本議会最後の質問であ

ります。

１年の６分の１が過ぎ、３月です。３月とい

えば……（「スイートピー」と呼ぶ者あり）ま

だ早いんです。別れ、旅立ちの月であります。

そして、スイートピーの月でもあります。ス

イートピーの花言葉は、門出、旅立ちでありま

す。この春に新たな旅立ちをされる方々にどう

か皆さんから、生産量日本一、日南のスイート

ピーの花束を贈っていただきたいと思います。

さて、2012年のことし、「坂の上の雲」―

世界の一等国を目指した明治が終わって100年、

そして敗戦後、占領国から独立をしたサンフラ

ンシスコ講和条約の発効からちょうど60年であ

ります。五木寛之氏が「下山の思想」という著

書で次のように述べられています。「私たちは

明治以来、近代化と成長を続けてきた。それは

たとえて言えば、山に登る登山のようにあった

といえるだろう。だからこそ、世界の先進国に

学び、それを模倣して成長してきたのである。

しかし、今、この国は、いや世界は、登山では

なく下山の時代に入ったように思うのだ。私た

ちが今学ぶべきは、先進諸国にではない、すで

に下山した国々、今下山中の国々の現実ではあ

るまいか。下山の先進国、という言い方は変だ

が、ギリシャもイタリアも、英国も、すべて下

山の先進国である。そして今下山にさしかかっ

た大国がアメリカだろう。私たちがもしアメリ

カに学ぶべきものがあるとすれば、発展と成長

の過去ではなく、大国が急激な下山をどう成し

遂げるかを注目すべきなのだ」とあります。

私たちは下山に差しかかったところで思わぬ

大惨事に遭いました。機能すべき政治も混迷し

ております。ひところは政治腐敗が言われ、今

は政治の劣化が危惧されています。国難のと

き、しがらみや対立を乗り越え、結束して、今

もなお苦しんでいる方々を救うべく、政治は、

あしたに生きる元気と希望を国民に与えなくて

はなりません。「日は堂々と西へ沈み、また上

る」。下山の先にも希望という新たなスタート

地点があります。

それではまず、広域行政機構について知事に

お尋ねをいたします。

九州広域行政機構は道州制を前提とした組織

ではないということで始まったと認識しており

ますが、熊本県知事は、「機構が九州府実現の

ための一里塚であると共有できた」と、九州市
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長会との意見交換後に評価するコメントをされ

ています。知事はこの発言をどのようにとらえ

ているのか。また、本県では、市町村会や経済

団体等が国の出先移管に反対です。その陳情も

知事へありました。知事は積極的な立場と認識

してよろしいのか、伺います。

以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

まず、機構と道州制との関係についてであり

ます。各県知事個人としての思いというのはそ

れぞれあるわけでございますが、議論を整理い

たしますと、九州広域行政機構は、閣議決定さ

れた出先機関の原則廃止という方針を受けまし

て、九州知事会があくまでもこの受け皿とし

て、一つの案として提案をしているものでござ

いまして、道州制とは切り離して検討を進め

る、そのような整理でございます。この点につ

きましては、昨年本県で開催された九州地方知

事会議におきましても、私のほうから特に発言

を求め、改めて知事会としての確認がなされた

ということでございます。機構というものは、

あくまでも国の出先機関が地方移管される際の

受け皿としてとらえ、議論に参加しているとこ

ろでございます。

次に、機構に対する私のスタンスでございま

す。関連法案の提出を含め、今後の動向は不透

明でありますが、私としましては、機構設立あ

りきではなく、具体的な制度設計に当たって

は、財源の確保や各県間の利害調整などの懸念

や課題が解消されることが大前提であるという

ふうに考えておりますので、引き続き、政府に

おける検討状況を注視してまいりたいと考えて

おります。なお、政府からその素案が示された

場合には、その内容を十分に精査し、本県の実

情、また県議会を初め県民の皆様の御意見等を

十分に踏まえた上で、宮崎県知事として本県に

軸足を置いた判断をしてまいりたいというふう

に考えております。機構に積極的な立場という

御指摘がございましたが、あくまで分権を確立

するという観点から、座して待つのではなく、

自主的、自発的に取り組む必要があるというこ

とで、議論自体は積極的に行ってまいりたい、

そのようなスタンスということで御理解を賜れ

ばというふうに考えております。

なお、スイートピーの関係で、１点御報告が

ございます。この３月11日、各地でいろんな慰

霊の式典が行われるわけでございますけれど

も、本県からは、気仙沼市と山元町にスイート

ピーを贈りまして、本県の思いを、みやざき感

謝プロジェクトの位置づけで取り組もうとして

おるところでございます。以上であります。

〔降壇〕

○髙橋 透議員 スイートピーの件はありがと

うございます。

九州広域行政機構についての熊本県知事の発

言は事実なんです。私は正直、熊本県知事が

言った一里塚―私は当初から申し上げてきま

したけれども、九州広域行政機構は道州制の一

里塚というふうに熊本県知事は言ったわけで、

結局、福岡と熊本の州都争い、この位置づけに

なっているんじゃないかなというふうに非常に

心配をしています。

そこで、引き続き質問するんですけれども、

本県は新幹線どころか日豊本線も単線です。高

速道については、特に清武以南、日南から串

間、志布志まで見通しが立っていないんです。

そういう中で、九州内で一番おくれている宮崎

県でありますから、知事も今おっしゃいました

平成24年３月７日(水)



- 305 -

けれども、この機構の話し合いの中で、社会資

本の整備が本県に優先的かつ重点的に行われる

予算措置の確約がとれるのかどうか、知事の答

弁をお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘がありましたよ

うに、残念ながら本県のインフラ整備のおくれ

というところがございますので、重点的にミッ

シングリンクの解消などを図っていく必要があ

ろうと。これは本県にとって重要な課題でござ

います。今、この機構の案の中でこれを重点的

に措置する確約がとれるかということでござい

ますが、これはあくまで素案を、九州としての

案を出した段階でございますが、この機構の設

立に当たっては、各県知事で構成する執行機関

と、各県議会の代表者で構成する議事機関を設

置することとなっておりまして、九州全体とい

うものの均衡、バランスを図りながら、取り組

みを進めていくという一つの共通認識が、素案

の中ではなされておるわけでございます。これ

を受けて国がどのような案をつくっていくか、

ここは非常に重要でございまして、先ほど申し

上げましたように、本県の思い、本県のさまざ

まな声というものが届くような形で、今後とも

議論をしてまいりたいというふうに考えていま

す。

○髙橋 透議員 わかりました。他県との議論

に負けないように、よろしくお願いをしたいと

思います。

次に移ります。県土の均衡ある発展を歴代の

知事はおっしゃってきたと思いますが、その均

衡ある発展が崩れつつあるというふうに思いま

す。せんだって、統計調査課から平成22年国勢

調査の宮崎県の概要が送られてきました。これ

は大正９年からスタートしているようで、大正

９年の人口を見てみましたら、本県は約60万人

であります。市の合併前の宮崎からえびのまで

見てみたら、少し紹介しますけれども、宮崎市

が７万1,000人、都城も７万1,000人、延岡、こ

こは正確に言いますが、４万5,478人、日南市が

３万4,757人、そんなに格差がないんです。せん

だって串間の岩下議員がかなり訴えていらっ

しゃいました。串間は２万6,319人なんです。一

番人口が少なかったのは日向で２万1,233人、

びっくりしたのは、小林よりもえびのが多いん

です。えびのが２万5, 0 0 0人で、小林は２

万3,000人だったようです。その後の人口の推移

は、もう言わなくともおわかりのとおりであり

ます。人口の関係で、県内７ブロックに分けた

ときに非常に気になります。県南地域の人口減

少、域内総生産の減少、事業所数の減少率、最

も高いところを調査してみました。県税収入は

最下位、県土の均衡発展どころか、均衡が崩れ

て格差は広がる一方だということであります。

知事はこの現状をどうとらえていらっしゃるの

か、お答えください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、宮崎

県全体をとらえてみましても、一極集中という

ものがだんだん加速をしている。九州全体でと

らえてもそうですし、我が国全体をとらえても

というところがございます。あらゆる場面でこ

の集中状況という、一方で地域の過疎化、人口

減少、経済の低迷というところが進んでおるわ

けでございまして、それを何とかしなければな

らないというのが地方分権なりの考え方という

ことでございますが、特に御指摘のあった県南

地域は、県平均を上回る人口減少や域内生産の

減少などがあるわけでございます。

このような状況を何とか打破するためには、

やはりそれぞれの地域が持つ特色、ポテンシャ

ル、特徴というものを生かして、今後、地域づ
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くりを進めていくというのが大事な観点であろ

うというふうに考えております。例えば、温暖

な気候を生かしたカンショやスイートピーな

ど、先ほど御指摘のあったものですとか、漁獲

量日本一を誇るカツオやマグロ、飫肥杉など、

農林水産資源は豊富にあるわけであります。こ

れをいかに儲かる農業にしていくか、儲かる食

料品製造業を築いていくか、これも大変重要な

課題でございます。また、日南海岸国定公園や

マリンスポーツ環境、森林セラピー基地や飫肥

城下町、鵜戸神宮など、多彩な観光資源がある

わけでありまして、これを一層活用していく、

知恵を出していくということであると思ってお

ります。

県としましては、これらの農林水産資源を生

かした農商工連携や６次産業化、あるいはこと

しの古事記編さん1300年を契機といたしました

神話にまつわる観光資源のさらなる磨き上げ

や、県外に向けての情報発信などにしっかりと

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ますし、今年度設置いたしました市町村間連携

支援基金を活用した支援策というのも考えてお

りますので、県南地域の活性化にも積極的に努

めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 いっぱいブロックを言いまし

たから、県南と西諸を一つ紹介しますと、昭

和30年に、町は入れませんが、日南市と串間市

で12万4,000人ほどいるんです。えびのと小林で

８万8,000人です。今、日南と串間で７万8,000

人、小林とえびのは７万9,000人、ざっと８万人

を切ったぐらいです。それぐらい逆転をして差

がついている。いろいろと知事が今おっしゃい

ましたけれども、冷静に考えてみると、ハード

面でかなり差をつけられているなというふうに

思います。

続けて言いますが、懸案事項であります油津

港とか東九州自動車道の整備を今からお尋ねし

ていくわけですけれども、油津港のタグボート

の件は当初予算で補助事業をつけていただきま

した。お礼を申し上げたいと思います。次なる

大きな課題が実はあるんです。油津港の耐震強

化岸壁の整備、いわゆる県の防災計画では県内

防災拠点港ということで計画としてあるんです

が、油津港だけはまだ未整備なんです。整備の

見通しについて県土整備部長にお尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 油津港につき

ましては、県南地域の物流拠点として計画的に

整備を行っているところでありまして、現在、

港内の静穏度を確保するため、東外防波堤の整

備を鋭意進めているところであります。お尋ね

の耐震強化岸壁につきましては、この東外防波

堤の整備が完了した後に着手することとしてお

りますが、厳しい財政状況の中、その整備がお

くれておりますので、早期完成に向けた所要の

予算確保を国に対し強く働きかけているところ

であります。

○髙橋 透議員 今、部長の答弁で東防波堤の

完了後とおっしゃいましたけれども、いつ完了

するんでしょうか。そこがまず問題であると思

います。東防波堤の予算も年を経るごとに減っ

ていますね。ということは、東防波堤の完成は

どんどん先送りされているということなんで

す。それが終わって油津港の耐震強化岸壁の整

備になれば、またおくれる。非常に心配をして

いるんですが、いろんな関係者から話を聞きま

すと─昨年、上屋を建てていただいて大変あ

りがたく感謝をしていますが、その関係で、

ヤード、いわゆる荷物を運び込むところが狭く

て、こんな声も聞きました。船会社から問い合
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わせがあっても要望にこたえられない、断ると

いうことになっているわけです。そこが一つ。

それと、クレーンが非常に古いらしいです。細

島港にガントリークレーンというのがあります

けれども、作業時間が1 . 5倍かかるそうで

す。1.5倍作業時間がかかるということは、船会

社にとってはデメリットです。長時間船を滞留

させないかん。岸壁使用料をいっぱい払わない

かん。だから船会社は嫌がるんです。東防波堤

の完成を待っての着手ということであれば、非

常に将来は暗いなと私は思うんです。並行し

て、まず方針をしっかり出していただけない

か、いま一度、部長に答弁をいただきたいと思

います。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 先ほども申し

上げましたが、外防波堤も港内の静穏度を確保

するために大変重要な施設であります。一方

で、今御質問がありました耐震強化岸壁という

のも、今回の東日本大震災を受けまして、重要

性は非常に高まっているというふうに認識して

いるところであります。そういった非常に予算

が限られている中で、現時点で県としまして

は、まず防波堤を整備して、その次にとは考え

ておりますが、早くこの耐震強化岸壁に着手す

るためにも、やっぱり予算の総額確保というの

がまず大事だというふうに考えております。そ

のために、なるべく早期に着手できるよう、地

元の皆様方とも一体となりまして、油津港の整

備予算の確保を、今後とも国に対し強く働きか

けてまいりたいと考えているところでございま

す。

○髙橋 透議員 船会社が嫌がって油津港に荷

をおろさない。ということは、荷物はあるけれ

ども、その荷物が油津港におりずにほかに逃げ

ているわけです。流れているわけでしょう。こ

の現実をしっかり知事も認識いただいて、これ

を何とかしなくちゃならない、そういう気持ち

を持っていただきたいと思います。

次に、東九州自動車道清武以南については、

先ほども言いましたけれども、見通しが立って

いないと新聞にも大きく出ました。清武の芳ノ

元トンネルですか、再評価もあって、この前、

報告もあったようですが、事業再評価を受けて

の展望と課題について、県土整備部長にお願い

いたします。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 清武―日南間

の整備の見通しということでよろしいでしょう

か。東九州自動車道の清武以南につきまして

は、平成24年度に清武ジャンクション―清武南

間の供用が予定されておりますが、清武南―日

南間につきましては、国からは具体的な供用予

定が示されていないばかりか、日南―志布志間

は、いまだ事業化もされておりません。また、

清武南―日南間につきましては、地質の悪い区

間を通過することから、今お話がありましたよ

うに、トンネル区間で工法の変更や地すべり対

策が必要となり、大幅に事業費が増加しまし

て、今後の事業進捗のおくれが懸念されるとこ

ろでございます。このため、県としましては、

事業中区間の十分な予算の確保による早期整備

と、事業化されていない区間である日南―志布

志間の早期事業化を、国に対して、今までにも

増して、地元自治体や経済団体等と一体となり

まして強く訴えてまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。

○髙橋 透議員 もう多くは申し上げません

が、今、部長の最後の言葉に、今までにも増し

てという強い決意をいただいたところでありま

すけれども、先ほど言いました油津港の整備

と、今お話ししています清武以南の高速道の開
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通、これ、セットで完成しないと意味がないん

です。そのことをしっかりお考えいただいて、

今までに増しての強い要望活動をお願いしたい

と思います。

次に移ります。郷土の偉人顕彰と観光振興対

策についてお尋ねしていきますが、まず知事に

お尋ねいたします。郷土の偉人をあえて３人挙

げるとしたら、どなたを挙げられますか。

○知事（河野俊嗣君） ３人というのは大変厳

しゅうございます。明治以降でいってもすぐに

頭に浮かぶのは、やはり小村寿太郎侯でござい

ますが、高木兼寛、若山牧水、さらには岩切章

太郎さん、瑛九さん、川越進さん、本当に数多

くの方がいらっしゃるわけであります。その中

でも、やはり小村寿太郎侯というものが、以前

も申し上げましたが、私ごとながら、日本でも

アメリカでも大学の先輩に当たりますし、私も

以前、外交官を志しておったこともありますの

で、特別な思いを持っております。また、ポー

ツマス講和条約―大変内外の厳しい状況の中

で、国益ということを考えて、我が国の平和、

それから繁栄のために立派な仕事をされた、本

県を代表する偉人であるというふうに考えてお

ります。

○髙橋 透議員 倍の６人挙げていただきまし

たけれども、真っ先に小村寿太郎の名前を挙げ

ていただきました。ありがとうございます。た

だ、小村寿太郎侯の顕彰が非常に不十分じゃな

いかということを、私は最近思うのでありま

す。若山牧水の名前も出ましたけれども、若山

牧水と比べて名前を聞くことがないというふう

によく聞くんです。それぞれどのように顕彰ま

たは予算措置されているのか、県民政策部長に

お尋ねいたします。

○県民政策部長（渡邊亮一君） 若山牧水に関

しましては、平成24年度の県予算額は、県教育

委員会、宮日新聞社、地元延岡・日向市と共同

で主催しております若山牧水賞、この負担金

の330万円でございます。次に、小村寿太郎侯に

関しましては、小村寿太郎侯を初めとする郷土

先覚者の顕彰事業として補助事業等がありまし

て、予算額は122万円余を計上しております。な

お、財団法人宮崎県奨学会が、高校生を対象と

した小村寿太郎候顕彰弁論大会を毎年実施して

おります。

○髙橋 透議員 若山牧水は330万円、小村侯

は122万円余とおっしゃったけれども、これは郷

土の先覚者の銅像の７人分ですね。７で割って

ください。約17万4,000円です。少のうございま

す。小村侯に対する宮崎県としての思い入れ

を、私は余り感じないんです。知事は、尊敬す

る方ということで非常に高く評価もされている

ようですが、世界を相手にした方なんです。

もっと私たちの手で国内外にアピールする必要

がある、そういう人物だと思っています。

そういう方なものですから、一つ紹介してお

きますが、明治22年の外務大臣は大隈重信だっ

たみたいですけれども、条約改正案をまとめる

のに、その中に治外法権を撤廃するという妥協

の産物として、大隈大臣は大審院に外国人判事

を入れるということで妥協しようという考え

だったらしいです。小村は当時、外務省の一局

長でありました。小村はこれを国辱と考えて、

ひそかに案文をロンドンタイムズに漏らして暴

露し、世論の反発を喚起し、この案を葬ったそ

うであります。もちろん、これがわかれば彼は

首ですね。即刻、首です。その危険をあえて冒

したわけですが、小村は、少なくとも国益、日

本の名誉のために一身のことなど眼中になかっ

た、そのぐらいの人物だということ、俗に、名
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声を得て、あるいは立場を利用して蓄財を得る

政治家とか役人とか数多くいらっしゃると思い

ますが、小村侯は借金だらけで何も残さなかっ

た、そういう人物であったということを紹介し

ておきます。

先ほど県民政策部長のほうから出てきました

が、小村寿太郎侯の顕彰弁論大会、その詳細に

ついて教育長、御答弁ください

○教育長（渡辺義人君） 小村寿太郎侯顕彰弁

論大会は、宮崎県が生んだ明治の偉大な外交官

小村寿太郎侯の偉業に思いをいたし、これを顕

彰するとともに、国際問題等について高校生の

関心を高め、国際平和、国際親善に寄与するこ

とを目的としまして、毎年開催されておりまし

て、今年度で30回を迎えたところであります。

大会は、財団法人宮崎県奨学会、財団法人宮崎

県国際交流協会、小村寿太郎侯奉賛会が主催

し、外務省、宮崎県、宮崎県教育委員会、日南

市などが後援をしております。今年度は、県内

の高等学校等から10校76名の応募がありまし

て、原稿審査で選抜された10名により、日南市

国際交流センター小村記念館で８月に開催さ

れ、審査員の一人として県の教育委員も参加を

いたしまして、来賓である日南市長及び地元の

中学校長や高等学校長などを含め、約80名の来

場者がありました。

なお、この大会の最優秀者は、県代表とし

て、外務省等が主催しております「国際理解・

国際協力のための高校生の主張コンクール」に

出場し、これまで外務大臣賞などの優秀な成績

をおさめた複数の生徒が、その報奨として国連

本部を訪問しているところであります。以上で

す。

○髙橋 透議員 今、教育長からるる説明があ

りましたが、皆さん、これがあることを御存じ

ですか。終わった後に新聞で、ああ、あったん

だなというぐらいのレベルだと私は思うんで

す。今、教育長が言われましたように、県から

どなたか来賓で呼ばれていますか。知事も行っ

ていない。教育長も行かれていない。審査員で

教育委員がいらっしゃるそうですけれども、80

人のお客さんで、そのぐらいのレベルなんで

す。若山牧水は、宮崎観光ホテルで盛大にやっ

ているじゃないですか。私も２回ほど参加させ

ていただきました。世界の小村の弁論大会で

す。ぜひ、新たにというよりは、まずはこの小

村寿太郎侯顕彰弁論大会をもっと大きなもの

に、宮崎県民のすべてに知れ渡る、知ることの

できる、そういう内容にしていただいて、小村

寿太郎侯の顕彰を深めていただきたい。

実は昨年、小村寿太郎侯没後100年でありまし

て、命日の11月26日に日南市で式典がございま

した。私、行きまして、ステージの右におりま

したが、県からの出席がないんです。非常に残

念でしたが、やっぱり県として、しっかり顕彰

していく場があれば、そこに参加をすべきだと

いうふうに思っています。もっともっと顕彰す

るために何ができるか、何をしたらいいか、知

事に答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、出身

地の日南市におかれましては、国際交流セン

ター小村記念館を拠点としまして、さまざまな

啓発事業や、国際社会に対応できるような人材

育成など、毎年、顕彰を実施されておるところ

でございます。県の新規事業としてお諮りをし

ております「地域の芸術文化環境づくり支援事

業」などによりまして、こうした市町村の顕彰

事業を支援していくということもできるのかな

と今思っております。

それに加えて、県としてどのような顕彰がで
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きるかということでございますが、このような

郷土の偉大な先覚者というものを県民に広く

知っていただき、後世に語り継ぐということ

は、大変重要な取り組みということで認識をし

ております。先日もＮＨＫに参りまして、大河

ドラマの要望をしてまいりましたときも、本県

の素材として取り上げる候補としてはというこ

とで挙げさせていただいたのは、小村寿太郎侯

ということでございます。今後とも、さまざま

なそういう機会、またアイデアを凝らしまし

て、その功績というものを県の内外に幅広くア

ピールをしてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 地元の日南市もアピールが不

十分だった面もあったと思います。私もうっか

りしていまして、たまたま11月に質問がありま

せんでした。タイミングを逸して……。ただ、

幸いなことに、有岡議員がＴＰＰと関税自主権

を絡めて質問をしてくださいました。ありがと

うございました。小村寿太郎、名前がいいじゃ

ないですか。ことぶきたろう、寿太郎ですよ。

お祝いです。縁起がいいんです。小村寿太郎を

いろんな面で活用いただけると思うんです。商

工観光労働部長、観光誘致についても活用でき

ると思うんですが、その辺の見解を求めてまい

りたいと思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 小村寿太

郎侯につきましは、出身地である日南市飫肥地

区で取り組まれております「食べあるき・町あ

るき」という取り組みがございますが、この中

で、飫肥城趾や武家屋敷の散策のほかに、小村

侯の足跡をたどることのできる小村記念館、こ

れを組み込んでおられまして、観光客に大変好

評でございますので、またこれを教育旅行の素

材の一つとしても売り込んでいるところでござ

います。県といたしましては、小村侯のような

郷土の偉人、先覚者ゆかりの地などは本県の貴

重な観光資源となりますことから、引き続き、

関係自治体とも協力しながらＰＲに努め、観光

客の誘致につなげてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 ぜひ、郷土の偉人小村寿太郎

侯だけでなくて、それぞれいらっしゃる方々を

顕彰いただいてＰＲしていくことで、観光客あ

るいは修学旅行がふえていくことも考えられま

すので、タイミングよろしくそれぞれの地元を

後押しいただくようにお願いしたいと思いま

す。

２月14日はバレンタインデーでありましたけ

れども、私もチョコレートプラス、娘からネク

タイをもらいました。きょうは締めてきており

ますが、絵柄が実はキティちゃんが入っている

んです。突然ですが、知事、キティちゃんの性

別をお答えください。

○知事（河野俊嗣君） 厳しい質問でございま

す。キティちゃんですか。性別ですか。女の子

だというふうに思っておりました。

○髙橋 透議員 正解です。双子の妹がいるん

です。左耳のリボンがキティちゃんで、右耳の

リボンがミミィちゃんらしいですけれども、

ちょっと私も調べてみました。なぜこのことを

聞くかといいますと、本県のゆるキャラ「みや

ざき犬」、私は最初、３兄弟と思っていたんで

す。そうしたら、説明書きに「ひぃ」「むぅ」

「かぁ」の「むぅ」ちゃんは雌らしいと書いて

あるんです。説明がなきゃ、私は３兄弟と思っ

ていました。私は、常任委員会でも申し上げた

んですけれども、例えばリボンを頭につける、

髪形を三つ編みにするとか、あるいはスカート

をはかせるとか、派手派手な洋服にするとか、

そういった工夫をするといいのかなというふう
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に思っています。実はキティちゃんは整形した

らしいんです。もともとはもうちょっとほっそ

りしていたのが、今、丸っぽい四角みたいな感

じで、そこから売れたらしいんです。「みやざ

き犬」は昨年生まれたばかりでしょう。整形は

しなくても、成長しますから、変わってもいい

んじゃないですか。工夫して、若干お金も要る

かもしれませんが、将来大きくなった「みやざ

き犬」が楽しみであります。

次に移ります。食の安全と地産地消につい

て。

今、肥満とか糖尿病が食事と関連しているこ

とは既に明らかになっておりますが、他の病気

にも食事は関連しているというふうに言われて

おります。例えば、精神疾患がふえておりま

す。４大疾病のがん、脳卒中、急性心筋梗塞、

糖尿病に加えて、医療計画では５大疾病になる

ということでありますが、最近では発達障がい

もふえてきているということを現場の保育士か

ら聞いたことがあります。増加する心身の病気

は、食の変化に起因しているという研究もなさ

れておると聞きますけれども、県はどのように

認識をして、その対策に取り組まれるのか、福

祉保健部長にお願いいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 食の変化と心

身の病気との関連性について、精神疾患におい

ては明らかでございませんけれども、糖尿病や

脳卒中などの生活習慣病では関連性が認められ

ますことから、栄養、食生活などの生活習慣の

改善を図ることは大変重要なことであるという

ふうに考えております。

県では、健康づくりの基本指針であります

「健康みやざき行動計画21」において、野菜摂

取量の増加や健康に関する情報の収集などを県

民の実践指針として掲げているところでありま

す。この計画に基づきまして、生活習慣を改善

するための健康教育の実施や、健康づくり指導

者の育成等に取り組んでいるところであります

けれども、今後とも、県民の皆様の健康づくり

の支援を積極的に行ってまいりたいと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 私は、一昨年の２月議会だっ

たと思いますが、いわゆる油のとり過ぎ、トラ

ンス脂肪酸について質問しました。今回は、食

品添加物のリン酸塩について取り上げてみたい

と思うんですが、この手は坂口議員が得意とす

る分野でしょうけれども、少し説明させていた

だきます。リン酸塩については、体内に吸収さ

れないということで、毒性がなく安全というふ

うにされてきました。だから、使用制限がなく

て、用途も広くあるそうでございます。ただ、

ミネラルを多く含む食事をしても、リン酸塩は

その大事な栄養素とくっついて体外に出される

らしいんです。だから、リン酸塩が含まれる食

事をとると、せっかく栄養をとっても抜け出

ちゃう、そういうことであります。現代は、カ

ロリーは足りているらしいんですが、大事な栄

養素、いわゆるミネラルとかビタミンが不足し

ている人が多い。こういう人を新型栄養失調と

言うらしいんですけれども、「食事でかかる新

型栄養失調」という本で詳しく説明されており

ますので、ちょっと私も読んでみました。

中国とかベトナム、ここで安く食材を調達し

て安い人件費でカットをします。そのほとんど

は水煮処理、そして国内でまたさらに調理する

段階で水洗いをされる。ほとんどその時点でミ

ネラルがなくなるらしいんです。そして、それ

に巧妙に味つけがされて、消費者に食べられ

る。結局、満腹感だけですね。極端に安い弁当

とか牛丼があります。なぜ売ることが可能なの
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かなんです。安い、早い、うまい、こういった

フードビジネスの裏に隠されたものがあるとい

うことを私たちは見抜く必要があるということ

を申し上げたいのであります。食品からミネラ

ルが抜け出る、いわゆる栄養素を一緒に出して

しまうということを申し上げましたが、という

ことは、調理される食材チェックが一つのポイ

ントになると思うんです。ちょっと厳しいかも

しれませんが、病院食とか、学校給食とか、そ

れぞれのチェックはどうなっているのか、伺い

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院の給食は治

療の一環として重要な役割を果たすものであり

ますので、県立病院におきましては、管理栄養

士が、使用する食材ごとに日本食品標準成分表

に基づき、御指摘のミネラルはもとより、さま

ざまな栄養価を分析するなど、患者さんの状態

に合わせた適切な栄養管理を行っているところ

であります。また、食材につきましては、地産

地消の推進にも留意しながら、可能なかぎり

しゅんのものを利用しておりまして、冷凍食品

や加工食品などの利用は極力控えておりますの

で、患者さんにとって安心・安全な食事を提供

できているものと認識いたしております。

○教育長（渡辺義人君） 学校給食では、児童

生徒の心身の健全な発達を図るために、栄養教

諭や学校栄養職員が、使用する食材ごとにミネ

ラルなどの栄養価を算出した食品成分表を用い

ながら、学校給食法に定められた摂取基準に基

づく適切な栄養管理を行うとともに、毎月16日

に「ひむか地産地消給食の日」を設けるなど、

地場産物活用の取り組みも進められておりま

す。議員御指摘のように、食事は健康な生活の

基盤でありますことから、今後とも、栄養バラ

ンスのとれた豊かな食事が提供され、学校給食

の充実が図られるように指導してまいりたいと

考えております。

それから、私、先ほど答弁の中でちょっと答

弁不足のところがありましたので、補足答弁さ

せていただきたいんですが、小村寿太郎侯顕彰

弁論大会でありますが、私も平成20年には審査

員の一人として参っておりまして、そのときに

高校生の発表が大変すばらしかったものですか

ら、これはぜひほかの教育委員の皆さん方にも

聞いていただきたいという趣旨で、毎年、教育

委員さん方は交代でその審査会の委員として出

席をさせていただいています。私の答弁が

ちょっと足りないところがありまして、申しわ

けありませんでした。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。それ

ぞれしっかりと仕事をされているなというふう

に思いましたが、ただ、100％じゃないわけで

す。物理的に難しいところもあるんでしょうけ

れども、例えばこんな隠された法律の抜け穴が

実はあります。例えば、かまぼこの製造者が、

魚を買って魚肉すり身をつくるときにリン酸塩

を使ったら、表示義務があるんです。ただ、リ

ン酸塩入りの魚肉すり身を買ってかまぼこをつ

くれば、これは表示義務免除なんです。これは

キャリーオーバー制度というんですけれども、

こういうので抜け道があるわけです。だから、

リン酸塩を使わない冷凍食品はごく一部しかな

くて、リン酸塩を添加した食品を使いながら、

キャリーオーバーを利用してリン酸塩の表示を

していないという冷凍食品はいっぱいあるらし

いです。チェックが物理的に非常に困難なこと

は私もわかります。だから、提供する側が安全

なものを出すように規制をかけることなんで

す。法律もしっかりそこら辺を見直してもらう

ことが大事だというふうに思っています。ＴＰ
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Ｐもいろいろと議論されていますが、私が一番

怖いのは、遺伝子組み換え食品がいっぱい入っ

てくるだろうと。それも今は規制があります

ね。アメリカがこの規制を緩めろというふうに

言ってくるはずです。現に、オーストラリアは

それを迫られています。やっぱり私たちは危機

感を持ってＴＰＰを食いとめないといけないと

いうふうに思っております。

そこで、教育長からも答弁いただきました

が、いろいろとこの議会でも出ました「弁当の

日」、大変すばらしい取り組みで、教育長は、

子供が家事を手伝うことで家族のきずなをつ

くっていることも答弁されています。子供が実

際に調理をするということは、食材に触れると

いうことです。食材をチェックする機会を持つ

ということで、食の教育の貴重な一こまがここ

にあると思います。学年に応じて、食材の

チェックなどの意識づけができる取り組みが期

待できると思いますが、教育長のお考えをお聞

きします。

○教育長（渡辺義人君） 「弁当の日」は、食

に対する関心や意欲を高め、つくり手や食材に

対する感謝の心をはぐくむとともに、自分の食

を自分で考えていくために必要な実践力を培う

ことができる、食育の推進上、有効な取り組み

であると考えております。また、子供たちは、

家庭科等の学習におきまして、栄養バランスを

考えて品質のよい食材を選ぶことの大切さなど

を学んでおりまして、ほとんどの学校がこうし

た基礎的な学習と関連づけながら、「弁当の

日」の取り組みを行っているところでありま

す。実際に取り組んだ学校からは、例えば「食

事のときに栄養のことを考えて食べるように

なった」ですとか、「夕飯の買い物に無関心

だった子供が、品質表示を見ながら買い物をす

るようになった」などの成果も報告されており

ます。県教育委員会といたしましては、「弁当

の日」の取り組みは、このように食材を見きわ

めようとする意識や、そのために必要な実践力

を身につけさせる上でも大いに活用できるもの

と考えておりますので、今後とも、引き続き積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。子供

が買い物に行って、どこどこ産という意識、そ

れと、どこどこのおじちゃん、おばちゃんの野

菜だ、そういうことで安心なんだという環境が

普通に生まれてくれば幸いだと、私は思ってい

ます。かかりつけ医がありますように、かかり

つけ農家、かかりつけ農場があっていいと思い

ます。

次に移りますが、先日、県有施設の照明灯の

電力にグリーン電力証書を活用するというニ

ュースを見ましたが、グリーン電力証書につい

て環境森林部長の説明をお願いしたいと思いま

す。

○環境森林部長（加藤裕彦君） 太陽光発電な

どのクリーンなエネルギーによる電力は、火力

発電などの化石燃料による電力と比べて二酸化

炭素の排出量が少ない分、環境に優しいという

付加価値、つまり環境価値を有しております。

お尋ねのグリーン電力証書は、この環境価値を

証書化し、取引可能にしたものであります。グ

リーン電力証書を購入した場合、証書購入者は

クリーンなエネルギーを使用しているとみなす

ことができ、環境貢献へのアピールなどに活用

することができます。また、クリーンなエネル

ギーによる電力の環境価値を売った者は、その

収益を太陽光発電施設などの設置経費に充てる

ことができます。このようにグリーン電力証書
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は、クリーンなエネルギーの普及促進につなが

る有効な仕組みの一つであります。

○髙橋 透議員 結局、電力を買う、プラスそ

ういった環境価値も買うということだと思うん

です。農業はどうしてもこういった数字的にあ

らわすというのが難しいものですから、ただ、

この間ずっと言われてきていますように、いわ

ゆる多面的機能を持っているわけです。景観を

保つとか、洪水防止機能とか、いっぱいありま

す。そこで、こういったグリーン電力証書の理

念に照らして、農業が有する多面的機能や環境

に優しい農業生産活動を推進して、農畜産物を

高く買ってもらう、そういったための消費者に

対する取り組みが重要だと思われますけれど

も、県の対応状況について農政水産部長、お答

えください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 地球温暖化な

ど、地球規模での環境問題が深刻化する中、農

業においても環境に配慮した生産活動を推進す

ることは大変重要であると認識しております。

このため本県では、生産対策とブランド対策が

一体となって、木質ペレット利用による化石燃

料使用等の抑制や、二層カーテンによるハウス

内暖房の効率化に努めるなど、環境保全型農業

の推進や二酸化炭素の排出量削減の取り組みを

進めているところであります。また、消費者の

方々に、このような環境に配慮した取り組みを

十分理解いただいた上で商品を購入していただ

くため、青果物では全国で初めて、生産から流

通・消費の過程における二酸化炭素の排出量を

あらわす「カーボンフットプリント」を表示し

た販売、いわゆる「見える化」の取り組みを、

ピーマンの一部で始めたところであります。今

後は、ピーマンやキュウリなど、本県の主力野

菜を中心にこの取り組みの普及拡大を図り、消

費者に選ばれる商品づくりに努めてまいりたい

と考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。スイ

スでは、子供が平気で１個80円する国内産の卵

を買っているらしいんです。農業の多面的機能

をしっかり子供から理解しているらしいんで

す。そういったことで、スイス等で実施されて

いる農家への直接支払い等のような所得補償制

度が重要であると思いますが、県の考え方につ

いてお答えください。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業・農村の

持つ多面的機能につきましては、国民への食料

供給の機能のほか、洪水防止機能や自然環境の

保全、文化の継承など、まさに多岐にわたる、

お金ではあがなうことのできない重要な機能で

あると認識しております。このため、多面的機

能の維持増進に向けまして、国において、中山

間地域等直接支払制度や農地・水保全管理支払

制度が創設され、県内でも積極的な推進によ

り、広く地域住民の方々が参画したさまざまな

活動が展開されているところであります。一

方、御指摘のあったスイス等の直接支払いにつ

きましては、所得補償と環境保全等の観点か

ら、国民の理解を得た大変有益な制度であると

認識しております。現在、国において米等の戸

別所得補償制度が実施されておりますが、本県

農業の主力品目である畜産や園芸作物等におい

ても、農家所得を安定的に確保することは大変

重要でございますので、今後とも、国に対し新

たな制度創設を要望し、農業者が将来にわたっ

て安心できる経営展開が行えるよう努めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。国の

新たな事業である青年就農給付金、いわゆる新

規就農者にお金を給付するという事業ですけれ
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ども、国の予算額、そして各県も同じような取

り組みを計画しているのか、部長に答弁をお願

いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金は、国が昨年10月に取りまとめた「我が国の

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計

画」を実現するための重要な施策として、「人

・農地プラン」とともに掲げられ、平成24年度

から新たに実施するもので、国の予算額は104億

円となっております。また、年間150万円の給付

など、基本的な事業要件は既に国から示されて

おりまして、各県とも同様な内容で事業を行う

予定であると伺っております。本県におきまし

ても、若い就農者の育成確保は大変重要であり

ますので、この給付金の効果的な活用や、給付

要件となっている「人・農地プラン」の円滑な

作成を進めながら、本県農業の担い手の育成確

保に努めてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 聞き漏らしました。109億でし

たか、部長。

○農政水産部長（岡村 巖君） 104億です。

○髙橋 透議員 104億で、全国も大体同じよう

な展開になるということで、新規就農者が減っ

ているから給付金をつけて就農してもらうとい

うのは、これ、どっちかといったら対症療法で

すね。やっぱりその先にある、生産される作物

が安定した値段で売れてこそ、就農というのは

続くと私は思うんです。よく財務省が認めたな

と思いながら、副知事と目が合いましたけれど

も、知事、どう感想を持たれますか。

○知事（河野俊嗣君） 担い手の高齢化、担い

手不足という待ったなしの状況において、農業

をこれからどうしていくのか、我が国の農業を

考えていく上で一つの重要な取り組みというこ

とで、若い人の就農を支援していこうというこ

とでこの事業を組まれたものだというふうに

思っております。御指摘のように、本県を初め

我が国の安全・安心な農産物が、しっかりと流

通をして回っていく、それが評価される、そし

て農業というものの経営がしっかり成り立って

いく、そのような仕組みをつくっていくという

のは大変重要なことだというふうに思っておる

ところでございますが、その担い手というもの

を、このような一つの、拍車をかけるといいま

すか、支援ということでのメニューが組まれた

ということで、本県の実情に合わせて、それら

を十分に活用してまいりたいというふうに考え

ております。

○髙橋 透議員 国から来るお金、８億8,000万

円ぐらいありますか、これをぜひ使ってほしい

んですよ。ただ、先のことでまた私、意見を申

したわけで、どうかまたいろいろと意見を国に

言っていただきたい。もっと時間があれば、地

域で支えている農業のいろんな例とかを言いた

かったんですが、例えば、私どもで行きました

宮城県の大崎市鳴子、ここでお米を、農家の手

取りが60キロ１万8,0 0 0円になるように２

万4,000円で販売しているんです。こういった対

症療法ではない地域で支える農業、多面的機能

が消費者に理解してもらえるような施策、こう

いうことにお金を使って農業を再生させる、そ

ういうことにかじを切らないと、お金が幾ら

あっても足りないというふうに私は思います。

次に移ります。教育問題であります。

時間がありません。高等学校の整備計画、私

は、宮崎県は統廃合のハードルが高いと思って

おるんですが、教育長の考えを伺いたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 現在策定中の高等学

校教育整備計画案におきまして、生徒にとって
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よりよい教育環境を提供するという視点に立ち

総合的に検討いたしまして、１学年の適正規模

は４学級から８学級を基本とするとしたところ

でございますが、この適正規模への対応に関し

まして、１学年４学級以下の高等学校について

は、大幅に定員を満たさない状況が続くなど、

さらに１学級の削減をせざるを得ないことが予

測される場合には、統廃合を検討することとし

ております。その趣旨でありますが、直ちに統

廃合ありきということではなくて、例えば学級

減をして３学級または２学級で存続させていく

こと、また連携型の中高一貫教育校へ移行する

ことなどの新たな方策を講じることなど、幾つ

かの選択肢を含めて検討することになるという

ことでございます。

なお、適正規模への対応につきましては、一

律に適用されるものではなくて、先ほども申し

上げましたが、生徒にとってよりよい教育環境

を提供するという視点に立ちながら、高等学校

の所在地や設置学科、生徒、保護者、地域の

ニーズ等に適切に配慮しながら、そのあり方を

検討していくこととなると考えております。以

上です。

○髙橋 透議員 議場配付の資料をちょっと見

ていただきたいと思うんですが、秋田県で説明

をします。２学級で定員の３分の２の状態が２

年連続して、統合・募集停止となっていま

す。80人の３分の２ということは53人以下で

す。54人で認めているんです、２クラス。宮崎

県はそれを認めていないんです。これが認めて

あれば日南農林高校は存続したんです。まだ展

開があったと思うんですが、いろんな特色を出

さないと人口は減るばかりです。県南地域に、

例えば日南高校に理数科設置とか、そういう考

えはないのか、教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 県立高等学校の特色

づくりにつきましては、これまで普通科系専門

学科や総合学科、中高一貫教育校の設置、定時

制高校への単位制の導入などに取り組んでいる

ところであります。県南地区には県立の普通科

高校が２校ございますが、各学校におきまして

は、生徒の実態に応じ、例えば難関大学・学部

への進学を目指すコースや商業系の情報ビジネ

スコースを開設するなど、生徒にとって魅力の

ある学校となるように努めているところであり

ます。新たに理数科などの普通科系専門学科等

を設置することにつきましては、今後、生徒、

地域の実態等を踏まえるとともに、全県的、総

合的な視野に立ちまして、設置が必要であるか

検討してまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 この問題については今後、ま

た質問していきたいと思います。

最後になるかと思いますが、エネルギー問題

について質問します。

９月の代表質問で昨年、私、質問しているん

ですが、買い取り価格が、７月から施行すると

いうことで、まだ金額とか期間は決まっていま

せんけれども、小水力発電をやるということで

当初の予算にも盛り込まれました。答弁が１回

あっているんですが、いま一度、治水ダムでの

発電可能性調査の予定箇所について、大きな声

で企業局長、お願いします。

○企業局長（濵砂公一君） 治水ダムの発電可

能性調査につきましては、来年度から新たに取

り組むこととしておりますが、来年度はまず最

初の有望地点として─大きな声で申します

─日南市の酒谷川にある日南ダムから着手し

てみたいと考えているところでございます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。日南

市酒谷にある日南ダムということで、ありがと
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うございます。治水ダムが県内５カ所あるみた

いですが、日南ダムを最初の調査箇所として選

ばれた理由をお聞かせください。

○企業局長（濵砂公一君） 今回の調査は、既

に存在する既設の治水ダムに水力発電所を設置

するための調査でございまして、その立地条件

といたしましては、まず第一に水量が豊富であ

ること、ダムの近くに発電所を建設できる場所

が確保できること、電気を送り出すための電力

会社の配電線が近くを通っていることなどが考

えられます。日南ダムにつきましては、このよ

うな観点から見てみますと、県内にある５つの

治水ダムの中で、これらの立地条件が最も整っ

ているということから、最初の有望地点として

想定しているところでございます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。電力

の地産地消を進める上で、発電可能性のある治

水ダムは、まだあります。砂防ダムもありま

す。すべてに発電導入を図るべきと思います

が、どうでしょうか。

○企業局長（濵砂公一君） 治水ダム等の水を

発電に活用しますことは、未利用資源の有効活

用という観点から大変意義深いことと、私ども

は考えております。したがいまして、来年度に

実施いたします可能性調査の結果、あるいはこ

の夏ごろ明らかになる予定の買い取り価格、買

い取り期間等の状況を踏まえつつ、ダム管理者

とも協議しながら、可能性の見い出せるところ

から順次検討してまいりたいというふうに考え

ております。

○髙橋 透議員 もう時間が来ましたので、最

後はやっぱり小村寿太郎で締めていきたいと思

います。明治維新から1945年の敗戦まで77年、

敗戦から77年というと2022年であります。あ

と10年です。私利私欲を捨て国家の運命を切り

開いていった小村寿太郎侯を初めとする明治の

先人に学び、出処進退を恐れない度胸と覚悟を

持ち、その職を賭して国づくりへ突き進む政治

姿勢が求められています。これから10年が極め

て大事なときです。未曾有の大災害を経験し、

私たちは失いつつあった大切なものに気がつき

ました。平和、人権、環境、そして食を改めて

見詰め直すスタートの10年。10年後の宮崎県の

立ち位置はどうあるべきか、河野知事のリー

ダーシップに期待しながら、平成23年度宮崎県

議会締めくくりの質問を終わります。ありがと

うございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案に対する質疑

○外山三博議長 ここで、今回提案されており

ます議案に対する質疑の通告がありますので、

これを許します。

質疑についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。前屋

敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。一般質問に続いてであり

ますが、質疑をさせていただきます。今定例議

会に提案されました議案についての質疑を、続

けて行わせていただきます。関係部長並びに教

育長に、それぞれ御答弁をいただきたいと思い

ます。

まず、議案第56号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）」についてです。今回、

既存の基金について、国の補正予算第３号及び

第４号の成立に伴う交付金の積み増しや事業期

間延長の条例改正が提案をされております。そ

れらは、医療施設耐震化臨時特例基金、緊急雇
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用創出事業臨時特例基金、障害者自立支援対策

臨時特例基金、地域自殺対策緊急強化基金、妊

婦健康診査支援基金、ワクチン接種緊急促進基

金、安心こども基金、社会福祉施設等耐震化等

臨時特例基金、森林整備地域活動支援基金、森

林整備加速化・林業再生基金、そして高等学校

等生徒修学支援基金です。これらの基金にそれ

ぞれ積み増しを行います。しかし、実質の事業

実施は新年度となります。また、期間延長もあ

りますが、１年後にはまた新たな課題が迫ると

いうことにもなろうかというふうにも思いま

す。まずは、各基金の総額、いわゆる本年度末

の基金残高の見込みと、その活用について、来

年度の主な事業について伺いたいと思います。

次に、議案第67号「宮崎県条例及び平成22年

４月以降において発生が確認された口蹄疫に起

因して生じた事態に対処するための手当金につ

いての個人の事業税の臨時特例に関する条例の

一部を改正する条例」についてです。今回提案

されましたこの条例改正の中で、個人県民税均

等割が500円加算されることの提案がございま

す。この増税する期間は限定もされております

が、押しなべて県民の税の負担をふやすことに

なります。増税期間も含め、その内容について

御説明いただきたいと思います。

次に、議案第１号「平成24年度宮崎県一般会

計予算」について伺います。まず、新規事業の

木造住宅耐震化リフォーム支援事業5,000万円に

ついてですが、本事業は大変おくれている木造

住宅耐震化の促進を図る上でも重要ですし、住

宅リフォーム事業の一環としても全県で活用さ

れることが必要と思います。市町村の対応状

況、取り組みの目標など、事業内容を御説明く

ださい。

また、同じく新規事業の県立学校緊急耐震対

策事業６億5,695万円について伺います。学校耐

震化計画を平成24年度、25年度に前倒しをして

事業を進めるとのことですが、その事業計画、

事業内容について伺いたいと思います。

次に、議案第24号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」についてですが、今

回の改正において新規及び変更は何件になるの

か、またその影響額はどれほどになるのか、お

示しいただきたいと思います。

最後に、議案第30号「宮崎県介護保険財政安

定化基金条例の一部を改正する条例」について

伺います。今回、介護保険財政安定化基金の一

部を取り崩すことが提案されております。その

目的及び内容について御説明をいただきたいと

思います。

以上で壇上からの質疑を終わり、残りの時間

は自席から行います。〔降壇〕

○総務部長（稲用博美君）〔登壇〕 お答えい

たします。

初めに、県税条例の改正についてでありま

す。個人県民税均等割加算による県税への影響

額につきましては、平成22年度の納税義務者数

をもとに試算しますと、年間約２億4,000万

円、10年間で約24億円の増収が見込まれます。

増税となる期間は、平成26年度から平成35年度

までの10年間であります。この税収の使途につ

きましては、東日本大震災に伴う特例法に基づ

き、平成23年度から平成27年度までに本県で緊

急に実施する必要のある防災のための施策等に

充てることとしております。

次に、使用料及び手数料徴収条例についてで

あります。今議会に提案しております使用料及

び手数料徴収条例の改正案につきまして、新設

や額の改正等を行うものは、ふぐ処理営業認証

書の交付手数料や工業技術センター等の機械器
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具の使用料など、新設が58件、額の改正が10

件、廃止するものが51件となっております。こ

れらの影響額は、増減合わせまして、全体で

は169万3,000円の増となっております。以上で

あります。〔降壇〕

○福祉保健部長（土持正弘君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、平成23年度補正予算に係る福祉保健

部関係の基金であります。８本ございます。ま

ず、医療施設耐震化臨時特例基金であります

が、本年度末の基金残高の見込みは16億7,684

万5,000円で、来年度も引き続き、災害拠点病院

等に対し耐震化整備の補助を行う予定でありま

す。

次に、緊急雇用創出事業臨時特例基金であり

ますが、本年度末の基金残高の見込みは４

億6,315万2,000円で、引き続き、離職で住居を

失った方等に対し住宅手当の支援等を行う予定

であります。

次に、障害者自立支援対策臨時特例基金であ

りますが、本年度末の基金残高の見込みは２

億4,018万3,000円で、引き続き、障害福祉サー

ビス事業の基盤整備への支援等を行う予定であ

ります。

次に、地域自殺対策緊急強化基金であります

が、本年度末の基金残高の見込みは１億1,366

万2,000円で、引き続き、市町村や民間団体が取

り組む自殺対策への支援等を行う予定でありま

す。

次に、妊婦健康診査支援基金でありますが、

本年度末の基金残高の見込みは２億8,9 7 6

万4,000円で、引き続き、妊婦健康診査に取り組

む市町村に対し補助を行う予定であります。

次に、ワクチン接種緊急促進基金であります

が、本年度末の基金残高の見込みは５億1,052

万2,000円で、引き続き、子宮頸がん予防ワクチ

ン等の接種に取り組む市町村に対し補助を行う

予定であります。

次に、安心こども基金でありますが、本年度

末の基金残高の見込みは35億3,736万4,000円

で、引き続き、保育所整備や認定こども園への

運営費補助等を行う予定であります。

最後に、社会福祉施設等耐震化等臨時特例基

金でありますが、本年度末の基金残高の見込み

は３億7,230万6,000円で、引き続き、社会福祉

施設に対し耐震化整備の補助等を行う予定であ

ります。

次に、介護保険財政安定化基金の取り崩しに

ついてであります。介護保険法の改正によりま

して、平成24年度に限り、保険料の増加の抑制

を図ることなどを目的として実施するもの

で、15億円を取り崩すこととしております。そ

の使途でありますが、法改正に基づき、取り崩

し額の３分の１に相当する５億円を保険料の増

加の抑制を図るため市町村に交付し、５億円を

国に納付することとしております。残る５億円

につきましては、県の一般財源に繰り入れた上

で、介護保険に関する事業に充てることとして

おります。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（加藤裕彦君）〔登壇〕 お答

えいたします。

平成23年度補正予算に係る環境森林部関係の

２つの基金についてであります。まず、森林整

備地域活動支援基金の本年度末の基金残高の見

込みは５億7,008万9,000円で、来年度は、計画

的に森林整備を推進するための森林経営計画作

成や作業路網改良等への支援を行う予定であり

ます。

次に、森林整備加速化・林業再生基金の本年

度末の基金残高の見込みは61億4,370万2,000円
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で、来年度は、間伐や路網の整備、製材施設・

バイオマス施設等の整備や素材生産に必要な人

材の育成等への支援を行う予定であります。以

上でございます。〔降壇〕

○県土整備部長（児玉宏紀君）〔登壇〕 お答

えいたします。

木造住宅耐震化リフォーム支援事業について

でございます。これは、耐震基準を満たさない

木造住宅の耐震性を向上させるために行う事業

でありまして、耐震診断や耐震改修への補助を

行う市町村に対し事業費の補助を行うものでご

ざいます。木造住宅耐震化リフォーム支援事業

で行います耐震改修に対する補助は、現在、６

市町で独自に行われておりますが、今回の制度

創設により、事業を実施するすべての市町村を

支援の対象とするものであります。また、事業

規模につきましては、耐震診断に200戸程度、耐

震改修に400戸程度を考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

まず、教育委員会関係の基金でありますが、

宮崎県高等学校等生徒修学支援基金でありま

す。本年度末の基金残高の見込みは４億2,655

万1,000円で、来年度も引き続き、高校奨学金事

業、私立高校授業料減免事業、東日本大震災に

よる被災児童生徒等への就学支援事業を行う予

定であります。

次に、新規事業県立学校緊急耐震対策事業に

ついてであります。平成24年度に、耐震設計を

９校16棟、耐震補強工事を11校14棟、平成25年

度には耐震補強工事を10校17棟実施する計画と

しておりまして、平成25年度ですべての県立学

校の耐震対策が完了する見込みとなります。以

上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれお答えいただきま

して、ありがとうございました。

１件お尋ねをいたします。木造住宅耐震化リ

フォーム支援事業で、この事業は、先ほども申

しましたが、リフォーム事業の第一歩となる事

業かなというふうにも思っているんですけれど

も、耐震診断、耐震改修への補助を行う市町村

に対して行うという条件がついておりましたの

で、現在、６市町でその事業が行われていると

いうことで、ここだけでは県の事業が行き渡ら

ないなというふうに思っておりましたが、今の

お答えで、すべての市町村で取り組まれること

にというお話だったんですけれども、もうそれ

は既に、県としてはつかんでおられるんでしょ

うか。各自治体も新年度の予算に計上しないと

事業が進められない、それが完了しないと県の

この事業が活用できないということになります

ので、その辺のところがわかっておればお答え

ください。

○県土整備部長（児玉宏紀君） 既に県内すべ

ての市町村に話をしておりまして、この６市町

村以外でも当初予算で予算を組まれるところ、

それからまた、住民から申請があった際に補正

予算を組んで対応する市町村、やり方はいろい

ろありますが、すべての市町村で対応していた

だくようになっております。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、この制度の周知徹底

なども行っていただいて、十分に活用ができる

ことを望むものであります。

それともう１件、介護保険財政安定化基金の

取り崩しですけれども、保険料がこの４月で高

くなるということで、宮崎も5,000円を大幅に上

回るということが今、明らかになっていて、大

変な状況になろうとしているんですけれども、

今回取り崩す額が15億円ということで、その３
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分の１を市町村に交付する、返還するというこ

とになっているんですが、基金の総額としては

どの程度あるんでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 現在の基金残

高は約32億8,000万円でございます。

○前屋敷恵美議員 現在高が32億円で、約半分

なんですけれども、この一部取り崩しというの

は、その比率も含めて、規定のもとに15億円を

取り崩すということなんでしょうか。これは法

に定めてある取り崩し額ということになるんで

すか。

○福祉保健部長（土持正弘君） これは、基金

の本来の目的を維持するために必要な額がござ

いますので、国のほうからの指導に基づきまし

て、一定の算定方法がございます。それに基づ

いて本県に当てはめて出しましたのが15億円と

いうことでございます。もともと、この基金

は、それぞれ国、県、市町村が３分の１ずつ出

資してつくっているものですから、その15億を

３者に５億ずつ返すという趣旨でございます。

○前屋敷恵美議員 この取り崩しは自治体から

の要望も上がっていたというふうに私も認識し

ているところで、一部取り崩すことができて、

それが保険料の引き上げを、少しでもそれを引

き下げるためのものになるかなというふうに思

うんですけれども。全体を見ますと、全体で５

億円だものですから、わずかな金額かなという

ふうにも思っておりますが、県の５億円は、基

盤整備だとかいろんなところに回すというお話

でもありましたが、できれば保険料のほうへの

引き下げに、自治体への交付という形にはなら

ないものか、それが法的にできないのか、お聞

かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 先ほど申し上

げましたように、それぞれ出資した分をお返し

したということでございまして、県につきまし

ては、一般財源に繰り入れた上で介護保険等の

事業に使わせていただくということを考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 わかりました。

以上で質疑を終わらせていただきます。後は

委員会で深めさせていただきます。ありがとう

ございました。

○外山三博議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。

◎ 議案第１号から第81号まで及び請願

委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第81号までの各号議案及び新規請

願は、お手元に配付の付託表のとおり、それぞ

れ関係の委員会に付託をいたします。

次の本会議は、３月12日午前10時開会、平

成23年度補正予算関係議案についての常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時15分散会

平成24年３月７日(水)
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◎ 常任委員長審査結果報告(議案第56号から

第81号まで)

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、平成23年度補正予算関係議案

についての常任委員長の審査結果報告から採決

までであります。

まず、議案第56号から第81号までの各号議案

を一括議題といたします。

ただいまから、常任委員長の審査結果報告を

求めます。まず、総務政策常任委員会、山下博

三委員長。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第56号外３件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、決定をいたしました。

なお、議案第67号については賛成多数、その

他の議案については全会一致により決定してお

ります。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第56号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）」についてであります。

この補正は、国の平成23年度補正予算第３号

及び第４号の成立及び国庫補助の決定に伴うも

の、並びにその他必要とする経費について措置

するものであり、補正額は72億3,400万円余の減

額となっております。歳入財源の主なものとし

ては、地方交付税が45億9,100万円余、県税が28

億9, 0 0 0万円増額となる一方、繰入金が91

億3,400万円余、県債が82億1,300万円余の減額

となっております。この結果、補正後の一般会

計の予算の規模は5,891億6,200万円余となりま

す。

このうち、県民政策部所管の補正予算につき

ましては、４億5,700万円余の増額補正となり、

補正後の予算額は123億300万円余となっており

ます。

また、総務部所管の補正予算につきまして

は、119億2,400万円余の増額補正となり、補正

後の予算額は1,517億4,500万円余となっており

ます。

このうち、新市町村合併支援事業についてで

あります。

このことについて複数の委員より、「住民か

らは、合併により住民の声が役場に届きにくく

なったり、周辺部の活力が失われたなど、マイ

ナスの効果を指摘する声を多く聞いており、本

県における市町村合併の検証が必要ではない

か」との意見がありました。

これに対し当局より、「市町村合併の効果に

ついては、さまざまな意見があることは承知し

ているところであり、現在、合併団体みずから

が課題解決に取り組んでいる。合併の検証の必

要性は感じているが、合併市町に対し、住民自

治にさらに目を向けてもらうよう働きかけてい

きたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、市町村合併から

一定期間が経過していることから、県として合

併効果の検証を行い、その検証を踏まえた上

で、合併市町の一体的な振興が図られるよう、

確実な支援を行っていただくことを強く要望い

たします。

次に、議案第67号「宮崎県税条例及び平成22

年４月以降において発生が確認された口蹄疫に

起因して生じた事態に対処するための手当金等

平成24年３月12日(月)
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についての個人の事業税の臨時特例に関する条

例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

これは、東日本大震災からの復興に関し、地

方公共団体が実施する防災のための施策に必要

な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する

法律の制定により、個人県民税均等割の標準税

率について500円を加算した額とされたこと等を

理由に、宮崎県税条例等の一部を改正するもの

であります。

改正の主な内容は、平成23年度から平成27年

度までに地方公共団体が実施する防災のための

施策に要する費用に充てるため、平成26年度か

ら平成35年度までの各年度分の個人県民税に限

り、均等割の税率に500円を加算するものであり

ます。

このことについて、当局より、「平成22年度

をもとに試算すると、年間約２億4,000万円、10

年間で約24億円の増収が見込まれる。具体的な

使途としては、県立学校の緊急耐震化対策等を

想定している」との説明があり、複数の委員よ

り、「防災対策のためであっても、さらなる税

負担を求めるものであることから、県民に対し

てしっかりとした説明を行うべきではないか」

との意見がありました。

これに対し当局より、「市町村民税均等割

も500円加算されることから、徴収を行う市町村

と連携して、その目的や使途も含め、しっかり

広報していきたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「今後、本県において

必要となる防災対策事業の財源として、今回の

税条例改正による増収分で十分なのか」との質

疑があり、当局より、「本県の防災対策事業は

多岐にわたっており、今後の増収分ですべてを

補うことはできず、国庫補助事業や地方交付税

措置など、さらなる財政措置が必要である」と

の答弁がありました。

当委員会といたしましては、県民の安全・安

心を確保するため、当局においては、国に対し

て十分な財政措置を求めるとともに、国、市町

村等との連携をさらに強化して、防災対策の一

層の推進を図るよう強く要望いたします。

あわせて、当局に対し、県民に負担を求める

ものについては、県議会に対する十分な説明を

行うとともに、県民に対する周知についても万

全を期すよう強く要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、厚生常任委員会、黒木

正一委員長。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第56号外４件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致により決

定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の一般会計補正予算は、国庫補助額の決

定及び執行残等に伴う減額補正と、国の第３次

及び第４次補正に伴う医療施設耐震化臨時特例

基金積立金や子育て支援対策臨時特例基金積立

金の積み増し等に伴う増額補正であり、全体で

は６億2,800万円余の増額補正となっておりま

す。この結果、補正後の一般会計と特別会計を

合わせた予算額は1,032億9,300万円余となりま

す。
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このうち、介護職員処遇改善交付金事業につ

いてであります。

これは、介護分野における他業種との賃金格

差の縮小や、雇用環境の改善を図るため、介護

職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、交

付金を交付するものであります。

このことについて、委員より、この事業が果

たした役割について質疑があり、当局より、

「交付金を受けた施設では、介護職員１人当た

り月額で8,000円から１万5,000円程度の賃金改

善が図られた」との答弁がありました。

次に、子ども・若者育成支援対策費について

であります。

これは、ニート、ひきこもり、不登校、発達

障がいなど、社会生活を円滑に営む上で困難を

抱える子供、若者に関し、総合的な支援を行

い、地域社会全体による支援の促進を図るもの

であります。

このことについて、委員より、事業の具体的

な内容について質疑があり、当局より、「これ

まで、民生児童委員への現状認識調査を実施し

たほか、教育委員会、警察本部、保護観察所な

どの関係機関との意見交換や、県民への啓発の

ための講演会を開催するなど、今後の取り組み

に向けた環境・基盤整備を行った」との答弁が

ありました。

これに対して委員より、「子供、若者をめぐ

る環境が悪化し、抱える問題が深刻な状況にあ

ることを踏まえ、各関係機関が責任を持って、

十分に連携を図りながら、引き続き事業に取り

組んでほしい」との要望がありました。

次に、福祉保健部所管の予算全般について、

委員より、「経費節減の努力の結果、減額補正

となった事例にはどのようなものがあるのか」

との質疑があり、当局より、「保健所運営費の

うち、庁舎等維持管理費について、光熱費や通

信運搬費の節減の結果、減額補正となった。ま

た、庁舎警備については、県内８カ所分を一括

して入札することにより、経費節減を図った」

との答弁がありました。

このことに対して委員より、「健全な財政運

営のために、今後とも、細かい事務の見直しを

行うなど、経費節減に努めてもらいたい」との

要望がありました。

最後に、宮崎県新型インフルエンザ対策行動

計画の改定についてであります。

これは、平成23年９月に行われた国の「新型

インフルエンザ対策行動計画」の改定や、県の

実情を踏まえ、改定するものであります。

このことについて、委員より、改定スケジュ

ールについて質疑があり、当局より、「パブ

リックコメントや宮崎県感染症対策審議会での

意見を反映させて、３月中に計画を改定する予

定である。なお、国において新たな法律制定が

進められており、それに伴う国の行動計画の改

定等の動きを注視し、必要であれば、新たに改

定を検討していきたい」との答弁がありまし

た。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、商工建設常任委員会、

松村悟郎委員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第56号外11件の計12件であります。慎重に

審査をいたしました結果、お手元に配付の議案

委員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致

で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま
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す。

まず、商工観光労働部所管の補正予算につい

てであります。

今回の補正は、事業費の確定に伴うもので、

一般会計で９億9,400万円余の減額補正、特別会

計で２億7,700万円余の減額補正となっておりま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせた

補正後の予算額は782億9,000万円余となりま

す。

このうち、ふるさと雇用再生特別基金事業費

についてであります。

このことについて、委員より、「この事業は

今年度で終了するが、その後、雇用は維持され

るのか」との質疑があり、当局より、「アンケ

ートを実施したところ、基金を活用した事業の

７割ほどについて、何らかの形で継続すると回

答があり、ある程度の雇用は維持される見込み

である。今後とも、引き続き雇用が確保される

よう努めていきたい」との答弁がありました。

これに関連して複数の委員より、「基金事業

の執行残については国に返還することとなって

いるため、来年度も継続する緊急雇用創出事業

臨時特例基金事業については、ふるさと雇用再

生特別基金事業のような執行残が生じることの

ないよう執行していただきたい」との要望があ

りました。

次に、みやざき東アジア経済交流戦略につい

てであります。

このことについて、委員より、「東アジアと

の交流においては、海外拠点の機能強化が重要

であると考えるが、どのように考えているか」

との質疑があり、当局より、「海外事務所の設

置箇所については、当面、現状どおりと考えて

いるが、今後、現地の情報収集機能、情報発信

のあり方等について議論していきたい」との答

弁がありました。

当委員会といたしましては、海外拠点の機能

を強化することで、バイヤー等と信頼関係を構

築できる環境を整え、効果的に戦略を推進する

よう要望いたします。

次に、フェニックスリゾート株式会社の株式

譲渡についてであります。

このことについて複数の委員より、「この株

式譲渡により雇用問題が生じることのないよう

対応するとともに、この機会を宮崎の観光の活

性化に生かしてほしい」との要望がありまし

た。

最後に、県土整備部所管の補正予算について

であります。

今回の補正は、職員の人件費の執行残や公共

土木災害復旧費の国庫補助決定等に伴うもの

で、一般会計で154億4,500万円余の減額補正、

特別会計で１億5,700万円余の減額補正となって

おります。この結果、一般会計と特別会計を合

わせた補正後の予算額は688億5,800万円余とな

ります。

このうち、公共事業予算の減額についてであ

ります。

このことについて、委員より、「九州各県に

比べ、国の宮崎県への予算配分が少ないように

感じるが、どのような対策をとっているか」と

の質疑があり、当局より、「知事を先頭にさま

ざまな機会をとらえて要望等を行っている。今

後とも強く国に求めていきたい」との答弁があ

りました。

当委員会といたしましては、均衡ある九州の

発展のためには、九州において社会資本整備が

おくれている本県にこそ重点的に予算を配分す

べきであることから、より積極的に国に要望を

行うなど、国に対して十分な財政措置を求めて
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いただきますよう要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、環境農林水産常任委員

会、田口雄二委員長。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第56号外５件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残等に

伴い、一般会計で35億9,900万円余の増額補正、

特別会計で6,500万円余の減額補正となっており

ます。この結果、一般会計及び特別会計を合わ

せた補正後の予算額は297億7,800万円余となり

ます。

このうち、木材産業構造改革事業費補助金に

ついてであります。

このことについて、委員より、「施設整備は

大切ではあるが、安定した操業を行えるよう

に、木材の売り先を確保した上で施設整備に取

り組むべきではないか」との意見があり、当局

より、「新しいマーケットを開拓していくこと

は重要なことであり、マーケットを広げていく

取り組みに対し、県としても支援をしていきた

い」との答弁がありました。

次に、県行造林造成事業についてでありま

す。

このことについて当局より、「伐採を予定し

ていた分収林の所有者が亡くなられ、相続が発

生したことにより、売り払い条件が整わず、伐

採ができなかったことなどにより、分収交付金

が減額になった」との説明がありました。

このことについて委員より、「今後も相続問

題は発生が予想されるので、事業の遅延を回避

するよう対応を図ってもらいたい」との要望が

ありました。

次に、農政水産部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残等に

伴い、一般会計で31億5,000万円余の減額補正、

特別会計で200万円余の減額補正となっておりま

す。この結果、一般会計及び特別会計を合わせ

た補正後の予算額は380億2,000万円余となりま

す。

このうち、就農支援資金貸付金におけるビニ

ールハウス整備に関連して、委員より、「民間

企業が県産材を使った木造ハウスの開発を行っ

ているが、県としても、総合農業試験場で研究

するなどして実証していってはどうか」との意

見があり、当局より、「県としてもさまざまな

観点から研究していく必要があると考え、先

日、環境森林部と検討会を立ち上げたところで

ある」との答弁がありました。

これに対して、別の委員より、「儲かる農業

の実現にとっては、採算性が重要な観点である

ので、木造ハウスの推進に当たっては、将来に

わたってのトータルの経費等を精査するなどし

て、慎重に検討してもらいたい」との意見があ

り、当局より、「農家経営の安定を図ることが

重要であり、建設コストの暖房費節減など、農

家経営にとってメリットがあるのか検討してい

く」との答弁がありました。

最後に、葉たばこ廃作に伴う共同利用施設の



- 331 -

平成24年３月12日(月)

処分についてであります。

このことについて当局より、「施設の処分に

当たっては、国庫補助金の返還対象となる施設

が５施設あるが、施設の活用等をそれぞれ検討

してもらった結果、３カ所については、農家負

担が生じないよう国と財産処分の手続を進めて

いる」との説明がありました。

このことについて委員より、「残る２カ所に

ついても、返還金が生じることがないよう、関

係団体等と連携をとって対応してもらいたい」

との要望がありました。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、文教警察企業常任委員

会、河野哲也委員長。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第56号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案委員会審

査結果表のとおり、いずれも全会一致で決定い

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公安委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、執行残等に伴うもので、一般

会計で６億1,700万円余の減額補正であります。

この結果、補正後の一般会計予算額は27 3

億7,000万円余となります。

次に、平成23年中における交通事故の発生状

況についてであります。

このことについて、委員より、「近隣の大分

県や熊本県と比べ、人身事故発生件数が極めて

多い状況であるが、今後どのような対策を考え

ているのか」との質疑があり、当局より、「高

齢者の交通事故が多発していることから、高齢

者対策を最重要課題ととらえ、高齢者の交通安

全教育を推進する。また、運転者の緊張感を高

めることが事故防止につながるため、街頭にお

ける交通指導、違反取り締まりのさらなる強化

に努めていきたい」との答弁がありました。

次に、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、執行残等に伴うもので、一般

会計で35億6,000万円余の減額補正であります。

この結果、補正後の一般会計と特別会計を合わ

せた予算額は1,084億2,500万円余となります。

次に、議案第74号「宮崎県高等学校等生徒修

学支援基金条例の一部を改正する条例」につい

てであります。

これは、国において基金の期間を３年間延長

する旨の方針が示されたため、条例の終期を平

成24年６月30日から平成27年６月30日に改める

ものであります。

このことについて、委員より、「定時制、通

信制及び特別支援学校高等部の生徒の世帯にお

いて、特定扶養控除の縮小によって税負担が増

す世帯があると聞いており、経済的な負担が懸

念される。本県の返還負担軽減の対策はどう

なっているのか」との質疑があり、当局より、

「本県においては、従来から返還期間を定めな

い返還猶予の制度を設けており、大学等に在学

しているときや、災害、疾病その他やむを得な

い理由により育英資金を返還することが困難で

あると認められるときについて、返還の猶予を

行い、返還者の負担軽減を行っている」との答

弁がありました。

次に、宮崎県立高等学校教育整備計画（案）

についてであります。
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当計画案では、１学年４学級以下の高等学校

については、大幅に定員を満たさない状況が続

くなど、さらに１学級の削減をせざるを得ない

ことが予測される場合には、統廃合を検討する

と明記されております。

当委員会といたしましては、学校がなくなる

ことは地域に大きな影響を与えることなどか

ら、統廃合だけではなく、２学級での存続や連

携型中高一貫教育校の可能性も考えられること

など、統廃合以外の方策も検討する必要がある

と考え、計画案にある「統廃合を検討する」の

文言について、「統廃合等を検討する」と修正

していただくよう強く要望いたします。

最後に、県立高校生の就職状況についてであ

ります。

平成24年３月県立高等学校卒業予定者の１月

末現在の就職内定状況は、内定率91.5％で、前

年同月比で3.2ポイントの上昇となっておりま

す。

このことについて、委員より、「今年度の就

職内定率は昨年より高く、就職内定に向けた支

援の取り組みについて高く評価しているところ

であるが、具体的にどのような対策を行ったの

か」との質疑があり、当局より、「主要経済団

体や各企業へ幾度となく求人要請を実施し、県

内の企業からは、求人の時期を早めてもらうな

どの御協力をいただいた。また、各学校に進路

対策専門員を配置し就職支援に当たるなど、さ

まざまな対策を実施した。そのような中、生徒

自身が厳しい状況を受けとめ、就職に向けて懸

命に努力した結果だと考えている」との答弁が

ありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 新みやざき

の西村賢です。議案第67号、宮崎県税条例に反

対の立場で討論をさせていただきます。

今回の改正理由にあります、東日本大震災か

らの復興に関し、地方公共団体が実施する防災

のための施策に必要な財源の確保に係る地方税

の臨時特例、平成23年度から27年度まで行う全

国的かつ緊急に実施する防災のための施策に要

する経費のため、平成26年度から10年間、県民

税を値上げするものです。

先ほどの委員長報告でもありましたとおり、

多くの問題点を指摘しておりました。全議員、

疑問に感じる点は多々あると思います。

防災対策、特に防災の整備に関しましては、

本来ならば、毎年、財源の一部を使い、長期的

かつ計画的に整備をしていかなければならない

ものであると思います。当然、今回の東日本大

震災を受けまして、早急な見直し、また、その

対策が前倒しして必要なことは理解をしており

ます。

しかし、本県の場合、森林環境税を県民より

徴収しておりますが、その導入の際、また、多

くの議論を生みました宮崎市の地域コミュニ

ティ税導入の際も、県民・市民に対し、行政

は、パブリックコメント、また、地域での説明

会など、丁寧に説明を行ってまいりました。徴



- 333 -

平成24年３月12日(月)

税というものは納税者に理解をしてもらわなけ

ればなりません。今、県民への周知度はかなり

低いものであると私は感じます。先ほどの報告

にもあったとおり、増税を決めてから説明する

のではなく、もうしばらく時間をかけて、徴税

の必要性、理由等を丁寧に県民に説明する必要

があるのではないかと思います。

特に、今後、各種保険料等の値上げも予想さ

れ、また、消費税導入に対し、国会でも前向き

な議論がなされる中で、県民に今、増税に対

し、一層の不安が増していることは確かであり

ます。なおさらながら慎重に説明がなされるべ

きであります。

各都道府県においては、この税導入に対して

の審議が始まっていない県もあり、また、本県

においても、市町村税分におきましては、提案

を６月議会に行う市町村議会もあります。慎重

に議論されるべき時間の確保はまだ可能である

と思います。

また、改正の理由、その冒頭に、「東日本大

震災からの復興に関し」というくだりがありま

すが、それがいかにも被災地支援的な増税であ

るということの印象を与え、誤解を招く危険性

もあります。このままでは、税の徴収が始まる

平成26年度になってやっと気づく県民も多いの

ではないかと思いますが、県民の理解、周知が

足りない点について、県当局も真摯に反省をし

ていただくことも踏まえ、議員各位には、議決

の延期に際しまして御理解をいただきますよう

にお願いをいたします。

以上で終わります。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

討論に入ります前に、一言申し上げます。

昨日３月11日は、昨年の東日本大震災と原発

事故から１年を迎える日でありました。改め

て、犠牲になられた方々とその御家族、関係の

方々に深い哀悼の意を表するものです。そし

て、すべての被災者の皆さん、今なお避難生活

を強いられておられる方々に心からのお見舞い

を申し上げます。未曾有の大災害から、被災者

の生活となりわいを再建し、被災地の復興を果

たすこと、原発事故の被害から国民の暮らしと

健康を守ることは、日本の政治に課せられた最

重要、最優先の課題です。日本共産党は、すべ

ての被災者の方々が安心して住み続けられるふ

るさとを取り戻すまで、ともに力を合わせて奮

闘する決意を表明するものです。

それでは、討論を行います。

今議会に提案されました、議案第67号の宮崎

県条例の一部を改正する条例について、反対の

立場から討論いたします。

同議案の問題点は、条例改正案の中に、復興

財源特例法による東日本大震災からの復興に関

し、地方公共団体が実施する防災のための施策

に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に

関する法律を適用する内容があることです。今

回の条例改正の内容は、平成23年度から平成27

年度までの間において実施する施策のうち、防

災のための施策に要する費用の財源を確保する

ため、個人住民税均等割の標準課税率につい

て、今後10年間、500円ずつ上乗せするというも

のです。当然、県民税、市町村民税、それぞれ

に課税されますから、１人当たり1,000円の上乗

せになります。現在でも、個人県民税は、均等

割1,000円と森林環境税500円が徴収されてお

り、その上に加算されることになります。

今回の課税による増収見込みは、年間約２

億4,000万円、10年間で約24億円、課税対象者
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は、平成22年ベースで約48万人が見込まれてい

ます。しかし、今、どれほどの負担増が国民・

県民に負わされていることでしょうか。とりわ

け宮崎県民の所得は全国最下位クラス。この４

月から、介護保険料や国民健康保険税の引き上

げ、その上、今国会では消費税増税法案の提出

まで行われようとしている状況です。暮らしの

不安は尽きることはありません。

本来、防災対策などは、国の責任、行政の責

任で行うのが本筋です。そのために国民は税金

を納めているわけです。確かに、東日本大震災

の復旧・復興に多額の財源を必要としているこ

とは否めません。だからといって、安直に国民

に負担を求めるといったやり方は許されるもの

ではありません。不公平税制の是正や富裕層へ

の課税強化など、方策は幾らでもあります。

これまで多くの国民が、だれに言われること

なく、被災地や被災者の方々の痛みに心を寄せ

て、物心両面のさまざまな支援が続けられてき

ました。これからも国民的支援は続けられると

思います。

地方自治体の防災施策は、国が十分、責任と

役割を果たすべきことを強く要求することが先

決であって、新たな県民負担を強いることに反

対をするものです。

次に、議案第56号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号）」については、賛成をす

る立場で討論をいたします。

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額から

それぞれ72億3,473万円余を減額し、一般会計総

額を5,891億6,253万円余とするものです。今回

の補正も、その内容で、国庫補助の決定に伴う

もの、執行残に伴うものとする減額補正が多額

見られます。中でも、給与改定、勤勉手当の減

などによる人件費の多額の減額は、職員の生活

はもとより、地域経済にも影響を及ぼすことが

懸念をされるものです。

また、民生費で、老人保健医療対策費や国民

健康保険助成費などが多額の減額、衛生費で

は、難病等対策費や肝炎治療費助成事業など

で、また、商工費の中小企業金融対策費などで

も多額の減額措置が見られます。

特に福祉関連予算では、県民の健康や暮らし

に直接かかわるものだけに、その執行に当たっ

ては、単に見込みが下がったからなどとするこ

とにとどめず、市町村とも連携を密にして、日

常的に県民生活の状況を的確に把握し、制度の

周知徹底などを図りながら、県民の福祉・健康

の増進、また、暮らしの向上に寄与できるよう

に予算執行を行うことが大切であることを指摘

したいと思います。

一方、今回の補正予算は、既存の基金につい

て、国の補正予算第３号・第４号の成立に伴う

交付金の積み増しや事業期間の延長などで、深

刻な雇用や震災対策など、国の施策による事業

予算が大幅に措置され、活用されることとなっ

ています。実質、これらの基金事業は新年度予

算で具体化されるものですが、雇用の創出や福

祉の充実、子育て、教育の充実など、広分野に

及んでいます。真に県民福祉の充実や地域経済

の活性化につながるよう、生きた予算の使い方

になることを期待して、本補正予算に賛成する

ことを述べて討論といたします。以上です。

〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第67号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。

まず、議案第67号についてお諮りいたしま

す。
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本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第56号から第66号まで及び第68号

から第81号まで採決

○外山三博議長 次に、議案第56号から第66号

まで及び第68号から第81号までの各号議案につ

いて、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 議案第82号追加上程

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第82号の送付を受けましたの

で、これを日程に追加し、議題とすることに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 ただいま提案

をいたしました議案第82号について御説明申し

上げます。

議案第82号は、教育委員会委員渡辺義人氏が

平成24年３月31日をもって任期満了となります

ので、その後任委員として飛田洋氏を任命いた

したく、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第１項の規定により、県議会の同意

を求めるものであります。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす13日から21日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、22日午前10時開会、平成24年

度当初予算関係議案等についての常任委員長の

審査結果報告から採決まで、並びに特別委員長

の調査結果報告であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時45分散会
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◎ 常任委員長審査結果報告(議案第１号から

第55号まで及び請願）

○十屋幸平副議長 ただいまの出席議員38名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決まで、並びに特別委員長の調査結果報告

であります。

まず、議案第１号から第55号までの各号議

案、及び請願第14号から第18号まで並びに継続

審査中の請願第９号及び第10号を一括議題とい

たします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、山下博三

委員長。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外13件及び新規請願１件の計15件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定いたしました。

なお、議案第１号については賛成多数によ

り、また、その他の議案及び請願については全

会一致により決定いたしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成24年度当初予算の概要についてで

あります。今回提案されました平成24年度一般

会計の予算規模は5,728億3,000万円で、平成23

年度６月補正後の予算に対して77億円余、1.3％

の減となっておりますが、実質的な予算規模を

比較するため、一般会計と平成24年度から新た

に設置する公債管理特別会計を純計いたします

と5,902億7,230万円となり、前年度と比較し

て97億円余、1.7％の増となっております。

また、特別会計については、公債管理特別会

計を設置したことなどにより1,254億9,600万円

余となり、前年度と比較して1,197億円余、

約2000％の増となっており、公営企業会計につ

いては418億1,100万円余で、前年度と比較し

て30億円余、7.8％の増となっております。

当初予算の特徴といたしましては、厳しさの

続く本県の社会経済情勢を踏まえ、地域経済循

環システムの構築や将来の産業展開に向けた取

り組みを進めるとともに、緊急的な措置が必要

な防災対策の推進や医療の確保、子育て支援な

ど、すべての県民が安心した暮らしを営むこと

ができる環境整備を図る「みやざきの元気・安

心創出予算」として編成されております。

歳入では、県税収入が809億6,000万円と、前

年度と比較して29億8,000万円、3.8％の増とな

るものの、自主財源比率は、国の経済対策等に

より積み立てられた基金からの繰り入れの減な

どに伴い、前年度と比較して0.7ポイント減少し

て37.3％となっております。また、依存財源に

ついては、地方交付税の構成比が前年度と比較

して0.6ポイントの増となり、県債は、発行額が

減少したものの、構成比では0.1ポイントの増と

なりました。

なお、県債については、平成24年度末の残高

が１兆519億円で、今年度末と比較して12億円の

減となる見込みであり、臨時財政対策債等を除

く実質的な県債残高は5,992億円となり、305億

円の減となります。

一方、歳出では、社会保障関係費が大きく増

加する中、人件費の削減や投資的経費の縮減・

重点化、事務事業の徹底した見直しなどが図ら

れております。なお、極めて厳しい財政状況で

平成24年３月22日(木)
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はありますが、地域経済活性化・防災対策特別

枠として、各地域できめ細かな発注が可能な県

単公共事業を初め、木造住宅耐震化リフォーム

支援や県立学校の緊急耐震対策など、すそ野の

広い経済波及効果が期待される事業や緊急的な

防災対策について重点的な予算措置がなされて

おります。

また、収支不足については、前年度よりも縮

小し184億円程度に圧縮されておりますが、財源

調整のための基金の平成24年度末残高は309億円

程度となる見込みであります。

次に、県民政策部所管の平成24年度当初予算

についてであります。

今回提案されました一般会計の当初予算は129

億7,600万円余であり、前年度と比較して9.8％

の増となっております。また、一般会計と特別

会計を合わせた県民政策部の予算額は13 1

億1,100万円余で、前年度と比較して9.0％の増

となっております。

このうち、みやざき元気「地産地消」県民運

動推進事業についてであります。

これは、本県農林水産物の消費拡大や県産材

の利用、県産品の購入促進など、広い意味での

地産地消を県民運動として展開し、県内の消費

需要の喚起・拡大による本県経済の活性化を図

るものであります。

このことについて委員より、「県民運動とし

て取り組むのであれば、どのような産品がどれ

ぐらい消費されているかなど、地産地消の実態

について県民に知ってもらうことも重要であ

る」との意見がありました。

これに対し当局より、「県、経済団体等で構

成する推進会議において、具体的な指標や県民

への普及啓発の方法について検討を行うことと

しており、「知る・使う・広げる」を基本理念

として県民運動を推進していきたい」との答弁

がありました。

また、別の委員より、「農林水産物だけでな

く、工業製品や加工品に加え、県民による県内

観光など幅広い分野が対象となっており、関係

部局が連携した取り組みをさらに強化すること

が必要である」との意見がありました。

当委員会といたしましては、今期定例県議会

に、「県民政策部」の名称を「総合政策部」に

改正する条例が提案されていることを踏まえ、

部局横断的な施策の推進に当たっては、県民政

策部が政策調整機能を十分発揮するとともに、

関係部局の牽引役として先導的な役割を担って

いただくことを要望いたします。

次に、総務部所管の平成24年度当初予算につ

いてであります。

今回提案されました一般会計の当初予算

は1,423億4,300万円余であり、前年度と比較し

て3.6％の増となっております。

このうち、県民防災リーダー養成事業につい

てであります。

これは、地域や事業所及び学校等において、

防災活動の中心となる防災士を養成するととも

に、防災士による防災指導等を行うことによ

り、県民防災力の向上を図るものであります。

このことについて、委員より、県内の防災士

の数について質疑があり、当局より、「今年度

新たに178名の方が試験に合格し、平成23年度末

では約700名となる予定である」との答弁があり

ました。

これに対し委員より、「東日本大震災以降、

防災士に対する期待はますます高まっている。

県民にとって防災士が身近な存在となるために

も、各地域にバランスよく配置されるよう、事

業の推進に努めていただきたい」との要望があ

平成24年３月22日(木)
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りました。

次に、人事委員会所管の平成24年度当初予算

についてであります。

今回提案されました一般会計の当初予算は１

億5,000万円余であり、前年度と比較して2.7％

の減となっております。

このうち、県職員採用試験及び任用研修調査

費についてであります。

このことについて、委員より、採用試験の内

容について質疑があり、当局より、「第１次試

験で一般教養や専門試験に関する筆記試験を行

い、第２次試験で論文試験や面接を行ってい

る。なお、人物重視の観点から、面接の配点割

合を大きくするなどの見直しを行っている」と

の答弁がありました。

当委員会といたしましては、職員の採用に当

たり、意欲と能力を見きわめるため、面接試験

について一層の工夫を行い、元気のある優秀な

人材の確保に努めていただくことを要望いたし

ます。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件の外、「県民政策及び行財政対

策に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○十屋幸平副議長 次は、厚生常任委員会、黒

木正一委員長。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件及び新規請願４件の計15件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願２件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。

なお、請願第９号、第10号及び第15号につい

ては賛成少数により、また、その他の議案及び

請願については全会一致により決定いたしてお

ります。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の平成24年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせ985億3,300万円余で、前年

度と比較して0.7％の増となっております。

このうち、介護保険サービス事業所等防災特

別対策事業についてであります。

これは、介護保険サービス事業所・施設に入

所している要介護高齢者が、津波及び火山噴火

時において円滑に避難できるよう、各事業所等

における避難防災対策に係る整備などを支援

し、災害時における被害の軽減を図るものであ

ります。

このことについて委員より、「この事業で整

備する部分と、関係部局との調整が必要な部分

とが出てくると思われるので、福祉施設利用者

を含めたすべての県民にとって有益な整備が進

められるよう、十分に連携して取り組んでいた

だきたい」との要望がありました。

次に、障がい児者等歯科保健ネットワーク事

業についてであります。

これは、障がい児者等の歯科保健医療体制や

各地域におけるフォロー体制の整備を行うこと

により、ネットワークの構築を図るものであ

り、宮崎市にある宮崎歯科福祉センターを拠点

として、各地域の歯科医師に対する研修などを



- 343 -

平成24年３月22日(木)

行うものであります。

このことについて委員より、「障がい児者が

各地域において歯科治療を受けられるよう、今

後とも体制整備に尽力していただきたい」との

要望がありました。

次に、病児等お助け保育モデル事業について

であります。

これは、保育所等に入所している子供が急に

発病した際、対応するシステムをモデル的に構

築することにより、保護者負担の軽減を図るも

のであります。

このことについて、委員より、「具体的にど

のようなシステムを構築するのか」との質疑が

あり、当局より、「子供が発病したにもかかわ

らず、どうしても保護者等が迎えに行けない場

合、看護師を派遣して、保育所の空きスペース

で病児等を預かるシステムであり、ＮＰＯ法人

などに委託して行う予定である」との答弁があ

りました。

病児への対応については、保護者等からのニ

ーズが大変高いため、当委員会といたしまして

は、事業の定着に向けて努力するとともに、そ

の後の事業拡充を図っていただくよう要望いた

します。

次に、病院局所管の平成24年度予算について

であります。

今回提案されました県立病院事業会計予算の

収益的収支は、収益273億1,700万円余、費用276

億8,500万円余であります。収益から費用を差し

引いた収支は３億6,700万円余の赤字であります

が、前年度当初予算に比べて8,900万円余の改善

が図られております。

このうち、研修医確保事業についてでありま

す。

これは、従来から実施している事業でありま

すが、平成24年度は、病院合同説明会への参加

の機会をふやすとともに、新たに医療情報誌へ

ＰＲ記事を掲載し、積極的な広報活動を行うこ

ととしております。

このことについて、委員より、「何人程度の

研修医を確保しようと考えているのか」との質

疑があり、当局より、「県立病院全体での受け

入れ定員が18名であるので、それを満たすこと

が目標である」との答弁がありました。

また、別の委員より、「初任給調整手当の増

額や研修医への住居手当の支給など、訴求力と

なるさまざまな取り組みについても、ＰＲ記事

やウェブサイトをうまく活用するなど積極的に

広報を行い、引き続き医師の確保に努めていた

だきたい」との要望がありました。

次に、「知的障がい者が安心して暮らせる24

時間支援の切れ目のない入所施設の存続を求め

る意見書」の提出についてであります。

障害者自立支援法では、入所施設の報酬単価

が低く設定され、また、障害程度区分や報酬の

日額払い方式の導入などにより、入所施設の不

安定な経営や、提供される障害福祉サービスの

低下を招くおそれがあるものとなっておりま

す。よって、国においては、知的障がい者が安

心して暮らせる入所施設の存続のため、必要な

措置を講じるよう強く要望するものでありま

す。

次に、「「こころの健康を守り推進する基本

法（仮称）」の制定を求める意見書」について

であります。

今の日本は、国民の心の健康の危機と言える

状況にあり、それは、昨年７月、厚生労働省が

４大疾病に新たに精神疾患を加えて５大疾病と

する方針を決めたことにもあらわれておりま

す。また、当事者、家族、医療福祉の専門家及
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び学識経験者から成る「こころの健康政策構想

会議」が昨年５月に提出した提言書では、国民

すべてを対象とした、心の健康についての総合

的、長期的な政策を保障する法律の制定が強く

求められています。よって、国においては、国

民の心の健康の増進を図るため、「こころの健

康を守り推進する基本法（仮称）」を早急に制

定するよう強く要望するものであります。

次に、「障がい者制度改革推進会議総合福祉

部会の提言を尊重した障害者総合支援法の制定

・実施を求める意見書」についてであります。

平成21年12月、国において、障がい者に係る

制度の集中的な改革を目指す障がい者制度改革

推進会議が発足し、そのもとに総合福祉部会が

設けられ、昨年８月には新法の骨格に関する提

言が取りまとめられたところであります。本提

言は、障がい者本人を初め、障がい者にかかわ

るさまざまな立場から共通する思いを取りまと

めたものであります。よって、国においては、

すべての障がい者が、基本的人権をひとしく享

受する個人として尊重される社会を実現するた

め、本提言を最大限尊重し、障害者総合支援法

を制定、実施されるよう強く要望するものであ

ります。

当委員会としましては、これら３件の意見書

の提出を全会一致で決定したところであります

ので、議長においてよろしくお取り計らいいた

だきますようお願いいたします。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第９項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○十屋幸平副議長 次は、商工建設常任委員

会、松村悟郎委員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外11件の計12件であります。慎重に

審査をいたしました結果、お手元に配付の議案

・請願委員会審査結果表のとおり、いずれも全

会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の平成24年度予算

についてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて468億9,200万円余で

あり、前年度と比較して９％の減となっており

ます。

このうち、緊急雇用創出事業臨時特例基金事

業についてであります。

この事業は、離職を余儀なくされた失業者に

対して、一時的な雇用・就業機会の創出を図る

ものであります。

このことについて、当局より、県及び市町村

が予定している事業数や新規雇用失業者数など

実施計画について説明があり、委員より、「中

途退職者が生じた場合などを考慮すると、予算

をすべて執行することは難しいと思うが、的確

な状況把握に努め、できるだけ執行残が生じる

ことのないよう事業を実施していただきたい」

との要望がありました。

また、別の委員より、「若年者就職支援強化

事業など別の雇用関連事業においても、効果的

な執行に努めていただきたい」との要望があり

ました。

これに関連して他の委員より、「雇用の場を
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確保するためにも、食品や医療機器に関連する

新産業・新事業を育成し、県内産業を活性化し

ていただきたい」との要望がありました。

当委員会といたしましては、県内全域に効果

が及ぶよう基金事業を活用するとともに、若年

者への就職支援事業や新産業・新事業の育成に

よる県内産業の活性化などにより、雇用対策を

推進していただくよう要望いたします。

次に、商工会等への支援についてでありま

す。

このことについて委員より、「地域産業を支

える商工会等への支援については、必要な予算

の確保に向けて、機能強化も含めた全体的な議

論の中で検討していただきたい」との要望があ

りました。

次に、古事記編さん1300年記念「日向神話

旅」推進事業についてであります。

この事業は、古事記編さん1300年を契機に、

県内外に対して日向神話の魅力を総合的に発信

する取り組みを行うとともに、神話をテーマと

した観光ルートの開拓を行い、本県への誘客を

図るものであります。

このことについて、委員より、「観光ルート

の開拓はどのように考えているのか」との質疑

があり、当局より、「例えば、県内にある神武

天皇にゆかりのある土地をめぐるルートなどを

開拓していきたい」との答弁がありました。

これに対して委員より、「神社だけではな

く、神話にゆかりのある地元の食材などをルー

トに組み込んでいただきたい」との要望があり

ました。

当委員会といたしましては、日向神話は本県

にとって重要な観光資源であるため、今後と

も、神楽や食といった地域に根差した伝統や文

化を観光ルートにうまく組み込みながら、定番

化につなげていただくよう要望いたします。

次に、県土整備部所管の平成24年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて775億6,500万円余で

あり、前年度と比較して4.1％の減となっており

ます。

このうち、防災関連の予算の確保についてで

あります。

このことについて、委員より、「県土整備部

の事業の中で、地域経済活性化・防災対策特別

枠としてどのような事業が計上されているの

か」との質疑があり、当局より、「約18億円を

計上しており、防災事業としては、木造住宅耐

震化リフォーム支援事業やダムの耐震診断照

査、河川水門等の自動閉鎖化、新燃岳の火山対

策などである」との答弁がありました。

これに関連して委員より、「防災関連事業に

ついては、危機管理局と密接に連携し積極的に

取り組んでいただきたい」との要望がありまし

た。

当委員会といたしましては、県民の生命・財

産を守るため、地震・津波対策関連の予算など

社会資本整備の予算を十分に確保されるよう要

望いたします。

次に、木造住宅耐震化リフォーム支援事業に

ついてであります。

この事業は、耐震基準を満たさない木造住宅

の耐震性を向上させ、地震による建築物の倒壊

などを未然に防止する市町村の事業に対して補

助を行い、県民の生命や財産を保護するもので

あります。

このことについて、委員より、「県内全域で

取り組むことが重要だが、耐震改修の事業に取

り組んでいる市町村はどこか」との質疑があ
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り、当局より、「現在のところ、宮崎市、門川

町、延岡市、日向市、三股町、国富町の６市町

が取り組んでいる」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、県民の生命・財

産を守ることはもちろんのこと、この事業によ

り経済効果も期待できることから、全市町村に

おいて耐震改修の事業に取り組むよう指導する

とともに、速やかな予算の執行に努めるよう要

望いたします。

次に、労働委員会の広報についてでありま

す。

このことについて、委員より、「労働委員会

の重要性を考えると、さらなる県民への周知が

必要ではないか」との質疑があり、当局より、

「今後とも積極的な広報に努め、簡易・迅速で

労使間のトラブルを無料で相談・解決する機関

であることなどを県民にアピールしていきた

い」との答弁がありました。

最後に、「商工観光振興対策及び土木行政の

推進に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第９項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○十屋幸平副議長 次は、環境農林水産常任委

員会、田口雄二委員長。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外11件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、農政水産部所管の平成24年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて354億100万円余で、

前年度と比較して7.1％の減となっております。

このうち、加工用米で進める新産地構造転換

支援事業についてであります。

この事業は、口蹄疫からの再生・復興に向け

て、畜産と耕種のバランスのとれた産地構造へ

の転換、及び農商工連携による本県経済の活性

化を図るため、県内焼酎メーカー等の需要に応

じた加工用米の生産拡大やコスト低減に取り組

むものであります。

このことについて委員より、「加工用米の多

くは外国産米であったが、昨年より原産地表示

が義務化されたことにより、国産加工用米の需

要が高まっている。加工用米は主食用米と比べ

所得が低い状況にあるが、収益性の向上に取り

組まれ、生産拡大に努めてもらいたい」との要

望がありました。

次に、新規就農者育成・確保強化事業につい

てであります。

この事業は、農業従事者の減少や高齢化が進

んでいる農業の担い手を確保するため、就農に

向けた研修の実施や、45歳未満で新たに農業に

従事する人の所得不足を解消するために、年150

万円を研修期間を含めて最長７年間給付するこ

となどの支援により、就農を検討している人を

後押しするものであります。

このことについて複数の委員より、「農業者

の高齢化により、今後、リタイアする農家が急

増する状況であり、関係市町村とも連携をとっ

て積極的に就農者の確保に努めてもらいたい」

との要望がありました。
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また、別の委員より、「就農給付金について

は、安易な考えや準備不足の就農希望者に対し

て給付すると、逆に失敗を助長しかねないの

で、対象者の選定は厳格に行い、真剣に就農を

考えている人に対して支援してもらいたい」と

の要望がありました。

当委員会といたしましては、口蹄疫からの復

興や後継者不足、耕作放棄地など本県農業が抱

える諸問題を解消するために、農商工連携や６

次産業化の促進に努め、儲かる農業の実現に向

けた取り組みを積極的に推進されるよう要望す

るものであります。

次に、環境森林部所管の平成24年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて251億9,800万円余

で、前年度と比較しますと、ほぼ同額となって

おります。

このうち、溶融スラグの有効活用展開事業に

ついてであります。

このことについて当局より、「エコクリーン

プラザみやざきから出る溶融スラグについて、

建設資材として利用を図るため、アスファルト

やコンクリート製品の骨材として使用して、長

期にわたる耐久性の調査等を行っている」との

説明がありました。

これに対し委員より、「県民の中には、溶融

スラグには有害物質が含まれているため不安を

持っている人もいるので、活用に当たっては、

その不安を払拭して、安心・安全を確保するた

めの事業が必要ではないか」との意見があり、

当局より、「この事業は産学官で行っている

が、環境への影響などについて、今後、十分議

論していきたい」との答弁がありました。

次に、社団法人宮崎県林業公社についてであ

ります。

当委員会は、宮崎県林業公社の今後のあり方

に関して、これまで継続して審査を行ってまい

りましたが、知事の考えを直接伺うべきとの結

論に達し、次の３点について知事に申し入れを

行ったところであります。

１、県においては、第３期経営計画の終期と

なる平成29年度に改めて公社のあり方を検討す

るとしているが、知事の在任中である26年度ま

でに、廃止もしくは県有林化等を含めた見直し

を行うこと。

２、県は、林業公社と一体となって、県方針

で示された経営改善に向けた取り組みを確実に

実行すること。

３、議会に対し、２に係る経営改善の実施状

況等について、毎年、進捗状況等を報告するこ

と。

このことに対し知事より、「平成26年度に、

状況に応じて廃止もしくは県有林化等を含めた

見直しを行う。みずからの責任としても確実な

計画の実行に努める。経営状況について、常に

点検・評価を行った上で報告する」との決意が

表明されました。

当委員会といたしましては、厳しい経営状況

にある林業公社の運営に当たっては、県民の負

担を最小限に抑えるように、経営改善に万全に

取り組まれ、一層の収支改善が図られますこと

を期待するものであります。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕
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○十屋幸平副議長 次は、文教警察企業常任委

員会、河野哲也委員長。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外13件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、公安委員会所管の平成24年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計286億9,100万円余であり、前年度と比較し

て2.5％の増となっております。

このうち、新規事業「犯罪の検挙と抑止のた

めの基盤整備事業」についてであります。

これは、犯罪の発生状況に応じて配置箇所を

変えられる移動可能な防犯カメラや映像再生装

置等を整備し、犯罪の予防や検挙率の向上を図

り、県民の安全と安心を守るものであります。

このことについて、委員より、「捜査を支援

するカメラについては、設置場所などを公表し

ない方針のようであるが、どのように活用する

つもりか」との質疑があり、当局より、「犯罪

が発生している場所またはおそれのある場所に

一定期間設置するなど、張り込み捜査の代替と

しての活用を想定している」との答弁がありま

した。

当委員会といたしましては、カメラを設置す

ることは、犯罪の抑止や犯罪検挙率の向上が期

待される一方、設置場所などを公表しないこと

は、一般市民のプライバシー侵害など人権にか

かわるおそれがあることから、運用においては

慎重な対応をしていただきますよう要望いたし

ます。

次に、新規事業「少年に手を差し伸べる立ち

直り支援事業」についてであります。

これは、問題を抱えた少年に対し、警察が社

会奉仕作業や農作業の体験の場を設けるなど、

立ち直りを支援するための活動を行い、少年が

再び非行に走ることを防止するとともに、少年

を見守る社会機運を醸成し、「非行少年を生ま

ない社会づくり」を推進するものであります。

このことについて委員より、「社会奉仕作業

や農作業は立ち直りに非常に効果的であること

から、農業関係者などと十分連携をとって実施

していただくとともに、地域と一体となって少

年非行を防止する取り組みを推進していただき

たい」との要望がありました。

次に、企業局所管の平成24年度公営企業会計

予算についてであります。

まず、電気事業会計予算についてであります

が、収益的収支は、事業収益44億1,200万円余、

事業費41億6,200万円余で、事業収益から事業費

を差し引いた収支残は２億4,900万円余でありま

す。

次に、工業用水道事業会計予算については、

同じく事業収益３億4,400万円余、事業費３

億1,400万円余で、収支残は3,000万円余であり

ます。

次に、地域振興事業会計予算については、同

じく事業収益2,700万円余、事業費2,500万円余

で、収支残は180万円余であります。

このうち、新規事業「情報通信ネットワーク

整備事業」についてであります。

これは、災害に強く信頼性が高い情報通信

ネットワークを構築するため、企業局庁舎と発

電所等の間に光通信等を導入し、通信回線の複
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数ルート化を行うものであります。

このことについて、委員より、「サイバー攻

撃への対応は考えているのか」との質疑があ

り、当局より、「サイバー攻撃への対策を十分

考慮し、外部からインターネットを介して侵入

できないよう、企業局専用の独立した回線整備

を行う」との答弁がありました。

次に、企業局新エネルギー導入事業について

であります。

これは、企業局が本県の地域特性を生かした

環境に優しい新エネルギーの導入に取り組んで

いるものでありますが、今後は小水力発電に重

点的に取り組むこととし、これまで発電に利用

されていなかった治水ダムの発電可能性調査等

を行うものであります。

このことに関連して委員より、「今後とも、

電気事業で培った企業局の技術やノウハウを生

かして、新エネルギーの導入を進めている市町

村等に対する技術的な支援を行っていただきた

い」との要望がありました。

次に、教育委員会所管の平成24年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算の規模は、一般

会計と特別会計を合わせて1,091億2,000万円余

であり、前年度と比較して2.5％の減となってお

ります。

このうち、延岡しろやま支援学校設置事業に

ついてであります。

これは、延岡地区の特別支援学校３校を統合

し、延岡西高等学校跡地に４月に開校する延岡

しろやま支援学校の運動場及び駐車場の整備等

を行うものであります。

このことについて、委員より、「開校に必要

な整備は完了しているか」との質疑があり、当

局より、「運動場と駐車場以外の施設について

は３月22日に完成予定であり、同日27日、28日

には、保護者等を対象とした校内見学会を予定

している。体育の授業については、整備が完了

している体育館などを代替施設として活用する

など、授業に支障が生じないよう対策を講じて

いる」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、４月13日の開校

に向けて万全の準備を進めていただくととも

に、今後の工事により子供たちの学校生活に影

響が出ないよう、十分に配慮していただくよう

要望いたします。

次に、「伸ばそう学力・高めよう授業力」学

びの支援事業についてであります。

これは、小中学校の学力や学習状況をもと

に、指導方法の工夫や改善を図るほか、教員の

授業力を高め、児童生徒の学力を伸ばすもので

あります。

このことについて委員より、「学力について

は、県が実施した学力調査によると、まだ一定

の地域は成績が高いようであるが、今後は、よ

り一層、県内全域の均衡ある学力向上に努める

取り組みが必要ではないか」との意見がありま

した。

次に、ふるさとを学ぶことについてでありま

す。

このことについて委員より、「子供たちがふ

るさとのよさを再認識し、郷土に誇りを持つた

めには、その地域について学ぶことが重要であ

る。そのため、子供たちが県内の中山間地域を

初めとする各地域の自然や歴史等に触れる取り

組みも必要ではないか」との意見がありまし

た。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中
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の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○十屋幸平副議長 以上で、常任委員長の審査

結果報告は終わりました。

◎ 質 疑

○十屋幸平副議長 これより、委員長の審査結

果報告に対する質疑、討論に入りますが、質

疑、討論についての発言時間は、議会運営委員

会の決定どおり１人10分以内といたします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 おはようございます。前屋

敷でございます。

私は、先ほど御報告いただきました厚生常任

委員長に対して、委員会審査の請願についての

結果報告について、少しお伺いしたいというふ

うに思います。

請願の第９号、第10号は継続の請願でありま

した。第９号は「消費税によらない最低保障年

金制度の創設を求める請願」、第10号は「無年

金・低年金者への基礎年金国庫負担分3.3万円の

支給を求める請願」でした。そして第15号は、

今議会に提出された新規請願で、「公的年金の

改悪に反対する意見書提出を求める請願」。こ

の３件はいずれも不採択という報告でありまし

た。私は紹介議員の一人として、この審査結果

についてどのような不採択の理由が挙げられた

のか、まずお伺いしたいと思います。

○黒木正一議員 委員会の審査におきまして

は、委員の皆さんに御意見をお伺いし、継続審

査または採決をするか諮った結果、「採決」と

の意見があり、採決となりました。採決により

賛否をお諮りしましたところ、不採択となった

ものであります。

本請願の趣旨については、各委員の皆さんが

十分に理解した上で、当委員会の審査結果に

至ったものだと思っております。

○前屋敷恵美議員 明確な不採択、反対の理由

がわからないんですけれども、当然、審査の結

果が出たわけですから、請願者には議会のほう

から通知が行くと思いますが、その結果だけの

通知で、中身については報告がないということ

になっています。紹介議員としては、どういう

経過で不採択になったのか、反対をされたのか

という中身について報告する義務がありますの

で、少しその審査の中身について伺いたいと思

いますが、どういう問題点が挙げられたんで

しょうか。

○黒木正一議員 審査につきましては、必要で

あれば資料の準備等さまざまな方策があったと

いうふうに思いますけれども、委員会では特に

そのような議論はありませんでした。慎重に審

査をした結果の委員会の総意として認識をして

おります。

○前屋敷恵美議員 論議がそこの中で深められ

ないでは、「慎重な審査をした」という表現は

いかがなものかというふうに私は思います。

この年金の問題については、まさに生活その

ものに直結する課題だけに、やはり請願者は、

しっかり議会で受けとめてほしいという思い

だったというふうに思います。ぜひ議会に招致

などされて、そういった請願者の思いを酌み取

ることも必要ではなかったかと思いますが、そ

の点、委員長としてはどのように思っていらっ

しゃいますか。

○黒木正一議員 委員長としての考え方であり

ますけど、委員長としては、委員会において粛



- 351 -

平成24年３月22日(木)

々と審査を行いました。その結果といいます

か、各委員の皆さんが十分に理解した上での当

委員会の審査結果に至った。繰り返しでありま

すが、そういうふうに考えております。

○前屋敷恵美議員 以上で終わります。

○十屋幸平副議長 以上で、常任委員長の審査

結果報告に対する質疑は終わりました。

◎ 討 論

○十屋幸平副議長 これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。提出議案に対しての討論

を行います。

まず、議案第１号「平成24年度宮崎県一般会

計予算」、第51号から第53号まで及び第55号に

ついて、反対の立場から討論いたします。

議案第１号「平成24年度宮崎県一般会計予

算」についてです。

本年度の当初予算は、一般会計で5,7 2 8

億3,000万円、県債発行額は788億8,600万円、県

債残高は１兆519億円に達する見込みで、公債費

は949億600万円と、依然として厳しい財政状況

になっています。県税収入は年少扶養控除の廃

止などによりふえていますが、県民負担と一体

のものです。自主財源比率は前年度比を下回っ

ています。依存財源である地方交付税、臨時財

政対策債は合計で昨年度より0.2％、わずかなが

らふえていますが、補助公共事業の減や子ども

手当の廃止などによる国庫支出金や地方譲与税

が大幅に削減をされたものです。

今、県民は、口蹄疫や鳥インフルエンザ、新

燃岳噴火と相次いだ災害被害からの再生・復興

に向けて懸命に努力を続けています。長引く不

況の中での地域経済の疲弊とともに厳しい生活

状況に置かれています。国会では、「社会保障

と税の一体改革」が議論されている最中です

が、社会保障を削りながら税負担はふやすとい

う中身では、国民生活への影響は深刻なものに

ならざるを得ません。こうした中で、県がどれ

だけ国の悪政の防波堤の役割を果たし、県民の

暮らし、福祉を守っていくのか、地方自治体本

来の役割、あり方が大きく問われています。本

年度県予算では、地域経済活性化・防災対策特

別枠50億円を設置して、県立学校緊急耐震化事

業や木造住宅の耐震化リフォーム事業を行うな

ど、積極的な施策展開が見られます。しかし、

真に県民の立場に立ったものであるか、ほかに

も幾つか問題点があります。

第１に、福祉・医療の問題です。後期高齢者

医療費負担金146億7,600万円、また、同制度安

定化基金事業に６億2,500万円余が計上されてい

ます。お年寄りを年齢で区別し、高い保険料と

差別医療を押しつけている後期高齢者医療制度

は、直ちに廃止すべきです。また、国民健康保

険についても、保険料が高過ぎて払えない滞納

世帯がふえ、保険証が交付されない世帯が病院

にかかれない深刻な事態にも及んでいる状況の

中で、その解消のためにも、市町村国保に対す

る県の法定分以外の助成について手当てするこ

とも求められていると思います。また、介護保

険法の改悪がなされる中、本来必要な介護サー

ビスが十分提供されない事態が危惧されます。

現在3,000名からの高齢者の方々が入所を待って

おられる特別養護老人ホーム等の施設整備は、

その実態から大きく立ちおくれています。

第２に、労働費が前年度対比で51％の減と

なっており、ふるさと雇用再生基金事業や緊急

雇用創出事業臨時特例基金事業などが終了した
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ことによるものですが、深刻な雇用状況の中、

抜本的な対策が求められています。商工費で中

小企業金融対策費などはふやされております

が、小規模事業者対策の補助金などは減額され

続けています。誘致企業による経済・雇用対策

も必要ですが、地元経済を支えて不況の中で頑

張り続けている地元中小企業を、もっと直接支

援して雇用拡大にも結びつける施策が必要で

す。

第３に、農業関連では、価格保障や所得補償

の予算が必要です。また、後継者対策の充実な

どで農家を直接支援することが、農業の再生・

活性化を図る上で重要だと思います。そのため

にも、不要不急の土木事業の見直しを図ること

も必要です。

第４に、合併後の新市町村への財政健全化支

援など２億9,200万円が計上されています。利益

誘導での合併促進を図ってきた結果、さまざま

な課題が生じています。その解決とともに合併

の総括を行い、今後の合併のあり方を見直すべ

きと思います。

以上、新年度予算について、財政運営を含め

幾つかの問題点を述べましたが、自治体本来の

仕事である住民の健康と福祉の増進に寄与する

ために、県民の苦難に心を寄せた行財政運営

を、そのために必要な支出を図る予算執行を求

めたいと思います。

次に、議案第51号から第53号までについて

は、林道事業、農政水産関係建設事業、土木事

業の執行に伴う市町村負担金徴収についてで

す。本来、国や県の直轄事業については、それ

ぞれが責任を持って事業を執行することが当然

であって、市町村財政を圧迫させないために

も、負担金の徴収はすべきでないと考えます。

次に、議案第55号「宮崎県高齢者保健福祉計

画の変更について」です。

第六次高齢者保健福祉計画と第五期介護保険

事業支援計画をあわせた高齢者保健福祉計画で

すが、基本的には、高齢化が進む中で、高齢者

の立場に立って、実態に即し、高齢者のだれも

が安心して医療や介護が受けられるものでなけ

ればなりません。介護保険法施行から10年が経

過し、昨年６月に介護保険法が改定されまし

た。そして今、国が進めようとしている「社会

保障と税の一体改革」は、介護の分野でも効率

化・重点化を掲げ、介護サービスの削減と負担

増を打ち出しています。団塊の世代が75歳にな

る2025年に、「要介護認定者数を現行ベースよ

り３％程度削減」という目標を掲げ、軽度者か

らの介護取り上げや負担増を強いる一方、在宅

強化の名のもとに、コストのかかる施設・医療

機関の利用抑制を強めるものとなっています。

こうした医療から介護へ、さらに在宅化を進

め、他方で生活援助を縮小するやり方は、介護

難民を一層ふやすことが危惧されるものです。

今回の宮崎県高齢者保健福祉計画は、こうし

た政府の方針を受けた計画となっています。特

に施設サービスを見ても、現在、特養ホーム入

居待機者は約3,000名が把握されているもとで、

施設及び住居系サービスの入所定員数の見込み

は、平成26年度でわずか626人増と、到底実態に

見合ったものとはなっていません。また、軽費

の養護老人ホームなどは、現在の整備水準を維

持するにとどまっており、低所得の高齢者の実

態にこたえるものにはほど遠い状況です。特養

ホームを初めとする介護基盤の整備は喫緊の課

題です。そもそも、介護保険制度が当初の目的

からかけ離れ、「保険あって介護なし」の言葉

に象徴されるように、高過ぎる保険料、利用料

負担、深刻な施設不足、実態を反映しない介護
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認定や利用制限額などによって、利用できる介

護が制限されるなど多くの問題点が噴出してい

ます。本計画が、こうした課題の分析や解決に

つながるような実態に即した充実を求めたいと

思います。

最後に、請願についてです。

継続請願第９号、同じく第10号及び新規請願

第15号は、いずれも年金制度の充実を求めるも

のです。しかし、この３件はいずれも不採択と

報告されました。年金制度の充実を求めるこの

３件の請願は、いずれも年金者の暮らしを守る

上で極めて切実な請願でありました。年金は、

この10年来たびたび引き下げられ、この４月に

も、「社会保障と税の一体改革」の名のもと

に0.4％の引き下げが行われようとしています。

さらに、今後３年間で、過去の物価スライドの

凍結・抑制分2.5％を引き下げることも行おうと

しています。このことは、10年も前にさかの

ぼって、当時の物価が下がっていたことを理由

に年金を下げるというものですが、当時の消費

者物価が下がっている主な原因は、パソコンや

テレビ、ビデオなどの値下がりによるもので、

日常生活の必需品で考えたら、生活費の負担が

減っているわけです。こうした年金の削減にあ

わせて、医療や年金、介護の保険料の引き上

げ、さらに低所得者に、より負担の重い消費税

の増税計画は、消費不況の原因をつくることに

もなりかねず、ますます国民の暮らしを深刻な

ものにすることになりかねません。

○十屋幸平副議長 前屋敷議員、時間が過ぎて

おります。

○前屋敷恵美議員 (続）年金を頼りにする高齢

者の暮らしをしっかりと県政が支えていく立場

に立つならば、こうした請願を県議会がしっか

りと受けとめて、採択こそ求めたいというふう

に思います。

以上をもって討論といたします。

少し時間をオーバーいたしまして、失礼いた

しました。〔降壇〕

○十屋幸平副議長 以上で討論は終わりまし

た。

◎ 議案第１号、第51号から第53号まで

及び第55号採決

○十屋幸平副議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号、第51号から第53号まで及

び第55号の各号議案について、一括お諮りいた

します。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○十屋幸平副議長 起立多数。よって、各号議

案は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号から第50号まで及び第54号

採決

○十屋幸平副議長 次に、議案第２号から第50

号まで及び第54号の各号議案について、一括お

諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議なしと認めます。

よって、各号議案は委員長の報告のとおり可決

されました。

◎ 請願第９号採決

○十屋幸平副議長 次に、請願第９号について
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お諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○十屋幸平副議長 起立多数。よって、本請願

は委員長の報告のとおり不採択とすることに決

定いたしました。

◎ 請願第10号採決

○十屋幸平副議長 次に、請願第10号について

お諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○十屋幸平副議長 起立多数。よって、本請願

は委員長の報告のとおり不採択とすることに決

定いたしました。

◎ 請願第15号採決

○十屋幸平副議長 次に、請願第15号について

お諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○十屋幸平副議長 起立多数。よって、本請願

は委員長の報告のとおり不採択とすることに決

定いたしました。

◎ 請願第14号、第17号及び第18号採決

○十屋幸平副議長 次に、請願第14号、第17号

及び第18号について、一括お諮りいたします。

各請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議なしと認めます。

よって、各請願は委員長の報告のとおり採択さ

れました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○十屋幸平副議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

閉会中の継続審査及び調査については、各委

員長の申し出のとおり決することに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議なしと認めます。

よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の

継続審査及び調査とすることに決定いたしまし

た。

◎ 議案第82号採決

○十屋幸平副議長 次に、さきに提案のありま

した、教育委員会委員の任命の同意についての

議案第82号を議題といたします。

お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、委員会の付託を省略して直ちに審議

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたしました。

質疑並びに討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議案第82号については、同意することに御異



- 355 -

平成24年３月22日(木)

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議なしと認めます。

よって、本案は同意することに決定いたしまし

た。

◎ 特別委員長調査結果報告

○十屋幸平副議長 次に、特別委員会の報告を

議題といたします。

ただいまから特別委員長の調査結果報告を求

めます。まず、防災対策特別委員会、井本英雄

委員長。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、防災対策に関する所要の調査活動を行って

まいりました。調査結果につきましては、お手

元の報告書のとおりでありますが、その概要を

御報告申し上げます。

本県は、地理的・自然的条件から、幾度も暴

風、豪雨等、大きな自然災害による被害を受け

てきました。平成23年１月には、明治以降、小

規模な噴火を続けていた霧島火山群において、

新燃岳が52年ぶりとなる爆発的噴火を起こしま

した。

一方、平成23年３月11日に発生した東日本大

震災は、東北地方沿岸部を中心に２万人近くも

の死者・行方不明者を出すなど、広範囲な地域

に甚大な津波被害を及ぼし、これまでに体験し

たことのない未曾有の巨大災害となりました。

この巨大災害の教訓は、我々に、本県にも発

生し得る災害の脅威と、想定にとらわれず県民

みずからが判断し実行する防災対策の重要性

を、改めて認識させたところであります。

これまで、県においては、治山、治水対策等

による災害に強い県土づくりや、県民の防災対

策に関する意識の啓発、情報連絡体制の整備

等、さまざまな防災対策を講じてきたところで

あります。

しかし、東日本大震災の発生により、これま

での想定に基づく防災対策からの大きな転換が

求められることになったところであり、当委員

会では、想定を超える災害に対して、被害を可

能な限り抑え、その拡大を防止するために、我

々はどのようなことに取り組んでいくべきかと

の認識のもとに、調査対象や調査事項を検討し

てきたところであります。

当委員会は、新燃岳噴火や東日本大震災等の

発生を受け設置された委員会であり、地震、津

波、噴火などの自然災害を調査対象とするとと

もに、次に述べる３つの事項について調査を進

めてまいりました。

まず、１つ目の調査事項、「防災対策に関す

ること」についてであります。

本県においても、大規模な海溝型の連動地震

が発生する可能性があること、新燃岳のマグマ

だまりには、マグマが昨年の噴火当時と同じレ

ベルまで蓄積されており、予断を許さないこ

と、集中豪雨によって深層崩壊の発生の可能性

が極めて高いことなど、我々のすぐそばに災害

の脅威が迫っております。

調査を進める中で、想定を超える災害に対し

ては、ハード対策とソフト対策を組み合わせて

被害を最小限に抑える多重防御による「減災」

の考え方が必要であることがわかりました。ま

た、本県では、避難勧告等を受けても実際に逃

げる人は少なく、避難率を向上させることが大

きなソフト対策上の課題となっていました。自

分だけは大丈夫であるとの「正常化の偏見」

や、ここまで逃げれば大丈夫だろうという「想

定」にとらわれず、避難を徹底すること等が必

要であります。
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また、国では、東日本大震災の発生を受け

て、想定の見直しなど防災基本計画の改定に向

けた取り組みが行われており、本県において

も、総合的かつ具体的な防災対策計画である宮

崎県防災計画等の見直しを進めております。こ

れらの計画に記された本県の防災対策が総合的

かつ計画的に推進されることも、強く求められ

ております。

次に、２つ目の「防災対策推進に係る条例に

関すること」であります。

当委員会では、これまでの調査から明らかに

なった本県防災対策の現状や課題等を踏まえ、

県を挙げて防災に取り組み、災害から県民の生

命、身体及び財産を保護し、安心して生活でき

る県土を築くためには何が必要とされているか

についても、協議を重ねてまいりました。

宮崎県防災対策推進条例は、平成17年の台風

第14号の被害を受け、風水害対策に重点を置い

て策定した、当県議会初の議員発議による政策

条例であります。東日本大震災等を教訓に、こ

の条例の見直しに取り組むことこそ、当委員会

の主眼であるとの認識のもとで、条例改正の必

要性が検討されたところであります。

東日本大震災等に係るさまざまな防災上の課

題を現行条例の内容に照らしたとき、１、地震

・津波対策の拡充、２、本県の防災対策の実効

性を高めるための仕組みづくり、３、自助、共

助、公助による地域社会全体の防災力向上、

４、防災教育の推進など、４つの事項を条例に

定める必要があると判断したところでありま

す。

そこで、これまでの想定を超える災害にも対

応できる災害に強い地域社会の実現を図るた

め、東日本大震災の防災に関する条例改正とし

ては全国の都道府県で初となる「宮崎県防災対

策推進条例の一部を改正する条例（案）」を、

本県議会に提出したところであります。

３つ目の調査事項、「消防団について」であ

ります。

当委員会では、消防防災のリーダーとして、

災害から地域を守る消防団の役割が重要である

と判断し、消防団の実態把握に努めてまいりま

した。

特に、大規模災害時の対応は常備消防の力だ

けでは十分ではなく、要員動員力、即時対応

力、地域密着性を持った消防団の活動が欠かせ

ないからであります。

しかし、消防団員数は全国的に減少してお

り、本県でも10年前と比較して817名減少し、平

均年齢は2.3歳上昇するなど、団員の減少と高齢

化が進んでまいりました。

消防団員との意見交換では、団員のサラリー

マン化により、中山間地域では日中の災害に対

応できないことや、若い消防団員の確保が難し

い理由は、時間を拘束されるためであり、単に

報酬が低いからだけではないことなどを伺った

ところであります。また、東日本大震災では多

くの消防団員が被災したことを受けて、「同じ

ような津波が来た場合には、要援護者を助ける

ことは難しく、逃げることしかできないのでは

ないか」との発言がありました。消防操法訓練

しか受けていない消防団員に対して、巨大災害

にどこまで対応を求めるのか、装備の充実や研

修が必要ではないか等の課題も浮き彫りになっ

たところであります。

また、消防非常備市町村は本県に７団体あり

ますが、全国的に見ると、非常備市町村割合は

極めて少なく、37団体のうちの７つが本県に存

在している状況であります。委員会では、消防

非常備市町村の常備化に向けた取り組みを進め
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る必要があるとの意見が重ねて出されたところ

であり、非常備消防市町村の常備化も含めた消

防団等の充実が図られていくことが求められま

す。

さらに、当委員会では、これらの調査活動を

踏まえ、これまでの想定を超える災害に対して

も、可能な限り被害を抑え、その拡大を防止す

るために、次の８つの対応がいずれも必要であ

ると判断し、県当局に提言をいたしました。

１、地域のつながりや地域間連携の強化を図

ること。

２、県及び企業の事業継続計画の策定を早急

に進めること。

３、本県の防災体制のさらなる強化を図るこ

と。

４、防災教育の推進を図ること。

５、住宅耐震化のさらなる推進を図ること。

６、消防団等の充実を図ること。

７、県民の円滑な避難を促す体制を整えるこ

と。

８、本県の防災に関する詳細な県民意識調査

を行うこと。

の８つであります。提言内容の詳細につきま

しては、お手元の報告書にお示ししましたとお

りでありますので、御確認ください。

最後に、釜石市の子供たちは、防災教育の徹

底により、想定にとらわれることなく率先避難

し、ここまで避難すれば安全であるとの判断力

を身につけることによって、東日本大震災の大

津波から一緒に避難した方を含め多くの方々と

ともに助かりました。

自然災害の発生を防ぐことはできませんが、

防災教育の推進や日ごろからの防災訓練の励行

等により、県民一人一人が防災への高い意識と

正しい知識を持ち、防災力を向上させていくこ

とによって、その被害を必ず減らすことができ

ます。

また、県内調査でお伺いした宮崎市の島山地

区防災隊では、災害時要援護者に介護ランクを

つけて、だれがどこを助けるかという体制まで

確立していました。この取り組みができる理由

は、だれが産休で帰ってきたなどの情報の把握

ができるほど、地区内で隣近所とのつながりが

強いためであるとお伺いしました。

県土の大部分を中山間地域が占め、過疎化、

少子高齢化の進展等により、地域コミュニティ

ーの衰退が懸念される本県においては、地域の

中でのつながりや地域間連携の強化を図ること

が、災害を最小限に抑える大きな力となるので

す。

当委員会が提案した条例の改正により、県を

初め、県民、事業者、市町村、自主防災組織等

が常に危機意識を持ち、それぞれの責務や役割

を認識するとともに、相互の信頼関係や地域の

きずなを醸成しながら、連携・協働し、災害の

予防対策、応急対策及び復旧・復興対策が計画

的に推進されることによって、県民が安心して

生活できる地域社会が今後も続きますことを切

に願いながら、当委員会の報告といたします。

（拍手）〔降壇〕

○十屋幸平副議長 次は、医療対策特別委員

会、内村仁子委員長。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） 医療対策特

別委員会の御報告をいたします。

当委員会では、本県の医療対策に関する所要

の調査活動を行ってまいりました。その結果に

つきましては、お手元に配付の報告書のとおり

でありますが、ここで、その概要について御報

告申し上げます。

まず、「地域医療の充実について」でありま
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す。

御案内のとおり、本県の医療を取り巻く状況

は、依然として医師や看護師などの医療従事者

が慢性的に不足しており、特に産科、小児科な

どの特定診療科の医師不足、医師の地域偏在、

医師の高齢化など、多くの課題を抱えていま

す。

当委員会では、本県が直面する地域医療の現

状や課題について、各地域の医療機関や県医師

会、有識者など、幅広い医療関係者との意見交

換を実施してきたところですが、特に医師の高

齢化については、10年、20年後における本県医

療体制を考慮すると大変危惧しているという共

通した意見が聞かれました。若手の医師が減少

しているのは、臨床研修医の数が減少している

ことが主な要因であるということは、当委員会

及び県当局ともに一致した見解でありました。

県当局においては、平成23年度から医師確保

対策に特化した専任担当を設置し、また、大阪

や東京での研修病院説明会への出展によるＰ

Ｒ、さらには、宮崎大学に設けた地域枠の本県

出身者が本年３月に卒業することもあり、臨床

研修医の数は、平成23年度の29名に対し、平

成24年度は１月末現在で69名の予定者を確保し

ており、大きく飛躍することができました。

しかしながら、臨床研修医を獲得するための

競争は、全国の医療機関の間で激しさを増して

おり、研修プログラム及び研修指定病院のさら

なるＰＲの充実、本質の指導に重点を置いた研

修内容の充実を図らなければ、今後の継続した

研修医の確保、さらにはその後の本県への定着

は難しいと考えます。

臨床研修医の確保は、県民の安心できる生活

に直結するものであり、行政が取り組むべき極

めて重要な課題です。県においては、ぜひとも

全力で取り組んでいただきたいと考えます。

次に、「在宅医療の推進について」でありま

す。

我が国は、世界に例を見ないスピードで高齢

化が進行しており、本県では、全国よりさらに

５年ほど早く進んでいると言われています。同

時に死亡者数も年々増加しており、今後、超高

齢社会から多死社会へと向かっていきます。そ

れに伴い、ますます医療を必要とする県民が増

加していくことが予想される中で、要介護者や

終末期を迎えた患者の多くが、自宅での療養を

希望している調査結果等もあることなどから、

そのあり方を検討していくことが必要になって

きています。

県においては、平成20年度から24年度までの

５年間を計画期間とする宮崎県医療計画の中

で、４疾病６事業の中の一つとして在宅医療を

掲げ、施策の推進を図ることとしていますが、

県当局からは、「在宅医療の分野は、基本的な

データも十分とれていない状況があり、今後、

在宅での施策を進めていく上で基礎的なデータ

を充実させる必要がある」との答弁があったと

ころです。

県外調査で訪問した熊本県では、県民を対象

に、在宅医療や訪問看護に関する実態調査を実

施し、５割以上の熊本県民が、在宅での療養生

活を送りたい、終末期を自宅で迎えたいと希望

していることなどから、在宅療養や在宅でのみ

とりを支援するための計画の策定やモデル事業

の実施など、さまざまな取り組みを行っていま

した。

また、国においても、今後、積極的に在宅医

療を推進していく状況にありますが、核家族化

等による高齢者の単独世帯の増加や、いわゆる

老老介護が増加している状況のほか、本県が直
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面している医師不足の状況等もあることから、

押しなべて在宅医療を推進するのではなく、本

県の実情等を把握し、データに基づく現状分析

を行い、本県の実情に合わせた形での在宅医療

の推進を図っていく必要があると考えます。

また、熊本県では、医療、介護、予防、住ま

い、生活支援サービスが連携した要介護者等へ

の包括的な支援である地域包括ケアシステムを

活用し、地域全体で一体となって見守り機能を

発揮させるためのモデル事業や、在宅療養支援

体制のモデルづくりに取り組む団体等への補助

事業を実施していました。実態に応じたモデル

事業に取り組み、効果を検証しつつ拡充させて

いく必要があると考えます。

次に、「がん対策の推進について」でありま

す。

現在、日本人の２人に１人が生涯のうちに

「がん」に罹患し、亡くなられる方の３人の１

人が「がん」によるものであると言われていま

す。本県では、昭和57年以降、「がん」が県民

の疾病による死亡の最大の原因となっていま

す。さらに、「がん」は、加齢により発症の危

険性が高まるため、今後、急速に高齢化が進行

することを踏まえると、その死亡数はさらに増

加することが推測されます。

このような中、本県では、がん対策基本法の

施行により、平成20年３月に宮崎県がん対策推

進計画を策定し、がんによる死亡率の減少や、

がん患者の生活の質（ＱＯＬ）の向上を図るこ

とを全体目標に掲げ、がん対策のより一層の充

実を図ることとしています。

当委員会では、この計画を達成するための取

り組み及びその進捗状況について説明を求めた

ところですが、既に直近値で目標を上回ってい

るものや、計画に従い順調に推移しているもの

もありましたが、その多くは、必ずしも順調に

進んでいるとは言えない状況でありました。

また、「がん対策推進条例の早期制定につい

ての請願」の提出者であるがん患者会からは、

「本県のがん死亡者数は全国平均を上回り、対

策に使われる予算は、全国でも下から数番目く

らいの消極的な取り組みでしかない。全国の都

道府県の取り組みを参考に本県のがん対策を充

実させてほしい」との切実な意見も伺ったとこ

ろです。

県民みずからが、がんを他人事としてではな

く身近なものとしてとらえ、がんから県民の生

命と健康を守り、県民が安心して生活できる環

境をつくるために、がん患者を含めた県民の立

場に立った総合的ながん対策を推進していく必

要があると考えます。

そのような観点から、当委員会では、１、が

んの予防及び早期発見の推進、２、がん医療の

充実、３、緩和ケアの充実等によるＱＯＬの向

上の３つの柱に焦点を当てて調査を行ってきた

ところであります。

その結果、以下の９つの事項について要望い

たします。

１、公共の場での禁煙・分煙の着実な推進を

行うとともに、市町村等と連携し、行政が率先

垂範して受動喫煙防止対策を推進すること。

２、企業や団体、県民を巻き込んだ取り組み

により、「自分の健康は自分で守る」という意

識の啓発・普及の推進に努めるとともに、休日

や夜間におけるがん検診の実施など、受診しや

すい環境を整え、がん検診受診率の向上を図る

こと。

３、がんに関する知識や早期発見の重要性に

関する知識、喫煙、食生活、運動その他の生活

習慣などのがんの予防につながる知識につい
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て、学校における健康教育のさらなる充実を行

うこと。また、県民一人一人が家庭や地域でも

認識を深めていくことができる環境の整備、取

り組みの充実を図ること。

４、平成25年１月からの登録の開始に向け準

備をしている地域がん登録について、大阪府の

住民基本台帳ネットワークの活用例等を参考

に、県民のがんによる死亡率の減少や、がん医

療の充実に還元するための登録であることを考

慮し、市町村や関係機関の意見等も広く聞きな

がら、登録の実施に向けて検討すること。

５、平成23年10月から運用が始まっているが

ん地域連携クリティカルパスの取り組みについ

て、パスを普及させるための運用コーディネー

ターを配置するなどしている熊本県など他県の

取り組み等を参考に、パスの充実及び普及させ

る取り組みを充実すること。

６、県民が専門的見地からがん医療を受け、

安心して生活できるよう、がん治療を行う医師

だけでなく、看護師、薬剤師、放射線技師な

ど、専門的な知識及び技能を有する医療従事者

の育成・確保を図ること。

７、がんの治療と並行して、治療初期からの

緩和ケアが実施できるような体制整備や人材の

育成・確保など、患者や家族のニーズに合った

緩和ケアを提供するための仕組みを整備するこ

と。

８、がん患者の皆さんが、少しでも不安や悩

みを解消でき、前向きにがんと闘っていけるよ

う、がんサロンやがん患者会の普及促進に努

め、がん患者及びその家族等に対する支援を充

実すること。

９、セカンドオピニオンの相談受け入れ体制

及び相談支援センターを充実させるとともに、

相談機関があることを知らない患者や家族が多

くいることを踏まえ、周知 するための広

報活動を充実すること。

これまで述べてきたことを踏まえ、当委員会

では、委員から、「がんは罹患した人でないと

わからないでは対策は進まない。県民全体が、

がんを他人事としてではなく身近なものとして

とらえ、社会全体の問題として認識を深めてい

けるような条例を制定することが必要である。

実効性のある条例にするには、県民を含めた県

全体で取り組んでいく必要がある」などの意見

が出され、議論の結果、がん対策を着実に推進

するとともに、がん対策を総合的に県民ととも

に推進するため、条例を制定することが必要で

あることを決定いたしました。

以上、当委員会の調査活動の概要を申し上げ

てきました。

本県の医療を取り巻く状況は、多くの課題を

抱えており、さらに、これらの課題解決は、県

民の安心できる生活に直結するものであり、県

民の切実な願いであります。研修医の確保や在

宅医療の推進、がん対策の推進について、県は

リーダーシップを発揮しつつ、県民を巻き込み

ながら、これまで以上に大きな役割を担ってい

く必要があると考えます。

また、当委員会では、「これまでに設置され

た医療対策特別委員会の調査報告を見ると、本

県地域医療の現状は非常に厳しい状況にある。

すべての県民が質の高い医療サービスを安心し

て受けられるよう、今後も調査及び議論を重ね

て、市町村や病院、医療関係者、すべての県民

を巻き込んだ地域医療を守るための条例を制定

し、県民総力で意識を高め、地域医療を守って

いく必要がある」との意見が出され、当委員会

の全会一致の認識として確認したことを申し添

えます。
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最後に、当委員会が提案した地域医療の充実

及びがん対策の推進に関する提言等により、研

修医の確保や在宅医療の推進、さらには、がん

の予防及び早期発見の推進、がん患者等の支援

等、がん対策が総合的に県民とともに推進さ

れ、将来にわたって県民が安心して生活できる

一助になりますことを切に願いまして、当委員

会の報告といたします。（拍手）〔降壇〕

○十屋幸平副議長 次は、産業再生・エネルギ

ー対策特別委員会、太田清海委員長。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、産業再生・エネルギー対策に関する所要の

調査活動を行ってきたところであります。その

活動経過につきましては、お手元に配付の報告

書のとおりですが、ここで、その概要について

御報告申し上げます。

本県では、平成22年４月から７月にかけて口

蹄疫が発生、処分された家畜頭数は約30万頭に

も及び、畜産業を初め畜産関連産業、観光関連

産業、卸売・小売業など、あらゆる分野に多大

な影響を与えました。さらに、県民生活への影

響も、雇用環境が悪化するとともに、さまざま

な地域振興イベント等の中止や延期などによ

り、全県的に地域活力が低下したこと等から、

口蹄疫からの再生・復興を図ることが喫緊の課

題となっています。

また、県民生活の向上を図るためには、まず

もって本県の産業の活性化を図らなければなり

ません。そのためには、本県の産業構造や特徴

等を詳細に調査した上で、本県の基幹産業であ

る農林水産業の付加価値を高める取り組みを初

め、さまざまな角度から産業振興を図る手段に

ついて検討していく必要があります。

さらに、東京電力福島第一原子力発電所の事

故により、電力の安定供給に支障が生じ、国や

電力会社等が節電を呼びかける状況にありま

す。電力等のエネルギーは、企業の生産活動を

維持発展させる上で必要不可欠であることか

ら、電力の需給状況等を調査するとともに、本

県の地域特性を生かしたエネルギーを活用する

ことによって産業の振興や地域の活性化を図る

ことについても、調査検討していく必要がある

と考えました。

このような認識のもとで、当委員会では、

「口蹄疫からの再生・復興に関すること」、

「産業の活性化（６次産業等新産業創出）に関

すること」、「エネルギー対策に関すること」

の３つを調査事項とし、所要の調査を行ってき

ました。

まず、「口蹄疫からの再生・復興について」

では、県内の経済に甚大な影響を与えた口蹄疫

からの再生・復興に向け、県は、本年度、口蹄

疫からの再生・復興を統括する畜産・口蹄疫復

興対策局を新設する等の組織改正を行うととも

に、平成23年５月20日には、防疫体制の強化や

産地構造・産業構造の転換、経済・雇用対策等

の９つの大項目から成る「口蹄疫からの再生・

復興方針」工程表を策定し、これに基づいたさ

まざまな取り組みが実施されています。

当委員会は、口蹄疫からの再生・復興の状況

等を調査するため、平成23年８月に川南町役場

を訪問しました。川南町では、優良家畜導入事

業や家畜防疫施設整備事業等の口蹄疫復興対

策、プレミアム付商品券発行事業や住宅リフォ

ーム助成事業の商工業景気対策に取り組まれて

いますが、畜産経営の再開状況について、「再

導入割合は、頭数で最大でも７割程度になるの

ではないか」との意見や、埋却地について、

「３年後は非常に荒れている状況となるが、農

地に戻すための予算がない。農地再生の支援を
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お願いしたい」との意見を伺ったところであり

ます。

県においては、引き続き、経営再開を逡巡し

ている農家の経営再開に向けた支援や、巡回指

導を含めた防疫体制の強化に取り組んでいただ

くとともに、全県的に地域活力が低下したこと

から、観光やサービス業等に対する経済・雇用

対策など、工程表の着実な実施ときめ細やかな

対策を推進していただくよう要望します。

また、埋却地の農地再生については、埋却地

が農地に戻ることで口蹄疫が終息したと言える

と思いますので、国への支援要望等について検

討していただくとともに、畜産経営の再開や耕

種転換について不安を持つ農家もおられること

から、先駆的に取り組まれた農家を成功事例に

導き、その情報を共有できるような環境づくり

にも努めていただきたいと考えます。

運用型基金事業で実施されるさまざまな取り

組みが成果を上げ、支援した事業が終了した後

も、地域に根づいていくことで地域経済の活性

化が図られることを期待します。

次に、「産業の活性化（６次産業等新産業創

出）について」では、「みやざき元気プロジェ

クト」の地域経済循環システムの仕組みづくり

において、平成20年度における本県の移輸入超

過額（赤字）が5,400億円であることが示されて

います。本県の産業を活性化させ、県民所得の

向上を図るためには、県外からいかに外貨を宮

崎県に稼ぎ、そして、稼いだお金をいかに循環

させるかということに尽きます。

本県の産業構造を見ますと、製造業は14.9％

となっていますが、製造業の割合が37.5％であ

る滋賀県は、移輸出超過額（黒字）が約9,640億

円、１人当たりの県民所得が298万円となってい

ます。さらに、本県の製造業の製造品出荷額の

状況を見ますと、平成19年の出荷額は１兆4,367

億円で、平成21年はリーマンショックで１

兆2,295億円となりましたが、食料品製造業の出

荷額は平成19年が2,566億円、ところが、平成21

年には2,578億円と逆に若干ふえており、食料品

製造業が外的要因に余り左右されない分野であ

ることがうかがえ、食品加工を初めとした製造

業に対する支援にさらに力を注いでいただきた

いと考えます。

地域経済循環システムは、本県の産業振興を

図る上で非常に重要な視点であると考えます。

この地域経済循環システムを確実なものにする

ためには、県のあらゆる事業活動を通じた率先

垂範はもとより、何よりも県民等の協力が不可

欠であります。そのためには、地産地消に取り

組むことがどのような効果を県内経済、県民生

活にもたらすかを示すことが重要であり、周知

啓発を図り、県民運動への展開に持っていくよ

うな取り組みを進めていただきたいと考えま

す。

また、６次産業化等については、先述のとお

り、製造業の割合の高さが、県際収支ととも

に、１人当たりの県民所得にも密接に関係して

いること等から、本県産業の活性化を図る上

で、６次産業化・農商工連携による食品加工分

野の成果が期待されるところであります。

県内外調査で訪問しました６次産業化や農商

工連携に取り組まれている事業者は、しっかり

とした経営理念を持ち、既存事業の活用や販路

を確保した上で取り組みを進めるなど、強いリ

ーダーシップを発揮して事業展開を図ってお

り、このような事業者をふやすことが本県の産

業の活性化の上で重要であります。意欲ある事

業者をより多く見つけ出す取り組み、買い手目

線に立った商品開発の技術的支援、安定した事
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業化に至るまでの財政支援の強化を図っていた

だきたいと考えます。

「エネルギー対策について」では、北海道札

幌市にあります株式会社ＮＥＲＣ（ネルク）を

訪問しました。同社は、北海道大学のベンチャ

ー企業として設立され、これまでに40を超える

自治体の新エネルギービジョンの策定を担当す

るとともに、「エネルギーの地産地消による経

済効果」を調査・分析されている企業です。

調査の中で、エネルギーの地産地消による経

済効果について、国内外の例を説明いただきま

した。

国外の例として説明いただいたのが、オース

トリアのギュッシング市の取り組みです。ギ

ュッシング市は、オーストリアの最も貧しい地

域でしたが、木質チップだきボイラーを利用し

た地域熱供給を初め、木質やその他のバイオマ

スを原料に、ＢＴＬ（バイオ燃料）製造やガス

化利用、太陽熱利用を行うことで、1991年段階

と2005年段階を比較すると、市域外流出額７

億4,400万円がゼロに、市域内循環額7,800万円

が16億3,200万円に、市税収入4,800万円が１

億4,400万円になったということです。

地域に必要なエネルギーを地域にあるエネル

ギー資源で賄うことで、富が地域外に流出せず

地域内に残り、地域の中で富が循環することで

新たな経済効果も相乗的に増大するというエネ

ルギーの地産地消による経済効果は、新たな産

業創出等を図る上で重要な視点であります。

県では、「みやざき元気プロジェクト」にお

いて、地域経済循環システムの仕組みづくりを

産業振興の観点からうたっていますが、エネル

ギー分野においても、省エネルギーの推進とと

もにその取り組みが求められると考えます。

「電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法」（再生可能エネル

ギー特措法）の動向を注視しながら、引き続

き、太陽光発電等の導入促進を図っていただく

とともに、「宮崎県新エネルギービジョン」の

見直しに際しては、エネルギーの地産地消効果

や地域内経済循環の効果を踏まえた、本県にお

けるエネルギー施策の方向性についても検討し

ていただきたいと思います。

最後に、一刻も早く口蹄疫からの再生・復興

をなし遂げるとともに、外貨獲得産業が成長

し、地域経済循環システムが確立することで産

業が活性化し、雇用が確保され、将来にわたっ

て県民が安心して暮らしていけることを願っ

て、当委員会の報告といたします。（拍手）

〔降壇〕

○十屋幸平副議長 以上で、特別委員長の調査

結果報告は終わりました。

特別委員長の報告に対する質疑の通告はあり

ません。

◎ 議員発議案送付の通知

○十屋幸平副議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成24年３月22日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 押川修一郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

宮崎県議会委員会条例の一部を改正する条
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例

議員発議案第２号

宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則

議員発議案第３号

高速道路のミッシングリンク解消に関する

意見書

議員発議案第４号

エネルギー基本計画の見直し等に対する意

見書

議員発議案第５号

父子家庭支援策の拡充を求める意見書

議員発議案第６号

東日本大震災により生じた災害廃棄物の受

入処理を求める決議

議員発議案第７号

県議会のあり方に関する検討委員会の設置

期限延長

平成24年３月22日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 厚生常任委員長 黒木 正一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第８号

知的障がい者が安心して暮らせる24時間支

援の切れ目のない入所施設の存続を求める

意見書

議員発議案第９号

「こころの健康を守り推進する基本法（仮

称）」の制定を求める意見書

議員発議案第10号

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の

提言を尊重した障害者総合支援法の制定・

実施を求める意見書

平成24年３月22日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 防災対策特別委員長 井本 英雄

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第11号

宮崎県防災対策推進条例の一部を改正する

条例

平成24年３月22日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 医療対策特別委員長 内村 仁子

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第12号

宮崎県がん対策推進条例

平成24年３月22日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 宮崎県議会議員 井本 英雄

十屋 幸平

田口 雄二

太田 清海

緒嶋 雅晃

黒木 正一

後藤 哲朗

西村 賢

河野 哲也

議員発議案の送付について
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下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第13号

延岡南道路無料化を求める意見書

平成24年３月22日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 宮崎県議会議員 丸山裕次郎

井本 英雄

田口 雄二

新見 昌安

宮原 義久

松村 悟郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第14号

北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を

求める意見書

◎ 議員発議案第１号から第14号まで追加

上程

○十屋幸平副議長 ただいま朗読いたしました

議員発議案第１号から第14号までの各号議案を

日程に追加し、議題とすることに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたしました。

まず、議員発議案第１号から第５号まで、第

７号から第10号まで、第13号及び第14号の各号

議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

◎ 議員発議案第１号から第５号まで、

第７号から第10号まで、第13号及び

第14号採決

○十屋幸平副議長 これより採決に入ります。

議員発議案第１号から第５号まで、第７号か

ら第10号まで、第13号及び第14号の各号議案に

ついて、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議なしと認めます。

よって、各号議案は原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議員発議案第６号提案理由説明

○十屋幸平副議長 次に、議員発議案第６号を

議題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。議会運営委員会、押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕 それでは、発議者

を代表して、「東日本大震災により生じた災害

廃棄物の受入処理を求める決議」の提案理由を

説明させていただきます。

昨年３月11日に発生した東日本大震災におい

ては、大規模な津波により膨大な瓦れきが発生

し、１年を経過した今になってもその処理が進
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まず、被災地の復旧・復興に向けた大きな妨げ

となっているのは御案内のとおりであります。

先般、我が自由民主党を初め、新みやざき、

社会民主党、公明党の４会派で、被災地の瓦れ

き受け入れについて知事への申し入れを行いま

したが、その際、本県は、口蹄疫や鳥インフル

エンザ、新燃岳の噴火等が発生したとき、全国

から多大な支援を受けたことをもう一度しっか

りと考え、被災地の復旧・復興に、率先して最

大限の協力をお願いしたいと申し上げました。

今月17日には、市町村長との意見交換会が開

催されましたが、知事の後押しさえあれば、行

動に出られる市町村長もいらっしゃるように思

われます。

野田総理が言われるように、今こそ、我々日

本人の国民性が試されているものであります。

議員各位におかれましては、決議の趣旨を十分

御理解いただき、全会一致で御賛同を賜ります

ようお願い申し上げまして、提案理由の説明と

させていただきます。（拍手）〔登壇〕

○十屋幸平副議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 討 論

○十屋幸平副議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑を省略して直ちに審議すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたしました。

これより討論に入ります。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。

議員発議案第６号「東日本大震災により生じ

た災害廃棄物の受入処理を求める決議」につい

て討論いたします。

東日本大震災により発生した膨大な災害瓦れ

きをできるだけ速やかに処理することは、被災

地の復興にとって最大の課題であることは言う

までもありません。しかも、その処理を被災地

だけで行うことは困難な状況でもあります。政

府が、被災地での処理能力を強化するのはもち

ろんのこと、被災県以外の協力を得て、政府が

責任ある方策をもって広域処理を進めることも

必要な状況であります。

しかし、この広域での瓦れき処理に関して

は、全国でも県内でも多様な意見があります。

事は目に見えない放射能汚染の問題であり、さ

まざまな不安や懸念を抱く方々の思いは十分理

解できます。広域処理必要論だけで事を運び、

受け入れを望まない方たちの意見や声を無視す

ることは許されません。何より、住民合意を得

て進めることが肝要です。そのためにも、政府

の責任ある方策が求められているものです。

本決議案では、科学的な見地に基づく放射能

の影響検証による安全性の確保と、受け入れ判

断の主体である市町村長との十分な意見交換の

必要性をうたってありますが、まさに今必要な

ことは、政府が、瓦れきに放射性物質が含まれ

ていることへの対策を真剣に講じることです。

焼却の際の廃棄による放射性物質の拡散問題

や飛灰の処理、また、廃棄物や焼却灰の埋立処

分場周辺の放射線量の問題、雨水や地下水など

で漏れ出さないかなど、こうしたさまざまな懸

念や心配に政府はきちんとこたえなければなり

ません。

現在、政府が示している放射線セシウム濃度
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の8,000ベクレル以下という基準は、原子力安全

委員会が当面の考え方として示したものに準拠

して審議されただけのもので、健康被害を起こ

さないことを担保するものとは言えません。

政府は、住民の健康と安全を守る立場で、放

射性物質で汚染された廃棄物の基準と放射線防

護対策などを抜本的に見直し、住民の納得を得

る必要があります。

さらに、受け入れ自治体に対しては、財政面

を含む全面的支援を行う必要があります。既に

宮崎県では、知事と市町村長との意見交換が行

われました。住民に直接責任を負う自治体の長

としての立場でさまざまな意見が出され、問題

点が指摘をされています。

私は、被災地の厳しい現状の打開のために瓦

れき処理を早急に進めようとするならば、受け

入れのための合意形成が図られる安心・安全の

ための方策を、政府が直ちに明確に示すことを

求める意見書こそ、政府に提出すべきではない

かと思います。これは多くの県民の思いでもあ

ると思います。

市町村に検討をお願いするに際しては、こう

した政府の果たすべき責任をしっかり担保する

必要があることを述べて、瓦れき処理の必要性

を重視する立場で、同決議案に賛成を表明する

ものです。以上です。〔降壇〕

○十屋幸平副議長 次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕 郷中の会の有岡でご

ざいます。

「東日本大震災により生じた災害廃棄物の受

入処理を求める決議」に対しまして、さまざま

な御意見を紹介し、さらに、宮崎県としての基

本姿勢を確認しながら、賛成の立場で討論を行

います。

受け入れに対しまして、２件の申し入れ紹介

をさせていただきたいと思いますが、その前

に、宮崎県民の思いとして、東日本大震災を受

けた皆様方の復興を願う、その思いは皆さん一

緒だと思っております。ただ、その中で、瓦れ

きの放射能の問題等で意見が分かれているとい

う現状だというふうに認識しております。その

中で申し入れをいただいておりますので、御紹

介をさせていただきたいと思います。

まず１点は、「東日本大震災を想う宮崎のお

母さんの会」という子育て中の母親の皆様方の

グループ６件、共同代表の申し入れをいただい

ております。この中でも、「やはり放射性物質

などの宮崎での拡散が心配です」、さらに、

「県民との意見交換の場を求めます」といった

申し入れをいただいております。さらに、「南

郷町の自然と子供達の未来を守る会」その他２

つの団体からの申し入れにおきましては、「東

日本大震災がれきの広域処理受け入れには県民

として反対します。別の形での被災地支援をお

願いいたします」という件名での申し入れが出

ております。

これを見てまいりますと、当然の不安であ

り、当然の意見かと思っております。その中

で、今議会におきまして決議文の内容を見ます

と、「安全性が確認されたものを受け入れると

いう姿勢」、こういうふうにうたっておりま

す。これはさまざまな判断ができるかと思いま

すが、宮崎県の安全・安心という基本スタンス

を守る文言であると理解しておりますし、宮崎

県知事が申される「安全な宮崎、安心できる住

まいを宮崎で」という考え方の基本に立ったと

きに、「安全性が確認されたものを受け入れ

る」という文言が生きてくると思っておりま

す。

その上で、安全・安心ということを知事が申
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される中で、宮崎県として、食の安全を守るこ

と、さらには安心して子育てができること、こ

れは常に宮崎県の基本姿勢でありますので、こ

の基本姿勢をベースに物事は進むべきだと思っ

ております。

その中で、私なりにこのことを突き詰めて考

えたときに、宮崎県の先人であります小村寿太

郎候の考え方、国益を考えながら進めるべきだ

というこの姿勢をもう一度考えるべきじゃない

でしょうか。国においては、放射性物質の拡散

は防止する。これは基本です。さらに、宮崎県

の役割としましては、安全な食べ物を全国の皆

さんにお届けする。これは宮崎県の役割であり

ます。さらに、被災されて安全なところを求め

て来られる、宮崎を求めて来られる方がいらっ

しゃれば、受け入れて宮崎県を定住の地として

提供する。こういったことは宮崎県としての役

割じゃないかと思っております。

さらに、今、宮崎県として考えていかなけれ

ばいけない教育という点におきまして、子供た

ちに放射線について勉強をする機会を与える。

さらには、社会教育、生涯教育の中で、放射線

というものについて勉強する機会を大いにつく

るべきだと思っております。例えば、低線量の

内部被曝というものがどういうことなのか、そ

ういったことを勉強する機会を教育として取り

組むべきだというふうに考えております。これ

は、長い、30年の闘いである中で我々が取り組

まなければならない仕事でありますし、私は、

県民が一つになって取り組むべき課題だと思っ

ております。

その中で、皆様方に一つ御紹介したいこと

は、「地霊人傑」という言葉でございます。地

域の風土、さらには環境、文化、歴史。地域の

環境というものが豊かな人材を育てるという言

葉でございます。「地霊人傑」という言葉がご

ざいます。宮崎県の今置かれている環境は、安

全で安心して生活できる。この環境を守る。そ

して、この環境で育った宮崎県の皆さん方が受

け入れる。そして、こういう問題に心を一つに

して取り組むことが求められると私は思ってお

ります。

どうぞ知事におかれましては、安全・安心に

取り組むという大道を進んでいただきたい。そ

して、反対、賛成それぞれの意見があるかと思

いますが、その意見を受けとめまして、この決

議案というものを進めていただく中で、安心し

て取り組んでいただく、県民が一つになる、そ

ういう姿勢で臨んでいただきたいと思います。

以上、この決議案に対して賛成の立場での討

論をさせていただきました。ありがとうござい

ました。〔降壇〕

○十屋幸平副議長 以上で討論は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第６号採決

○十屋幸平副議長 これより採決に入ります。

議員発議案第６号についてお諮りいたしま

す。

本案は原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第11号提案理由説明

○十屋幸平副議長 次に、議員発議案第11号を

議題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。防災対策特別委員会、井本英雄委員長。
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○井本英雄議員〔登壇〕 議員発議案第11号

「宮崎県防災対策推進条例の一部を改正する条

例」について、発議者を代表いたしまして、そ

の提案理由を御説明申し上げます。

未曾有の巨大災害となりました東日本大震災

から、はや１年がたちました。宮崎県防災対策

推進条例は、平成17年の台風第14号の被害を受

け、風水害対策に重点を置いて策定した、当県

議会初の議員発議による政策条例であります。

防災対策特別委員会では、県民の皆様から受

けた大きな負託にこたえるため、これまで制定

した政策条例の見直しにも取り組む必要がある

と判断いたしました。

また、東日本大震災等に係る防災上の課題を

本条例の内容に照らしましたとき、先ほどの委

員長報告で申し上げました４つの柱を条例に定

める必要があると判断したところであります。

当委員会では、委員協議を重ね、このたびお

手元に配付しております「宮崎県防災対策推進

条例の一部を改正する条例」について、全会一

致で提案することを決定したところでございま

す。

この条例の改正が、県を挙げて防災に取り組

み、災害から県民の生命、身体及び財産を保護

し、安心して生活できる県土を築くことに資す

るものと期待しております。

議員各位におかれましては、本条例の趣旨を

御理解の上、御賛同いただきますようお願い申

し上げまして、提案理由説明とさせていただき

ます。（拍手）〔降壇〕

○十屋幸平副議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第11号採決

○十屋幸平副議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑を省略して直ちに審議すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第11号についてお諮りいたしま

す。

本案は原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第12号提案理由説明

○十屋幸平副議長 次に、議員発議案第12号を

議題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。医療対策特別委員会、内村仁子委員長。

○内村仁子議員〔登壇〕 議員発議案第12号

「宮崎県がん対策推進条例」について、発議者

を代表いたしまして、その提案理由を御説明申

し上げます。

先ほどの特別委員会委員長報告で御報告させ

ていただきましたとおり、医療対策特別委員会

では、「がん対策の推進に関すること」を調査

項目の一つに決定し、所要の調査を行ってまい

りました。

県においては、がん対策に関し、「宮崎県が

ん対策推進計画」を策定し、その推進に取り組

んでいるところですが、必ずしも順調に進んで

いるとは言えない状況にあることなどから、が

ん対策のより一層の取り組みが必要であるとの
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認識に至ったところであります。

お手元に配付しております「宮崎県がん対策

推進条例」について、委員会として全会一致で

提案することを決定したところでありますが、

この条例は、がん対策に関する県の責務等を明

らかにするとともに、がんの予防及び早期発見

の推進、がんに関する教育の推進、がん患者等

の支援、その他がん対策に関する基本的な事項

を定め、がん対策を総合的に県民とともに推進

することとしております。

議員各位におかれましては、本条例の趣旨を

御理解の上、御賛同いただきますようお願い申

し上げまして、提案理由説明とさせていただき

ます。（拍手）〔降壇〕

○十屋幸平副議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第12号採決

○十屋幸平副議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑を省略して直ちに審議すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議ありませんので、そ

のように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第12号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○十屋幸平副議長 御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○十屋幸平副議長 以上で、今期定例会の議事

はすべて終了いたしました。

これをもちまして、平成24年２月定例県議会

を閉会いたします。

午後０時10分閉会
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平成２４年２月定例県議会日程
２８日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
会議録署名議員指名

２．２４ 金 本会議
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

２５ 土
（ 閉 庁 日 ）

２６ 日

２７ 月

２８ 火 休 会 （ 議 案 調 査 ） 代表質問通告締切 12:00

２９ 水 一般質問通告締切 12:00

３． １ 木 議会運営委員会 9:30
本会議 代 表 質 問

２ 金 請願締切 12:00

３ 土
（ 閉 庁 日 ）

４ 日

５ 月

一 般 質 問
６ 火

議員発議案締切 17:00
本会議 （会派提出）

７ 水
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

８ 木
休 会 常 任 委 員 会 ( 補 正 )

９ 金

１０ 土
（ 閉 庁 日 ）

１１ 日

１２ 月 本会議 常任委員長審査結果報告(補正) 議会運営委員会 9:30
質疑、討論、採決

１３ 火

１４ 水

休 会 常 任 委 員 会 ( 当 初 )
１５ 木

１６ 金
議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

１７ 土
（ 閉 庁 日 ）

１８ 日

１９ 月 休 会 特 別 委 員 会 議会運営委員会

２０ 火 （ 閉 庁 日 ） 春分の日

２１ 水 休 会 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告(当初) 議会運営委員会 9:30

２２ 木 本会議 質疑、討論、採決
特別委員長調査結果報告
閉会
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平成２４年２月定例会

代 表 質 問 時 間 割

３月１日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 中野 一則 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １３：００～１５：００

３月２日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

３ 新 み や ざ き 田口 雄二 １０：００～１１：５０ 休憩

４ 社 会 民 主 党 太田 清海 １３：００～１４：３０ 休憩

５ 公 明 党 新見 昌安 １４：４０～１６：１０

＊ 会派別の質問時間

自由民主党 １２０分以内

新みやざき ５５分以内

社会民主党 ４５分以内

公 明 党 ４５分以内
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平成２４年２月定例会

一 般 質 問 時 間 割

３月５日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 新 み や ざ き 徳重 忠夫 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 宮原 義久 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 右松 隆央 １３：００～１４：００

４ 公 明 党 重松幸次郎 １４：００～１５：００

３月６日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 新 み や ざ き 西村 賢 １０：００～１１：００

６ 自民党つくしの会 岩下 斌彦 １１：００～１２：００ 休憩

７ 自 由 民 主 党 外山 衛 １３：００～１４：００

８ 日 日 新 図師 博規 １４：００～１５：００

３月７日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 後藤 哲朗 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 蓬原 正三 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 自 由 民 主 党 井本 英雄 １３：００～１４：００

１２ 社 会 民 主 党 髙橋 透 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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平成２４年２月定例会

議案 委員会審査結果表

［議 案］（平成２３年度補正予算関係）

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察

水産 企業

第５６号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第６号） 可決 可決 可決 可決 可決

第５７号 平成23年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予 可決
算（第２号）

第５８号 平成23年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算
可決

（第３号）

第５９号 平成23年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算
可決

（第１号）

第６０号 平成23年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別
可決

会計補正予算（第１号）

第６１号 平成23年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ
可決

ョン施設特別会計補正予算（第１号）

第６２号 平成23年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第
可決

１号）

第６３号 平成23年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算
可決

（第２号）

第６４号
平成23年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予

可決
算（第１号）

第６５号
平成23年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予

可決
算（第１号）

第６６号
平成23年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算

可決
（第２号）

宮崎県税条例及び平成22年４月以降において発生が

第６７号
確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処する

可決
ための手当金等についての個人の事業税の臨時特例

に関する条例の一部を改正する条例
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常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第６８号
地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

可決
改正する条例

第６９号
宮崎県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の

可決
一部を改正する条例

第７０号
宮崎県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部

可決
を改正する条例

第７１号
宮崎県妊婦健康診査支援基金条例の一部を改正する

可決
条例

第７２号
宮崎県ワクチン接種緊急促進基金条例の一部を改正

可決
する条例

第７３号
宮崎県森林整備加速化・林業再生基金条例の一部を

可決
改正する条例

第７４号
宮崎県高等学校等生徒修学支援基金条例の一部を改

可決
正する条例

第７５号
風致地区内における建築等の規制に関する条例の一

可決
部を改正する条例

第７６号 工事請負契約の締結について 可決

第７７号 工事請負契約の締結について 可決

第７８号 工事請負契約の締結について 可決

第７９号 工事請負契約の変更について 可決

第８０号 財産の処分について 可決

第８１号 訴えの提起について 可決
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平成２４年２月定例会

議案・請願 委員会審査結果表
［議 案］（平成２４年度当初予算関係）

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察

水産 企業

第１号 平成24年度宮崎県一般会計予算 可決 可決 可決 可決 可決

第２号 平成24年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 可決

第３号 平成24年度宮崎県公債管理特別会計予算 可決

第４号 平成24年度宮崎県母子寡婦福祉資金特別会計予算 可決

第５号 平成24年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 可決

第６号 平成24年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 可決

第７号 平成24年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 可決

第８号
平成24年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 可決

会計予算

第９号
平成24年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ

可決
ョン施設特別会計予算

第１０号 平成24年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 可決

第１１号 平成24年度宮崎県就農支援資金特別会計予算 可決

第１２号 平成24年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 可決

第１３号 平成24年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 可決

第１４号 平成24年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 可決

第１５号 平成24年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 可決

第１６号 平成24年度宮崎県育英資金特別会計予算 可決

第１７号 平成24年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 可決

第１８号
平成24年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）

可決
予算

第１９号
平成24年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予

可決
算

第２０号 平成24年度宮崎県立病院事業会計予算 可決
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常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第２１号 宮崎県部設置条例の一部を改正する条例 可決

第２２号
公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条

可決
例

第２３号
地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する

可決
条例

第２４号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 可決 可決 可決

第２５号
警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

可決
る条例

第２６号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 可決

第２７号 宮崎県公債管理特別会計条例 可決

第２８号 宮崎県育英資金特別会計条例 可決

第２９号 みやざき芸術文化振興基金条例 可決

第３０号
宮崎県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正す

可決
る条例

第３１号
宮崎県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部

可決
を改正する条例

第３２号 宮崎県スポーツ推進基金条例 可決

第３３号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 可決

第３４号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部

可決 可決 可決
を改正する条例

第３５号
宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正

可決
する条例

第３６号
宮崎県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する

可決
条例

第３７号 宮崎県障害児通所給付費等不服審査会条例 可決

第３８号
宮崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一

可決
部を改正する条例

第３９号 宮崎県立自然公園条例の一部を改正する条例 可決
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常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察

水産 企業

第４０号
うなぎ稚魚の取扱いに関する条例の一部を改正する

可決
条例

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第３条第３

第４１号 項ただし書の規模を定める条例の一部を改正する条 可決

例

第４２号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 可決

第４３号
風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃

可決
止する条例

第４４号
宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を

可決
改正する条例

第４５号 県立図書館条例の一部を改正する条例 可決

第４６号 県立美術館条例の一部を改正する条例 可決

第４７号 宮崎県博物館協議会条例の一部を改正する条例 可決

第４８号 包括外部監査契約の締結について 可決

全国自治宝くじ事務協議会への熊本市の加入及びこ

第４９号 れに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更 可決

に関する協議について

西日本宝くじ事務協議会への熊本市の加入及びこれ

第５０号 に伴う西日本宝くじ事務協議会規約の一部変更に関 可決

する協議について

第５１号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第５２号
農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収

可決
について

第５３号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 可決

第５４号 みやざき男女共同参画プランの変更について 可決

第５５号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について 可決
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［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察

水産 企業

第９号
消費税によらない最低保障年金制度の創設を求める

不採択
請願

第１０号
無年金・低年金者への基礎年金国庫負担分３．３万

不採択
円の支給を求める請願

知的障害者が安心して暮らせる２４時間支援の切れ

第１４号 目のない入所施設の存続を求める意見書の提出につ 採択

いての請願

第１５号 公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める請願 不採択

第１６号
消費税増税に反対する旨の意見書を国に提出するこ

継続
とを求める請願

第１７号
「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求

採択
める意見書採択に関する請願

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を尊

第１８号 重した障がい者総合福祉法（仮称）の制定・実施を 採択

求める意見書提出を求める請願
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２４年２月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第16号 消費税増税に反対する旨の意見書を国 慎重な審査

総務政策常任委員会 に提出することを求める請願 ・調査を要

するため
県民政策及び行財政対策に関する調査

調査を要す
厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査

るため

商工建設常任委員会 商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査
調査を要す

るため

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す
常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 平成24年度宮崎県一般会計予算 ３月22日・ 可 決

〃 第２号 平成24年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 〃

〃 第３号 平成24年度宮崎県公債管理特別会計予算 〃

〃 第４号 平成24年度宮崎県母子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

〃 第５号 平成24年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 〃

〃 第６号 平成24年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 〃

〃 第７号 平成24年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 〃

〃 第８号 平成24年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計予算

〃 第９号 平成24年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計予算

〃 第10号 平成24年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 〃

〃 第11号 平成24年度宮崎県就農支援資金特別会計予算 〃

〃 第12号 平成24年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

〃 第13号 平成24年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 〃

〃 第14号 平成24年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 〃

〃 第15号 平成24年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 〃

〃 第16号 平成24年度宮崎県育英資金特別会計予算 〃

〃 第17号 平成24年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 〃

〃 第18号 平成24年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

予算

〃 第19号 平成24年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予 〃

算

〃 第20号 平成24年度宮崎県立病院事業会計予算 〃

〃 第21号 宮崎県部設置条例の一部を改正する条例 〃

〃 第22号 公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条 〃

例

〃 第23号 地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第24号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第25号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃

る条例
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第26号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 ３月22日・ 可 決

〃 第27号 宮崎県公債管理特別会計条例 〃

〃 第28号 宮崎県育英資金特別会計条例 〃

〃 第29号 みやざき芸術文化振興基金条例 〃

〃 第30号 宮崎県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第31号 宮崎県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第32号 宮崎県スポーツ推進基金条例 〃

〃 第33号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第34号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第35号 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第36号 宮崎県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第37号 宮崎県障害児通所給付費等不服審査会条例 〃

〃 第38号 宮崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一 〃

部を改正する条例

〃 第39号 宮崎県立自然公園条例の一部を改正する条例 〃

〃 第40号 うなぎ稚魚の取扱いに関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第41号 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第３条第３ 〃

項ただし書の規模を定める条例の一部を改正する条

例

〃 第42号 道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第43号 風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃 〃

止する条例

〃 第44号 宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第45号 県立図書館条例の一部を改正する条例 〃

〃 第46号 県立美術館条例の一部を改正する条例 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第47号 宮崎県博物館協議会条例の一部を改正する条例 ３月22日・ 可 決

〃 第48号 包括外部監査契約の締結について 〃

〃 第49号 全国自治宝くじ事務協議会への熊本市の加入及びこ 〃

れに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更

に関する協議について

〃 第50号 西日本宝くじ事務協議会への熊本市の加入及びこれ 〃

に伴う西日本宝くじ事務協議会規約の一部変更に関

する協議について

〃 第51号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第52号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

について

〃 第53号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第54号 みやざき男女共同参画プランの変更について 〃

〃 第55号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について 〃

〃 第56号 平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第６号） ３月12日・可 決

〃 第57号 平成23年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予 〃

算（第２号）

〃 第58号 平成23年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 〃

（第３号）

〃 第59号 平成23年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第60号 平成23年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第１号）

〃 第61号 平成23年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計補正予算（第１号）

〃 第62号 平成23年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第 〃

１号）

〃 第63号 平成23年度宮崎県就農支援資金特別会計補正予算 〃

（第２号）

〃 第64号 平成23年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第65号 平成23年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予 〃

算（第１号）
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第66号 平成23年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 ３月12日・可 決

（第２号）

〃 第67号 宮崎県税条例及び平成22年４月以降において発生が 〃

確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処する

ための手当金等についての個人の事業税の臨時特例

に関する条例の一部を改正する条例

〃 第68号 地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第69号 宮崎県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の 〃

一部を改正する条例

〃 第70号 宮崎県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第71号 宮崎県妊婦健康診査支援基金条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第72号 宮崎県ワクチン接種緊急促進基金条例の一部を改正 〃

する条例

〃 第73号 宮崎県森林整備加速化・林業再生基金条例の一部を 〃

改正する条例

〃 第74号 宮崎県高等学校等生徒修学支援基金条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第75号 風致地区内における建築等の規制に関する条例の一 〃

部を改正する条例

〃 第76号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第77号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第78号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第79号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第80号 財産の処分について 〃

〃 第81号 訴えの提起について 〃

〃 第82号 教育委員会委員の任命の同意について ３月22日・同 意

議員発議案 第１号 宮崎県議会委員会条例の一部を改正する条例 ３月22日・可 決

〃 第２号 宮崎県議会会議規則の一部を改正する規則 〃

〃 第３号 高速道路のミッシングリンク解消に関する意見書 〃

〃 第４号 エネルギー基本計画の見直し等に対する意見書 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

議員発議案 第５号 父子家庭支援策の拡充を求める意見書 ３月22日・ 可 決

〃 第６号 東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入処理を 〃

求める決議

〃 第７号 県議会のあり方に関する検討委員会の設置期限延長 〃

〃 第８号 知的障がい者が安心して暮らせる24時間支援の切れ 〃

目のない入所施設の存続を求める意見書

〃 第９号 「こころの健康を守り推進する基本法(仮称)」の制 〃

定を求める意見書

〃 第10号 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を尊 〃

重した障害者総合支援法の制定・実施を求める意見

書

〃 第11号 宮崎県防災対策推進条例の一部を改正する条例 〃

〃 第12号 宮崎県がん対策推進条例 〃

〃 第13号 延岡南道路無料化を求める意見書 〃

〃 第14号 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意 〃

見書
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高速道路のミッシングリンク解消に関する意見書

本県では近年、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生、新燃岳の大噴火など、度
重なる災禍により県民の安全で安心な暮らしが脅かされるばかりか、これらの災禍によ
り地域経済は一段と厳しさが増している。
また、東日本大震災を機に地震・津波対策の取組みが進められる中、南海トラフの想

定震源域が日向灘沿岸部まで拡大されるなど、日向灘に面し長い海岸線を有する本県で
は、東南海・南海・日向灘地震への備えとして、「命の道」となる高速道路ネットワーク
の整備が急務となっている。
もとより、高速道路の整備は、国の成長戦略と整合性を図りつつ、国の責任において

行うべきものであり、東日本大震災を経験した今、ミッシングリンクに起因する脆弱な
地域の解消は、国策として最優先のプライオリティをもって対処すべき課題である。
しかしながら、本県の高速道路の供用率はいまだ全国最低ランクの約５０％にとどま

り、大規模災害時の救援ルートとして「命の道」となる東九州自動車道や九州中央自動
車道には多くのミッシングリンクが残り、県土は災害に対して極めて脆弱な状況にある。
さらに、高速道路の完成の目処が立たないことは、本県の長期的な地域づくり構想や経
済復興策の立案においても大きな制約となっている。
このような中にあって、国の出先機関改革における地方整備局廃止の拙速な動きは、

地方自治体をはじめ、地域住民にも大きな不安を与えるものである。
よって、国においては、今後の高速道路の整備に関して、下記の事項が実現されるよ

う強く要望する。

記

１ 国土の根幹的な社会基盤施設である高速道路については、国の責任においてミッシ
ングリンクを解消するため、整備目標年次を明確にし、着実に整備を推進すること。

２ ミッシングリンクに起因する地域の災害脆弱性を再点検のうえ、緊急性の高い箇所
の早期整備を図るため、遅れている地方への高速道路関連予算の重点配分を行うこと。

３ 基本計画区間の早期事業化のため、国土開発幹線自動車道建設会議等の整備計画区
間への格上げのための法手続を早急に決定すること。

４ 新規事業採択時の評価においては、交通量や時間短縮といった経済効率性の評価だ
けでなく、防災上の課題や広域的なネットワーク効果などを評価する手法について、
被災地の事業のみならず、全国的に導入すること。

５ 地方整備局の廃止や地方への移管については、社会資本整備が遅れている地方にお
いて、今後さらに整備が遅れるのではないかという懸念があるため、十分な議論を行
うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年３月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿
参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿
内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿
国 土 交 通 大 臣 前 田 武 志 殿
地域主権推進担当大臣 川 端 達 夫 殿
内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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エネルギー基本計画の見直し等に対する意見書

新しい「エネルギー基本計画」を策定するため、経済産業省の諮問機関である
総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会では、昨年１２月に原子力発電への
依存度をできる限り低減させること等を示した論点整理を行っている。
しかし、未曾有の福島原子力発電所における事故から１年が経過したにもかか
わらず、核燃料サイクルそのものの是非をめぐっては方向性が全く定まっていな
いところである。さらに、未だ放射性物質の汚染により故郷に帰ることができな
い福島県民の問題や内部被曝への懸念などにより、原子力発電から自然エネルギ
ーへの転換及び核燃料サイクルからの撤退を求める声は広がり続けている。
国におかれては、策定を進めている新しいエネルギー基本計画について、再生
可能エネルギーを飛躍的に促進させる内容とするとともに、下記の事項について
特段の配慮をされるよう強く要望する。

記

１ 新しい「エネルギー基本計画」においては、自然エネルギーの活用を飛躍さ
せ、原子力発電に依存しない社会を構築することを基本とすること。

２ 「電気事業者による再生可能エネルギー電気調達に関する特別措置法」にお
いて、全量固定価格買取制度を早期に実施するとともに、適正な利潤を保障し
大幅な普及にかなう制度とすること。

３ スマートグリッド（次世代送電網）を普及させ、自然エネルギーなど地域分
散型の小規模電源の普及、電力の効率的な管理・分配を進めること。

４ 電力９社による発電と送電網の運営を独占した閉鎖的な体制を抜本的に見直
し、多様な発電事業者の参入を促し、地域の自然エネルギー導入が拡大するよ
う制度を構築すること。

５ 総括原価方式の見直し、電気料金値上げの抑制、原子力発電に依存しない社
会の実現に向けたプロセスの構築、核廃棄物・放射性物質の処理・管理を進め
ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

平成２４年３月２２日

宮 崎 県 議 会
衆議院議長 横路 孝弘 殿
参議院議長 平田 健二 殿
内閣総理大臣 野田 佳彦 殿
経済産業大臣 枝野 幸男 殿
内閣官房長官 藤村 修 殿
文部科学大臣 平野 博文 殿
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父子家庭支援策の拡充を求める意見書

父子家庭が年々増えている中で、多くの父子家庭も母子家庭同様、経済的に不

安定で、子育て等でも多くの課題を抱えているが、父子家庭と母子家庭では、行

政による支援の内容に大きな差がある。

児童扶養手当法改正により、平成２２年８月１日から、母子家庭の母を支給対

象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることとなった。しかし、

母子家庭が受けられる行政による支援制度の多くが、父子家庭では受けられない。

よって、国においては、対象が「母子家庭」に限られている諸制度に関して、

「父子家庭」も対象とするとともに、速やかに下記の事項について特段の措置を

講ずるよう強く要望する。

記

１ 遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても

支給対象とするとともに、父と子がともに暮らしていても子に遺族基礎年金が

支給されるよう改正すること。

２ 母子寡婦福祉貸付金、高等技能訓練促進費等事業及び特定就職困難者雇用開

発助成金の対象を父子世帯にも拡大すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年３月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿

厚 生 労 働 大 臣 小宮山 洋 子 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿

男女共同参画担当大臣 中 川 正 春 殿
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東日本大震災により生じた災害廃棄物の受入処理を求める決議

昨年３月１１日に発生した東日本大震災においては、大規模な津波により膨大な

災害廃棄物が発生し、その量は、岩手県では１年間に排出される一般廃棄物の約

１１年分、宮城県では約１９年分に相当するとされている。

震災から１年が経過し、被災地の復旧・復興に向けた取組が急がれるところであ

るが、被災地ではこれら廃棄物の処理能力が大幅に不足していることから、被災地

以外での広域処理を推進することが必要になっており、このことについて国からも

再三の要請がなされているところである。

全国的には、災害廃棄物に対する放射能汚染の不安などから、受入処理を決めた

自治体が限られたものとなっているが、本県は、口蹄疫や鳥インフルエンザ等の発

生に際し、全国から多大な支援を受けたことを改めて認識し、被災地の復旧・復興

に率先して、最大限の協力を行うべきである。

よって、本県議会は、知事が、東日本大震災で発生した災害廃棄物のうち、科学

的な知見に基づく放射能の影響の検証がなされ、安全性が確認されたものを受け入

れる姿勢を明らかにするとともに、受け入れ判断の主体である市町村長との意見交

換を十分に行い、受け入れの検討に向けた市町村への働きかけを行うよう強く求め

るものである。

以上、決議する。

平成２４年３月２２日

宮 崎 県 議 会
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県議会のあり方に関する検討委員会の設置期限延長

平成２３年６月定例県議会において議決した県議会のあり方に関

する検討委員会の設置期限を下記のとおり延長する。

記

延長前の設置期限 平成２４年３月３１日まで

延長後の設置期限 平成２４年６月３０日まで
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知的障がい者が安心して暮らせる２４時間支援の切れ目のない入所施設の

存続を求める意見書

障害者自立支援法では、入所施設の事業が、日中活動事業と居住支援事業とに

分けられ、居住支援の報酬単価は、日中活動の３分の１であり、サービスの低下

を招く恐れがあるものとなっている。

また、障害程度区分は、介護保険をモデルとして作成されたため、特に様々な

特性を持つ知的障がい者には不適切であるとして、前政権時代から見直しの必要

性が指摘されており、認定された障害程度区分によっては障害福祉サービスの利

用が制限されている状況である。

さらに、報酬の日額払い方式は、利用者がその日によって日中活動の場を選べ

る利点があると言われているが、結果的には施設の不安定な経営状態を招き、サ

ービスの質及び量の低下につながっている。

一方、判例において契約能力がないとされる知的障がい者がいるにもかかわら

ず、支援費制度の時代から、障害福祉サービスの利用契約は、本人と事業者間で

締結されている。

よって、国においては、知的障がい者が安心して暮らせる入所施設の存続のた

め、下記の事項について措置を講じるよう強く要望する。

記

１ 知的障がいを持つ者が生涯を通して２４時間切れ目のない安心して、快適に

暮らせる入所施設を存続し、グループホーム・ケアホームを充実すること

２ 現行の障害程度区分は廃止し、支援の必要度に応じた仕組みとすること

３ 安定して継続的な支援が受けられる職員体制にすること

４ 行政機関は、知的障がい者が自己選択権を行使できるよう、契約行為とその

履行について責任を負うこと

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年３月２２日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 横 路 孝 弘 殿

参議院議長 平 田 健 二 殿

内閣総理大臣 野 田 佳 彦 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

厚生労働大臣 小宮山 洋 子 殿

内閣官房長官 藤 村 修 殿
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「こころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の制定を求める意見書

今の日本は、「国民のこころの健康の危機」と言える状況にある。それは、平

成２３年７月６日、厚生労働省が、４大疾病（がん、脳卒中、心臓病、糖尿病）

に新たに精神疾患を加えて５大疾病とする方針を決めたことにも表れている。こ

の背景には、平成２０年の患者調査で、糖尿病患者数２３７万人、がん患者数

１５２万人などに対し、精神疾患の患者数は３２３万人と最も多く、国民に広く

関わる疾患となっていること、また、毎年３万人を超える自殺者の約９割に何ら

かの精神疾患に罹患していた可能性があるとされていることがある。

厚生労働省は、平成２０年度から２１年度にかけて、「今後の精神保健医療福

祉のあり方等に関する検討会」を設け、現状を網羅的に明らかにし、今後の望ま

れる施策を報告した。この報告をもとに、平成２２年４月に当事者・家族、医療

福祉の専門家及び学識経験者による「こころの健康政策構想会議」が設立された。

この会議では、当事者・家族のニーズに応えることを軸に捉えて会議を重ね、現

在の危機を早く根本的に改革する提言をまとめ、平成２２年５月末に「こころの

健康政策についての提言書」を厚生労働大臣に提出した。

この提言書では、精神医療改革、精神保健改革、家族支援を軸として、国民す

べてを対象とした、こころの健康についての総合的、長期的な政策を保障する「こ

ころの健康を守り推進する基本法（仮称）」の制定が強く求められている。

よって、国においては、国民のこころの健康の増進を図るため、「こころの健

康を守り推進する基本法（仮称）」を早急に制定するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年３月２２日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 横 路 孝 弘 殿

参議院議長 平 田 健 二 殿

内閣総理大臣 野 田 佳 彦 殿

厚生労働大臣 小宮山 洋 子 殿

文部科学大臣 平 野 博 文 殿

内閣官房長官 藤 村 修 殿
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障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を尊重した障害者総合支

援法の制定・実施を求める意見書

平成２１年１２月、国において、障がい者に係る制度の集中的な改革を目指し、

障がい者施策の推進に関し意見をまとめる障がい者制度改革推進会議が発足し

た。

この推進会議のもとに、障がい者、障がい者の家族、事業者、自治体首長、学

識経験者等５５名からなる障がい者制度改革推進会議総合福祉部会が設けられ、

応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法廃止後の障害者総合支援法の制定

に向けて検討を重ね、昨年８月には、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福

祉部会の提言」（以下「骨格提言」という。）が取りまとめられたところである。

骨格提言では、平成１８年に国連が採択した「障害者権利条約」と、平成２２

年１月に国と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で結ばれた「基本

合意文書」を前提とし、障がいのない市民との平等と公平、谷間や空白の解消、

格差の是正等の６つの目標を障害者総合支援法に求めている。また、支援の対象

となる障がい（者）の範囲や利用者負担の考え方、社会的入院の解消や地域間格

差是正のための国の責務等についても盛り込まれている。

この骨格提言は、障がい者本人をはじめ、障がい者に関わる様々な立場から共

通する思いを取りまとめたものである。

よって、国においては、すべての障がい者が、基本的人権を等しく享受する個

人として尊重される社会を実現するため、骨格提言を最大限尊重し、障害者総合

支援法を制定・実施されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年３月２２日

宮 崎 県 議 会

衆議院議長 横 路 孝 弘 殿

参議院議長 平 田 健 二 殿

内閣総理大臣 野 田 佳 彦 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

厚生労働大臣 小宮山 洋 子 殿

内閣官房長官 藤 村 修 殿
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宮
崎
県
防
災
対
策
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

宮
崎
県
防
災
対
策
推
進
条
例
（
平
成
1
8
年
宮
崎
県
条
例
第
5
2
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
前

改
正
後

目
次

目
次

前
文

前
文

第
１
章

総
則
（
第
１
条
－
第
６
条
）

第
１
章

総
則
（
第
１
条
－
第
７
条
）

第
２
章

予
防
対
策

第
２
章

総
合
的
な
対
策

第
１
節

地
域
防
災
力
の
強
化
（
第
７
条
－
第
1
1
条
）

第
１
節

予
防
対
策

第
１
款

地
域
防
災
力
の
強
化
（
第
８
条
－
第
1
2
条
）

第
２
款

災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
（
第
1
3
条
－
第
2
3
条
）

第
２
節

災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
（
第
1
2
条
－
第
1
8
条
）

第
２
節

応
急
対
策

第
１
款

応
急
体
制
の
確
立
等
（
第
2
4
条
－
第
3
0
条
）

第
２
款

避
難
対
策
（
第
3
1
条
－
第
3
3
条
）

第
３
款

緊
急
輸
送
対
策
（
第
3
4
条
・
第
3
5
条
）

第
４
款

二
次
災
害
の
防
止
（
第
3
6
条
）

第
３
節

復
旧
・
復
興
対
策
（
第
3
7
条
－
第
3
9
条
）

第
３
章

応
急
対
策

第
３
章

主
な
災
害
に
お
け
る
減
災
対
策

第
１
節

応
急
体
制
の
確
立
等
（
第
1
9
条
－
第
2
5
条
）

第
１
節

風
水
害
の
拡
大
防
止
等
（
第
4
0
条
－
第
4
4
条
）

第
２
節

避
難
対
策
（
第
2
6
条
－
第
2
8
条
）

第
２
節

地
震
・
津
波
災
害
の
拡
大
防
止
等
（
第
4
5
条
－
第
4
9
条
）

第
３
節

緊
急
輸
送
対
策
（
第
2
9
条
・
第
3
0
条
）

第
４
節

二
次
災
害
の
防
止
（
第
3
1
条
）
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第
４
章

復
旧
・
復
興
対
策
（
第
3
2
条
－
第
3
4
条
）

第
４
章

防
災
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
等
（
第
5
0
条
－
第
5
4
条

）

第
５
章

風
水
害
の
拡
大
防
止
等
（
第
3
5
条
－
第
4
0
条
）

附
則

附
則

宮
崎
県
は
、
過
去
幾
度
も
暴
風
、
豪
雨
等
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
被
っ
て
き

宮
崎
県
は
、
過
去
幾
度
も
暴
風
、
豪
雨
等
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
被
っ
て
き

た
。
ま
た
、
東
南
海
・
南
海
地
震
、
日
向
灘
地
震
等
は
、
そ
の
周
期
な
ど
か
ら

た
。
ま
た
、
東
南
海
・
南
海
地
震
、
日
向
灘
地
震
等
は
、
そ
の
周
期
等
か
ら
発

発
生
の
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
霧
島
火
山
群
も
活
動
を
続
け

生
の
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
霧
島
火
山
群
も
活
動
を
続
け
て

て
い
る
。

い
る
。

平
成
1
7
年
に
宮
崎
県
を
襲
っ
た
台
風
第
1
4
号
は
、
多
く
の
尊
い
命
を
奪
い
、

平
成
1
7
年
に
宮
崎
県
を
襲
っ
た
台
風
第
1
4
号
は
、
多
く
の
尊
い
命
を
奪
い
、

県
内
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
は
、
災
害

県
内
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
は
、
災
害

の
脅
威
と
そ
れ
に
対
す
る
防
災
対
策
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
と

の
脅
威
と
そ
れ
に
対
す
る
防
災
対
策
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
さ
せ
ら
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
県
に
お
い
て
は
、
治
山
、
治
水
対
策
等
に
よ
る
災
害
に
強
い
県

こ
れ
ま
で
、
県
に
お
い
て
は
、
治
山
、
治
水
対
策
等
に
よ
る
災
害
に
強
い
県

土
づ
く
り
や
、
県
民
の
防
災
対
策
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
、
情
報
連
絡
体
制
の

土
づ
く
り
や
、
県
民
の
防
災
対
策
に
関
す
る
意
識
の
啓
発
、
情
報
連
絡
体
制
の

整
備
等
、
様
々
な
対
策
を
講
じ
て
き
た
。

整
備
等
、
様
々
な
対
策
を
講
じ
て
き
た
。

し
か
し
、
平
成
2
3
年
３
月
1
1
日
に
東
北
地
方
に
未
曽
有
の
津
波
被
害
を
も
た

ら
し
た
東
日
本
大
震
災
の
発
生
に
よ
り
、
私
た
ち
県
民
は
、
本
県
で
も
発
生
し

う
る
巨
大
災
害
の
脅
威
と
、
想
定
に
と
ら
わ
れ
ず
自
ら
が
判
断
し
実
行
す
る
防

災
対
策
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

自
然
災
害
の
発
生
は
防
げ
な
い
が
、
県
民
一
人
ひ
と
り
が
防
災
へ
の
高
い
意

識
と
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
防
災
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の
被
害
は
減
ら

す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
特
に
、
長
い
沿
岸
部
を
有
し
、
か
つ
、
県
土
の
大
部

分
を
中
山
間
地
域
が
占
め
、
過
疎
化
、
少
子
・
高
齢
化
の
進
展
等
に
よ
り
地
域

- 408 -



コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
が
懸
念
さ
れ
る
本
県
に
あ
っ
て
は
、
地
域
の
中
で
の
つ

な
が
り
や
地
域
間
連
携
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
、
災
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
大

き
な
力
と
な
る
。
ま
た
、
県
民
、
事
業
者
又
は
自
主
防
災
組
織
自
ら
が
自
助
及

び
共
助
を
実
践
し
、
県
、
市
町
村
等
が
こ
れ
ら
を
支
援
し
つ
つ
公
助
を
実
施
し

、
地
域
社
会
全
体
の
防
災
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

災
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
本
県
が
取
り
組
ん
で
き
た

こ
れ
ら
の
考
え
方
を
基
本
に
、
県
を
は
じ
め
、
県
民
、
事
業
者
、
市
町
村
、

防
災
対
策
の
充
実
は
も
と
よ
り
、
県
を
は
じ
め
、
県
民
、
事
業
者
、
市
町
村
等

自
主
防
災
組
織
等
が
常
に
危
機
意
識
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
や
役
割
を
認

が
、
「
自
助
」
、
「
共
助
」
、
「
公
助
」
の
考
え
方
を
基
に
、
危
機
意
識
を
常

識
す
る
と
と
も
に
、
相
互
の
信
頼
関
係
や
地
域
の
絆
を
醸
成
し
な
が
ら
、
連

き
ず
な

に
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
や
役
割
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
相
互
の
信
頼
関

携
及
び
協
働
し
、
災
害
の
予
防
対
策
、
応
急
対
策
及
び
復
旧
・
復
興
対
策
を
推

係
を
醸
成
し
、
災
害
の
予
防
対
策
、
応
急
対
策
及
び
復
旧
・
復
興
対
策
を
推
進

進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
風
水
害
に
つ
い
て
は
、
近
年
私
た
ち
の
想

定
を
上
回
る
よ
う
な
災
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
そ
の
拡
大
防
止
策

等
に
取
り
組
む
こ
と
が
よ
り
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
近
年
私
た
ち
の
想
定
を
上
回
る
大
規
模
か
つ
広
域
的
な
災
害
が
発

生
し
て
い
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
そ
の
拡
大
防
止
策
等
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

災
害
に
強
い
地
域
社
会
の
実
現
に
向
け
て
本
県
の
防
災
対
策
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
よ
り
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
、
県
を
あ
げ
て
防
災
に
取
り
組
み
、
災

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
、
県
を
あ
げ
て
防
災
に
取
り
組
み
、
災

害
か
ら
県
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
県

害
か
ら
県
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
し
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
県

土
を
築
く
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

土
を
築
く
た
め
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
１
章

総
則

第
１
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
災
害
か
ら
県
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
災
害
か
ら
県
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す
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る
た
め
、
防
災
対
策
に
関
し
、
県
、
市
町
村
、
県
民
及
び
事
業
者
の
責
務
又

る
た
め
、
防
災
対
策
に
関
し
、
県
、
市
町
村
、
県
民
、
事
業
者
及
び
自
主
防

は
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
災
害
の
未
然
防
止
、
拡
大
防
止
及
び

災
組
織
の
責
務
又
は
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
災
害
の
未
然
防
止

復
旧
・
復
興
に
関
す
る
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

、
拡
大
防
止
及
び
復
旧
・
復
興
に
関
す
る
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め

災
害
に
強
い
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

、
本
県
の
防
災
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災

害
に
強
い
地
域
社
会
の
実
現
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
１
)
～
(
８
)
［
略
］

(
１
)
～
(
８
)
［
略
］

(
９
)
地
域
防
災
計
画
等

地
域
並
び
に
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を

災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め
、
県
が
、
関
係
機
関
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体

の
協
力
を
得
て
作
成
す
る
県
の
地
域
に
係
る
防
災
に
関
す
る
計
画
を
い
う

。

（
県
の
責
務
）

（
県
の
責
務
）

第
３
条

［
略
］

第
３
条

［
略
］

２
～
７

［
略
］

２
～
７

［
略
］

８
県
は
、
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
業
務
を
継
続
し
、
又
は
早
期
に
復
旧
さ

せ
る
た
め
の
計
画
を
策
定
す
る
も
の
と
す
る
。

８
［
略
］

９
［
略
］

（
市
町
村
の
役
割
）

（
市
町
村
の
役
割
）

第
４
条

［
略
］

第
４
条

［
略
］

２
［
略
］

２
［
略
］

３
市
町
村
は
、
実
効
性
の
あ
る
自
主
防
災
体
制
を
確
立
す
る
た
め
自
主
防
災
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組
織
の
加
入
率
の
向
上
及
び
活
動
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
［
略
］

４
［
略
］

４
市
町
村
は
、
災
害
時
要
援
護
者
に
つ
い
て
、
避
難
誘
導
、
介
助
等
を
行
う

５
市
町
村
は
、
災
害
時
要
援
護
者
に
つ
い
て
、
日
常
か
ら
の
見
守
り
、
被
害

な
ど
避
難
時
の
困
難
の
軽
減
に
配
慮
し
た
対
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の

軽
減
対
策
を
進
め
る
と
と
も
に
、
避
難
誘
導
、
介
助
そ
の
他
の
避
難
時
の
困

と
す
る
。

難
を
軽
減
す
る
対
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

６
市
町
村
は
、
災
害
の
発
生
時
に
お
い
て
業
務
を
継
続
し
、
又
は
早
期
に
復

旧
さ
せ
る
た
め
の
計
画
の
策
定
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
責
務
）

（
県
民
の
責
務
）

第
５
条

［
略
］

第
５
条

［
略
］

２
県
民
は
、
防
災
訓
練
等
に
積
極
的
に
参
加
す
る
等
防
災
対
策
に
関
す
る
知

２
県
民
は
、
防
災
訓
練
等
に
積
極
的
に
参
加
す
る
等
防
災
対
策
に
関
す
る
知

識
及
び
技
能
の
習
得
並
び
に
情
報
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
自
主
防
災

識
及
び
技
能
の
習
得
並
び
に
情
報
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
で
の

組
織
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
が
実
施
す
る
防
災
活
動
に
自
主
的
に
参
加
す
る
よ

防
災
力
を
高
め
る
た
め
、
自
主
防
災
組
織
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
が
実
施
す
る

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

防
災
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
～
５

［
略
］

３
～
５

［
略
］

（
事
業
者
の
責
務
）

（
事
業
者
の
責
務
）

第
６
条

［
略
］

第
６
条

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］

４
事
業
者
は
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
備
え
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ
る

４
事
業
者
は
、
災
害
が
発
生
し
た
と
き
に
備
え
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ
る

事
項
に
つ
い
て
対
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

事
項
に
つ
い
て
対
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
１
)
事
業
を
継
続
し
、
又
は
早
期
に
復
旧
す
る
た
め
の
計
画
の
策
定

(
１
)
～
(
６
)
［
略
］

(
２
)
～
(
７
)
［
略
］

５
［
略
］

５
［
略
］

（
自
主
防
災
組
織
の
役
割
）
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第
７
条

自
主
防
災
組
織
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
防
災
に
関
す
る
施

策
が
円
滑
に
推
進
さ
れ
る
よ
う
支
援
及
び
協
力
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２
自
主
防
災
組
織
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
地
域
住
民
が
迅
速
か
つ
的
確
に

対
処
で
き
る
よ
う
防
災
訓
練
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
構
成
員
を
、
県
、
市

町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
が
行
う
防
災
訓
練
等
に
積
極
的
に
参
加
さ
せ
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
自
主
防
災
組
織
は
、
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
等
の
支
援
を
円
滑
に
行
う

た
め
、
県
、
市
町
村
、
防
災
関
係
機
関
及
び
災
害
時
要
援
護
者
団
体
に
関
わ

る
団
体
と
連
携
し
な
が
ら
、
あ
ら
か
じ
め
地
域
に
お
け
る
災
害
時
要
援
護
者

に
関
す
る
情
報
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
２
章

予
防
対
策

第
２
章

総
合
的
な
対
策

第
１
節

地
域
防
災
力
の
強
化

第
１
節

予
防
対
策

第
１
款

地
域
防
災
力
の
強
化

（
防
災
情
報
の
提
供
）

（
防
災
情
報
の
提
供
）

第
７
条

［
略
］

第
８
条

［
略
］

（
防
災
訓
練
等
の
実
施
）

（
防
災
訓
練
等
の
実
施
）

第
８
条

［
略
］

第
９
条

［
略
］

２
県
は
、
災
害
発
生
時
に
お
い
て
、
職
員
が
迅
速
か
つ
的
確
に
対
処
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
防
災
訓
練
等
を
行
い
、
職
員
の
防
災
対
策
に
関
す
る
職
務

の
習
熟
及
び
防
災
意
識
の
よ
り
一
層
の
高
揚
を
図
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
に
関
す
る
教
育
の
実
施
）

（
防
災
に
関
す
る
教
育
の
実
施
）

第
９
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
2
6
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
学
校

第
1
0
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
2
6
号
）
第
１
条
に
規
定
す
る
学
校

（
大
学
を
除
く
。
)
及
び
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4
号
）
第
７

及
び
第
1
2
4
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
並
び
に
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年
法
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条
に
規
定
す
る
保
育
所
の
設
置
者
は
、
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
が
、
防
災
に

律
第
1
6
4
号
）
第
3
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
保
育
所
（
以
下
「
学
校
等
」
と

関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
災
害
発
生
時
に
お
い
て
自
己
の
安
全
を

い
う
。
)
の
設
置
者
は
、
幼
児
、
児
童
、
生
徒
及
び
学
生
が
、
防
災
に
関
す

確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
防
災
に
関
す

る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
災
害
発
生
時
に
お
い
て
自
己
の
安
全
を
確
保

る
教
育
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

し
、
他
者
と
助
け
合
っ
て
適
切
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
防
災

に
関
す
る
教
育
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
［
略
］

２
［
略
］

３
県
は
、
前
２
項
に
規
定
す
る
防
災
に
関
す
る
教
育
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る

よ
う
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。

（
自
主
防
災
組
織
の
育
成
)

第
1
1
条

県
は
、
災
害
時
に
お
い
て
住
民
が
助
け
合
う
こ
と
の
で
き
る
地
域
社

会
を
形
成
す
る
た
め
、
市
町
村
に
よ
る
自
主
防
災
組
織
の
育
成
に
関
す
る
取

組
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
育
成
）

（
人
材
の
育
成
）

第
1
0
条

県
は
、
自
主
防
災
組
織
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
防
災
活
動
が
効

第
1
2
条

県
は
、
県
民
へ
の
災
害
に
対
す
る
危
機
意
識
の
啓
発
を
は
じ
め
、
自

果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
等
と
連
携
し
て
、
防
災
リ
ー
ダ
ー
（
自
主

主
防
災
組
織
及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
防
災
活
動
が
効
果
的
に
行
わ
れ
る

防
災
組
織
に
よ
る
防
災
活
動
に
お
い
て
適
切
な
指
示
を
与
え
る
等
当
該
自
主

よ
う
、
市
町
村
等
と
連
携
し
て
、
防
災
リ
ー
ダ
ー
（
防
災
士
又
は
自
主
防
災

防
災
組
織
の
中
で
中
心
的
役
割
を
担
う
者
を
い
う
。
)
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ

組
織
に
よ
る
防
災
活
動
に
お
い
て
適
切
な
指
示
を
与
え
る
等
当
該
自
主
防
災

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
防
災
活
動
が
円
滑
に
行
わ
れ
る

組
織
の
中
で
中
心
的
役
割
を
担
う
者
を
い
う
。
)
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ

よ
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
互
間
の
調
整
等
を
行
う
者
を
い
う
。
)
等
の
育
成
に

ィ
ネ
ー
タ
ー
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
防
災
活
動
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
相
互
間
の
調
整
等
を
行
う
者
を
い
う
。
)
等
の
育
成
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。

（
宮
崎
県
防
災
の
日
）

第
1
1
条

県
民
、
事
業
者
、
自
主
防
災
組
織
等
の
防
災
に
関
す
る
理
解
を
深
め
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る
と
と
も
に
、
防
災
活
動
の
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
、
宮
崎
県
防
災
の
日

を
設
け
る
。

２
前
項
の
宮
崎
県
防
災
の
日
は
、
知
事
が
定
め
る
。

第
２
節

災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り

第
２
款

災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り

（
広
域
的
避
難
等
）

（
広
域
的
避
難
等
）

第
1
2
条

［
略
］

第
1
3
条

［
略
］

２
［
略
］

２
［
略
］

３
県
は
、
大
規
模
か
つ
広
域
的
な
災
害
に
備
え
、
県
内
外
の
地
域
間
協
力
を

得
ら
れ
る
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
災
害
時
要
援
護
者
に
対
す
る
避
難
誘
導
等
）

（
災
害
時
要
援
護
者
に
対
す
る
避
難
誘
導
等
）

第
1
3
条

［
略
］

第
1
4
条

［
略
］

２
市
町
村
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
福
祉
避
難
所
（
災
害
時
要

援
護
者
で
あ
っ
て
避
難
場
所
で
の
生
活
に
お
い
て
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す

る
も
の
が
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
い
う
。
)
の
指
定
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
医
療
救
護
体
制
の
整
備
）

第
1
5
条

県
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
広
域
的
な
医
療
及
び
救
護

の
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
市
町
村
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
医
療
に
関
す
る
情
報
の
収

集
及
び
伝
達
の
体
制
の
整
備
、
救
護
所
の
設
置
場
所
の
選
定
そ
の
他
の
医
療

及
び
救
護
の
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３
県
は
、
市
町
村
が
前
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
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よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
）

（
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
）

第
1
4
条

県
民
及
び
事
業
者
は
、
住
居
の
用
に
供
す
る
建
築
物
を
建
築
す
る
場

第
1
6
条

県
は
、
市
町
村
と
連
携
し
て
昭
和
5
6
年
５
月
3
1
日
以
前
に
着
工
さ
れ

合
は
、
当
該
建
築
物
を
建
築
す
る
区
域
の
災
害
の
危
険
性
を
調
査
し
、
及
び

た
建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
実
施
状
況
を
把
握
し
、
耐
震
診
断

把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
防
災
対
策
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

及
び
耐
震
改
修
の
必
要
性
に
つ
い
て
啓
発
を
行
い
、
当
該
建
築
物
の
耐
震
診

。
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
県
民
及
び
事
業
者
は
、
住
居
の
用
に
供
す
る
建
築
物
を
建
築
す
る
場
合
は

、
当
該
建
築
物
を
建
築
す
る
区
域
の
災
害
の
危
険
性
を
調
査
し
、
及
び
把
握

す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
防
災
対
策
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

［
略
］

３
～
５

［
略
］

（
孤
立
地
区
対
策
）

第
1
7
条

市
町
村
は
、
孤
立
地
区
（
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
交
通
が
途
絶
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
地
区
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
お
け
る
通
信

の
途
絶
に
備
え
、
情
報
の
収
集
及
び
伝
達
の
手
段
を
確
保
す
る
と
と
も
に
物

資
の
備
蓄
そ
の
他
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

２
市
町
村
は
、
県
及
び
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
て
孤
立
地
区
の
発
生
に
備

え
、
住
民
生
活
に
必
要
な
物
資
等
を
輸
送
す
る
手
段
の
確
保
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

３
県
は
、
市
町
村
が
前
２
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行

う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
上
必
要
な
道
路
等
の
安
全
確
保
）

（
防
災
上
必
要
な
道
路
等
の
安
全
確
保
）

第
1
5
条

［
略
］

第
1
8
条

［
略
］
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（
生
活
に
不
可
欠
な
施
設
の
安
全
性
確
保
等
）

（
生
活
に
不
可
欠
な
施
設
の
安
全
性
確
保
等
）

第
1
6
条

［
略
］

第
1
9
条

［
略
］

（
消
防
団
等
の
充
実
）

第
2
0
条

市
町
村
は
、
地
域
の
防
災
対
策
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
消
防
団
の
組
織
の
充
実
及
び
機
能
の
強
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
市
町
村
が
前
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う

も
の
と
す
る
。

３
県
は
、
消
防
非
常
備
町
村
に
対
し
、
必
要
な
助
言
及
び
技
術
的
な
支
援
を

行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
火
災
の
予
防
）

（
火
災
の
予
防
）

第
1
7
条

［
略
］

第
2
1
条

［
略
］

（
事
業
者
等
と
の
協
定
）

（
事
業
者
等
と
の
協
定
）

第
1
8
条

［
略
］

第
2
2
条

［
略
］

（
物
資
、
資
材
等
の
計
画
的
な
備
蓄
）

第
2
3
条

県
及
び
市
町
村
は
、
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な
物
資
、
資
材
及
び
機

材
を
計
画
的
に
備
蓄
し
、
整
備
し
、
又
は
点
検
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
。

第
３
章

応
急
対
策

第
１
節

応
急
体
制
の
確
立
等

第
２
節

応
急
対
策

第
１
款

応
急
体
制
の
確
立
等

（
応
急
体
制
の
確
立
）

（
応
急
体
制
の
確
立
）

第
1
9
条

［
略
］

第
2
4
条

［
略
］

２
・
３

［
略
］

２
・
３

［
略
］
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４
県
は
、
大
規
模
か
つ
広
域
的
な
災
害
時
に
お
い
て
地
域
間
に
お
け
る
基
本

的
な
相
互
協
力
の
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
連
絡
体
制
の
確
立
）

（
情
報
連
絡
体
制
の
確
立
）

第
2
0
条

［
略
］

第
2
5
条

［
略
］

２
市
町
村
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
災
害
発
生
時
に
お
け
る
被

害
の
状
況
、
避
難
の
状
況
、
住
民
の
安
否
の
状
況
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に

関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
伝
達
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す

る
。

（
応
急
対
策
に
必
要
な
土
地
等
の
確
保
）

（
応
急
対
策
に
必
要
な
土
地
等
の
確
保
）

第
2
1
条

［
略
］

第
2
6
条

［
略
］

（
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
）

（
応
急
仮
設
住
宅
の
供
与
）

第
2
2
条

［
略
］

第
2
7
条

［
略
］

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
）

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
）

第
2
3
条

県
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が

第
2
8
条

県
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が

円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
、
防
災
関
係
機
関
等
と
連
携
し
て
、
ボ

円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
、
防
災
関
係
機
関
等
と
連
携
し
て
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
れ
体
制
の
整
備
、
資
材
、
機
材
及
び
物
資
の
提
供
そ
の

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
れ
体
制
の
整
備
、
宿
泊
場
所
、
物
資
、
資
材
及
び
機
材

他
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

の
提
供
そ
の
他
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
公
衆
衛
生
の
確
保
）

（
公
衆
衛
生
の
確
保
）

第
2
4
条

［
略
］

第
2
9
条

［
略
］

（
帰
宅
困
難
者
等
へ
の
情
報
の
提
供
）

（
帰
宅
困
難
者
等
へ
の
情
報
の
提
供
）

第
2
5
条

［
略
］

第
3
0
条

［
略
］

第
２
節

避
難
対
策

第
２
款

避
難
対
策
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（
避
難
情
報
へ
の
留
意
等
）

（
避
難
情
報
へ
の
留
意
等
）

第
2
6
条

県
民
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
に
基
づ
き
市
町
村
長
等
が
発
す
る
避

第
3
1
条

県
民
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
に
基
づ
き
市
町
村
長
等
が
発
す
る
避

難
準
備
情
報
、
避
難
勧
告
、
避
難
指
示
そ
の
他
の
災
害
に
関
す
る
情
報
に
留

難
準
備
情
報
、
避
難
の
勧
告
及
び
指
示
そ
の
他
の
災
害
に
関
す
る
情
報
に
留
意

意
し
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
等
に
よ
り
速
や
か
に
避
難
す
る
よ
う
努
め

し
、
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
活
用
等
に
よ
り
速
や
か
に
避
難

る
と
と
も
に
、
市
町
村
長
等
が
避
難
勧
告
又
は
避
難
指
示
の
解
除
を
行
う
ま

す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
市
町
村
長
等
が
避
難
の
勧
告
又
は
指
示
の
解
除
を
行

で
の
間
、
避
難
を
継
続
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

う
ま
で
の
間
、
避
難
を
継
続
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
津
波
か
ら
の
避
難
）

第
2
7
条

津
波
に
よ
る
被
害
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
地
域
に
居
住
す
る
住
民
等

は
、
津
波
に
関
す
る
予
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
又
は
津
波
に
よ
る
被
害
の
発

生
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
高
台
そ
の
他
の
津
波
に
よ
る
被
害
の
発

生
が
予
想
さ
れ
る
区
域
以
外
の
場
所
へ
直
ち
に
避
難
す
る
も
の
と
す
る
。

（
避
難
計
画
の
策
定
）

第
3
2
条

市
町
村
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
県
、
自
主
防
災
組
織

、
防
災
関
係
機
関
及
び
避
難
計
画
の
策
定
に
関
わ
る
団
体
と
連
携
し
て
、
災

害
対
策
基
本
法
等
に
基
づ
く
避
難
の
勧
告
及
び
指
示
並
び
に
避
難
準
備
情
報

の
基
準
、
避
難
場
所
、
避
難
経
路
、
避
難
方
法
そ
の
他
の
避
難
の
た
め
に
必

要
な
事
項
を
定
め
た
避
難
計
画
を
災
害
及
び
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
策
定
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
避
難
所
の
運
営
体
制
等
）

（
避
難
所
の
運
営
体
制
等
）

第
2
8
条

県
は
、
市
町
村
が
行
う
避
難
地
及
び
避
難
所
の
確
保
並
び
に
避
難
所

第
3
3
条

県
は
、
市
町
村
が
行
う
避
難
地
及
び
避
難
所
の
確
保
を
支
援
す
る
も

の
運
営
体
制
の
整
備
を
支
援
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２
県
は
、
市
町
村
が
行
う
避
難
所
の
迅
速
な
開
設
及
び
円
滑
な
運
営
の
た
め

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
及
び
そ
の
実
施
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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２
［
略
］

３
［
略
］

第
３
節

緊
急
輸
送
対
策

第
３
款

緊
急
輸
送
対
策

（
緊
急
輸
送
体
制
の
整
備
）

（
緊
急
輸
送
体
制
の
整
備
）

第
2
9
条

［
略
］

第
3
4
条

［
略
］

（
緊
急
通
行
車
両
の
通
行
の
確
保
等
）

（
緊
急
通
行
車
両
の
通
行
の
確
保
等
）

第
3
0
条

［
略
］

第
3
5
条

［
略
］

第
４
節

二
次
災
害
の
防
止

第
４
款

二
次
災
害
の
防
止

第
3
1
条

［
略
］

第
3
6
条

［
略
］

２
～
４

［
略
］

２
～
４

［
略
］

５
県
民
は
、
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
火
気
の
使
用
を
停
止
す
る

５
県
民
は
、
災
害
に
対
し
て
常
に
危
機
意
識
を
持
ち
、
二
次
的
な
人
的
被
害

等
火
災
の
発
生
防
止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

を
防
止
す
る
た
め
主
体
的
に
正
確
な
情
報
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

６
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
建
築
物
及
び
宅
地
の
所
有
者
及
び
管
理
者
は

、
当
該
建
築
物
及
び
宅
地
が
余
震
に
よ
り
倒
壊
す
る
こ
と
等
か
ら
生
ず
る
二

次
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
市
町
村
が
実
施
す
る
応
急
危
険
度
判
定
（
建
築

物
の
被
害
の
状
況
を
調
査
し
、
二
次
災
害
発
生
の
危
険
の
程
度
の
判
定
・
表

示
等
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
)
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
判
定
結
果
に

応
じ
て
、
避
難
し
、
又
は
応
急
の
補
強
等
の
対
策
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。

第
４
章

復
旧
・
復
興
対
策

第
３
節

復
旧
・
復
興
対
策
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（
生
活
に
不
可
欠
な
施
設
の
復
旧
）

（
生
活
に
不
可
欠
な
施
設
の
復
旧
）

第
3
2
条

［
略
］

第
3
7
条

［
略
］

（
復
興
計
画
の
策
定
及
び
復
興
対
策
の
実
施
）

（
復
興
計
画
の
策
定
及
び
復
興
対
策
の
実
施
）

第
3
3
条

［
略
］

第
3
8
条

［
略
］

（
協
働
に
よ
る
復
旧
・
復
興
）

（
協
働
に
よ
る
復
旧
・
復
興
）

第
3
4
条

［
略
］

第
3
9
条

［
略
］

第
５
章

風
水
害
の
拡
大
防
止
等

第
３
章

主
な
災
害
に
お
け
る
減
災
対
策

第
１
節

風
水
害
の
拡
大
防
止
等

（
総
合
的
対
策
の
実
施
）

第
3
5
条

県
は
、
風
水
害
に
関
す
る
総
合
的
な
対
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る

。 （
市
町
村
へ
の
支
援
等
）

（
市
町
村
へ
の
支
援
等
）

第
3
6
条

［
略
］

第
4
0
条

［
略
］

（
危
険
箇
所
の
周
知
等
）

（
危
険
箇
所
の
周
知
等
）

第
3
7
条

［
略
］

第
4
1
条

［
略
］

（
風
水
害
対
策
に
関
す
る
知
識
及
び
情
報
の
収
集
）

（
風
水
害
対
策
に
関
す
る
知
識
及
び
情
報
の
収
集
）

第
3
8
条

［
略
］

第
4
2
条

［
略
］

（
風
水
害
に
関
す
る
調
査
研
究
等
）

（
風
水
害
に
関
す
る
調
査
研
究
等
）

第
3
9
条

［
略
］

第
4
3
条

［
略
］

（
施
設
管
理
者
等
の
責
務
）

（
施
設
管
理
者
等
の
責
務
）

第
4
0
条

［
略
］

第
4
4
条

［
略
］

２
森
林
の
所
有
者
及
び
管
理
者
は
、
風
水
害
に
強
い
県
土
の
形
成
を
図
る
た

２
森
林
の
所
有
者
及
び
管
理
者
は
、
風
水
害
に
強
い
県
土
の
形
成
を
図
る
た

め
、
立
木
の
伐
採
後
は
速
や
か
に
植
栽
を
行
う
な
ど
適
正
な
森
林
の
管
理
に

め
、
立
木
の
伐
採
後
は
速
や
か
に
植
栽
を
行
う
等
適
正
な
森
林
の
管
理
に
努
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努
め
る
と
と
も
に
、
国
、
県
、
市
町
村
等
が
推
進
す
る
治
山
の
た
め
の
対
策

め
る
と
と
も
に
、
国
、
県
、
市
町
村
等
が
推
進
す
る
治
山
の
た
め
の
対
策
等

等
に
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

に
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
２
節

地
震
・
津
波
災
害
の
拡
大
防
止
等

（
危
険
箇
所
の
周
知
）

第
4
5
条

県
は
、
地
震
に
よ
る
津
波
、
地
盤
の
液
状
化
に
よ
り
、
著
し
い
被
害

の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
危
険
箇
所
を
明
ら
か
に
し
、
当
該
危
険
箇
所
を
県
民

等
に
周
知
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
市
町
村
は
、
地
震
・
津
波
に
関
す
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
等
に
よ
り
危
険
予

想
地
域
を
明
ら
か
に
し
、
当
該
危
険
予
想
地
域
を
住
民
に
周
知
す
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

（
重
要
な
施
設
の
電
源
維
持
）

第
4
6
条

県
は
、
震
災
時
に
お
い
て
災
害
情
報
の
伝
達
等
の
用
に
供
さ
れ
る
重

要
な
施
設
で
県
が
管
理
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
電
源
の
維
持
が
確
保
さ
れ
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
震
・
津
波
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
）

第
4
7
条

県
は
、
国
、
市
町
村
及
び
防
災
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
公
共
施
設

の
耐
震
化
及
び
不
燃
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
地
震
・
津
波
に
対
す
る
防

災
に
配
慮
し
た
道
路
、
公
園
、
河
川
、
港
湾
等
の
都
市
基
盤
施
設
の
整
備
、

土
地
利
用
の
誘
導
等
を
通
じ
て
、
地
震
・
津
波
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
津
波
か
ら
の
避
難
）

第
4
8
条

市
町
村
は
、
津
波
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

に
お
け
る
避
難
場
所
の
選
定
、
避
難
経
路
の
確
保
そ
の
他
住
民
の
迅
速
か
つ
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円
滑
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の

と
し
、
県
は
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
津
波
に
よ
る
被
害
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
地
域
に
居
住
す
る
住
民
等
は
、

津
波
に
関
す
る
予
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
又
は
津
波
に
よ
る
被
害
の
発
生
が

予
想
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
高
台
そ
の
他
の
津
波
に
よ
る
被
害
の
発
生
が

予
想
さ
れ
る
区
域
以
外
の
場
所
へ
直
ち
に
避
難
す
る
も
の
と
す
る
。

（
被
害
の
拡
大
防
止
）

第
4
9
条

県
民
は
、
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
火
気
の
使
用
を
停
止

す
る
等
火
災
の
発
生
防
止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
地
震
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
建
築
物
及
び
土
地
の
所
有
者
及
び
管
理
者
は

、
当
該
建
築
物
及
び
土
地
が
余
震
に
よ
り
倒
壊
す
る
こ
と
等
か
ら
生
ず
る
二

次
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
市
町
村
が
実
施
す
る
応
急
危
険
度
判
定
（
建
築

物
の
被
害
の
状
況
を
調
査
し
、
二
次
災
害
発
生
の
危
険
の
程
度
の
判
定
、
表

示
等
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
)
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
判
定
結
果
に

応
じ
て
避
難
し
、
応
急
の
補
強
等
の
対
策
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

３
県
民
は
、
地
震
に
よ
り
、
地
盤
の
液
状
化
等
に
よ
る
建
築
物
又
は
公
共
土

木
施
設
等
の
構
造
物
の
倒
壊
等
の
危
険
を
察
知
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該

危
険
箇
所
か
ら
離
れ
、
安
全
な
場
所
に
自
主
的
に
避
難
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
自
ら
の
安
全
の
確
保
又
は
避
難
に
支
障
が
な
い
限
り

、
周
辺
住
民
等
へ
の
危
険
の
周
知
及
び
県
、
市
町
村
等
へ
の
通
報
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

第
４
章

防
災
対
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
等

- 422 -



（
防
災
対
策
の
推
進
）

第
5
0
条

県
は
、
国
、
市
町
村
、
防
災
関
係
機
関
及
び
県
民
と
連
携
し
、
及
び

協
働
し
て
、
地
域
防
災
計
画
等
に
基
づ
き
防
災
対
策
を
的
確
か
つ
円
滑
に
実

施
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
目
標
の
設
定
、
実
施
状
況
の
点
検
等
）

第
5
1
条

県
は
、
災
害
に
強
い
県
土
づ
く
り
の
推
進
と
地
域
及
び
県
民
一
人
ひ

と
り
の
防
災
力
向
上
を
図
る
た
め
、
県
の
防
災
対
策
に
関
す
る
数
値
目
標
を

定
め
、
及
び
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
防
災
対
策
の
実
施
状
況
を
定
期
的
に
点
検
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取

り
組
む
べ
き
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
地

域
防
災
計
画
等
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
県
民
の
意
見
を
反
映
す
る
も
の

と
す
る
。

（
防
災
対
策
の
点
検
）

第
5
2
条

県
民
、
自
主
防
災
組
織
、
事
業
者
、
学
校
等
は
、
自
ら
の
防
災
訓
練

等
を
通
じ
て
防
災
対
策
を
定
期
的
に
点
検
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
防
災
意
識
の
把
握
）

第
5
3
条

県
は
、
県
民
の
災
害
に
対
す
る
危
機
意
識
及
び
県
が
実
施
す
る
防
災

対
策
の
実
効
性
を
確
認
す
る
た
め
、
県
民
の
防
災
意
識
の
把
握
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

（
宮
崎
県
防
災
の
日
）

第
5
4
条

県
民
、
事
業
者
、
自
主
防
災
組
織
等
の
防
災
に
関
す
る
理
解
を
深
め

る
と
と
も
に
、
防
災
活
動
の
一
層
の
充
実
を
図
る
た
め
、
宮
崎
県
防
災
の
日

を
設
け
る
。
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２
前
項
の
宮
崎
県
防
災
の
日
は
、
知
事
が
定
め
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
崎
県
が
ん
対
策
推
進
条
例

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
が
ん
が
県
民
の
疾
病
に
よ
る
死
亡
の
最
大
の
原
因
と
な
っ
て
お
り
、
県
民
の
生
命
及
び
健
康
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
現
状

に
鑑
み
、
が
ん
対
策
に
関
す
る
県
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
が
ん
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
推
進
、
が
ん
患
者
等
の
支
援
そ
の
他
が
ん
対
策
に
関

す
る
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
が
ん
対
策
を
総
合
的
に
県
民
と
と
も
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
県
の
責
務
）

第
２
条

県
は
、
国
、
市
町
村
、
医
療
機
関
、
医
療
関
係
団
体
及
び
が
ん
患
者
、
そ
の
家
族
等
で
構
成
さ
れ
る
民
間
団
体
そ
の
他
の
関
係
団
体
(
以
下
「
関
係
団
体

等
」
と
い
う
。
)
と
連
携
を
図
り
つ
つ
、
が
ん
対
策
基
本
法
(
平
成
1
8
年
法
律
第
9
8
号
)
第
1
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
策
定
す
る
が
ん
対
策
推
進
計
画
に

従
い
、
本
県
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
の
役
割
）

第
３
条

市
町
村
は
、
県
及
び
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
が
ん
の
予
防
及
び
早
期
発
見
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
保
健
医
療
関
係
者
の
役
割
）

第
４
条

が
ん
の
予
防
又
は
が
ん
医
療
(
科
学
的
な
根
拠
に
基
づ
く
適
切
な
が
ん
に
係
る
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
携
わ
る
者
(
以
下
「
保
健
医
療
関
係
者

」
と
い
う
。
)
は
、
が
ん
患
者
及
び
そ
の
家
族
の
意
向
を
尊
重
し
た
適
切
で
質
の
高
い
が
ん
医
療
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
の
が
ん
対
策
に
協
力

す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
保
健
医
療
関
係
者
は
、
が
ん
患
者
、
そ
の
家
族
等
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
求
め
る
が
ん
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
５
条

県
民
は
、
喫
煙
、
食
生
活
、
運
動
そ
の
他
の
生
活
習
慣
が
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
等
が
ん
に
関
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
が
ん
の
予
防
に
必
要
な
注
意
を

払
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
県
民
は
、
市
町
村
及
び
医
療
機
関
が
実
施
す
る
が
ん
検
診
を
積
極
的
に
受
け
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

第
６
条

事
業
者
は
、
従
業
員
が
が
ん
を
予
防
し
、
又
は
早
期
に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
従
業
員
本
人
又
は
そ
の
家
族
が
が
ん
に
罹
患
し
た
場
合
は
、
安
心
し
て

り
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治
療
し
、
若
し
く
は
療
養
し
、
又
は
看
護
し
、
若
し
く
は
介
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
環
境
の
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
事
業
者
は
、
県
及
び
市
町
村
の
が
ん
対
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
が
ん
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
推
進
）

第
７
条

県
は
、
が
ん
の
予
防
及
び
早
期
発
見
に
資
す
る
た
め
、
関
係
団
体
等
と
連
携
し
、
次
に
掲
げ
る
施
策
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
１
)
喫
煙
、
食
生
活
、
運
動
そ
の
他
の
生
活
習
慣
及
び
生
活
環
境
が
健
康
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
及
び
啓
発

(
２
)
学
校
、
病
院
、
官
公
庁
そ
の
他
の
公
共
性
の
高
い
施
設
に
お
け
る
禁
煙
又
は
分
煙
の
促
進

(
３
)
前
号
に
規
定
す
る
施
設
以
外
の
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
に
お
け
る
受
動
喫
煙
(
室
内
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
環
境
に
お
い
て
、
他
人
の
た
ば
こ
の
煙
を

吸
わ
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
)
の
防
止
対
策
の
促
進

(
４
)
が
ん
の
早
期
発
見
の
重
要
性
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発

(
５
)
市
町
村
等
と
連
携
し
た
県
民
の
が
ん
検
診
の
受
診
率
の
向
上
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
検
査
の
充
実

(
６
)
性
別
に
よ
る
特
有
の
が
ん
及
び
が
ん
に
罹
患
し
や
す
い
年
齢
を
考
慮
し
た
が
ん
の
予
防
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
及
び
啓
発

り

(
７
)
が
ん
の
予
防
に
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
予
防
接
種
の
推
進

(
８
)
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
内
に
お
け
る
が
ん
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
に
必
要
な
施
策

（
が
ん
医
療
の
充
実
）

第
８
条

県
は
、
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
等
と
連
携
し
、
が
ん
患
者
が
適
切
な
が
ん
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
施
策
の
推
進
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

(
１
)
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
の
整
備
及
び
機
能
強
化

(
２
)
が
ん
診
療
指
定
病
院
の
整
備
及
び
機
能
強
化

(
３
)
前
２
号
に
規
定
す
る
病
院
相
互
間
及
び
前
２
号
に
規
定
す
る
病
院
と
そ
の
他
の
医
療
機
関
と
の
連
携
及
び
協
力
の
推
進

(
４
)
診
断
、
手
術
、
放
射
線
療
法
、
化
学
療
法
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
が
ん
医
療
に
携
わ
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
医
師
そ
の
他
の

医
療
従
事
者
の
育
成
及
び
確
保

(
５
)
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
県
内
に
お
け
る
が
ん
医
療
向
上
の
た
め
に
必
要
な
施
策

（
緩
和
ケ
ア
の
推
進
）
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第
９
条

県
は
、
が
ん
患
者
が
治
療
の
初
期
の
段
階
か
ら
そ
の
病
状
等
に
応
じ
た
緩
和
ケ
ア
(
が
ん
患
者
の
身
体
的
又
は
精
神
的
な
苦
痛
の
緩
和
、
社
会
生
活
上
の

不
安
の
軽
減
等
を
目
的
と
す
る
医
療
、
看
護
、
介
護
、
相
談
そ
の
他
の
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
施
策
の
推

進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
１
)
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
、
緩
和
ケ
ア
外
来
及
び
緩
和
ケ
ア
病
棟
の
整
備
の
促
進

(
２
)
緩
和
ケ
ア
の
継
続
的
な
提
供
の
た
め
の
関
係
機
関
相
互
間
の
連
携
協
力
体
制
の
強
化
に
関
す
る
支
援

(
３
)
緩
和
ケ
ア
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
医
療
従
事
者
の
育
成
及
び
確
保
並
び
に
当
該
医
療
従
事
者
に
対
す
る
研
修
の
機
会
の
確
保
に
関

す
る
支
援

(
４
)
在
宅
で
緩
和
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
整
備
の
支
援

(
５
)
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
緩
和
ケ
ア
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
施
策

（
在
宅
医
療
の
推
進
）

第
1
0
条

県
は
、
が
ん
患
者
が
家
庭
又
は
地
域
で
の
療
養
を
選
択
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
施
策
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
１
)
在
宅
で
の
が
ん
医
療
の
提
供
の
た
め
の
診
療
所
、
訪
問
看
護
事
業
所
、
薬
局
等
の
間
の
連
携
協
力
体
制
の
強
化
に
関
す
る
支
援

(
２
)
在
宅
で
の
が
ん
医
療
に
携
わ
る
医
療
従
事
者
の
育
成
及
び
確
保
に
関
す
る
支
援

(
３
)
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
で
の
が
ん
医
療
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
施
策

（
が
ん
に
関
す
る
教
育
の
推
進
）

第
1
1
条

県
は
、
が
ん
に
関
す
る
知
識
及
び
が
ん
の
予
防
に
つ
な
が
る
望
ま
し
い
生
活
習
慣
を
身
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
学
校
に
お
け
る
健
康
教
育
の
充
実
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。

（
が
ん
患
者
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
支
援
）

第
1
2
条

県
は
、
が
ん
患
者
の
生
活
の
質
の
向
上
及
び
が
ん
患
者
、
そ
の
家
族
等
の
精
神
的
又
は
社
会
生
活
上
の
不
安
等
の
軽
減
の
た
め
、
医
療
機
関
等
と
連
携
し

、
次
に
掲
げ
る
施
策
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

(
１
)
が
ん
患
者
、
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
（
診
断
又
は
治
療
に
関
し
て
担
当
医
師
以
外
の
医
師
の
意
見
を
聞
く
こ
と
を
い
う
。
)
を
含

め
た
相
談
支
援
体
制
の
整
備

(
２
)
が
ん
患
者
、
そ
の
家
族
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
民
間
団
体
そ
の
他
の
関
係
団
体
の
が
ん
対
策
に
資
す
る
活
動
に
対
す
る
支
援
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(
３
)
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
が
ん
患
者
の
生
活
の
質
の
向
上
及
び
が
ん
患
者
、
そ
の
家
族
等
の
精
神
的
又
は
社
会
生
活
上
の
不
安
等
の
軽
減
の
た
め

に
必
要
な
施
策

（
が
ん
登
録
の
推
進
）

第
1
3
条

県
は
、
が
ん
医
療
の
向
上
に
役
立
て
る
た
め
、
が
ん
登
録
(
が
ん
患
者
の
が
ん
の
罹
患
、
転
帰
そ
の
他
の
状
況
を
把
握
し
、
分
析
す
る
た
め
に
が
ん
に
係

り

る
情
報
を
登
録
す
る
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
が
ん
登
録
を
実
施
す
る
機
関
は
、
登
録
し
た
情
報
を
そ
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
用
い
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
等
が
ん
患
者
に
係
る

個
人
情
報
の
保
護
に
関
し
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
が
ん
医
療
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
）

第
1
4
条

県
は
、
が
ん
医
療
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
県
民
へ
の
提
供
の
た
め
に
必
要
な
施
策
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
県
は
、
が
ん
医
療
に
関
し
て
医
療
機
関
が
行
う
情
報
の
提
供
の
充
実
の
た
め
に
必
要
な
施
策
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
運
動
の
推
進
）

第
1
5
条

県
は
、
関
係
団
体
等
と
幅
広
く
連
携
し
、
が
ん
対
策
に
対
す
る
県
民
の
理
解
及
び
関
心
を
深
め
る
た
め
の
取
組
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
1
6
条

県
は
、
が
ん
対
策
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
条
例
の
見
直
し
）

２
県
は
、
実
情
に
応
じ
て
こ
の
条
例
の
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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延岡南道路無料化を求める意見書

公共交通機関の利便性が低く、自動車に頼らざるを得ない本県にとって、道路は、

県民の日常生活を支えるとともに、緊急搬送など命をつなぐための「命の道」とし

ても、非常に重要な地域社会の基盤となる社会資本である。

本県の北部に位置する延岡市から門川町を結ぶ延岡南道路は、国道１０号の慢性

的な交通渋滞を解消するため、将来的には東九州自動車道の一部を形成する自動車

専用の一般有料道路として平成２年に整備されたところである。

しかしながら、距離に対する料金の割高感もあって利用者が伸び悩んでおり、国

道１０号の渋滞緩和につながらない状況となっているほか、当該国道やこれに平行

する県道を通学路として利用する児童生徒等の安全な通行を確保する観点からも、

沿線自治体を中心に繰り返し無料化を求める提言を行っていたところである。

このような中、平成２２年６月には高速道路の無料化社会実験がスタートしたが、

実験開始後の交通量は全国でもトップクラスの伸び率を示し、物流や人の交流に大

きな効果が見られたところであり、また、国道１０号の土々呂地区では交通量が約

３５％減少し渋滞緩和が図られ、歩行者の安全性確保や防災・緊急医療などにおい

ても地域住民の生活に多大な貢献を果たした。

東日本大震災の復興費用確保のため無料化社会実験を凍結したことには理解を示

すものの、延岡南道路は、地理的な制約などから国道１０号の大幅な拡幅が困難な

こともあってバイパス道路として整備されたものであり、無料化実験前の相当以前

から沿線自治体を中心に無料化の提言がなされてきたことを鑑みた場合、その無料

化は、国が進めようとしていた高速道路無料化の延長線上にあるのではなく、別個

の政策として考えることが適当である。

よって、国においては、延岡南道路無料化について、特段の措置を講ずるよう強

く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年３月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

国 土 交 通 大 臣 前 田 武 志 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿

国家戦略担当大臣 古 川 元 久 殿
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北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書

北朝鮮による日本人拉致事件の発生から既に３０年以上が経過し、平成１４年の

日朝首脳会談で北朝鮮が日本人の拉致を認めてから、今年でちょうど１０年目の節

目を迎える。

この間、政府においては、拉致問題対策本部が設置されて一体的な取組みが進め

られてきたが、５人の拉致被害者とその家族が帰国した以外には、特別な進展がな

い状況が続いている。

２月２４日に北京で行われた北朝鮮の核問題を巡る米朝高官協議においても、米

国が日本人拉致問題を取り上げたが、北朝鮮に「前向きな反応はなかった」とのこ

とである。

北朝鮮による日本人拉致問題は、重大な人権侵害であるとともに、我が国に対す

る主権の侵害でもあるが、北朝鮮は納得のいく説明をすることもなく、いまだ不誠

実な態度をとり続けている。

拉致被害者及びご家族には、高齢の方も多くなっており、拉致問題の解決のため

には一刻の猶予もないことを政府は認識すべきである。

よって、政府においては、昨年１２月の金正日総書記の死去に伴う体制交代を機

に、北朝鮮による人権の侵害をさらに一層広く世界に訴えるとともに、強固な国際

連携のもと、北朝鮮に対して拉致被害者の再調査を強く求めるなど、全ての拉致被

害者の早期帰国の実現に向け全力で取り組むよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年３月２２日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

外 務 大 臣 玄 葉 光一郎 殿

拉致問題担当大臣 松 原 仁 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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請 願 一 覧 表



総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 １ － １

厚 生 ４ ２ ６

商 工 建 設 － － －

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 ５ ２ ７
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 14 号 受理年月日 平成 2 4 年３月１日

請 願 者
日向市財光寺１３３２－８

住所・氏名
宮崎県知的障害者施設保護者会連絡協議会

会長代行 重石 隆義

理由

知的障害を持つ者（以下、「本人」）は、障害の状況を問わず生

涯を通じた24時間切れ目の無い支援と見守りがなければ１人で生

き難い障害の特性を持っています。

自立支援法による施設の体系では昼夜分離の事業となり、生活

支援を最も必要とする朝夕を含む施設入所支援の報酬単価（支援

の質量）が、日中活動の３分の１という不合理で矛盾した制度は、

支援の低下と共に施設利用者への蔑視ともなります。

入所施設こそ、本人の生涯を通じた24時間切れ目の無い「家庭

（終の棲家）」として、地域福祉の拠点と位置づけ活用すべき社

会資源です。その意味において、より豊かな生活が享受できる施

請願の件名 設を存続すると共にグループホーム・ケアホームを充実するべき

です。なお、支援不足による長期施設入所を余儀なくされている

のではなく、本人及びその家族が長期の利用を必要としているこ

とも付け加えておきます。

また、入所施設福祉支援の不足による長期の在宅を余儀なくさ

れている現状にも目を向けるべきです。

障害福祉サービスの必要性を明らかにするとされている障害程

度区分は、介護保険との一元化を前提とする介護認定をモデルと

して作成されたため、特に様々な特性を持つ本人にとって、不適

切として前政権時代から見直しが指摘されています。また、障害

程度区分と報酬単価（支援の質量）に結びつけ、更に障害福祉サ

ービスの制限等により暮らし方まで制限するのは人権侵害です。

それにも関わらず障害程度区分の廃止は現在でも実現しないまま

となっています。

一人ひとりの特性にあった必要な支援が明らかになる仕組みに
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変えるべきです。

障害福祉サービスの日額制は、利用者がその日によって日中活

動の場を選べる利点があると言われていますが、結果的には施設

の不安定な経営状態を招き支援の質量ともに低下することに繋が

っています。特定費用（食事等実費負担）を除く報酬については、

月額制とし安定した支援が受けられるようにすべきです。

司法例において、多くの知的障害を持つ者には契約能力がない

と判断されているにもかかわらず、支援費制度から障害福祉サー

ビスの利用契約が本人と事業者間で行われているところです。利

用契約の当事者として市町村が位置づけられていない現行法は、

どのような障害福祉サービスを、どの程度利用するかの判断は本

人及びその家族等が行うこととし利用契約は国及び地方自治体と

事業者間で行うべきです。

貴県議会におかれましても知的障害者が安心して暮らせる入所

施設の設置を求める下記の事項について、政府に意見書を提出し

て下さるよう請願いたします。

記

１ 知的障害を持つ者が生涯を通して24時間切れ目のない安心し

て、快適に暮らせる入所施設を存続し、グループホーム・ケ

アホームを充実すること

２ 現行の障害程度区分は廃止し、支援の必要度に応じた仕組み

とすること

３ 安定して継続的な支援が受けられる職員体制にすること

４ 行政機関は、自己選択権の行使が実現できるよう、契約行為

とその履行について責任を負うこと

紹 介 議 員 松村 悟郎 鳥飼 謙二 新見 昌安 田口 雄二

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 15 号 受理年月日 平成 2 4 年３月１日

請 願 者
宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名
全日本年金者組合宮崎県本部

執行委員長 津守 信弘

公的年金の改悪に反対する意見書提出を求める請願

日夜を分かたぬ県民生活向上のためのご尽力に敬意を表しま

す。

さて、政府は税と社会保障の一体改革の中で私たちの生活にか

かわる多くのことを改悪しようとしています。

特に年金の「特例水準解消・2.5％削減」は次のように絶対容

認できません。

１ 10年も前の措置をあたかも借金であるかのように見立てるの

は不当であり、消滅時効に相当する措置を取るべきです。

２ 特例措置分は2004年の法改正において、物価が上昇する状況

の中で解消することとしており、この約束にも反します。

請願の件名 ３ 高齢者の生活実体をまったく無視した暴挙です。この削減を

行えば、消費はさらに冷え込みます。

４ 年金のほとんどが地域で消費されることを考えれば、地域経

済を縮小することになります。

５ 全国的にはデフレ脱却はいっそう困難になります。

かかる影響を勘案いただき、貴議会において、地方自治法第99

条に基づく下記事項の意見書を国に提出いただくよう請願しま

す。

記

１ 公的年金の「特例水準解消・2.5％削減」は行わないこと

紹 介 議 員 鳥飼 謙二 図師 博規 前屋敷恵美

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 16 号 受理年月日 平成 2 4 年３月２日

請 願 者
宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名
消費税廃止宮崎県各界連絡会

前 孝秀

消費税増税に反対する旨の意見書を国に提出することを求める請

願

【請願趣旨】

政府・民主党の「国民生活が第一」の公約の下で、国民生活は

日に日に窮地へと追いやられています。昨年９月には完全失業者

数が275万人にも上り、働いても貧困から抜け出せない「ワーキ

ングプア」の問題はいっそう深刻化しています。就業者における

非正規社員の割合は34.4％にも及び、年収200万円以下の給与所

得者は５年連続で1,000万人を超えました。その中で昨年には生

活保護の利用者数も過去最多となる205万人を超えるなど、今ほ

ど公約に基づいた貧困と格差を無くす救済策が求められていると

きはありません。

請願の件名 また、長引く不況で赤字経営を余儀なくされている中小・零細

業者の間には、高すぎる国保料（税）や年金保険料、住民税や消

費税といった支払いが重くのしかかり、「食えば払えず、払えば

食えず」の事態にも限界が及んでいます。

1991年に450万人も存在した事業所得者が2007年に222万人にも

激減したことは、ルール無き資本主義経済の中で財界・大企業だ

けを優遇し続け、弱者切り捨ての政策を推し進めてきた政治に責

任があることは明白です。

そんな中、昨年９月に発足した野田内閣は「税と社会保障の一

体改革」を打ち出し、東日本大震災からの復興を口実とした庶民

増税に加え、公約違反かつ国民の世論を軽視した形で消費税の増

税を断行する構えです。

この消費税増税問題は、東日本大震災で家屋や店舗・工場など
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あらゆる資産を失われた被災者にも重くのしか掛かることは勿

論、景気をいっそう冷え込ませるだけの大衆課税であり断じて許

せることではありません。政府・与党は「社会保障の財源」とし

て国民の理解を得ようとしていますが、これまでの消費税収が大

企業減税の穴埋めに使われてきたことは明白であり、今回の増税

分が社会保障に使われる保障はどこにもありません。そもそも消

費税は社会保障の財源として最も相応しくない税金です。

全国知事会を含む地方６団体は、「消費税の引き上げを含む税

制の抜本改革の必要性」を主張していますが、既存の税制を応能

負担の原則に基づいたあるべき姿に正し、毎年５兆円にも及ぶ軍

事費の他に政党助成金の廃止など、歳出の見直しを徹底的に行え

ば消費税を引き上げる必要はまったくありません。

以上の趣旨にご理解を賜り、国に対し増税反対の意見書を提出

して下さい。

紹 介 議 員 鳥飼 謙二 図師 博規 前屋敷恵美 有岡 浩一

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 17 号 受理年月日 平成 2 4 年３月２日

請 願 者
宮崎市鶴島２丁目９－６ＮＰＯハウス２０１号

住所・氏名
特定非営利活動法人 宮崎県精神福祉連合会

理事長 立本 久子

「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求める意見書採

択に関する請願

請願理由

国民が幸せな人生を送るためには、健康問題が一番重要な問題

です。健康はご存じのように、体とこころの両方が健康であって

初めて健康です。

今、こころの健康問題が深刻な事態となっています。厚生労働

省の「患者調査」によると、2008年の精神科受診者は323万人で

す。これは国民の40人に１人です。この人数は、糖尿病237万人、

がん152万人など主要疾患を上回る最大の患者数です。うつ病は1

請願の件名 00万人を超えています。国民の少なくみても５人に１人は一生に

一度は精神疾患にかかると言われています。

また自殺は14年連続３万人台です。日本の自殺はイギリスの３

倍で、先進諸国最大の自殺大国となっています。自殺の多くの背

景には精神疾患があります。引きこもりは、厚生労働省の公式発

表では80万人で予備軍は150万人です。虐待や依存症問題など、

国民のこころの健康問題は危機的状況です。

精神疾患やこころの健康問題は、国民一人一人にとって切実な

問題となっています。同時に、この問題は、社会や経済活動から

みても重要な問題となっています。世界的権威ある科学雑誌「ネ

イチャ」（2011年10月発売）によると、ＥＵでは精神疾患に損失

は88兆円と日本の国家予算に匹敵する額となっています。

そのため先進諸国では、医療の中で、精神医療を最重要課題と

位置づけて対策を強めています。イギリスでは自殺が10年間で
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15.7％減らしています。

日本では精神保健医療改革を本格的に進めなければ、少子高齢

化のピークを迎える2025年には30兆円の社会経済的損失になると

予想されています。

このような中で、厚生労働省は今年７月に、精神疾患を今まで

のガン・急性心筋梗塞・脳梗塞・糖尿病の「４疾患」に新たに精

神疾患を加えて「５疾患」とし、精神疾患を医療政策の重点疾患

へ位置づけを転換しました。

しかし、日本の精神医療の現状は、精神医療の中心が先進諸国

で唯一精神科病院への隔離収容（入院中心）の精神医療です。し

かも精神科病院の職員の配置基準は、職員数は一般病院の半分、

医師数は一般病院の３分の１など一般病院には認めない低い基準

の「精神科特例」があります。精神科病院の収入は、一般病院の

４割という「精神科差別」もあります。これでは精神疾患が「５

疾患」・重点疾患に転換しても対応できません。

そこで私達は、精神保健医療を総合的に改革するために「ここ

ろの健康を守り推進する基本法」を今年の通常国会で是非実現さ

せ、日本の精神保健医療のあり方を総合的に改革したいと考えて

います。

「こころの健康を守り推進する基本法」制定については、2011

年12月１日国会に超党派の「こころの健康推進議員連盟」が立ち

上がりました。

2012年の通常国会で「こころの健康を守り推進する基本法」実

現に向けた推進体制が確立しました。

精神保健医療が「５疾患」にふさわしい体制、時代の変化に的

確に対応できる体制を確立するために、是非宮崎県議会としても、

今議会で「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求める

意見書を採択頂き、関係機関に提出して頂くことをお願いします。

紹 介 議 員
山下 博三 鳥飼 謙二 田口 雄二 新見 昌安

図師 博規 岩下 斌彦 前屋敷恵美 有岡 浩一

摘 要
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 18 号 受理年月日 平成 2 4 年３月２日

宮崎市青葉町54番地 永山住宅１号

特定非営利活動法人 障害者自立応援センターYAH!DOみやざき

代表理事 永山 昌彦

社団法人 宮崎県手をつなぐ育成会

会長 森 冨貴子

宮崎県肢体不自由児・者父母の会連合会

請 願 者 会長 山元 弘道

住所・氏名 社団法人 全国脊髄損傷者連合会 宮崎県支部

支部長 矢野 光孝

特定非営利活動法人 宮崎県精神福祉連合会

理事長 立本 久子

特定非営利活動法人 宮崎県中途失聴難聴者協会

理事長 高橋 由利子

宮崎県難病団体連絡協議会

会長 首藤 正一

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を尊重した障がい

者総合福祉法（仮称）の制定・実施を求める意見書提出を求める

請願

【請願要旨】

平成21年12月、国において障がい者に係る制度の集中的な改革

請願の件名 を目指し、障がい者施策の推進に関し意見をまとめる障がい者制

度改革推進会議が発足しました。

この推進会議の下に、障がい者、障がい者の家族、事業者、自

治体首長、学識経験者等55名からなる総合福祉部会が設けられ、

昨年８月には、応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法を

廃止した後の障がい者総合福祉法（仮称）の制定に関する「障が

い者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」（以下「骨
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格提言」という。）が取りまとめられたところです。

骨格提言では、平成18年に国連が採択した「障害者権利条約」

と平成22年１月に国と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団

との間で結ばれた「基本合意文書」を基礎とし、障害のない市民

との平等と公平、谷間や空白の解消、格差の是正等の６つの目標

を新法に求めるとともに、支援の対象となる障がい（者）の範囲

や利用者負担の考え方等についても示されています。

この骨格提言は、障がい者本人をはじめ、障がい者に関わる様

々な立場から共通する思いを取りまとめたものです。社会的入院

・入所をなくすことや、自治体間の大きな格差の是正のために国

が確実に責任を持つなど放置できない社会的問題の対応も盛り込

まれています。

しかし、今年２月８日に開催された総合福祉部会において厚生

労働省から出された法案は、骨格提言をないがしろにし、障害者

自立支援法の一部改正としか思えないものであり、障がい者や家

族、関係者は強い憤りを覚えております。

以上の認識に立ち、宮崎県議会におかれましても、地域で生き

る障害者の生活が後退することのないように、国会ならびに厚生

労働省に対し「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を

尊重した障がい者総合福祉法（仮称）の制定・実施を求める意見

書」を採択の上、関係機関に働きかけて頂くよう強くお願い申し

上げます。

紹 介 議 員
丸山裕次郎 井上紀代子 渡 辺 創 西村 賢

鳥飼 謙二 河野 哲也 図師 博規

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ９ 号 受理年月日 平成2 3年 1 2月１日

請 願 者
宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名
全日本年金者組合宮崎県本部

執行委員長 津守 信弘

請願の件名 消費税によらない最低保障年金制度の創設を求める請願

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 10 号 受理年月日 平成2 3年 1 2月１日

請 願 者
宮崎市大和町１３４－２

住所・氏名
全日本年金者組合宮崎県本部

執行委員長 津守 信弘

請願の件名
無年金・低年金者への基礎年金国庫負担分3.3万円の支給を

求める請願

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要

- 444 -



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（内村仁子議員、徳重忠夫議員）

２月24日 金 本 会 議
議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第81号上程

知事提案理由説明等

２月25日 土

２月26日 日

２月27日 月

２月28日 火 休 会 （議案調査）

２月29日 水

代表質問（自由民主党・中野一則議員、
３月１日 木

自由民主党・横田照夫議員）

本 会 議 代表質問（新みやざき・田口雄二議員、

３月２日 金 社会民主党宮崎県議団・太田清海議員、

公明党宮崎県議団・新見昌安議員）

３月３日 土

３月４日 日

３月５日 月
一般質問（徳重忠夫議員、宮原義久議員、右松隆央議員、

重松幸次郎議員）

３月６日 火
一般質問（西村 賢議員、岩下斌彦議員、外山 衛議員、

図師博規議員）

本 会 議
一般質問（後藤哲朗議員、 原正三議員、井本英雄議員、

３月７日 水
髙橋 透議員）

議案に対する質疑（前屋敷恵美議員）

議案・請願委員会付託

３月８日 木
休 会 常任委員会（補正）

３月９日 金

３月10日 土

３月11日 日
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

常任委員長審査結果報告(議案第56号～第81号)

討論（議案第67号に反対）（西村 賢議員）

討論（議案第67号に反対、議案第56号に賛成）（前屋敷恵美

３月12日 月 本 会 議
議員）

採決（議案第67号）（可決）

採決（議案第56号～第66号、第68号～第81号）（可決）

議案第82号追加上程

知事提案理由説明

３月13日 火

３月14日 水

３月15日 木
休 会 常任委員会(当初）

３月16日 金

３月17日 土

３月18日 日

３月19日 月 休 会 特別委員会

３月20日 火

３月21日 水 休 会 (議事整理)

常任委員長審査結果報告(議案第１号～第55号及び請願)

質疑(前屋敷恵美議員）

討論(議案第１号、第51号～第53号、第55号に反対、請願採択

の要望)（前屋敷恵美議員）

採決（議案第１号、第51号～第53号、第55号）（可決）

採決（議案第２号～第50号、第54号）（可決）

採決（請願第９号）（不採択）

採決（請願第10号）(不採択)
３月22日 木 本 会 議

採決（請願第15号）(不採択)

採決（請願第14号、第17号、第18号）(採択)

採決（継続審査・調査案件）(委員長の申し出のとおり決定）

採決（議案第82号）（同意）

特別委員長調査結果報告

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第14号追加上程
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

採決（議員発議案第１号～第５号、第７号～第10号、第13

号、第14号採決(可決)

議員発議案第６号提案理由説明（押川修一郎議員）

討論(議員発議案第６号に賛成)（前屋敷恵美議員）

討論(議員発議案第６号に賛成)（有岡浩一議員）

３月22日 木 本 会 議 採決(議員発議案第６号)（可決）

議員発議案第11号提案理由説明(井本英雄議員)

採決（議員発議案第11号）（可決）

議員発議案第12号提案理由説明（内村仁子議員)

採決（議員発議案第12号）（可決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 外 山 三 博

宮 崎 県 議 会 副 議 長 十 屋 幸 平

宮 崎 県 議 会 議 員 内 村 仁 子

宮 崎 県 議 会 議 員 徳 重 忠 夫


